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序
　
　
　
文

　
　
　
　
　
　
　
　

　

宇
和
島
市
吉
田
町
は
愛
媛
県
み
か
ん
発
祥
の
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、も
う
一
つ
誇
る
べ
き
文
化
資
産
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
『
吉

田
秋
祭
』
で
す
。
一
一
月
三
日
、
練
車
と
呼
ば
れ
る
人
形
屋
台
を
中
心
に
、
江
戸
時
代
か
ら
変
わ
ら
な
い
姿
の
様
々
な
練
物
が
町
を
勇
壮
に

煌
び
や
か
に
練
り
歩
き
ま
す
。
中
国
・
四
国
圏
域
に
国
指
定
と
な
る
山
・
鉾
・
屋
台
行
事
が
な
い
中
で
、
こ
の
祭
が
ま
ず
研
究
者
の
方
々
に

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
周
囲
の
関
心
も
高
ま
っ
て
い
く
中
で
、
平
成
二
七
年
度
か
ら
文
化
庁
の
補
助
を
受
け
ま
し
て
、
祭
礼
行

事
の
総
合
調
査
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

空
白
地
帯
初
の
国
指
定
の
山
・
鉾
・
屋
台
行
事
と
い
う
高
み
を
目
指
し
、
地
元
住
民
の
皆
様
の
熱
意
と
調
査
指
導
委
員
会
の
先
生
方
の
真

摯
な
調
査
に
よ
り
、
吉
田
秋
祭
の
民
俗
文
化
財
と
し
て
の
価
値
が
明
ら
か
と
な
り
、
そ
の
集
大
成
と
し
て
『
吉
田
秋
祭
の
神
幸
行
事
総
合
調

査
報
告
書
』
を
刊
行
す
る
こ
と
が
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
報
告
書
が
郷
土
の
伝
統
文
化
財
の
理
解
と
も
に
、
未
来
へ
の
継
承
と
さ
ら
な
る
活
性
化
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。
調
査
に
ご
協

力
い
た
だ
き
ま
し
た
多
く
の
皆
様
と
、
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
文
化
庁
及
び
愛
媛
県
教
育
委
員
会
の
皆
様
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　

　
　
平
成
三
○
年 

七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    
宇
和
島
市
長　

岡　

原　

文　

彰　
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刊
行
に
よ
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

こ
の
た
び
、
吉
田
秋
祭
の
総
合
的
な
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
成
果
と
し
て
本
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
の
慣
れ
親
し
ん
だ
吉

田
秋
祭
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
文
化
財
的
価
値
を
有
し
て
い
た
の
か
と
感
激
し
て
お
り
ま
す
。

　

吉
田
秋
祭
は
江
戸
時
代
か
ら
約
三
五
○
年
も
の
間
、
絶
え
る
こ
と
な
く
続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
幾
度
か
の
存
続
の
危
機
も
あ
っ
た
と
聞

い
て
お
り
ま
す
が
、
今
に
至
る
ま
で
続
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
誇
り
を
持
っ
て
祭
り
に
参
加
し
て
き
た
祖
先
や
先
人
の
努
力
の
賜
物
な
の

だ
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
報
告
書
を
手
に
し
、
再
認
識
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

私
た
ち
協
議
会
は
吉
田
秋
祭
を
構
成
す
る
六
団
体
か
ら
な
り
ま
す
。
祭
り
に
対
す
る
継
承
活
動
の
活
性
化
の
声
が
高
ま
る
中
、
昨
年
一
二

月
に
発
足
い
た
し
ま
し
た
。
私
た
ち
が
今
ま
で
以
上
に
一
丸
と
な
り
、
先
人
た
ち
の
思
い
を
引
き
継
ぎ
、
愛
媛
を
代
表
す
る
伝
統
的
な
民
俗

文
化
財
と
し
て
の
吉
田
秋
祭
の
保
護
伝
承
に
、
な
お
一
層
の
研
鑽
と
努
力
を
し
て
い
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。
最
後
と
な
り
ま
し
た
が
、
報

告
書
刊
行
に
ご
尽
力
、
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
関
係
者
の
皆
様
に
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
、
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　

　
　
平
成
三
○
年 

七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
田
秋
祭
保
存
団
体
協
議
会　

会
長　

毛　

利　

修　

三　
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例　
　
　

言

一
、
本
報
告
書
は
、宇
和
島
市
な
ら
び
に
宇
和
島
市
教
育
委
員
会
が
文
化
庁
の
補
助
を
受
け
て
、平
成
二
七
年
度
か
ら
三
〇
年
度
に
か
け
て
実
施
し
た
吉
田
秋
祭
総
合
調
査
（
伝

承
状
況
調
査
・
民
俗
文
化
調
査（
祭
・
行
事
を
含
む
））事
業
に
か
か
る
報
告
書
で
あ
る
。
一
一
月
三
日（
文
化
の
日
）宇
和
島
市
吉
田
町
で
行
わ
れ
る
吉
田
秋
祭（『
お
ね
り
』

の
名
で
吉
田
町
民
を
中
心
に
し
た
宇
和
島
市
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
八
幡
神
社
祭
礼
）
は
、昭
和
四
九
年
に
「
鹿
の
子
」、昭
和
六
二
年
に
「
お
ね
り
」、平
成
一
一
年
に
「
卯

之
刻
相
撲
」
が
宇
和
島
市
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
平
成
三
〇
年
に
は
『
吉
田
秋
祭
の
神
幸
行
事
』
と
し
て
一
連
の
行
事
が
愛
媛
県
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
を

受
け
て
い
る
。

二
、
本
調
査
は
祭
礼
に
関
す
る
諸
調
査
を
通
し
て
、
祭
礼
の
現
状
と
こ
れ
ま
で
の
変
遷
（
推
移
）
を
把
握
し
、
民
俗
文
化
財
と
し
て
の
特
色
を
究
明
し
、
後
世
へ
の
継
承
に
資

　
　

す
る
こ
と
を
目
的
に
行
な
っ
た
。

・
調
査
実
績

　
　
　
　

平
成
二
七
年
度　

基
礎
調
査
・
本
調
査
の
一
部　

／　

調
査
指
導
委
員
会　

第
一
回
（
八
月
二
六
日
）・
第
二
回
（
二
月
一
二
日
）　

　
　
　
　

平
成
二
八
年
度　

本
調
査　

／　

調
査
指
導
委
員
会　

第
三
回
（
六
月
十
二
日
）・
第
四
回
（
一
一
月
四
日
）・
第
五
回
（
二
月
二
八
日
）

　
　
　
　

平
成
二
九
年
度　

補
足
調
査
・
報
告
書
編
集　

／　

調
査
指
導
委
員
会　

第
六
回
（
九
月
四
日
）　

　
　
　
　

平
成
三
〇
年
度

追
加
調
査
・
報
告
書
刊
行　

／　

調
査
指
導
委
員
会　

第
七
回
（
六
月
二
九
日
）　

※
平
成
二
九
年
度
事
業
を
繰
越

　

以
上
の
国
庫
補
助
事
業
の
他
に
、
祭
礼
調
査
の
成
果
を
紹
介
す
る
た
め
に
、
平
成
二
八
年
度
二
月
一
六
日
、
水
引
幕
・
人
形
の
調
査
成
果
報
告
会
を
開
催
、
市
民

の
本
祭
礼
行
事
に
お
け
る
民
俗
文
化
財
的
価
値
へ
の
関
心
を
高
め
た
。

・
事
業
費
「
民
俗
文
化
財
調
査
費
国
庫
補
助
事
業
」

　
　
　
　

平
成
二
七
年
度　

二
一
七
万
四
千
八
百
三
十
五
円

　
　
　
　

平
成
二
八
年
度　

二
五
五
万
二
千
円

　
　
　
　

平
成
二
九
年
度　

一
五
一
万
二
千
円

　
　
　
　

平
成
三
〇
年
度　

八
十
八
万
八
千
円　

※
平
成
二
九
年
度
事
業
費
を
繰
越

　
　
　
　

計　

七
一
二
万
六
千
八
百
三
十
五
円
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三
、
本
調
査
の
体
制
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

・
調
査
主
体

　

宇
和
島
市
・
宇
和
島
市
教
育
委
員
会

　
　

・
指
導
機
関

　

文
化
庁
文
化
財
部
伝
統
文
化
課
民
俗
文
化
財
部
門　

石
垣
悟
調
査
官

　

愛
媛
県
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課　

谷
若
倫
郎
文
化
財
専
門
監
・
高
市
直
樹
文
化
財
保
護
係
長
（
平
成
二
七
・
二
八
年
度
）

土
居
裕
司
文
化
財
保
護
係
長
（
平
成
二
九
・
三
〇
年
度
）・
石
岡
ひ
と
み
専
門
学
芸
員

・
調
査
指
導
委
員
会　

福
原
敏
男

（
武
蔵
大
学
人
文
学
部
日
本
・
東
ア
ジ
ア
文
化
学
科
教
授
、
調
査
指
導
員
会
委
員
長
（
平
成
二
七
年
度
）、
文
献
史
学
・
祭
礼
行
事

調
査
指
導
）

段
上
達
雄

（
別
府
大
学
文
学
部
史
学
・
文
化
財
学
科
教
授
、
調
査
指
導
員
会
委
員
長
（
平
成
二
八
・
二
九
年
度
）、
有
形
民
俗
文
化
財
調
査
指
導
）

森　

正
康

（
松
山
東
雲
女
子
大
学
・
短
期
大
学
生
活
科
学
科
名
誉
教
授
、
文
献
史
学
・
屋
台
行
事
調
査
指
導
）

大
本
敬
久

（
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
専
門
学
芸
員
、
実
地
調
査
統
括
）

藥
師
寺
浩
幸
（
吉
田
町
お
ね
り
保
存
会
会
長
（
平
成
二
七
年
度
）、
調
査
協
力
・
情
報
提
供
）

水
谷
一
良

（
吉
田
町
お
ね
り
保
存
会
会
長
（
平
成
二
八
年
度
）、
調
査
協
力
・
情
報
提
供
）

伊
尾
喜
貞
之
（
吉
田
町
お
ね
り
保
存
会
会
長
（
平
成
二
九
年
度
～
）、
調
査
協
力
・
情
報
提
供
）

児
玉　

誠

（
八
幡
神
社
総
代
会
会
長
（
平
成
二
七
年
度
）、
調
査
協
力
・
情
報
提
供
）

井
東
正
信

（
八
幡
神
社
総
代
会
会
長
（
平
成
二
八
～
二
九
年
度
）、
調
査
協
力
・
情
報
提
供
）

・
調
査
員

大
本
敬
久

（
民
俗
行
事
・
祭
礼
行
事
調
査
）

段
上
達
雄

（
屋
台
・
練
物
な
ど
有
形
物
件
調
査
）

城　

佳
世

（
九
州
女
子
大
学
人
間
発
達
学
科
准
教
授
、
音
楽
調
査
平
成
二
八
年
度
～
）

高
嶋
賢
二

（
伊
方
町
教
育
委
員
会
町
見
郷
土
館
学
芸
員
、
民
俗
芸
能
調
査
）

河
野
哲
夫

（
宇
和
島
市
吉
田
支
所
教
育
係
、
現
状
・
資
料
調
査
）

渡
辺　

晃

（
宇
和
島
市
中
央
図
書
館
館
長
、
現
状
・
史
料
調
査
）

・
調
査
協
力
者　
　
　

久
野
隆
志

（
福
岡
県
教
育
庁
総
務
部
文
化
財
保
護
課
技
術
主
査
（
平
成
二
八
年
度
））

内
野
嗣
昭

（
大
分
市
歴
史
資
料
館
学
芸
員
（
平
成
二
七
年
度
））

坂
本
真
理
子 

（
八
幡
浜
市
保
健
セ
ン
タ
ー
職
員
（
平
成
二
七
年
度
）
）
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阿
比
留
春
香�

（
別
府
大
学
文
学
部 

史
学
・
文
化
財
学
科
三
回
生
（
平
成
二
七
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

板
野
真
里
菜�

（
別
府
大
学
文
学
部 

史
学
・
文
化
財
学
科
三
回
生
（
平
成
二
七
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
藤　

涼�������（
別
府
大
学
文
学
部 

史
学
・
文
化
財
学
科
三
回
生
（
平
成
二
七
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
山
飛
翔�������（
別
府
大
学
文
学
部 

史
学
・
文
化
財
学
科
三
回
生
（
平
成
二
七
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
山
瑠
美�������（
別
府
大
学
文
学
部 

史
学
・
文
化
財
学
科
三
回
生
（
平
成
二
七
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
香
澄�������（
別
府
大
学
文
学
部 

史
学
・
文
化
財
学
科
二
回
生
（
平
成
二
七
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
浦
貴
行�������（
宇
和
島
市
役
所
吉
田
支
所
職
員
（
平
成
二
七
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浅
井
松
記�������（
宇
和
島
市
役
所
吉
田
支
所
職
員
（
平
成
二
七
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
平　

巌�������（
宇
和
島
市
役
所
吉
田
支
所
職
員
（
平
成
二
七
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
上
金
彦�������（
宇
和
島
市
役
所
吉
田
支
所
職
員
（
平
成
二
七
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
本
徳
和�������（
宇
和
島
市
農
業
委
員
会
（
平
成
二
七
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
口
忠
生�������（
安
藤
神
社
宮
司
※
八
幡
神
社
宮
司
兼
務
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酒
井
純
孝　

���

（（
有
）
酒
井
設
計
※
平
成
二
八
年
度
練
車
測
量
調
査
）

 
 

 
   

山
本
文
義　

   

（
宮
大
工
※
平
成
二
八
年
度
練
車
測
量
調
査
、
平
成
二
九
年
度
練
車
修
理
）

　
　

・
事
務
局　
　
　
　
　

明
神
崇
彦�������（
宇
和
島
市
教
育
委
員
会
教
育
長
（
平
成
二
七
年
度
）、
調
査
指
導
員
会
事
務
局
長
（
平
成
二
七
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

織
田
吉
和�������（
宇
和
島
市
教
育
委
員
会
教
育
長
（
平
成
二
八
・
二
九
年
度
）、
調
査
指
導
員
会
事
務
局
長
（
平
成
二
八
・
二
九
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
瀬　

聡�������（
宇
和
島
市
教
育
委
員
会
教
育
長
（
平
成
三
〇
年
度
）、
調
査
指
導
員
会
事
務
局
長
（
平
成
三
〇
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
田
益
也　

���

（
宇
和
島
市
教
育
委
員
会
教
育
部
長
（
平
成
二
七
・
二
八
・
三
〇
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

常
盤
修
二�������（
宇
和
島
市
教
育
委
員
会
教
育
部
長
（
平
成
二
九
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岩
崎
正
幸�������（
宇
和
島
市
役
所
吉
田
支
所
支
所
長
（
平
成
二
七
・
二
八
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
上
金
彦�������（
宇
和
島
市
役
所
吉
田
支
所
支
所
長
（
平
成
二
九
～
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
本
隆
夫�������（
宇
和
島
市
教
育
委
員
会
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
課
課
長
（
平
成
二
七
・
二
八
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
本
清
司�������（
宇
和
島
市
教
育
委
員
会
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
課
課
長
（
平
成
二
九
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
川
啓
之�������（
宇
和
島
市
教
育
委
員
会
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
課
課
長
（
平
成
三
〇
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
田
浩
二�������（
宇
和
島
市
教
育
委
員
会
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
課
課
長
補
佐
）



68

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
出
山
輝�

��（
宇
和
島
市
教
育
委
員
会
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
課
文
化
財
保
護
係
係
長
（
平
成
二
七
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

首
藤
将
文�

��（
宇
和
島
市
教
育
委
員
会
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
課
文
化
財
保
護
係
係
長
（
平
成
二
八
・
二
九
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藥
師
神
司�

��（
宇
和
島
市
教
育
委
員
会
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
課
課
長
補
佐
兼
文
化
財
保
護
係
長
（
平
成
三
〇
年
度
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
甲
由
美
子�

��（
宇
和
島
市
教
育
委
員
会
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
課
専
門
員
（
平
成
二
七
年
度
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廣
瀬
岳
志�

��（
宇
和
島
市
教
育
委
員
会
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
課
主
任
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
澤
昌
平�

��（
宇
和
島
市
教
育
委
員
会
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
課
主
任
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

志
後
野
迫
希
世
（
宇
和
島
市
立
伊
達
博
物
館
主
任
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
澤
千
絵
里�

��（
宇
和
島
市
教
育
委
員
会
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
課
調
査
補
助
員
）

四
、
本
報
告
書
の
執
筆
分
担
な
ら
び
に
規
定
は
次
の
通
り
。

　
　
【
執
筆
分
担
】　　

　
　

第
一
章　

第
一
～
二
節
：
福
原　

 

　
　
　
　
　
　

第
三
～
四
節
：
大
本

　
　

第
二
章
：
廣
瀬

　
　

第
三
章　

 

第
一
～
四
節
：
森　

　
　
　
　
　
　

第
五
節
：
渡
辺

　
　

第
四
章　

第
一
・
四
節
：
森　

　
　
　
　
　
　

第
二
～
三
・
八
節
：
廣
瀬 　

　
　
　
　
　
　

第
五
・
八
節
：
高
嶋
・
城　

　
　
　
　
　
　

第
六
節
：
大
本　

　
　
　
　
　
　

第
七
節
：
段
上
・
西
澤
（
千
）　

　
　

第
五
章　

第
一
節
：
大
本　

　
　
　
　
　
　

第
二
節
：
廣
瀬　

　
　

第
六
章　

第
一
節
：
段
上
・
城　

　
　
　
　
　
　

第
二
節
：
廣
瀬　

【
規
定
】

◆  

表
記
は
「
常
用
漢
字
、
現
代
か
な
づ
か
い
（
昭
和
六
一
年
内
閣
告
示
）
を
使
用
し
、
難
解
で
誤
読
の
お
そ

れ
の
あ
る
漢
字
に
は
適
宜
ふ
り
が
な
を
、
漢
字
の
横
に
記
す
。
特
殊
な
用
語
に
つ
い
て
は
旧
字
体
を
用
い
る

こ
と
も
あ
る
。
古
典
な
ど
の
文
章
は
、
そ
の
ま
ま
引
用
し
、
難
解
な
漢
字
に
は
ふ
り
が
な
を
つ
け
る
。

◆ 
人
形
屋
台
に
つ
い
て
は
「
練
車
（
ね
り
く
る
ま
）」
と
す
る
。

◆ 
練
車
以
外
を
の
ぞ
い
た
も
の
は
「
練
物(

ね
り
も
の)

」
と
す
る
。

◆ 

地
区
名
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
○
○
区
で
は
な
く
、
旧
の
○
○
丁
目
を
使
用
す
る
。

◆ 

年
表
記
に
つ
い
て
は
、
和
暦
（
西
暦
）
表
記
と
す
る
。
た
だ
し
、
併
記
は
昭
和
ま
で
と
す
る
。

◆ 

本
文
中
の
数
字
は
原
則
、
漢
数
字
と
す
る
が
、
横
書
き
表
な
ど
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
使
用
す
る
。

◆ 

計
量
単
位
は
記
号
を
使
用
す
る
。

◆  「
人
名
」
に
つ
い
て
は
敬
称
を
略
す
る
。
人
名
紹
介
の
場
合
に
は
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
記
す
。

◆ 「
地
名
」「
町
名
」
な
ど
で
、
旧
名
が
必
要
な
場
合
は
（　

）
し
て
記
す
。

　

読
み
が
難
解
な
場
合
は
、
ひ
ら
が
な
で
記
す
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第
三
節
：
廣
瀬　

　
　
　
　
　
　

第
四
・
八
節
：
大
本

　
　
　
　
　
　

第
五
・
六
節
：
高
嶋 　

　
　
　
　
　
　

第
七
節
：
森　

　
　

第
七
章
：
大
本　

　
　

資
料
編
：
福
原
・
渡
辺
・
廣
瀬
・
西
澤
（
千
）

五
、
本
調
査
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
団
体
や
個
人
の
方
々
か
ら
御
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
（
順
不
同
、
敬
称
略
）。

　

 　

 【
個
人
】  

山
下
照
男
、
丸
尾
富
士
夫
、
吉
村
重
雄
、
石
田
誠
、
清
家
吉
雄
、
井
伊
サ
ト
、
島
原
一
郎
、
松
寛
、
村
上
守
、
中
川
英
夫
、
芝
基
一
、
細
工
屋
圭
介
、
真
田
昭
文
、

 

旭
和
男
、
土
居
正
人
、
古
泉
吉
朗
、
木
野
下
繁
、
杉
田
繁
、
清
家
利
一
、
薬
師
寺
公
明
、
赤
松
宗
治
、
宮
川
典
丈
、
清
家
誠
、
伊
野
隆
之
、
毛
利
淳
一
、
岡
田
幸
子
、

 

山
口
由
利
子
、
髙
本
繁
子
、
山
下
祥
子
、
末
光
仁
美
、
小
原
安
子
、
黒
田
裕
美
、
大
石
隆
子
、
大
石
健
太
郎
、
毛
山
明
穂
、
赤
松
嘉
進
、
佐
々
木
眞
喜
夫
、

 

利
根
耕
造
、
利
根
千
代
美　

　
　

 【
法 

人
・
団
体
】
八
幡
神
社
、
八
幡
神
社
総
代
会
、
吉
田
秋
祭
り
振
興
会
、
伊
勢
踊
り
保
存
会
、
卯
之
刻
相
撲
保
存
会
、
神
輿
奉
賛
会
、
鹿
の
子
保
存
会
、

 

牛
鬼
保
存
会
（
元
町
自
治
会
、
鶴
間
自
治
会
、
浅
川
自
治
会
）、
吉
田
町
お
ね
り
保
存
会
（
本
町
一
区
自
治
会
、
本
町
二
区
自
治
会
、
本
町
三
区
自
治
会
、

 

裏
町
一
区
自
治
会
、
裏
町
二
区
自
治
会
、
裏
町
三
区
自
治
会
、
魚
棚
一
区
自
治
会
、
魚
棚
二
区
自
治
会
、
魚
棚
三
区
自
治
会
、
桜
丁
自
治
会
、
老
人
ク
ラ
ブ
、

 

御
用
練
り
保
存
会
、
宵
宮
宝
多
保
存
会
）、
吉
田
町
秋
祭
り
実
行
委
員
会
、
法
花
津
地
区
自
治
会
（
和
田
、
与
村
井
東
、
与
村
井
西
、
宮
之
浦
東
、
宮
之
浦
西
）、 

 

愛
媛
新
聞

六
、
本
報
告
書
の
編
集
は
、
調
査
指
導
委
員
会
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
事
務
局
の
廣
瀨
が
行
な
い
、
藥
師
神
、
西
澤
昌
平
、
西
澤
千
絵
里
が
こ
れ
を
補
佐
し
た
。。

七
、
本
報
告
書
中
に
は
、
一
部
に
差
別
的
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
学
術
的
な
見
解
か
ら
祭
礼
行
事
の
資
料
を
正
確
に
記
録
す
る
必
要
上
掲
載
し
た
も
の
で
あ
り
、

　
　

決
し
て
差
別
を
容
認
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
利
用
の
際
は
注
意
さ
れ
た
い
。
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第
一
節
　
山
・
鉾
・
屋
台
と
練
り

　

日
本
の
祭
に
関
し
て
、
神
社
（
主
に
本
殿
・
拝
殿
）
内
に
お
け
る
神
主
と
氏
子
に

よ
る
祭
式
に
則
っ
た
「
神
事
」
と
、境
内
や
氏
子
地
で
の
神
輿
渡
御
な
ど
の
「
祭
礼
」

に
分
け
る
考
え
方
が
あ
る
。
柳
田
國
男
は
『
日
本
の
祭
』（
一
九
四
二
年
・
弘
文
堂
）

に
お
い
て
、
右
と
同
様
に
「
祭
り
」
と
「
祭
礼
」
に
分
け
て
考
え
、
前
者
の
歴
史
的

初
期
段
階
と
し
て
、
当
事
者
（
主
催
者
・
氏
子
）
の
み
の
深
夜
の
秘
儀
的
な
神
事
を

想
定
し
て
い
る
。
平
安
京
に
お
い
て
、
本
来
疫
病
鎮
め
の
臨
時
の
御
霊
会
が
、
恒
例

の
祇
園
御
霊
会
な
ど
に
展
開
し
、
神
輿
が
本
社
よ
り
氏
子
圏
を
巡
幸
し
て
洛
中
の
御

旅
所
を
往
復
す
る
御
旅
所
祭
礼
が
成
立
し
た
。
昼
間
に
行
わ
れ
る
賀
茂
社
の
葵
祭
り

や
御
旅
所
祭
礼
の
行
列
は
、
信
仰
を
共
有
し
な
い
（
氏
子
で
な
い
）
観
客
を
前
に
し

て
華
美
に
風ふ

り
ゅ
う流
化
し
、
ペ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（
祝
祭
）
的
様
相
を
呈
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。「
見
せ
る
」「
見
ら
れ
る
」
た
め
に
趣
向
を
凝
ら
し
た
祭
礼
行
列
は
、
本
来
「
見

せ
な
い
」「
見
ら
れ
な
い
」
祭
り
（
神
事
）
か
ら
発
展
し
た
祭
礼
の
姿
で
あ
る
。

　

や
が
て
室
町
時
代
に
な
る
と
、
風
流
の
行
列
の
な
か
か
ら
、
町
衆
な
ど
の
担
い
手

た
ち
が
山
・
鉾
・
屋
台
類
を
創
出
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
が
、
風
流
と
は
人
目
を
驚

か
す
意
匠
・
装
飾
に
眼
目
を
置
い
た
趣
向
や
美
意
識
の
意
で
あ
り
、
祭
礼
や
芸
能
に

採
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
室
町
時
代
の
後
期
、
京
都
な
ど
人
口
が
多
く
な
っ
た
都

市
部
で
は
、
疫
病
が
流
行
り
や
す
い
夏
の
祭
礼
な
ど
に
お
い
て
、
歌
舞
音
曲
や
仮
装

の
集
団
が
行
列
し
て
疫
（
悪
）
霊
を
鎮
送
す
る
風ふ

り
ゅ
う
は
や
し

流
拍
子
（
囃
子
）
物
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
特
色
は
、
風
流
傘
（
傘
鉾
）
を
先
頭
や
中
心
に
立
て
囃
し
な

が
ら
進
み
、
止
ま
っ
て
は
そ
の
周
り
に
お
い
て
芸
能
を
演
じ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
出

し
物
に
は
当
時
流
行
し
て
い
る
ニ
ュ
ー
ス
や
伝
統
的
物
語
な
ど
を
反
映
さ
せ
、
く
り

返
さ
な
い
一
回
性
の
趣
向
を
凝
ら
し
、
社
寺
や
貴
人
の
邸
宅
、
辻
な
ど
の
街
路
を
行

列
し
な
が
ら
も
を
踊
り
巡
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
仮
装
な
ど
趣
向
を
凝
ら
し
て
の
行
列
を
「
ね
り
（
練
り
・
邌
り
・

踟
り
）
物
」
や
「
通
り
物
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
傘
鉾
な
ど
の

傘
上
に
参
加
町
の
シ
ン
ボ
ル
な
ど
を
造
形
化
し
て
、
疫
霊
な
ど
を
憑
け
、
そ
の
周
り

で
当
世
風
の
仮
装
や
芝
居
を
演
じ
、
歌
舞
音
曲
な
ど
で
囃
し
立
て
な
が
ら
送
っ
て
い

き
、
最
後
に
造
り
物
を
壊
し
、
水
に
流
し
、
焼
い
て
疫
霊
を
除
去
す
る
行
事
で
あ
る
。

　

風
流
拍
子
物
や
練
物
に
お
け
る
風
流
傘
や
傘
鉾
は
、
一
人
で
捧
げ
持
っ
て
行
列
す

る
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
各
地
で
大
型
化
・
風
流
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結

果
、
祇
園
祭
を
は
じ
め
、
傘
鉾
を
多
人
数
で
舁
い
た
り
、
車
を
付
け
て
曳
く
鉾
車
や

山
・
山
車
な
ど
に
展
開
し
、
傘
鉾
の
周
り
で
歩
き
な
が
ら
囃
し
て
い
た
囃
子
方
が
山

や
鉾
上
に
乗
っ
て
囃
す
よ
う
に
も
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
や
鉾
の
中
心
に
一

本
柱
を
貫
通
さ
せ
、
神
霊
の
宿
る
依
代
と
す
る
信
仰
や
構
造
は
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

一
方
、
移
動
舞
台
で
あ
る
芸
屋
台
、
囃
子
専
門
の
囃
子
屋
台
や
太
鼓
屋
台
な
ど
も

登
場
し
、
こ
れ
ら
は
四
本
柱
吹
き
抜
け
構
造
な
ど
が
多
く
、
山
や
鉾
を
囃
し
て
氏
子

町
中
を
巡
行
さ
せ
、
山
や
鉾
は
囃
さ
れ
て
は
町
中
で
疫
霊
を
依
り
つ
か
せ
、
最
後

に
遷
却
さ
れ
る
と
い
う
意
味
を
有
し
、
現
在
の
祇
園
祭
で
も
山
鉾
巡
行
が
終
了
す
る

や
、
会
所
で
解
体
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

本
来
、
毎
回
新
作
し
て
終
了
時
に
は
壊
す
一
回
性
の
造
形
物
（
張
り
子
・
張
り
ぼ

て
）
に
対
し
、
町
衆
・
町
人
の
財
力
や
職
人
技
術
が
傾
注
さ
れ
、
美
術
工
芸
品
化
す

る
と
、
毎
回
壊
せ
ず
、
趣
向
や
造
形
も
固
定
化
し
た
。
そ
の
代
償
と
し
て
、
例
え
ば

京
都
祇
園
祭
で
は
懸
装
品
を
毎
回
掛
け
替
え
、
江
戸
天
下
祭
で
は
固
定
的
山
車
以
外

の
流
行
的
出
し
物
で
あ
る
附

つ
け
ま
つ
り祭
の
盛
行
に
よ
っ
て
、「
風
流
の
精
神
」
の
命
脈
を
保
っ

た
の
で
あ
る
。

　

幕
藩
体
制
が
確
立
し
た
一
七
世
紀
以
降
、
城
下
町
を
は
じ
め
と
す
る
都
市
が
一
斉
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に
成
立
し
、
山
・
鉾
・
屋
台
類
が
登
場
す
る
都
市
祭
礼
の
成
立
・
展
開
が
見
ら
れ
た
が
、

一
挙
に
そ
う
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
全
国
的
に
見
る
と
一
九
世
紀
前
半
の
化
政
期

あ
た
り
が
ピ
ー
ク
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
江
戸
時
代
中
後
期
よ
り
明
治

時
代
に
か
け
て
、
山
（
舁
き
・
曳
き
の
運
行
）・
鉾
・
屋
台
・
山
車
・
だ
ん
じ
り
・
船
・

ね
ぶ
た
な
ど
多
様
な
名
称
と
造
形
の
祭
礼
が
、
本
州
・
四
国
・
九
州
を
中
心
に
成
立

し
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
は
城
下
町
の
拠
点
祭
礼
を
中
心
に
、
藩
域
や
街
道
な
ど
を
祭

礼
文
化
圏
と
し
、
現
在
で
も
千
数
百
事
例
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
神
輿
渡

御
の
前
後
を
巡
行
し
、
祭
礼
を
造
形
的
に
飾
り
立
て
、
色
彩
的
に
彩
り
、
音
響
的
に

囃
し
、
さ
ら
に
夜
間
に
は
光
輝
い
て
盛
り
上
げ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

全
国
的
に
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
政
教
分
離
も
あ
り
、
神

社
祭
式
や
神
輿
渡
御
で
は
な
く
、
氏
子
が
主
体
の
こ
れ
ら
祭
礼
風
流
の
造
形
物
で
あ

り
、
二
〇
一
六
年
末
、
全
国
三
三
件
の
祭
礼
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
「
山
・
鉾
・

屋
台
行
事
」
一
件
と
し
て
登
録
さ
れ
た
（
表
01
・
図
01
）。
そ
の
登
録
名
称
は
山
車

や
だ
ん
じ
り
で
は
な
い
の
は
、
民
俗
文
化
財
行
政
に
お
け
る
京
都
祇
園
祭
山
鉾
の
影

響
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
ユ
ネ
ス
コ
登
録
の
社
会
的
な
影
響
も
あ
り
、
近
代
以
降

東
日
本
を
中
心
に
多
く
見
ら
れ
る
「
山
車
」
に
対
し
て
、
今
後
、「
山
・
鉾
・
屋
台

行
事
」
の
使
用
例
が
多
く
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
山
・
鉾
・
屋
台
行
事
は
、
祇
園
祭
な
ど
近
畿
の
大
寺
社
の
祭

礼
か
ら
放
射
状
に
各
地
に
伝
播
し
て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
毎
回
変
え
て

い
た
風
流
の
出
し
物
と
い
う
「
流
動
」
か
ら
、豪
華
な
美
術
工
芸
品
に
よ
る
「
固
定
」

化
へ
と
、
単
線
的
に
展
開
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
現
在
で
も
祭
礼
行
列
の

徒か
ち

練
り
の
ま
ま
伝
承
さ
れ
て
い
る
練
物
や
通
り
物
も
数
多
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
祭
の
練
物
や
通
り
物
は
、
上
記
の
歴
史
的
経
緯
や
町
の
住
民
（
氏
子
）

を
主
体
と
す
る
出
し
物
で
あ
る
た
め
、
神
社
が
中
心
と
な
っ
て
出
す
神
輿
渡
御
を
含

ま
な
い
所
が
多
い
。
し
か
し
、
練
物
や
通
り
物
は
神
輿
の
前
後
を
巡
行
す
る
こ
と
が

多
い
の
で
、
祭
礼
行
列
全
体
を
練
物
や
通
り
物
と
称
す
る
事
例
も
あ
る
。
例
え
ば
、

江
戸
の
天
下
祭
、
山
王
権
現
や
神
田
明
神
の
祭
礼
で
も
、
練
物
と
は
神
幸
全
体
の
場

合
と
、先
述
し
た
附
祭
の
な
か
の
「
仮
装
パ
レ
ー
ド
」
一
種
類
を
指
す
場
合
が
あ
る
。

　

吉
田
秋
祭
は
現
在
、
愛
媛
県
宇
和
島
市
吉
田
町
立
間
地
区
に
所
在
す
る
八
幡
神
社

の
神
輿
渡
御
を
中
心
と
す
る
神
幸
行
列
全
体
を
「
お
ね
り
」
と
い
い
、
参
加
す
る
出

し
物
の
一
種
を
「
練
車
」
と
呼
び
、
人
形
・
屋
台
彫
刻
・
金
糸
や
立
体
刺
繍
の
幕
、

囃
子
な
ど
非
常
に
貴
重
な
民
俗
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。
本
来
、
御
用
練
り
や
現
七

福
神
の
よ
う
に
仮
装
し
て
練
り
歩
い
た
行
列
が
、
風
流
化
し
て
屋
台
と
な
り
車
を
付

け
て
、
人
形
を
飾
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

藩
政
期
の
吉
田
秋
祭
（
吉
田
藩
）
や
宇
和
津
彦
神
社
祭
礼
（
宇
和
島
藩
）
に
は
、

藩
士
に
よ
る
「
御
用
練
り
」
と
い
う
徒
練
り
が
祭
礼
行
列
全
体
を
先
導
す
る
が
、
こ

れ
に
は
三
つ
の
意
味
が
あ
ろ
う
。
一
つ
は
後
続
す
る
町
方
の
出
し
物
や
神
輿
の
警

固
、
二
つ
は
祭
礼
と
い
う
平
和
な
時
・
機
会
に
お
い
て
さ
え
、
藩
の
武
器
を
袋
で
隠

し
つ
つ
も
見
せ
つ
け
る
武
威
、
三
つ
に
は
両
祭
と
も
藩
が
経
済
的
・
労
力
的
に
支
援

す
る
官
祭
で
あ
る
。
特
に
、
最
後
の
官
祭
と
は
、
城
下
町
・
陣
屋
町
祭
礼
の
一
つ
の

特
色
で
あ
り
、
藩
の
鎮
守
社
の
祭
礼
に
お
い
て
、
城
下
町
や
陣
屋
町
を
構
成
す
る
全

て
の
町
が
、
何
ら
か
の
役
割
を
以
て
参
加
す
る
惣
町
祭
礼
で
あ
り
、「
御
船
」
に
も

藩
が
出
し
た
と
い
う
同
様
の
意
味
が
あ
り
、
御
用
練
り
は
明
治
以
降
、
上
記
意
味
を

失
い
、
廃
絶
し
た
。

　

今
回
の
吉
田
秋
祭
調
査
で
特
に
重
視
さ
れ
た
の
は
練
車
で
あ
り
、
人
形
、
彫
刻
、

刺
繍
幕
、
飾
り
金
具
な
ど
の
豪
華
さ
や
、
そ
の
運
行
を
囃
す
練
歌
や
囃
子
で
あ
っ
た
。

そ
う
い
う
意
味
で
も
、
吉
田
秋
祭
は
典
型
的
な
山
・
鉾
・
屋
台
行
事
の
一
つ
と
言
え

よ
う
。

　

次
節
で
は
、
練
車
を
中
心
に
、
山
・
鉾
・
屋
台
行
事
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
民

俗
的
特
色
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
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行事名 （重要無形民俗文化財指定年） 保持団体 府県名 市町名 

はちのへさんしゃたいさい  だし 

八戸三社大祭の山車行事（平成 16 年国指定） 八戸三社大祭山車祭り行事保存会 青森県 八戸市 
かくのだてまつ 

角館祭りのやま行事（平成３年国指定） 角館のお祭り保存会 仙北市 
つちざきしんめいしゃさい  ひきやま 

土崎神明社祭の曳山行事（平成９年国指定） 土崎神明社奉賛会 秋田県 秋田市 
はなわ まつり やたい 

花輪祭の屋台行事（平成 26 年国指定） 花輪ばやし祭典委員会 鹿角市 
しんじょう  やたい 

新庄まつりの山車行事(平成 21 年国指定) 新庄まつり山車行事保存会 山形県 新庄市 
ひたち  ふりゅうもの 

日立風流物（昭和 52 年国指定） 日立郷土芸能保存会 茨城県 日立市 

からすやま  やま 

烏山の山あげ行事(昭和 54 年国指定） 
かぬまいまみやじんじゃさい 

鹿沼今宮神社祭の屋台行事（平成 15 年国指定） 

烏山山あげ保存会 

鹿沼いまみや付け祭り保存会 
栃木県 

那須烏山市 

鹿沼市 
ちちぶまつり  やたい  かぐら 

秩父祭の屋台行事と神楽（昭和 54 年国指定） 
かわごえひかわまつり   だし    

川越氷川祭の山車行事（平成 17 年国指定） 

秩父祭保存委員会 

川越氷川祭の山車行事保存会 
埼玉県 

秩父市 

川越市 
さわら     だし 

佐原の山車行事（平成 16 年国指定） 佐原山車行事伝承保存会 千葉県 香取市 
たかおかみくるまやままつり  みくるまやま 

高岡御車山祭の御車山行事（昭和 54 年国指定） 高岡御車山保存会 高岡市 
うおづ 

魚津のタテモン行事（平成９年国指定） 魚津たてもん保存会 富山県 魚津市 
じょうはなしんめいぐうさい  ひきやま 

城端神明宮祭の曳山行事（平成 14 年国指定） 城端曳山祭保存会 南砺市 
せいはくさい   ひきやま 

青柏祭の曳山行事（昭和 58 年国指定） 青柏祭でか山保存会 石川県 七尾市 
たかやままつり  やたい 

日枝神社氏子山王祭保存会

八幡宮氏子八幡祭保存会 

古川祭保存会 

大垣祭保存会 

岐阜県

高山市 

飛騨市

大垣市 

高山祭の屋台行事（昭和 54 年国指定） 

ふるかわまつり  おこ   だいこ  やたい 

古川祭の起し太鼓・屋台行事（昭和 55 年国指定） 
おおがきまつりやま 

大垣祭軕行事（平成 27 年国指定）

おわりつしまてんのうまつり  だんじりぶね 

尾張津島天王祭の車楽舟行事（昭和 55 年国指定） 尾張津島天王祭協賛会 

愛知県

  津島市・ 

愛西市 
ちりゅう  だし  ぶんらく 

知立の山車文楽とからくり(平成２年国指定) 知立山車文楽保存会 知立市 

いぬやままつり   や ま   

犬山祭の車山行事（平成 18 年国指定） 

知立からくり保存会 

犬山祭保存会 犬山市 
かめざきしおひまつり  だし 

亀崎潮干祭の山車行事（平成 18 年国指定） 
すなりまつり  だんじりぶね      みよしながし

亀崎潮干祭保存会 半田市 

須成祭の車楽船行事と神葭流し(平成 24 年国指定) 須成文化財保護委員会 蟹江町 
とりでじんじゃ    くじらぶね 

鳥出神社の鯨船行事（平成９年国指定） 富田鯨船保存会連合会 四日市市 
うえのてんじんまつり 

上野天神祭のダンジリ行事（平成 14 年国指定） 上野文化美術保存会 三重県 伊賀市 
くわないしどりまつり  さいしゃ 

桑名石取祭の祭車行事（平成 19 年国指定） 桑名石取祭保存会 桑名市 
ながはまひきやままつり  ひきやま 

長浜曳山祭の曳山行事（昭和 54 年国指定） 公益財団法人 長浜曳山文化協会 滋賀県 長浜市 

きょうとぎおんまつり  やまほこ 

京都祇園祭の山鉾行事（昭和 54 年国指定） 公益財団法人 祇園祭山鉾連合会 京都府 京都市 
はかた ぎおん   やまかさ 

博多祇園山笠行事（昭和 54 年国指定） 
とばたぎおん   おおやまがさ 

戸畑祇園大山笠行事（昭和 55 年国指定） 

博多祇園山笠振興会 

戸畑祇園大山笠振興会 
福岡県 

福岡市 

北九州市 
からつ  ひきやま 

唐津くんちの曳山行事（昭和 55 年国指定） 唐津曳山取締会 佐賀県 唐津市 
やつしろみょうけんさい  しんこう 

八代妙見祭の神幸行事(平成 23 年国指定) 八代妙見祭保存振興会 熊本県 八代市 
ひた  ぎおん  ひきやま 

日田祇園の曳山行事（平成８年国指定） 日田祇園山鉾振興会 大分県 日田市 

表 01　ユネスコ無形文化遺産登録の山・鉾・屋台行事一覧表
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図 01 ユネスコ無形文化遺産登録の山・鉾・屋台行事分布図
※●数字は平成 21 年度に登録されたもの

第
二
節
　
南
予
地
方
・
宇
和
地
域
に
お
け
る

宇
和
島
・
吉
田
型
祭
礼

　

山
・
鉾
・
屋
台
行
事
と
し
て
の
吉
田
秋
祭
の
構
成
要
素
は
、
練
車
・
御
船
・
四
ツ

太
鼓
の
三
種
で
あ
り
、
七
福
神
は
古
層
の
お
練
り
（
徒か

ち

練
り
）
を
保
っ
て
い
る
（
牛

鬼
を
山
・
鉾
・
屋
台
行
事
の
一
種
と
す
る
見
解
も
あ
る
）。

　

練
車
の
形
態
は
、
他
所
で
は
「
御
車
」
の
名
称
の
方
が
多
く
、
構
造
と
し
て
は
屋

根
付
き
二
階
建
て
の
四
輪
車
、
上
部
に
人
形
飾
り
、
下
部
を
幕
で
覆
い
、
中
で
囃
子

方
が
奏
す
屋
台
で
あ
る
。

　

ま
た
、
御
船
と
称
す
る
船
形
屋
台
も
一
台
運
行
し
、
こ
れ
も
船
中
で
囃
す
屋
台
で

あ
り
、
瀬
戸
内
海
地
方
に
多
い
太
鼓
台
の
一
種
で
あ
る
四
ツ
太
鼓
、
さ
ら
に
練
車
に

混
じ
っ
て
徒
練
り
の
七
福
神
も
練
物
の
伝
統
を
守
っ
て
い
る
。

　

以
下
、主
に『
愛
媛
の
祭
り
と
芸
能
』（
二
〇
一
六
年
・
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
編
）

に
よ
っ
て
、
南
予
の
祭
り
と
吉
田
秋
祭
の
特
色
を
検
討
し
よ
う
。

　

先
ず
、
南
予
地
方
や
吉
田
秋
祭
の
特
色
に
つ
い
て
、
愛
媛
県
東
予
地
方
に
お
け
る

祭
と
対
照
し
な
が
ら
見
て
い
こ
う
。
東
予
地
方
の
祭
の
特
色
は
、
例
え
ば
、
彫
刻
の

意
匠
で
著
名
な
西
条
祭
の
だ
ん
じ
り
や
金
糸
の
立
体
刺
繍
で
幕
を
飾
る
新
居
浜
太
鼓

台
に
代
表
さ
れ
る
大
型
の
屋
台
が
祭
礼
の
主
役
で
あ
る
点
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

南
予
地
方
に
お
い
て
は
吉
田
秋
祭
の
よ
う
に
、
練
車
（
御
車
）
以
外
の
、
民
俗
芸
能

も
含
め
る
様
々
な
出
し
物
が
登
場
す
る
相
違
点
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
祭
礼

屋
台
が
出
る
祭
り
は
観
客
が
多
く
、観
光
面
で
も
注
目
さ
れ
る
祭
り
と
な
っ
て
い
る
。

　

南
予
地
方
の
な
か
で
も
、
旧
東
・
西
・
南
・
北
宇
和
郡
、
現
在
の
八
幡
浜
市
、
伊

方
町
、
西
予
市
、
宇
和
島
市
、
鬼
北
町
、
松
野
町
、
愛
南
町
の
宇
和
地
域
に
お
け
る
、

吉
田
秋
祭
の
特
色
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
宇
和
地
域
の
祭
に
お
い
て
、
吉
田
秋

祭
と
関
係
す
る
出
し
物
は
牛
鬼
、
四
ツ
太
鼓
、
御
車
、
御
船
、
鹿
踊
で
あ
り
、
氏
子



第一章　総論　第二節　南予地方・宇和地域における宇和島・吉田型祭礼

78

各
地
区
が
奉
納
す
る
も
の
で
あ
る
。
御
車
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
人
形
屋
台
と
す
る

こ
と
が
多
い
が
、
屋
台
下
の
幕
内
に
お
い
て
囃
子
方
が
奏
す
事
例
が
多
い
の
で
、
こ

こ
で
は
吉
田
型
を
「
人
形
・
囃
子
屋
台
」
と
し
て
お
こ
う
。

　

さ
て
、
宇
和
地
域
の
祭
の
特
色
は
、
氏
子
地
区
ご
と
に
異
な
っ
た
多
様
な
出
し
物

を
奉
納
す
る
点
に
あ
り
、
こ
れ
は
元
を
辿
れ
ば
、
宇
和
津
彦
神
社
祭
礼
や
吉
田
秋
祭

の
よ
う
な
惣
町
祭
礼
に
あ
り
、
こ
れ
は
城
下
町
・
陣
屋
町
を
構
成
す
る
全
町
が
種
々

の
出
し
物
で
参
加
す
る
祭
礼
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
祭
礼
が
、
南
予
各
地
に
伝
播

し
、
宇
和
津
彦
神
社
祭
礼
が
事
実
上
消
滅
し
て
い
る
の
で
、
現
行
の
「
吉
田
秋
祭
型
」

と
も
い
え
る
祭
礼
文
化
圏
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
、
同
種
多
数
の
だ
ん
じ

り
や
太
鼓
台
が
競
合
す
る
な
か
で
、
我
が
町
が
目
立
と
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
一

祭
礼
中
の
役
割
や
調
和
を
重
ん
ず
る
全
町
（
全
氏
子
町
）
の
役
割
分
担
型
祭
礼
と
み

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
、
東
予
地
方
の
西
条
だ
ん
じ
り
や
新
居
浜
太
鼓
台
で
は
、
氏
子
各
町

間
が
同
種
の
出
し
物
を
出
し
、
同
種
の
な
か
で
微
細
な
装
飾
や
舁
き
ぶ
り
の
善
し
悪

し
を
競
う
の
で
あ
り
、
個
別
町
競
合
型
祭
礼
と
し
て
お
こ
う
。
現
西
条
祭
の
中
核
を

な
す
伊
曾
乃
神
社
祭
礼
も
、
藩
政
期
は
吉
田
と
同
様
、
陣
屋
町
の
惣
町
祭
礼
で
あ
っ

た
が
、
当
時
も
圧
倒
的
な
だ
ん
じ
り
主
体
型
で
あ
り
、
東
予
地
方
の
地
域
性
と
も
言

う
べ
き
大
き
な
相
違
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
宇
和
地
域
で
は
、
東
予
地

方
の
よ
う
に
氏
子
各
町
間
の
ラ
イ
バ
ル
視
や
競
争
が
な
い
こ
と
も
あ
り
、
例
え
ば
四

ツ
太
鼓
の
装
飾
に
し
て
も
他
祭
よ
り
目
立
と
う
と
す
る
工
夫
は
な
く
、
吉
田
秋
祭
の

牛
鬼
や
鹿
踊
は
江
戸
時
代
の
吉
田
祭
礼
絵
巻
か
ら
抜
け
出
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
は

変
化
す
る
こ
と
な
く
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
か
つ
て
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
状
況
の
な
か

で
、
当
事
者
や
観
客
に
は
、
他
祭
と
比
較
し
よ
う
と
す
る
意
識
や
視
線
も
少
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
吉
田
秋
祭
の
練
車
と
同
種
の
宇
和
地
域
の
御
車
に
つ
い
て
見
て
ゆ
こ

う
。
こ
れ
ら
は
唐
破
風
屋
根
、
勾
欄
付
き
の
四
方
吹
き
抜
け
舞
台
の
上
に
人
形
を
飾

り
、
舞
台
床
下
に
て
囃
子
方
が
三
味
線
、
鉦
、
太
鼓
、
笛
を
奏
す
る
構
造
の
「
人
形
・

囃
子
屋
台
」
で
あ
る
。
歴
史
的
に
は
宇
和
津
彦
神
社
祭
礼
が
中
心
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
一
七
～
一
八
世
紀
に
は
吉
田
秋
祭
に
伝
播
し
、
両
祭
礼
を
中
心
に
、
現
行

事
例
と
し
て
は
宇
和
地
域
の
伊
方
町
、
八
幡
浜
市
保
内
町
、
西
予
市
明
浜
町
、
愛
南

町
御
荘
平
城
地
区
に
も
登
場
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
伊
方
町
伊
方
八
幡
神
社
練
り
行
事
の
御
車
と
し
て
、
豊
臣
秀
吉
と
加
藤

清
正
、
神
功
皇
后
、
牛
若
丸
と
弁
慶
の
三
台
が
出
て
お
り
、
最
後
の
御
車
は
地
元
で

は
練
車
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、
三
崎
の
東
地
区
の
船
型
屋
台
「
神
宮
丸
」
に
は

平
清
盛
人
形
、
西
地
区
の
二
階
建
て
「
御
所
車
」
に
は
源
義
経
人
形
が
飾
ら
れ
る
。

　

宇
和
地
域
の
祭
の
お
練
り
・
練
り
行
事
と
し
て
は
、
吉
田
秋
祭
の
七
福
神
、
宇
和

島
市
三
浦
地
区
の
天
満
神
社
の
桃
太
郎
、
お
鉄
砲
、
相
撲
練
り
、
西
予
市
野
村
町
阿

下
地
区
の
お
多
福
・
助
夫
、
宇
和
島
市
津
島
町
岩
松
地
区
の
布
袋
な
ど
の
徒
練
り
が

伝
承
さ
れ
て
い
る
。

　

伊
方
町
九
町
の
九
町
八
幡
神
社
の
祭
は
、
西
組
の
牛
鬼
、
奥
の
五
ツ
鹿
踊
り
と
東

組
の
四
ツ
太
鼓
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
四
ツ
太
鼓
は
昭
和
三
一
年
（
一
九
五
六

年
）
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
以
前
は
御
車
で
あ
っ
た
。
同
町
の
町
見
郷
土
館
に
は
こ
の

御
車
の
人
形
「
深
七
」
と
幕
が
収
蔵
さ
れ
、
屋
台
の
部
材
が
同
神
社
拝
殿
下
に
置
か

れ
て
い
る
。
部
材
の
唐
獅
子
牡
丹
彫
刻
板
に
は
、
現
社
殿
が
建
て
ら
れ
た
天
保
一
三

年
（
一
八
四
二
）
八
月
「
奉
棟
上
／
九
町
浦
／
須
賀
浦
／
畑
浦
」
の
墨
書
が
残
る

（「
江
戸
時
代
の
お
車
」「
佐
田
岬
民
俗
ノ
ー
ト
三
五
」『
ふ
れ
あ
い
い
か
た
三
六
号
』

（
二
〇
〇
八
年
・
高
嶋
賢
二
・
伊
方
町
））。
御
車
は
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
も
の
か

不
明
で
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
昭
和
三
〇
年
ま
で
百
年
以
上
は
御
車
の
伝
統
を

守
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
後
一
〇
年
経
ち
、
若
者
が
御
車
で
は
満
足
せ
ず
、
四
ツ
太
鼓

に
変
え
た
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
漁
村
部
の
若
者
に
と
っ
て
、
現
在
よ
り
六
〇
年
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以
上
前
に
は
す
で
に
、
御
車
は
地
味
な
出
し
物
と
敬
遠
さ
れ
、
百
年
の
伝
統
を
変
え

て
ま
で
当
時
流
行
の
四
ツ
太
鼓
を
羨
望
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

西
条
だ
ん
じ
り
も
江
戸
時
代
は
二
階
建
て
の
上
は
人
形
等
の
造
り
物
で
飾
ら
れ
、

宇
和
地
域
と
同
様
に
、人
形
の
趣
向
と
彫
刻
の
見
事
さ
で
「
見
せ
る
」、下
は
囃
子
（
な

か
に
は
人
形
や
彫
刻
の
趣
向
に
関
連
し
た
曲
も
あ
る
）
等
で
「
聴
か
せ
る
」
屋
台
で

あ
り
、
多
数
で
な
く
と
も
神
輿
の
よ
う
に
粛
々
と
運
行
す
る
の
み
で
も
、
充
分
視
聴

に
訴
え
る
祭
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
、老
若
男
女
が
当
時
の
教
養
と
し
て
、

人
形
や
造
り
物
、
彫
刻
の
趣
向
（
芝
居
や
物
語
、
歴
史
的
事
件
な
ど
背
景
の
筋
立
て
）

を
理
解
で
き
た
か
ら
、
楽
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
明
治
時
代
以
降
、
全
国
各
地

で
町
（
町
会
）
神
輿
が
誕
生
し
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
に
よ
り
各
地
の
情
報
が
伝

え
ら
れ
、
揉
み
舁
き
や
差
し
上
げ
が
流
行
し
た
。

　

一
方
、
同
時
期
、
背
の
高
い
山
・
鉾
・
屋
台
類
が
電
線
架
設
に
よ
っ
て
縮
小
・
消

滅
し
た
事
例
も
あ
り
、
氏
子
に
よ
る
多
数
の
町
神
輿
に
よ
る
神
輿
振
り
は
そ
の
代
替

と
も
い
え
よ
う
。

　

南
予
地
方
に
目
を
転
ず
る
と
、
牛
鬼
や
四
ツ
太
鼓
の
よ
う
に
、
装
飾
は
あ
ま
り
変

わ
ら
な
い
も
の
の
、荒
々
し
く
舁
い
て
は
投
げ
、走
り
回
り
、ぶ
つ
か
り
合
う
ス
ピ
ー

デ
ィ
ー
で
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
巡
行
に
、
若
者
た
ち
が
傾
い
て
い
っ
た
の
も
、
娯

楽
の
多
様
化
、
教
養
の
変
容
（
人
形
の
趣
向
な
ど
歴
史
的
背
景
が
わ
か
ら
な
く
な
っ

た
）
な
ど
、
新
時
代
の
流
れ
で
あ
っ
た
。

　

現
在
、
吉
田
秋
祭
の
花
形
は
牛
鬼
や
鹿
踊
と
さ
れ
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
に

よ
り
観
客
が
一
番
盛
り
上
が
る
が
、
そ
れ
は
吉
田
の
み
な
ら
ず
、
南
予
地
方
お
し
な
べ

て
そ
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
御
車
や
練
車
は
曳
い
て
廻
る
の
み
で
、
祭
の
動
き
と

し
て
は
牛
鬼
や
四
ツ
太
鼓
に
比
べ
て
、
力
強
く
舁
い
た
り
、
走
り
回
っ
て
見
せ
る
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
要
素
は
薄
い
。
徒
練
り
に
し
て
も
派
手
で
は
な
く
、
出
し
物
は
固
定

化
し
て
お
り
、
特
に
若
者
層
に
は
マ
ン
ネ
リ
と
飽
き
ら
れ
る
傾
向
も
あ
ろ
う
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
東
予
地
方
の
都
市
祭
礼
に
お
け
る
、
同
種
の
出
し
物
一
種
に

資
力
と
制
作
技
術
を
傾
注
す
る
豪
華
さ
に
比
べ
、
吉
田
型
祭
礼
は
、
氏
子
各
町
よ
り

の
出
し
物
の
多
様
性
を
特
色
と
す
る
。

　

吉
田
秋
祭
は
そ
の
歴
史
と
民
俗
両
面
よ
り
、南
予
地
方
の
代
表
的
な
祭
礼
で
あ
り
、

「
山
・
鉾
・
屋
台
行
事
」
と
し
て
重
要
な
伝
承
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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第
三
節
　
中
国
・
四
国
地
方
の
屋
台
行
事

一
　
中
国
・
四
国
地
方
の
屋
台
行
事
に
つ
い
て

　

日
本
全
国
に
は
一
五
〇
〇
以
上
の
山
・
鉾
・
屋
台
の
祭
り
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。
京
都
祇
園
祭
の
山
鉾
行
事
や
埼
玉
県
秩
父
祭
の
屋
台
行
事
、
飛
騨
高
山
祭
の
屋

台
行
事
な
ど
広
く
知
ら
れ
て
数
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
も
の
も
多
く
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
山
・
鉾
・
屋
台
の
祭
り
の
全
国
的
な
状
況
が
分
か
る
資
料
が
作
成
、
公

開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
こ
れ
ま
で
充
分
に
把
握
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難

か
っ
た
。

　

し
か
し
、
平
成
二
八
年
一
一
月
三
〇
日
に
、
国
内
の
国
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
三
三
件
が
「
山
・
鉾
・
屋
台
行
事
」
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

に
登
録
が
決
定
し
、
現
在
、
そ
の
三
三
件
と
そ
の
後
に
国
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定

を
受
け
た
茨
城
県
常
陸
大
津
の
御
船
祭
、
新
潟
県
村
上
祭
の
屋
台
行
事
、
滋
賀
県
大

津
祭
の
曳
山
行
事
の
三
件
が
加
わ
り
、
全
三
六
件
の
保
存
団
体
が
正
会
員
と
な
っ
て

「
全
国
山
・
鉾
・
屋
台
保
存
連
合
会
」
が
結
成
さ
れ
、
全
国
的
な
保
存
団
体
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
化
に
よ
る
調
査
・
保
護
・
活
用
の
気
運
が
盛
り
上
が
っ
て
い
る
。
こ
の
ユ

ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
へ
の
登
録
に
到
る
ま
で
に
は
文
化
庁
の
指
導
の
も
と
各
都

道
府
県
に
て
「
祭
り
行
事
調
査
」
が
実
施
さ
れ
、
三
〇
を
超
え
る
都
道
府
県
で
そ
の

調
査
が
終
了
し
て
い
る
。
こ
の
調
査
事
業
に
よ
っ
て
全
国
の
山
・
鉾
・
屋
台
の
祭
り

に
つ
い
て
情
報
が
集
積
さ
れ
、
総
合
的
な
把
握
が
で
き
る
状
況
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
中
国
・
四
国
地
方
で
は
他
地
方
に
比
べ
る
と
「
祭
り
行
事
調
査
」
が
未

実
施
の
県
が
あ
っ
た
り
、
祭
礼
調
査
・
報
告
も
単
発
的
、
断
片
的
な
も
の
が
多
か
っ

た
り
で
、
総
合
調
査
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
祭
礼
は
少
な
い
。
現
在
、
山
・
鉾
・

屋
台
行
事
に
関
す
る
国
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
が
一
件
も
無
い
の
も
中
国
・
四
国

地
方
の
現
況
で
あ
り
、
当
然
、
全
国
で
三
三
件
が
登
録
さ
れ
た
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化

遺
産
の
中
に
も
中
国
・
四
国
地
方
の
祭
り
は
全
く
含
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
文
化

財
的
価
値
を
有
す
る
祭
り
が
無
い
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
調
査
が
充
分

で
な
か
っ
た
こ
と
と
、
無
形
民
俗
文
化
財
へ
の
指
定
へ
の
取
り
組
み
が
他
地
域
に
比

べ
て
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
全
国
的
に
は

早
い
時
期
か
ら
植
木
行
宣
、
福
原
敏
男
を
は
じ
め
と
す
る
研
究
者
が
各
地
の
山
・
鉾
・

屋
台
行
事
の
調
査
研
究
を
精
力
的
に
進
め
ら
れ
て
お
り
、
植
木
『
山
・
鉾
・
屋
台
の

祭
り
―
風
流
の
開
花
』（
二
〇
〇
一
年
・
白
水
社
）、
植
木
・
田
井
竜
一
編
『
都
市
の

祭
礼
―
山
・
鉾
・
屋
台
と
囃
子
―
』（
二
〇
〇
五
年
・
岩
田
書
院
）
な
ど
の
成
果
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
は
各
地
の
民
俗
学
、
芸
能
史
学
、
音
楽
学
な
ど
の
専
門
家

が
共
同
研
究
の
形
で
参
加
し
、
各
地
の
祭
礼
に
つ
い
て
報
告
し
た
り
し
て
き
た
が
、

中
国
・
四
国
地
方
か
ら
の
参
加
者
は
少
な
く
、
調
査
研
究
の
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

加
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
中
国
・
四
国
地
方
の
祭
り
へ
の
注
目
度
が
低
い
要
因

と
も
言
え
る
。

　

し
か
し
、
や
は
り
愛
媛
県
を
は
じ
め
中
国
・
四
国
地
方
に
は
民
俗
文
化
財
と
し
て

地
域
的
特
色
を
示
し
た
り
、
時
代
的
特
徴
を
示
し
た
り
す
る
祭
り
は
数
多
い
こ
と
は

紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
本
項
で
は
中
国
・
四
国
地
方
、
特
に
愛
媛
県
に
近
接
し

て
い
る
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
の
祭
礼
行
事
に
つ
い
て
、
ご
く
一
部
で
あ
る
が
そ
の
一

端
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
愛
媛
県
の
隣
県
の
香
川
県
で
は
、太
鼓
台
（
写
真
01
）
が
出
る
祭
り
が
多
く
、

讃
岐
本
土
側
で
は
「
チ
ョ
ウ
サ
」
と
呼
び
、
小
豆
島
、
直
島
で
は
単
に
タ
イ
コ
、
塩

飽
諸
島
で
は
「
セ
ン
ザ
イ
ラ
ク
」
な
ど
と
呼
ぶ
。
布
団
屋
根
に
四
本
柱
の
や
ぐ
ら
と

い
う
形
状
が
一
般
的
で
、
小
豆
島
に
は
社
殿
型
の
も
の
も
あ
っ
た
り
、
そ
の
年
に
話

題
に
な
っ
た
も
の
や
説
話
の
主
人
公
な
ど
の
人
形
を
乗
せ
た
り
す
る
も
の
も
あ
り
、
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こ
れ
を
ダ
シ
と
か
ツ
ク
リ
ヤ
ネ
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
小
豆
島
の
事
例
は
四
国
で
も

類
例
が
な
く
、
ダ
シ
（
山
車
）、
屋
台
、
布
団
太
鼓
の
概
念
を
整
理
す
る
際
に
参
考

と
な
る
事
例
と
言
え
る
。
太
鼓
台
の
分
布
は
海
岸
部
、
特
に
高
松
市
以
西
に
は
多
い

が
、
志
度
以
東
で
は
少
な
く
な
る
。
小
豆
島
に
も
多
く
、
内
陸
部
で
は
三
豊
市
、
琴

平
町
周
辺
に
集
中
し
て
い
る
。
だ
ん
じ
り
に
つ
い
て
は
香
川
県
内
ほ
ぼ
全
域
に
見
ら

れ
、
だ
ん
じ
り
単
独
の
も
の
と
、
大
川
郡
東
部
や
坂
出
市
、
丸
亀
市
周
辺
に
は
獅
子

舞
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
、
獅
子
の
道
具
を
一
式
積
み
込
む
獅
子
だ
ん
じ
り
が
あ
る
。

船
型
屋
台
は
小
豆
島
の
「
御
座
船
」、
観
音
寺
市
豊
浜
町
の
「
席
船
」（
写
真
02
）
と

呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、
香
川
県
西
部
よ
り
は
東
部
の
海
岸
部
に
多
く
、
単
に
オ
フ

ネ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
祭
礼
の
特
徴
、
傾
向
と
し
て
は
愛
媛
県
に
近
く
、
特
に
西
讃

地
方
は
太
鼓
台
を
中
心
に
祭
礼
道
具
の
払
下
げ
な
ど
で
愛
媛
県
東
予
地
方
と
の
交

流
が
深
い
。

　

次
に
岡
山
県
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
事
例
と
し
て
瀬
戸
内
市
の
牛
窓
秋
祭
り
（
写

真
03
）
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
こ
の
祭
り
は
、唐
子
踊
り
、太
刀
踊
り
、だ
ん
じ
り
（
彫

刻
の
豪
華
な
船
だ
ん
じ
り
・
写
真
04
）、
太
鼓
台
（
布
団
太
鼓
）
が
登
場
す
る
祭
礼

で
、毎
年
一
〇
月
第
四
日
曜
日
に
行
わ
れ
る
。
だ
ん
じ
り
は
、文
政
元
年
（
一
八
一
八

年
）
か
ら
明
治
八
年
（
一
八
七
五
年
）
の
間
に
五
基
が
作
ら
れ
、
す
べ
て
船
形
で
あ

り
、
舳
先
に
も
彫
刻
が
あ
る
。
牛
窓
の
祭
礼
の
歴
史
は
、
江
戸
時
代
に
岡
山
藩
内
で

祭
礼
が
許
可
さ
れ
て
い
た
の
が
、
岡
山
城
下
の
東
照
宮
祭
礼
と
牛
窓
八
幡
宮
祭
礼
の

二
つ
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
。
東
照
宮
祭
礼
を
描
い
た
「
岡
山
東
照
宮
御
祭
礼
略
図

絵
」
か
ら
は
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
年
）
に
は
岡
山
城
下
で
「
唐
子
布
袋
車
」
と
い

う
飾
り
だ
ん
じ
り
が
引
き
回
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
七
〇
〇
年
代
前
半
に

は
行
わ
れ
、
既
に
だ
ん
じ
り
が
存
在
し
て
い
る
。
牛
窓
港
は
江
戸
時
代
に
朝
鮮
通
信

使
が
寄
港
し
、
唐
子
踊
り
は
朝
鮮
の
踊
り
が
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
も
い
わ
れ
る
が
由

来
は
不
明
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
日
本
各
地
に
舶
来
の
も
の
と
し
て
祭
礼
の
中
で

唐
子
が
流
行
し
て
お
り
、
愛
媛
県
内
で
も
江
戸
時
代
後
期
に
宇
和
島
で
も
見
ら
れ
た

こ
と
が
「
宇
和
津
彦
神
社
祭
礼
絵
巻
」
か
ら
わ
か
っ
て
お
り
、
当
時
の
流
行
と
し
て

導
入
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
だ
ん
じ
り
は
文
政
元
年
（
一
八
一
八
年
）
製
作

の
「
御
船
だ
ん
じ
り
（
牛
窓
東
町
区
）」
な
ど
が
岡
山
県
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
お
り
、天
保
九
年
（
一
八
三
八
年
）
製
作
の
「
本
町
太
鼓
台
（
牛
窓
本
町
区
）」

が
瀬
戸
内
市
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
な
ど
、
無
形
民
俗
文
化
財
で
は
な
く
有
形

民
俗
文
化
財
と
し
て
保
護
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
岡
山
県
津
山
市
の
津
山

祭
り
の
だ
ん
じ
り
（
写
真
05
）
も
同
様
で
あ
り
、
岡
山
県
で
は
有
形
の
立
場
で
の
保

護
が
積
極
的
と
い
え
る
。
さ
て
、
牛
窓
で
は
現
在
で
は
類
例
の
少
な
い
唐
子
踊
り
等

の
民
俗
芸
能
が
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
彫
刻
の
装
飾
性
の
際
立
つ
だ
ん
じ
り
、

そ
し
て
太
鼓
台
（
布
団
太
鼓
）
が
江
戸
時
代
後
期
か
ら
使
用
さ
れ
、
牛
窓
港
自
体
の

歴
史
的
事
象
も
深
く
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
現
在
に
ま
で
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
瀬
戸

内
海
沿
岸
部
の
祭
礼
の
地
域
的
、
時
代
的
特
徴
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
事
例
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
愛
媛
県
の
対
岸
部
で
あ
る
広
島
県
呉
市
吉
浦
西
城
町
の
吉
浦
八
幡
神
社
祭

礼
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
吉
浦
は
広
島
県
呉
市
北
部
、
瀬
戸
内
海
に
面
す
る
。
毎

年
一
〇
月
第
一
土
、
日
、
月
曜
日
に
吉
浦
八
幡
神
社
の
例
大
祭
と
し
て
行
わ
れ
る
。

瀬
戸
内
海
沿
岸
各
地
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
布
団
太
鼓
（
五
重
の
布
団
屋
根
）
が
登
場

し
チ
ョ
ウ
サ
イ
（
写
真
06
）
と
よ
ば
れ
る
が
、
こ
の
呼
称
は
担
ぐ
際
の
「
ち
ょ
う
さ

い
、
ち
ょ
う
さ
い
」
の
掛
け
声
に
由
来
す
る
。
ま
た
、
船
型
屋
台
「
担
ぎ
舟
」
も
あ

り
、
担
ぎ
回
し
た
り
、
大
き
く
左
右
に
振
っ
て
ひ
っ
く
り
返
そ
う
と
す
る
。
舟
に
限

ら
ず
、
チ
ョ
ウ
サ
イ
な
ど
も
同
様
で
、
こ
の
所
作
が
吉
浦
の
祭
り
の
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
所
作
・
行
為
を
「
モ
ミ
（
揉
み
）」
と
呼
び
、
大
き
す
ぎ
る
と
「
揉
み
」
が
困

難
に
な
る
た
め
、
他
地
域
の
布
団
太
鼓
の
よ
う
に
巨
大
化
し
な
い
理
由
と
も
な
っ
て

い
る
。
チ
ョ
ウ
サ
イ
、「
担
ぎ
舟
」
以
外
に
も
地
区
ご
と
に
様
々
な
趣
向
を
凝
ら
し



第一章　総論　第三節　中国・四国地方の屋台行事

82

た
「
だ
し
物
」
が
登
場
す
る
こ
と
も
こ
の
祭
り
の
特
徴
で
あ
る
。
一
区
か
ら
は
博
労
、

獅
子
舞
。
二
区
か
ら
は
酒
樽
に
蟹
の
造
り
物
。
四
区
か
ら
は
龍
の
造
り
物
「
神
龍
」。

岩
西
か
ら
は
俵
み
こ
し（
御
蔵
米
）。
一
〇
区
か
ら
は
酒
樽
な
ど
、そ
れ
ぞ
れ
別
の「
だ

し
物
」
を
出
し
て
い
る
。
な
お
、「
揉
み
」
の
語
彙
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
山
口
県
の

「
揉
み
山
」、例
え
ば
岩
国
市
錦
町
の
「
揉
み
山
」（
写
真
07
）
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

広
島
県
沿
岸
部
か
ら
山
口
県
東
部
に
か
け
て
屋
台
を
激
し
く
振
っ
た
り
す
る
こ
と

を
「
モ
ミ
」
と
呼
び
、
こ
れ
が
屋
台
の
呼
称
と
も
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
吉
浦
で
は

祭
り
に
多
く
の
鬼
役
が
練
り
歩
く
。
こ
の
鬼
を
ヤ
ブ
（
写
真
08
）
と
呼
ん
で
い
る
が

呼
称
の
由
来
は
不
明
で
あ
る
。
ヤ
ブ
は
呉
地
域
の
秋
祭
で
は
多
く
見
ら
れ
る
。
様
々

な
格
好
の
鬼
の
面
を
被
っ
て
お
り
、
衣
装
も
色
と
り
ど
り
で
、
体
を
藁
縄
で
巻
い
て

い
る
者
が
多
く
、
杖
（「
棒
」
と
も
呼
ぶ
）
の
形
状
は
様
々
で
あ
る
。
竹
杖
で
先
を

割
っ
た
さ
さ
ら
状
の
も
の
あ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
一
般
の
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
「
鬼

に
金
棒
」
の
金
棒
を
模
し
た
棒
を
持
っ
て
い
る
ヤ
ブ
も
い
る
。
吉
浦
に
は
全
一
二
地

区
あ
る
が
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
ヤ
ブ
が
出
る
。
こ
の
吉
浦
八
幡
神
社
祭
礼
は
瀬
戸
内
海
沿

岸
部
に
広
く
見
ら
れ
る
布
団
太
鼓
、
船
型
屋
台
が
見
ら
れ
、
趣
向
を
凝
ら
す
「
だ
し

物
」
文
化
や
、
呉
周
辺
の
地
域
的
特
徴
で
あ
る
ヤ
ブ
と
い
う
独
特
の
鬼
な
ど
様
々
な

要
素
が
見
ら
れ
る
の
が
興
味
深
い
。

　

さ
て
、
布
団
太
鼓
を
チ
ョ
ウ
サ
イ
と
呼
ぶ
事
例
は
広
島
県
内
で
は
他
に
福
山
市
鞆

の
浦
に
も
あ
る
。
旧
暦
八
月
一
一
か
ら
一
三
日
に
か
け
て
渡
守
神
社
の
例
祭
と
し
て

行
わ
れ
る
。
こ
の
祭
り
は
七
つ
の
町
が
輪
番
で
当
番
を
務
め
る
（
江
之
浦
町
・
元
町

→
西
町
→
道
越
町
→
関
町
→
石
井
町
→
鍛
治
町
・
祇
園
町
→
原
町
）。
祭
り
の
初
日

の
夜
に
は
「
ア
カ
シ
モ
ノ
（
明
か
し
物
）」（
写
真
09
）
と
い
っ
て
、
そ
の
年
に
流
行

し
た
も
の
や
人
気
ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
ど
絵
を
描
い
た
大
き
な
行
灯
を
「
馬

の
台
」
と
い
う
台
車
に
乗
せ
、
神
輿
渡
御
を
先
導
す
る
。
二
日
目
は
家
々
で
屏
風

な
ど
を
飾
り
、
生
花
や
工
芸
品
を
展
示
し
た
り
す
る
。
そ
し
て
「
ツ
ク
リ
モ
ノ
（
造

り
物
）」（
写
真
10
）
と
い
っ
て
、「
明
か
し
物
」
の
大
行
灯
に
描
い
た
人
物
や
動
物

を
、
実
物
大
の
人
形
を
作
っ
て
家
の
一
角
に
飾
っ
た
り
し
て
多
く
の
方
に
見
て
も
ら

う
。
そ
し
て
最
終
日
の
還
御
の
と
き
に
「
造
り
物
」
を
「
馬
の
台
」
に
乗
せ
て
曳
き
、

神
輿
を
見
送
る
と
い
う
行
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
輿
に
お
供
す
る
布
団
太
鼓
（
チ
ョ

ウ
サ
イ
）
の
存
在
だ
け
で
は
な
く
、「
明
か
し
物
」、「
造
り
物
」
と
い
っ
た
様
々
な

祭
礼
要
素
が
見
ら
れ
る
。
チ
ョ
ウ
サ
イ
は
『
鞆
今
昔
物
語
』
に
よ
る
と
、
文
政
七
年

（
一
八
二
四
年
）
に
鞆
に
は
じ
め
て
波
止
場
が
築
か
れ
、
築
港
祝
い
と
し
て
江
之
浦

町
が
初
め
て
出
し
て
、他
六
町
も
倣
っ
た
と
い
う
。現
存
で
は
関
町
の「
チ
ョ
ウ
サ
イ
」

が
古
く
、
一
八
五
〇
年
頃
の
製
作
と
さ
れ
る
。
渡
守
神
社
祭
礼
の
開
始
時
期
に
つ
い

て
は
文
政
二
年
（
一
八
一
九
年
）
の
「
備
後
国
福
山
領
風
俗
問
状
答
」
に
祭
礼
の
記

述
が
あ
り
、
飾
り
物
、
作
り
物
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。「
此
祭
は
家
々
店
前
に
飾
物

を
仕
候
、
其
家
も
ち
つ
た
へ
候
掛
物
、
花
生
、
茶
器
、
鼓
笛
等
を
あ
つ
め
、
或
は
舟

を
つ
く
り
馬
を
つ
く
り
、
人
物
等
を
つ
く
り
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
チ
ョ
ウ
サ

イ
」の
記
載
は
な
く
、そ
の
後
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
大
行
灯
の「
明
か
し
物
」

は
周
囲
の
瀬
戸
内
海
地
域
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
キ
リ
コ
、
灯
籠
山
や
ネ

ブ
タ
に
共
通
し
て
灯
籠
・
行
灯
に
装
飾
を
加
え
て
祭
礼
風
流
と
し
て
い
る
の
が
日
本

海
側
の
文
化
と
共
通
す
る
。
現
在
、「
造
り
物
」、「
飾
り
物
」
の
文
化
も
、
現
代
的

な
題
材
・
テ
ー
マ
で
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
歴
史
的
、
地
域
的
特
徴
を
示
す
民
俗
文

化
財
と
し
て
は
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
、
二
〇
〇
年
以
上
、
継
続
し
て
い
る
文
化
で

あ
り
、
屋
台
（
布
団
太
鼓
）
の
チ
ョ
ウ
サ
イ
は
そ
の
後
の
文
政
年
間
に
取
り
入
れ
ら

れ
た
も
の
で
あ
り
、
瀬
戸
内
沿
岸
各
地
の
屋
台
行
事
に
見
ら
れ
る
布
団
太
鼓
、
屋
台

な
ど
の
伝
播
や
、
祭
礼
の
変
遷
を
う
か
が
い
知
る
上
で
興
味
深
い
事
例
と
言
え
る
。

　

な
お
、
吉
田
秋
祭
と
の
比
較
で
言
え
ば
、
牛
鬼
、
ホ
タ
、
鹿
踊
（
鹿
の
子
）
は
愛

媛
県
内
で
も
松
山
を
中
心
と
す
る
中
予
地
方
や
県
東
部
の
東
予
地
方
に
は
ほ
ぼ
分
布

せ
ず
、
県
南
西
部
の
南
予
地
方
の
祭
礼
の
地
域
的
特
徴
と
な
っ
て
い
る
が
、
中
国
・
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四
国
地
方
の
範
囲
で
見
た
場
合
、
や
は
り
そ
の
類
例
は
確
認
で
き
な
い
。
例
外
と
し

て
南
予
地
方
に
隣
接
す
る
高
知
県
西
部
に
牛
鬼
、
鹿
踊
の
分
布
が
散
見
で
き
る
程
度

で
あ
る
。
布
団
太
鼓
の
一
種
で
あ
る
四
ツ
太
鼓
は
瀬
戸
内
沿
岸
各
地
に
見
ら
れ
る

が
、
人
形
屋
台
で
あ
る
練
車
も
同
形
状
の
類
例
は
少
な
く
、
吉
田
秋
祭
は
中
国
・
四

国
地
方
に
て
同
様
事
例
が
各
地
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
愛
媛
県
南
予
地
方
の

地
域
的
特
徴
を
示
し
て
い
る
祭
礼
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　写真 01

　写真 02

　写真 03

　写真 04
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　写真 05

　写真 06

　写真 07

　写真 08

　写真 10

　写真 09
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二
　
愛
媛
県
の
屋
台
行
事
に
つ
い
て
　

　

愛
媛
県
内
の
屋
台
行
事
を
は
じ
め
と
す
る
祭
礼
、
民
俗
芸
能
に
つ
い
て
は
第
七
章

で
詳
述
す
る
が
、
愛
媛
県
内
で
は
、
四
国
中
央
市
や
新
居
浜
市
の
太
鼓
台
は
じ
め
と

し
て
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
や
南
予
地
方
に
「
太
鼓
台
」、「
だ
ん
じ
り
」、「
四
ツ
太
鼓
」

と
呼
ば
れ
る
布
団
太
鼓
が
分
布
し
、
ま
た
、
西
条
市
周
辺
に
は
、
二
、三
層
の
彫
刻

を
施
し
た
「
だ
ん
じ
り
」
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
旧
北
条
市
（
現
松
山
市
）
の
「
だ

ん
じ
り
」
や
、
宇
和
島
市
吉
田
町
の
「
練
車
」（
ね
り
ぐ
る
ま
）、
伊
方
町
、
八
幡
浜

市
保
内
町
の
「
御
車
」（
お
く
る
ま
）
と
い
っ
た
人
形
屋
台
な
ど
の
屋
台
も
あ
り
そ

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
豊
か
で
あ
る
。

　

第
七
章
で
も
紹
介
す
る
が
、
愛
媛
県
内
の
屋
台
の
タ
イ
プ
と
し
て
は
、
大
き
く
分

け
て
六
種
類
あ
り
、
第
一
に
は
旧
北
条
市
の
「
だ
ん
じ
り
」（
写
真
01
）
の
よ
う
に

木
枠
に
笹
竹
を
飾
る
シ
ン
プ
ル
な
構
造
の
も
の
が
あ
り
、第
二
に
は
、西
条
市
の
「
だ

ん
じ
り
」（
写
真
02
）
の
よ
う
に
二
、三
層
に
わ
た
り
精
緻
な
彫
刻
を
施
し
た
も
の
が

あ
る
。
第
三
に
は
布
団
屋
根
の
太
鼓
台
が
あ
る
。
こ
れ
は
瀬
戸
内
海
沿
岸
各
地
を
は

じ
め
西
日
本
に
広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
、
愛
媛
県
内
で
は
四
国
中
央
市
、
新
居
浜
市

の
太
鼓
台
（
写
真
03
・
04
）
を
は
じ
め
、
今
治
市
島
し
ょ
部
や
上
島
町
の
布
団
屋
根

の
だ
ん
じ
り
、
旧
中
島
町
（
現
松
山
市
）
津
和
地
島
（
写
真
05
）、
南
予
地
方
の
四

ツ
太
鼓
が
あ
る
。
歴
史
的
に
は
江
戸
時
代
中
期
ま
で
に
は
愛
媛
県
東
予
地
方
に
「
屋

台
」
が
見
ら
れ
、
江
戸
時
代
後
期
に
太
鼓
台
（
史
料
上
で
は
「
神
輿
太
鼓
」）
が
伊
予

三
島
、
川
之
江
（
現
四
国
中
央
市
）、
新
居
浜
市
で
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
各
種
史
料

か
ら
分
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
曳
く
形
で
は
な
く
担
ぐ
屋
台
で
あ
る
。

　

そ
し
て
第
四
の
種
類
が
南
予
地
方
各
地
に
残
る
練
車
や
御
車
と
呼
ば
れ
る
人
形

屋
台
で
あ
る
。
吉
田
秋
祭
の
練
車
は
こ
の
類
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
練
車
、

御
車
は
「
だ
ん
じ
り
」
と
い
う
呼
称
は
な
く
、
人
形
屋
台
の
一
種
で
、
同
様
の
も
の

は
現
在
で
は
中
予
、
東
予
に
は
見
ら
れ
な
い
。
担
ぐ
形
で
は
な
く
曳
く
形
で
、
趣
向

を
凝
ら
し
た
人
形
を
乗
せ
て
、
彫
刻
や
飾
り
幕
、
見
送
り
幕
で
装
飾
さ
れ
た
屋
台
で

あ
る
。
時
代
的
に
は
江
戸
時
代
中
期
の
宝
暦
年
間
に
史
料
の
記
述
が
あ
り
、
江
戸
時

代
後
期
に
は
吉
田
秋
祭
や
宇
和
島
の
宇
和
津
彦
神
社
祭
礼
に
も
登
場
し
て
い
る
の
が

道
具
の
墨
書
や
現
存
す
る
祭
礼
絵
巻
か
ら
確
認
で
き
る
。

　

次
に
第
五
の
種
類
が
船
型
の
屋
台
で
あ
る
。
愛
媛
県
東
部
の
四
国
中
央
市
で
は
川

之
江
町
東
浜
か
ら
出
さ
れ
る
船
型
の
屋
台
が
あ
り
、
全
長
六
ｍ
、
船
体
は
黒
漆
塗
り

に
仕
上
げ
、太
鼓
台
の
刺
繍
文
化
に
影
響
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、周
囲
に
金
糸
で
縫
っ

た
飾
り
幕
を
巡
ら
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
後
期
に
は
史
料
上
確
認
で
き
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
愛
媛
県
東
部
（
東
予
地
方
）
の
船
型
屋
台
は
、
現
在
は
旧
川
之
江
市
、
旧

伊
予
三
島
市
、
旧
土
居
町
（
い
ず
れ
も
四
国
中
央
市
）
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
江
戸

時
代
後
期
か
ら
末
期
に
描
か
れ
た
西
条
市
の
伊
曾
乃
神
社
の
祭
礼
絵
巻
「
伊
曽
乃
大

社
祭
礼
略
図
」
に
も
船
型
屋
台
は
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
今
治
市
大
西
町
紺
原
地

区
「
船ふ

な
み
こ
し

御
輿
」
と
呼
ば
れ
る
船
型
屋
台
が
あ
る
。
全
長
約
六
ｍ
、
幅
約
三
ｍ
、
高
さ

約
三
．
五
ｍ
の
屋
形
船
風
の
屋
台
で
、
船
上
に
大
山
積
神
を
形
に
し
た
白
髪
の
翁
人

形
と
、
筆
を
手
に
し
た
藤
原
佐
理
（
三
蹟
の
一
人
）
の
人
形
が
向
か
い
合
っ
て
座
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
東
予
地
方
の
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
方
に
は
各
所
に
船
型
屋
台
が

見
ら
れ
る
が
、
太
鼓
台
、
だ
ん
じ
り
に
比
べ
る
と
そ
の
数
は
少
な
い
。
各
祭
礼
で
一

台
程
度
が
登
場
す
る
の
み
で
あ
る
。
次
に
南
予
地
方
の
船
型
屋
台
で
あ
る
が
、
現
存

す
る
も
の
と
し
て
は
、
宇
和
島
市
吉
田
秋
祭
に
登
場
す
る
「
御
船
」
と
呼
ば
れ
る
船

型
屋
台
と
、
西
予
市
明
浜
町
狩
浜
、
八
幡
浜
市
保
内
町
川
之
石
本
町
（
写
真
06
）
の

も
の
が
あ
る
。
ま
た
江
戸
時
代
末
期
の
「
宇
和
津
彦
神
社
祭
礼
絵
巻
」（
宇
和
島
市

立
伊
達
博
物
館
蔵
）
に
も
描
か
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
は
宇
和
島
で
も
見
ら
れ
た

し
、
八
幡
浜
市
八
幡
神
社
の
祭
礼
に
も
戦
後
間
も
な
く
ま
で
登
場
し
て
い
た
。
形
状

は
ど
れ
も
御
座
船
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
。
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第
六
の
タ
イ
プ
は
南
予
地
方
の
祭
礼
の
花
形
で
あ
る
牛
鬼
（
写
真
07
）
で
あ
る
。

牛
鬼
は
神
輿
渡
御
の
露
祓
い
か
ら
発
達
し
た
も
の
で
、
も
と
も
と
屋
台
と
は
別
種
の

も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
で
は
大
型
化
し
、
祭
礼
の
中
で
も
布
団
太
鼓
と
鉢
合
わ

せ
を
す
る
な
ど
、
屋
台
的
な
要
素
も
強
く
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

な
お
、愛
媛
県
の
県
庁
所
在
地
で
あ
る
松
山
市
周
辺
は
「
中
予
地
方
」
と
呼
ば
れ
、

そ
こ
に
は
船
型
屋
台
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
船
型
屋
台
だ
け
で
は
な
く
、
太
鼓
台
、

だ
ん
じ
り
と
い
っ
た
屋
台
文
化
自
体
が
現
在
は
稀
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
輿
の
鉢
合
わ

せ
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
氏
子
の
中
で
祭
礼
の
中
心
は
神
輿
と
考
え
、
そ
れ
に
付

随
す
る
祭
礼
風
流
、
お
練
り
の
文
化
が
現
在
に
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
松
山
市
の
阿
沼
美
神
社
で
は
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
時
代
初
期
に
描
か
れ

た
祭
礼
図
に
神
輿
に
付
随
す
る
様
々
な
練
物
が
描
か
れ
た
掛
軸
（
写
真
08
）
が
愛
媛

県
歴
史
文
化
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
お
り
、
も
と
も
と
練
物
や
屋
台
行
事
が
見
ら
れ

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
阿
沼
美
神
社
に
お
い
て
は
明
治
時
代
か
ら
大
正
時
代
に

衰
退
し
て
い
き
、
神
輿
一
辺
集
中
の
祭
り
文
化
へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
。
松
山
平
野

周
辺
の
中
予
地
方
で
は
旧
北
条
市
、
旧
中
島
町
を
除
く
と
そ
の
傾
向
が
強
か
っ
た
。

　

参
考
ま
で
に
中
予
地
方
に
お
け
る
祭
礼
の
著
し
い
特
徴
で
も
あ
る
神
輿
文
化
に
つ

い
て
も
触
れ
て
お
く
。
神
輿
は
祭
礼
の
神
幸
の
際
に
、
御
神
体
や
御
霊
代
を
乗
せ
る

輿
で
あ
る
が
、
愛
媛
県
内
で
は
形
状
は
四
角
、
六
角
、
八
角
形
な
ど
が
あ
り
、
多
く

は
木
製
黒
漆
に
金
銅
、
金
具
付
き
で
屋
根
の
中
央
に
鳳
凰
や
そ
う
華
を
置
き
、
軒
下

写真 07

写真 08
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に
鏡
を
吊
し
、
台
輪
の
四
方
そ
れ
ぞ
れ
に
鳥
居
と
囲
垣
を
配
し
、
台
に
二
本
の
か
き

棒
を
通
す
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

　

こ
の
神
輿
の
形
式
の
成
立
は
、
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
年
）
の
奈
良
東
大
寺
の

大
仏
開
眼
供
養
の
際
に
、
宇
佐
八
幡
大
神
を
迎
え
る
の
に
用
い
た
こ
と
に
始
ま
る
と

も
い
わ
れ
る
が
、
愛
媛
県
内
で
は
、
中
予
地
方
を
中
心
に
、
鉢
合
わ
せ
な
ど
、
祭
礼

の
中
で
の
神
輿
に
関
す
る
文
化
が
発
達
し
て
お
り
、
松
山
市
味
酒
町
阿
沼
美
神
社
の

四
角
、
八
角
の
神
輿
の
鉢
合
わ
せ
や
、
旧
北
条
市
八
反
地
の
国
津
比
古
命
神
社
の
神

輿
の
投
げ
落
と
し
が
有
名
で
あ
る
。
ま
た
、
東
予
や
南
予
地
方
で
は
神
輿
は
、
鬼
役

や
屋
台
に
先
導
さ
れ
、
静
か
に
渡
御
す
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
今
治
市
の
ワ

ラ
神
輿
や
宇
和
島
市
吉
田
町
の
シ
ダ
神
輿
（
写
真
09
）
な
ど
様
々
な
形
式
の
変
わ
り

神
輿
も
各
地
に
見
ら
れ
る
。

　

な
お
、
神
輿
に
関
す
る
最
も
盛
大

な
祭
り
が
松
山
秋
祭
り
で
あ
る
。
毎

年
一
〇
月
五
日
の
宵
宮
に
始
ま
り
、

六
日
は
獅
子
舞
や
子
ど
も
神
輿
が
繰

り
出
し
て
町
内
を
練
る
。
七
日
は
早

朝
か
ら
市
内
の
神
社
で
そ
れ
ぞ
れ
の

氏
子
に
担
が
れ
て
、
宮
出
し
し
た
神

輿
が
境
内
で
鉢
合
わ
せ
を
行
な
う
。

鉢
合
わ
せ
を
す
る
神
輿
は
鳳
凰
、
鈴

な
ど
の
飾
り
が
外
さ
れ
、
旧
松
山
市

内
で
は
ロ
ー
プ
で
神
輿
の
周
囲
が
巻

か
れ
る
。
頭
取
の
指
揮
の
も
と
「
モ

テ
コ
イ
、
モ
テ
コ
イ
」
の
掛
け
声
で

荒
々
し
く
ぶ
つ
け
合
う
。
神
輿
の
鉢

合
わ
せ
で
有
名
な
の
は
、
味
酒
町
の
阿
沼
美
神
社
、
三
津
浜
の
厳
島
神
社
、
道
後
湯

月
町
の
伊
佐
爾
波
神
社
（
写
真
10
）
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
松
山
地
方
で

は
だ
ん
じ
り
や
太
鼓
台
、
牛
鬼
と
い
っ
た
愛
媛
県
内
他
地
域
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
屋

台
が
少
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
神
輿
を
「
オ
ミ
コ
ッ
サ
ン
」
と
呼
び
、
他
地
域
で
は

見
ら
れ
な
い
指
す
・
回
す
・
走
る
な
ど
様
々
な
芸
態
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
ま
た
、

神
輿
の
担
ぎ
手
は
、
祭
り
の
前
に
は
神
輿
を
丁
寧
に
磨
き
上
げ
、
祭
り
の
準
備
と
す

る
な
ど
、
独
特
の
神
輿
文
化
を
発
達
さ
せ
て
い
る
。
祭
り
で
は
神
輿
を
荒
々
し
く
ぶ

つ
け
合
う
鉢
合
わ
せ
も
行
わ
れ
、「
喧
嘩
神
輿
」
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。

　

松
山
秋
祭
り
は
神
輿
の
激
し
い
闘
争
そ
の
も
の
を
「
見
せ
る
祭
り
」
の
最
大
の
要

素
と
し
て
お
り
、
他
地
域
の
よ
う
に
屋
台
の
装
飾
や
巨
大
化
を
地
区
間
で
競
う
こ
と

に
よ
り
祭
り
の
規
模
を
大
き
く
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
松
山

の
都
市
民
衆
は
神
輿
に
一
点
集
中
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
い
で
お
り
、
神
輿
の
鉢
合
わ

等
を
す
る
こ
と
で
地
区
と
地
区
の
競
い
合
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
愛
媛
県
内
の

写真 10

写真 09
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屋
台
行
事
の
地
域
差
や
そ
の
形
成
を
考
え
る
う
え
で
中
予
地
方
、
特
に
松
山
市
の
神

輿
を
中
心
と
す
る
祭
礼
文
化
は
重
要
な
事
例
だ
と
い
え
る
。

三
　
南
予
の
屋
台
行
事
に
つ
い
て

　

吉
田
秋
祭
が
行
わ
れ
る
宇
和
島
市
吉
田
町
は
愛
媛
県
内
の
地
域
区
分
で
は
南
予
地

方
に
含
ま
れ
る
。
愛
媛
県
は
香
川
県
寄
り
の
東
予
地
方
（
四
国
中
央
市
、新
居
浜
市
、

西
条
市
、
今
治
市
等
）
と
、
県
中
央
部
の
中
予
地
方
（
松
山
市
、
東
温
市
、
伊
予
市

等
）、
そ
し
て
県
南
西
部
の
南
予
地
方
（
宇
和
島
市
、
八
幡
浜
市
、
大
洲
市
、
西
予

市
等
）
の
三
地
域
に
区
分
さ
れ
る
が
、
先
項
で
紹
介
し
た
と
お
り
、
祭
礼
文
化
に
お

い
て
も
こ
の
三
地
域
で
は
そ
の
様
相
が
著
し
く
異
な
る
。

　

南
予
地
方
で
も
江
戸
時
代
は
大
洲
藩
と
そ
の
支
藩
の
新
谷
藩
（
藩
主
は
加
藤
家
）

と
、
宇
和
島
藩
、
吉
田
藩
（
藩
主
は
伊
達
家
）
に
わ
か
れ
て
お
り
、
地
域
文
化
も
旧

大
洲
藩
・
新
谷
藩
（
現
大
洲
市
、
内
子
町
）
と
旧
宇
和
島
藩
・
吉
田
藩
内
（
八
幡
浜

市
、
伊
方
町
以
南
）
で
は
異
な
っ
て
い
る
。
大
洲
市
、
内
子
町
で
は
屋
台
行
事
と
し

て
は
布
団
太
鼓
や
彫
刻
で
装
飾
さ
れ
た
だ
ん
じ
り
や
、
人
形
を
乗
せ
た
屋
台
は
現
在

で
は
見
ら
れ
な
い
。
祭
礼
で
は
獅
子
舞
に
加
え
、
旧
宇
和
島
藩
・
吉
田
藩
側
か
ら
伝

播
し
た
と
考
え
ら
れ
る
牛
鬼
と
鹿
踊
が
各
所
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
分
布
は
図
（
図
01

牛
鬼
の
分
布
、
図
02
鹿
踊
の
分
布
）
の
と
お
り
で
あ
る
。
吉
田
秋
祭
で
見
ら
れ
る
よ

う
な
人
形
屋
台
は
見
ら
れ
ず
、
過
去
の
文
献
や
絵
図
で
も
確
認
で
き
て
い
な
い
。

　

た
だ
し
大
洲
市
阿
蔵
の
八
幡
神
社
は
大
洲
藩
総
鎮
守
し
て
、
例
祭
の
翌
日
一
一
月

二
日
に
、御
神
幸
祭「
お
成
り（
お
な
り
）」が
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
る
。三
基
の「
鳳
輦
」

（
神
輿
）
を
、
装
束
を
ま
と
っ
た
約
二
八
〇
名
の
お
供
に
護
ら
れ
な
が
ら
大
洲
市
街

約
一
二
㎞
を
巡
幸
す
る
。
行
列
に
は
、地
元
の
小
中
学
生
や
地
元
の
有
志
が
奉
仕
し
、

二
ヵ
所
の
御
旅
所
で
は
、
巫
女
に
よ
る
鈴
神
楽
、
浦
安
の
舞
が
奉
納
さ
れ
る
。
か
つ

図 01　牛鬼の分布図

図  02　鹿踊の分布図

図 03　人形屋台の分布図
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て
は
約
六
〇
〇
名
が
参
列
し
、
ほ
う
き
で
道
を
掃
く
「
御
先
払
い
」、
竹
製
の
有あ
り
ま
と的
、

御お
な
が
え

長
柄
、
鉄
砲
、
御お
ん
た
て楯
、
大
矛
、
小
矛
な
ど
が
供
奉
し
行
列
を
組
む
。
御
楯
に
は
寛

保
二
年
（
一
七
四
二
年
）
に
製
作
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
一
八
世
紀
半
ば

に
こ
の
規
模
の
御
神
幸
行
列
が
整
え
ら
れ
て
い
る
。
大
洲
地
域
を
代
表
す
る
祭
礼
で

あ
る
が
そ
の
類
例
は
見
ら
れ
ず
、
広
が
り
は
薄
い
。

　

旧
宇
和
島
藩
・
吉
田
藩
領
内
の
伊
方
町
、
八
幡
浜
市
、
西
予
市
、
宇
和
島
市
、
鬼

北
町
、
松
野
町
、
愛
南
町
は
祭
礼
文
化
に
共
通
性
が
見
ら
れ
、
神
輿
の
供
奉
と
し
て
、

牛
鬼
、
四
ツ
太
鼓
、
人
形
屋
台
、
鹿
踊
、
獅
子
舞
、
相
撲
練
り
な
ど
各
種
の
民
俗
芸

能
も
含
め
て
練
物
と
し
て
神
輿
渡
御
の
行
列
に
参
加
す
る
。

　

牛
鬼
、
鹿
踊
は
小
規
模
な
祭
礼
で
も
各
所
に
見
ら
れ
る
が
、
人
形
屋
台
は
江
戸
時

代
、
明
治
時
代
に
経
済
的
に
栄
え
た
地
区
の
祭
礼
に
て
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
分
布

は
図
03
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

南
予
地
方
の
人
形
屋
台
は
、
御お

く
る
ま車
と
か
練
ね
り
ぐ
る
ま車
と
呼
ば
れ
、
現
在
で
は
三
崎
、
伊
方
、

保
内
、
明
浜
、
吉
田
、
御
荘
の
秋
祭
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
春
祭
、
夏
祭
に
登
場

す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
か
つ
て
は
宇
和
島
や
八
幡
浜
、
卯
之
町
な
ど
で
も
出
て
い
た

が
、
こ
れ
は
江
戸
時
代
中
期
の
宇
和
島
の
宇
和
津
彦
神
社
祭
礼
、
そ
し
て
吉
田
秋
祭

で
取
り
入
れ
ら
れ
て
、
そ
れ
が
起
点
と
な
っ
て
各
地
に
伝
播
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
南
予
地
方
で
は
人
形
屋
台
を
「
人
形
屋
台
」、「
屋
台
」
と
は
呼
ば
な
い
。

ま
た
「
だ
ん
じ
り
」
と
い
う
呼
称
も
聞
か
れ
な
い
。「
山
車
（
ダ
シ
）」
と
い
う
呼
称

も
吉
田
秋
祭
に
お
い
て
近
代
以
降
の
新
聞
等
で
散
見
で
き
る
が
、
も
と
も
と
の
呼
称

で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。「
邌

ね
り
ぐ
る
ま

車
」
の
表
記
が
古
く
、
現
在
で
は
「
練
車
」
と
表
記

す
る
こ
と
が
多
い
。
な
お
、南
予
地
方
に
は
「
四よ

つ
だ
い
こ

ツ
太
鼓
」
が
各
所
に
見
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
瀬
戸
内
海
沿
岸
各
地
に
分
布
す
る
布
団
太
鼓
の
一
種
で
あ
り
、
東
予
地
方
で

は
「
太
鼓
台
」
と
呼
ぶ
が
、
南
予
地
方
で
は
「
布
団
太
鼓
」、「
太
鼓
台
」
の
呼
称
は

聞
か
れ
ず
、「
四
ツ
太
鼓
」、「
ヨ
イ
ヤ
サ
」
が
一
般
呼
称
と
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
南
予
地
方
の
祭
礼
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
七
章
に
お
い
て
紹
介
し
て
い

る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

�
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写真 01　大洲市の「お成り」

写真 02　八幡浜市の牛鬼

写真 03　伊方町三崎の四ツ太鼓と牛鬼の鉢合わせ

写真 04　八幡浜市の四ツ太鼓

写真 05　吉田秋祭の練車写真 06　愛南町長崎の御車写真 07　西予市明浜町の御車
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第
四
節
　
吉
田
秋
祭
の
特
色
　　

　
吉
田
秋
祭
は
宇
和
島
市
吉
田
町
立
間
に
位
置
す
る
八
幡
神
社
で
行
わ
れ
る
祭
り

で
あ
る
。
神
社
の
位
置
す
る
立
間
は
平
安
時
代
中
期（
一
〇
世
紀
）に
成
立
し
た『
和

名
類
聚
抄
』
に
宇
和
郡
の
う
ち
の
郷
名
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
古
代
よ
り
集
落
が

形
成
さ
れ
て
い
た
場
所
と
推
定
さ
れ
る
。『
和
名
類
聚
抄
』
に
は
宇
和
島
市
域
に
は

他
に
郷
名
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
立
間
郷
」
は
現
在
の
宇
和
島
市
域
お
よ
び
そ

の
周
辺
を
範
囲
と
し
て
お
り
、
現
在
の
吉
田
町
立
間
は
そ
の
中
心
地
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　
八
幡
神
社
の
創
建
に
つ
い
て
は
愛
媛
県
神
社
庁
発
行
の
『
愛
媛
県
神
社
誌
』

（
一
九
七
四
年
）
に
よ
る
と
鎌
倉
時
代
初
期
に
奉
祀
し
た
の
が
始
ま
り
で
、
室
町
時

代
に
現
在
の
地
に
奉
遷
さ
れ
、
立
間
郷
の
鎮
守
と
し
て
崇
敬
が
篤
か
っ
た
。
江
戸
時

代
に
入
る
と
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
年
）
七
月
二
一
日
に
宇
和
島
藩
の
初
代
藩
主

伊
達
秀
宗
（
東
北
仙
台
藩
の
伊
達
政
宗
の
長
子
）
の
五
男
で
あ
る
宗
純
が
宇
和
島
藩

か
ら
三
万
石
を
分
知
さ
れ
て
吉
田
藩
が
立
藩
さ
れ
る
。

　
伊
達
宗
純
は
陣
屋
を
立
間
で
は
な
く
、
現
在
の
吉
田
に
置
き
、
吉
田
は
伊
予
吉
田

藩
の
中
心
地
と
し
て
陣
屋
を
中
心
に
武
家
町
、
町
人
町
な
ど
が
形
成
さ
れ
て
い
く

が
、
吉
田
藩
主
伊
達
家
は
立
間
の
八
幡
神
社
を
総
鎮
守
し
て
仰
ぎ
、
八
幡
神
社
は
吉

田
、
立
間
域
の
広
範
囲
な
氏
子
圏
域
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
そ
し
て
祭
礼
は
江
戸
時
代
の
一
七
世
紀
半
ば
に
は
始
ま
っ
て
お
り
、『
八
幡
文
書
』

に
よ
る
と
「
一
、
寛
文
四
年
　
八
幡
宮
御
建
立
御
輿
造
成
祭
礼
神
幸
始
（
立
間
八
幡

由
来
）」
と
あ
り
、
伊
達
家
が
吉
田
に
入
っ
た
直
後
の
一
六
六
四
年
に
は
祭
礼
が
始

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
吉
田
秋
祭
の
歴
史
的
背
景
は
、
古
代
、
中
世
以

来
の
立
間
郷
の
流
れ
に
加
え
、
江
戸
時
代
の
吉
田
藩
の
歴
史
が
重
層
的
に
覆
い
か
ぶ

さ
っ
て
き
た
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
。そ
の
伝
統
が
明
治
時
代
以
降
も
続
き
、

近
代
に
は
海
運
王
と
呼
ば
れ
た
山
下
亀
三
郎
が
現
れ
る
な
ど
、
吉
田
は
海
運
、
商
業
、

漁
業
、
そ
し
て
柑
橘
を
中
心
と
す
る
農
業
が
栄
え
る
町
と
な
り
、
そ
の
中
で
祭
礼
は

維
持
さ
れ
、
現
在
に
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　
現
在
、
吉
田
秋
祭
は
毎
年
一
一
月
三
日
に
行
わ
れ
、
午
前
五
時
か
ら
始
ま
る
卯
之

刻
相
撲
や
、
楠
木
正
成
や
豊
臣
秀
吉
、
武
内
宿
禰
ら
の
人
形
を
載
せ
た
屋
台
（
地
元

で
は
現
在
、「
山
車
」
と
も
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
「
練
車
」
と
も
呼
ば
れ
る
）

を
曳
い
て
町
内
を
練
り
歩
く
「
お
ね
り
（
も
と
は
「
お
邌
り
」
と
表
記
さ
れ
、
現
在

は
常
用
漢
字
に
従
っ
て
「
お
練
り
」
と
も
表
記
さ
れ
る
）」
が
名
物
で
、
裃
、
羽
織

袴
姿
で
着
飾
っ
た
地
元
住
民
が
、
本
町
、
魚
町
、
裡
町
な
ど
の
町
ご
と
に
様
々
な
練

物
（
祭
礼
行
列
に
は
意
匠
を
競
っ
た
風
流
）
が
登
場
し
、
終
日
、
町
内
を
練
り
歩
き
、

最
後
、
午
後
五
時
頃
に
八
幡
神
社
に
神
輿
が
還
御
す
る
。

　
吉
田
秋
祭
は
近
年
、
文
化
財
や
地
域
の
観
光
資
源
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、

愛
媛
県
教
育
委
員
会
は
平
成
三
〇
年
二
月
二
〇
日
付
で
「
吉
田
秋
祭
の
神
幸
行
事
」

を
愛
媛
県
無
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
指
定
し
て
て
い
る
。
県
の
文
化
財
指
定
に
あ

た
っ
て
は
、
江
戸
時
代
か
ら
の
町
人
に
よ
る
氏
子
主
体
の
祭
礼
組
織
が
現
在
に
ま
で

維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
江
戸
時
代
の
吉
田
藩
士
ら
が
参
加
し
た
「
御
用
練
り
」
な

ど
も
現
在
行
わ
れ
て
お
り
、
典
型
的
な
江
戸
時
代
の
大
名
祭
り
と
も
い
え
る
都
市
祭

礼
が
維
持
、
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
民
俗
文
化
財
と
し
て
評
価
さ
れ
た
。
さ
ら
に

は
牛
鬼
や
鹿
踊
り
と
い
っ
た
南
予
独
特
の
祭
礼
文
化
を
伝
え
て
お
り
、
瀬
戸
内
海
地

域
を
中
心
と
し
た
中
・
四
国
地
方
の
祭
礼
文
化
を
考
え
る
う
え
で
、
特
徴
の
あ
る
祭

礼
行
事
と
い
え
る
。

　
さ
て
、
も
と
も
と
「
祭
り
」
と
は
神
仏
に
対
し
て
供
え
物
を
「
た
て
ま
つ
る
」
こ

と
が
起
源
で
あ
る
が
、全
国
的
に
見
る
と
江
戸
時
代
に
そ
の
祭
祀
儀
礼
が
発
展
し
て
、
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神
社
の
祭
り
で
神
輿
を
出
し
、種
々
の
お
供
を
出
す
こ
と
で
、観
客
に「
見
せ
る
」、「
見

ら
れ
る
」
こ
と
を
意
識
し
、
そ
こ
か
ら
現
在
に
い
た
る
「
祭
礼
文
化
」
へ
と
発
達
し

て
き
た
。
吉
田
秋
祭
の
「
お
ね
り
」
は
、
愛
媛
県
内
の
典
型
的
な
事
例
で
あ
り
、
人

形
、
彫
刻
、
立
体
刺
繍
な
ど
で
豪
華
に
装
飾
す
る
こ
と
で
観
客
（
地
元
住
民
や
、
江

戸
時
代
で
い
え
ば
藩
主
や
武
士
）
を
喜
ば
せ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　
愛
媛
県
内
で
は
瀬
戸
内
海
側
の
東
予
地
方
の
西
条
市
で
は
屋
台
（
だ
ん
じ
り
）
に

ふ
ん
だ
ん
に
彫
刻
を
施
し
た
り
、
新
居
浜
市
の
太
鼓
台
の
よ
う
に
金
糸
の
立
体
刺
繍

で
幕
を
飾
っ
た
り
す
る
な
ど
「
見
せ
る
」
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
、
大
型
化
し
、
祭

礼
が
発
達
し
て
き
た
祭
り
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
東
予
地
方
に
顕
著
に
見
ら
れ

る
傾
向
で
あ
る
が
、
西
条
で
は
「
だ
ん
じ
り
」、
新
居
浜
で
は
「
太
鼓
台
」
に
一
極

集
中
し
て
い
て
、
南
予
地
方
の
祭
礼
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
御
車
（
練
車
）、
御
船
、

牛
鬼
、鹿
踊
（
鹿
の
子
）
な
ど
様
々
な
神
輿
の
お
供
が
登
場
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。

　
中
予
地
方
の
祭
り
も
神
輿
、
獅
子
舞
以
外
は
お
供
が
少
な
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

吉
田
秋
祭
は
南
予
地
方
の
祭
礼
文
化
の
特
徴
で
あ
る
要
素
を
兼
ね
備
え
て
お
り
、
吉

田
秋
祭
を
実
見
す
れ
ば
、
南
予
地
方
の
祭
り
の
特
徴
を
把
握
で
き
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
吉
田
以
外
の
南
予
地
方
の
場
合
、
旧
宇
和
島
市
や
旧
八
幡
浜
市
と
い
っ
た
都
市

化
さ
れ
た
地
域
で
の
祭
り
で
は
、
時
代
と
と
も
に
改
変
が
進
み
、
神
輿
の
お
供
は
、

牛
鬼
、
鹿
踊
中
心
と
な
っ
て
い
る
祭
り
が
多
く
、
南
予
の
祭
り
の
概
観
は
困
難
と
い

え
る
。
吉
田
秋
祭
は
愛
媛
県
内
の
祭
り
文
化
の
地
域
的
特
徴
（「
地
域
性
」）
を
示
す

と
い
う
意
味
で
、
文
化
財
的
価
値
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
吉
田
秋
祭
は
江
戸
時
代
（
一
八
三
五
年
）
製
作
等
の
祭
礼
絵
巻
が
多
く
残

さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
町
ご
と
の
行
列
の
様
子
も
詳
細
に
把
握
で
き
る
。
し
か
も
絵

巻
に
描
か
れ
て
い
る
様
子
と
変
化
が
少
な
い
ま
ま
に
、
現
在
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
点

が
愛
媛
県
内
だ
け
で
は
な
く
中
国
・
四
国
地
方
各
県
を
眺
め
て
も
珍
し
い
事
例
で
あ

る
。
つ
ま
り
「
歴
史
性
」
と
「
伝
承
性
」
の
視
点
で
も
価
値
の
あ
る
文
化
財
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

　
吉
田
の
歴
史
を
考
え
て
み
る
と
、
先
に
も
挙
げ
た
と
お
り
江
戸
時
代
初
期
以
前
は

立
間
が
中
心
集
落
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
江
戸
時
代
初
期
、
吉
田
藩
伊
達
家
が
入
っ
た

こ
と
に
よ
り
、
武
家
の
町
並
み
に
加
え
、
本
町
、
裡
町
、
魚
棚
町
と
い
っ
た
町
人
町

が
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
江
戸
時
代
（
一
七
世
紀
）
に
成
立
し
た
町
割
り
が
、
現
在
も

ほ
ぼ
残
さ
れ
た
上
で
「
お
ね
り
」、
神
輿
渡
御
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
他
の
祭

礼
と
比
較
す
る
と
稀
有
な
事
例
と
い
え
る
。

　
し
か
も
、
も
と
も
と
の
在
地
の
立
間
地
区
が
、
祭
り
の
最
初
の
宮
出
し
に
あ
た
っ

て
「
卯
之
刻
相
撲
」
を
行
い
、
神
輿
を
担
ぎ
、
そ
し
て
立
間
内
の
一
七
集
落
そ
れ
ぞ

れ
の
旗
を
持
っ
て
練
り
歩
く
。
つ
ま
り
吉
田
秋
祭
を
執
行
す
る
祭
儀
の
基
本
部
分
は

立
間
地
区
の
住
民
が
担
い
、
そ
し
て
練
車
と
い
っ
た
豪
華
な
お
供
を
町
人
町
が
担

い
、
そ
れ
を
か
つ
て
は
、
藩
主
、
武
家
の
町
を
練
り
歩
い
て
多
く
の
方
々
に
見
て
も

ら
う
形
式
と
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
今
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
吉
田

秋
祭
の
在
り
方
は
、
江
戸
時
代
初
期
か
ら
の
吉
田
の
町
の
成
り
立
ち
の
歴
史
を
反
映

し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
吉
田
秋
祭
は
歴
史
的
に
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
重
層
性
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
地
域
的
に
は
南
予
地
方
の
祭
礼
文
化
の
特
徴
の
か
な
り

の
部
分
を
兼
ね
備
え
、
こ
の
地
域
を
代
表
す
る
祭
礼
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
祭
礼
が

行
わ
れ
る
町
や
そ
の
組
織
が
時
代
を
越
え
て
現
在
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
伝

承
性
が
強
く
見
ら
れ
る
と
い
う
特
色
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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写真 01　神輿（本町通り）

写真 02　牛鬼（桜丁通り）

写真 03　練り行列（桜丁通り）

写真 04　練車（桜丁通り）

写真 05　武内宿禰人形

写真 06　御船（本丁通り）

写真 07　宮入り（石段を駆け上がる神輿）
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第
一
節　
地
理
的
・
歴
史
的
概
要

第
二
節　
民
俗
の
概
要

　吉田港上空からの写真（平成 28年 11月 3日）

第
二
章
　
吉
田
の
地
理
・
歴
史
・
民
俗
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第
一
節
　
地
理
的
・
歴
史
的
概
要

　

現
在
、
吉
田
町
秋
祭
が
執
り
行
わ
れ
る
宇
和
島
市
吉
田
町
は
、
平
成
一
七
年
七

月
の
市
町
合
併
に
よ
り
宇
和
島
市
と
な
っ
た
も
の
で
、
合
併
前
は
東
西�

九
．
九
㎞
、

南
北
九
．
七
㎞
、
面
積
四
八
．
一
六
㎢
、
人
口
約
一
二
〇
〇
〇
人
の
一
自
治
体
と
し

て
機
能
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
旧
吉
田
町
と
し
て
記
述
す
る
。

　

旧
宇
和
島
市
の
北
、
当
時
の
北
宇
和
郡
の
北
西
部
に
位
置
し
、
東
経
一
三
二
度

三
二
分
、
北
緯
三
三
度
一
六
分
と
な
る
。
法
花
津
連
山
の
主
峰
高
森
山
（
六
三
四
．

九
ｍ
）
を
は
じ
め
と
す
る
山
々
に
囲
ま
れ
、
集
落
は
そ
の
谷
間
に
立
地
。
西
部
に
は

法
花
津
湾
、
吉
田
湾
な
ど
複
雑
に
屈
曲
す
る
リ
ア
ス
式
海
岸
が
あ
り
、
宇
和
海
が
開

け
て
い
る
。
総
体
的
に
見
て
、
急
傾
斜
地
が
多
く
、
平
地
は
わ
ず
か
に
一
〇
%
程
度

と
な
り
、
特
に
北
面
す
る
海
岸
部
の
山
地
が
急
峻
で
平
地
が
な
く
集
落
の
発
達
す
る

余
地
を
持
た
な
い
が
、
法
花
津
湾
及
び
半
島
部
の
南
岸
に
は
平
地
が
点
在
し
、
そ
れ

ぞ
れ
に
港
が
開
か
れ
、
小
集
落
が
発
達
し
て
い
る
。

　

町
内
を
流
れ
る
川
は
国
安
川
を
は
じ
め
と
す
る
二
級
河
川
が
八
本
と
、
そ
れ
以
外

に
三
二
本
の
河
川
が
あ
る
が
、
背
後
地
の
浅
い
地
形
か
ら
し
て
い
ず
れ
も
流
量
は
少

な
い
。
法
花
津
山
系
の
山
襞
の
間
、
大
河
内
・
白
井
谷
・
中
之
谷
に
そ
れ
ぞ
れ
源
流

を
発
す
る
本
村
川
・
白
井
谷
川
・
立
間
川
の
三
本
は
、
そ
の
流
域
の
谷
間
に
細
長
い

立
間
平
野
を
形
成
し
、
宇
和
海
に
突
出
し
た
半
島
部
を
形
づ
く
る
山
々
の
水
を
集
め

て
そ
の
中
央
部
を
流
れ
る
河
内
川
は
、
そ
の
流
域
の
喜
佐
方
の
平
野
部
を
造
っ
て
い

る
。
現
在
の
吉
田
町
中
心
部
は
そ
の
大
半
が
江
戸
時
代
の
陣
屋
町
造
成
に
伴
う
も
の

で
、
吉
田
湾
河
口
域
の
沼
沢
あ
る
い
は
湿
田
を
埋
め
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

地
質
学
的
に
は
法
花
津
山
脈
（
仏
像
～
糸
川
構
造
線
）
を
南
限
と
し
て
、
県
内
を

東
西
に
走
る
秩
父
帯
（
古
生
層
）
と
こ
れ
よ
り
以
南
の
県
南
部
を
占
め
る
四
万
十
帯

（
中
世
層
）
の
境
界
線
上
に
位
置
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
町
内
の
高
地
部
、
と
く
に

法
花
津
山
系
の
石
灰
岩
産
出
地
帯
は
古
生
層
に
属
し
、
町
内
の
低
地
は
中
生
代
の
後

期
白
亜
紀
に
属
す
る
地
層
（
宇
和
島
層
群
）
と
さ
れ
て
い
る
。

　

吉
田
町
の
先
史
時
代
に
つ
い
て
は
大
部
分
が
分
か
っ
て
い
な
い
。
唯
一
確
認
さ
れ

て
い
る
遺
跡
と
し
て
は
、
弥
生
時
代
中
期
頃
の
遺
跡
と
し
て
推
定
さ
れ
て
い
る
宮
の

前
遺
跡
が
上
げ
ら
れ
る
。
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
年
）、
長
山
源
雄
に
よ
っ
て
発
見

さ
れ
た
遺
跡
で
あ
り
、「
傾
斜
し
て
居
る
畑
を
引
均
中
に
発
見
し
た
も
の
」
と
報
告

さ
れ
て
い
る
。
場
所
は
本
祭
礼
神
社
で
あ
る
八
幡
神
社
の
あ
る
丘
陵
東
部
の
尾
根
斜

面
と
あ
る
が
、
遺
跡
本
体
は
尾
根
上
に
あ
り
、
流
れ
落
ち
て
斜
面
に
堆
積
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
古
代
に
お
い
て
は
、
承
平
年
間
（
九
三
一
年
～
九
三
八
年
）
に
源

順
が
編
纂
し
た
和
名
類
聚
抄
に
宇
和
郡
に
お
い
て
四
郷
の
名
前
が
あ
げ
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
ひ
と
つ
に
「
立
間
（
多
知
万
）」
の
名
前
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
そ
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
。
天
慶
四
年
（
九
四
一
年
）
の
藤
原
純
友
の
乱
鎮
撫
の

功
労
者
と
さ
れ
る
警
固
使
橘
遠
保
は
、
そ
の
功
に
よ
り
宇
和
郡
を
領
し
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
範
囲
は
明
確
に
し
得
な
い
。

　

し
か
し
そ
の
子
孫
た
る
橘
公
業
の
子
乙
王
丸
（
十
郎
公
義
）
は
、
鎌
倉
北
条
政
権

よ
り
立
間
重
貞
名
の
地
蔵
頭
に
補
せ
ら
れ
た
こ
と
が
小
鹿
島
文
書
寛
喜
三
年
の
条
に

見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
現
在
の
立
間
地
区
に
乙
王
と
い
う
地
名
が
残
さ
れ
て

お
り
、
居
館
が
あ
っ
た
の
で
は
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
定
か
で
は
な
い
。
歯
長
寺

縁
起
に
よ
れ
ば
、
元
応
二
年
（
一
三
二
〇
年
）
奈
良
山
等
妙
寺
の
理
玉
和
尚
は
立
間

に
大
光
寺
を
建
立
し
た
と
あ
り
、
吉
田
古
記
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
同
寺
は
中
世
寺
院

と
し
て
は
か
な
り
の
規
模
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
な
お
、
理
玉
和
尚
に
大

光
寺
開
山
を
要
請
し
た
開
田
善
覚
は
立
間
郷
を
領
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
室
町
期
で

は
、
永
享
一
一
年
（
一
四
三
九
年
）
の
い
わ
ゆ
る
永
享
の
乱
に
際
し
、
伊
予
守
護
河

野
教
道
と
共
に
関
東
出
兵
を
し
た
記
録
に
立
間
殿
の
名
が
見
ら
れ
る
。
鎌
倉
期
か
ら
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戦
国
期
に
か
け
て
は
多
く
の
在
地
領
主
の
成
立
が
見
ら
れ
、
先
述
の
橘
氏
に
代
わ
り

西
園
寺
氏
の
支
配
下
に
移
っ
て
い
く
。
西
園
寺
氏
の
旗
下
の
法
花
津
氏
が
勢
力
を
伸

ば
し
、
清
良
記
に
よ
れ
ば
、
豊
後
の
大
友
氏
、
土
佐
の
長
宗
我
部
氏
と
の
間
で
絶
え

間
な
い
戦
い
が
繰
り
返
さ
れ
た
と
あ
る
。
法
花
津
氏
が
本
居
と
し
た
法
花
津
地
区
に

は
、
本
城
ほ
か
七
城
址
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
年
）
豊
臣
秀
吉
の
四
国
征
伐
に
よ
り
小
早
川
隆
景
に
降

伏
、
そ
の
後
、
戸
田
勝
隆
、
藤
堂
高
虎
と
い
っ
た
豊
臣
系
武
将
の
支
配
下
と
な
る
。

大
阪
冬
の
陣
後
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
年
）、
伊
達
政
宗
の
長
男
秀
宗
が
宇
和
島

一
〇
万
石
の
大
名
と
し
て
入
部
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
年
）
秀
宗
の
五
男
宗
純
が

三
万
石
を
分
地
さ
れ
吉
田
藩
が
成
立
す
る
。
こ
の
際
に
現
在
の
吉
田
町
の
中
心
部
に

大
規
模
な
造
成
が
な
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
も
そ
の
町
割
り
は
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
て
い

る
。、
立
間
川
と
国
安
川
に
挟
ま
れ
た
、
約
二
九
万
七
千
㎡
の
広
大
な
三
角
州
が
造

成
さ
れ
た
。
す
で
に
水
田
（
ヨ
シ
の
群
生
す
る
湿
田
）
と
し
て
開
発
さ
れ
て
い
た
と

も
あ
り
、
こ
れ
が
町
名
の
由
来
の
一
説
と
も
さ
れ
て
い
る
。
以
後
明
治
維
新
ま
で
九

代
に
わ
た
り
伊
達
家
の
治
政
と
な
る
。

　

藩
領
は
現
在
の
三
間
町
・
鬼
北
町
・
松
野
町
に
か
け
て
の
Ｊ
Ｒ
予
土
線
沿
い
の
一

帯
と
二
九
カ
浦
（
吉
田
町
か
ら
北
側
、
西
予
市
明
浜
町
・
三
瓶
町
・
八
幡
浜
市
保
内

町
域
に
及
ぶ
浦
々
、
及
び
宇
和
島
市
宇
和
海
地
区
（
下
波
・
蒋
渕
）・
津
島
町
北
灘
）

か
ら
な
る
が
、
現
在
の
吉
田
町
域
に
属
す
る
村
浦
は
一
三
カ
村
浦
と
な
る
。
藩
政
期

の
主
な
事
件
に
宇
和
島
藩
と
の
間
の
目
黒
境
界
紛
争
（
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
年
））、

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
年
）
吉
田
騒
動
（
武
左
衛
門
一
揆
）
が
あ
る
。
ま
た
伊
予
八

藩
あ
る
中
で
大
洲
、
宇
和
島
藩
に
つ
い
で
藩
校
時
観
堂
が
開
設
さ
れ
る
。
文
芸
の
面

で
も
藩
主
や
藩
主
夫
人
・
上
級
武
士
・
御
用
商
人
法
花
津
屋
な
ど
の
有
力
町
人
を
中

心
に
、
俳
諧
・
和
歌
・
茶
・
生
花
・
香
道
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。

　

産
業
に
関
し
て
は
、
紙
・
蝋
・
鰯
が
主
産
物
で
あ
っ
た
。
特
に
こ
の
地
方
一
帯
の

宇
和
鰯
は
毎
年
幕
府
に
献
上
さ
れ
、
ま
た
干
鰯
と
し
て
大
阪
方
面
に
出
荷
し
多
額
の

運
上
金
を
も
た
ら
し
、
藩
の
経
済
を
支
え
た
。

　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
年
）
の
廃
藩
置
県
町
域
は
吉
田
県
に
所
属
、同
年
一
一
月
、

吉
田
県
が
宇
和
島
県
に
合
併
、
翌
五
年
（
一
八
七
二
年
）
六
月
、
宇
和
島
県
は
神
山

県
に
改
称
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
年
）
二
月
、
神
山
県
と
石
鈇
県
が
合
併
し
て
愛

媛
県
が
設
置
、
以
後
同
県
に
所
属
す
る
。
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
年
）
宇
和
郡
が

東
西
南
北
に
分
割
さ
れ
、
現
在
の
町
域
は
北
宇
和
郡
と
東
宇
和
郡
に
分
か
れ
て
属
す

る
こ
と
と
な
る
。
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
年
）
の
市
制
・
町
村
制
の
施
行
に
よ
り

明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
年
）
一
月
、
一
町
五
カ
村
が
成
立
。
吉
田
藩
の
陣
屋
町
の

大
半
が
合
体
し
て
吉
田
町
（
東
小
路
・
西
小
路
・
北
小
路
・
本
町
・
裡
町
・
魚
棚
町
）

が
形
成
さ
れ
、
同
時
に
立
間
尻
村
（
立
間
尻
浦
・
鶴
間
浦
・
浅
川
浦
）・
奥
南
村
（
奥

浦
・
南
君
浦
）・
喜
佐
方
村
（
沖
村
・
河
内
村
）・
立
間
村
・
東
宇
和
郡
玉
津
村
（
白
浦
・

法
花
津
浦
・
深
浦
）
の
五
村
が
成
立
し
た
（
括
弧
内
は
旧
村
名
）。
立
間
尻
村
は
昭

和
一
三
年
（
一
九
三
八
年
）
吉
田
町
に
合
併
、
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
年
）
に
吉

田
町
・
奥
南
村
・
喜
佐
方
村
・
立
間
村
お
よ
び
東
宇
和
郡
に
属
し
て
い
た
玉
津
村
（
白

浦
・
法
花
津
浦
・
深
浦
）
が
合
併
し
て
吉
田
町
と
な
り
、
さ
ら
に
高
光
村
（
宇
和
島

市
）
の
う
ち
知
永
を
編
入
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
（
図
01
参
照
）。

　

明
治
以
後
の
吉
田
の
産
業
の
主
流
は
製
紙
と
み
か
ん
に
代
表
さ
れ
る
。
蚕
業
の
普

及
に
伴
い
製
糸
業
が
活
発
化
し
、
大
正
五
～
七
年
（
一
九
一
六
～
一
九
一
八
年
）
の

間
に
町
内
に
一
〇
余
の
製
糸
工
場
が
創
業
し
た
。
し
か
し
、
第
一
次
大
戦
後
の
恐
慌

に
は
じ
ま
り
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
年
）
の
世
界
恐
慌
に
よ
る
生
糸
の
大
暴
落
、
さ

ら
に
第
二
次
大
戦
後
が
製
紙
業
に
大
打
撃
を
及
ぼ
し
、
工
場
は
次
々
と
閉
鎖
さ
れ
、

柑
橘
へ
と
比
重
が
移
っ
て
い
く
。
寛
政
年
間
に
立
間
の
加
賀
山
平
次
郎
に
よ
っ
て
導

入
さ
れ
た
温
州
み
か
ん
の
栽
培
が
、
明
治
初
年
頃
か
ら
徐
々
に
拡
張
さ
れ
、
明
治

一
七
年
（
一
八
八
四
年
）
の
第
一
〇
回
全
国
重
要
物
産
共
進
会
に
出
品
し
た
「
リ
ウ
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リ
ン
」
が
一
等
賞
を
獲
得
し
て
立
間
み
か
ん
の
名
声
が
確
立
し
て
い
く
。
明
治
末
期

に
は
、立
間
を
中
心
に
経
営
農
業
と
し
て
の
基
盤
が
作
ら
れ
て
い
く
。
組
合
の
設
立
、

簡
易
索
道
や
モ
ノ
ラ
ッ
ク
な
ど
の
あ
た
ら
し
い
整
備
、
農
業
試
験
場
の
設
置
、
動
力

化
や
近
代
化
に
よ
り
生
産
性
の
向
上
が
図
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
か
つ
て
の
芋
畑
や
水

田
は
柑
橘
園
へ
と
転
換
さ
れ
、
そ
れ
は
町
全
体
の
四
五
％
、
農
地
の
九
六
％
を
占
有

す
る
ま
で
に
な
る
。
一
方
、
水
産
業
と
し
て
は
、
藩
政
を
支
え
た
鰯
漁
が
衰
退
す
る

な
か
、
従
来
の
い
り
こ
漁
業
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
が
、
昭
和
三
〇
年
代
に

は
そ
れ
ら
の
一
般
漁
業
が
後
退
、
真
珠
・
ハ
マ
チ
な
ど
の
養
殖
漁
業
登
場
し
、
そ
の

養
殖
高
が
全
国
一
位
（
愛
媛
県
）
と
な
る
ま
で
盛
ん
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
民
俗
の
概
要

　

民
俗
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
衣
・
食
・
住
を
は
じ
め
、
出
産
・
婚
姻
・
葬
儀

な
ど
の
人
生
儀
礼
、
農
漁
業
の
風
習
、
信
仰
・
芸
能
の
伝
承
な
ど
、
非
常
に
そ
の
範

囲
が
ひ
ろ
く
、
こ
れ
を
一
節
に
収
録
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、『
吉

田
町
誌
』（
一
九
七
一
年
）
を
参
考
に
、
吉
田
秋
祭
り
の
神
幸
行
事
を
除
い
た
、
年

中
行
事
、
と
く
に
吉
田
と
し
て
貴
重
で
特
色
の
あ
る
も
の
を
中
心
に
と
り
あ
げ
る
こ

と
と
し
た
い
。

左と

ん

ど
義
長　
御
家
中
の
子
弟
の
年
中
行
事
と
し
て
、と
ん
ど
の
こ
と
が
「
吉
田
藩
昔
語
」

に
で
て
い
る
。
小
正
月
、す
な
わ
ち
正
月
一
五
日
に
注し

め
な
わ

連
繩
を
焼
く
風
習
で
あ
る
が
、

御
家
中
を
、
い
ま
の
市
立
吉
田
病
院
下
の
横
丁
で
区
切
り
、
上
下
の
二
組
に
わ
け
、

そ
れ
ぞ
れ
頭
取
・
副
頭
取
を
さ
だ
め
、
そ
の
指
揮
に
よ
っ
て
各
戸
の
注
連
飾
を
う
ば

い
あ
う
。
た
が
い
に
機
略
を
つ
く
し
、
と
き
に
は
力
づ
く
で
か
き
あ
つ
め
た
注
連
飾

を
、
上
組
は
立
間
川
の
漆う

る
し
ど
て

土
手
の
下
で
、
下
組
は
鶴
間
谷
で
同
時
に
焼
き
、
そ
の
量

の
多
少
に
よ
っ
て
勝
負
を
決
し
た
と
い
わ
れ
、
尚し

ょ
う
ぶ武
の
気
を
や
し
な
う
た
め
に
、
年

中
行
事
を
た
く
み
に
利
用
し
た
と
こ
ろ
は
お
も
し
ろ
い
。

　

吉
田
で
は
ま
た
、
三
月
三
日
桃
の
節
句
に
、
男
の
子
が
周
囲
の
山
に
陣
地
（「
こ

い
や
ま
」
或
い
は
「
こ
ん
や
ま
」
と
称
す
る
）
を
築
き
、
旗
を
立
て
な
ら
べ
、
戦
争

ご
っ
こ
を
す
る
が
、
そ
の
由
来
は
わ
か
ら
な
い
。

　

と
ん
ど
に
つ
い
て
は
、
赤
松
家
「
永
代
控
」
に
も

　

寛
政
三
亥
年
（
一
七
九
一
年
）
九
月

　

�

一
正
月
十
五
日
暁
七
ツ
半
（
午
前
五
時
）
頃
所
方
子
供
と
ふ
ど
は
や
し
候
処
夜
ふ

高知県
四万十市

高知県
宿毛市

愛南町

松野町

鬼北町

西予市

●市域の移り 変わり

宇和島
　明治22年　①宇和島町制を実施
　大正６年　②丸穂村を合併
　大正10年　③八幡村を合併、市制を実施
　昭和９年　④九島村を合併
　昭和30年　⑤高光村・三浦村を合併
　昭和32年　⑥来村を合併
　昭和49年　⑦宇和海村を合併

吉田
　昭和13年　①吉田町が②立間尻村と合併
　昭和30年　③喜佐方村、④立間村、
　　　　　　⑤東宇和郡玉津村、
　　　　　　⑥奥南村、
　　　　　　⑦高光村（知永地区）と合併

三間
　明治23年　町村制実施
　　　　　　①成妙村、②三間村、
　　　　　　③二名村が誕生
　昭和29年　①成妙村、②三間村、
　　　　　　③二名村合併により三間町が誕生
　昭和33年　④是延が編入

津島
　昭和30年　①岩松町、②清満村、
　　　　　　③御槙村、④畑地村、
　　　　　　⑤下灘村、⑥北灘村の１町５村が合併

 

⑤

⑤

③

③

③

③

①

①

①

①

④

④

④

④

⑥

⑥

⑥

⑤

⑤

⑦

⑦

②

②

②
②

②

津 島

宇 和 島

吉 田 三 間

図 01　宇和島市域の移り変わり
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け
ニ
而
出
火
申
太
鼓
打
騒
動
ニ
及
申
候
夜
ふ
け
ニ
は
や
し
候
義
至
ふ
心
得
之
由
急

度
以
後
相
心
得
候
様
被
仰
付
候
―
―
中
略
―
―
以
後
ハ
住
吉
谷
ニ
而
は
や
し
候
様

被
仰
付
候
以
上

と
あ
る
の
で
、
村
・
浦
で
も
子
供
の
行
事
と
し
て
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
が
、
昭
和
三
〇
年
代
後
半
以
降
、
次
第
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

伊
勢
踊　
伊
勢
踊
は
、
は
じ
め
二
月
と
九
月
の
朔
日
、
伊
勢
宮
の
祭
日
に
奉
納
さ
れ

て
い
た
が
、
時
代
が
く
だ
る
に
し
た
が
っ
て
、
農
事
と
密
着
し
、
風
よ
け
雨
乞
い
の

行
事
と
し
て
踊
ら
れ
、
戦
時
中
に
は
、
戦
勝
祈
願
に
も
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
。

　

愛
媛
県
内
で
は
、
全
域
に
分
布
し
て
い
る
が
、
と
く
に
南
予
地
方
に
多
く
残
さ
れ
、

吉
田
町
で
も
、
喜
佐
方
・
奥
浦
な
ど
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
知
永
地
区

な
ど
の
わ
ず
か
な
地
区
で
、
仕し

つ
け
ご
も
り

付
篭
の
さ
い
に
踊
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

歌
詞
の
第
一
節
に
、「
伊
勢
の
山
田
の
神
祭
、
む
く
り(
蒙
古)

こ
く
り(

高
句
麗)

を
平
げ
て
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、弘
安
の
役
（
一
二
八
一
年
）
の
直
後
に
は
じ
ま
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
戦
国
時
代
を
は
さ
ん
で
長
ら
く
途
絶
え
た
。
元
和
・

寛
永
（
一
六
一
五
～
一
六
四
四
年
）
の
頃
、
京
都
を
中
心
に
再
び
盛
ん
と
な
り
、
や

が
て
急
激
な
勢
い
で
地
方
の
隅
ず
み
に
ま
で
流
行
し
た
。
南
予
地
方
に
は
、
高
知
県

を
経
て
、
吉
田
の
東
に
位
置
す
る
三
間
地
方
を
治
め
て
い
た
土
居
氏
に
よ
り
招
来
さ

れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
定
か
で
は
な
い
。

　

知
永
で
は
、
田
植
の
あ
と
、
田
休
の
一
日
を
え
ら
ん
で
、
地
区
の
門と

じ
ま島

神
社
に
あ

つ
ま
り
、
神
前
で
行
わ
れ
る
。
服
装
は
現
在
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
手
に
手
に
、
割

竹
に
は
さ
ん
だ
御
幣
を
も
ち
、
太
鼓
を
中
心
に
輪
に
な
っ
て
踊
り
、
終
っ
て
神
酒
を

く
み
か
わ
し
た
の
ち
、
御
幣
を
も
ち
か
え
り
、
各
自
の
田
に
さ
し
て
、
虫
除
け
、
風

よ
け
、
当
秋
の
農
作
を
祈
る
の
で
あ
る
。
歌
詞
も
、
高
知
県
を
は
じ
め
、
三
間
地
方

で
う
た
わ
れ
て
い
る
も
の
と
大
差
は
な
い
。

　

旧
記
に
よ
れ
ば
、
奥
浦
で
は
、
子
供
が
、
右
手
に
扇
子
、
左
手
に
御
幣
を
も
ち
、

若
衆
が
う
た
い
、
太
鼓
に
あ
わ
せ
て
踊
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
行
わ
れ
て

い
な
い
。

　

●
御
伊
勢
山
田
の
神
祭　

御
伊
勢
山
田
の
神
祭
り

　
　

ム
ク
リ
コ
ク
リ
を
平
げ
て　

神
代
君
代
の
国
々
の

　
　

千
歳
の
末
ま
で
豊
に
て　

老
若
男
女
貴
賤
都と

ひ鄙

　
　

栄
え
栄
ゆ
る
め
で
た
さ
よ

　
　

サ
ア
―
お
伊
勢
踊
を
踊
り
踊
り
て
慰
み
み
れ
ば
国
も

　
　

豊
に
千
代
も
栄
え
る
め
で
た
さ
よ

　
　

お
伊
勢
踊
の
め
で
た
さ
よ

　

●
天
の
岩
戸
の
神
か
ぐ
ら　

天
の
岩
戸
の
神
か
ぐ
ら

　
　

月
に
六
度
の
か
ぐ
ら
よ
り　

千
供
万
供
代
々
の
か
ぐ
ら
よ
り

　
　

参
り
下
向
の
め
で
た
さ
よ

　
　

サ
ア
―
お
伊
勢
踊
を
（
以
下
一
番
に
同
じ
）

　

●
東
は
関
東
の
奥
ま
で
も　

東
は
関
東
の
奥
ま
で
も

　
　

老
若
男
女
お
し
な
べ
て　

参
り
下
向
の
め
で
た
さ
よ

　

●
南
は
紀
州
三み

熊
野
の　

南
は
紀
州
三
熊
野
の

　
　

里
末
々
の
人
ま
で
も　

参
り
下
向
の
め
で
た
さ
よ

　

●
西
は
住
吉
天
王
寺　

西
は
住
吉
天
王
寺

　
　

四
国
筑
紫
の
人
ま
で
も　

参
り
下
向
の
め
で
た
さ
よ

　

●
北
は
越
後
能
登
や
加
賀　

北
は
越
前
能
登
や
加
賀

　
　

越
後
信
濃
の
人
ま
で
も　

参
り
下
向
の
め
で
た
さ
よ

　

●
ち
は
や
ぶ
る
ち
は
や
ぶ
る　

御
幣さ

か
き榊
を
奉
る

　
　

心
の
ま
ま
に
願
い
こ
め　

踊
り
喜
ぶ
人
は
み
な

　
　

歳
は
千
年
を
た
も
つ
な
り
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念
仏
踊　
赤
松
家
「
永
代
控
」
に

　

 
文
政
六
年
（
一
八
二
三
年
）
五
月
十
七
日　

雨
乞
海
蔵
寺
ニ
而
御
頼
寺
内
六
人
ニ

而
御
勤
南
君
立
間
尻
申
合
十
三
歳
ヨ
リ
六
十
三
歳
迄
不
残
惣
出
一
日
念
仏
執
行

の
記
事
が
み
え
る
。
お
そ
ら
く
境
内
で
は
、
念
仏
踊
も
踊
り
つ
づ
け
ら
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　

念
仏
踊
は
、
も
と
も
と
盆
の
行
事
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
施せ

が

き
餓
鬼
を
は
じ
め
と
し
、

新
仏
の
供
養
の
た
め
に
踊
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
旱か

ん
ば
つ魃
な
ど
に
さ
い
し
て
は
、
寺

内
あ
る
い
は
山
上
で
、
夜
を
徹
し
て
踊
り
つ
ぎ
、
慈
雨
を
祈
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

奥
浦
で
は
、
舟
念
仏
と
称
し
て
、
各
浦
々
を
漁
船
で
ま
わ
っ
た
も
の
だ
と
い
う
が
、

現
在
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
つ
い
近
年
ま
で
踊
ら
れ
て
い
た
鶴
間
の
念
仏
踊
は
、

古
く
立
間
よ
り
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、立
間
に
も
そ
の
原
形
を
と
ど
め
て
い
な
い
。

　

念
仏
踊
は
、
空く

う
や也
上
人
（
九
四
七
年
）
の
鉢
叩
念
仏
に
そ
の
因
を
発
し
、
一い
っ
ぺ
ん遍
上

人
（
一
二
七
九
年
）
が
、
信
心
歓
喜
の
あ
ま
り
に
、
念
仏
を
と
な
え
な
が
ら
踊
っ
た

と
い
う
故
事
に
よ
っ
て
、
し
だ
い
に
民
衆
の
間
に
ひ
ろ
ま
り
、
や
が
て
輪
舞
の
形
式

が
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
、
そ
の
う
ち
に
地
方
化
さ
れ
、

娯
楽
的
な
要
素
も
加
味
さ
れ
て
、
今
日
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
盆
踊
の
姿
が
派
生
し
て

く
る
こ
と
と
も
な
っ
た
。

　

立
間
尻
・
喜
佐
方
で
は
、
昭
和
の
初
期
に
は
既
に
失
わ
れ
、
鶴
間
で
も
、
最
近
は

踊
手
も
少
な
く
な
り
、
や
が
て
は
絶
え
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
惜
し
ま
れ
て
い
る
が
、

『
吉
田
町
誌
』
に
記
録
さ
れ
た
古
老
の
話
な
ど
に
よ
る
と
、
次
の
通
り
と
な
る
。

　

鶴
間
の
施
餓
鬼
は
、
海
難
者
の
供
養
を
目
的
と
し
て
、
七
月
一
日
、
竜
王
鼻
で
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
。
参
加
者
は
、
地
区
の
家
持
の
戸
主
に
か
ぎ
っ
て
ゆ
る
さ
れ
、
午

前
八
時
に
は
舟
で
で
か
け
る
。

　

踊
に
は
、「
ド
ウ
ガ
ク
」
一
人
、大
太
鼓
一
丁
。「
楽
頭(

ガ
ク)

」
一
人
に
「
助(

ス

ケ)

」
が
一
人
、
踊
手
と
し
て
「
楽
打(

ゴ
ツ)

」
が
一
六
人
。
楽
打
は
手
に
手
に
鉦

を
も
ち
、
笛
二
丁
が
加
わ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

服
装
は
、
麻
の
薄
物
、
黒
い
か
す
り
に
黒
の
角
帯
、
竹
の
皮
草
履
に
管
笠
、
楽
頭

と
助
は
袴
を
つ
け
る
。

　

念
仏
は
、
ま
ず
楽
頭
と
助
の
二
人
が
叩
く
鉦
の
音
に
よ
っ
て
は
じ
ま
り
、
全
員
が

よ
び
あ
つ
め
ら
れ
る
。
こ
の
呼
集
の
鉦
を
〝
ひ
ろ
い
の
鉦
〟
と
い
う
。

【
入い

り
ね
ん
ぶ
つ

念
仏
】　

太
鼓
の
拍
子
に
あ
わ
せ
な
が
ら
鉦
を
叩
き
、
踊
る
と
い
う
よ
り
も
跳
躍

に
ち
か
い
念
仏
踊
が
は
じ
ま
る
。
太
鼓
は
撥
で
い
ろ
い
ろ
な
所
作
を
し
な
が
ら
踊
り

打
つ
、
鉦
は
「
ド
ウ
ガ
ク
」
に
調
子
を
あ
わ
せ
て
、
一
庭(

ヌ
ワ)

二
○
～
二
五
分

く
ら
い
も
跳
躍
を
か
さ
ね
る
。
楽
頭
と
助
が
念
仏
を
と
な
え
る
と
、
一
六
人
の
楽
打

が
こ
れ
に
唱
和
し
て
、
し
だ
い
に
踊
は
高
潮
す
る
。
午
後
の
三
時
こ
ろ
ま
で
も
踊
り

つ
づ
け
た
も
の
だ
と
い
う
。

　

鶴
間
の
念
仏
が
、
地
区
を
は
な
れ
た
海
岸
で
、
そ
れ
も
家
持
の
戸
主
に
か
ぎ
ら
れ
、

踊
手
の
ほ
か
に
一
切
人
を
ま
じ
え
ず
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
海
難
者
供

養
の
ほ
か
に
、
盆
を
む
か
え
る
、
お
ご
そ
か
な
儀
式
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
っ
た
わ
け

で
、
こ
の
点
は
興
味
が
も
た
れ
て
い
る
。

【
新
仏
供
養
】　

か
つ
て
は
旧
暦
の
七
月
一
三
日
、
現
在
は
月
遅
れ
の
八
月
一
三
日
の

夕
、
宗
昌
寺
で
、
前
年
の
盆
か
ら
一
年
間
の
う
ち
に
死
亡
し
た
人
び
と
の
た
め
に
踊

ら
れ
た
。

　

初
盆
を
む
か
え
る
家
の
家
族
・
縁
者
な
ど
は
、
寺
に
あ
つ
ま
り
、
本
堂
の
前
に
む

し
ろ
を
し
い
て
す
わ
り
、
亡
者
一
人
に
つ
き
一
庭(

ヌ
ワ)

の
念
仏
供
養
を
う
け
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
初
盆
の
家
で
は
、
供
養
を
う
け
る
仏
が
大
人
の
と
き
は
酒
二
升

に
肴
三
品
重
箱
一
杯
、
小
人
の
場
合
は
酒
一
升
に
肴
三
品
を
、
答
礼
と
し
て
持
参
し
、
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当
夜
は
地
区
中
の
も
の
が
寺
に
あ
つ
ま
り
、
酒
を
く
み
か
わ
し
て
、
供
養
を
と
も
に

し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

〈
引
き
念
仏
と
送
り
念
仏
〉

　

ま
た
、
鶴
間
で
は
、
七
月
一
日
か
ら
一
五
日
ま
で
に
死
者
が
あ
れ
ば
、
葬
式
の
と

き
に
三
一
の
引
き
念
仏
を
、
一
六
日
か
ら
月
末
ま
で
に
不
幸
が
あ
れ
ば
、
送
り
念
仏

を
つ
と
め
る
の
が
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
。

　

引
き
念
仏
の
と
き
に
は
棺
の
前
に
、送
り
念
仏
の
場
合
は
棺
の
あ
と
に
し
た
が
い
、

鉦
・
太
鼓
一
列
と
な
っ
て
墓
地
送
り
を
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
行
事
の
数
々
も
、
す
で
に
過
去
の
も
の
と
し
て
、
老
人
の

語
り
ぐ
さ
と
し
て
残
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

和わ
さ
ん讃
と
先
祖
踊　
浅
川
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
盆
踊
は
、
和
讃
と
先
祖
踊
と
に
わ
か
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
俗
に
念
仏
と
よ
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
念
仏
踊
か
ら
盆
踊
に
転

化
す
る
過
程
の
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
の
姿
で
存
し
て
い
る
、
貴
重
な
も
の
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
和
讃
も
、
現
在
わ
ず
か
に
二
、三
人
の
歌
手
を
の
こ
す
の
み
で
、

昭
和
四
二
年
（
一
九
六
七
年
）
秋
を
最
後
と
し
て
途
絶
え
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
そ

の
哀
調
は
、
聞
く
か
ら
に
古
い
時
代
よ
り
の
伝
統
を
思
わ
せ
る
、
な
ん
と
も
棄
て
が

た
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
保
存
と
継
承
が
急
務
と
さ
れ
て
い
る
。

【
和
讃
】　

旧
暦
七
月
一
四
日
の
朝
、
和
讃
お
よ
び
先
祖
踊
の
連
中
は
、「
宿
」
に
あ

つ
ま
る
。
宿
に
は
、
東
・
西
の
岩
城
家
、
東
組
を
辻
屋
、
西
組
を
長
平
屋
と
よ
ぶ
が
、

こ
の
二
軒
が
、毎
年
交
代
で
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
身
支
度
の
う
え
、

初
盆
の
家
を
忌
日
の
順
に
お
と
ず
れ
、
仏
前
で
供
養
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
和
讃
は

六
地
蔵
を
か
た
ど
っ
て
、六
人
の
老
人
が
つ
と
め
る
。
折
笠
に
白
装
束
・
白
帯
と
い
っ

た
い
で
た
ち
、
音
頭
取
は
振
鈴
を
、
他
の
一
人
が
念
仏
鉦
を
手
に
し
て
和
讃
が
は
じ

ま
る
。
音
頭
取
が
各
章
の
最
初
の
一
節
を
う
た
う
と
、
一
同
が
つ
ぎ
の
節
か
ら
を
唱

和
し
て
、
五
節
の
区
切
目
に
は
、〝
南
無
阿
弥
陀
仏
〟
が
と
な
え
ら
れ
、
一
〇
章
を

約
三
〇
分
で
お
わ
る
。

【
先
祖
踊
】　

和
讃
が
お
わ
る
と
先
祖
踊
が
は
じ
ま
る
。
踊
手
は
、
一
二
、三
才
の
女

の
子
八
人
が
え
ら
ば
れ
、
豆
し
ぼ
り
の
手
拭
、
白
の
手
甲
に
白
足
袋
、
手
に
扇
子
を

も
っ
て
踊
る
の
で
、
扇
子
踊
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。
大
太
鼓
を
中
心
に
、
く
ど
き
が

四
、五
人
、
そ
の
ほ
か
に
は
や
し
手
が
く
わ
わ
る
。

　

踊
り
は
「
サ
ン
ダ
イ
キ
」・「
フ
リ
」・「
タ
タ
ミ
」
の
三
種
か
ら
な
り
、
こ
の
順
序

で
踊
ら
れ
る
。そ
れ
ぞ
れ
拍
子
に
緩
急
が
あ
り
、古
い
姿
を
つ
た
え
て
、優
雅
で
あ
る
。

亥
の
子　
文
政
六
年
（
一
八
二
三
年
）
に
桜
田
某
が
書
き
の
こ
し
た
随
筆
（『
宇
和

島
吉
田
両
藩
誌
』（
一
九
七
三
年
・
愛
媛
教
育
協
会
北
宇
和
部
会
編
）
所
収
）
か
ら
、

亥
の
子
の
と
こ
ろ
を
紹
介
す
る
。

　

 

十
月　

亥
の
日
の
餅　

十
月
亥
の
日
餅
を
食
へ
ば
病
を
除
く
と
い
ふ
、
宇
和
島
吉

田
な
ど
に
て
は
亥
の
子
も
ち
と
い
ひ
て
昔
は
藁わ

ら
な
わ繩
に
て
石
を
縛
し
て
つ
き
た
る

由
、
六
十
年
程
前
に
は
中
程
を
細
引
に
て
か
ゝ
り
、
八
方
へ
藁
の
引
繩
を
つ
け
て

つ
き
し
が
其
頃
よ
り
鉄
輪
と
い
ふ
も
の
を
拵
へ
環
も
前
と
は
違
ひ
念
入
り
に
な
り

手
丈
夫
に
て
石
も
石
屋
に
て
切
立
て
さ
せ
、
今
日
に
て
は
苧お

な
わ繩

仕
立
の
引
繩
に
な

り
昔
は
見
る
こ
と
も
出
来
ざ
り
し
小
車
を
仕
出
し
て
美
し
き
幕
を
作
り
供
物
の
取

飾
ま
で
、
町
家
の
風
を
見
習
ひ
小
供
の
遊
び
と
も
思
わ
れ
ぬ
や
う
に
な
れ
り
、
悲

む
べ
き
こ
と
な
り
、
北
町
辺
は
家
数
多
き
故
昔
は
一
軒
よ
り
一
銭
づ
ゝ
集
め
て
い

ろ
紙
を
買
ひ
短
冊
と
し
、
六
寸
位
の
竹
を
貰
い
て
短
冊
を
つ
け
て
恵
美
須
大
黒
へ

神
酒
鏡
餅
二
重
塩
鰯
大
根
を
木
具
に
並
べ
て
供
へ
当
日
は
明
け
六
つ
頃
よ
り
頭
取

の
宅
へ
行
き
麾

ま
ね
き

と
号
し
て
右
の
短
冊
を
つ
け
た
る
竹
を
立
て
家
々
の
門
口
へ
持
行
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き
音
頭
を
出
し
て
丁
祝
と
言
ふ
て
家
毎
に
つ
き
ま
は
り
其
内
に
は
御
浜
御
殿
よ
り

呼
に
も
参
る
故
直
に
参
り
音
頭
出
し
て
は
褒
め
ら
る
ゝ
こ
と
な
り
し
が
、
今
の
子

供
は
要

か
な
め
の
祝
詞
は
言
は
ず
、夜
の
中
に
町
祝
ひ
音
頭
も
な
く
麾
も
持
た
ず
し
て「
お

大
黒
の
の
ふ
に
は
」
で
ザ
ッ
ト
済
ま
す
、
夕
方
を
待
ち
兼
ね
て
千
秋
楽
を
早
く
し

ま
ひ
、
彼
の
麾
と
し
た
る
竹
を
切
て
配
分
す
、
斯
様
の
祝
ご
と
は
正
し
く
行
か
ね

ば
子
供
の
生
ひ
立
ち
に
も
宣
し
か
ら
ず
、
既
に
廿
ヶ
年
余
来
は
頭
取
の
宅
へ
格
別

の
用
事
も
な
き
に
毎
夜
集
ま
り
騒
ぎ
遊
ぶ
こ
と
、
宿
の
迷
惑
大
方
な
ら
ず
燈
油
は

要
り
、
戸
障
子
は
い
た
み
襖
は
破
れ
、
畳
は
損
じ
其
上
亥
の
日
の
前
夜
は
通
夜
と

号
し
て
銘
々
手
弁
当
に
て
集
ま
り
暁
八
時
よ
り
つ
き
廻
る
こ
と
な
り
し
が
追
々
夜

中
に
小
豆
粥
を
出
し
次
第
に
増
長
し
て
小
豆
飯
に
こ
く
し
よ
ふ
（
み
そ
汁
）
を
附

け
て
出
し
、
近
く
は
本
膳
に
し
て
出
す
所
も
あ
り
、
又
芝
居
の
真
似
を
す
る
所
も

あ
り
、
親
々
は
見
物
に
往
く
、
か
ゝ
る
子
供
の
有
様
を
見
て
は
歎
く
べ
き
が
人
情

な
る
に
然
は
な
く
て
却
て
自
慢
の
顔
付
、
是
で
は
子
供
の
教
は
出
来
ぬ
筈
な
り
、

今
年
（
文
政
六
年
）
の
冬
子
供
教
諭
育
方
の
事
御
沙
汰
筋
有
之
こ
れ
ま
で
の
寐
も

覚
め
子
孫
の
生
ひ
立
ち
風
儀
直
る
べ
し
御
導
き
有
り
難
き
事
な
り

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
現
在
の
亥
の
子
石
を
は
じ
め
、
亥
の
子
宿
の
様
子
な
ど
、
概
ね
、

明
和
頃
（
一
七
六
四
～
一
七
七
一
年
）
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
わ
け
で
、
宿
の
も
の

の
悩
み
ご
と
や
、
学
校
の
申
し
合
せ
に
よ
っ
て
、
ゆ
き
す
ぎ
を
規
制
し
よ
う
す
る
と

こ
ろ
ま
で
、
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。「
子
孫
の
生
ひ
立
ち
風
儀
直
る
べ
し
」
と
よ

ろ
こ
ん
だ
著
者
の
意
に
反
し
て
、
こ
の
風
習
は
、
現
在
も
吉
田
町
各
地
域
で
盛
ん
に

行
わ
れ
て
い
る
。

　

吉
田
で
も
明
治
の
末
こ
ろ
ま
で
は
、
町
方
の
九
カ
丁
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
勾
欄
を
そ

な
え
飾
幕
を
引
き
ま
わ
し
た
亥
の
子
車
を
仕
立
て
て
、
ま
ず
浜
通
り
の
恵
美
須
神
社

に
勢
ぞ
ろ
い
を
し
て
か
ら
、
町
内
を
曳
き
ま
わ
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
御
家
中
に
は

こ
の
行
事
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

【
亥
の
子
唄
】　

亥
の
子
の
起
源
な
ど
に
つ
い
て
は
、
吉
田
町
出
身
の
民
俗
学
者
秋
田

忠
俊
著
「
亥
の
子
考
資
料
」
に
詳
し
い
が
、こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
亥
の
子
風
俗
は
、

は
じ
め
に
記
載
し
た
「
亥
の
子
随
筆
」
の
内
容
と
、
現
在
も
大
差
は
な
い
。
亥
の
子

唄
に
つ
い
て
も
、
専
門
的
な
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
一
般
に
う

た
い
つ
が
れ
て
き
て
い
る
も
の
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　

● 

お
大
黒
の
お
庭　

一
に
俵
ふ
ま
え
て　

二
で
に
っ
こ
り
笑
う
て　

　
　

三
で
酒
を
つ
く
っ
て　

四
つ
世
の
中
よ
い
よ
う
に　

　
　

五
つ
い
つ
も
の
ご
と
く　

六
つ
無
病
息
災
に　

七
つ
何
事
な
い
よ
う
に　

　
　

八
つ
屋
敷
を
ひ
ろ
め
た
て　

九
つ
小
倉
を
た
て
な
ら
べ
、

　
　

十
で
と
っ
て
お
さ
め
た　

エ
ー
ト
ヤ　

サ
イ
ト
ー
ヤ

　

●
四
方
の
隅
に　

倉
た
て
な
ら
べ　

　
　

商(

し
ょ
う)

冥
加(

み
ょ
う
が)

も
よ
い
よ
う
に　

　
　

造
り
冥
加
も
よ
い
よ
う
に　

エ
ー
ト
ヤ　

サ
イ
ト
ー
ヤ

　

●
御
殿
様
の
御
紋
は　

三
段
頭
に
九
曜
の
星　

笹
の
丸
に
飛
び
雀　

　
　

エ
ー
ト
ヤ　

サ
イ
ト
ー
ヤ

　

● 

鶯
が

く
は
じ
め
て
都
へ
の
ぼ
る
と
き
、
都
は
ひ
ろ
い
と
申
せ
ど
も　

　
　

一
夜
の
宿
を
か
り
か
ね
て　

梅
の
古
木
へ
昼
寐
し
て　

春
咲
く
花
の
夢
を
み
た　
　

　
　

エ
ー
ト
ヤ　

サ
イ
ト
ー
ヤ

　

こ
れ
な
ど
は
、
だ
い
た
い
ど
こ
で
も
う
た
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
喜
佐
方
な

ど
で
は
、
最
初
に
か
な
ら
ず

　

●
お
い
の
こ　

い
の
こ　

い
の
こ
餅
つ
い
て　

祝
わ
ん
人
は　

　
　

鬼
産
め
蛇
産
め　

角
の
は
え
た
子
産
め

が
う
た
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
所
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
前
掲
の
〝
四
方
の

隅
に
〟
と
か



第二章　吉田の地理・歴史・民俗　第二節　民俗の概要

103

　

● 

大
黒
さ
ん

く
錦
の
袋
を
肩
に
か
け　

打
出
の
小
槌
を
手
に
も
っ
て　

　
　

足
の
下
に
は
米
二
俵　

金
銀
ど
っ
さ
り
ば
ー
ら
ば
ら

こ
れ
に
は
、
町
家
の
商
売
繁
昌
の
ね
が
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
し
、
立
間
尻
で
は

　

●
お
庄
屋
の
裏
の
楠
の
木
を　

切
っ
て
倒
し
て
板
に
し
て　

　
　

大
工
に
頼
ん
で
舟
に
し
て　

舟
は
船
頭
櫓
を
お
ろ
し　

　
　

宝
島
へ
ゆ
く
と
き
は　

飲
め
や
な
大
黒
な　

飲
ん
で
酌
と
る
福
の
神

に
は
、
御
船
手
に
も
ち
か
い
、
海
辺
の
生
活
が
よ
ま
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
亥
の
子
唄
は
、
時
代
が
移
り
ゆ
く
に
し
た
が
っ
て
、
折
お
り
の
流
行
も
た

く
み
に
と
り
い
れ
、
あ
る
い
は
〝
忠
臣
蔵
〟
の
五
段
目
の
、
定
九
郎
を
う
た
っ
た
り
、

事
件
を
取
材
し
て
は

　

●
一
つ
一
切
お
裁
き
な
さ
れ　

二
つ
不
思
議
は
下
か
ら
願
う　

　
　

三
つ
三
間
か
ら
騒
動
が
起
る　

四
つ
吉
田
を
恨
み
に
思
う　

　
　

五
つ
命
に
か
け
が
え
は
な
い　

六
つ
無
情
や
儀
太
夫
様
よ　

　
　

七
つ
難
儀
を
わ
が
身
に
う
け
て　

八
つ
八
幡
磧
に
向
か
い　

　
　

こ
こ
で
九
つ
高
良
の
宮
で　

十
で
切
腹
は
ら
き
り
終
る

百
姓
一
揆
を
そ
の
死
に
よ
っ
て
鎮
定
し
た
、
安あ

ん
ど
う
つ
ぐ
あ
き

藤
継
明
の
功
績
を
た
た
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
亥
の
子
石
の
つ
き
か
た
に
し
て
も
、
町
方
の
よ
う
に
、
活
発
で
、
早
い
調

子
の
も
の
も
あ
れ
ば
、
喜
佐
方
・
奥
浦
・
知
永
な
ど
で
は
、
い
わ
ゆ
る
〝
伊
予
の
ひ
ょ

う
た
ん
節
〟
と
よ
ば
れ
る
、
の
ん
び
り
と
し
た
田
園
調
の
唄
に
よ
っ
て
、
テ
ン
ポ
の

お
そ
い
つ
き
か
た
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　

● 

ア
ー
伊
予
の
ひ
ょ
う
た
ん
節
し
や　

ど
こ
で
も
は
や
る　

ヨ
イ
ト
ヤ
ッ
サ
イ　

伊
予
の
喜
佐
方
に
ゃ
ア
ラ
ヨ
イ
ヨ
イ　

な
お
は
や
る　

オ
モ
シ
ロ
ヤ　

　
　

イ
ヨ
ノ
ヒ
ヨ
ウ
タ
ン
ジ
ャ　

ヨ
ー
イ
ト
ヤ
ッ
サ
イ

　

● 

ア
ー
沖
で
は
ね
る
は
い
わ
し
か
さ
ば
か　

ヨ
イ
ト
ヤ
ッ
サ
イ　

あ
れ
も
網
師
の

ア
ラ
ヨ
イ
ヨ
イ　

千
両
箱　

オ
モ
シ
ロ
ヤ　

イ
ヨ
ノ
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
ジ
ャ　

　
　

ヨ
ー
イ
ト
ヤ
ッ
サ
イ

　

町
内
で
各
亥
の
子
宿
を
ま
わ
っ
て
、
つ
き
あ
る
く
風
習
は
、
比
較
的
あ
た
ら
し
く
、

時
代
も
く
だ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
と
き
に
は
か
な
ら
ず

　

● 

お
宿
の
神
様
ご
め
ん
な
さ
い　

ち
ん

く
か
ら
り
や
ま
ん
か
ら
り　

鳴
る
は
滝

の
水
の
音　

エ
ー
ト
ヤ
サ
イ
ト
ー
ヤ

を
う
た
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
古
く
は

　

● 

一
割
に
買
い
ま
し
ょ　

わ
し
ゃ
石
ゃ
割
ら
ん　

　
　
　
　

石
屋
衆
こ
そ
石
割
る
も
の
よ　

　
　

二
割
に
買
い
ま
し
ょ　

わ
し
ゃ
荷
は
持
た
ん　

　
　
　
　

駄
賃
衆
こ
そ
荷
を
持
つ
も
の
よ　

　
　

三
割
で
買
い
ま
し
ょ　

わ
し
ゃ
産
せ
ん
ぞ　

　
　
　
　

女
衆
こ
そ
産
す
る
も
の
よ　

　
　

四
割
に
買
い
ま
し
ょ　

わ
し
ゃ
し
わ
よ
ら
ん
、

　
　
　
　

年
寄
衆
こ
そ
し
わ
よ
る
る
も
の
よ　

　
　

五
割
に
買
い
ま
し
ょ　

わ
し
ゃ
碁
は
う
た
ん　

　
　
　
　

隠
居
衆
こ
そ
碁
を
う
つ
も
の
よ　
　

　
　

六
割
に
買
い
ま
し
ょ　

わ
し
ゃ
櫓
は
お
さ
ん　

　
　
　
　

船
頭
衆
こ
そ
櫓
を
お
す
も
の
よ　
　

　
　

七
割
に
買
い
ま
し
ょ　

わ
し
ゃ
質
お
か
ん　

　
　
　
　

貧
乏
衆
こ
そ
質
お
く
も
の
よ　

　
　

八
割
に
買
い
ま
し
ょ　

わ
し
ゃ
歯
は
ぬ
か
ん　

　
　
　
　

歯
医
者
衆
こ
そ
歯
を
ぬ
く
も
の
よ　

　
　

九
割
に
買
い
ま
し
ょ　

わ
し
ゃ
鍬
も
た
ん　

　
　
　
　

百
姓
衆
こ
そ
鍬
も
つ
も
の
よ　

　
　

十
割
に
買
い
ま
し
ょ　

わ
し
ゃ
重
は
も
た
ん　
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丁
稚
衆
こ
そ
重
持
つ
も
の
よ

な
ど
、
郷
愁
を
そ
そ
る
、
な
つ
か
し
い
唄
が
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
現
在
で
は
唄
の
種

類
も
減
っ
て
き
て
い
る
。

　

● 

お
正
月
の
初
夢
に　

白
き
鼠
が
三
つ
ぞ
ろ
い　

七
分
や
小
判
が
流
れ
こ
む

　
　

庭
に
は
ほ
う
ら
い
た
か
ら
ぶ
ね

　

そ
の
他
、
親
し
ま
れ
て
い
る
唄
も
多
い
が
、
す
べ
て
を
あ
げ
る
に
は
き
り
が
な
い
。

な
お
『
愛
媛
民
謡
集
』（
一
九
六
二
年
・
愛
媛
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編
）
な
ど
に
地

方
の
亥
の
子
唄
も
数
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
亥
の
子
自
体
の
歴
史
性
や
愛
媛
県

内
で
の
現
在
の
伝
承
状
況
は
十
分
把
握
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

誓
文
払　
旧
暦
一
〇
月
二
〇
日
に
、
京
都
の
商
人
や
遊
女
な
ど
が
、
四
条
京
極
の
官

者
殿
に
参
詣
し
て
、
一
年
中
商
売
の
駆
引
に
嘘
を
つ
い
た
罪
を
祓
い
、
神
罰
を
ま
ぬ

か
れ
る
こ
と
を
ね
が
っ
た
の
が
、
こ
の
行
事
の
起
源
と
さ
れ
て
い
る
。

　

吉
田
で
は
こ
の
夜
、
子
供
た
ち
が
、
繩
に
栄さ

ざ
え螺

の
殻
を
一
〇
ば
か
り
も
通
し
た
の

を
、
ひ
き
ず
り
な
が
ら
町
中
を
ね
り
あ
る
き
、
街
の
角
々
で
、「
き
ょ
う
は
せ
い
も

ん
ば
ら
い
お
や
じ
の
口
の
は
た
味
噌
だ
ら
け
」と
大
声
で
う
た
う
の
が
例
で
あ
っ
た
。

　

栄
螺
に
繩
を
通
す
い
わ
れ
は
わ
か
ら
な
い
が
、
口
の
堅
い
栄
螺
に
、
一
本
の
筋
を

通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
嘘
も
方
便
で
一
年
を
暮
し
て
き
た
商
人
に
、
自
責
の
こ
こ
ろ

を
う
な
が
し
、
汚
れ
た
口
を
ぬ
ぐ
え
と
の
風
刺
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
日
は
田
楽
豆
腐
を
食
べ
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
ま
た
豆
腐
屋
は
、
ふ
だ
ん
取

引
上
世
話
に
な
っ
て
い
る
魚
屋
や
仕
出
し
屋
な
ど
に
豆
腐
を
持
参
し
て
礼
を
の
べ
、

魚
屋
も
こ
れ
に
こ
た
え
て
魚
を
贈
る
風
習
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
大
正
末

期
頃
に
は
姿
を
消
し
、
そ
の
後
は
、
商
店
街
な
ど
で
お
こ
な
う
誓
文
払
の
謝
恩
セ
ー

ル
に
、
わ
ず
か
に
そ
の
名
残
り
を
と
ど
め
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
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第
一
節 

　
八
幡
神
社
の
歴
史

一
　
八
幡
神
社
の
創
祀
伝
承

　

八
幡
神
社
は
、
近
世
よ
り
南
山
八
幡
宮
な
い
し
南
森
八
幡
宮
と
称
し
た
が
、
そ
の

創
祀
に
つ
い
て
の
明
確
な
記
録
は
な
い
。
近
世
中
、
後
期
に
は
、
社
家
よ
る
社
伝
の

編
纂
も
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
原
文
書
は
既
に
散
逸
し
て
い
る
。
し
か
し
一
部
が
、
昭

和
一
八
年
に
編
纂
さ
れ
た
『
南
山
八
幡
宮
沿
革
史
』（
以
下
『
沿
革
史
』
と
略
記
）

に
抄
録
さ
れ
る
。
以
下
、『
沿
革
史
』
に
依
り
な
が
ら
、
八
幡
神
社
の
創
始
伝
承
と

沿
革
に
つ
い
て
概
要
を
記
し
て
お
く
。

　

近
世
の
享
保
四
年
（
一
七
一
九
年
）
に
社
家
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
「
八
幡
宮
記
」

に
社
伝
と
し
て
以
下
の
伝
承
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
往
古
（
平
安
末
期
の

治
承
年
間
と
伝
わ
る
）
に
田
原
（
足
利
）
又
太
郎
忠
綱
が
伊
予
国
に
来
た
り
て
宇
和

郡
明
山
（
西
予
市
宇
和
町
歯
長
山
の
付
近
）
に
草
庵
を
結
ん
で
隠
棲
し
、
八
幡
の
神

鏡
を
奉
安
し
て
崇
信
し
た
。
忠
綱
の
死
後
、
里
人
は
そ
の
旧
跡
に
一
祠
を
設
け
て
神

鏡
を
奉
祀
し
た
。
こ
れ
よ
り
お
よ
そ
三
百
年
を
経
て
立
間
村
河
内
谷
（
大
河
内
区
）

の
明
神
山
の
麓
に
奉
遷
し
、「
又
太
郎
殿
の
八
幡
」「
忠
綱
護
神
」
と
称
し
た
。
こ
の

田
原
又
太
郎
は
、
平
安
後
期
の
武
士
で
宇
治
川
の
先
陣
を
渡
し
て
武
名
を
挙
げ
た
と

い
う
足
利
忠
綱
の
こ
と
で
、
末
代
無
双
の
勇
士
と
伝
え
ら
れ
、
力
は
百
人
に
匹
敵
し
、

声
は
一
〇
里
に
響
き
渡
り
、
歯
の
長
さ
一
寸
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
風
貌

に
よ
る
歯は

な
が長
の
伝
承
か
ら
西
予
市
伊
賀
上
の
古
刹
で
あ
る
歯し
ち
ょ
う
じ

長
寺
の
縁
起
に
関
連

付
け
ら
れ
、
歯
長
山
の
山
麓
に
広
が
る
立
間
地
区
の
八
幡
神
社
の
縁
起
の
中
に
も
取

り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
後
、
神
託
に
よ
っ
て
立
間
村
美み

な

み

の

や

ま

那
見
農
山
（
南
山
＝
字
市い
ち
で
ん田

）
に
社
殿
を

構
え
て
河
内
谷
よ
り
神
鏡
を
移
し
、
南
山
八
幡
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
当
社

の
起
源
で
あ
り
、
こ
れ
が
現
在
の
社
地
で
あ
る
と
い
う
。
現
在
地
に
お
い
て
は
、
慶

長
一
九
年
（
一
六
一
四
年
）
に
社
殿
再
建
、
さ
ら
に
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
年
）
二

月
に
は
清
家
少
左
衛
門
を
本
願
と
し
て
新
た
な
社
殿
を
建
立
し
て
い
る
（『
吉
田
古

記
』）。

二
　
藩
主
崇
敬
社
と
し
て
の
八
幡
神
社

　

そ
の
後
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
年
）
七
月
に
、
宇
和
島
藩
一
〇
万
石
よ
り
伊
達

秀
宗
の
五
男
宗
純
が
三
万
石
を
分
知
さ
れ
て
吉
田
藩
が
成
立
す
る
と
、
八
幡
神
社
を

も
っ
て
氏
神
と
し
、
在
館
の
鎮
守
と
し
て
崇
敬
し
た
。
伊
達
家
の
入
部
後
、
寛
文
六

年
（
一
六
六
六
年
）
に
は
本
殿
の
建
立
が
な
さ
れ
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
年
）
に

は
社
殿
の
補
修
、
同
一
二
年
に
は
神
鏡
の
奉
納
、
享
保
四
年
（
一
七
一
九
年
）
に
は

神
像
の
奉
納
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
続
き
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
年
）
に
は
、
四
代

藩
主
・
伊
達
村
信
お
よ
び
吉
田
藩
内
の
町
村
か
ら
の
勧
化
に
よ
り
本
殿
な
ら
び
に
中

拝
殿
の
全
面
的
な
改
築
が
な
さ
れ
て
現
存
の
社
殿
が
造
営
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
藩
主

よ
り
自
筆
の
扁
額
や
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
る
と
と
も
に
、文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
年
）

に
は
、
六
代
藩
主
・
伊
達
村
芳
の
心
願
に
よ
り
随
身
門
が
建
立
さ
れ
る
な
ど
、
藩
主

崇
敬
社
と
し
て
位
置
づ
け
を
強
め
て
い
っ
た
。

　

さ
ら
に
藩
主
崇
敬
社
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
領
内
各
地
か
ら
石
灯
籠
な
ど
の
奉

納
が
相
次
ぐ
と
と
も
に
、
八
幡
神
社
で
は
近
世
を
通
し
て
藩
主
の
社
参
や
厄
除
け
祈

祷
、
藩
の
雨
乞
い
祈
祷
や
止
雨
祈
祷
、
地
震
除
け
の
祈
祷
も
な
ど
を
斎
行
し
、
藩
主

よ
り
年
間
一
五
俵
の
初
穂
米
等
が
奉
納
さ
れ
る
な
ど
、
吉
田
藩
内
で
は
特
異
な
存
在

で
あ
っ
た
。

　

神
社
の
維
持
に
関
し
て
は
、
藩
の
支
援
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
氏
子
組
織
に
よ
る
こ
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と
を
基
本
と
し
、
そ
の
他
に
近
世
よ
り
多
様
な
崇
敬
講
社
を
設
立
し
て
い
る
。
そ
の

一
つ
が
八
幡
宮
の
「
卯
之
日
祭
」
の
た
め
の
講
社
で
あ
る
「
清
祓
講
」
で
あ
る
。
文

政
四
年
（
一
八
二
一
年
）
に
結
講
、
安
政
六
年
に
再
興
さ
れ
、
二
月
初
卯
の
日
の
祭

祀
の
み
な
ら
ず
寄
進
・
造
営
に
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
幕
末
期
に
手
水

鉢
の
寄
進
や
神
輿
蔵
の
改
築
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
天
保
四
年（
一
八
三
三
年
）

に
は
、御
船
手
組
と
吉
田
町
内
に
永
代
講
（
御
畳
講
）
を
設
け
て
資
本
を
積
み
立
て
、

神
社
本
殿
と
中
殿
の
畳
や
拝
殿
に
敷
く
薄
縁
の
修
繕
を
永
代
に
亘
っ
て
行
う
仕
組

み
を
作
り
上
げ
た
。
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
年
）
に
は
、神
輿
の
修
繕
を
「
万
人
講
」

が
行
う
な
ど
、
氏
子
内
有
力
者
に
よ
る
特
定
講
集
団
に
よ
る
支
援
が
神
社
運
営
を
下

支
え
し
た
。

　

し
か
し
、
明
治
以
降
は
、
藩
の
庇
護
が
無
く
な
り
、
立
間
村
お
よ
び
吉
田
町
人
町

の
氏
子
に
よ
る
護
持
へ
の
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
し
て
氏
子
組
織
に
加
え
、

産
土
神
社
清
祓
講
・
八
幡
講
・
万
人
講
な
ど
有
志
者
組
織
の
結
成
に
よ
り
、
八
幡
神

社
の
信
仰
的
か
つ
財
政
的
な
支
援
が
図
ら
れ
て
い
っ
た
。

三
　
八
幡
神
社
社
家
の
成
立

　
八
幡
神
社
の
記
録
に
よ
る
と
、
吉
田
藩
分
知
後
の
当
社
神
職
と
し
て
、
当
初
は
宇

和
島
藩
中な

か
い
だ間
村
の
八
幡
宮
神
主
・
渡
部
（
辺
）
大
和
守
に
兼
務
を
申
し
付
け
て
神
主

職
と
し
、
神
務
の
た
び
に
通
っ
て
い
た
が
、
不
便
も
多
い
た
め
に
翌
年
、
万
治
元
年

（
一
六
五
八
年
）
に
は
大
和
守
の
弟
・
山
城
太
夫
が
神
主
職
に
補
せ
ら
れ
、
吉
田
裡

町
二
丁
目
に
間
口
五
間
一
尺
、
奥
行
き
一
七
間
の
屋
敷
が
与
え
ら
れ
て
移
り
住
み
、

社
務
を
行
っ
た
。
も
っ
と
も
、
中
間
村
八
幡
宮
の
社
務
日
誌
の
書
き
抜
き
で
あ
る

『
伊い

ぶ
き
の
や
ま
き

吹
木
山
記
』
に
は
、
明
暦
四
年
（
一
六
五
八
年
）
の
項
に
「
一
、
同
年
渡
辺
大

和
弟
御
分
地
吉
田
八
幡
宮
神
主
家
に
分
」
と
あ
り
、「
一
、七
月
十
三
日
年
号
改
元
有

之
由
御
触
」
よ
り
も
手
前
に
記
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
八
幡
神
社
に
お
け
る
渡

部
神
主
家
の
成
立
は
、
万
治
元
年
七
月
に
改
元
す
る
直
前
の
明
暦
四
年
六
月
と
考
え

ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
立
間
村
に
は
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
年
）
の
『
神
社
御
改
帳
』
に

よ
る
と
、
近
世
に
は
八
幡
神
社
の
ほ
か
に
三
○
余
社
と
い
う
多
く
の
神
社
が
祭
祀
さ

れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
諸
社
の
神
職
は
、
天
正
年
中
よ
り
立
間
村
大
河
内
在
住
の
薬

師
寺
家
が
担
任
し
て
い
る
。
同
家
は
、天
和
三
年
よ
り
併
せ
て
八
幡
神
社
の
下
社
家
・

祀
官
職
に
取
り
立
て
ら
れ
、
例
祭
に
は
出
勤
し
て
御
神
楽
所
祝
詞
師
も
務
め
た
。
す

な
わ
ち
、
吉
田
藩
の
分
知
に
際
し
、
陣
屋
近
く
に
主
た
る
神
社
が
な
く
八
幡
神
社
を

藩
の
鎮
守
社
と
す
る
と
と
も
に
、
神
主
職
は
吉
田
藩
領
内
か
ら
の
取
り
立
て
で
は
な

く
、
宇
和
島
藩
に
お
い
て
藩
内
諸
神
社
を
統
括
す
る
社
家
頭
取
を
務
め
、
氏
子
区
域

も
吉
田
藩
に
隣
接
す
る
中
間
村
・
八
幡
宮
の
渡
部
（
辺
）
神
主
家
よ
り
迎
え
入
れ
る

こ
と
で
そ
の
権
威
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
吉
田
藩
成
立
以
前
の
八
幡
神

社
に
関
す
る
社
家
の
存
在
は
不
明
で
あ
る
。
薬
師
寺
家
が
関
与
し
た
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
根
拠
資
料
は
な
い
。

　

な
お
、渡
部
神
主
家
は
当
初
、裡
町
に
屋
敷
を
構
え
た
が
、宝
永
八
年
（
一
七
一
一

年
）
に
は
当
時
の
神
主
・
渡
部
飛
騨
の
次
男
摂
津
を
分
家
し
て
裡
町
の
屋
敷
に
住

ま
わ
せ
、
自
身
は
浜
方
に
土
地
を
拝
領
し
て
移
り
住
ん
だ
。
さ
ら
に
延
享
元
年

（
一
七
四
四
年
）
後
に
社
務
の
関
係
か
ら
神
社
下
へ
の
屋
敷
替
え
を
寺
社
奉
行
に
申

し
出
て
許
さ
れ
、
翌
年
に
は
引
き
移
っ
て
い
る
。
渡
部
家
は
二
家
に
分
か
れ
て
明
治

維
新
ま
で
奉
務
す
る
が
、
明
治
初
期
の
神
社
制
度
改
革
の
中
で
、
幕
末
期
よ
り
神
主

家
の
後
見
役
を
務
め
た
法
花
津
の
山
本
家
が
新
た
に
祠
官
に
任
じ
ら
れ
て
昭
和
後
期

ま
で
宮
司
職
を
担
っ
た
。
以
降
は
、
兼
務
宮
司
に
よ
る
祭
祀
形
態
が
続
き
、
総
代
会

を
主
体
と
し
た
管
理
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
当
社
の
渡
部
神
主
家
は
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
年
）
に
本
家
の
中
間
村
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八
幡
宮
の
神
主
家
と
と
も
に
初
代
の
山
城
太
夫
が
上
京
し
、
神
祇
官
領
の
吉
田
家
よ

り
神
道
裁
許
状
を
得
て
い
る
。
南
予
地
方
で
は
か
な
り
早
い
時
期
の
取
得
例
と
な
っ

て
お
り
、
八
幡
神
社
神
主
家
と
し
て
の
立
場
を
補
強
す
る
意
味
合
い
も
あ
っ
た
と
見

ら
れ
る
。
同
時
に
、
そ
の
記
載
さ
れ
た
内
容
が
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、
自
身
の
立

場
と
し
て
「
予
州
宇
和
郡
立
間
村
八
幡
宮
神
主
御
旅
所
之
禰
宜
渡
部
山
城
掾
藤
原
通

綱
と
名
乗
る
裁
許
状
と
な
っ
て
お
り
、
お
旅
所
に
お
け
る
祭
祀
権
を
あ
え
て
強
調
し

た
内
容
を
明
記
し
て
い
る
。
八
幡
神
社
の
神
幸
祭
を
行
い
、
御
旅
所
神
事
を
主
宰
し

て
斎
行
す
る
こ
と
に
大
き
な
意
味
を
持
た
せ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

写真 02　6 代藩主・伊達村芳建立による随神門

写真 01　寛保 3 年（1743 年）改築の八幡神社社

第
二
節
　
近
世
の
吉
田
秋
祭

一
　
八
幡
神
社
祭
礼
の
始
ま
り

　『
沿
革
史
』
に
よ
る
と
、
伊
達
宗
純
の
吉
田
入
部
（
明
暦
三
年
＝
一
六
五
七
年
）

か
ら
間
も
な
い
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
年
）
に
は
、「
八
幡
宮
御
建
立
御
輿
造
成
祭

礼
神
幸
始
マ
ル
」
と
あ
り
、
新
た
な
社
殿
が
造
営
さ
れ
て
神
輿
が
設
け
ら
れ
、
神
幸

祭
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
以
て
八
幡
神
社
祭
礼
の
嚆
矢
と

捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
根
拠
資
料
が
散
逸
し
て
お
り
、
神
幸
の
具
体
的
な
状
況
も
不

明
で
、
十
分
な
確
認
は
で
き
な
い
。

　

次
い
で
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
年
）
三
月
に
は
、
八
幡
神
社
の
お
旅
所
で
あ
る

離
宮
が
、「
魚
棚
二
丁
目
後
浜
手
」
に
設
け
ら
れ
る
。
八
幡
神
社
旧
蔵
の
「
立
間
八

幡
由
来
」「
渡
部
家
名
記
」
に
は
、「
天
和
三
年
三
月
八
幡
宮
御
祭
礼
神
幸
被
仰
付
離

宮
魚
棚
二
丁
目
後
浜
手
十
軒マ

マ

ニ
拾
三
軒マ
マ

離
宮
所
被
仰
付
御
祭
礼
ニ
付
供
奉
之
社
神
主

始
家
二
十
五
人
御
仕
成
」
と
見
え
て
い
る
。「
御
初
穂
米
二
俵
賄
料
米
三
斗
三
升
七

合
五
勺
神
酒
二
斗
」
す
な
わ
ち
、
一
〇
間
と
一
三
間
の
広
場
が
お
旅
所
と
し
て
設
け

ら
れ
て
、
吉
田
藩
内
の
社
家
二
五
人
に
よ
る
八
幡
神
社
離
宮
の
祭
祀
が
執
り
行
わ
れ

た
も
の
と
見
ら
れ
、
藩
と
し
て
の
位
置
付
け
の
重
要
性
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
離
宮

に
つ
い
て
は
、
御
在
館
絵
図
に
も
、「
八
幡
旅
所
」
と
表
記
さ
れ
る
広
場
が
見
え
て

い
る
。
現
在
、
国
道
五
六
号
に
面
す
る
山
下
石
油
の
位
置
に
当
た
る
。
天
保
一
四
年

（
一
八
四
三
年
）
に
渡
部
志
摩
助
が
作
成
し
た
『
神
社
御
改
帳
』
に
は
「
浜
御
離
宮
所
」

と
表
記
し
、
猿
田
彦
大
神
を
祭
祀
す
る
一
間
四
方
の
小
社
が
構
え
ら
れ
て
い
た
。
同

社
は
、
後
に
現
在
の
お
旅
所
に
な
っ
て
い
る
住
吉
神
社
の
境
内
に
移
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
同
じ
く
天
和
三
年
に
は
、
伊
達
宗
純
よ
り
神
輿
一
体
が
寄
進
さ
れ
、
吉
田
領
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民
よ
り
神
輿
二
対
が
修
造
さ
れ
た
と
『
沿
革
史
』
に
記
録
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
八

幡
神
社
の
祭
神
で
あ
る
八
幡
三
神
に
対
応
し
た
神
幸
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
は
、
同
年
よ
り
「
九
月
一
一
日
ニ
神
輿
ヲ
洗
ヒ
社
ノ
内
外
ヲ
清
メ
一
四

日
夜
神
楽
ヲ
奏
シ
一
五
日
卯
之
刻
神
前
相
撲
ヲ
行
ヒ
辰
之
刻
神
霊
ヲ
神
輿
ニ
移
シ

奉
ル
以
後
之
ヲ
恒
例
ト
定
ム
」
と
旧
蔵
の
「
神
社
調
査
書
」
に
あ
る
と
記
録
さ
れ
る
。

こ
れ
に
従
え
ば
、
天
和
三
年
に
魚
棚
の
お
旅
所
が
整
備
さ
れ
、
三
体
の
神
輿
が
揃
い
、

そ
れ
に
よ
り
八
幡
神
社
祭
礼
と
し
て
の
神
輿
渡
御
が
本
格
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。

　

吉
田
藩
に
お
け
る
藩
鎮
守
社
と
し
て
の
八
幡
神
社
の
特
異
な
位
置
付
け
は
、
例
祭

の
奉
仕
形
態
に
も
表
れ
て
い
る
。
吉
田
藩
で
は
、
藩
内
を
六
地
区
に
区
分
し
、
八
幡

神
社
周
辺
の
御
在
館
組
（
沖
村
・
河
内
・
南
君
・
鶴
間
・
北
灘
・
下
波
・
立
間
）
お

よ
び
法
花
津
組
、
上
灘
組
（
西
予
市
三
瓶
町
・
八
幡
浜
市
沿
岸
部
）、
三
間
組
（
宇

和
島
市
三
間
町
～
鬼
北
町
内
深
田
）、
川
筋
組
（
鬼
北
町
）、
山
奥
組
（
鬼
北
町
）
の

都
合
六
つ
の
神
職
組
が
組
織
さ
れ
た
。
八
幡
神
社
は
藩
主
崇
敬
社
で
あ
る
こ
と
か
ら

藩
内
神
社
の
中
核
と
さ
れ
、
例
祭
に
当
た
っ
て
は
各
神
職
組
よ
り
予
め
決
め
ら
れ
た

年
番
に
該
当
す
る
神
職
二
名
ず
つ
と
村
役
の
従
者
二
名
あ
て
神
幸
祭
へ
の
供
奉
奉

仕
が
社
家
お
よ
び
村
方
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
。（
郷
土
史
資
料
）

二
　
お
旅
所
神
事
の
位
置
付
け

　

吉
田
秋
祭
に
お
け
る
御
旅
所
周
辺
の
賑
わ
い
に
つ
い
て
は
、
藩
主
へ
の
供
覧
や
祭

礼
市
・
芝
居
興
行
な
ど
の
殷
賑
振
り
が
近
代
の
回
顧
録
に
も
広
く
記
述
さ
れ
て
い

る
。
同
時
に
、
近
世
の
吉
田
秋
祭
に
関
す
る
特
徴
と
し
て
、
御
旅
所
神
事
の
重
要
性

や
そ
の
位
置
付
け
方
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
社
家
が
記
し
た
「
八

幡
宮
由
来
」
等
の
文
書
資
料
か
ら
検
討
し
て
お
く
。

　

魚
棚
二
丁
目
の
後
ろ
浜
手
に
設
け
ら
れ
た
お
旅
所
は
、
離
宮
所
と
称
さ
れ
、
神
幸

祭
に
は
社
家
二
五
人
が
奉
仕
す
る
祭
典
が
執
り
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
八
幡
神
社
の

お
け
る
例
祭
の
祭
典
を
遥
か
に
凌
駕
す
る
規
模
で
、
奉
仕
神
職
も
社
中
や
在
館
周
辺

の
者
に
加
え
て
吉
田
藩
内
全
域
か
ら
出
仕
し
た
。
藩
よ
り
初
穂
米
二
俵
の
ほ
か
、
九

月
一
四
日
の
夕
刻
か
ら
一
五
日
に
か
け
た
奉
仕
社
家
二
五
人
の
賄
い
経
費
一
日
半
の

分
と
し
て
、
三
斗
三
升
七
合
五
勺
の
御
賄
い
料
が
給
せ
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
賄
料
に

つ
い
て
は
、
神
主
家
も
遠
路
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
立
間
村
の
庄
屋
を
介
し
て
止
宿
先

へ
渡
さ
れ
、
奉
仕
社
家
の
賄
い
方
に
対
応
さ
れ
た
。
ま
た
神
酒
に
つ
い
て
は
、
新
し

い
柳
樽
に
て
一
四
日
の
朝
に
神
社
神
前
に
供
え
ら
れ
た
。

　

神
幸
の
神
事
に
当
た
っ
て
は
、
藩
主
等
の
臨
席
閲
覧
の
た
め
の
御
仮
屋
が
陣
屋
の

前
や
離
宮
所
に
設
け
ら
れ
た
。
藩
主
の
在
国
年
に
は
陣
屋
前
に
て
神
酒
を
二
合
入
り

の
平
角
樽
を
用
い
て
白
木
の
へ
ぎ
に
据
え
、
官
職
の
社
家
（
神
道
裁
許
状
を
得
て
受

領
名
を
持
つ
者
か
）
が
三
体
の
神
輿
の
う
ち
中
央
の
中
神
輿
前
に
供
え
た
。
次
い
で

奉
幣
行
事
を
行
い
、
祝
詞
を
奏
し
、
鈴
神
楽
を
奉
納
し
た
。
そ
の
後
、
神
主
は
御
仮

屋
の
前
に
角
樽
を
持
参
し
、
事
前
に
小
姓
頭
と
相
談
の
う
え
で
茶
坊
主
に
渡
し
て
退

出
し
た
。

　

ま
た
離
宮
所
に
お
い
て
は
、
神
輿
が
鎮
座
し
た
の
ち
に
供
物
・
神
酒
・
撒
き
餅
を

供
え
て
奉
幣
行
事
・
祝
詞
奏
上
・
鈴
神
楽
の
奏
進
を
行
い
、
二
天
の
神
楽
に
よ
っ
て

祓
い
を
修
し
た
上
で
撒
き
餅
を
四
方
へ
撒
き
散
ら
し
、
社
家
は
退
出
し
た
。
次
い
で

神
楽
の
宰
領
と
村
役
人
に
神
酒
を
頂
戴
し
、
終
了
す
る
と
神
主
は
神
輿
の
状
況
を
確

認
し
て
退
出
し
た
。
さ
ら
に
横
堀
番
所
に
目
付
役
人
や
寺
社
奉
行
が
詰
め
て
い
る
時

に
は
、
こ
こ
で
も
神
輿
を
鎮
座
し
て
祓
い
の
み
を
行
い
、
社
家
中
は
神
社
に
帰
っ
た
。

す
な
わ
ち
神
主
家
は
、神
主
と
し
て
八
幡
神
社
の
社
内
を
統
括
す
る
と
と
も
に
、年
々

の
神
幸
祭
に
お
い
て
祓
い
の
祈
祷
を
修
す
る
神
職
＝
御
旅
所
之
禰
宜
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
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三
　
例
祭
日
の
異
動

　

吉
田
秋
祭
の
例
祭
お
よ
び
神
幸
祭
の
日
程
は
、
江
戸
時
代
に
は
基
本
的
に
は
旧

暦
九
月
一
四
日
、
一
五
日
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
藩
主
の
崇
敬
社
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
吉
田
藩
の
都
合
に
よ
り
し
ば
し
ば
日
程
の
異
動
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
「
諸
事
項
覚
―
慶
応
元
乙
丑
年
卯
月
與
里
」
に
よ
る
と
、「
且
又

御
祭
礼
九
月
一
五
日
御
延
引
之
時
九
月
末
又
一
〇
月
之
中
頃
又
一
一
月
何
日
ニ
成

候
亊
控
ニ
御
座
候
ハ
ハ
」
と
あ
り
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
年
）
に
も
、「
八
幡
宮

祭
礼
相
延　

九
月
廿
七
日
」（『
吉
田
御
分
地
後
諸
事
書
抜
』）
と
あ
り
、
安
政
五
年

（
一
八
五
八
年
）
に
は
「
公
儀
御
陰
中
」
に
よ
り
九
月
二
九
日
お
よ
び
一
〇
月
一
日

に
延
引
さ
れ
た
。
文
久
二
年
に
は
、
藩
主
の
忌
服
に
よ
っ
て
一
一
月
一
日
の
神
幸
祭

と
な
る
な
ど
、
藩
や
幕
府
が
か
か
わ
る
弔
事
な
ど
に
よ
っ
て
祭
礼
日
程
が
変
更
さ
れ

た
ほ
ど
が
確
認
さ
れ
る
。

三
節
　
近
代
の
吉
田
秋
祭

一
　
例
祭
日
の
異
動
と
変
遷

　
江
戸
時
代
に
は
長
ら
く
陰
暦
九
月
一
四
日
、
一
五
日
に
定
め
ら
れ
て
き
た
例
祭
お

よ
び
神
幸
祭
の
期
日
で
あ
る
が
、
明
治
六
年
の
改
暦
後
に
お
い
て
太
陽
暦
へ
の
変
更

が
何
度
か
協
議
さ
れ
て
い
る
。『
沿
革
史
』
に
よ
る
と
、「
同(

明
治
九)

年
九
月
例

祭
ヲ
永
年
十
一
月
一
日
ト
定
ム
」、「
明
治
十
年
ヨ
リ
例
祭
ヲ
十
月
二
十
一
日
ニ
改
正

シ
タ
キ
旨
ヲ
伺
フ
」
と
あ
り
、
改
暦
に
伴
う
太
陽
暦
へ
の
移
行
が
議
論
さ
れ
た
様
子

が
読
み
取
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
祭
日
の
変
更
が
最
終
的
に
決
定
さ
れ
る
の

が
、
明
治
四
一
年(

一
九
〇
八
年
）
で
あ
る
。『
沿
革
史
』
が
引
用
す
る
神
社
の
決

議
録
に
「
明
治
四
十
一
年
ヨ
リ
祭
日
ヲ
陽
暦
ニ
改
正
シ
例
祭
ヲ
十
月
十
四
日
神
幸
祭

ヲ
翌
十
五
日
ニ
執
行
ス
ル
コ
ト
ニ
定
ム
」
と
あ
り
、
同
年
よ
り
例
祭
が
月
遅
れ
の

一
〇
月
一
四
日
、
神
幸
祭
が
翌
一
五
日
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
す
ぐ
に
は

実
行
さ
れ
ず
、
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
年
）
に
は
「
同
年
七
月
例
祭
ヲ
十
月
十
四

日
神
幸
祭
ヲ
十
月
十
五
日
ト
改
ム
」
と
再
度
に
決
議
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本

町
一
丁
目
の
祭
礼
記
録
で
あ
る
『
八
幡
宮
御
祭
礼
邌
割
帳
』（
写
真
01
、
以
下
『
邌

割
帳
』と
略
記
、付
章
に
収
録
）に
お
い
て
も
、明
治
二
六
年
か
ら
四
二
年（
一
八
九
三

～
一
九
〇
九
年
）
ま
で
は
「
陰
九
月
」
ま
た
は
「
旧
九
月
」
と
記
す
が
、
四
三
年

（
一
九
一
〇
年
）
に
は
「
十
月
邌
割
」
の
表
記
に
添
え
て
「
旧
九
月
祭
」
と
注
記
し
、

以
後
は
「
拾
月
邌
割
」
と
記
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
は
更
に
、
大
正
八
年(

一
九
一
九
年
）
に
十
一
月
四
日
、
五
日
へ
と
変
更
さ

れ
る
。『
沿
革
史
』
は
、「
九
月
二
十
九
日
例
祭
ヲ
十
一
月
四
日
ト
シ
神
幸
祭
ヲ
五
日

ト
変
更
ス
ル
ノ
件
認
可
セ
ラ
ル
」
と
記
す
。
こ
れ
も
実
際
に
は
翌
大
正
九
年
か
ら
日
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程
変
更
さ
れ
た
と
見
ら
れ
、『
邌
割
帳
』
は
「
大
正
九
年
度
十
一
月
五
日
邌
割
」
と

記
し
て
い
る
。

　

な
お
、
明
治
天
皇
が
薨
去
さ
れ
た
大
正
元
年
（
一
九
一
二
年
）
に
は
「
御
諒
闇
ニ

付
邌
遠
慮
致
候
」と『
邌
割
帳
』に
あ
り
、祭
礼
は
取
り
止
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

大
正
天
皇
の
薨
去
に
伴
っ
て
は
、
こ
の
措
置
は
取
ら
れ
ず
昭
和
二
年
の
祭
礼
は
執
行

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
で
は
、
戦
時
下
の
昭
和
一
九
年
（
一
九
四
四
年
）
に
は
、
時

局
に
よ
り
練
り
時
間
を
短
縮
実
施
し
、
終
戦
の
年
で
あ
る
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五

年
）
に
は
神
幸
祭
を
中
止
し
て
い
る
。
同
年
一
〇
月
一
〇
日
の
吉
田
地
区
区
長
会
の

議
事
録
に
は
「
本
年
ハ
種
々
ナ
ル
事
情
ニ
ヨ
リ
全
面
的
ニ
邌
ヲ
中
止
ス
ル
事
ニ
決
定

ナ
ス
」
と
記
録
し
て
い
る
。
ま
た
、コ
レ
ラ
が
流
行
し
た
大
正
五
年
（
一
九
一
六
年
）

に
は
、
旧
暦
一
〇
月
（
吉
田
新
報
で
は
一
一
月
九
、一
〇
日
の
予
定
が
さ
ら
に
延
び
、

二
五
日
）
に
祭
礼
が
延
引
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
社
会
的
要
因
に
よ
る
祭
日
の
変
更
も

存
在
し
た
。

二
　
吉
田
秋
祭
の
保
護
活
動

　

吉
田
藩
の
庇
護
に
よ
り
栄
え
て
き
た
八
幡
神
社
お
よ
び
吉
田
祭
礼
で
あ
る
が
、
近

代
社
会
の
中
で
そ
の
背
景
を
失
い
、
新
た
な
対
応
が
必
要
と
さ
れ
た
。
八
幡
神
社
で

は
、
近
世
以
来
、
多
様
な
信
仰
的
講
集
団
を
組
織
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
触
れ
た
が
、

こ
う
し
た
傾
向
は
、
明
治
以
降
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
例
祭
の
神
幸
祭
運
営
に
お
い

て
も
大
き
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
。『
沿
革
史
』
は
、「
明
治
一
一
年
九
月
一

日
八
幡
講
ニ
於
テ
神
幸
祭
ニ
ツ
キ
決
議
ヲ
行
フ
」
と
記
す
。
八
幡
講
は
、「
八
幡
講

沿
革
概
要
」
に
よ
る
と
、
そ
の
起
源
は
不
詳
で
あ
る
が
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
年
）

に
八
幡
神
社
で
富
籤
の
興
行
が
行
わ
れ
た
と
き
の
社
徳
銀
な
ら
び
に
そ
の
後
の
神
輿

修
復
、
八
幡
宮
造
営
の
剰
余
金
を
積
み
立
て
て
永
年
の
維
持
に
備
え
た
こ
と
に
始
ま

る
。
こ
れ
を
明
治
五
年
（
一
八
七
二
年
）
に
規
約
を
制
定
し
て
結
社
組
織
と
し
、
明

治
維
新
に
よ
っ
て
藩
費
に
よ
る
助
成
が
無
く
な
り
、
祭
典
等
も
粗
略
に
な
る
こ
と
を

懸
念
し
て
従
来
通
り
の
維
持
運
営
を
保
つ
必
要
性
へ
の
対
応
策
で
あ
っ
た
。

　

発
足
当
時
の
講
員
数
は
六
〇
八
人
で
、
こ
れ
を
八
社
に
編
成
し
て
各
社
よ
り
一
〇

名
の
年
番
を
定
め
、
年
間
の
運
営
に
当
た
っ
た
。
し
か
し
、
運
営
上
の
不
備
も
多

く
、
明
治
八
年
に
規
則
を
改
正
す
る
も
明
治
一
四
年
に
は
従
来
の
慣
例
を
す
べ
て
廃

止
し
、
新
た
に
規
則
改
正
が
図
ら
れ
た
。
さ
て
、
八
幡
講
は
一
方
で
、
藩
の
庇
護
を

失
っ
た
吉
田
祭
礼
を
新
し
く
取
り
仕
切
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。
明
治
五
年
の
八
幡
講

文
書
に
は
、「
九
月
祭
礼
之
節
御
行
之
式
左
之
通
決
議
の
事
」
と
し
て
、
祭
礼
の
練

り
日
程
を
決
議
す
る
な
ど
、
大
き
な
規
制
力
を
持
っ
て
い
た
。

　

当
年
の
具
体
的
な
神
幸
の
手
順
は
、
朝
八
時
に
神
輿
が
八
幡
神
社
を
出
発
し
、

町
練
は
森
川
横
丁
に
揃
っ
て
九
時
に
繰
り
出
し
、
お
成
り
が
な
く
と
も
刻
限
に

遅
れ
る
こ
と
な
く
練
り
を
始
め
、
道
筋
は
こ
れ
ま
で
通
り
と
す
る
。
帰
途
は
、
夕

四
時
に
お
旅
所
を
発
し
、
神
輿
を
先
に
通
し
て
町
練
は
順
番
の
通
り
に
後
ろ
に
従

写真 01　八幡宮御祭礼邌割帳 表紙
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お
よ
び
御
船
・
御
旗
・
四
ツ
太
鼓
・
東
導
車
・
牛
鬼
・
徒
邌
・
神
馬
の
参
加
と
費
用

を
決
定
し
、
こ
の
年
よ
り
御
旗
を
行
列
の
番
外
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
ま
た
、

巡
行
経
路
に
つ
い
て
も
変
更
さ
れ
、
議
事
録
で
は
「
徒
邌
ハ
一
区
マ
デ
、
二
十
二
区

ノ
乾
繭
倉
庫
前
マ
デ
行
キ
営
繕
前
橋
ヲ
渡
リ
二
十
三
、二
十
四
区
ヲ
経
テ
鶴
間
橋
ニ

出
テ
西
小
路
幼
稚
前
ヲ
通
リ
桜
丁
二
出
ル
、
ソ
レ
ヨ
リ
二
十
五
区
陶
成
校
迄
邌
リ

十
九
区
駅
前
ニ
出
ル
事
ニ
決
定
シ
之
ヲ
実
行
ス
」
と
記
録
し
て
い
る
。
な
お
、
同
年

の
練
車
一
台
当
た
り
の
経
費
は
一
、〇
〇
〇
円
、
総
計
費
は
一
万
一
、三
五
〇
円
で

あ
っ
た
。

　

翌
二
二
年
（
一
九
四
七
年
）
に
は
、
参
加
の
練
車
は
六
台
と
な
り
、
裡
町
三
丁
目

と
魚
棚
三
丁
目
は
参
加
す
る
が
お
ね
り
の
順
番
か
ら
は
外
れ
て
い
る
。
ま
た
、
練
車

一
台
当
た
り
の
経
費
は
二
、五
〇
〇
円
、
お
ね
り
の
総
経
費
は
二
万
四
、〇
五
〇
円
と

な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
二
三
年
に
は
、
同
じ
く
六
台
の
練
車
が
参
加
し
た
が
、
経
費

は
一
台
四
、二
五
〇
円
と
な
り
、
総
経
費
は
三
万
九
、一
五
〇
円
と
高
騰
し
て
い
る
状

況
が
う
か
が
え
る
。
な
お
、
同
年
に
は
裡
町
三
丁
目
（
六
区
）
の
東
導
（
塔
堂
）
車

が
ホ
タ
に
替
り
、
魚
棚
三
丁
目
（
一
六
区
）
が
七
福
神
の
参
加
と
な
っ
て
い
る
。
祭

礼
費
は
、一
区
か
ら
一
九
区
が
一
戸
三
五
円
、二
二
区
か
ら
二
五
区
が
一
八
円
で
あ
っ

た
が
、
一
六
区
は
、
予
算
か
ら
は
除
外
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
戦
後
の
混
乱
期
に
も
拘
わ
ら
ず
い
ち
早
く
吉
田
秋
祭
は
復
興
を
見
る

が
、
お
ね
り
の
経
費
は
年
々
に
嵩
ん
で
い
た
様
子
が
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
昭
和

二
四
年
（
一
九
四
九
年
）
に
は
、
学
制
改
革
に
よ
る
新
制
中
学
校
の
建
設
費
用
に
多

額
の
費
用
を
擁
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
祭
礼
費
の
節
約
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
同

年
に
は
周
辺
地
域
と
も
ど
も
吉
田
郷
共
同
祭
典
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
町
の
有
志
や

総
代
会
に
対
す
る
行
政
よ
り
の
提
案
に
対
し
て
、
町
民
の
意
思
や
総
代
会
の
議
決
に

基
づ
い
て
同
年
の
み
、
吉
田
秋
祭
も
一
〇
月
二
五
日
の
共
同
祭
日
を
受
け
入
れ
て
節

約
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
神
幸
祭
も
「
惣
代
会
ニ
於
テ
モ
祭
典
費

い
、
横
堀
ま
で
お
供
す
る
。
但
し
、
御
船
・
鹿
の
子
・
牛
鬼
は
先
に
出
発
す
る
。
な

お
、
神
輿
舁
き
は
立
間
村
の
定
引
き
受
け
と
し
、
従
前
の
御
用
練
に
代
わ
っ
て
新
練

を
出
す
話
も
あ
る
が
決
ま
ら
な
い
の
で
、
同
年
は
神
馬
三
頭
を
出
し
た
。

　

ま
た
、
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
年
）
に
は
、
八
幡
講
に
て
鬼
の
面
を
新
た
に
作

り
、
神
輿
舁
き
の
衣
装
と
し
て
白
衣
を
新
調
し
、
神
馬
は
以
後
廃
止
と
さ
れ
た
。
神

輿
の
発
輿
は
午
前
六
時
と
早
ま
り
、
還
輿
は
午
後
六
時
頃
を
限
り
と
さ
れ
、
小
休
止

の
場
所
を
旧
の
厩
前
、
藩
邸
前
、
横
堀
番
所
前
と
す
る
な
ど
、
お
ね
り
維
持
に
関
与

す
る
と
と
も
に
内
容
決
定
に
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
年
）
に
は
御
船
が
新
し
く
造
船
さ
れ
、
氏
子

総
代
に
て
管
理
す
る
こ
と
と
な
る
な
ど
、
吉
田
祭
り
の
維
持
が
行
わ
れ
る
が
、
し
だ

い
に
衰
退
し
て
い
っ
た
。
昭
和
に
入
る
と
、
し
だ
い
に
吉
田
祭
り
振
興
の
気
運
が
高

ま
り
、
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
年
）
に
は
山
下
亀
三
郎
を
始
め
吉
田
出
身
の
実
業

家
ら
の
肝
煎
り
に
よ
る「
吉
田
祭
振
興
会
」「
吉
田
祭
統
制
維
持
会
」が
組
織
さ
れ
て
、

衰
退
し
か
け
て
い
た
吉
田
秋
祭
の
本
格
的
な
保
護
活
動
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の

活
動
に
つ
い
て
は
、
吉
田
新
報
の
昭
和
一
四
年
十
一
月
十
日
、
昭
和
十
五
年
一
月
一

日
の
記
事
に
て
、
詳
し
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。（
付
章
新
聞
記
事
を
参
照
）。

第
四
節
　
戦
後
の
吉
田
秋
祭

一
　
終
戦
直
後
の
吉
田
秋
祭

　

終
戦
間
も
な
い
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
年
）
の
吉
田
秋
祭
の
お
ね
り
は
、
物
資

の
不
足
な
ど
に
よ
り
中
止
さ
れ
た
。
し
か
し
、
翌
二
一
年
（
一
九
四
六
年
）
に
は
早

く
も
再
開
さ
れ
て
い
る
。
同
年
一
〇
月
一
一
日
に
開
催
さ
れ
た
吉
田
地
区
の
「
八
幡

神
社
祭
礼
打
合
会
」
に
お
い
て
、
大
世
話
番
一
名
と
大
押
二
名
の
ほ
か
、
練
車
八
台
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之
節
約
ヲ
計
ル
為
共
同
祭
ニ
ツ
キ
本
年
ニ
限
り
御
輿
牛
鬼
の
外
邌
物
一
切
廃
止
し

各
区
毎
ニ
所
有
邌
物
ヲ
当
日
必
ズ
飾
付
ケ
ル
コ
ト
議
決
セ
リ
」
と
議
事
録
に
も
記
さ

れ
て
い
る
。
結
果
、
同
年
は
祭
礼
費
の
徴
収
を
行
わ
ず
、
牛
鬼
の
経
費
二
、五
〇
〇

円
は
前
年
度
の
残
金
か
ら
支
出
し
た
。

　
な
お
、
共
同
祭
典
は
昭
和
二
四
年
の
み
で
、
翌
二
五
年
よ
り
は
例
年
通
り
に
神
幸

祭
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
二
五
年
（
一
九
五
〇
年
）
一
〇
月
九
日
の
打
合
会
議

事
録
に
よ
る
と
、「
十
月
三
日
八
幡
神
社
社
務
所
に
於
て
惣
代
会
開
催
の
節
の
決
議

に
よ
り
本
年
よ
り
は
例
年
通
り
十
一
月
五
日
神
幸
祭
執
行
、
邌
物
は
例
年
通
り
繰

出
す
事
の
決
議
に
よ
り
左
記
決
議
す
」
と
し
て
、
邌
車
六
台
の
ほ
か
御
船
・
徒
邌
・

神
馬
三
頭
・
東
導
車
・
御
旗
・
四
ツ
太
鼓
・
裡
町
三
丁
目
邌
・
牛
鬼
の
経
費
と
し
て

四
万
五
、一
一
〇
円
の
予
算
を
立
て
て
い
る
。
吉
田
地
区
の
一
区
か
ら
一
五
区
お
よ

び
一
九
区
か
ら
は
一
戸
四
○
円
、
二
二
区
か
ら
二
五
区
よ
り
は
二
○
円
を
徴
収
し
、

大
世
話
番
へ
納
入
し
た
。
も
っ
と
も
、
魚
棚
三
丁
目
（
一
六
区
）
は
、
邌
費
支
出
と

徴
収
額
が
ほ
ぼ
同
時
に
な
る
の
で
、
予
算
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
神

馬
に
つ
い
て
は
、
予
算
に
対
し
て
借
り
入
れ
実
費
が
高
く
な
っ
た
た
め
に
中
止
さ
れ

た
。

二
　
祭
礼
日
変
更
議
論
の
再
燃

　
ま
た
昭
和
二
六
、二
七
年
（
一
九
五
一
～
五
二
）
に
は
農
繁
期
に
伴
う
祭
礼
日
の

変
更
が
総
代
会
や
祭
礼
打
ち
合
わ
せ
会
で
議
論
さ
れ
、
一
〇
月
二
○
、
二
一
日
案
が

提
示
さ
れ
た
が
全
体
会
で
否
決
さ
れ
、
加
え
て
吉
田
地
区
に
お
い
て
は
今
後
の
変
更

が
な
い
こ
と
を
改
め
て
申
し
合
わ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
吉
田
地
区
全

体
が
同
一
の
対
応
を
取
る
こ
と
に
変
化
が
生
じ
て
お
り
、
祭
礼
費
の
徴
収
額
な
ど
が

各
町
内
単
位
に
異
な
る
事
態
も
出
て
き
た
。
決
議
で
は
、
一
戸
四
○
円
平
均
と
し
た

が
、
各
区
総
代
の
意
見
に
よ
り
、
実
際
の
徴
収
金
額
は
三
五
円
か
ら
六
○
円
と
ま
ち

写真 02　秋祭統合実施に関する誓約書（昭和 33 年（1958年））

ま
ち
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
年
）
に
は
魚
棚
一
丁
目
、
二
丁

目
の
練
車
が
事
故
の
た
め
に
同
年
の
修
理
不
能
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
他
の
練
物

の
経
費
が
増
額
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
昭
和
二
九
年
（
一
九
五
四
年
）
に
は
、
祭

礼
休
止
の
意
見
が
否
決
さ
れ
、
練
り
費
用
の
増
額
が
決
議
さ
れ
る
と
と
も
に
、
練
り

一
切
に
対
す
る
祝
儀
を
廃
止
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
生
活
改
善
運
動
な
ど

と
の
関
連
か
と
見
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
昭
和
三
○
年
代
に
入
る
と
婦
人
会
を
中
心
と
し
た
新
生
活
運
動
の
進
展

と
連
動
し
て
祭
礼
日
程
の
広
域
的
な
統
合
議
論
が
再
燃
し
、
二
転
三
転
し
て
い
る
。

ま
た
、
昭
和
三
六
年
、
三
七
年
（
一
九
六
一
～
六
二
）
に
は
、
本
町
一
丁
目
の
練
車

が
休
止
し
て
い
る
。
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第
五
節
　
祭
礼
絵
巻

　
「
絵
巻
」
は
、
日
本
の
絵
画
形
式
の
ひ
と
つ
で
、
横
長
の
巻
物
（
紙
ま
た
は
絹
）

を
水
平
方
向
に
つ
な
い
で
長
大
な
画
面
を
作
り
、
情
景
や
物
語
な
ど
を
連
続
し
て
表

現
し
た
も
の
。「
絵
巻
物
」と
も
言
う
。�

一
般
的
に
は
右
か
ら
左
へ
と
繰
広
げ
ら
れ
る
。

　

吉
田
祭
礼
絵
巻
は
「
吉
田
立
間
八
幡
宮
」
の
祭
礼
を
描
い
た
絵
巻
で
あ
り
、
先
行

研
究
あ
る
い
は
、
町
民
か
ら
「
吉
田
祭
礼
絵
巻
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
本
書
で
は
そ
れ

に
倣
う
。

吉
田
祭
礼
絵
巻
の
特
徴　
吉
田
祭
礼
絵
巻
の
形
式
の
特
徴
と
し
て
、
複
数
存
在
す
る

絵
巻
は
紙
に
描
か
れ
て
お
り
、
通
常
の
絵
巻
と
は
逆
に
左
を
先
頭
に
右
へ
と
続
く
行

列
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
白
描
本
以
外
の
全
て
が
着
色
絵
巻
で
、
表
装
さ
れ
た

作
品
や
未
表
装
の
も
の
が
存
在
す
る
。

　

吉
田
祭
礼
絵
巻
は
そ
の
特
徴
と
し
て
「
天
保
六
年
系
統
」（
五
ツ
鹿
系
統
）
と
「
慶

応
三
年
系
統
」（
七
ツ
鹿
系
統
）
の
二
系
統
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
系
統
に
お
け
る
内

容
の
違
い
は
、
ま
ず
描
か
れ
た
総
人
数
が
異
な
る
こ
と
と
、
鹿
踊
り
の
数
も
異
な
り
、

江
戸
時
代
後
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
祭
礼
行
列
が
盛
大
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ

か
り
、
ま
た
鹿
踊
り
の
改
変
の
時
期
も
こ
の
頃
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　
多
数
存
在
す
る
吉
田
祭
礼
絵
巻　
吉
田
祭
礼
絵
巻
諸
本
は
次
の
通
り
。
絵
巻
名　

製

作
時
期　

作
者　

備
考
の
順
に
記
す
。

　

　「
五
ツ
鹿
」
系
統

　

・
森
太
左
衛
門
一
風
本

　
　
　

�

天
保
六
年
（
一
八
三
五
年
）　

森
太
左
衛
門
一
風
作　

所
在
不
明
。
後
の
絵

巻
は
こ
の
絵
巻
の
写
本
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

・
三
橋
健
本　

　
　
　

大
正
元
年
（
一
九
一
二
年
）　

宇
和
島
伊
達
家
旧
蔵

　

・
上
甲
本

　
　
　

大
正
元
年
（
一
九
一
二
年
）　

高
月
紫
明　

吉
田
町
御
殿
内
上
甲
和
慶
蔵

　

・
利
根
翠
塢
模
写
本

　
　
　

�

大
正
六
年
（
一
九
一
七
年
）　

利
根
翠す
い
う塢
（
親ち
か
よ
し馨
）　

個
人
蔵　

森
太
左
衛
門

一
風
本
の
模
写
本
。
山
車
や
練
り
の
解
説
が
あ
り
原
本
に
無
い
維
新
後
の
山

車
も
巻
末
に
附
記
さ
れ
て
い
る
の
が
他
の
絵
巻
に
な
い
特
色
で
あ
る
。
現
在

へ
の
変
遷
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
。

　

・
山
本
信
哉
本

　
　
　

昭
和
六
年
（
一
九
三
一
年
）
三
橋
健
本
の
模
写
本

　

・
伊
豫
史
談
会
文
庫
本

　
　
　

昭
和
六
年
（
一
九
三
一
年
）
山
本
信
哉
本
の
模
写
本

　

・
白
描
本

　
　
　

模
写
年
幕
末
か　

唯
一
の
白
描
本　

個
人
蔵

　「
七
ッ
鹿
」
系
統

　

・
松
本
才
治
郎
本

　
　
　

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
年
）　

松
本
才
治
郎　

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
蔵　

　
　
　

紀
年
銘
入
現
存
最
古
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る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。そ
の
内
容
は
祭
礼
に
携
わ
る
人
数
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
人
数
が
「
二
四
八
人
」
で
あ
る
こ
と
を
計
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
方
、
紀
年
銘
入
り
で
は
現
存
最
古
と
さ
れ
る
「
松
本
才
治
郎
本
」
に
は
巻
頭
よ

り
描
か
れ
て
い
る
総
人
数
が
記
載
さ
れ
「
三
九
七
人
」
と
あ
り
以
下
そ
れ
ぞ
れ
の
練

り
の
内
訳
へ
と
続
き
、
巻
末
に
は
図
書
に
た
と
え
る
な
ら
奥
付
的
な
情
報
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
一
八
三
五
年
に
は
二
四
八
人
で
あ
っ
た

も
の
が
、
一
八
六
七
年
に
は
三
九
七
人
と
約
一
．
六
倍
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
こ
れ

は
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
祭
礼
行
列
が
盛
大
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と

を
示
す
と
思
わ
れ
る
。

利
根
翠
塢
模
写
本　
「
利
根
翠
塢
模
写
本
」（
以
下
「
利
根
本
」）
は
全
長
約
九
ｍ
、

幅
約
○
．
二
ｍ
の
着
色
絵
巻
。
冒
頭
の
詞
書
に
よ
る
と
、
利
根
親
馨
が
一
九
一
七
年

に
描
い
た
も
の
で
、一
八
三
五
年
の
五
ッ
鹿
系
統
の
森
太
左
衛
門
の
原
本
の
写
本（
口

絵
、
付
章
に
収
録
）。

　

こ
の
利
根
本
に
は
、
山
車
や
練
り
の
解
説
が
あ
り
、
原
本
で
は
描
き
き
れ
な
い
後

方
の
見
返
幕
に
つ
い
て
も
付
箋
感
覚
で
付
け
足
さ
れ
て
い
る
。
随
所
に
独
自
の
注
釈

文
が
つ
け
ら
れ
、
巻
末
に
は
原
本
に
無
い
維
新
後
の
山
車
が
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ

が
他
の
絵
巻
に
な
い
特
色
で
あ
る
。
な
お
、
巻
末
に
描
か
れ
た
魚
棚
二
区
豊
臣
秀
吉

の
車
の
図
は
平
成
二
五
年
に
復
元
し
た
車
の
幕
の
決
定
に
一
役
買
う
な
ど
、
現
在
へ

の
変
遷
を
知
る
上
で
も
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

森
太
左
衛
門
一
風
本

松
本
才
治
郎
本

　
人
数
　
　
　
二
四
八
人

　
人
数
　
　
　
三
九
七
人

　
才
領
　
　
　
　
　
六
人

　
社
家
神
主
　
　
　
八
人

　
神
輿
衆
　
　
　
二
六
人
　

　
供
奉
　
　
　
　
四
四
人

　
供
奉
附
　
　
　
一
八
人

　
立
間
尻
村
　
　
一
〇
人

　
立
間
尻
浦
　
　
一
五
人
　

　
立
間
村
　
　
　
六
人
　

　
立
間
村
　
　
　
　
九
人

　
町
役
　
　
　
　
六
人

　
町
年
寄
町
役
人
　
七
人

　
魚
棚
一
丁
目
　
一
三
人

　
魚
棚
三
丁
目
　
三
二
人

　
魚
棚
二
丁
目
　
二
〇
人

　
本
町
壱
丁
目
　
二
三
人

　
裏
町
二
丁
目
　
一
〇
人
　

　
本
町
三
丁
目
　
三
六
人

　
本
町
二
丁
目
　
一
三
人

　
裏
町
壱
丁
目
　
二
〇
人

　
魚
棚
三
丁
目
　
二
四
人

　
本
町
弐
丁
目
　
一
七
人

　
裏
町
一
丁
目
　
　
　
一
二
人

　
裏
町
弐
丁
目
　
　
　
一
九
人

　
本
町
三
丁
目
　
　
　
二
四
人

　
魚
棚
弐
丁
目
　
　
　
三
七
人

　
本
町
一
丁
目
　
　
　
一
三
人

　
魚
棚
壱
丁
目
　
　
　
二
八
人

　
裏
町
三
丁
目
　
　
　
　
六
人

　
裏
町
三
丁
目
　
　
　
十
八
人
　

　
町
役
　
　
　
　
　
　
　
二
人

　
大
工
町
　
　
　
　
　
一
〇
人

　
大
工
町
　
　
　
　
　
一
九
人

　
御
船
手
　
　
　
　
　
一
三
人

　
御
舩
手
　
　
　
　
　
三
三
人

　
御
厩
小
頭
共
　
　
　
　
六
人

　
御
厩
　
　
　
　
　
　
　
六
人

　
御
側
長
柄
組
小
頭
共
　
六
人

　
御
持
弓
組
小
頭
共
　
　
六
人

　
御
持
筒
　
御
側
筒
　
一
八
人

　
御
持
筒
組
小
頭
共
　
　
六
人
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・
芝
誠
明
模
写
本

　
　
　

明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
年
）　

芝
誠
明　

所
在
不
明

　

・
中
野
恒
吉
本

　
　
　

大
正
五
年
（
一
九
一
六
年
）　

中
野
恒
吉　

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
蔵　

　

・
中
野
恒
吉
本

　
　
　

大
正
五
年
（
一
九
一
六
年
）　

中
野
恒
吉　

宇
和
島
市
立
吉
田
小
学
校
蔵

　

・
南
山
八
幡
神
社
本

　
　
　

昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）
高
月
紫
明　

芝
模
写
本
を
模
写　

　
　
　

八
幡
神
社
蔵

　

・
吉
田
町
図
書
館
本

　
　
　

昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）　

高
月
紫
明　

芝
模
写
本
を
模
写　

　
　
　

吉
田
町
立
図
書
館
蔵

　

・
山
内
本

　
　
　

昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）　

高
月
紫
明　

芝
模
写
本
を
模
写　

個
人
蔵

　

・
青
木
本

　
　
　

昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）　

高
月
紫
明　

芝
模
写
本
を
模
写　

個
人
蔵

　

・
松
末
通
信
本

　
　
　

昭
和
五
五
年
（
一
九
八
〇
年
）　

松
末
通
信　

高
月
本
を
模
写

　
　
　

宇
和
島
市
立
吉
田
ふ
れ
あ
い
国
安
の
郷
蔵　

　
扁
額

　

・
伊
達
陣
屋
町
祭
礼
図

　
　

昭
和
（
詳
細
不
明
）
谷
本
恒
樹　

東
小
路
上
甲
石
油
店
蔵
。
文
久
の
「
吉
田

　
　

市
街
図
」
に
行
列
を
描
い
た
作
品
。
絵
巻
で
は
な
く
扁
額
。

【
参
考
】

　

森
太
左
衛
門
一
風　

吉
田
町
東
小
路　

森
太
左
衛
門
一
風
本
の
作
者

利
根
翠
塢
（
本
名
親
馨
）

　
　
　
　
　
　

旧
吉
田
藩
士
小
姓　

吉
田
町
北
小
路

　
　
　
　
　
　

利
根
翠
塢
模
写
本
の
作
者

山
本
信
哉　
　

父
は
立
間
八
幡
宮
祀
官

上
甲
和
慶　
　

吉
田
町
御
殿
内
、
大
正
元
年
高
月
紫
明
の
絵
巻
所
有

松
本
才
治
郎　

吉
田
藩　

松
本
才
治
郎
本
十
三
才
の
作

芝
誠
明　
　
　

旧
吉
田
藩
士　

吉
田
町
西
小
路　

芝
誠
明
模
写
本
の
作
者

　
　
　
　
　
　

明
治
二
三
年
吉
田
町
役
場
書
記
。
南
画
に
親
し
む

中
野
恒
吉　
　

中
野
恒
吉
本
の
作
者　

立
間
尻
小
学
校
高
等
科
二
年
の
作

高
月
紫
明　
　

本
名
武
太
郎　

吉
田
藩
豪
商
法
華
津
屋
叶
高
月
の
末
裔　

複
数

　
　
　
　
　
　

の
吉
田
祭
礼
絵
巻
を
模
写
。
明
治
三
六
年
吉
田
町
役
場
書
記　

　
　
　
　
　
　

南
画
研
究
会
を
興
す　

山
内
拓　
　
　

吉
田
町
御
殿
内
山
内
表
具
店
主　

昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）　　
　

　
　
　
　
　
　

髙
月
紫
明
の
吉
田
祭
礼
絵
巻
の
所
有
者

青
木
佳
之　
　

岡
山
県
在
住
医
師　

祖
父
に
高
月
紫
明
を
持
つ　

昭
和
一
五
年

　
　
　
　
　
　
（
一
九
四
〇
年
）
髙
月
紫
明
の
吉
田
祭
礼
絵
巻
の
所
有
者

松
末
通
信　
　

吉
田
町
北
小
路　

書
家
に
し
て
模
写
の
達
人

谷
本
恒
樹　
　

吉
田
町
東
小
路　

伊
達
陣
屋
町
祭
礼
図
の
作
者

絵
巻
の
詞
書
（
絵
巻
物
の
絵
に
添
え
ら
れ
た
説
明
文
）　

　

吉
田
祭
礼
絵
巻
の
多
く
に
は
、
絵
画
と
そ
れ
を
説
明
す
る
詞
書
が
あ
る
。

　

天
保
六
年
（
一
八
三
五
年
）
の
「
森
太
左
衛
門
一
風
本
」
は
現
存
こ
そ
し
な
い
が
、

多
く
の
絵
巻
が
こ
の
絵
巻
の
詞
書
を
含
め
て
模
写
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
予
想
す
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第
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吉
田
秋
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の
現
状

各丁（地区）毎で異なる幟（平成 27年 11月 3日）
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第
一
節
　
祭
礼
の
準
備

一
　
八
幡
神
社
の
氏
子
組
織
と
地
域
区
分

　

八
幡
神
社
の
氏
子
は
、
吉
田
町
立
間
地
区
全
体
と
同
吉
田
地
区
二
七
区
の
う
ち

二
一
の
地
区
が
氏
子
区
域
に
該
当
す
る
。
ま
た
、
吉
田
地
区
立
間
尻
の
う
ち
、
残
る

川
口
・
本
村
・
横
網
代
・
君
ケ
浦
・
鶴
間
・
浅
川
の
六
区
は
氏
子
で
は
な
い
が
崇
敬

者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
氏
子
区
域
に
準
じ
て
祭
り
に
参
加
し
て
い
る
。

　

こ
の
う
ち
立
間
地
区
は
、
大
き
く
東
部
の
立
間
川
支
流
の
本
村
川
沿
い
の
谷
あ
い

に
開
け
た
「
本ほ

ん
む
ら村

」
と
西
部
の
立
間
川
上
流
に
開
け
た
「
長な
が
た
に谷

」
に
二
分
さ
れ
る
。

本
村
は
さ
ら
に
大お

お
か
わ
ち

河
内
区
・
天て
ん
じ
ん神
区
・
橘
た
ち
ば
な

区
に
三
区
分
さ
れ
、
長
谷
も
高た
か
も
り森
区
・

八や
さ
か坂
区
・
医い
お
う
じ
し
た

王
寺
下
区
に
三
区
分
さ
れ
る
の
で
、
合
せ
て
六
地
区
で
構
成
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
立
間
地
区
で
は
、
こ
の
六
地
区
に
一
人
ず
つ
の
神
社
総
代
を
選
出
し
、

三
年
任
期
で
務
め
る
。

　

さ
て
、
八
幡
神
社
の
氏
子
組
織
の
運
営
は
、「
氏
子
総
代
」
と
し
て
選
出
さ
れ
た

神
社
総
代
に
よ
る
総
代
会
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
る
。
氏
子
総
代
は
、
立
間
地
区
六

区
よ
り
三
年
任
期
で
六
名
が
選
出
さ
れ
、
全
員
が
総
代
会
の
理
事
を
兼
ね
る
。
吉
田

地
区
は
、
二
一
の
自
治
会
よ
り
各
一
名
の
二
一
名
が
選
出
さ
れ
、
こ
の
う
ち
桜
橋
を

境
に
橋は

し
か
み上(

家
中
町)

・
橋は
し
し
も下(

町
人
町)

よ
り
二
名
ず
つ
の
四
名
が
総
代
会
の
理

事
と
な
る
。
八
幡
神
社
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
立
間
と
吉
田
両
地
区
の
理
事
一
〇
名

を
中
心
と
し
て
運
営
さ
れ
、
立
間
地
区
よ
り
総
代
会
長
と
副
会
長
一
名
を
、
吉
田
地

区
よ
り
副
会
長
一
名
が
取
ら
れ
る
。
な
お
、
氏
子
総
代
の
任
期
は
、
立
間
地
区
は
三

年
、
吉
田
地
区
は
一
年
交
代
と
な
っ
て
お
り
、
交
代
の
頻
度
は
概
し
て
高
い
。

　

な
お
、
年
間
の
運
営
経
費
で
あ
る
神
社
奉
納
金
を
納
入
す
る
氏
子
数
は
、
立
間
地

 

 

立 

間 

地

区 

 

本 村 
（東）

 

大河内区 大河内上15、大河内下19、東八反代19  

 

 

 

 

 
社

八

幡

神

 

氏

子

 

 

 

 

 

天神区 中組29、柏木16、荒巻22 

橘区 寺家・郷蔵30、白井谷18、奥白井谷10 

 
長 谷 
（西）

 

高森区 高城19、中之谷12、小名23 

八坂区 蔣竹城下21、引地・雪森16、屋敷19 

医王寺下区 医王寺下（上28）・医王寺下（下9） 

 

 

 

吉 

田 

地

区 

 

 

家中町

 

（橋上）

北小路 第1区40、 第2区27、 第3区72 

東小路 第4区、 第5区、 第6区 

西小路 第7区 

御殿内（第22区） 煙硝蔵（第23区28） 

町人町

 

(橋下)

裡町 第8区30、 第9区22、 第10区41 

本町 第11区24、 第12区21、 第13区38 

魚棚 第14区28、 第15区35、 第16区64 

御船手（第19区57）、向山（第24区23）、 新田（第25区29） 

  鶴間（第26区） 浅川（第27区） 崇敬者 

表 01　八幡神社氏子地域および祭礼関係地域一覧（数字は世帯数を表示）



第四章　吉田秋祭の現状　第一節　祭礼の準備

119

区
が
三
二
五
戸
で
年
度
初
め
の
四
月
に
自
治
会
を
通
し
て
戸
別
徴
収
す
る
。
吉
田
地

区
は
、
世
帯
数
の
八
割
を
氏
子
数
と
し
て
計
算
し
自
治
会
へ
金
額
を
提
示
し
て
お

り
、
現
在
、
八
九
二
世
帯
の
八
掛
け
で
、
七
一
三
戸
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
総
代

の
関
わ
る
主
要
な
行
事
は
、
秋
祭
の
ほ
か
四
月
六
日
の
春
祭
り
、
七
月
一
四
日
の
夏

越
祭
、正
月
行
事
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
行
事
を
始
め
八
幡
神
社
の
運
営
に
つ
い
て
は
、

昭
和
後
期
よ
り
専
任
の
宮
司
が
不
在
で
兼
務
の
神
職
に
神
事
を
依
頼
す
る
状
況
の

な
か
、
総
代
会
が
主
導
す
る
形
で
年
間
の
行
事
が
進
行
し
て
い
る
。

二
　
祭
り
の
準
備
「
オ
ハ
ケ
」

　

祭
り
に
先
立
っ
て
行
う
準
備
の
日
は
例
祭
の
前
日
と
な
っ
て
お
り
、
例
年
一
一
月

一
日
に
行
わ
れ
る
。
神
社
で
は
、
こ
の
例
祭
準
備
の
こ
と
並
び
に
準
備
の
日
を
「
オ

ハ
ケ
」
と
呼
称
し
て
い
る
。
総
代
会
の
理
事
一
〇
名
と
立
間
地
区
の
大
河
内
・
天
神
・

高
森
・
八
坂
区
の
世
話
人
一
二
名
、
吉
田
地
区
の
橋
下
・
橋
上
が
交
互
に
世
話
役
を

出
し
て
、
午
前
八
時
よ
り
社
頭
の
清
掃
や
幟
立
て
な
ど
の
諸
準
備
が
行
わ
れ
る
。
立

間
地
区
の
各
集
落
よ
り
出
る
一
名
ず
つ
出
る
世
話
人
を
オ
ハ
ケ
ト
ウ
バ
ン
（
オ
ハ
ケ

当
番
）
と
称
し
、
集
落
ご
と
戸
別
の
準
備
に
出
る
順
番
が
事
前
に
慣
例
と
し
て
決

ま
っ
て
い
る
。
な
お
、
立
間
地
区
の
う
ち
橘
区
と
医
王
寺
下
区
は
、
四
日
の
後
片
付

け
に
同
様
に
各
集
落
よ
り
一
名
の
都
合
六
名
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
準
備

に
は
参
加
し
な
い
。

　

し
か
し
、
オ
ハ
ケ
の
語
彙
は
残
る
も
の
の
実
体
は
失
わ
れ
て
い
る
。
元
来
は
、
祭

り
に
際
し
て
神
招
ぎ
の
施
設
と
し
て
の
オ
ハ
ケ
が
立
て
ら
れ
た
日
に
当
た
る
こ
と

か
ら
、
今
日
も
こ
の
呼
称
だ
け
が
残
存
し
て
い
る
。
安
政
五
年
（
一
八
五
八
年
）
の

祭
礼
記
録
に
は
、「
安
政
五
午
年
九
月
十
五
日
御
祭
礼
之
儀
者
公
儀
御
陰
中
ニ
付
九

月
二
十
九
日
相
成
申
候
、
尤
二
十
七
日
御
は
け
、
廿
八
日
夜
宮
、
廿
九
日
御
幸
仕
候
、

大
河
内
上

大
河
内
下

荒
巻

奥
白
井
谷

高
城

引
地・雪
森

中
之
谷

小
名

白
井
谷

屋
敷

蒋 

竹
城
下 寺

家・郷
蔵

中
組

柏
木

お
お
か
わ
ちこ

な

ひ
が
し・は
た
だ
い

ひ
き
じ・ゆ
き
も
り

東・八
反
代

天神区

大河内区

橘区

八坂区

高森区

こ
も
た
け
じ
ょ
う
し
た

医
王
寺
下
上

医
王
寺
下
中

医
王
寺
下
下

医王寺下区

立間長谷（西） 立間本村（東）
NN

図 01　立間地区　区割図　（境破線は集落周辺を囲っているもので、厳密なものではない）
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御
札
守
献
上
者
十
月
朔
日
朝
仕
候
」
と
見
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
総
代
会
の
活
動
記
録
に
は
準
備
の
総
称
と
し
て
オ
ハ
ケ
と
記
載
し
、
祭
り

後
の
四
日
の
後
片
付
け
を
オ
ハ
ケ
オ
ロ
シ
と
記
録
し
て
い
る
年
が
あ
る
。
も
っ
と
も

オ
ハ
ケ
オ
ロ
シ
は
、
元
来
、
オ
ハ
ケ
を
立
て
る
と
き
な
い
し
準
備
の
日
の
呼
称
と
し

て
周
辺
地
域
で
は
残
存
使
用
さ
れ
て
お
り
、
八
幡
神
社
祭
礼
で
の
伝
承
の
錯
綜
も
う

か
が
え
る
。

三
　
ハ
タ
タ
テ
　

　

一
一
月
一
日
の
オ
ハ
ケ
に
合
わ
せ
て
、
午
前
中
に
神
社
の
社
頭
な
ど
に
オ
ハ
タ
す

な
わ
ち
幟
が
立
て
ら
れ
る
。
こ
れ
を
ハ
タ
タ
テ
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
五
月
節
供
の

幟
は
五
月
幟
と
称
し
、
ハ
タ
と
は
呼
ば
ず
、
ハ
タ
は
神
社
の
幟
に
限
定
さ
れ
る
。
神

社
と
し
て
オ
ハ
タ
を
立
て
る
場
所
は
決
ま
っ
て
お
り
、
都
合
四
か
所
に
一
対
で
幟

を
立
て
る
。
八
幡
神
社
の
石
段
下
の
ジ
ン
ジ
ャ
マ
エ(

神
社
前)

・
鳥
居
前
、
寺
家

郷ご
う
ぞ
う蔵
地
区
の
入
り
口
に
当
た
る
カ
ナ
ツ
キ
デ
ン(

普
門
寺
の
鐘
搗
き
田
が
あ
っ
た
と

い
う)

、
の
宮
崎
前
・
イ
チ
デ
ン(

市
田)

と
農
協
の
共
同
選
果
場
の
裏
手
に
当
た

る
キ
ョ
ウ
セ
ン
ウ
ラ(

共
選
裏)

・
天
理
教
前
で
あ
る
。
何
れ
も
、
竿
は
桧
竿
を
用

い
る
。
こ
の
う
ち
、
神
社
前
か
ら
吉
田
の
町
へ
向
か
う
イ
チ
デ
ン
の
旧
道
に
は
、「
奉

献
八
幡
大
神
宮　

文
政
十
丁
亥
年
九
月
吉
日
」
の
四
間
幟
が
新
た
に
作
り
替
え
て
立

て
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
神
社
の
入
り
口
に
当
た
る
橋
に
は
、
オ
ネ
リ
に
供
奉
す
る
立
間
地
区
の
東

西
一
七
集
落
の
ム
ラ
バ
タ(

村
旗)

を
本
村
九
本
、
長
谷
八
本
を
立
て
並
べ
る
。
ム

ラ
バ
タ
に
は
東
（
本
村
）
一
～
九
、
西
（
長
谷
）
一
～
八
の
番
号
が
付
さ
れ
る
が
、

立
て
る
位
置
に
決
ま
っ
た
順
序
は
な
い
。
い
ず
れ
も
長
さ
一
間
半
程
度
で「
八
幡
宮
」

と
染
め
抜
か
れ
、
二
間
程
度
の
竹
竿
に
立
て
て
、
神
幸
祭
の
供
奉
に
担
げ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
ム
ラ
バ
タ
は
各
組
で
保
管
し
て
お
り
、
ハ
タ
タ
テ
の
時
に
組
長
が
持

参
し
て
立
て
る
。
竹
竿
も
、
各
集
会
所
で
保
管
し
て
い
た
り
、
組
長
が
準
備
し
た
り

す
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
立
間
地
区
の
集
落
ご
と
に
二
本
一
対
や
地
区
内
の
小
社
に
一
、二
本
、

吉
田
地
区
で
は
各
丁
単
位
に
二
本
一
対
の
オ
ハ
タ
が
立
て
ら
れ
る
。
各
地
区
の
オ
ハ

タ
の
文
字
は
一
定
で
は
な
く
、「
大
廣
前
」「
奉
献
」（
寺
家
）、「
奉
献　

大
廣
前
」（
郷

蔵
）、「
奉
献　

八
幡
神
社
」「
奉
献　

鎮
守
之
神　

護
身
之
霊
器
」、「
神
威
普
宇
宙　

霊
徳
及
万
生
」（
北
小
路
一
）、「
道
通
天
地　

四
海
曻
平
」・「
霊
威
感
応　

斎
神
奨
俗
」

（
北
小
路
三
）、「
霊
徳
及
四
海　

神
歳マ

マ

普
宇
宙
」（
魚
棚
一
）、「
気
潔
百
工
康　

天
高

万
象
正
」（
本
町
二
）
な
ど
極
め
て
多
様
で
あ
る
。
な
か
に
は
、
作
り
替
え
に
当
た

り
崩
し
文
字
が
誤
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
あ
り
、
古
い
幟
を
基
に
作
成
し
た
も
の
と

見
ら
れ
る
。

　

な
お
、
神
社
の
幟
旗
を
倒
す
こ
と
を
ハ
タ
タ
オ
シ
と
称
し
、
後
片
付
け
の
四
日
に

行
わ
れ
、
合
せ
て
提
灯
し
ま
い
も
行
う
。
ハ
タ
タ
オ
シ
は
、
準
備
に
参
加
し
な
か
っ

写真 01　平成 27 年のオハケ（注連縄の交換）

写真 02　平成 27 年のオハケ（お旅所）
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写真 03　
  平成 27 年の ハタタテ
( 吉田地区本町 1 丁目）

た
医
王
寺
下
区
と
橘
区
の
担
当
で
あ
る
。
ま
た
、
吉
田
地
区
の
町
な
か
の
後
片
付
け

は
、
お
練
り
の
終
了
と
と
も
に
、
三
日
の
う
ち
に
行
う
地
区
も
あ
る
。

　

さ
て
、
祭
礼
準
備
と
し
て
他
に
境
内
の
清
掃
お
よ
び
提
燈
立
て
が
、
吉
田
地
区
の

担
当
で
行
わ
れ
る
。
境
内
入
口
の
石
段
下
か
ら
神
門
、
社
殿
に
至
る
参
道
の
両
側
に

提
灯
が
立
て
ら
れ
、
電
燈
を
灯
す
準
備
が
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
祭
り
の
し
め
縄
は
、

藁
は
総
代
が
準
備
し
、
総
代
経
験
者
の
中
か
ら
誰
か
に
依
頼
し
て
綯
っ
て
も
ら
う
。

　

と
こ
ろ
で
立
間
地
区
で
は
、
八
幡
神
社
の
ほ
か
に
同
じ
宮
司
が
兼
務
す
る
本
村
地

区
で
祭
祀
す
る
天
満
神
社
お
よ
び
長
谷
地
区
で
祭
祀
す
る
八
坂
神
社
の
例
祭
も
重
複

し
て
い
る
。
八
幡
神
社
の
総
代
と
は
別
に
、
各
区
単
位
に
一
名
ず
つ
の
都
合
三
名
の

総
代
が
選
任
さ
れ
、
や
は
り
一
一
月
一
日
に
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
総
代
を
中
心
に
準
備

（
オ
ハ
ケ
と
い
う
）
が
行
わ
れ
、
掃
除
や
ハ
タ
タ
テ
が
な
さ
れ
る
。
準
備
と
片
付
け

の
担
当
シ
ス
テ
ム
は
八
幡
神
社
と
ほ
ぼ
同
様
で
、
本
村
の
天
満
神
社
は
橘
区
と
大
河

内
区
お
よ
び
天
神
区
の
柏
木
・
荒
巻
が
準
備
に
当
た
り
、
宮
本
の
中
組
が
八
幡
神
社

と
同
じ
一
一
月
四
日
に
片
付
け
る
。
長
谷
の
八
坂
神
社
は
、
高
森
区
と
八
坂
区
で
準

備
し
、
医
王
寺
下
区
が
同
じ
く
片
付
け
る
。
な
お
、
両
社
例
祭
の
祭
日
は
現
在
、
八

幡
神
社
に
統
合
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
お
り
、一
一
月
二
日
の
午
前
中
に
行
わ
れ
る
が
、

近
代
に
は
八
坂
神
社
が
一
一
月
二
四
日
、
天
満
神
社
は
一
一
月
二
五
日
と
切
り
離
さ

れ
て
い
た
。
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第
二
節
　
例
祭

　

一
一
月
三
日
の
御
幸
祭
の
前
日
と
な
る
一
一
月
二
日
に
、例
祭
が
執
り
行
わ
れ
る
。

　
八
幡
神
社
境
内
に
て
、
例
祭
の
祭
典
が
一
四
時
か
ら
執
り
行
わ
れ
、
そ
の
後
続
い

て
、
伊
勢
踊
り
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
平
成
二
七
年
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
例
祭
　
例
祭
は
、
宮
司
・
禰
宜
・
権
禰
宜
・
巫
女
役
の
小
学
校
高
学
年
児
童
と
そ

の
保
護
者
、
神
社
総
代
、
各
地
区
・
秋
祭
関
連
団
体
の
代
表
者
ら
が
参
列
し
て
お
こ

な
わ
れ
る
。

　
ま
ず
参
列
者
は
、
八
幡
神
社
社
殿
の
あ
る
平
坦
面
よ
り
一
段
下
が
っ
た
随
神
門
、

馬
舎
の
あ
る
平
坦
面
に
集
合
す
る
。
こ
の
場
所
に
は
東
北
東
方
向
の
伊
勢
神
宮
に
向

け
て
立
て
ら
れ
た
鳥
居
が
あ
り
、
鳥
居
の
前
に
斎
竹
を
た
て
て
祓
所
が
設
け
ら
れ
て

い
る
。
宮
司
・
禰
宜
・
権
禰
宜
・
巫
女
ら
は
そ
の
左
方
に
二
列
で
並
び
、
前
方
に
各

団
体
代
表
者
が
参
列
す
る
。

　
開
始
時
刻
の
一
四
時
に
な
る
と
権
禰
宜
は
二
礼
を
す
る
。
参
列
者
全
員
も
頭
を
下

げ
る
。
権
禰
宜
が
祓
詞
奏
上
、
大お

お
ぬ
さ麻
を
持
ち
、
宮
司
ら
六
人
の
修
祓
を
お
こ
な
う
。

そ
の
後
続
い
て
各
団
体
代
表
者
の
列
の
前
に
赴
き
修
祓
を
お
こ
な
う
。
鳥
居
前
で
の

修
祓
は
一
四
時
七
分
に
終
了
し
、
そ
の
後
、
宮
司
以
下
七
人
は
一
列
に
な
り
階
段
を

の
ぼ
り
拝
殿
へ
参
遷
す
る
。
神
事
参
列
者
も
後
に
続
い
て
拝
殿
に
参
遷
す
る
。

　
拝
殿
に
は
玉
串
奉
奠
す
る
個
人
や
地
区
や
団
体
代
表
者
ら
が
入
り
、
残
り
の
面
々

は
拝
殿
の
外
か
ら
見
守
っ
て
い
る
。

　
一
四
時
七
分
、
開
式
太
鼓
が
な
り
、
拝
殿
で
の
神
事
が
始
ま
る
。
ま
ず
、
宮
司
と

参
列
者
は
神
前
に
礼
を
す
る
。
そ
の
後
宮
司
は
立
ち
上
が
り
、
拝
殿
よ
り
階
段
数
段

上
に
あ
る
本
殿
前
に
赴
き
、
本
殿
の
扉
を
開
け
、
そ
の
前
に
座
り
一
礼
し
、
そ
し
て

階
段
を
降
り
て
も
う
一
度
一
礼
す
る
。
そ
の
後
、
再
び
本
殿
へ
の
階
段
を
あ
が
っ
て

本
殿
に
入
り
、
八
種
類
の
御
神
饌
が
の
っ
た
三
方
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
権
禰
宜
か
ら
受

け
取
り
神
棚
へ
供
饌
す
る
。
供
饌
が
終
る
と
宮
司
は
本
殿
か
ら
出
て
階
段
を
降
り
、

座
し
て
本
殿
へ
一
礼
を
し
、
そ
の
後
拝
殿
へ
戻
り
、
座
る
。

　
一
四
時
二
五
分
、
宮
司
の
祝
詞
が
奏
上
さ
れ
、
奏
上
後
、
一
四
時
三
四
分
、
音
楽

が
か
か
り
、
巫
女
に
よ
る
浦
安
の
舞
が
奉
納
さ
れ
る
。

　
一
四
時
四
九
分
、
玉
串
奉
奠
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
玉
串
奉
奠
す
る
代
表
の
順
番
は

神
社
総
代
会
役
員
が
読
み
上
げ
、
そ
の
順
番
に
従
い
参
列
者
は
玉
串
案
の
前
ま
で
赴

き
、
玉
串
奉
奠
、
二
礼
二
拍
手
一
礼
を
す
る
。
玉
串
奉
奠
は
二
五
の
個
人
や
団
体
代

表
者
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。

　
一
五
時
一
一
分
、
玉
串
奉
奠
が
終
了
す
る
と
、
宮
司
は
本
殿
に
入
る
。
案
上
に
置

か
れ
た
御
神
饌
を
供
饌
し
た
際
と
は
逆
の
順
番
に
禰
宜
に
受
け
渡
し
な
が
ら
撤
饌
し

て
い
っ
た
。
撤
饌
後
、
宮
司
は
本
殿
前
へ
向
か
い
、
本
殿
の
扉
を
閉
め
る
。

写真 01　祓所での修祓　

写真 02　修祓後の拝殿への参遷



第四章　吉田秋祭の現状　第二節　例祭

123

　
一
五
時
一
八
分
、
宮
司
の
一
礼
後
、
閉
式
太
鼓
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
る
。
そ
の
後
、

宮
司
が
参
列
者
へ
挨
拶
を
述
べ
る
。

　
こ
の
挨
拶
で
例
祭
の
祭
典
は
一
通
り
終
了
す
る
が
、
そ
の
後
続
け
て
伊
勢
踊
り
が

お
こ
な
わ
れ
る
。

伊
勢
踊
り
　
宮
司
の
挨
拶
が
終
っ
た
一
五
時
四
〇
分
、
拝
殿
の
中
の
参
列
者
は
外
に

出
て
、
入
れ
替
わ
り
に
伊
勢
踊
り
保
存
会
の
一
三
人
が
拝
殿
に
入
り
、
準
備
を
す
る
。

拝
殿
中
央
に
太
鼓
演
奏
者
が
一
人
座
り
、
そ
の
左
右
に
六
人
ず
つ
計
一
二
人
が
、
手

に
御
幣
と
歌
詞
の
紙
を
持
ち
本
殿
に
向
か
っ
て
立
つ
配
置
に
な
り
、一
五
時
四
二
分
、

伊
勢
踊
り
が
始
ま
る
。
太
鼓
の
演
奏
に
合
わ
せ
、
踊
り
手
は
唄
い
な
が
ら
足
を
交
互

に
出
し
、
調
子
を
と
る
。
な
お
平
成
二
九
年
か
ら
拝
殿
前
の
境
内
地
で
行
う
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

　

伊
勢
踊
り
の
間
、
参
列
者
は
拝
殿
の
外
で
踊
り
を
見
守
り
、
神
職
ら
は
、
修
祓
の

儀
の
片
付
け
を
お
こ
な
い
、
別
の
参
拝
者
へ
の
対
応
の
準
備
を
す
す
め
て
い
た
。

　

一
五
時
五
四
分
、
伊
勢
踊
り
が
終
了
す
る
と
、
伊
勢
踊
り
保
存
会
と
各
団
体
の
代

表
に
、
神
酒
と
御
札
が
配
ら
れ
、
参
列
者
は
拝
殿
前
か
ら
解
散
し
、
神
社
で
の
行
事

は
終
了
し
た
。

写真 06　各地区・団体へ御札が配られる 写真 04　巫女による浦安の舞

写真 05　伊勢踊り 写真 03　拝殿内での神事



第四章　吉田秋祭の現状　第三節　祭礼の次第

124

第
三
節
　
祭
礼
の
次
第

　
平
成
二
七
年
の
一
一
月
三
日
の
神
幸
行
事
の
祭
礼
次
第
は
次
の
通
り
と
な
る
。

　【
午
前
の
部
】

　
　
　
卯
之
相
撲

五
時

　
　
　
鹿
の
子
奉
納

七
時

　
　
　
宮
出
し

八
時
三
〇
分

　
　
　
練
り
開
始

一
〇
時
三
〇
分

　【
午
後
の
部
】

　
　
　
桜
橋
練
り
披
露
・
走
り
込
み

一
三
時
～
　

　
　
　
練
り
終
了
（
吉
田
地
区
の
み
）

一
五
時
三
〇
分
頃

　
　
　
御
旅
所
神
事

一
六
時
三
〇
分
頃

　
　
　
宮
入
り

一
七
時
頃
　

　【
練
り
順
】

　
　
　
先
触
れ
：
四
ツ
太
鼓
　
宵
宮
宝
多

　
　
　
一
番
：
御
用
練
り
　
二
番
：
御
船
　
三
番
：
猿
田
彦
・
御
神
餅
（
裡
町
三
丁
目
）　
　

四
番
：
練
車
「
武
内
宿
禰
」（
裡
町
一
丁
目
）　
五
番
：
宝
多
（
魚
棚
二
丁
目
）　

六
番
：
練
車
「
太
閤
秀
吉
」（
魚
棚
二
丁
目
）　
七
番
：
練
車
「
楠
木
正
成
」（
裡

町
二
丁
目
）　
八
番
：
練
車
「
関
羽
」（
本
町
一
丁
目
）　
九
番
：
七
福
神
（
魚

棚
三
丁
目
）　
一
〇
番
：
練
車
「
恵
比
寿
」（
魚
棚
三
丁
目
）　

　
　
　
鹿
の
子
　
牛
鬼
　
神
輿

図 01　平成 27 年に関係者に配布された神幸行事の巡行計画図
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第
四
節
　
卯
之
刻
相
撲

一
　
卯
之
刻
相
撲
の
組
織

　

一
一
月
三
日
の
早
朝
、
午
前
五
時
よ
り
神
輿
へ
の
神
霊
奉
遷
に
先
立
っ
て
神
前
に

神
事
相
撲
が
奉
納
さ
れ
る
。
こ
れ
を
「
卯
之
刻
相
撲
」
と
称
し
て
い
る
。
立
間
地
区

を
本
村
と
長
谷
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
よ
り
三
人
の
力
士
が
参
加
す
る
と
と
も
に
行

司
一
人
が
つ
い
て
八
幡
神
社
の
神
前
で
取
り
行
わ
れ
る
。

　

現
在
、
昭
和
六
二
年
に
組
織
さ
れ
た
「
卯
之
刻
相
撲
保
存
会
」
が
あ
り
、
八
幡
神

社
総
代
会
と
立
間
区
長
会
が
後
援
し
、
祭
り
の
前
に
打
ち
合
わ
せ
会
が
開
か
れ
て
い

る
。
地
域
で
は
、
も
と
も
と
は
単
に
「
お
す
も
う
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
昭
和
三

○
年
代
よ
り
広
く
「
卯
之
刻
相
撲
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

現
在
の
力
士
役
は
、
本
村
地
区
が
清
家
雅
宜
・
清
家
正
興
・
清
家
常
幸
で
い
ず
れ

も
中
組
で
あ
る
。
長
谷
地
区
は
、
赤
松
英
雄
・
児
玉
泰
男
・
赤
松
く
に
よ
し
で
、
い

ず
れ
も
屋
敷
で
あ
る
。
以
前
は
、
本
村
・
長
谷
と
も
に
各
集
落
に
分
散
し
て
い
た
と

い
う
が
、
後
継
す
る
中
で
結
果
的
に
中
組
と
屋
敷
に
集
中
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
行

司
は
白
井
谷
の
杉
田
繁
が
昭
和
六
二
年
（
一
九
八
七
年
）
の
保
存
会
設
置
よ
り
続
け

て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
は
中
組
の
清
家
利
一(

雅
宜
の
父)

、
さ
ら
に
前
は
屋
敷
の

児
玉
辰
太
郎
が
務
め
て
い
た
。
力
士
の
家
筋
は
世
襲
制
で
あ
る
と
伝
え
る
が
、
跡
継

ぎ
の
い
な
い
と
き
に
は
親
戚
な
ど
頼
み
や
す
く
て
受
け
て
く
れ
そ
う
な
家
よ
り
後

継
者
を
見
つ
け
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
保
存
会
と
し
て
選
任
す
る
対
応
は
取
ら
れ
て

い
な
い
。
ま
た
、
行
司
は
力
士
の
中
か
ら
決
め
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
行
事
全
体

の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
古
い
者
が
当
た
る
慣
例
で
あ
る
。

　

保
存
会
の
結
成
後
は
、
祭
り
前
に
会
と
し
て
の
顔
合
わ
せ
が
行
わ
れ
、
祭
り
当
日

の
相
撲
の
組
み
合
わ
せ
が
決
め
ら
れ
る
。
力
士
等
の
構
成
員
に
変
更
が
生
じ
た
と
き

は
、
こ
の
顔
合
わ
せ
に
お
い
て
披
露
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
取
組
は
、
小
結
・

関
脇
・
大
関
と
東
西
で
固
定
し
て
お
り
、四
股
名
は
そ
れ
ぞ
れ
「
島
の
巌
山
」
と
「
権

現
山
」、「
天
神
山
」
と
「
八
坂
山
」、「
龍
王
山
」
と
「
八
幡
山
」
と
な
っ
て
い
る
。

打
ち
合
わ
せ
で
は
、
ど
の
四
股
名
の
力
士
を
誰
が
務
め
る
か
が
決
め
ら
れ
る
。

二
　
卯
之
刻
相
撲
の
神
前
奉
納

　

祭
の
当
日
、
午
前
四
時
三
○
分
こ
ろ
よ
り
行
司
や
力
士
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
青
色
の

着
物
に
袴
、
裃
の
姿
で
神
社
へ
集
合
し
て
く
る
。
現
在
の
衣
装
は
、
地
方
創
生
の
補

助
金
よ
り
作
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
前
は
洋
服
で
行
っ
て
い
た
。
背
広
の
者
や
中
に

は
ジ
ャ
ン
パ
ー
の
者
も
い
る
な
ど
、
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
。
昭
和
の
中
期
以
前
は
長

着
で
行
い
、
羽
織
を
つ
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
さ
て
、
神
前
で
は
、
神
職
に
よ
っ
て

神
事
の
準
備
が
整
え
ら
れ
、
神
饌
が
供
さ
れ
る
。
行
司
と
六
人
の
力
士
が
拝
殿
に
着

座
し
、
午
前
五
時
よ
り
神
事
が
開
始
さ
れ
る
。
開
式
太
鼓
、
修
祓
（
祓
詞
・
大
麻
）、

献
饌
（
神
酒
の
蓋
を
取
る
）、
祝
詞
奏
上
（
卯
の
刻
相
撲
の
神
事
を
執
り
行
う
こ
と

を
申
し
上
げ
、
今
日
の
神
事
が
無
事
に
行
う
こ
と
の
で
き
る
よ
う
に
祈
る
）、
玉
串

拝
礼
（
宮
司
・
総
代
・
行
司
お
よ
び
力
士
）、
撤
饌
、
閉
式
太
鼓
と
進
め
ら
れ
、
五

時
三
○
分
に
は
終
了
す
る
。
続
い
て
、
宮
司
よ
り
神
前
に
供
え
ら
れ
て
い
た
新
し
い

白
扇
が
行
司
と
力
士
に
授
け
ら
れ
る
と
、
行
司
は
拝
殿
の
中
央
に
締
め
太
鼓
を
据
え

て
着
座
し
、
こ
れ
を
叩
く
。
力
士
は
そ
の
回
り
に
立
ち
、
右
手
に
白
扇
を
持
ち
時
計

回
り
に
三
度
廻
っ
て
土
俵
入
り
を
行
う
。
力
士
は
、
土
俵
入
り
に
際
し
、
一
巡
目
に

白
扇
を
一
折
り
開
き
、
二
巡
目
に
も
う
一
折
り
、
最
期
の
三
巡
目
に
さ
ら
に
も
う
一

折
り
開
い
て
回
り
終
え
る
と
、
拝
殿
の
左
右
（
本
殿
に
向
か
っ
て
右
と
左
）
に
東
西
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続
い
て
関
脇
の
取
組
が
開
始
さ
れ
る
。
行
司
は
、同
様
に
「
東
、天
神
山
、天
神
山
」

「
西
、
八
坂
山
、
八
坂
山
」
と
呼
び
出
し
、
一
礼
の
後
に
四
股
を
踏
み
、
続
い
て
小

結
同
様
に
二
度
の
取
組
が
な
さ
れ
、
二
番
と
も
引
き
分
け
と
な
る
。
最
後
は
互
い
に

一
礼
し
て
東
西
に
分
か
れ
る
（
写
真
03
・
04
）

　

次
い
で
、同
様
に
最
後
の
大
関
の
取
組
と
な
る
。
行
司
は
、「
東
、龍
王
山
、龍
王
山
」

「
西
、
八
幡
山
、
八
幡
山
」
の
掛
け
声
で
登
場
し
、
一
礼
の
後
に
四
股
を
踏
ん
で
か

ら
二
度
の
取
組
が
行
わ
れ
る
が
、
二
度
目
の
取
組
の
最
後
の
止
め
方
が
小
結
・
関
脇

の
場
合
と
は
異
な
る
。
行
司
は
、
二
度
目
の
取
組
の
途
中
で
東
西
の
力
士
の
背
中
を

押
さ
え
て
止
め
に
入
り
、「
ご
名
人
ご
名
人
、
こ
の
相
撲
明
年
ま
で
行
司
預
か
り
と

い
た
す
」
の
口
上
で
勝
負
な
し
と
し
て
す
べ
て
の
取
組
を
終
了
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。

　

取
組
が
終
わ
る
と
、
順
に
神
酒
を
拝
戴
し
、
卯
之
刻
相
撲
は
終
了
と
な
る
。
さ
て
、

取
組
に
お
け
る
行
司
と
力
士
の
立
ち
位
置
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
行
司
を
務
め
た
清

家
利
一
は
神
前
に
向
い
て
行
っ
た
が
、
現
在
の
杉
田
繁
は
特
段
の
決
ま
り
無
し
で 写真 04　八坂山こと八坂神社

写真 03　天神山こと天満神社　

で
分
か
れ
て
着
座
す
る
。
こ
の
と
き
、
座
順
な
ど
の
決
ま
り
は
な
い
。

　

次
に
行
司
が
、「
東
、
島
の
巌
山
、
島
の
巌
山
」「
西
、
権
現
山
、
権
現
山
」
と
力

士
を
呼
び
出
し
、
小
結
の
取
組
み
が
行
わ
れ
る
。
力
士
は
、
立
ち
上
が
っ
て
一
礼
し
、

四
股
を
右
足
二
回
、
左
足
二
回
と
踏
ん
で
か
ら
取
組
と
な
る
。
裃
の
右
肩
を
外
し
、

行
司
の
「
見
合
し
て
」
の
掛
け
声
で
互
い
に
見
合
い
、「
は
っ
け
よ
い
」
の
声
で
立

ち
上
が
り
、
取
組
を
開
始
す
る
。
行
司
は
、
右
手
に
白
扇
を
持
っ
て
「
は
っ
け
よ
い
」

と
「
残
っ
た
」
の
掛
け
声
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
都
合
三
○
秒
か
ら
四
〇
秒
ほ
ど
の

間
を
組
み
合
う
と
、
行
司
の
「
相
撲
の
は
な
じ
ゃ
、
相
撲
の
は
な
じ
ゃ
」
の
掛
け
声

で
、
取
組
は
終
わ
り
と
な
る
。
次
に
、
改
め
て
向
き
合
い
、
二
度
目
の
取
組
と
な
る
。

同
様
に
、「
見
合
し
て
」「
は
っ
け
よ
い
」
の
掛
け
声
で
取
組
が
始
ま
り
、
行
司
が
様

子
を
見
な
が
ら
「
相
撲
の
は
な
じ
ゃ
、
相
撲
の
は
な
じ
ゃ
」
で
取
組
を
止
め
、
終
了

と
な
る
。
力
士
は
最
後
に
一
礼
し
て
自
席
に
戻
る
。

写真 01　取り組み前に身を清める力士

写真 02　取組み後に神酒を拝戴する力士
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行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
力
士
同
士
の
組
手
は
、
自
然
と
右
四
つ
と
な
る
こ
と
が
多
い
。

ま
た
、
以
前
は
余
り
力
を
入
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
近
年
は
少
し
演
技
的
に
な
り
、

組
み
合
っ
て
飛
び
跳
ね
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
。
ま
た
、
神
酒
拝
戴

も
近
年
は
取
組
後
と
な
っ
て
い
る
が
、
以
前
は
取
組
前
で
あ
っ
た
。

三
　
力
士
の
四
股
名
と
神
社

　

卯
之
刻
相
撲
に
登
場
す
る
力

士
に
与
え
ら
れ
た
四
股
名
は
、

立
間
地
域
で
長
く
祀
ら
れ
て
き

た
神
社
名
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
相
撲
の
東
西
別
に

四
股
名
と
神
社
名
・
地
域
の
関

係
を
示
す
と
表
01
の
通
り
と
な

り
、
立
間
地
区
内
に
祭
祀
さ
れ

る
神
々
に
よ
る
神
事
相
撲
と
し

て
展
開
さ
れ
る
。　

　

し
か
し
な
が
ら
、
天
保
一
四

年(

一
八
四
三
年
）
一
一
月
に
立

間
村
の
神
職
・
薬
師
神
相
模
が

ま
と
め
た
「
神
社
御
改
帳
」
に

記
さ
れ
る
地
区
内
の
神
社
と
比

較
対
応
が
困
難
な
権
現
山
こ
と
権
現
様
や
改
帳
に
見
ら
れ
な
い
龍
王
神
社
な
ど
、
地

域
の
伝
承
と
具
体
的
な
神
社
の
比
定
に
は
整
合
性
が
十
分
で
な
い
点
も
う
か
が
え

る
。
ま
た
、
立
間
地
区
の
総
氏
神
と
し
て
の
八
幡
神
社
も
大
関
相
撲
の
取
組
で
参
加

す
る
な
ど
、
地
区
内
の
神
社
の
序
列
に
整
合
し
な
い
点
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
点
か
ら

は
、
近
世
社
会
に
お
い
て
八
幡
神
社
が
立
間
村
お
よ
び
吉
田
陣
屋
町
の
総
鎮
守
と
し

て
位
置
付
け
さ
れ
る
よ
り
以
前
の
古
い
祭
祀
秩
序
の
よ
う
な
も
の
を
反
映
し
て
い

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
で
、
取
組
は
神
さ
ま
に
仮
託
し
た
立
間
地
区
内
の
本
村
と
長
谷
と
い
う
双
分

的
関
係
に
基
づ
く
東
西
の
対
抗
戦
で
あ
り
、
各
取
組
は
六
地
区
の
対
抗
戦
と
い
う
伝

承
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
現
行
の
取
組
み
で
は
、
本
村
と
長
谷
の
東
西
の
関
係
に

お
い
て
、
八
幡
山
と
龍
王
山
の
所
在
関
係
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
吉
田
町

誌
』
で
も
同
様
で
、
昭
和
四
○
年
代
の
町
誌
編
纂
の
中
で
伝
承
に
齟
齬
が
生
じ
て
い

る
と
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
三
役
相
撲
と
し
て
構
成
さ
れ
る
点
か
ら
見
れ
ば
、
大
相

撲
の
制
度
が
整
備
さ
れ
て
以
降
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
お
り
、
当
初
か
ら
の
形
態

と
は
異
な
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
立
間
地
区
の
区
分
と
し
て
の
六

地
区
の
成
立
と
卯
之
刻
相
撲
の
始
ま
り
と
の
前
後
関
係
も
不
明
で
あ
る
。

　

な
お
、
昭
和
二
年
の
報
告
で
は
、
境
内
に
土
俵
の
型
を
作
り
置
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
が
、
現
状
で
は
そ
の
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。

四
　
神
輿
の
蔵
出
し

　

卯
之
刻
相
撲
が
終
わ
る
と
、
行
司
と
力
士
は
神
輿
蔵
へ
向
か
い
、
三
体
の
神
輿
を

拝
殿
前
に
運
び
出
す
。
神
輿
を
運
び
出
す
こ
と
を
ク
ラ
ダ
シ
（
蔵
出
し
）
と
い
い
、

慣
例
と
し
て
卯
之
刻
相
撲
に
関
わ
る
者
た
ち
の
担
当
と
な
っ
て
い
る
。
神
輿
蔵
は
、

現
在
は
社
殿
に
向
か
っ
て
右
側
（
昭
和
前
期
の
図
面
で
は
、
左
側
に
あ
っ
た
）
に
構

え
ら
れ
て
お
り
、
三
体
の
神
輿
は
一
番
神
輿
（
松
）、
二
番
神
輿
（
竹
）、
三
番
神
輿

（
梅
）
と
区
分
さ
れ
る
。
神
輿
蔵
に
向
か
っ
て
左
よ
り
松
竹
梅
の
順
に
収
納
さ
れ
て

い
る
の
で
、
移
動
す
る
に
は
先
ず
中
央
の
二
番
神
輿
（
竹
）
か
ら
運
び
出
す
。
舁
き

 力士の 

四股名 

対応する神社名 

(天保14年神社改帳) 地区名
 

所在地名
 

 

東 

 

島の巌山 

天神山 

  龍王山 

島の岩神社 (嶋巌大明神) 

天満神社   (天満宮) 

龍王神社   

大河内区 

天神区 

医王寺下区 

大河内 

中組(本村) 

医王寺下 

 

西 

 

 権現山 

 八坂山 

 八幡山 

権現様 

八坂神社  (牛頭天皇) 

八幡神社  (八幡宮) 

高森区 

八坂区 

橘区 

 

屋敷(長谷) 

南森 

表 01　地区別の祭祀神社と現行の四股名との関係一覧
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棒
を
通
し
て
運
び
出
し
、
境
内
の
拝
殿
前
広
場
へ
社
殿
側
よ
り
松
竹
梅
の
順
と
な
る

位
置
に
、
拝
殿
と
平
行
に
安
置
す
る
。
次
い
で
一
番
神
輿
（
松
）
を
、
最
後
に
三
番

神
輿
（
梅
）
を
運
び
出
し
て
終
了
と
な
る
。
な
お
、
神
輿
を
出
す
た
め
の
準
備
は
、

オ
ハ
ケ
の
時
に
事
前
に
行
わ
れ
る
。

　

卯
之
刻
相
撲
を
奉
仕
し
た
力
士
と
行
司
に
よ
る
神
輿
の
蔵
出
し
と
い
う
行
為
は
、

八
幡
神
社
の
神
幸
祭
の
可
否
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
強
い
祭
祀
権
が

存
在
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
そ
の
起
源
伝
承
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。

五
　
卯
之
刻
相
撲
の
継
承
と
保
存
会

　
卯
之
刻
相
撲
の
保
存
継
承
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
担
う
家
々
に
委
ね
ら
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
伝
統
的
な
維
持
シ
ス
テ
ム
が
困
難
に
な
っ
た
中
、
昭
和
六
二
年

（
一
九
八
七
年
）に
は
、「
卯
之
刻
相
撲
保
存
会
」が
結
成
さ
れ
る
。
保
存
会
の
会
則
は
、

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

卯
之
刻
相
撲
伝
承
保
存
会
会
則

　
　
　

第
一
条　

名
称　

卯
之
刻
相
撲
保
存
会
と
い
う
。

　
　
　

第
二
条　

目
的　

 

天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
よ
り
、
継
承
さ
れ
て
き
た
卯
之

刻
相
撲
を
後
世
に
伝
承
す
る
。

　
　
　

第
三
条　

実
務　

八
幡
神
社
秋
季
祭
礼
日
早
朝
卯
之
刻
奉
納
相
撲
を
行
い
、　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
輿
を
御
輿
倉
よ
り
神
殿
に
移
し
安
置
す
る
。

　
　
　

第
四
条　

会
員　

行
司
一
名　

力
士
六
名
の
奉
仕
者
と
す
る
。

　
　
　

第
五
条　

会
長　

会
員
の
互
選
と
す
る
。

　
　
　

第
六
条　

会
員
の
選
任　

原
則
と
し
て
、
立
間
地
区
の
特
定
の
者
の
世
襲
と

　
　
　
　
　
　
　

す
る
。

　
　
　

第
七
条　

顧
問　

会
員
の
現
役
引
退
者
と
す
る
。

　
　
　

第
八
条　

後
援
・
協
力
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

付
則　

　
　
　
　

一
、
相
撲
は
一
組
二
番
で
、
三
組
六
番
の
取
組
で
、
い
ず
れ
も
勝
負
無
し

　
　
　
　
　
　

と
す
る
。

　
　
　
　

二
、
引
退
の
場
合
は
世
襲
制
を
重
ん
じ
、
引
退
者
が
後
継
者
を
選
任
す
る

　
　
　
　
　
　

も
の
と
す
る
。

　
　
　
　

三
、
後
援
会
に
氏
子
総
代
会
と
し
、
協
力
会
に
立
間
区
長
会
と
す
る
。

　
　
　
　

四
、  

会
の
維
持
費
は
、
後
援
会
・
協
力
会
に
よ
る
助
成
金
を
充
当
す
る
。

　
　
　

会
の
発
足
を
昭
和
六
十
二
年
一
〇
月
四
日
と
す
る
。

　

さ
て
、
保
存
会
会
則
の
第
六
条
に
見
え
る
、「
立
間
地
区
の
特
定
の
者
の
世
襲
」

と
い
う
伝
承
形
態
の
実
効
性
と
変
遷
に
つ
い
て
は
、
宇
佐
美
隆
憲
の
報
告
が
あ
る
。

宇
佐
美
は
、
ス
ポ
ー
ツ
人
類
学
の
視
点
か
ら
卯
之
刻
相
撲
を
取
り
上
げ
た
中
で
、
力

士
や
行
司
の
役
割
担
当
者
を
め
ぐ
る
系
譜
関
係
に
つ
い
て
遡
及
的
に
調
査
し
、
特
定

の
家
の
世
襲
と
さ
れ
る
民
俗
伝
承
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
宇
佐
美
の
調
査

に
よ
る
と
、
力
士
の
家
筋
と
し
て
の
系
譜
伝
承
を
同
一
の
家
系
で
遡
れ
る
事
例
は
む

し
ろ
少
数
で
あ
り
、「
特
定
の
者
の
世
襲
」
と
い
う
伝
承
は
、
現
行
の
民
俗
事
例
か

ら
遡
及
で
き
る
範
囲
で
は
当
た
ら
な
い
。
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第
五
節
　
鹿
の
子

一
　
立
間
地
区
の
概
要
　

　

吉
田
秋
祭
で
行
わ
れ
る
鹿し
か

の
子こ

（
鹿
踊
り
）
は
、
立
間
地
区
で
主
と
し
て
お
こ
な

わ
れ
て
き
た
。
立
間
地
区
は
八
幡
神
社
を
ほ
ぼ
中
心
に
大
き
く
立
間
本
村
（
東
）
と

立
間
長な

が
た
に谷

（
西
）
に
分
か
れ
る
。
こ
の
う
ち
立
間
本
村
は
、
橘
区
（
寺じ

け家
・
郷ご
う
ぞ
う蔵

、

白
井
谷
、奥
白
井
谷
）・
天
神
区
（
荒
巻
、柏
木
、中
組
）・
大
河
内
区
（
大お

お
か
わ
ち

河
内
上
（
＝

大
河
内
）、
大
河
内
下
（
＝
西に

し
だ
に谷
）、
八は
た
だ
い

反
代
）
の
三
地
区
、
立
間
長
谷
も
、
八
坂
区

（
引ひ

き
じ地

・
雪ゆ
き
も
り森

、
屋
敷
、
蒋
こ
も
た
け
じ
ょ
う
し
た

竹
城
下
）・
医
王
寺
下し
た

区
（
上
、
中
（
※
現
在
の
団
地
の

位
置
。
現
在
は
外
れ
て
い
る
）、
下
）・
高
森
区
（
小こ

な名
、
中な
か
の
た
に

之
谷
、
高た
か
し
ろ城

）
の
三
地

区
に
分
か
れ
て
お
り
、
あ
わ
せ
て
六
地
区
に
そ
れ
ぞ
れ
地
区
長
に
あ
た
る
「
伍
長
」

が
存
在
し
、
そ
の
六
名
の
伍
長
か
ら
全
体
を
統
括
す
る
会
長
・
副
会
長
が
選
出
さ
れ

て
い
る
。

　

鹿
の
子
は
、
元
々
は
寺
家
・
郷
蔵
地
区
で
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
と

さ
れ
て
い
る
が
、
現
段
階
で
は
、
往
時
の
鹿
の
子
の
様
子
が
う
か
が
え
る
資
料

は
、
地
元
か
ら
ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
の
鹿
の
子
は
、
昭
和
三
八
年

（
一
九
六
三
年
）
に
結
成
さ
れ
た
立
間
地
区
の
「
鹿
の
子
保
存
会
」
に
よ
っ
て
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
現
状
の
様
子
に
つ
い
て
記
す
。

二
　
配
役

　

鹿
の
子
は
、
演
者
一
名
が
一
頭
の
鹿
に
扮
す
る
い
わ
ゆ
る
一
人
立
ち
（
一
般
的
な

獅
子
舞
に
想
起
さ
れ
る
よ
う
な
、
演
者
二
名
で
一
頭
の
獅
子
に
扮
す
る
二
人
立
ち
で

写真 01

写真 02

は
な
い
）
で
、
七
名
の
鹿
役
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
て
い
る
（
写
真
01
）。「
七
ツ
鹿
」

と
も
呼
ば
れ
る
。
各
鹿
役
が
そ
れ
ぞ
れ
太
鼓
を
抱
え
て
お
り
、
演
者
で
あ
る
と
同
時

に
伴
奏
楽
器
の
奏
者
も
兼
ね
て
い
る
の
で
、
芸
能
自
体
の
要
員
と
し
て
は
こ
の
七
名

の
み
。

　

七
頭
の
鹿
の
内
訳
は
、
親お

や
じ
か鹿
・
中
ち
ゅ
う
じ
か鹿
・
牝め
じ
か鹿
・
子こ
じ
か鹿
で
あ
る
。

　
　

親
鹿
…
二
名
。
最
も
経
験
年
数
の
長
い
演
者
。
鹿
笛
を
持
っ
て
お
り
、
飛
び
込

　
　
　
　
　

み
の
際
に
鳴
ら
す
ク
ル
イ
を
演
じ
る
。
う
ち
の
一
名
は
オ
ン
ド
ダ
シ

　
　
　
　
　
（
音
頭
出
し
）
と
い
い
、
最
初
に
歌
い
は
じ
め
る
役
。

　
　

中
鹿
…
二
名
。
親
鹿
に
準
ず
る
経
験
年
数
の
演
者
。
親
鹿
が
ト
ビ
コ
ミ
す
る
際

　
　
　
　
　

は
中
鹿
が
デ
ン
コ
の
音
頭
を
取
り
な
が
ら
踊
り
場
に
並
ん
で
入
る
。

　
　

牝
鹿
…
一
名
。
大
人
の
新
し
い
演
者
は
こ
の
役
か
ら
始
め
る
（
そ
の
年
の
人
数

　
　
　
　
　

に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
も
あ
る
）。
頭
上
に
紅
葉
の
枝
を
立
て
る
。

　
　

子
鹿
…
二
名
。
小
学
二
～
五
年
生
。
か
つ
て
は
一
～
五
年
生
。
基
本
的
に
牝
鹿

　
　
　
　
　

の
左
右
に
並
ん
で
踊
る
。

　

そ
の
ほ
か
芸
能
に
は
直
接
関
わ
ら
な
い
が
、
以
下
の
役
が
あ
る
。

　
　

ハ
タ
モ
チ
（
旗
持
ち
）　

幟
旗
を
持
つ
役
。
一
名
。
幟
は
白
地
に
黒
で
周
囲
を
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入
る
柄
で
、
ゴ
ヘ
イ
（
御
幣
）
が
付
け
ら
れ
る
（
写
真
05
）。
ゴ
ヘ
イ
は
演
者
各
自

が
白
い
和
紙
を
重
ね
て
作
成
す
る
も
の
で
、
親
鹿
は
二
二
枚
、
中
鹿
は
二
〇
枚
、
子

鹿
は
一
八
枚
の
紙
束
を
、
そ
れ
ぞ
れ
左
右
の
腰
に
一
つ
ず
つ
、
合
わ
せ
て
二
つ
付
け

る
。
付
け
方
は
、
ゴ
ヘ
イ
の
上
端
に
孔
を

開
け
、
白
紐
（
ハ
ク
セ
ン
（
白
線
）
と
呼

ん
で
い
た
）
を
貫
き
通
し
て
束
ね
、
そ
こ

を
折
り
曲
げ
て
ハ
ク
セ
ン
の
端
で
括
る
。

そ
れ
を
袴
の
左
右
の
後
紐
に
通
す
。

　

兵
児
帯
は
、
農
紺
色
で
端
に
絞
り
染
め

の
模
様
が
つ
く
。
左
腰
で
固
く
結
ん
だ
後
、
帯
の
余
り
を
縄
の
よ
う
に
綯
っ
て
腰
前

で
渡
し
右
腰
の
帯
に
括
り
付
け
る
。

　

藁
草
鞋
は
、
各
演
者
が
自
分
た
ち
で
藁
か
ら
編
ん
だ
も
の
で
、
細
部
に
は
個
人
差

が
あ
る
が
、踵
や
左
右
二
カ
所
ず
つ
あ
る
乳
（
緒
を
通
す
孔
）
に
は
、藁
が
足
に
触
っ

て
痛
く
な
ら
な
い
よ
う
に
藁
縄
の
上
か
ら
丁
寧
に
和
紙
を
巻
き
、
鼻
緒
に
は
紺
色
の

麻
紐
な
ど
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
予
備
も
含
め
二
足
ず
つ
作
製
し
て
お
く
。

以
上
の
服
装
は
、
鹿
役
の
七
名
の
ほ
か
、
ハ
タ
モ
チ
も
こ
の
服
装
と
な
る
。
ハ
タ
モ

チ
は
万
が
一
の
場
合
に
鹿
の
代
替
役
に
立
つ
た
め
だ
と
い
う
。
鹿
役
は
こ
の
上
に
さ

ら
に
太
鼓
と
鹿
頭
を
着
け
る
こ
と
に
な
る
。

太
鼓　
枠
付
き
の
締
め
太
鼓
。
橙
色
の
太
い
調
べ
緒
で
胴
部
を
挟
ん
で
革
面
枠
ど
う

し
を
固
く
締
め
固
め
て
い
る
。
胴
長
（
全
長
）
一
四
㎝
、
革
面
直
径
二
四
．
五
㎝
と

や
や
小
さ
い
。
両
手
に
持
つ
ブ
チ
（
撥
）
は
、木
製
で
長
さ
一
五
㎝
、直
径
二
㎝
（
子

鹿
用
は
直
径
一
．
六
㎝
）
程
度
。
端
に
孔
を
穿
ち
ハ
ク
セ
ン
を
通
し
て
、
事
前
に
太

鼓
の
調
べ
緒
に
結
び
付
け
て
い
た
。
演
舞
時
以
外
の
平
時
は
ブ
チ
二
本
そ
ろ
え
て
ハ

ク
セ
ン
に
巻
き
束
ね
、
調
べ
緒
の
間
に
挟
み
入
れ
る
。

　
　
　
　
　

囲
み
、
左
三
つ
巴
紋
と
、「
鹿
」「
立
間
村
」
の
文
字
が
入
る
。

　
　

指
導
者　

か
つ
て
鹿
の
子
を
演
じ
た
経
験
者
。
四
名
程
度
。
練
習
の
際
は
、
踊

　
　
　
　
　

り
を
教
え
る
役
だ
が
、
祭
礼
当
日
は
ス
ー
ツ
姿
の
正
装
で
、
後
述
の
警

　
　
　
　
　

護
と
同
様
ト
シ
ヨ
リ
ヅ
エ
（
年
寄
杖
）
と
呼
ば
れ
る
一
ｍ
前
後
の
竹
の

　
　
　
　
　

棒
を
持
ち
、
各
家
々
を
回
る
際
に
先
駆
け
て
訪
問
し
、
留
守
等
の
確
認

　
　
　
　
　

や
祝
儀
集
め
な
ど
の
補
佐
役
と
な
る
（
写
真
02
）。

　
　

警
護　

本
祭
の
日
、
立
間
の
本
村
地
区
と
長
谷
地
区
の
区
長
・
各
自
治
会
長
そ

写真 05

　
　
　
　
　

れ
ぞ
れ
数
名
ず
つ
出
る
。
ス
ー
ツ
姿
。
ト
シ
ヨ
リ
ヅ
エ
を
持
つ
。
午
前

　
　
　
　
　

と
午
後
で
鹿
の
子
と
八
幡
神
社
の
神
輿
の
警
護
を
交
代
す
る
。
午
前
・

　
　
　
　
　

午
後
の
順
番
は
本
村
・
長
谷
で
一
年
お
き
に
交
替
。

三
　
服
装
と
道
具
立
て

鹿
の
服
装　

鹿
役
の
鹿
頭
や
太
鼓
を
着
け

る
前
の
扮
装
は
、上
衣
に
裁
着
袴
、兵
児
帯
、

足
は
白
足
袋
・
藁
草
鞋
と
い
う
出
で
立
ち

で
あ
る
（
写
真
03
・
04
）。

　

上
衣
（
長
着
）
は
無
地
の
浅
葱
色
で
裏

地
は
紺
色
の
袷
、
広
袖
、
袖
付
の
下
に
人

形
が
付
く
男
物
の
着
物
。
や
や
小
さ
い
子

鹿
用
の
も
の
に
は
、
左
の
前
身
頃
と
脇
に

共
布
で
補
助
用
の
紐
が
付
い
て
お
り
、
後

ろ
で
結
ん
で
合
わ
せ
や
す
く
し
て
い
る
。

　

裁
着
袴
（
裾
を
脚
絆
の
よ
う
に
絞
れ
る

形
に
し
た
袴
）
は
、
黒
地
で
一
部
に
縞
が

写真 04 写真 03
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写真 06写真 07

　

こ
の
太
鼓
の
調
べ
緒
部
分
の
二
カ
所
に
晒
さ
ら
し

布
を
掛
け
る
。
晒
さ
ら
し

布
の
中
程
が
胴
の
中

央
に
来
る
よ
う
に
調
べ
緒
に
晒
布
を
く
ぐ
ら
せ
て
括く

く

る
。
そ
う
し
て
太
鼓
の
調
べ
緒

か
ら
二
本
の
晒
布
が
伸
び
た
状
態
の
部
分
を
二
カ
所
に
作
る
こ
と
に
な
る
。
演
者
は

そ
の
太
鼓
を
垂
直
に
立
て
（
革
面
は
演
者
に
と
っ
て
左
右
側
向
き
の
状
態
）、
二
カ

所
の
晒
布
が
上
下
と
な
る
位
置
で
調
べ
緒
を
胸
前
に
当
て
据
え
、
ま
ず
上
部
の
晒
布

二
本
を
両
肩
に
掛
け
、
背
中
で
交
差
さ
せ
て
前
に
回
し
、
太
鼓
下
の
腹
前
で
縛
る
。

続
い
て
下
部
の
晒
布
二
本
を
背
中
で
交
差
さ
せ
て
（
肩
に
は
掛
け
ず
に
）
体
の
前
に

回
し
、太
鼓
上
側
の
胸
前
で
縛
る
。
つ
ま
り
、太
鼓
の
上
下
で
晒
布
の
結
び
目
を
作
っ

て
縛
る
こ
と
で
、
体
の
前
面
に
し
っ
か
り
太
鼓
を
固
定
す
る
の
で
あ
る
。

鹿
頭　
鹿
の
頭
部
を
か
た
ど
っ
た
張
り
子
の
頭
。
鹿
頭
を
収
め
て
い
た
木
箱
側
面
に

は
、「
昭
和
三
十
年
度
秋
新
調
／
伍
長　

赤
松
義
正
／
清
家
常
雄
」（
／
は
改
行
）
の

墨
書
が
あ
り
、
保
存
会
結
成
前
の
伍
長
ら
の
名
前
が
う
か
が
え
る
（
写
真
06
）。
現

在
使
用
の
七
頭
は
い
ず
れ
も
塗
装
状
態
な
ど
か
ら
同
時
期
作
成
の
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、
牝
鹿
頭
の
内
部
に
「
昭
和
四
十
八

年
十
一
月
／
宇
和
島
市
／
宮
川
善
雄

（
作
）」（
／
は
改
行
）
と
マ
ジ
ッ
ク
描
き

さ
れ
た
白
紙
が
貼
ら
れ
て
あ
り
、
遅
く
と

も
そ
の
頃
の
修
理
を
経
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
（
写
真
07
）。　
　
　

　

鹿
頭
は
全
体
に
灰
茶
色
地
で
黒
で
疎
ら

に
毛
を
描
き
入
れ
て
い
る
。
鼻
端
は
青
緑

色
、
鼻
孔
は
赤
色
。
鼻
か
ら
左
右
放
射
状

に
長
い
髭
を
数
本
ず
つ
線
描
き
。
鼻
梁
か

ら
頭
頂
を
経
て
後
頭
部
に
か
け
て
黒
く
帯

状
に
塗
り
、
中
に
白
色
の
斑
紋
を
並
べ
る
。
眉
は
茶
褐
色
に
黒
の
毛
筋
。
杏
仁
形
の

目
は
ガ
ラ
ス
を
嵌
め
、
茶
色
で
丸
い
瞳
、
黒
色
で
三
日
月
状
の
瞳
孔
を
描
き
、
白
目

部
分
は
ガ
ラ
ス
内
側
か
ら
白
綿
に
赤
色
の
繊
維
を
交
ぜ
て
詰
め
充
て
、
目
の
周
囲
に

は
短
い
睫
毛
を
毛
描
き
す
る
。
口
は
閉
じ
て
赤
。
耳
は
筒
形
を
ベ
ー
ス
に
、
立
て
た

耳
の
形
状
を
か
た
ど
り
、
内
を
赤
色
、
外
を
灰
茶
色
地
に
黒
で
毛
描
き
し
、
枘
挿
し

で
な
く
貼
り
付
け
で
固
定
し
て
い
る
。
両
耳
の
間
に
は
一
対
の
鹿
角
が
あ
る
。
鹿
角

の
芯
は
竹
製
で
、
頭
部
の
二
つ
の
孔
に
そ
れ
ぞ
れ
挿
し
込
ま
れ
て
い
る
。
頭
の
内
部

に
は
左
右
方
向
へ
水
平
に
渡
さ
れ
た
梁
が
あ
っ
て
、
そ
の
梁
の
枘
孔
ま
で
角
の
枘
が

長
く
挿
し
入
れ
ら
れ
て
紐
で
縛
っ
て
固
定
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
一
対
の
鹿
角
は
、
親
鹿
と
中
鹿
に
は
、
下
か
ら
順
に
外
・
外
・
内

と
三
叉
に
枝
分
か
れ
し
た
大
き
い
角
が
据
え
ら
れ
て
い
る
が
、
小
鹿
は
外
・
内
と
二

叉
の
み
の
小
ぶ
り
な
角
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
い
ず
れ
も
、
二
本
の
角
の
間
を
渡
す

よ
う
に
、
角
の
上
部
に
は
五
色
の
糸
の
束
を
掛
け
て
結
び
目
を
中
央
で
垂
ら
し
、
角

の
根
元
は
白
茶
色
を
し
た
帯
状
の
布
が
巻
か
れ
て
、
そ
の
布
端
が
角
の
間
か
ら
後
背

へ
四
条
に
分
か
れ
て
長
く
垂
れ
下
が
っ
て
お
り
、
立
間
の
鹿
の
子
の
特
徴
的
な
容
姿

を
か
た
ち
作
っ
て
い
る
。
一
方
牝
鹿
は
、頭
頂
部
に
筒
状
の
差
し
込
み
口
が
あ
っ
て
、

そ
こ
に
紅
葉
の
一
枝
を
挿
し
立
て
て
お
り
、
一
見
す
る
と
角
が
無
い
よ
う
に
見
え
る

が
、
前
述
し
た
帯
状
の
布
が
巻
き
付
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
実
は

短
い「
角
」に
相
当
す
る
短
い
材
が
出
て
お
り
、布
中
に
隠
れ
て
い
る
。
頭
内
部
に
は
、

他
の
頭
同
様
に
そ
の
材
を
固
定
す
る
た
め
の
梁
も
あ
り
、
そ
の
梁
に
紅
葉
の
枝
を
挿

し
立
て
る
パ
イ
プ
も
金
具
で
固
定
し
て
い
る
。

　

鹿
頭
の
首
ま
わ
り
は
、
前
部
に
コ
ロ
モ
と
呼
ぶ
胴
衣
が
縫
い
付
け
ら
れ
、
後
部
は

数
束
の
麻
苧
を
垂
ら
し
て
い
る
。
コ
ロ
モ
は
上
か
ら
紺
・
赤
・
紺
・
赤
の
四
段
（
子

鹿
は
紺
・
赤
・
紺
の
三
段
）
の
布
で
、
演
者
の
体
を
す
っ
ぽ
り
覆
う
よ
う
に
幅
広
い

形
状
を
し
て
い
る
。
な
お
最
上
段
の
紺
布
は
、
演
者
の
視
線
の
位
置
と
な
る
の
で
、
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透
け
て
見
え
る
よ
う
な
薄
い
布
地
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
鹿
頭
の
首
の
直
下
に
演
者
の
頭
部
が
く
る
こ
と
も
、
立
間
の
鹿
頭
大
き
な
特

徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
首
元
の
内
部
に
は
ド
ー
ナ
ツ
状
の
赤
い
枕
が
縫
い
付
け
て

あ
っ
て
、
演
者
は
そ
こ
に
白
布
で
作
っ
た
小
さ
な
四
角
い
布
団
状
の
も
の
を
あ
て
が

い
、
細
長
い
紐
を
掛
け
て
止
め
る
。
鹿
頭
を
被
る
際
は
、
こ
の
紐
を
演
者
の
両
耳
の

前
後
か
ら
降
ろ
し
、
顎
下
で
結
ん
で
装
着
す
る
の
で
、
掛
け
る
紐
の
長
さ
は
演
者
自

身
で
予
め
調
整
し
て
お
く
。
親
鹿
は
こ
の
紐
に
鹿
笛
（
後
述
）
を
挟
ん
で
収
納
し
て

お
く
。
ま
た
実
際
の
装
着
時
は
、
鹿
頭
を
被
っ
て
紐
を
顎
で
結
ん
だ
後
、
そ
の
上
か

ら
さ
ら
に
豆
絞
り
柄
の
手
ぬ
ぐ
い
で
頭
を
し
ば
縛
っ
て
、
頭
が
ず
れ
な
い
よ
う
に
固

定
す
る
。

　

以
上
、
親
鹿
を
念
頭
に
そ
の
服
装
や
太
鼓
・
鹿
頭
装
着
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
れ

ら
は
中
鹿
も
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
牝
鹿
や
子
鹿
も
一
部
相
違
点
は
文
中
で
ふ

れ
た
が
、
そ
の
他
ほ
ぼ
同
様
の
出
で
立
ち
と
な
る
。

四
　
舞
の
内
容

　

立
間
の
鹿
の
子
の
歌
・
太
鼓
の
リ
ズ
ム
・
並
び
方
・
踊
り
等
含
め
て
、
踊
り
全
体

の
展
開
を
模
式
的
に
表
し
た
の
が
表
01
で
あ
る
。
実
際
の
細
や
か
な
身
体
表
現
な
ど

は
反
映
し
き
れ
て
な
い
が
、
踊
り
全
体
の
順
序
構
成
を
大
ま
か
に
把
握
す
る
た
め
の

便
宜
的
な
表
と
理
解
さ
れ
た
い
。

歌
詞　
鹿
の
子
の
踊
り
は
、
鹿
が
太
鼓
を
演
奏
し
な
が
ら
一
番
か
ら
八
番
ま
で
の
歌

詞
を
と
も
な
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
ま
ず
そ
の
歌
詞
を
以
下
に
掲
げ
る
。（
表
記
は

保
存
会
が
練
習
場
所
と
し
て
い
る
社
務
所
内
に
掲
示
し
て
い
た
歌
詞
に
よ
る
。）

　
　

①　

廻ま
わ

れ
廻ま
わ

れ　

水
み
ず
ぐ
る
ま車　

　
　
　
　

遅お
そ

く
廻ま
わ

り
て　

堰せ
き

に
止と

ま
る
な　

堰せ
き

に
止と

ま
る
な

　
　

②　

鹿し
か

の
子こ

が　

生う

ま
れ
て
落お

ち
れ
ば

　
　
　
　

わ
れ
ら
も
み
ま
い
か　

踊お
ど

り
で
る
が
し　

踊お
ど

り
で
る
が
し

　
　

③　

腰こ
し

に
さ
し
た
る　

す
だ
れ
柳
や
な
ぎ
を

　
　
　
　

枝え
だ

折お

り
そ
ろ
え
て　

休や
す

み
な
か
だ
ち　

休や
す

み
な
か
だ
ち

　
　

④　

十
じ
ゅ
う
さ
ん三

か
ら　

こ
れ
ま
で
連
れ
た
る

　
　
　
　

め
ん
じ
し　

お
ヽ
お
ん

　
　
　
　

あ
な
た
の
お
庭に

わ

に　

か
く
し
お
か
れ
た　

か
く
し
お
か
れ
た

　
　

⑤　

な
ん
ぼ
た
ず
ね
て
も　

居お

ら
ば
こ
そ

　
　
　
　

ひ
と
も
と
す
ゝ
き
の　

あ
い
に
居お

る
も
の　

あ
い
に
居お

る
も
の

　
　

⑥　

白し
ら
さ
ぎ鷺

が　

跡あ
と

を
思お
も

え
ば

　
　
　
　

水み
ず

も
濁に
ご

さ
ず　

立た

て
や
白し
ら
さ
ぎ鷺　

立た

て
や
白し
ら
さ
ぎ鷺

　
　

⑦　

か
ん
じ
が
か
す
め
ば　

今い
ま

こ
そ
め
じ
し
に

　
　
　
　

逢あ

う
ぞ
う
れ
し
や　

逢あ

う
ぞ
う
れ
し
や

　
　

⑧　

国く
に

か
ら
も　

急い
そ

ぎ
戻も
ど

れ
と　

文ふ
み

が
来き

た

　
　
　
　

お
い
と
ま
申も

う

し
て　

い
ざ
帰か
え

る

　

傍
線
は
親
鹿
の
う
ち
先
頭
の
オ
ン
ド
ダ
シ
が
一
人
で
歌
う
独
唱
部
分
で
、
そ
れ
以

外
は
全
員
で
合
唱
す
る
。
な
お
、
三
・
四
・
五
・
六
番
（
後
述
す
る
ク
ル
イ
）
の
各
二

回
め
の
独
唱
部
分
は
、
練
習
や
本
番
等
で
変
動
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
例

え
ば
三
番
は
、練
習
時
「
枝
折
り
そ
ろ
え
て
」
を
独
唱
し
た
が
、祭
礼
時
は
「
枝
折
り
」

の
み
独
唱
し
、「
そ
ろ
え
て
」
以
下
は
合
唱
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

太
鼓
の
リ
ズ
ム　
正
確
な
楽
譜
は
後
掲
す
る
が
、
太
鼓
の
演
奏
は
、
大
き
く
デ
ン
コ

と
デ
ン
デ
ッ
コ
の
二
種
類
が
あ
る
。
口
唱
歌
を
次
に
掲
げ
る
。

　
【
デ
ン
コ
】

　
　

デ
ン
コ　

デ
ン
コ　

デ
ン
コ　

デ
ッ
コ
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d
他

● ●

●
ま

わ
れ

ま
わ

れ
●

み
ず

ぐ
る

ま
●

お
そ

く
ま

わ
り

て
●

せ
き

に
と

ま
る

な
●

せ
き

に
と

ま
る

な
●

● ●
し

か
の

こ
が

●
う

ま
れ

て
お

ち
れ

ば
●

わ
れ

ら
も

み
ま

い
か

●
お

ど
り

で
る

が
し

●
お

ど
り

で
る

が
し

●

● ●
こ

し
に

さ
し

た
る

●
す

だ
れ

や
な

ぎ
を

●
え

だ
お

り
そ

ろ
え

て
●

や
す

み
な

か
だ

ち
●

や
す

み
な

か
だ

ち
●

●
じ

ゅ
う

さ
ん

か
ら

●
こ

れ
ま

で
つ

れ
た

る
●

め
ん

じ
し

お
ヽ

お
ん

●
あ

な
た

の
お

に
わ

に
●

か
く

し
お

か
れ

た
●

か
く

し
お

か
れ

た
●

●
な

ん
ぼ

た
ず

ね
て

も
●

お
ら

ば
こ

そ
●

ひ
と

も
と

す
す

き
の

●
あ

い
に

お
る

も
の

●
あ

い
に

お
る

も
の

●

●
し

ら
さ

ぎ
が

●
あ

と
を

お
も

え
ば

●
み

ず
を

に
ご

さ
ず

●
た

て
や

し
ら

さ
ぎ

●
た

て
や

し
ら

さ
ぎ

●

● ● ● ● ●
か

ん
じ

が
か

す
め

ば
●

い
ま

こ
そ

め
じ

し
に

●
あ

う
ぞ

う
れ

し
や

●
あ

う
ぞ

う
れ

し
や

●

● ● ● ● ●
く

に
か

ら
も

●
い

そ
ぎ

も
ど

れ
と

●
ふ

み
が

き
た

●
お

い
と

ま
も

う
し

て
●

い
ざ

か
え

る

備
　
　
考

●
は

リ
ズ
ム
が

１
回

演
奏
さ
れ

る
こ
と
を
表

し
、
表

の
上

か
ら
下

に
か

け
て
演

奏
の

順
番

や
踊

り
の

流
れ

と
い
っ
た
時

間
的

な
展

開
を
模

式
的

に
表

し
て
い
る
。

デ
ン
デ
ッ
コ
の
リ
ズ
ム
は
、
基
本
と
な
る
「
デ
ン
デ
ッ
コ
　
デ
ン
デ
ッ
コ
　
デ
ン
デ
ッ
コ
　
デ
ッ
ー
コ
」
あ
る
い
は

そ
の
変
形
の
「
デ
ン
デ
ッ
コ
　
デ
ン
デ
ッ
コ
　
デ
ン
デ
ッ
コ
　
デ
ン
デ
ッ
コ
」
を
「
ｄ
」
、
そ
の

他
の
リ
ズ
ム
を
「
他

」
と
表

現
し
て
い
る
。

鹿
の

並
び
方

は
上

か
ら
見

た
模

式
的

な
図

（
上

方
が

前
方

）
で
あ
ら
わ

し
、
踊

り
方

は
模

式
的

な
イ
ラ
ス
ト
で
表

し
て
、
右

に
簡

単
な
説

明
文

を
付

け
た
。
鹿

踊
り
の
大

ま
か

な
展

開
を
把

握
す
る
た
め
の

、
便

宜
的

な
表

と
理

解
さ
れ

た
い
。

踊 り の 流 れ 時 間 の 経 過 　

鹿
が

輪
に
な
っ
て
踊

る
。

デ
ン
コ
の

リ
ズ
ム
で
は

輪
の

内
側

を
向

い
て

踊
り
、
デ
ン
デ
ッ
コ
の

リ
ズ
ム
で
は

時
計

廻
り

に
踊

る
。

踊
り
方

の
イ
ラ
ス
ト
は

輪
に
な
っ
て
円

形
に

並
ん
だ
七

頭
の

鹿
の

う
ち
一

頭
を
、
円

の
中

心
側

か
ら
見

た
動

き
の

模
式

図
で
あ
る
。

ク
ル

イ
：
親

鹿
が

前
方

で
並

列
し
、
他

の
鹿

は
背

後
に
正

面
向

き
で
並

ぶ
。
親

鹿
2
頭

は
向

き
合

っ
て
以

下
の

よ
う
な
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
（
対

称
的

）
な
位

置
転

換
で
踊

る
。

①
親

鹿
2
頭

が
前

後
向

き
で
横

並
び
と
な
り
、

頭
を
左

右
に
振

り
な
が

ら
互

い
に
横

歩
き
で

間
隔

を
詰

め
る
。

②
最

接
近

す
る
と
飛

び
跳

ね
て
左

右
に
離

れ
る
。

③
①

同
様

に
横

歩
き
で
互

い
に
近

づ
き
左

右
の

位
置

を
入

れ
変

わ
る
。

④
歌

を
一

番
歌

う
ご
と
に
①

②
（
間

奏
に
③

）
を
繰

り
返

す
。

⑤
最

後
の

6
番

の
歌

の
後

、
片

膝
を
つ
き
、
伸

ば
し
た
片

足
を
向

け
あ
っ
て
、
伏

せ
る
よ
う
に

上
半

身
を
大

き
く
回

す
。

そ
の

後
立

ち
上

が
っ
て
、
全

体
で
再

び
輪

に
な
る

ふ
た
た
び
輪

に
な
っ
て
時

計
廻

り
に
踊

る
。

２
列

に
並

び
、
そ
ろ
っ
て
一

礼
。
終

了
。

７ 番 ８ 番

デ ン コ
歌

デ
ン
デ
ッ
コ

ク ル イ輪 に な る 輪 に な る

１ 番 ２ 番 ３ 番 ４ 番 ５ 番 ６ 番

並
び

方
・

踊
り

方

① ② ⑤

表 01
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デ
コ
デ
ン
コ　

デ
ー
コ

　
　

デ
デ
ン
コ　

デ
ン
コ

　
　

デ
ン
ガ　

タ
ッ
タ
コ
タ
ッ
タ
コ　

タ
ー
コ

　
　

デ
ン
ガ　

タ
ッ
タ
コ
タ
ッ
タ
コ　

タ
ー
コ

　

こ
れ
は
鹿
踊
り
の
冒
頭
で
繰
り
返
し
打
つ
も
の
で
、
歌
は
つ
か
な
い
。
デ
ン
コ
・

デ
ッ
コ
・
デ
ー
コ
な
ど
は
太
鼓
の
革
面
、
タ
ッ
タ
コ
・
タ
ー
コ
の
あ
た
り
は
太
鼓
の

縁
を
た
た
く
音
で
あ
る
。
テ
ン
ポ
は
遅
い
が
リ
ズ
ム
、
足
運
び
等
の
動
き
も
後
述
の

デ
ン
デ
ッ
コ
に
く
ら
べ
る
と
や
や
複
雑
。
基
本
的
に
は
、
七
頭
の
鹿
が
輪
に
な
っ
て

円
形
に
並
び
、
互
い
に
円
の
中
央
に
向
い
た
状
態
で
、
本
リ
ズ
ム
一
回
の
演
奏
に
つ

き
、
左
に
六
歩
進
ん
で
振
り
返
っ
て
一
歩
後
退
と
い
う
歩
調
で
、（
上
か
ら
見
て
）

時
計
回
り
に
ゆ
っ
く
り
と
周
回
す
る
動
き
と
な
る
（
七
頭
と
も
基
本
同
じ
動
き
）。

　

ま
た
踊
り
の
時
以
外
で
も
、
鹿
が
列
を
な
し
て
歩
い
て
次
の
踊
り
場
に
向
か
う
時

（
歩
き
方
は
通
常
の
歩
行
）
は
、
こ
の
リ
ズ
ム
を
繰
り
返
し
打
ち
な
が
ら
進
む
。

　
【
デ
ン
デ
ッ
コ
】

　
　

デ
ン
デ
ッ
コ　

デ
ン
デ
ッ
コ　

デ
ン
デ
ッ
コ　

デ
ッ
ー
コ

　
　

デ
デ
ン
コ　

デ
コ
デ
ン
コ

　

こ
れ
は
踊
り
の
主
要
部
を
成
す
リ
ズ
ム
。
す
べ
て
革
面
を
打
つ
音
。
歌
も
こ
こ
に

挿
入
さ
れ
る
。
ベ
ー
ス
と
な
る
リ
ズ
ム
は
デ
ン
デ
ッ
コ　

デ
ン
デ
ッ
コ　

デ
ン
デ
ッ

コ　

デ
ッ
ー
コ
あ
る
い
は
そ
の
変
形
の
デ
ン
デ
ッ
コ　

デ
ン
デ
ッ
コ　

デ
ン
デ
ッ
コ　

デ
ン
デ
ッ
コ
で
、
歌
に
よ
っ
て
回
数
に
増
減
あ
る
が
こ
れ
を
繰
り
返
し
打
ち
、
円
形

に
並
ん
で
い
る
際
は
、
こ
の
リ
ズ
ム
一
回
の
演
奏
で
時
計
回
り
に
四
歩
進
む
動
き
と

な
る
。
各
歌
の
最
後
に
デ
デ
ン
コ　

デ
コ
デ
ン
コ
で
区
切
り
と
し
、
円
形
の
時
は
一

度
全
員
が
中
央
に
向
き
直
る
。
後
述
す
る
ク
ル
イ
も
こ
の
リ
ズ
ム
と
歌
の
中
で
展
開

さ
れ
る
。

並
び
方　
踊
り
の
展
開
に
応
じ
た
演
者
の
並
び
方
・
配
置
は
、
三
つ
挙
げ
ら
れ
る
。

　

ま
ず
は
踊
り
の
冒
頭
に
、
七
頭
が
輪
に
な
っ
て
円
形
に
並
ぶ
。
こ
の
時
、
親
鹿
二

頭
は
正
面
に
位
置
し
、
続
い
て
中
鹿
、
牝
鹿
は
最
後
方
で
、
子
鹿
は
牝
鹿
を
挟
む
よ

う
に
位
置
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
基
本
的
に
は
（
上
か
ら
見
て
）
時
計
回
り
の
方
向
に

ゆ
っ
く
り
歩
を
進
め
な
が
ら
、
時
折
全
員
が
中
央
に
向
い
た
り
外
に
向
い
た
り
し
な

が
ら
推
移
す
る
。
後
述
す
る
他
の
並
び
方
に
変
形
す
る
の
も
基
本
こ
の
形
か
ら
で
あ

り
、
踊
り
全
体
の
基
本
形
で
あ
る
。

　

二
つ
め
は
、
ク
ル
イ
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
親
鹿
二
頭
が
正
面
前
方
で
左
右
に
並

ん
で
、
残
り
の
牝
鹿
・
子
鹿
・
中
鹿
は
正
面
向
き
に
直
立
し
て
デ
ン
デ
ッ
コ
の
演
奏

に
専
念
す
る
。
親
鹿
二
頭
は
向
き
合
い
つ
つ
、
歩
調
を
そ
ろ
え
て
相
互
に
近
づ
い
た

り
離
れ
た
り
位
置
を
転
換
す
る
な
ど
、
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
（
対
称
的
）
な
踊
り
を
展

開
す
る
。
前
掲
の
歌
の
う
ち
三
～
六
番
は
基
本
的
に
ク
ル
イ
と
な
る
。

　

三
つ
め
は
、
八
番
の
歌
の
最
後
で
「
お
い
と
ま
申
し
て
い
ざ
帰
る
」（
※
実
際
最

後
の
「
る
」
は
ほ
と
ん
ど
発
声
し
な
い
）
の
時
だ
け
、前
列
四
頭
（
親
鹿
二
・
中
鹿
二
）、

後
列
三
頭
（
牝
鹿
一
・
子
鹿
二
）
の
二
列
横
隊
と
な
り
、
そ
ろ
っ
て
一
礼
し
て
踊
り

が
終
了
す
る
。

ト
ビ
コ
ミ
　
鹿
の
子
が
踊
り
の
場
に
入
る
時
の
所
作
で
、
愛
媛
県
内
の
鹿
踊
り
の
中

で
も
立
間
周
辺
に
し
か
見
ら
れ
な
い
特
徴
的
な
動
き
で
あ
る
。
祭
礼
で
は
、
八
幡
神

社
、
御
殿
前
、
桜
橋
、
住
吉
神
社
な
ど
四
カ
所
で
の
み
お
こ
な
わ
れ
る
。

　

踊
り
場
の
手
前
で
、
七
頭
の
鹿
が
、
親
・
親
・
中
・
子
・
牝
・
子
・
中
の
順
で
一

列
に
並
ぶ
と
、
ま
ず
前
の
親
鹿
二
頭
が
、
先
頭
か
ら
「
ピ
ッ
」「
ピ
ッ
」
と
交
互
に

鹿
笛
を
吹
き
な
が
ら
飛
び
跳
ね
る
よ
う
な
動
作
で
か
ま
え
、
一
頭
ず
つ
「
ピ
ー
」
と

長
音
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、
踊
り
の
場
へ
駆
け
寄
っ
て
い
く
。
先
陣
の
二
頭
が
踊
り
場

に
着
く
と
再
び
「
ピ
ッ
」「
ピ
ッ
」
と
交
互
に
吹
き
な
が
ら
踊
り
場
の
広
さ
を
確
保
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す
る
よ
う
に
周
囲
を
飛
び
廻
っ
て
い
る
と
、
程

な
く
デ
ン
コ
を
打
ち
な
が
ら
残
り
の
鹿
た
ち
も

一
列
で
歩
い
て
入
っ
て
来
て
定
位
置
に
お
さ
ま

り
、
そ
の
ま
ま
本
来
の
鹿
踊
り
へ
と
つ
な
が
っ

て
い
く
。

　

使
用
さ
れ
る
笛
は
シ
カ
ブ
エ
（
鹿
笛
）
と
い
い
、

ふ
だ
ん
は
親
鹿
二
頭
が
頭
の
顎
紐
に
か
け
て
い

る
（
写
真
08
）。
細
い
竹
製
の
手
作
り
で
、
切
り

込
み
や
詰
め
物
な
ど
を
施
し
、
口
に
く
わ
え
て

写真 08

吹
い
て
音
を
出
す
ホ
イ
ッ
ス
ル
の
よ
う
な
も
の
。
大
き
さ
は
ま
ち
ま
ち
だ
が
、
一
例

は
六
．
二
㎝
、
径
約
一
㎝
。

五
　
鹿
の
子
の
音
楽

　

鹿
の
子
の
音
楽
は
笛
に
よ
る
「
呼
び
出
し
」、
太
鼓
の
み
の
「
デ
ン
コ
」、
太
鼓
と

う
た
に
よ
る
「
鹿
の
子
の
う
た
」
の
三
つ
の
部
分
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
「
ト
ビ
コ
ミ
」
は
、
二
人
の
鹿
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。「
オ
ン
ド
ダ
シ
」
の
親
鹿
が

笛
１
を
担
当
し
、
も
う
片
方
の
親
鹿
が
笛
２
を
担
当
す
る
。
現
存
す
る
笛
は
四
本
で

あ
る
が
、
使
用
可
能
な
笛
は
二
本
と
さ
れ
て
い
る
。「
オ
ン
ド
ダ
シ
」
の
親
鹿
を
含

め
、
使
用
す
る
笛
は
特
に
決
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
音
程
は
年
に
よ
っ
て

異
な
っ
て
い
る
。
譜
１
は
平
成
二
八
年
の
も
の
で
あ
る
。
Ａ
―
１
、
Ａ
―
２
、
Ａ
―

３
の
長
く
伸
ば
す
音
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
雄
鹿
が
舞
の
位
置
ま
で
小
走
り
で
移
動
す
る

際
に
奏
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
移
動
の
距
離
に
よ
っ
て
、
そ
の
長
さ
は
異
な
る
。
短

い
音
は
、
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
身
体
の
向
き
を
変
え
る
合
図
で
あ
る
。
Ａ
―
４
の
短
い

音
は
、
親
鹿
、
中
鹿
、
子
鹿
が
舞
の
位
置
に
揃
う
ま
で
続
け
ら
れ
る
。
Ａ
―
４
の
長

い
音
は
、
二
人
の
親
鹿
が
舞
い
な
が
ら
奏
す
る
。

譜 1　トビコミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 28 年 11 月 3 日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  吉田秋祭

　　　出だしの実音　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  採譜：城　佳世

譜 2　うたの前の太鼓（2 回くりかえす）　　　　　　　　　　　　平成 29 年 10 月 14 日　聞き取りによる採譜

笛1 
               



笛2                     



笛1 
             



笛2               



笛1 
              



笛2             



笛1 
              



笛2                



                          

                                      

    

   

   

   

   

   

A-1

A-2

A-3

A-4

右

左

右

左

強　　  弱　　　　強　　  　 弱
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譜 3　鹿の子のうた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 29 年 10 月 14 日　聞き取りによる採譜

※ 1 番　C-1 → C-2 → C-3　2 番 C-1 → C-4 → C-2 → C-3　3 番 C-1 → C-4 → C-2　4 番 C-1 → C-5 → C-6 → C-2　

　 5 番　C-1 → C-4 → C-2　6 番 C-1 → C-4 → C-2 → C-3 × 5　7 番 C-1 → C-6 → C-2 → C-3 × 3　8 番 C-1 → C-7
※歌詞は該当する箇所の一部のみを記載している。
※ 2 番の C-4 のはじめの２小節、及び７番の C-6 のはじめの 1 小節はオンドダシがうたう。

C-1

C-2

C-3

C-4

C-5

C-6

C-7
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務
所
が
練
習
場
所
に
変
わ
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い

る
。
練
習
は
夜
一
九
時
か
ら
開
始
さ
れ
、
鹿
の
演
者

た
ち
と
、
か
つ
て
鹿
の
子
を
踊
っ
た
先
輩
の
指
導
者

が
付
い
て
、
太
鼓
を
体
に
付
け
て
踊
る
（
写
真
09
）。

床
に
真
っ
直
ぐ
テ
ー
プ
を
二
本
平
行
に
貼
っ
て
、
ク

ル
イ
の
際
の
並
び
の
目
安
と
す
る
。

　

人
数
に
も
よ
る
が
、
大
人
の
演
者
の
習
い
始
め
の

者
は
牝
鹿
か
ら
習
い
は
じ
め
る
。
休
憩
時
に
お
茶
の

準
備
な
ど
を
す
る
の
も
牝
鹿
役
の
者
が
お
こ
な
っ
て

い
た
（
写
真
10
）。

　

一
〇
月
一
四
日
に
は
、
各
鹿
の
演
者
が
当
日
の
自

分
が
使
用
す
る
草
鞋
を
藁
か
ら
作
る
。

　

一
一
月
二
日
、
本
祭
前
日
。
午
後
一
時
半
か
ら
鹿

の
子
の
関
係
者
た
ち
が
立
間
公
民
館
に
集
ま
っ
て
ゴ

ヘ
イ
の
準
備
を
す
る
（
写
真
11
）。
ゴ
ヘ
イ
は
前
述

の
と
お
り
鹿
の
腰
に
垂
ら
す
和
紙
を
切
っ
た
幣
で
、

各
鹿
に
よ
っ
て
枚
数
が
異
な
る
の
で
、
各
演
者
が
自

　
「
デ
ン
コ
」
は
、
歌
の
前
に
演
奏
さ
れ
る
。
口
唱
歌
に
由
来
し
て
「
デ
ン
コ
」
と

よ
ば
れ
て
い
る
。
最
初
の
一
音
は
「
オ
ン
ド
ダ
シ
」
の
み
が
打
つ
。
二
音
目
以
降
は
、

全
員
で
打
つ
。
全
体
を
二
回
く
り
か
え
し
た
後
に
、「
鹿
の
子
の
う
た
」が
は
じ
ま
る
。

な
お
、「
呼
び
出
し
」
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
は
、
Ａ
―
４
と
同
時
に
打
つ
。「
ブ
チ
」

と
よ
ば
れ
る
バ
チ
で
右
手
は
強
く
、
左
手
は
弱
く
打
つ
。

　
「
鹿
の
子
の
う
た
」
は
「
デ
ン
デ
ッ
コ
」
と
よ
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
太
鼓
の
リ

ズ
ム
は
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
位
置
が
移
動
す
る
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
が
、
右
手

を
強
く
、
左
手
を
弱
く
打
つ
た
め
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
位
置
は
移
動
せ
ず
一
拍
目
の
表

拍
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
音
頭
一
同
形
式
に
よ
る
も
の
で
、「
オ
ン
ド
ダ
シ
」
に
続

い
て
、
全
員
が
う
た
う
。
構
成
は
ド
レ
ミ
ソ
ラ
に
よ
る
陽
音
階
で
あ
る
。
七
番
ま
で

は
す
べ
て
、
前
半
部
分
が
Ｃ
―
１
、
曲
の
終
わ
り
は
Ｃ
―
２
で
あ
る
。
八
番
の
み
曲

の
終
わ
り
が
Ｃ
―
７
で
あ
る
。
中
間
部
分
に
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
て
い

る
。

六
　
祭
礼
ま
で
の
流
れ

　

鹿
の
子
の
練
習
は
立
間
八
幡
神
社
の
祭
礼
の
一
カ
月
以
上
前
か
ら
始
ま
る
。
平
成写真 09

写真 10写真 13 写真 11

写真 12

二
七
年
の
場
合
は
、
祝
日
・
秋
分
の
日
の
後
の
平
日

で
あ
る
九
月
二
四
日
か
ら
練
習
が
始
ま
り
、土
曜
日
・

日
曜
日
以
外
は
毎
晩
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。

　

練
習
場
所
は
、
戦
前
の
は
る
か
昔
は
個
人
の
民
家

の
庭
で
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
黒
住
教
立
間

中
教
会
所
（
建
物
も
現
存
）
に
移
っ
た
。
こ
れ
は
昭

和
一
二
年
（
一
九
三
七
年
）
に
任
命
さ
れ
た
四
代
目

所
長
が
郷
蔵
地
区
出
身
の
薬
師
寺
卯
吉
だ
っ
た
縁
か

ら
と
い
う
。
そ
の
後
、
現
在
の
立
間
八
幡
神
社
の
社

分
の
ゴ
ヘ
イ
を
作
成

す
る
。
切
り
方
に
は

専
用
の
型
紙
（
縦

二
八
㎝
×
横
三
五

㎝
・
写
真
12
）が
あ
っ

て
、
親
鹿
と
子
鹿
で

や
や
大
き
さ
が
異
な

る
。
ま
た
細
く
切
る
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部
分
が
二
カ
所
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
専
用
の
竹
べ
ら
を
使
う
。
竹
べ
ら
は
平

た
く
切
っ
た
竹
一
〇
～
二
〇
㎝
程
度
の
長
さ
で
、
片
方
の
先
端
を
と
が
ら
せ

て
い
る
（
写
真
13
）。
こ
の
竹
べ
ら
を
使
っ
て
細
い
部
分
の
元
か
ら
折
本
の

よ
う
に
細
か
く
折
り
目
を
入
れ
、
先
端
の
残
り
五
㎝
ほ
ど
は
竹
べ
ら
の
刃
先

と
指
の
腹
で
挟
ん
で
し
ご
き
カ
ー
ル
す
る
よ
う
に
丸
め
る
。
こ
の
細
工
を
一

枚
ず
つ
付
け
て
い
く
の
で
あ
る
（
写
真
14
）。
ゴ
ヘ
イ
を
す
べ
て
切
り
終
え

る
と
、
太
鼓
と
ブ
チ
を
結
び
つ
け
て
い
た
ハ
ク
セ
ン
を
ほ
ど
い
て
、
新
し
い

ハ
ク
セ
ン
で
ブ
チ
を
付
け
直
す
（
写
真
15
）
一
方
、
古
い
ハ
ク
セ
ン
で
ゴ
ヘ

イ
を
束
ね
る
。
こ
の
ほ
か
、
事
前
に
切
っ
て
お
い
た
紅
葉
の
枝
を
牝
鹿
の
頭

に
挿
し
た
り
、
太
鼓
に
掛
け
る
晒
布
の
長
さ
を
調
整
し
た
り
（
写
真
16
）、

各
鹿
頭
の
顎
紐
を
調
整
し
た
り
（
写
真
17
）、
草
鞋
に
鼻
緒
を
付
け
た
り
と

（
写
真
18
）、
さ
ま
ざ
ま
な
準
備
を
お
こ
な
う
。
ま
た
こ
の
日
、
神
社
の
総
代

会
か
ら
鹿
の
子
へ
小
さ
い
餅
一
一
個
（
踊
り
手
七
名
＋
指
導
者
四
名
分
、
各

一
個
）
を
も
ら
っ
て
お
く
。
こ
れ
は
明
日
総
代
ら
が
祭
礼
の
最
後
に
神
社
で

餅
ま
き
す
る
際
、
鹿
の
子
関
係
者
は
境
内
に
不
在
の
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
人

数
分
の
餅
を
渡
し
て
お
く
の
だ
と
い
う
。

　

一
一
月
三
日
、
神
幸
祭
当
日
。
早
朝
四
時
三
〇
分
、
立
間
公
民
館
に
鹿
の

子
関
係
者
が
集
合
し
、
鹿
の
衣
裳
の
着
付
け
を
お
こ
な
う
（
写
真
19
）。
太

鼓
を
付
け
て
、
鹿
頭
も
被
る
。
指
導
者
役
も
警
護
も
ス
ー
ツ
姿
で
ト
シ
ヨ
リ

ヅ
エ
を
手
に
取
っ
て
集
ま
る
。

　

五
時
四
五
分
、
公
民
館
を
出
発
。
ま
ず
は
公
民
館
近
く
鹿
の
子
を
昔
か
ら

お
こ
な
っ
て
き
た
郷
蔵
地
区
へ
向
か
う
（
写
真
20
）。
歩
い
て
移
動
の
時
は
、

鹿
は
一
列
に
並
ん
で
、
デ
ン
コ
の
リ
ズ
ム
を
打
ち
な
が
ら
向
か
う
。
鹿
の
演

者
の
家
な
ど
も
こ
の
時
に
巡
る
（
写
真
21
）。「
巡
業
」
と
し
て
い
る
が
、
個

人
の
家
や
商
店
、
公
共
施
設
や
病
院
な
ど
を
廻
る
。
先
に
指
導
者
役
が
訪
ね

写真 14

写真 15

写真 16

写真 17

写真 18

写真 19

写真 20

写真 21

写真 22



第四章　吉田秋祭の現状　第五節　鹿の子

139

て
確
認
し
御
祝
儀
を
集
め
（
写
真
22
）、
あ
と
か
ら
来
る
鹿
た
ち
が
踊
り
を
お
こ
な

う
の
で
あ
る
。
な
お
、
家
な
ど
で
演
じ
る
時
の
踊
り
で
は
、
親
鹿
先
頭
で
牝
鹿
の
両

脇
に
子
鹿
と
い
っ
た
本
来
の
配
置
で
な
く
、
交
替
で
並
び
方
を
変
え
て
中
鹿
や
子
鹿

も
ク
ル
イ
を
演
じ
る
こ
と
が
あ
る
（
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
歌
い
始
め
る
の
は
オ
ン
ド

ダ
シ
の
親
鹿
）。
ま
た
神
社
等
で
の
機
会
（
後
述
の
①
～
⑤
）
以
外
は
、
歌
も
一
～

八
番
す
べ
て
歌
う
正
規
の
踊
り
で
な
く
、
一
番
と
四
番
を
抜
い
た
短
縮
版
で
踊
る
。

　

例
え
ば
平
成
二
七
年
の
場
合
は
、
以
下
の
よ
う
に
巡
業
に
廻
っ
た
（
漢
数
字
は
巡

る
件
（
軒
）
数
、
○
数
字
は
後
述
。）

　
　

午
前
（
警
固
は
長
谷
地
区
か
ら
）
…
立
間
公
民
館
出
発　

→　

郷
蔵
（
四
）　

　
　
　

→　

個
人
宅
（
一
）　

→　

白
井
公
民
館
（
一
）　

→　

中
ノ
谷
公
民
館
（
一
）

　
　
　

→　

八
幡
神
社
①　

→　

医
王
寺
下
（
三
）　

→　

黒
住
教
会
（
一
・
休
憩
）

　
　
　

→　

医
王
寺
下
（
八
）　

→　

水
谷
病
院
（
一
・
休
憩
）　

→　

御
厩
口
（
一
）

　
　
　

→　

鈴
木
病
院
（
二
）　

→　

御
殿
前
②　

→　

個
人
宅
な
ど
（
二
）　

　
　
　

→　

煙
硝
蔵
（
二
・
休
憩
）　

→　

吉
田
病
院
（
一
）

　
　
　

→　

オ
レ
ン
ジ
荘
（
一
）　

→　

本
丁
通
り
（
七
）　

　
　
　

→　

吉
田
町
憩
い
の
家
（
昼
食
・
休
憩
）

　
　

午
後
（
警
固
は
本
村
地
区
か
ら
）
…
安
藤
神
社
（
一
）
→
個
人
宅
（
一
）

　
　
　

→
（
休
憩
）　

→　

桜
橋
③
（
一
）　

→　

本
町
商
店
街
（
八
・
休
憩
）　

　
　
　

→　

個
人
宅
な
ど
（
二
・
休
憩
）　

→　

国
道
五
六
号
線
沿
い
（
三
・
休
憩
）

　
　
　

→　

住
吉
神
社
④　

→　

国
道
五
六
号
線
沿
い
（
二
）

合
計
六
七
件
と
な
る
。
①
は
午
前
七
時
三
〇
分
頃
で
、
立
間
八
幡
神
社
の
宮
出
し
前

の
神
事
が
終
わ
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
と
な
る
。
ま
ず
は
全
員
で
拝
殿
前
に
並
ん
で
参
拝

し
神
職
の
お
祓
い
を
受
け
て
御
神
酒
を
頂
く
（
写
真
24
）。
い
っ
た
ん
社
殿
よ
り
一

段
下
の
山
門
前
ま
で
戻
っ
て
並
び
な
お
し
、
親
鹿
が
ト
ビ
コ
ミ
で
シ
カ
ブ
エ
を
鳴
ら

し
な
が
ら
石
段
を
駆
け
登
っ
て
い
き
（
写
真
25
）、
以
下
の
鹿
が
続
い
て
社
殿
前
で

神
前
に
向
か
っ
て
踊
る
（
写
真
26
）。

写真 23

　
　
　

→　

岩
村
外
科
（
一
・
休
憩
）　

→　

裡
町
通
り
（
五
）

　
　
　

→　

個
人
宅
な
ど
（
三
）
→　

八
幡
神
社
⑤

　

以
上
の
巡
業
は
、
車
で
の
移
動
も
含
む
が
、
使
用
す
る
車
に
も
事
前
に
「
立

間　

鹿
の
子
」
と
書
い
た
紙
や
、
神
社
の
お
札
な
ど
を
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
に

貼
っ
て
い
る（
写
真
23
）。
神
社
も
含
め
て
午
前
中
に
三
八
件
、午
後
二
九
件
で
、

写真 24

写真 25

写真 26
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②
は
午
前
一
〇
時
頃
の
御
殿
前
だ
が
、
そ
ろ
そ
ろ
他

町
の
練
り
物
が
並
び
始
め
て
賑
わ
い
は
じ
め
る
時
間
帯

で
、
国
道
よ
り
東
の
通
り
で
お
こ
な
う
。
ト
ビ
コ
ミ
は

お
こ
な
う
が
、
踊
り
は
国
道
側
に
向
か
ず
、
反
対
側
（
通

り
側
）
に
向
っ
て
踊
る
（
写
真
27
）。
な
お
、
こ
の
後
の

午
後
最
初
と
な
る
安
藤
神
社
で
も
ト
ビ
コ
ミ
は
な
い
が
、

短
縮
版
で
な
い
正
規
の
踊
り
を
踊
っ
て
い
た
。

　

③
は
桜
橋
。
一
三
時
四
〇
分
頃
。
お
練
り
の
最
中
で
、

鹿
の
子
は
神
幸
行
列
全
体
の
順
番
に
合
流
し
て
、
ト
ビ
コ
ミ
を
付
け
て
踊
ら
れ
る
。

桜
橋
の
袂
で
は
仮
設
の
桟
敷
席
が
付
き
、
大
勢
の
観
客
で
賑
わ
い
、
ア
ナ
ウ
ン
ス
等

も
入
っ
て
、
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
場
所
と
な
る
（
写
真
28
）。

　

④
は
一
五
時
一
五
分
頃
で
御
旅
所
と
な
る
住
吉
神
社
。
神
輿
な
ど
も
ま
だ
来
て
な

い
が
、
鹿
の
子
だ
け
で
踊
る
（
写
真
29
）。
こ
こ
も
ト
ビ
コ
ミ
を
入
れ
る
。

写真 27

写真 28

写真 29

写真 30

写真 31

写真 32

写真 33

写真 34

写真 35

　

⑤
は
一
七
時
二
〇
分
頃
、再
び
還
っ
て
来
た
八
幡
神
社
。
ト
ビ
コ
ミ
は
し
な
い
が
、

本
年
最
後
の
踊
り
を
社
殿
前
の
境
内
で
踊
っ
て
（
写
真
30
）、
全
員
で
参
拝
し
（
写

真
31
）、
終
了
と
な
る
。

　

こ
の
あ
と
、
立
間
公
民
館
に
帰
っ
て
後
片
付
け
（
写
真
32
）、
鹿
頭
な
ど
は
コ
ロ

モ
な
ど
外
さ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
倉
庫
に
吊
る
し
て
お
く
（
写
真
33
）。
ひ
と
通
り
片

付
け
も
終
わ
る
と
、
そ
の
ま
ま
公
民
館
で
関
係
者
一
同
で
慰
労
会
が
お
こ
な
わ
れ
る

（
写
真
34
）。

　

な
お
、
鹿
の
腰
に
付
い
て
い
た
ゴ
ヘ
イ
は
、
家
に
持
ち
帰
り
玄
関
な
ど
に
飾
る
と

縁
起
物
と
な
る
と
い
う
（
写
真
35
）。
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第
六
節
　
牛
鬼

　

牛
鬼
は
元
町
、
鶴
間
、
浅
川
の
輪
番
制
で
出
し
て
お
り
、
三
年
に
一
度
、
祭
り
に

参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
三
地
区
は
古
く
か
ら
の
集
落
で
、
江
戸
時
代

初
期
に
伊
達
家
が
入
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
武
家
の
家
中
町
や
本
町
、
魚
棚
、
裡
町

と
い
っ
た
町
人
町
が
形
成
さ
れ
る
前
か
ら
あ
っ
た
地
区
で
あ
る
。
吉
田
の
陣
屋
、
家

中
町
、
町
人
町
の
周
縁
に
あ
た
り
、
八
幡
神
社
の
位
置
す
る
立
間
の
者
が
神
輿
を
担

ぐ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
先
導
役
と
言
う
べ
き
牛
鬼
も
吉
田
藩
、
吉
田
の

「
町
」
成
立
以
前
か
ら
農
業
、
漁
業
で
生
業
を
担
っ
て
き
た
地
区
が
担
う
形
に
な
っ

て
い
る
。
た
だ
し
、
三
地
区
と
も
牛
鬼
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
由
来
伝
承
や
、
な
ぜ

三
地
区
の
輪
番
で
回
す
よ
う
に
な
っ
た
の
か
ま
で
は
伝
承
や
記
録
と
し
て
は
残
っ

て
い
な
い
。

　

牛
鬼
を
担
ぐ
の
は
凡
そ
一
八
歳
以
降
で
、
特
に
年
齢
に
決
ま
り
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
引
退
年
齢
も
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
若
い
担
ぎ
手
の
人
数
が
揃
っ

た
り
、
自
分
の
息
子
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
り
す
る
と
引
退
す
る
こ
と
も
あ
る

が
、
親
子
で
参
加
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

吉
田
秋
祭
の
牛
鬼
の
形
態
と
し
て
は
ド
ン
ガ
ラ
と
呼
ば
れ
る
胴
体
が
全
長
五
ｍ

強
で
、
マ
ダ
ケ
（
真
竹
）
や
ナ
エ
ダ
ケ
（
細
竹
）
を
割
っ
て
牛
の
胴
体
の
よ
う
に
編

ま
れ
て
い
る
。
孟
宗
竹
は
固
く
て
使
え
な
い
と
い
う
。
マ
ダ
ケ
は
割
竹
に
し
て
、
胴

体
の
骨
組
と
な
り
、
ナ
エ
ダ
ケ
は
細
い
の
で
そ
れ
を
束
ね
て
胴
体
の
外
枠
と
し
て

使
っ
て
い
る
。
こ
の
竹
組
の
中
に
横
三
本
の
梁
（
横
木
）
が
入
っ
て
い
る
。
胴
体
の

製
作
方
法
は
、
空
き
地
の
地
面
に
ひ
ょ
う
た
ん
形
に
へ
り
の
形
を
描
く
。
描
い
た
線

の
上
に
数
本
の
杭
を
打
つ
。
そ
の
杭
の
内
側
に
竹
を
か
ま
し
、
胴
体
の
下
部
の
へ
り

を
完
成
さ
せ
る
。
へ
り
に
は
縄
を
巻
い
て
、
肩
で
担
ぎ
や
す
い
よ
う
に
す
る
。
そ
の

上
で
竹
を
四
つ
割
り
に
し
た
も
の
を
交
差
さ
せ
な
が
ら
牛
の
胴
体
の
よ
う
に
立
体
的

に
成
形
し
て
い
く
。
縛
る
の
は
以
前
は
藁
縄
だ
っ
た
が
、
現
在
は
ビ
ニ
ー
ル
紐
を
用

い
て
い
る
。
な
お
、
牛
鬼
の
胴
体
の
外
枠
は
針
金
と
ロ
ー
プ
で
締
め
る
。
首
を
出
し

入
れ
す
る
前
方
部
分
を
「
首
輪
」
と
呼
び
、
こ
の
部
分
は
マ
ダ
ケ
で
直
径
一
二
〇
㎝

の
円
形
を
作
り
、
そ
れ
を
下
一
本
、
両
脇
一
本
ず
つ
の
計
三
本
の
カ
シ
ノ
キ
で
補
強

し
、
そ
れ
を
藁
縄
で
巻
く
。
平
成
二
七
年
の
場
合
、
鶴
間
で
の
牛
鬼
の
胴
体
の
製
作

は
祭
り
一
カ
月
前
の
一
〇
月
四
日
に
行
っ
た
。
午
前
八
時
に
開
始
し
午
後
三
時
に
は

胴
体
の
成
形
が
終
了
し
た
。

　

平
成
二
七
年
に
牛
鬼
の
組
立
を
実
見
し
た
際
に
計
測
し
た
寸
法
は
全
長
五
四
〇

㎝
、
全
幅
二
四
〇
㎝
、
高
さ
三
〇
三
㎝
（
車
輪
付
き
の
高
さ
。
車
輪
を
除
い
た
本
体

は
二
一
九
㎝
）
で
あ
っ
た
。
胴
体
の
寿
命
は
二
年
程
度
で
虫
が
食
う
と
使
用
で
き
な

く
な
り
、
新
し
い
胴
体
を
造
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
区
に
よ
る
が
毎
年
新
調
す

る
の
が
基
本
で
あ
る
。
平
成
二
七
年
に
は
、
牛
鬼
の
胴
体
の
製
作
、
組
立
て
は
旧
農

協
出
荷
場
で
行
っ
た
。
毎
年
、
胴
体
を
新
調
し
て
い
る
の
で
、
生
竹
で
あ
っ
て
、
重

量
は
他
地
域
の
牛
鬼
（
数
年
に
一
度
の
新
調
。
水
分
が
と
ん
で
軽
く
な
る
）
よ
り
も

重
い
。
平
成
二
七
年
の
鶴
間
の
場
合
、
牛
鬼
の
胴
体
製
作
に
は
二
三
名
が
参
加
し
、

祭
り
当
日
の
牛
鬼
の
担
ぎ
手
と
し
て
の
参
加
者
が
三
二
名
、「
牛
鬼
総
代
」
と
呼
ば

れ
る
役
員
（
責
任
者
）
が
八
名
で
あ
っ
た
。
地
元
の
住
民
の
み
で
あ
り
、
外
部
か
ら

担
ぎ
手
を
依
頼
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

　

棕し
ゅ
ろ櫚
の
毛
を
漁
網
に
少
し
ず
つ
全
体
面
に
縛
り
、
そ
れ
を
胴
体
に
覆
い
被
せ
る
。

棕
櫚
は
事
前
に
宇
和
島
市
内
の
棕
櫚
の
群
生
場
所
に
採
り
に
行
っ
て
い
る
。
牛
鬼
は

実
際
に
は
一
三
か
ら
一
五
人
で
担
ぐ
。
担
ぐ
者
は
中
に
入
る
。
体
を
外
に
出
し
て
肩

で
担
ぐ
形
で
は
な
い
。
宇
和
島
市
内
で
は
体
を
外
に
出
し
て
肩
で
担
ぐ
形
式
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
が
、
﹃
吉
田
祭
礼
絵
巻
﹄
、
﹃
宇
和
津
彦
神
社
祭
礼
絵
巻
﹄
を
見

る
と
担
ぎ
手
は
中
に
入
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
古
い
担
ぎ
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
担
ぎ
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手
が
外
に
出
て
担
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
初
期
も
し
く
は
戦
後
か
ら
と
い
わ

れ
、
戦
後
か
ら
出
す
よ
う
に
な
っ
た
新
し
い
地
区
で
は
基
本
、
外
に
出
て
担
ぐ
。
吉

田
秋
祭
の
牛
鬼
は
担
ぎ
方
も
江
戸
時
代
か
ら
の
形
式
を
維
持
・
継
承
し
て
い
る
と
い

え
る
。
な
お
、全
く
曳
く
形
式
、要
素
は
全
く
な
い
。
し
か
し
昭
和
五
六
年（
一
九
八
一

年
）
頃
に
車
を
付
け
て
、
運
行
が
し
や
す
く
な
っ
た
。
鶴
間
で
は
現
在
の
車
輪
は
平

成
六
年
に
地
元
の
鉄
工
所
で
製
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
担
ぎ
手
が
減
少
し
た
こ
と
が

要
因
で
あ
っ
た
が
、
車
輪
を
付
け
た
こ
と
で
運
行
が
楽
に
な
っ
た
。
た
だ
し
観
客
が

多
く
集
ま
る
桜
橋
付
近
で
の
走
り
込
み
で
は
車
輪
を
外
し
て
、
勇
ま
し
く
担
い
で
い

る
。

　

な
お
、
胴
体
の
覆
い
は
宇
和
島
地
方
で
は
棕
櫚
で
は
な
く
、
赤
い
布
で
胴
体
を
覆

う
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
吉
田
で
は
江
戸
時
代
後
期
の
「
吉
田
祭
礼
絵
巻
」
を
見
て
も

棕
櫚
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
胴
体
を
棕
櫚
で
覆
う
の
は
吉
田
だ
け
で
は
な

く
、
八
幡
浜
市
保
内
町
赤
網
代
、
同
市
川
名
津
、
西
予
市
明
浜
町
高
山
、
同
町
狩
浜
、

同
町
俵
津
な
ど
数
は
多
い
。
狩
浜
で
聞
い
た
話
で
は
、
か
つ
て
は
裕
福
な
地
区
は
赤

い
布
を
、
金
銭
的
余
裕
が
な
い
地
区
は
棕
櫚
の
毛
を
用
い
て
い
た
と
い
う
が
、
地
区

の
経
済
的
状
況
を
鑑
み
て
も
必
ず
し
も
そ
れ
が
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
山
間

部
で
棕
櫚
が
手
に
入
り
に
く
い
場
所
（
例
え
ば
久
万
高
原
町
菅
生
）
で
は
か
つ
て
は

杉
葉
を
用
い
て
い
た
と
い
う
話
も
あ
る
。

　

首
は
全
長
二
ｍ
あ
り
、
丸
太
で
作
ら
れ
て
い
る
。
材
は
ヒ
ノ
キ
が
良
い
と
い
う
者

も
い
れ
ば
カ
シ
が
良
い
と
い
う
者
も
い
る
。
重
い
頭
（
カ
シ
ラ
）
を
先
端
に
装
着
し
、

首
を
出
し
た
り
振
っ
た
り
す
る
た
め
、
堅
い
材
が
用
い
ら
れ
る
。
胴
体
の
中
で
力
の

強
い
者
が
「
頭
使
い
」
と
し
て
首
の
根
元
を
操
る
。
首
の
根
元
は
胴
体
と
綱
で
た
る

み
を
持
た
せ
て
繋
が
れ
て
お
り
、
一
定
以
上
に
首
が
反
っ
た
り
、
落
ち
た
り
し
な
い

よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
首
の
先
の
頭
（
カ
シ
ラ
）
に
は
左
右
約
五
〇
㎝
の
角
、

耳
が
付
け
ら
れ
、
そ
し
て
額

ひ
た
い
に
は
タ
チ
ウ
ケ
と
呼
ば
れ
る
前
立
物
が
つ
い
て
い
る
。

　

牛
鬼
の
口
は
大
き
く
開
い
て
お
り
、
舌
を
む
き
出
し
に
し
て
い
る
。
ま
た
胴
体
の

後
部
に
は
ケ
ン
と
か
オ
バ
チ
と
呼
ば
れ
る
木
製
の
尻
尾
が
付
け
ら
れ
、
こ
れ
は
剣

（
ケ
ン
）
を
象
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
、
鋭
く
尖
っ
て
い
る
。
ケ
ン
の
先
端
近
く
に
は

穴
が
開
け
ら
れ
、
そ
こ
に
ロ
ー
プ
を
通
す
。
ケ
ン
が
振
れ
た
り
暴
れ
た
り
す
る
と
危

険
な
の
で
「
ケ
ン
持
ち
」
と
い
う
役
が
一
人
付
き
、
ロ
ー
プ
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
ケ
ン
に
は
白
幣
、
御
祝
儀
（
オ
ハ
ナ
）
を
頂
い
た
方
の
名
前
を
書
い
た
紙
、

ま
た
酒
樽
を
吊
る
し
て
い
る
。
ケ
ン
の
寸
法
は
全
長
二
九
七
㎝
、幅
一
五
㎝
で
あ
る
。

　

吉
田
で
は
か
つ
て
は
地
区
内
を
回
る
際
に
、
付
き
合
い
の
悪
い
家
や
祝
儀
の
少
な

い
家
に
は
、
尻
尾
（
ケ
ン
）
を
玄
関
へ
突
っ
込
ん
だ
り
、
家
の
窓
ガ
ラ
ス
を
割
っ
た

り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
家
々
の
前
に
は
破
壊
防
止
の
た
め
に
杭
を
打
っ
て
い
た
り

し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
牛
鬼
は
道
中
で
暴
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
特
に
吉

田
の
牛
鬼
は「
暴
れ
牛
鬼
」と
し
て
有
名
で
あ
り
、『
碧
梧
桐
全
句
集
』（
一
九
九
二
年
・

蝸
牛
社
）
に
よ
る
と
、
俳
人
の
河
東
碧
梧
桐
が
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
年
）
に
吉
田

秋
祭
を
見
学
し
た
際
に
「
祭
酒
牛
鬼
が
人
の
な
だ
れ
を
尾
を
角
を
」
と
詠
ん
だ
り
も

し
て
い
る
。
牛
鬼
が
暴
れ
て
も
家
が
壊
れ
な
い
よ
う
に
祭
り
の
観
客
が
最
も
多
く
、

御
殿
前
や
商
店
が
並
ぶ
東
小
路
や
桜
橋
元
、
浜
通
り
の
家
々
で
は
、
丸
太
で
柵
を
組

み
、
竹
矢
来
で
家
が
壊
さ
れ
な
い
よ
う
防
御
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
り
、
牛
鬼
が

暴
れ
回
っ
た
た
め
に
、
桜
橋
か
ら
人
が
川
に
落
ち
て
し
ま
う
こ
と
も
た
び
た
び
あ
っ

た
と
い
う
。
暴
れ
方
も
前
に
進
む
か
と
思
え
ば
後
ろ
に
来
た
り
、
い
き
な
り
横
ざ
ま

に
押
し
寄
せ
る
か
と
み
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
に
旋
回
し
た
り
、
長
い
首
を
う
ち
振
っ
て

尻
尾
の
ケ
ン
も
振
り
回
す
の
で
、
危
険
だ
っ
た
。
観
客
も
こ
れ
に
慣
れ
て
い
て
、
牛

鬼
を
「
て
が
い
」（
は
や
し
た
て
て
、
兆
発
す
る
こ
と
の
方
言
）
な
が
ら
逃
げ
回
る

の
が
面
白
く
、
牛
鬼
の
頭
（
カ
シ
ラ
）
の
耳
や
角
、
舌
を
ひ
き
ち
ぎ
ろ
う
と
し
た
り

す
る
者
も
い
て
、
喧
嘩
も
絶
え
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
牛
鬼
は
祭
が
終
わ
る
頃
に

は
原
形
を
と
ど
め
な
い
ほ
ど
破
損
し
、
毎
年
、
修
理
を
重
ね
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
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昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
年
）
頃
に
は
駐
在
所
に
も
首
を
突
っ
込
ん
で
騒
ぎ
と
な
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
徐
々
に
取
り
締
ま
り
や
自
粛
の
傾
向
が
強
く
な
っ
た
。
近
年
で
は

危
険
防
止
の
た
め
、
自
粛
状
態
に
あ
り
、
桜
橋
元
で
の
走
り
込
み
の
勇
壮
さ
を
見
せ

る
の
が
一
番
の
見
所
に
な
っ
て
い
る
。

　

牛
鬼
は
頭
（
カ
シ
ラ
）
と
首
と
胴
体
と
尻
尾
の
四
つ
に
部
分
で
構
成
さ
れ
、
頭
は

角
（
ツ
ノ
）、
耳
（
ミ
ミ
）、
ア
ゴ
、
ベ
ロ
、
ヒ
ゲ
、
太
刀
受
け
（
タ
チ
ウ
ケ
）
で
構

成
さ
れ
て
い
る
。
吉
田
町
内
に
専
業
で
は
な
い
が
製
作
者
が
住
ん
で
お
り
、
そ
の
製

作
方
法
を
紹
介
し
て
お
く
。

　

牛
鬼
は
耳
と
角
が
牛
で
、
顔
が
鬼
の
形
相
を
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
頭
は

粘
土
で
成
形
し
た
型
の
上
に
、
南
予
地
方
独
特
の
和
紙
で
西
予
市
野
村
町
や
鬼
北
町

で
生
産
さ
れ
て
い
る
「
泉せ

ん
か
し

貨
紙
」
を
重
ね
て
貼
っ
て
形
を
作
っ
て
い
く
。
泉
貨
紙
は

戦
国
時
代
末
期
、
野
村
（
現
西
予
市
）
で
活
躍
し
た
武
士
・
兵
頭
太
郎
右
衛
門
が
発

明
し
た
と
伝
承
さ
れ
、
コ
ウ
ゾ
を
原
料
と
し
て
作
ら
れ
る
。
二
枚
の
紙
を
一
枚
に
す

る
製
法
が
特
徴
で
あ
り
、
厚
み
が
あ
っ
て
強
靭
な
紙
と
し
て
知
ら
れ
る
。
祭
り
で
暴

れ
回
る
牛
鬼
を
製
作
す
る
に
は
丈
夫
な
泉
貨
紙
が
適
し
て
い
る
と
い
う
。

　

粘
土
で
牛
鬼
の
頭
（
顔
）
の
形
を
成
形
し
て
泉
貨
紙
を
貼
る
と
き
に
は
現
在
は
市

販
の
糊
を
使
用
し
て
い
る
が
、か
つ
て
は
膠

に
か
わ

を
用
い
て
い
た
。貼
り
方
は「
一
閑
張
り
」

と
い
わ
れ
、貼
っ
た
あ
と
に
天
日
乾
燥
さ
せ
る
。乾
い
た
後
に
さ
ら
に
泉
貨
紙
を
貼
っ

て
い
く
。
こ
れ
を
何
回
も
繰
り
返
し
て
い
く
こ
と
で
、頭
の
形
状
が
完
成
し
て
い
く
。

頭
に
は
胡ご

ふ
ん粉
に
膠
に
か
わ
を
溶
い
た
も
の
を
混
ぜ
て
杓
で
頭
に
か
け
た
。
そ
し
て
紙
ヤ
ス
リ

で
研
磨
す
る
と
表
面
が
滑
ら
か
に
な
り
、
つ
や
が
で
た
。
古
く
は
砥と

の
こ粉
を
用
い
て
つ

や
を
出
し
て
い
た
。
仕
上
げ
は
市
販
の
ニ
ス
を
塗
っ
て
完
成
さ
せ
る
が
、明
治
時
代
、

大
正
時
代
に
は
漆
を
塗
っ
て
い
た
。
乾
燥
、
貼
り
重
ね
を
繰
り
返
す
こ
と
か
ら
製
作

に
は
短
く
て
一
ヵ
月
、
長
く
て
二
、三
ヵ
月
は
か
か
る
と
い
う
。

　

頭
（
カ
シ
ラ
）
の
寸
法
は
、
全
幅
一
三
二
㎝
（
耳
五
二
㎝
、
本
体
五
七
㎝
）、
奥

行
五
五
㎝
、
全
高
一
〇
八
㎝
（
角
高
七
七
㎝
、
本
体
高
三
二
㎝
）
で
あ
る
。

　

頭
（
顔
）
の
色
は
、
南
予
地
方
、
特
に
宇
和
島
地
方
で
は
緑
色
か
赤
色
が
多
い
が
、

吉
田
で
は
茶
色
が
基
本
で
あ
る
。
明
治
時
代
以
降
に
化
学
塗
料
が
普
及
す
る
ま
で
は

赤
、
緑
は
牛
鬼
に
は
用
い
な
か
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。
墨
に
ト
ボ
シ
油
（
灯
油
・
菜

種
油
）
を
混
ぜ
た
も
の
で
着
色
し
た
の
で
、
表
面
の
色
は
真
っ
黒
に
な
る
が
、
こ
れ

に
赤
を
混
ぜ
て
茶
色
を
作
っ
て
い
る
。口
に
は
ベ
ン
ガ
ラ
を
塗
っ
て
赤
く
着
色
す
る
。

現
在
は
新
調
す
る
よ
り
、
修
理
が
多
い
。
鶴
間
で
は
修
理
を
手
掛
け
る
者
が
い
て
、

吉
田
町
以
外
に
外
注
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
無
い
。

　

角
や
耳
は
木
に
和
紙
を
巻
い
て
貼
っ
て
い
る
。こ
れ
ら
は
根
元
を
頭
に
突
き
刺
し
、

目
釘
で
固
定
し
、
さ
ら
に
針
金
で
両
耳
、
両
角
を
縛
っ
て
、
運
行
で
動
い
た
り
暴
れ

た
り
し
て
も
ず
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
角
や
耳
の
材
は
ヒ
ノ
キ
を
使
う
が
、
か

つ
て
は
桐き

り

を
使
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
ヒ
ノ
キ
が
入
手
し
や
す
い
の
と
、
丈
夫
で
あ
る

の
が
理
由
で
あ
る
。
秋
祭
で
各
地
を
練
る
と
き
に
は
角
に
八
幡
神
社
の
神
札
と
榊
を

付
け
る
。
太
刀
受
け
（
タ
チ
ウ
ケ
）
は
頭
の
額
部
に
取
り
付
け
る
木
製
の
も
の
で
、

一
種
の
前
立
で
あ
る
。
形
状
は
円
形
で
あ
る
が
、
金
色
の
三
日
月
状
の
模
様
を
あ
し

ら
っ
て
お
り
、
南
予
地
方
、
特
に
宇
和
島
市
域
の
他
の
牛
鬼
は
形
状
自
体
が
三
日
月

状
で
あ
る
。
こ
の
前
立
は
、
月
輪
と
言
わ
れ
る
地
域
も
あ
る
が
、
牛
鬼
が
太
刀
で
襲

わ
れ
た
場
合
に
こ
れ
で
受
け
る
た
め
、
タ
チ
ウ
ケ
と
呼
ば
れ
る
と
い
う
。
南
予
地
方

周
縁
部
に
は
三
日
月
状
で
は
な
く
、
日
輪
状
の
も
の
も
多
い
の
で
太
刀
受
け
説
が
本

来
の
意
味
合
い
な
の
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
藩
主
が
伊
達
家
の
宇
和
島
藩
、
吉

田
藩
で
あ
る
こ
と
か
ら
伊
達
政
宗
の
兜
の
前
立
に
影
響
さ
れ
た
と
い
う
俗
説
も
あ
る

が
、
信
ぴ
ょ
う
性
は
低
い
と
思
わ
れ
る
。
も
と
も
と
は
神
社
、
神
事
の
道
具
で
あ
る

雲
形
台
と
神
鏡
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
牛
鬼
が
、
御
神
体
を
載
せ

た
神
輿
の
先
駆
で
あ
り
、
神
の
前
に
位
置
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
鏡
と
そ
れ
を
支
え
る
雲
形
台
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
南
予
地
方
で
は
、
愛
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南
町
岩
水
の
牛
鬼
を
見
る
と
、
ま
さ
に
神
鏡
、
雲
形
台
の
形
を
し
て
い
る
。
そ
の
他

に
も
西
予
市
野
村
町
惣
川
、
高
知
県
沖
の
島
の
母
島
な
ど
が
こ
の
形
で
あ
る
。
牛
鬼

の
分
布
の
周
縁
部
に
こ
の
形
が
見
ら
れ
、
分
布
の
中
央
部
の
宇
和
島
に
三
日
月
の
月

輪
が
見
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
月
輪
は
発
展
系
、
も
し
く
は
簡
略
化
さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
吉
田
は
一
見
、
三
日
月
の
月
輪
で
は
あ
る
が
丸
い
板
に
月
輪
を
表
現
し
て

お
り
、
類
例
は
鬼
北
町
清
水
に
も
あ
る
。

　

な
お
、
先
に
挙
げ
た
伊
達
政
宗
由
来
説
で
あ
る
が
、
牛
鬼
の
出
現
は
江
戸
時
代
中

期
以
降
で
あ
り
、
史
料
上
で
確
認
で
き
る
の
は
天
明
、
寛
政
年
間
以
降
で
あ
る
。
伊

達
政
宗
の
長
子
で
宇
和
島
藩
初
代
藩
主
の
秀
宗
の
入
部
か
ら
は
一
五
〇
年
以
上
が
過

ぎ
て
い
る
。
祭
礼
自
体
の
伝
承
も
伊
達
家
が
何
ら
か
関
わ
っ
た
と
話
は
聞
く
こ
と
は

で
き
な
い
。
東
北
仙
台
か
ら
伝
播
し
た
こ
と
が
確
実
な
鹿
踊
に
関
し
て
も
伊
達
家
と

の
直
接
的
な
つ
な
が
り
の
あ
る
地
域
伝
承
は
確
認
で
き
な
い
。
宇
和
島
や
吉
田
の
祭

礼
の
人
形
屋
台
も
様
々
な
趣
向
を
凝
ら
し
て
、
物
語
等
を
表
現
し
て
人
形
や
彫
刻
や

立
体
刺
繍
幕
を
飾
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
藩
主
で
あ
る
伊
達
家
に
関
す
る
物
語
は
表

現
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。
前
立
の
太
刀
受
け
（
タ
チ
ウ
ケ
）
が
伊
達
政
宗
の
甲
冑

に
由
来
し
て
、
月
輪
型
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
解
釈
は
古
老
か
ら
も
聞
く
こ
と
が
で

き
ず
、
伝
承
レ
ベ
ル
で
も
信
ぴ
ょ
う
性
が
高
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
牛
鬼
の
起

源
が
加
藤
清
正
が
朝
鮮
出
兵
の
折
に
用
い
た
の
が
は
じ
ま
り
だ
と
す
る
説
が
あ
り
、

加
藤
清
正
の
兜
の
前
立
に
用
い
ら
れ
た
三
日
月
か
ら
き
て
い
る
と
の
話
も
あ
る
が
こ

れ
は
第
六
章
で
も
紹
介
す
る
よ
う
に
史
実
で
は
な
く
、
俗
説
の
域
を
出
な
い
。

　

さ
て
、
牛
鬼
の
頭
（
カ
シ
ラ
）
に
は
必
ず
ヒ
ゲ
を
付
け
て
い
る
。
こ
れ
は
吉
田
で

は
棕
櫚
の
毛
を
用
い
て
い
る
。
宇
和
島
市
内
の
他
の
牛
鬼
で
は
ヒ
ゲ
は
馬
の
尻
尾
の

毛
を
用
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

　

宇
和
島
地
方
の
牛
鬼
は
ブ
ー
ヤ
レ
と
い
っ
て
子
ど
も
達
が
牛
鬼
の
周
囲
を
歩
き
な

が
ら
、竹
筒
に
穴
を
開
け
た
竹
製
の
法
螺
貝（
ブ
ー
ヤ
レ
）を「
ブ
ウ
ォ
ー
、ブ
ウ
ォ
ー
」

と
鳴
ら
し
な
が
ら
進
む
が
、
吉
田
秋
祭
に
は
ブ
ー
ヤ
レ
は
無
く
、
子
ど
も
の
参
加
は

基
本
的
に
は
無
い
。
担
ぎ
手
は
牛
鬼
の
中
に
一
三
名
が
入
り
、
外
側
に
約
一
〇
人
が

付
き
添
っ
て
、
牛
鬼
の
進
行
を
調
整
す
る
。

　

以
下
、
平
成
二
七
年
の
牛
鬼
の
運
行
時
間
、
ル
ー
ト
を
紹
介
し
て
お
く
。

六
時
四
〇
分
、
旧
鶴
間
集
荷
場
に
て
準
備
（
三
〇
名
）。
子
供
牛
鬼
は
鶴
間
地
区
の

み
ま
わ
る
。
頭
と
ケ
ン
に
御
札
を
テ
ー
プ
で
貼
る
。
ケ
ン
に
酒
樽
二
個
、
総
代
名
・

牛
鬼
製
作
者
・
担
ぎ
手
を
記
し
た
布
を
つ
け
る
。
吉
田
町
牛
鬼
ト
レ
ー
ナ
ー
を
着

用
。
七
時
二
〇
分
、
集
荷
場
出
発
、
笛
は
二
人
が
、
ピ
ッ
ピ
、
ピ
ッ
ピ
と
音
を
鳴
ら

し
な
が
ら
台
車
に
乗
せ
た
牛
鬼
を
押
し
て
い
く
。
中
は
四
人
。「
せ
ー
の
、
よ
ー
い
」

で
家
に
向
か
っ
て
牛
鬼
の
首
を
の
ば
し
、
頭
を
左
右
に
揺
ら
す
（
頭
入
れ
）。
先
頭

は
竹
竿
に
牛
鬼
の
幟
を
も
つ
。
鶴
間
地
区
を
四
件
ま
わ
り
、
Ｊ
Ａ
え
ひ
め
南
吉
田
支

所
に
向
か
う
。
頭
入
れ
は
前
日
な
い
し
当
日
に
御
祝
儀
を
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
で
、
頭

入
れ
後
、
御
札
を
渡
す
。
七
時
四
五
分
、
Ｊ
Ａ
到
着
。
七
時
五
五
分
、
Ｊ
Ａ
出
発
。

長
栄
橋
を
わ
た
り
、
国
道
沿
い
を
南
へ
下
り
、
漁
協
ま
で
行
き
国
道
に
で
る
。
八
時

一
〇
分
、
八
件
頭
入
れ
。
八
時
二
五
分
、
国
道
を
南
に
下
り
、
横
足
代
集
会
所
を
左

に
折
れ
、
御
船
手
集
会
所
等
一
三
件
頭
入
れ
。
八
時
四
〇
分
、
吉
田
駅
に
て
休
憩
。

八
時
四
五
分
、
吉
田
駅
か
ら
赤
坂
石
油
ま
で
下
り
、
折
り
返
し
御
船
手
か
ら
左
に
曲

が
り
、
毛
利
燃
料
店
を
す
ぎ
柳
橋
ま
で
三
五
件
頭
入
れ
。
右
折
し
、
姫
宮
神
社
方
面

へ
向
か
い
折
り
返
し
戻
る
。
御
弓
丁
通
り
に
入
り
、
吉
田
病
院
～
吉
田
高
校
を
右
折

し
、
十
四
件
頭
入
れ
。
九
時
二
〇
分
、
中
番
新
橋
を
渡
り
、
佐
川
印
刷
前
を
通
過
、

医
王
寺
下
を
通
り
、
二
〇
件
ま
わ
る
。
九
時
三
五
分
、
神
輿
と
出
会
っ
た
た
め
休
憩
。

九
時
四
七
分
、
立
間
八
幡
神
社
の
上
り
階
段
前
で
露
払
い
を
し
、
そ
の
ま
ま
北
へ
向

か
い
宇
和
青
果
へ
。
一
〇
時
五
分
、
愛
工
房
へ
行
き
、
そ
の
道
中
で
一
五
件
頭
入
れ
。

一
〇
時
二
五
分
、
裁
着
袴
と
足
袋
に
着
替
え
て
休
憩
。
一
〇
時
四
〇
分
、
立
間
の
踏

切
を
渡
り
、
国
道
か
ら
喜
佐
方
隧
道
へ
向
か
い
、
国
道
三
七
八
号
線
に
入
る
。
一
〇



第四章　吉田秋祭の現状　第六節　牛鬼

145

時
五
五
分
、
集
合
地
点
立
花
石
油
に
到
着
、
道
中
で
十
四
件
ま
わ
る
。
一
一
時
五

分
、
鈴
木
外
科
を
右
折
し
、
本
丁
通
り
に
で
る
。
吉
田
病
院
で
休
憩
。
一
一
時
二
五

分
、
し
ん
ば
し
を
通
過
し
、
左
折
し
露
払
い
し
た
後
、
Ｕ
タ
ー
ン
。
愛
媛
銀
行
前
を

通
過
、
道
中
で
三
〇
件
頭
入
れ
。
一
一
時
三
〇
分
、
上
甲
醤
油
を
右
折
し
、
公
民
館

前
で
待
機
。
正
午
、
小
僧
寿
し
前
の
展
示
場
所
に
設
置
後
、
昼
休
憩
。
道
中
で
四
件

頭
入
れ
。
一
三
時
〇
〇
分
、
本
丁
通
り
を
ゆ
っ
く
り
進
行
。
頭
の
口
を
開
き
、
観
覧

し
て
い
る
子
供
を
か
む（
四
～
五
人
程
度
）。
一
三
時
三
〇
分
、愛
媛
銀
行
を
右
折
し
、

桜
丁
通
り
入
口
で
待
機
。
一
三
時
四
五
分
、桜
橋
手
前
桟
敷
席
左
右
に
露
払
い
を
し
、

一
度
バ
ッ
ク
す
る
。
勢
い
を
つ
け
て
再
度
桟
敷
席
へ
右
回
り
（
二
回
）
再
度
バ
ッ
ク

し
、
右
に
一
回
ま
わ
り
、
桜
橋
通
過
。（
元
町
・
浅
川
は
、
台
車
か
ら
牛
鬼
を
お
ろ
し
、

暴
れ
る
）
一
四
時
一
〇
分
、
オ
カ
ケ
ヤ
前
で
休
憩
。
一
四
時
三
〇
分
、
神
輿
が
前
方

で
休
憩
し
て
い
た
た
め
、
追
い
越
し
不
可
で
あ
る
た
め
、
順
路
変
更
し
、
西
に
下
り
、

魚
棚
橋
を
通
る
。
道
中
一
四
件
頭
入
れ
。
吉
田
駅
前
通
り
を
右
折
し
、国
道
に
出
る
。

十
四
時
三
五
分
、
長
栄
橋
を
渡
り
吉
田
小
学
校
裏
側
を
通
過
。
一
四
時
四
三
分
、
犬

日
大
橋
を
渡
る
。
一
四
時
五
〇
分
、
解
体
場
に
到
着
。
解
体
は
じ
め
る
。
頭
・
棕
櫚
・

ケ
ン
・
骨
組
み
丸
太
・
首
輪
・
ほ
ら
貝
・
飾
り
付
け
の
酒
樽
・
台
車
は
来
年
担
当
の

浅
川
地
区
に
持
ち
回
り
、
竹
枠
は
解
体
処
分
。
一
五
時
三
〇
分
、
解
体
作
業
終
了
、

解
散
。

　

な
お
、
平
成
二
八
年
の
浅
川
地
区
は
船
を
利
用
し
た
運
行
、
船
渡
御
を
行
っ
て
お

り
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
紹
介
を
し
て
お
く
。

　

六
時
一
五
分
、浅
川
集
会
所
集
合
。
六
時
二
五
分
、出
発
式
。
参
加
者
全
員
（
五
〇

人
程
度
）で
御
神
酒
を
飲
む
。担
ぎ
手
は
中
に
一
五
人
、ま
わ
り
一
〇
人
程
度
の
配
置
。

六
時
三
五
分
、
出
発
。
先
導
は
ほ
ら
貝
を
吹
く
。
六
時
四
五
分
、
港
へ
移
動
。
道
中
、

金
毘
羅
様
→
個
人
宅
四
件
（
地
区
役
員
）
→
龍
前
神
社
を
頭
入
れ
。
六
時
五
二
分
、

港
に
て
二
艘
の
船
を
も
や
い
結
び
で
繋
ぎ
、
牛
鬼
を
乗
せ
た
後
、
挨
拶
。
六
時
五
四

分
、出
発
、浅
川
の
沖
で
船
に
乗
せ
た
ま
ま
、一
回
廻
る
時
、浅
川
に
向
け
て
頭
入
れ
。

牛
川
地
区
、
立
目
地
区
へ
頭
入
れ
。
六
時
五
四
分
、
浅
川
の
沖
で
船
に
乗
せ
た
ま
ま
、

一
回
廻
る
時
、
浅
川
に
向
け
て
頭
入
れ
。
牛
川
地
区
、
立
目
地
区
へ
頭
入
れ
。
七
時

一
六
分
、浅
川
沖
よ
り
頭
入
れ
。
七
時
二
八
分
、鶴
間
地
区
へ
頭
入
れ
。
七
時
三
三
分
、

知
永
地
区
へ
頭
入
れ
。
七
時
三
五
分
、
君
ヶ
浦
地
区
へ
頭
入
れ
。
七
時
四
〇
分
、
吉

田
漁
港
に
て
下
船
、
牛
鬼
を
台
車
に
ロ
ー
プ
で
固
定
。
七
時
四
六
分
、
吉
田
漁
協
へ

頭
入
れ
、
以
後
平
成
二
七
年
と
ほ
ぼ
同
様
の
ル
ー
ト
で
運
行
。
一
四
時
五
五
分
、
吉

田
漁
港
に
て
乗
船
。
一
五
時
、
出
発
。
一
五
時
一
○
分
、
浅
川
へ
向
か
う
途
中
、
湾

の
中
で
四
周
廻
し
、
三
周
目
に
金
毘
羅
様
、
四
周
目
に
龍
前
神
社
へ
頭
入
れ
し
、
そ

の
後
浅
川
の
港
に
進
み
な
が
ら
最
後
の
頭
入
れ
を
行
う
。
一
五
時
一
一
分
、
港
の
到

着
前
に
浅
川
に
向
け
て
挨
拶
。
港
に
て
牛
鬼
解
体
。
昨
年
同
様
、
引
継
ぎ
品
を
次
年

度
担
当
の
元
町
へ
届
け
、
解
散
。
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写真 01　マダケ伐り（H29 元町）

写真 02　ナエダケ伐り（H29 元町）

写真 03　胴体に使用されるマダケとナエダケ（H29 元町）

写真 04　胴体組立て作業（H29 元町）写真 08　胴体骨組み背面より（H27 鶴間）

写真 05　マダケによる骨組み（H29 元町）

写真 06　首輪（H27 鶴間）

写真 07　胴体骨組み側面より（H27 鶴間）
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写真 09　頭組立て完了状況（H27 鶴間）

写真 10　頭取り付け（H27 鶴間）

写真 11　棕櫚取り付け（H27 鶴間）

写真 12　酒樽等飾りつけ（H27 鶴間）写真 16　無病息災祈願で頭の口に嚙ませる（H27 鶴間）

写真 13　巡行（御船手）の様子（H28 浅川）

写真 14　御祝儀と御札の受け渡し（H29 元町）

写真 15　ほら貝吹き（H27 鶴間）
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写真 17　胴体の解体（H29 元町）

写真 18　台車の解体（H29 元町）

写真 19　頭の分解（H29 元町）

写真 20　棕櫚の片付け（H27 鶴間）写真 24　船上からの頭入れ

写真 21　乗船前の様子（H28 浅川）

写真 22　艘をもやい結びで繋ぎ牛鬼を載せる（H28 浅川）

写真 23　沖を移動する牛鬼（H28 浅川）
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第
七
節
　
練
車

一
　
屋
台
の
名
称
　

　
吉
田
秋
祭
の
屋
台
は
古
く
は
「
邌
車
」
と
表
記
し
、「
ね
り
ぐ
る
ま
」
と
読
ま
れ
、

現
在
で
は
「
練
車
」
と
書
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
邌
」
の
漢
字
の
音
読
み

は
「
レ
イ
」
で
、訓
読
み
は
「
お
そ
い
」
と
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
邌
車
と
は
「
ゆ
っ

く
り
と
練
る
屋
台
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

二
　
吉
田
秋
祭
の
練
車

　　
現
代
の
吉
田
秋
祭
の
屋
台
に
は
、
ま
ず
、
本
町
一
丁
目
、
裡
町
一
丁
目
、
裡
町
二

丁
目
、
魚
棚
一
丁
目
、
魚
棚
二
丁
目
、
魚
棚
三
丁
目
の
六
台
の
「
練
車
」
が
あ
る
。

ま
た
、
伊
予
吉
田
藩
の
御
座
船
八
幡
丸
を
表
し
た
「
御
船
」
も
あ
り
、
こ
れ
は
山
車

の
一
種
で
あ
る
。
現
在
の
御
船
は
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
年
）
に
新
造
さ
れ
た
と

い
わ
れ
、
昭
和
六
〇
年
（
一
九
八
五
年
）
頃
に
修
理
し
た
と
い
う
。
ま
た
四
ツ
太
鼓

は
太
鼓
舁
山
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
車
を
つ
け
て
曳
山
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
四
ツ

太
鼓
は
本
来
は
安
藤
神
社
の
春
祭
に
出
て
い
た
も
の
だ
が
、
大
正
期
、
あ
る
い
は
昭

和
初
期
頃
か
ら
、
吉
田
秋
祭
の
番
外
と
し
て
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　「
御
神
餅
」（
懸
け
鯛
・
角
樽
）
は
台
車
に
載
せ
て
曳
い
て
い
る
。
天
保
六
年

（
一
八
三
五
年
）
に
原
本
の
描
か
れ
た
「
吉
田
祭
礼
絵
巻
」（
以
下
「
祭
礼
絵
巻
」
と

い
う
）
で
は
、
御
神
餅
と
懸
け
鯛
（
向
か
い
合
っ
た
鯛
で
、
木
彫
に
漆
塗
り
）
は
、

そ
れ
ぞ
れ
二
人
の
男
が
棒
に
吊
っ
て
担
い
で
い
た
。
昭
和
一
〇
年
代
ま
で
は
現
在
の

よ
う
な
巨
大
な
神
餅
と
懸
け
鯛
を
出
し
て
お
り
、
一
時
期
は
練
車
に
載
せ
て
い
た
と

い
う
。
戦
後
は
猿
田
彦
の
徒
練
り
に
代
わ
っ
た
が
、
平
成
二
六
年
に
小
型
の
屋
台
と

し
て
復
活
し
た
。

　
魚
棚
二
丁
目
が
出
し
て
い
る
「
宝
多
」
は
亥
の
子
車
を
改
造
し
た
も
の
で
、
上
部

の
屋
根
と
柱
を
取
り
去
り
、
巨
大
な
宝
多
の
頭
を
載
せ
た
屋
台
で
あ
る
。

　
ま
た
、
現
在
で
は
見
ら
れ
な
い
山
車
も
あ
っ
た
。
町
方
の
お
練
り
の
先
頭
を
行
く

「
塔
堂
車
」
で
あ
る
。
四
輪
の
曳
山
で
、練
車
の
屋
根
と
柱
な
ど
の
上
部
を
取
り
去
っ

た
形
を
し
て
お
り
、「
祭
礼
絵
巻
」
に
は
、
勾
欄
の
下
に
は
龍
を
白
く
染
め
抜
い
た

紫
色
の
腰
水
引
幕
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
。
台
上
に
は
山
草
や
羊
歯
を
山
の
よ
う
に
積

み
、
中
央
に
笹
を
立
て
た
姿
を
描
い
て
い
る
。
胴
幕
の
代
わ
り
に
御
簾
を
下
げ
て
い

た
。
こ
れ
は
一
種
の
依
り
代
で
あ
ろ
う
。
宇
和
島
藩
の
宇
和
津
彦
神
社
の
祭
礼
絵
巻

に
も
同
型
の
左
義
長
車
と
い
う
山
車
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
。

三
　
各
丁
・
団
体
の
動
き

四
ツ
太
鼓
　（
桜
丁
）　
一
一
月
三
日
、
八
時
三
〇
分
、
安
藤
神
社
集
合
。
神
社
の
裏

手
倉
庫
か
ら
太
鼓
台
を
出
し
、
組
み
立
て
を
や
幕
を
準
備
し
始
め
る
。
柱
に
は
白
い

布
を
巻
き
付
け
、
そ
の
後
赤
い
布
を
巻
き
付
け
る
こ
と
で
紅
白
に
す
る
。
屋
根
は
赤

白
の
格
子
に
な
っ
て
い
る
。
屋
根
と
車
の
固
定
は
赤
い
紐
で
蝶
結
び
に
す
る
。
中
央

に
八
幡
神
社
の
札
を
張
り
付
け
る
。
屋
根
下
部
か
ら
赤
地
金
の
三
つ
巴
の
天
水
引
幕

が
取
り
付
け
ら
れ
る
。
各
辺
の
中
央
は
紫
の
紐
で
ま
と
め
ら
れ
る
。
紐
の
房
は
子
供

に
当
た
ら
な
い
よ
う
に
短
く
す
る
た
め
二
重
か
け
し
て
ふ
し
に
か
け
る
。

　

車
下
部
の
幕
は
二
つ
あ
り
、
先
に
紺
地
に
桜
の
紋
の
胴
幕
を
ま
き
、
そ
の
後
高
欄

下
部
か
ら
紅
白
の
紐
を
使
っ
て
高
欄
に
ひ
っ
か
け
な
が
ら
白
地
に
桜
の
紋
の
腰
水
引
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幕
を
巻
く
。
幕
は
安
藤
神
社
春
祭
と
吉
田
秋
祭
で
異
な
る
も
の
を
付
け
て
い
る
そ
う

で
あ
る
。
太
鼓
台
の
下
部
に
は
自
転
車
用
の
カ
ゴ
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
子
供
の
靴
入
れ
の
為
の
も
の
で
あ
る
。
提
燈
は
四
つ
を
天
井
か
ら
吊
る
し
た
の

ち
、
下
部
も
柱
の
紅
白
布
に
か
ぎ
状
の
金
具
を
か
け
て
固
定
し
て
い
る
。

　

九
時
三
〇
分
、
組
み
立
て
が
完
了
し
、
安
藤
神
社
を
出
発
し
た
。
太
鼓
台
に
は
太

鼓
の
打
ち
手
小
学
生
四
人
が
乗
り
込
む
。
打
ち
手
は
桜
丁
の
中
か
ら
小
学
生
男
子
の

学
年
順
に
選
ば
れ
る
が
、
過
去
に
は
女
子
が
参
加
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
調
査
時
の

平
成
二
七
年
は
四
年
生
が
二
人
、
三
年
生
が
二
人
参
加
し
た
。
彼
ら
は
二
回
目
の
参

加
だ
そ
う
だ
。
四
人
の
中
で
リ
ー
ダ
ー
が
一
人
決
め
ら
れ
て
い
る
。
太
鼓
は
平
成

二
七
年
一
〇
月
二
六
日
か
ら
練
習
を
開
始
し
た
。
子
供
の
太
鼓
の
御
祝
儀
は
現
金
が

支
給
さ
れ
る
。
服
装
は
私
服
の
上
に
法
被
を
羽
織
り
、
た
す
き
と
鉢
巻
を
す
る
。
顔

は
化
粧
を
す
る
が
、
化
粧
は
近
所
の
美
容
院
で
し
て
も
ら
う
。

　

太
鼓
台
は
昭
和
一
四
年
四
月
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
昔
は
人
が
舁
い
て
い
た
が
、

現
在
は
車
輪
を
付
け
て
運
行
し
て
い
る
。

　

移
動
時
、
四
ツ
太
鼓
は
「（
大
人
「
ヨ
イ
シ
ョ
」）
ヨ
イ
セ
（
大
人
「
ヨ
イ
シ
ョ
」）

ヨ
イ
セ（
大
人「
ヨ
イ
シ
ョ
」）ヨ
イ
サ
ッ
サ
ッ
コ
ー
ノ　

ヨ
ー
イ
ヤ
ッ
セ
」　

ピ
ー
ッ

と
い
う
長
い
笛
の
合
図
で
連
打
す
る
。
四
ツ
太
鼓
の
担
ぎ
手
は
青
い
法
被
を
着
る
。

人
数
は
一
五
人
く
ら
い
で
商
売
な
ど
の
都
合
で
昼
か
ら
交
代
し
た
り
な
ど
し
な
が
ら

担
ぐ
。
担
ぎ
手
役
一
五
人
の
役
割
は
旗
持
ち
が
一
人
、
御
祝
儀
役
一
～
二
人
、
車
の

前
に
四
人
、
後
ろ
に
四
人
で
、
時
々
二
～
四
人
増
え
て
担
ぐ
。
神
社
総
代
は
白
い
法

被
を
着
て
そ
ば
に
い
る
。

　

一
〇
時
、
安
藤
神
社
を
出
て
北
上
し
、
立
間
の
水
谷
医
院
敷
地
に
て
休
憩
を
と
り
、

二
〇
分
、
北
小
路
に
戻
り
、
鈴
木
外
科
医
院
前
に
到
着
し
た
。

　

一
〇
時
三
〇
分
、
練
り
開
始
、
鈴
木
外
科
医
院
前
を
出
発
し
、
本
丁
通
り
を
ゆ
っ

く
り
と
南
進
す
る
。
一
一
時
、
一
六
本
舗
前
を
通
過
す
る
。
そ
の
ま
ま
本
丁
通
り
を

南
下
、
東
小
路
の
愛
媛
銀
行
吉
田
支
店
角
を
右
折
、
吉
田
公
民
館
角
を
右
折
、
吉
田

三
間
商
工
会
館
横
の
交
差
点
を
右
折
し
、
再
び
本
丁
を
南
進
、
愛
媛
銀
行
吉
田
支
店

前
に
戻
り
、
午
前
の
練
り
は
終
了
、
昼
休
憩
を
と
る
。

　

一
三
時
、
午
後
の
練
り
が
開
始
、
愛
媛
銀
行
吉
田
支
店
前
を
出
発
す
る
。
桜
丁
通

り
を
南
下
し
、
一
五
分
、
桜
橋
前
に
到
着
す
る
。
桟
敷
席
の
前
で
紹
介
ア
ナ
ウ
ン
ス

を
受
け
る
。
ア
ナ
ウ
ン
ス
後
、
桜
橋
を
通
過
し
、
本
町
通
り
を
南
に
進
む
。
二
〇
分
、

本
町
一
丁
目
入
船
屋
前
（
本
町
休
憩
所
前
）
で
五
分
ほ
ど
後
続
す
る
練
り
を
待
つ
た

め
待
機
し
た
後
、
出
発
。
三
〇
分
、
本
町
二
丁
目
の
伊
予
銀
行
吉
田
支
店
前
で
再
び

待
機
。四
五
分
に
出
発
。以
降
、四
ツ
太
鼓
は
後
続
す
る
練
り
の
列
か
ら
離
れ
始
め
る
。

本
町
通
り
を
通
過
後
、
本
町
三
丁
目
の
松
下
化
粧
店
角
を
右
折
し
、
魚
棚
三
丁
目
に

向
い
、
魚
棚
通
り
を
北
上
す
る
ル
ー
ト
を
通
る
が
、
一
四
時
に
は
後
続
す
る
練
り
と

完
全
に
離
れ
は
じ
め
て
い
た
。
魚
棚
一
丁
目
の
元
今
川
鮮
魚
店
角
を
右
折
し
、
桜
橋

方
面
に
向
か
う
が
、
桜
橋
か
ら
本
町
通
り
に
か
け
て
移
動
中
の
練
り
の
運
行
の
邪
魔

に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
桜
橋
元
で
待
機
す
る
。

　

一
四
時
一
〇
分
、
再
度
出
発
し
、
裡
町
通
り
に
入
り
南
下
す
る
。
二
〇
分
、
裡
町

三
丁
目
の
毛
利
燃
料
店
前
を
通
過
後
、
四
ツ
太
鼓
は
独
自
の
運
行
を
す
る
。
界
橋
を

通
過
し
、
県
道
三
一
四
号
線
に
出
て
、
西
に
進
む
。
三
五
分
、
エ
ネ
オ
ス
赤
坂
商
事

の
ス
タ
ン
ド
で
休
憩
し
、国
道
五
六
号
線
沿
い
に
北
へ
向
か
う
。魚
棚
三
丁
目
の
ロ
ー

ソ
ン
北
宇
和
吉
田
店
角
で
魚
棚
通
り
に
戻
り
北
上
、
右
折
、
桜
橋
を
渡
っ
た
角
を
左

折
し
、
西
小
路
の
吉
田
愛
児
園
、
井
上
英
語
塾
の
横
を
通
過
後
、
再
び
桜
丁
通
り
に

戻
る
。
五
〇
分
、
安
藤
神
社
ま
で
「
千
秋
楽
」
と
い
う
最
後
の
走
り
込
み
を
行
い
、

運
行
を
終
了
し
た
。

　

一
五
時
よ
り
解
体
作
業
を
行
っ
て
い
た
。
幕
は
木
箱
（
桐
製
か
）
に
シ
ワ
防
止
の

綿
布
団
を
使
い
な
が
ら
納
め
た
後
に
段
ボ
ー
ル
の
箱
に
納
め
る
。
四
ツ
太
鼓
は
長
い

材
か
ら
先
に
倉
庫
に
入
れ
、
そ
の
後
、
台
車
や
幕
な
ど
を
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
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太
鼓
関
係
の
道
具
を
入
れ
、最
後
に
天
井
部
分
を
倉
庫
壁
に
立
て
て
し
ま
っ
て
い
た
。

法
被
な
ど
は
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
行
な
う
。

 

御
用
練
り
（
東
小
路
一
区
）　
一
一
月
三
日
、
七
時
二
五
分
、
集
合
場
所
で
あ
る
東

小
路
一
区
集
会
所
に
集
合
し
、
衣
装
の
準
備
を
行
な
う
。
三
〇
分
、
着
替
え
を
開
始

す
る
。
裃
姿
は
二
人
、
羽
織
姿
は
五
人
は
二
人
一
組
に
な
り
、
裃
姿
は
上
着
、
下
帯
、

裃
、
帯
、
袴
前
、
袴
後
、
笠
、
佩
刀
、
足
袋
の
順
に
着
付
け
を
す
る
。
羽
織
姿
は
上

衣
、
下
帯
、
帯
、
袴
、
羽
織
、
刀
手
持
ち
、
足
袋
の
順
に
着
付
け
す
る
。

　

八
時
、
祝
儀
袋
係
の
子
供
達
（
男
の
子
二
人
、
女
の
子
三
人
の
四
歳
か
ら
一
二
歳

ま
で
の
子
供
）
五
人
が
法
被
姿
に
な
る
。
二
〇
分
に
準
備
が
終
了
し
、
二
五
分
に
東

小
路
一
区
集
会
所
を
出
発
す
る
。
ま
ず
、
東
小
路
一
区
の
家
々
を
訪
れ
る
と
子
供
達

は
「
東
小
路
一
丁
目
の
御
用
練
り
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
と
挨
拶
を
し
、

御
祝
儀
を
頂
い
た
ら
御
札
を
渡
し
て
い
た
。御
祝
儀
は
子
供
達
は
寄
附
金
と
言
う
が
、

地
元
の
方
は
門か

ど
つ
け付

と
言
う
。

　

九
時
に
吉
田
高
校
前
を
通
過
、
一
五
分
、
北
小
路
通
過
。
九
時
二
〇
分
、
立
間
の

水
谷
医
院
前
を
折
り
返
し
、
三
〇
分
、
北
小
路
の
理
容
松
下
前
を
通
過
し
東
へ
、
御

殿
内
橋
東
交
差
点
を
渡
り
、
御
殿
内
へ
向
か
う
。
五
五
分
、
鶴
間
の
吉
田
公
園
前
付

近
を
行
く
が
、
練
り
の
開
始
時
間
が
近
づ
い
て
き
た
た
め
、
集
合
場
所
で
あ
る
北
小

路
に
戻
り
、
一
〇
時
一
五
分
、
鈴
木
外
科
医
院
前
に
到
着
し
た
。

　

一
〇
時
三
〇
分
、
練
り
が
開
始
、
御
用
練
り
も
出
発
し
た
。
五
五
分
に
東
小
路
の

一
六
本
舗
吉
田
店
前
を
通
過
す
る
。
一
一
時
二
〇
分
午
前
の
部
を
終
了
し
、
昼
休
憩

を
と
る
。

　

一
二
時
五
〇
分
、
愛
媛
銀
行
吉
田
支
店
前
に
集
合
、
一
三
時
午
後
の
練
り
が
開
始

さ
れ
る
。
徐
々
に
南
進
、
一
五
分
、
桜
丁
の
安
藤
神
社
前
を
通
過
し
た
。
二
五
分
、

時
間
調
整
の
た
め
、
待
機
す
る
。
一
三
時
三
五
分
再
度
待
機
、
休
憩
を
と
る
。
一
四

時
一
〇
分
、
桜
橋
を
通
過
し
本
町
通
り
へ
向
か
う
。
一
七
分
、
本
町
通
り
で
後
続
す

る
練
り
を
待
つ
た
め
に
、
停
止
、
二
〇
分
に
出
発
。
三
〇
分
に
御
用
練
り
の
練
り
は

終
了
し
、
東
小
路
一
区
集
会
所
へ
戻
る
。
四
五
分
に
東
小
路
一
区
集
会
所
に
到
着
、

着
替
え
と
片
付
け
を
行
な
っ
て
い
た
。
一
五
時
一
〇
分
、
御
祝
儀
の
集
計
報
告
を
行

な
う
。
一
七
時
か
ら
参
加
者
の
交
流
会
を
行
っ
て
い
た
。

御
船
（
老
人
ク
ラ
ブ
）
一
一
月
二
日
、
一
四
時
四
五
分
、
吉
田
地
区
老
人
ク
ラ
ブ
憩

い
の
家
に
、
御
船
の
曳
き
手
男
性
六
名
と
お
世
話
役
男
性
一
名
の
計
七
人
が
集
合
し

た
。
そ
こ
か
ら
曳
き
手
は
鶴
間
の
吉
田
ふ
れ
あ
い
国
安
の
郷
の
舟
蔵
へ
自
動
車
で
移

動
す
る
。
一
五
時
に
吉
田
ふ
れ
あ
い
国
安
の
郷
に
到
着
し
、船
蔵
か
ら
御
船
を
だ
す
。

組
み
立
て
作
業
な
ど
は
な
く
、
昨
年
の
榊
と
笹
を
取
り
外
し
て
い
た
。
一
五
分
、
舟

蔵
か
ら
御
船
を
出
し
終
え
た
後
、御
船
に
取
り
付
け
ら
れ
た
タ
イ
ヤ
に
空
気
を
入
れ
、

そ
の
後
、
御
船
を
自
動
車
に
繋
い
だ
。
二
五
分
、
吉
田
ふ
れ
あ
い
国
安
の
郷
を
出
発
、

坂
道
を
こ
え
る
。
三
五
分
、
吉
田
公
園
あ
た
り
を
通
過
、
橋
を
渡
り
、
川
沿
い
を
通

る
。
四
〇
分
、
立
間
尻
の
吉
田
町
図
書
館
付
近
で
、
御
船
を
自
動
車
か
ら
外
し
、
手

で
曳
く
。
橋
を
渡
り
国
道
五
六
号
線
を
横
断
し
た
。
一
五
時
四
五
分
、
憩
い
の
家
に

到
着
し
、
三
日
の
準
備
を
行
な
う
。
昨
年
の
御
札
を
は
ず
し
、
前
日
お
世
話
役
の
山

よ
り
切
り
出
し
た
サ
カ
キ
と
サ
サ
を
御
船
に
つ
け
る
。サ
カ
キ
は
前
方
の
二
カ
所
に
、

サ
サ
は
後
方
の
一
カ
所
に
取
り
付
け
た
。
ま
た
、
御
船
唄
の
テ
ー
プ
機
材
を
積
み
込

ん
で
い
た
。
女
性
の
お
世
話
役
一
名
が
曳
き
手
の
衣
装
を
用
意
し
、
各
人
へ
手
渡
し

て
い
た
。
衣
装
は
、
法
被
・
帯
・
鉢
巻
・
股
引
・
地
下
足
袋
。
一
六
時
、
神
事
に
参

加
し
て
い
た
代
表
者
が
憩
い
の
家
に
戻
り
、
代
表
が
持
ち
帰
っ
た
御
札
に
御
世
話
役

が
御
朱
印
を
押
す
。
一
五
分
に
準
備
は
終
了
し
た
。

　

一
一
月
三
日
、
七
時
四
五
分
、
吉
田
地
区
老
人
ク
ラ
ブ
憩
い
の
家
集
合
。
御
船
の

曳
き
手
一
〇
名
で
、
一
名
が
白
法
被
を
、
九
名
が
青
法
被
を
着
用
し
て
い
た
。
お
世
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話
役
は
男
性
一
名
、
女
性
一
名
で
揃
い
の
法
被
を
身
に
つ
け
る
。
巡
行
路
の
確
認
と

打
合
せ
の
後
、
神
酒
を
頂
く
。
八
時
、
出
発
。
御
船
歌
の
テ
ー
プ
を
流
し
な
が
ら
運

行
す
る
。
御
船
は
、
船
首
に
二
名
、
左
舷
一
名
、
右
舷
一
名
、
船
尾
は
タ
イ
ヤ
付
だ

が
、
二
～
三
名
が
つ
い
て
曳
く
。
他
の
数
名
は
家
々
を
ま
わ
っ
て
、
御
祝
儀
を
頂
き
、

御
札
を
渡
す
係
を
行
っ
て
い
た
。

　

八
時
一
〇
分
、
御
弓
丁
、
東
小
路
・
西
小
路
を
通
過
、
二
五
分
、
中
番
所
橋
を
渡

る
。
三
〇
分
、立
間
の
水
谷
医
院
に
到
着
し
御
船
を
止
め
た
。
神
酒
が
振
る
舞
わ
れ
、

休
憩
を
と
っ
て
い
た
。
四
〇
分
に
再
度
出
発
し
、道
を
折
り
返
し
て
い
た
。
四
五
分
、

中
番
所
橋
を
渡
る
。
五
〇
分
に
本
丁
、
北
小
路
を
通
過
。
国
道
五
六
号
線
を
渡
り
、

御
殿
橋
よ
り
御
殿
内
へ
向
か
っ
た
。
九
時
、
吉
田
藩
陣
屋
跡
井
戸
前
か
ら
、
沖
村
の

阿
部
電
機
・
水
谷
自
転
車
商
会
を
通
過
す
る
。
九
時
一
五
分
、
同
じ
く
沖
村
の
養
護

老
人
ホ
ー
ム
吉
田
愛
生
寮
に
着
、
御
船
を
止
め
る
。
二
五
分
、
再
度
出
発
し
愛
生
寮

前
の
道
を
渡
り
、
谷
口
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
前
を
通
過
、
河
内
川
に
で
る
。
九
時
四
〇
分

御
殿
内
集
会
所
前
を
通
り
、
河
内
川
橋
を
渡
り
吉
田
公
園
へ
向
か
う
。
五
〇
分
、
吉

田
公
園
駐
車
場
を
奥
へ
進
み
、
折
り
返
す
。
一
〇
時
、
御
殿
橋
で
歩
み
を
と
め
る
。

御
殿
前
（
北
小
路
の
昭
和
シ
ェ
ル
吉
田
町
店
前
）
で
の
鹿
の
子
が
終
わ
る
の
を
待
つ
。

一
〇
分
、
出
発
、
国
道
五
六
号
線
を
横
断
す
る
。
一
五
分
、
鈴
木
外
科
医
院
前
に
到

着
、
練
り
が
整
列
す
る
の
で
、
御
船
も
位
置
に
並
ぶ
。　

　

一
〇
時
三
〇
分
、
練
り
が
出
発
す
る
。
本
丁
通
り
を
通
過
、
一
〇
時
三
五
分
、
北

小
路
の
オ
レ
ン
ジ
荘
前
に
到
着
、
オ
レ
ン
ジ
荘
前
に
集
ま
る
観
客
に
披
露
す
る
。

四
五
分
、
東
小
路
の
土
居
忠
前
を
通
過
。
一
一
時
、
し
ん
ば
し
前
を
通
過
す
る
。

一
〇
分
、
愛
媛
銀
行
吉
田
支
店
前
を
右
折
し
、
一
五
分
に
吉
田
支
所
前
、
二
〇
分
、

茶
屋
海
想
あ
か
し
前
に
御
船
を
と
め
る
。
こ
の
時
、
神
酒
が
振
る
舞
わ
れ
て
い
た
。

一
一
時
五
五
分
、
鹿
の
子
と
神
輿
を
待
っ
た
後
、
出
発
す
る
。
本
丁
通
り
に
戻
り
、

東
小
路
の
し
ん
ば
し
前
を
通
過
す
る
。

一
二
時
、
愛
媛
銀
行
吉
田
支
店
前
に
再
度
到
着
、
御
船
を
止
め
た
。
憩
い
の
家
に
移

動
し
、
休
憩
、
昼
食
を
と
っ
た
。

　

一
三
時
、
午
後
の
部
が
始
ま
り
、
五
分
に
愛
媛
銀
行
吉
田
支
店
前
を
出
発
、
桜
橋

方
向
に
向
か
う
。
一
五
分
、桜
橋
前
の
桟
敷
席
の
観
客
に
船
首
を
向
け
る
。
そ
の
後
、

舵
を
切
り
、
桜
橋
を
渡
り
本
町
通
り
に
向
か
っ
た
。
二
〇
分
、
本
町
一
丁
目
の
オ
カ

ケ
ヤ
商
店
の
前
で
神
酒
が
振
る
舞
わ
れ
る
。
四
〇
分
何
度
か
整
列
の
た
め
の
待
ち
時

間
が
あ
り
な
が
ら
、
本
町
一
丁
目
の
大
上
書
店
、
本
町
二
丁
目
の
伊
予
銀
行
吉
田
支

店
前
、
吉
田
郵
便
局
前
で
停
止
と
前
進
を
繰
り
か
え
し
な
が
ら
本
町
三
丁
目
方
面
に

向
け
て
徐
々
に
移
動
し
て
い
た
。
五
〇
分
に
魚
棚
通
り
に
移
動
、
一
四
時
に
魚
棚
二

丁
目
か
ら
魚
棚
一
丁
目
へ
入
っ
た
。
七
分
、
横
堀
へ
、
そ
こ
か
ら
裡
町
通
り
に
移
動

し
、
一
〇
分
に
裡
町
通
り
に
入
っ
た
。
二
五
分
、
裡
町
三
丁
目
集
会
所
の
前
を
通
過
、

南
小
路
、
御
船
手
に
向
か
っ
た
。
三
〇
分
、
御
船
手
の
個
人
宅
ま
で
進
ん
だ
が
そ
こ

か
ら
は
折
り
返
し
、
港
橋
あ
た
り
を
通
り
、
国
道
五
六
号
線
へ
出
る
。
吉
田
漁
協
付

近
よ
り
川
口
地
区
へ
向
か
っ
て
い
た
。
四
〇
分
ご
ろ
、
御
旅
所
の
住
吉
神
社
前
に
到

着
。
四
五
分
、
長
栄
橋
を
通
過
し
た
。
一
四
時
五
〇
分
、
御
蔵
前
橋
を
右
手
に
進
む
。

一
五
時
一
〇
分
、
吉
田
公
園
を
通
過
、
一
五
分
、
個
人
宅
前
で
御
船
を
自
動
車
に
繋

ぎ
、
自
動
車
で
け
ん
引
す
る
。
一
五
時
二
五
分
、
坂
道
を
越
え
て
、
吉
田
ふ
れ
あ
い

国
安
の
郷
に
到
着
、
御
船
を
自
動
車
か
ら
は
ず
し
、
三
〇
分
に
御
船
は
船
蔵
に
戻
さ

れ
た
。
船
蔵
に
戻
す
際
、
解
体
な
ど
は
行
わ
ず
、
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
戻
し
て
い
た
。

猿
田
彦
・
御
神
餅
　（
裡
町
三
丁
目
）
一
一
月
三
日
、
八
時
一
〇
分
、
裡
町
・
本
町

三
区
集
会
所
に
集
合
、
集
会
所
の
二
階
に
保
存
し
て
あ
る
道
具
を
降
ろ
し
、
準
備
を

始
め
る
。
ま
た
、
着
付
け
も
開
始
す
る
。
二
五
分
、
倉
庫
の
御
神
餅
を
集
会
所
へ
移

動
さ
せ
た
。
御
神
餅
は
張
り
子
で
、
手
桶
、
三
宝
、
タ
イ
は
木
製
で
あ
っ
た
。
三
宝

に
は
三
裡
の
二
字
が
あ
る
。
サ
カ
キ
・
マ
ツ
・
シ
ダ
が
飾
ら
れ
て
い
る
が
、
サ
カ
キ
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と
マ
ツ
は
八
幡
神
社
か
ら
、
ヤ
マ
ク
サ
（
シ
ダ
）
は
北
小
路
の
佐
川
印
刷
の
裏
の

山
か
ら
採
取
し
た
そ
う
で
あ
る
。
飾
り
付
け
は
神
社
総
代
を
中
心
に
行
っ
て
い
た
。

五
七
分
、
集
会
所
で
着
替
え
お
わ
っ
た
猿
田
彦
、
子
天
狗
が
で
て
く
る
。
猿
田
彦
や

太
鼓
の
練
り
物
は
安
藤
神
社
の
春
祭
が
元
で
、
太
鼓
の
面
に
は
安
藤
神
社
の
下
り
藤

紋
の
跡
が
あ
る
。
太
鼓
の
縁
に
は
「
吉
大
正
十
五
年
参
月
吉
日
大
」
の
字
が
あ
る
。　
　

　

猿
田
彦
役
は
、
平
成
二
四
年
ま
で
の
二
五
～
二
六
年
間
は
身
長
が
一
八
〇
㎝
前
後

の
男
性
が
代
々
担
当
し
て
き
た
が
、
平
成
二
五
年
度
か
ら
は
身
長
一
七
四
㎝
の
四
五

歳
の
男
性
が
担
当
し
て
い
る
。
下
駄
、
帽
子
合
せ
て
二
ｍ
以
上
に
な
る
人
で
は
な
い

と
衣
装
が
合
わ
な
い
た
め
、
地
区
で
一
番
背
の
高
い
人
が
選
ば
れ
て
い
る
。
猿
田
彦

は
鉾
と
サ
カ
キ
を
も
っ
て
い
た
。
子
天
狗
は
、
子
供
連
中
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
平

成
二
七
年
は
吉
田
小
学
校
の
一
～
六
年
生
九
人
と
保
育
園
児
一
人
の
計
一
〇
人
が
行

な
う
。
子
天
狗
は
幼
稚
園
か
ら
す
る
子
も
い
る
が
、
大
体
は
小
学
生
の
六
年
間
行
っ

て
い
る
。
人
数
は
不
定
で
、
毎
年
変
わ
っ
て
い
る
が
大
体
は
九
、一
〇
人
く
ら
い
が

参
加
し
て
い
る
。
子
天
狗
の
役
割
は
御
祝
儀
（
寄
附
金
）
を
集
め
る
。
平
均
金
額
は

二
〇
〇
～
五
〇
〇
円
。
寄
附
金
を
頂
い
た
御
礼
に
御
札
を
渡
し
て
い
る
。
昔
は
御
神

餅
と
猿
田
彦
の
サ
カ
キ
は
札
同
様
に
配
ら
れ
て
い
た
。
サ
カ
キ
は
厄
除
と
し
て
玄
関

に
か
ざ
り
、か
ざ
っ
た
サ
カ
キ
は
風
に
飛
ば
さ
れ
る
ま
で
お
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

九
時
六
分
、裡
町
三
丁
目
を
出
発
す
る
。
猿
田
彦
は
自
動
車
に
乗
っ
て
移
動
す
る
。

北
小
路
の
鈴
木
外
科
医
院
横
で
猿
田
彦
が
歩
く
が
、
主
な
通
り
だ
け
歩
き
、
残
り
は

自
動
車
で
の
移
動
に
な
っ
て
い
る
。
一
五
分
に
桜
橋
を
通
過
し
、
さ
ら
に
立
間
方
面

に
向
か
っ
て
移
動
す
る
。
二
二
分
、
東
小
路
の
清
家
住
健
セ
ン
タ
ー
前
で
打
ち
あ
わ

せ
を
行
い
、
御
札
を
子
天
狗
に
分
け
て
い
た
。
御
弓
丁
通
を
通
り
、
三
二
分
、
北
小

路
の
吉
田
病
院
裏
手
を
通
過
す
る
。
三
五
分
、
御
神
餅
が
離
れ
る
。
四
一
分
、
中
番

新
橋
を
渡
り
終
え
る
と
猿
田
彦
が
歩
き
始
め
る
。
五
〇
分
、
立
間
の
水
谷
医
院
敷
地

内
に
入
り
休
憩
を
行
な
う
。
休
憩
中
に
病
院
敷
地
内
に
は
桜
丁
の
四
ツ
太
鼓
や
神
輿

も
は
い
っ
て
き
て
い
た
。
五
三
分
、
水
谷
医
院
を
出
発
。
道
を
引
き
返
す
。
猿
田
彦

は
再
自
動
車
に
乗
っ
て
移
動
す
る
。
一
〇
時
一
七
分
、
鈴
木
外
科
医
院
前
の
交
差
点

を
西
に
移
動
、
猿
田
彦
は
歩
い
て
向
か
い
、
御
神
餅
と
と
も
に
な
ら
ぶ
。
一
九
分
、

猿
田
彦
、
御
殿
前
の
昭
和
シ
ェ
ル
吉
田
町
店
ま
で
歩
き
、
北
小
路
ま
で
戻
る
。

　

一
〇
時
三
〇
分
練
り
が
始
ま
る
。
裡
町
三
丁
目
は
御
船
の
後
方
で
、
裡
町
一
丁
目

の
前
の
位
置
で
あ
る
。
旗
持
ち
・
猿
田
彦
・
太
鼓
・
御
神
餅
・
子
天
狗
の
順
に
並
び

歩
み
を
進
め
て
い
た
。
太
鼓
は
実
際
に
タ
タ
キ
な
が
ら
移
動
す
る
が
、
叩
く
リ
ズ
ム

は
担
い
手
が
い
な
い
た
め
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
一
定
に
し
て
叩
く
よ

う
に
し
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
三
六
分
、
オ
レ
ン
ジ
荘
に
到
着
、
敷
地
内
に
猿
田
彦
・

太
鼓
の
み
寄
っ
て
観
客
に
お
披
露
目
す
る
。
オ
レ
ン
ジ
荘
向
い
の
吉
田
病
院
も
同
様

に
敷
地
に
入
り
、
病
院
入
口
前
で
お
披
露
目
を
行
っ
て
い
た
。
四
三
分
、
本
丁
通
り

に
戻
り
歩
き
出
す
。一
五
ｍ
く
ら
い
進
む
た
び
に
列
を
整
え
る
た
め
止
ま
っ
て
い
た
。

一
一
時
一
四
分
、
旧
吉
田
支
所
前
、
し
ん
ば
し
前
を
通
過
し
、
愛
媛
銀
行
吉
田
支
店

を
右
折
す
る
。
二
〇
分
、
吉
田
公
民
館
前
を
右
折
し
、
北
上
、
吉
田
三
間
商
工
会
館

前
を
右
折
、
本
丁
通
り
へ
戻
る
手
前
の
一
一
時
二
四
分
、
鹿
の
子
が
各
店
や
病
院
で

舞
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
停
止
し
た
。
五
六
分
に
出
発
。
一
二
時
二
分
、
新
橋
前
に

到
着
し
て
、
昼
休
憩
を
と
っ
た
。

　

一
二
時
五
五
分
、
再
集
合
、
一
三
時
に
午
後
の
部
の
練
り
が
開
始
す
る
。
七
分
に

安
藤
神
社
前
を
通
過
、
一
八
分
に
桜
橋
を
渡
っ
た
。
一
三
時
三
〇
分
、
本
町
一
丁
目

ド
ラ
ッ
グ
フ
ジ
カ
ワ
の
前
で
休
憩
し
、
四
二
分
に
再
出
発
す
る
。
一
四
時
五
分
、
魚

棚
通
り
に
向
か
い
北
上
、
魚
棚
一
丁
目
の
岩
村
外
科
胃
腸
科
前
を
通
過
し
た
。
一
四

時
一
二
分
、
桜
橋
は
渡
ら
ず
横
切
っ
た
後
、
ト
ラ
ッ
ク
に
太
鼓
や
傘
、
猿
田
彦
を
の

せ
、
帰
る
準
備
を
お
こ
な
い
、
一
八
分
、
裡
町
通
り
を
通
過
し
、
裡
町
三
丁
目
集
会

所
へ
戻
っ
た
。
以
前
は
川
口
ま
で
回
っ
て
い
た
が
、
三
年
前
か
ら
そ
の
ま
ま
集
会
所

へ
直
帰
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
四
時
三
一
分
、集
会
所
に
到
着
後
、片
付
け
を
行
っ
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た
。
餅
と
三
方
は
個
人
宅
に
、
台
は
倉
庫
、
鯛
な
ど
ほ
か
は
集
会
所
、
残
っ
た
植
物

や
飾
り
な
ど
の
物
品
の
一
部
は
亥
の
子
と
併
用
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
タ
イ
な
ど

の
か
ざ
り
は
そ
の
ま
ま
押
入
れ
に
収
納
し
て
い
た
。
法
被
な
ど
は
亥
の
子
の
後
に
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
す
る
そ
う
で
あ
る
。
猿
田
彦
の
衣
装
は
絹
で
洗
え
な
い
た
め
、
風
通
し

し
た
後
、
衣
装
ケ
ー
ス
に
収
納
す
る
。

練
車
「
武
内
宿
禰
」（
裡
町
一
丁
目
）　
一
一
月
三
日
、
八
時
二
五
分
、
石
山
石
材
倉

庫
か
ら
練
車
を
移
動
さ
せ
る
。
練
車
と
人
形
の
準
備
は
、
人
が
集
ま
り
や
す
い
た
め

例
年
、
祭
の
前
の
日
曜
に
あ
つ
ま
っ
て
準
備
し
、
練
り
当
日
に
幕
を
つ
け
る
の
み
の

状
態
に
し
て
い
る
が
、
今
回
は
前
日
に
準
備
し
た
。
練
車
は
他
の
地
区
の
中
で
も
一

番
古
く
、
大
き
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
新
調
し
た
こ
と
は
な
く
、
最
初
か
ら
同
じ

物
を
使
い
つ
づ
け
て
い
る
。
以
前
は
畳
の
下
は
板
だ
け
で
あ
っ
た
た
め
、
動
か
す
た

び
に
ゆ
れ
て
い
た
の
で
、
横
木
を
六
本
入
れ
揺
れ
を
な
く
し
た
そ
う
だ
。

　

八
時
三
〇
分
、裡
町
一
丁
目
集
会
所
に
て
幕
を
つ
け
る
。九
時
、練
車
は
完
成
し
た
。

御
祝
儀
を
預
か
る
係
の
子
供
や
練
車
の
曳
き
手
、
旗
持
ち
な
ど
、
参
加
者
は
法
被
を

着
用
す
る
。
法
被
は
紺
色
で
左
衿
「
吉
田
祭
」
右
衿
「
振
興
会
」
と
か
か
れ
た
も
の

や
、
紺
色
で
両
衿
に
「
裏
町
一
丁
目
」
と
か
か
れ
た
も
の
、
抹
茶
色
で
両
衿
に
「
裏

町
一
丁
目
」
と
か
か
れ
た
も
の
な
ど
が
あ
る
が
、
法
被
の
違
い
で
役
割
が
変
わ
る
わ

け
で
は
な
い
。
抹
茶
色
の
も
の
は
一
着
だ
け
あ
り
、
こ
れ
は
も
と
も
と
組
長
が
着
て

い
た
か
も
し
れ
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

九
時
一
五
分
、
出
発
、
御
殿
前
方
向
に
向
か
う
。
他
の
練
車
と
道
が
一
緒
に
な
ら

な
い
よ
う
に
進
ん
で
い
く
が
、
そ
の
間
に
御
祝
儀
を
頂
き
、
御
札
を
配
っ
て
い
た
。

御
祝
儀
は
一
回
で
一
〇
〇
円
ほ
ど
で
三
万
円
ほ
ど
あ
つ
ま
る
。
御
祝
儀
は
練
車
の
修

復
費
な
ど
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
く
そ
う
だ
。
御
札
は
以
前
、
教
師
で
あ
っ
た
人
が
武

内
宿
禰
に
つ
い
て
の
説
明
を
書
い
て
く
れ
た
も
の
を
使
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

四
七
分
、
北
小
路
に
到
着
。
練
り
の
順
に
並
び
、
待
機
す
る
。

　

一
〇
時
三
〇
分
、
練
り
が
開
始
。
四
二
分
、
北
小
路
の
オ
レ
ン
ジ
荘
へ
入
る
。

四
八
分
、
吉
田
病
院
に
入
る
。
そ
の
後
本
丁
通
り
を
南
下
し
、
愛
媛
銀
行
吉
田
支
店

を
右
折
、
吉
田
公
民
館
前
を
右
折
、
北
上
し
て
吉
田
三
間
商
工
会
館
を
右
折
、
本
丁

通
り
に
戻
る
。
一
二
時
三
分
、
し
ん
ば
し
を
通
過
後
、
昼
休
憩
と
す
る
た
め
、
練
車

を
置
き
、
一
度
解
散
す
る
。

　

一
二
時
五
〇
分
、
再
度
集
合
し
、
一
三
時
に
午
後
の
部
が
開
始
、
出
発
す
る
。
安

藤
神
社
前
を
通
過
後
、
桜
橋
手
前
の
桟
敷
席
前
で
、
練
車
を
観
客
に
向
け
る
た
め
止

ま
る
。
そ
の
後
、
桜
橋
を
通
過
、
本
町
通
り
へ
向
か
う
。
三
〇
分
、
オ
カ
ケ
ヤ
商
店

前
で
休
憩
、
三
四
分
、
練
歌
披
露
の
た
め
、
二
〇
分
ほ
ど
待
機
し
た
。
一
四
時
、
魚

棚
通
り
を
三
丁
目
か
ら
一
丁
目
へ
北
上
す
る
。
練
車
は
本
来
は
も
ち
ま
き
が
終
了
す

る
ま
で
待
機
す
る
と
こ
ろ
を
、
今
回
は
待
た
ず
に
一
五
分
、
出
発
し
て
裡
町
通
り
へ

向
か
う
。
一
四
時
三
一
分
、
裡
町
三
丁
目
集
会
所
前
に
到
着
、
裡
町
一
丁
目
集
会
所

に
戻
る
た
め
出
発
す
る
が
、
一
四
時
五
三
分
、
神
輿
と
す
れ
ち
が
う
た
め
、
一
時
停

止
し
た
。
一
五
時
に
集
会
所
に
帰
着
。
片
付
け
が
行
わ
れ
る
。
一
六
時
一
〇
分
に
片

付
け
は
終
了
し
た
。

宝
多・練
車
「
太
閤
秀
吉
」（
魚
棚
二
丁
目
）　
一
一
月
二
日
、
一
五
時
よ
り
魚
棚
一
・

二
丁
目
集
会
所
で
練
車
の
組
み
立
て
を
開
始
し
た
。
こ
の
日
は
練
車
の
半
分
ま
で
の

組
み
立
て
を
行
っ
て
い
た
。
組
み
立
て
は
、
仕
事
な
ど
の
為
途
中
合
流
し
た
人
を
含

め
て
、
最
終
的
に
八
人
が
か
り
で
行
わ
れ
て
い
た
。

　

一
一
月
三
日
、
七
時
二
五
分
、
集
合
場
所
に
人
が
集
ま
り
だ
す
。。
五
五
分
、
幕

と
台
を
道
路
に
出
す
。
八
時
一
〇
分
、
宝
多
の
台
と
「
太
閤
秀
吉
」
練
車
の
幕
を
出

す
。
台
を
組
み
立
て
る
時
は
「
後
ろ
右
」「
前
右
」
な
ど
間
違
え
な
い
よ
う
に
書
き

込
み
が
あ
る
。「
太
閤
秀
吉
」
練
車
の
車
輪
や
下
の
台
は
ケ
ヤ
キ
、
上
部
は
ス
ギ
や
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ヒ
ノ
キ
で
出
来
て
い
る
。
上
部
の
軽
量
化
を
図
る
た
め
、
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
と
い
っ
た

素
材
を
使
っ
て
い
る
。「
太
閤
秀
吉
」
練
車
の
幕
に
は
他
の
練
車
と
同
様
に
見
返
り

幕
が
あ
り
、
か
つ
て
は
五
七
の
桐
と
鳳
凰
の
桐
が
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

　

九
時
一
五
分
、
宝
多
を
出
す
。
二
〇
分
、
練
車
を
引
く
人
達
で
酒
を
飲
む
。
九
時

二
五
分
、
出
発
。
五
〇
分
、
御
殿
橋
前
で
一
時
停
止
、
北
小
路
に
到
着
。

　

一
〇
時
三
〇
分
、
練
り
が
開
始
、
三
六
分
に
魚
棚
二
丁
目
も
出
発
す
る
。
練
車
の

前
に
旗
持
ち
一
人
、
お
ね
り
保
存
会
一
人
、
法
被
着
用
一
人
、
裃
着
用
一
人
。
秀
吉

練
車
に
は
前
方
六
人
、
中
学
生
一
人
、
後
方
に
二
人
と
神
社
総
代
が
つ
く
。
ホ
タ
は

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
女
子
生
徒
が
四
人
、
後
方
に
成
年
男
子
三
人
が
つ
い
て
い
た
。
ま

た
、
子
供
も
つ
き
、
片
手
に
小
さ
い
宝
多
を
も
っ
て
、
御
祝
儀
を
も
ら
い
に
い
っ
て

い
た
。
家
や
店
に
行
っ
て
大
人
が
「
こ
ん
に
ち
は
、
魚
棚
一
丁
目
で
す
」
と
い
い
、

子
供
が
隣
で
宝
多
を
片
手
に
パ
カ
パ
カ
口
を
あ
け
な
が
ら
待
っ
て
い
た
。
昔
は
宝
多

が
四
、五
個
あ
り
、
そ
れ
を
持
っ
て
た
く
さ
ん
の
子
供
が
御
祝
儀
を
も
ら
い
に
行
っ

て
い
た
が
、
今
年
は
松
山
市
か
ら
来
た
男
の
子
一
人
が
引
き
受
け
て
く
れ
た
そ
う
で

あ
る
。

　

一
〇
時
四
五
分
、
オ
レ
ン
ジ
荘
前
で
回
転
し
て
一
旦
停
止
す
る
。
四
七
分
、
吉
田

病
院
前
で
止
ま
る
が
、
五
〇
分
、
再
出
発
す
る
。
本
丁
通
り
を
南
下
し
、
し
ん
ば
し

前
を
通
過
、
愛
媛
銀
行
吉
田
支
店
前
を
右
折
、
吉
田
公
民
館
前
を
右
折
、
吉
田
三
間

商
工
会
館
前
を
右
折
す
る
。
一
一
時
二
四
分
、溜
尾
整
形
外
科
前
で
休
憩
。
五
六
分
、

出
発
、
本
丁
通
り
に
戻
り
、
一
二
時
四
分
、
し
ん
ば
し
前
に
到
着
、
休
憩
に
入
る
。

　

一
三
時
、
午
後
の
練
り
が
開
始
、
二
分
に
魚
棚
二
丁
目
も
出
発
す
る
。
桜
丁
、
安

藤
神
社
前
を
通
過
し
、
二
三
分
、
桜
橋
手
前
に
て
一
時
停
止
し
て
、
ア
ナ
ウ
ン
ス
が

入
り
桟
敷
席
前
で
観
客
に
見
せ
る
、
桜
橋
も
通
過
後
、
本
町
通
り
に
入
る
。
三
四
分
、

一
時
停
止
、
そ
の
後
本
町
を
南
下
、
本
町
三
丁
目
南
の
角
を
右
折
し
、
魚
棚
通
り
へ

入
り
、
北
上
す
る
。
横
堀
の
通
り
を
東
へ
進
み
、
桜
橋
・
本
町
通
り
方
面
に
戻
り
、

一
四
時
一
八
分
、
桜
橋
前
で
一
時
停
止
す
る
。
二
〇
分
出
発
、
裡
町
通
り
へ
向
か
う
。

三
〇
分
、
裡
町
二
丁
目
で
待
機
す
る
。
一
四
時
三
九
分
、
本
町
・
裡
町
三
丁
目
集
会

所
前
に
到
着
後
、
解
散
。
そ
の
後
、「
太
閤
秀
吉
」
練
車
は
立
間
尻
エ
ネ
オ
ス
赤
坂

商
事
の
方
向
に
向
か
っ
た
が
、
宝
多
は
吉
田
支
所
に
向
か
っ
た
。
元
々
の
練
り
の
中

に
は
宝
多
車
は
な
く
、「
太
閤
秀
吉
」
練
車
の
台
が
痛
ん
で
使
え
な
く
な
り
、
魚
棚

二
丁
目
の
出
し
物
が
一
つ
も
な
い
状
態
だ
っ
た
た
め
、
地
区
の
人
で
宝
多
を
作
り
、

出
し
物
と
し
て
出
し
て
い
た
。
一
四
時
五
二
分
、エ
ネ
オ
ス
赤
坂
商
事
前
に
練
車「
太

閤
秀
吉
」
到
着
、
一
五
時
一
〇
分
集
会
所
に
到
着
。
一
六
時
、
片
付
け
を
行
っ
た
。

練
車
「
楠
木
正
成
」（
裡
町
二
丁
目
）　
一
一
月
三
日
、
七
時
、
担
当
者
が
集
合
し
、

人
形
や
提
灯
を
保
管
し
て
い
る
青
野
商
店
の
倉
庫
を
あ
け
る
。
集
合
し
た
後
、
練
車

を
水
拭
き
す
る
。
刀
な
ど
の
装
飾
品
を
倉
庫
か
ら
取
り
出
す
。
六
分
、
人
形
や
旗
な

ど
を
倉
庫
か
ら
取
り
出
す
。
人
形
を
練
車
の
上
に
の
せ
、
下
か
ら
人
形
の
足
を
固
定

し
て
い
た
。
二
五
分
、
旗
と
幕
を
出
し
、
取
り
付
け
る
。
四
〇
分
、
マ
ツ
を
取
り
付

け
る
。飾
り
付
け
に
使
う
マ
ツ
は
近
所
の
マ
ツ
が
生
え
て
い
る
庭
の
家
か
ら
も
ら
う
。

七
時
四
二
分
、練
車
の
下
の
中
に
マ
ッ
ト
を
敷
く
。
山
車
の
下
に
マ
ッ
ト
を
敷
い
て
、

座
布
団
と
太
鼓
を
入
れ
る
。
四
七
分
、
御
札
を
取
り
付
け
る
。
五
三
分
、
縄
を
取
り

付
け
る
。
八
時
、
準
備
が
完
了
す
る
。
八
時
一
三
分
、
一
時
解
散
し
た
。

　

九
時
三
〇
分
、
中
学
生
六
人
が
集
合
。
裡
町
二
丁
目
は
年
齢
層
が
高
い
た
め
、
練

車
を
引
く
の
が
困
難
な
の
で
、
地
元
の
吉
田
中
学
校
か
ら
雇
っ
て
い
る
。
四
一
分
、

各
々
の
担
当
を
決
め
る
。
前
に
五
人
、後
ろ
に
四
人
、横
二
人
ず
つ
つ
く
体
制
と
な
っ

た
。
四
五
分
、
青
野
商
店
か
ら
練
り
の
開
始
地
点
に
移
動
し
始
め
る
。
一
〇
時
、
北

小
路
に
到
着
し
、
練
り
の
順
に
並
ぶ
。
練
車
の
中
に
は
三
味
線
と
太
鼓
の
担
当
が
乗

り
込
ん
で
い
る
。
三
味
線
と
太
鼓
の
演
者
は
昔
は
区
か
ら
出
て
い
た
が
、
現
在
は
い

な
い
た
め
、
外
部
の
方
に
区
か
ら
直
接
依
頼
し
、
来
て
も
ら
っ
て
い
る
。
今
回
の
祭
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り
に
参
加
し
て
い
る
人
は
一
昨
年
か
ら
参
加
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

一
〇
時
三
〇
分
練
り
の
開
始
、
三
五
分
、
鈴
木
外
科
医
院
前
に
移
動
、
四
〇
分
、

裡
町
二
丁
目
の
練
車
も
移
動
を
開
始
す
る
。
四
五
分
、
オ
レ
ン
ジ
荘
前
に
て
練
車
と

練
歌
を
披
露
す
る
。
五
二
分
、
吉
田
病
院
敷
地
内
に
入
り
、
練
車
と
練
歌
を
披
露
。

そ
の
後
本
丁
通
に
戻
り
、
南
下
、
愛
媛
銀
行
吉
田
支
店
角
を
右
折
し
、
吉
田
公
民
館

角
を
右
折
、
吉
田
三
間
商
工
会
館
角
を
右
折
し
、
本
丁
通
り
に
戻
る
手
前
で
、
一
一

時
二
六
分
、
前
方
で
鹿
の
子
が
行
わ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
場
で
待
機
し
、
鹿
の
子

の
終
了
後
移
動
し
た
。
し
ん
ば
し
前
で
午
前
の
練
り
が
終
了
し
、
一
二
時
三
分
に
昼

休
憩
に
入
っ
た
。

　

一
三
時
〇
五
分
、
午
後
の
練
り
が
開
始
し
、
出
発
す
る
。
二
五
分
、
桜
橋
手
前
で

練
車
の
説
明
と
練
歌
を
観
光
客
に
披
露
し
た
の
ち
、
桜
橋
を
通
過
し
、
本
町
通
り
に

入
る
。

　

本
町
通
り
を
南
下
後
、
魚
棚
通
り
に
入
り
、
北
上
、
桜
橋
方
面
に
戻
る
が
、
一
四

時
一
五
分
、
桜
橋
前
で
も
ち
ま
き
が
行
わ
れ
て
い
た
た
め
、
待
機
し
て
い
た
が
、

三
〇
分
ご
ろ
か
ら
御
車
の
順
番
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
た
。
移
動
開
始
後
裡
町
通
り
を

一
丁
目
を
南
下
し
、
五
〇
分
、
練
り
は
終
了
し
た
。

　

一
五
時
、
青
野
商
店
に
到
着
し
、
一
〇
分
、「
バ
ラ
シ
」
を
開
始
し
た
。「
バ
ラ
シ
」

は
解
体
の
こ
と
で
、
こ
の
「
バ
ラ
シ
」
に
は
中
学
生
は
参
加
し
な
い
。
手
順
は
装
飾

品
を
取
り
外
し
、小
道
具
な
ど
に
布
を
巻
く
。
次
に
旗
を
箱
の
中
に
し
ま
っ
て
い
く
。

そ
の
次
に
人
形
を
お
ろ
し
、
人
形
に
布
を
巻
き
保
存
し
て
い
く
。
次
に
練
車
を
解
体

し
て
い
く
。
屋
根
か
ら
外
し
骨
組
み
を
ば
ら
し
て
す
べ
て
布
で
巻
い
て
い
く
。
こ
れ

ら
を
倉
庫
に
入
れ
て
作
業
は
終
了
。大
体
か
か
る
時
間
は
三
五
～
四
〇
分
く
ら
い
で
、

一
五
時
四
五
分
、
片
付
け
は
終
了
し
た
。

練
車
「
関
羽
」（
本
町
一
丁
目
）
一
日
の
夜
が
雨
だ
っ
た
た
め
、
組
み
立
て
た
練
車

は
別
の
場
所
の
倉
庫
に
保
管
し
て
お
り
、
三
日
、
七
時
三
〇
分
に
保
管
場
所
か
ら
飾

り
付
け
場
所
へ
移
動
し
、
八
時
三
二
分
か
ら
練
車
の
飾
り
付
け
を
開
始
。
約
一
二
人

く
ら
い
で
行
な
う
。
昔
は
練
車
を
商
店
な
ど
の
蔵
に
い
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
蔵
が

な
い
の
で
集
会
所
に
保
管
し
て
い
る
。
練
車
の
材
は
、
サ
ク
ラ
か
ケ
ヤ
キ
、
舵
部
分

は
カ
シ
を
使
用
。
一
番
下
部
分
の
枠
は
昔
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
。

　

九
時
三
七
分
、
出
発
。
練
車
中
の
太
鼓
と
鉦
は
小
学
生
が
担
当
す
る
。
三
味
線
は

二
人
で
、
今
年
か
ら
参
加
の
演
者
が
内
１
名
い
た
。
小
学
生
は
区
内
の
小
学
生
が
い

な
い
た
め
、
他
の
地
区
の
児
童
に
お
願
い
し
て
い
る
。
四
五
分
、
桜
丁
を
通
過
、
九

時
五
六
分
、
吉
田
病
院
前
を
通
過
し
、
五
九
分
に
集
合
場
所
の
北
小
路
に
到
着
し
た
。

　

一
〇
時
三
〇
分
練
り
が
開
始
、
三
七
分
、
本
町
一
丁
目
の
練
車
も
出
発
し
た
。

五
二
分
、
オ
レ
ン
ジ
荘
前
に
て
練
車
と
練
歌
を
披
露
す
る
。
五
五
分
、
練
歌
を
終
了

し
、
五
七
分
に
出
発
、
吉
田
病
院
前
に
移
動
。
五
八
分
に
吉
田
病
院
前
に
て
練
車
と

練
歌
を
披
露
し
、
一
一
時
一
分
に
練
歌
を
終
了
し
移
動
を
再
開
、
本
丁
通
り
を
進
む
。

一
一
時
一
九
分
、愛
媛
銀
行
吉
田
支
店
前
を
右
折
、二
二
分
、吉
田
公
民
館
前
を
右
折
。

三
〇
分
、
吉
田
公
民
館
前
を
少
し
過
ぎ
た
場
所
で
待
機
し
、
五
五
分
に
再
度
出
発
し

本
丁
通
り
に
戻
っ
た
。
一
二
時
、
愛
媛
銀
行
吉
田
支
店
前
に
再
度
到
着
し
、
午
前
の

部
は
終
了
し
た
。
三
分
、
練
車
を
展
示
場
所
に
止
め
、
昼
休
憩
の
た
め
解
散
し
た
。

　

一
三
時
、
午
後
の
部
が
開
始
、
〇
三
分
に
本
町
一
丁
目
も
出
発
し
桜
丁
通
り
に
向

か
っ
て
動
き
は
じ
め
た
。
一
三
時
〇
五
分
、
愛
媛
銀
行
吉
田
支
店
前
で
間
隔
を
と
る

た
め
に
一
時
停
止
。
前
の
練
車
の
練
歌
披
露
を
待
ち
、
停
止
と
出
発
を
繰
り
返
し
な

が
ら
進
ん
で
い
た
。
二
五
分
、
鹿
の
子
に
追
い
抜
か
れ
る
。
二
六
分
、
前
の
練
車
の

練
歌
披
露
の
為
、
待
機
す
る
。
二
九
分
に
移
動
再
開
。
三
〇
分
、
桜
橋
手
前
の
桟
敷

席
前
で
、
観
客
が
見
や
す
い
よ
う
、
練
車
を
回
し
、
練
歌
を
披
露
し
た
。
三
四
分
、

練
歌
終
了
。
出
発
、
桜
橋
を
通
過
し
、
本
町
通
り
に
入
る
。
本
町
通
り
で
も
練
り
の

列
の
調
整
の
為
、
停
止
と
短
距
離
の
移
動
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
本
町
通
り
を
南
下
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後
、
本
町
三
丁
目
の
松
下
化
粧
店
店
角
で
右
折
し
、
魚
棚
通
り
に
入
る
。
魚
棚
通
り

を
北
上
、
桜
橋
方
面
に
戻
る
途
中
、
一
四
時
一
五
分
、
牛
鬼
と
正
面
か
ら
鉢
合
わ
せ

る
。
一
四
時
一
七
分
、
横
堀
の
前
で
休
憩
を
と
り
、
二
九
分
、
出
発
し
た
。
一
四
時

三
二
分
、
裡
町
通
り
へ
向
か
う
。
一
四
時
四
四
分
、
練
り
の
最
終
地
点
の
本
町
・
裡

町
三
丁
目
集
会
所
前
に
到
着
し
た
後
、
右
折
し
、
本
町
三
丁
目
方
面
か
ら
北
上
し
て

本
一
会
館
に
向
け
て
出
発
し
た
。
一
四
時
五
二
分
、
本
一
会
館
に
到
着
し
、
五
五
分

よ
り
解
体
作
業
を
開
始
し
て
い
た
。

 

七
福
神
・
練
車
「
恵
比
寿
」（
魚
棚
三
丁
目
）　
例
年
、
一
一
月
三
日
朝
に
組
み
立
て

て
い
る
が
、
今
年
は
新
た
に
つ
く
っ
た
雨
具
を
試
す
た
め
、
今
年
は
前
日
に
組
み
立

て
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
七
時
三
〇
分
、
魚
棚
三
区
集
会
所
を
開
け
、
五
〇
分

頃
参
加
者
が
集
ま
り
だ
し
た
。
到
着
し
た
参
加
者
か
ら
着
付
け
が
お
こ
な
わ
れ
始
め

る
。
七
福
神
役
は
地
元
の
子
供
た
ち
で
は
賄
え
な
い
た
め
、
愛
護
班
の
繋
が
り
で
吉

田
小
学
校
の
他
の
地
域
の
子
供
た
ち
に
参
加
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
子
供
は
毎
年
変

わ
る
が
、
小
学
校
五
～
六
年
生
が
行
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
弁
天
は
女
子
、
他
は

男
子
が
行
な
う
の
が
基
本
だ
が
、
人
数
が
足
り
て
い
な
い
場
合
は
そ
の
限
り
で
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
役
は
、
昔
は
上
級
生
か
ら
良
い
役
を
と
っ
て
い
た
が
、
今
は
子
供

達
の
担
当
は
決
ま
っ
て
い
な
い
の
で
、
早
く
到
着
し
た
子
供
か
ら
好
き
な
衣
装
を
選

び
着
替
え
始
め
て
い
た
。
五
八
分
に
は
他
の
子
供
た
ち
も
到
着
し
、
着
替
え
を
行
な

う
。
衣
装
は
服
の
上
か
ら
着
付
け
る
よ
う
で
、
着
付
け
は
、
写
真
を
見
な
が
ら
保
護

者
が
行
っ
て
い
た
。
着
替
え
は
一
人
ひ
と
り
順
に
着
せ
て
い
く
が
、
六
福
神
分
あ
る

た
め
衣
装
・
面
の
取
り
違
え
に
注
意
し
な
が
ら
着
付
け
を
行
っ
て
い
た
。

　

七
時
五
九
分
、
練
車
を
出
し
、
畳
を
入
れ
る
。
ま
た
、
屋
根
を
一
度
は
ず
し
て
飾

り
を
つ
け
て
い
た
。
屋
根
を
再
度
の
せ
る
。
網
を
つ
け
、
欄
干
の
ひ
と
つ
を
外
し
て

恵
美
須
人
形
を
の
せ
る
。
ま
た
提
灯
も
四
方
に
取
り
付
け
ら
れ
た
。

　

八
時
二
五
分
、
天
水
引
幕
、
三
〇
分
、
胴
幕
を
張
る
。
三
四
分
、
鯛
の
文
様
の
腰

水
引
幕
を
張
る
。
三
七
分
、練
車
に
練
順
の
「
十
番
」
と
八
幡
神
社
の
御
札
を
は
る
。

四
五
分
、の
ぼ
り
を
棹
に
通
し
、大
人
が
着
替
え
始
め
る
。
そ
の
う
ち
大
人
二
人
（
世

話
役
、
自
治
会
長
）
は
裃
姿
に
着
替
え
る
。
五
八
分
、
着
付
け
が
完
了
し
、
大
人
の

参
加
者
は
神
酒
を
飲
む
。

　

九
時
一
六
分
、
魚
棚
三
区
集
会
所
を
出
発
。
先
導
・
の
ぼ
り
・
傘
三
人
と
七
福
神
・

車
の
順
で
進
む
。
練
車
内
部
に
は
、
三
味
線
担
当
の
大
人
二
人
、
鉦
担
当
の
子
供
一

人
、
太
鼓
担
当
の
子
供
一
人
が
入
る
。
ま
た
、
集
金
役
が
四
人
ほ
ど
つ
く
。
集
金
役

は
決
ま
り
は
な
い
が
、
白
い
ズ
ボ
ン
を
着
用
し
て
い
た
。
御
礼
の
か
わ
り
に
も
ら
う

お
金
は
「
御
祝
儀
」
と
呼
ん
で
い
た
。
御
祝
儀
を
集
め
る
役
名
は
と
く
に
な
い
よ
う

で
あ
る
。
太
鼓
と
鉦
は
地
元
魚
棚
三
丁
目
に
住
ん
で
い
る
児
童
で
あ
る
。
三
味
線
担

当
は
地
元
以
外
の
方
を
招
聘
し
て
い
る
。
鉦
と
太
鼓
は
三
味
線
に
合
わ
せ
て
一
時
間

ず
つ
く
ら
い
二
回
練
習
し
た
そ
う
で
、
太
鼓
役
の
児
童
は
去
年
は
鉦
を
担
当
し
て
お

り
、
太
鼓
は
鉦
よ
り
難
し
い
と
話
し
て
い
た
。

　

七
福
神
に
つ
く
傘
は
、
昔
は
六
本
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
現
在
は
三
本
で
行
っ
て
お

り
、
傘
一
つ
で
七
福
神
が
二
人
つ
く
よ
う
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
子
供
な
の
で
離

れ
た
り
す
る
た
め
、
必
ず
し
も
そ
う
は
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
傘
は
持
つ
の
は
中

学
生
に
頼
ん
だ
が
集
ま
ら
ず
、
三
〇
代
の
参
加
者
が
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
練
車
は

綱
六
人
と
舵
二
人
で
曳
く
。

　

住
吉
神
社
を
通
過
し
、
九
時
一
九
分
、
浜
通
り
の
陸
橋
下
を
横
断
し
、
折
り
返
し

た
。
二
〇
分
、
ロ
ー
ソ
ン
北
宇
和
吉
田
店
角
で
左
折
し
、
九
時
二
二
分
、
魚
棚
橋
ま

で
行
っ
て
折
り
返
し
、
魚
棚
通
り
を
北
へ
。
九
時
二
七
分
、
魚
棚
二
区
と
の
間
の
交

差
点
を
左
折
し
、
浅
野
恵
美
須
堂
前
ま
で
行
っ
て
再
び
折
り
返
し
、
本
町
二
区
と
三

区
の
間
の
道
を
通
っ
て
本
町
通
り
へ
向
か
っ
た
。三
五
分
、桜
橋
を
通
過
し
、三
九
分
、

丸
口
時
計
店
前
で
休
憩
を
と
る
。
九
時
四
二
分
、
出
発
す
る
。
九
時
四
三
分
、
愛
媛
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銀
行
吉
田
支
店
前
を
通
り
、
本
丁
通
り
を
北
上
す
る
。
四
八
分
、
一
六
本
舗
吉
田
店

前
を
通
過
し
、
五
三
分
に
鈴
木
外
科
医
院
前
に
到
着
し
た
。
北
小
路
を
御
殿
内
方
面

に
移
動
し
、
練
り
の
順
に
並
び
、
待
機
す
る
。

　

一
〇
時
三
〇
分
、
練
り
が
開
始
さ
れ
る
。
三
六
分
、
行
列
が
す
こ
し
ず
つ
動
き
出

し
、
三
九
分
、
魚
棚
三
丁
目
の
七
福
神
と
練
車
も
動
き
出
す
。
こ
こ
か
ら
は
練
り
行

列
な
の
で
、
子
供
た
ち
は
お
面
を
か
ぶ
っ
て
歩
く
。
先
行
す
る
練
り
が
オ
レ
ン
ジ
荘

と
吉
田
病
院
で
練
車
と
練
歌
を
披
露
し
て
い
る
た
め
、
練
り
の
後
方
で
あ
る
魚
棚
三

丁
目
は
待
機
時
間
が
長
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
一
〇
時
四
七
分
に
北
小
路
の
ア
ー
チ
薬

局
を
右
折
し
、
本
丁
通
り
へ
ゆ
っ
く
り
と
向
か
う
。

　

一
一
時
、
オ
レ
ン
ジ
荘
前
に
到
着
。
〇
四
分
、
吉
田
病
院
に
向
か
う
。
そ
の
後
も

本
丁
通
り
を
南
下
し
、
一
一
時
〇
九
分
、
一
六
本
舗
吉
田
店
前
で
待
ち
、
少
し
づ
つ

進
む
。
一
七
分
、
し
ん
ば
し
前
で
待
機
、
二
一
分
、
魚
棚
三
丁
目
だ
け
愛
媛
銀
行
吉

田
支
店
前
を
左
折
し
、
東
小
路
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
未
来
よ
し
だ
へ
向
か
っ

た
後
、
折
り
返
し
て
愛
媛
銀
行
吉
田
支
店
前
を
通
過
す
る
。
一
二
四
分
、
吉
田
公
民

館
を
右
折
、
三
〇
分
、
子
供
た
ち
は
先
に
お
昼
を
と
る
。
大
人
は
そ
の
ま
ま
練
り
行

列
に
の
こ
り
、
練
車
を
止
め
に
行
く
。
一
一
時
五
六
分
、
本
丁
通
り
へ
向
け
て
動
き

出
す
。

　

一
二
時
〇
一
分
、
し
ん
ば
し
付
近
の
指
定
の
場
所
に
と
め
て
休
憩
に
入
る
。
五
七

分
、
昼
休
憩
を
終
え
、
練
車
へ
も
ど
る
。

　

一
三
時
〇
三
分
、
午
後
の
練
り
が
開
始
す
る
が
、
先
行
す
る
練
車
が
進
む
ま
で
し

ば
ら
く
待
機
し
て
い
た
。
一
三
時
一
五
分
、
徐
々
に
進
み
、
桜
丁
通
り
に
向
か
う
交

差
点
の
前
で
待
機
。
二
二
分
、
再
度
出
発
。
二
七
分
、
桜
橋
手
前
で
前
の
団
体
の
練

車
と
練
歌
披
露
が
お
わ
る
の
を
待
つ
。
三
六
分
、
棧
敷
席
の
前
で
練
車
と
練
歌
を
披

露
す
る
。
三
九
分
、
桜
橋
を
通
る
が
、
橋
の
出
口
で
待
機
。

　

一
三
時
四
五
分
、
本
町
通
り
に
入
り
、
南
下
。
一
三
時
五
九
分
、
松
下
化
粧
店
の

前
の
交
差
点
を
右
折
、
魚
棚
通
り
を
北
上
す
る
。
一
四
時
一
一
分
、
魚
棚
一
、二
区

集
会
所
前
を
通
過
。
一
四
時
一
七
分
、
桜
橋
た
も
と
付
近
で
、
餅
撒
が
お
わ
る
ま
で

休
憩
を
と
る
。
子
供
た
ち
は
そ
の
間
本
町
一
丁
目
の
ふ
じ
や
に
行
っ
て
買
い
物
を
し

て
い
た
。
三
五
分
、
出
発
、
裡
町
通
り
へ
。
四
五
分
、
終
了
地
点
の
裡
町
三
丁
目
集

会
所
前
を
通
過
。
こ
れ
以
降
は
、
朝
の
う
ち
に
回
っ
て
い
な
い
場
所
を
通
っ
て
住
吉

神
社
に
向
か
う
。
界
橋
を
通
過
後
、
直
進
、
県
道
三
一
四
号
線
に
出
て
西
に
進
む
。

途
中
、
五
一
分
、
彩
果
園
選
果
場
に
立
ち
寄
る
。
国
道
五
六
号
線
に
出
る
と
左
折
、

南
下
し
吉
田
漁
協
、
浅
野
寿
し
店
前
、
川
口
集
会
所
前
を
通
過
し
、
一
五
時
〇
二
分
、

魚
棚
三
区
集
会
所
に
戻
り
、
着
替
え
や
傘
な
ど
の
道
具
の
片
付
け
を
行
な
う
。
〇
六

分
、
練
車
の
片
付
け
に
取
り
掛
か
る
。
二
三
分
、
練
車
の
骨
組
み
を
解
体
し
終
わ
り
、

集
会
所
に
し
ま
う
。
三
八
分
に
、
練
車
の
片
付
け
が
終
わ
り
、
解
散
し
た
。
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図 01　平成二七年　吉田秋祭の神幸行事　巡行図（ 国土基本図 1/5000( 昭和 50 年 ) を元に作成）
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写真 01　御用練り－徒練りー巡行の様子 1写真 04　御用練り－御船ー老人クラブ

写真 05　御用練り－御船ー倉庫からの運び出し

写真 06　御用練り－御船ー自動車を使っての運搬

写真 02　御用練り－徒練りー巡行の様子 2

写真 03　御用練り－徒練りー片付け
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写真 07　裡町三丁目ー御神餅ー倉庫

写真 08　裡町三丁目ー幟

写真 09　裡町三丁目ー猿田彦・御神餅写真 12　裡町一丁目ー人形片付け

写真 11　裡町一丁目ー幕収納箱

写真 10　裡町一丁目ー人形頭・赤子人形収納箱
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写真 13　魚棚二丁目ー練車ー人形据付写真 16　魚棚二丁目ー練車ー飾り付け

写真 14　魚棚二丁目ー人形ー首部分の銘文写真 17　魚棚二丁目ー宝多ー組立完了

写真 15　魚棚二丁目ー練車ー飾り付け場所へ移動写真 18　魚棚二丁目ー宝多ー宝多据付
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写真 19　裡町二丁目ー練車ー練歌演者

写真 20　裡町二丁目ー練車ー幕収納状況写真 23　本町一丁目ー練車ー幕飾り付け（保管庫前）

写真 21　裡町二丁目ー練車ー片付け（保管庫前）写真 24　本町一丁目ー練車ー片付け（保管庫前）

写真 22　本町一丁目ー人形ー収納状況
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写真 25　魚棚三丁目ー人形ー収納状況写真 28　桜丁ー四ツ太鼓ー保管庫

写真 26　魚棚三丁目ー飾り付け準備（集会所内）

写真 27　魚棚三丁目ー七福神着替え（集会所）

写真 29　桜丁ー四ツ太鼓ー組立て（保管庫前）

写真 30　桜丁ー四ツ太鼓ー打ち手装束
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第
八
節
　
宝
多

一
　
は
じ
め
に

　

こ
こ
で
は
、
現
在
の
吉
田
秋
祭
に
お
け
る
八
幡
宝
多
と
宵
宮
宝
多
な
ど
に
つ
い
て

記
す
。

二
　
八
幡
宝
多

　

八
幡
宝ぼ

た多
、
現
在
は
神
輿
奉
賛
会
の
練
物
で
、
立
間
八
幡
神
社
の
神
輿
に
伴
っ
て

現
れ
る
（
写
真
01
・
02
）。

　

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
八
幡
宝
多
の
頭
は
平
成
二
六
年
に
一
〇
月
に
新
調
さ
れ

た
。
張
り
子
製
で
幅
・
奥
行
き
と
も
数
一
〇
㎝
は
あ
ろ
う
か
と
い
う
大
き
な
頭
で
、

通
常
の
仮
面
と
い
う
よ
り
は
、
扁
平
な
箱
状
の
獅
子
頭
や
牛
鬼
の
頭
に
近
い
。
角
一

本
の
も
の
と
二
本
の
も
の
が
あ
り
、
頭
部
と
眉
に
黒
い
毛
を
生
や
し
、
そ
の
奥
に
細

め
の
目
を
描
き
、
黒
く
て
丸
く
平
た
い
耳
を
左
右
に
垂
ら
し
、
量
感
あ
る
茶
色
の
顔

面
に
は
、
幅
広
い
鼻
・
頬
か
ら
上
顎
・
下
顎
に
か
け
て
黒
で
金
の
縁
取
り
を
し
た
筋

模
様
が
描
か
れ
、
耳
ま
で
届
き
そ
う
な
大
き
な
口
の
両
端
に
は
上
下
か
ら
尖
っ
た
大

き
な
牙
を
出
し
、
正
面
に
並
ぶ
歯
の
間
か
ら
厚
め
の
赤
い
舌
が
の
ぞ
く
。
い
ず
れ
も

黒
い
後
頭
部
に
「
八
幡
神
社
例
祭
守
護
」
の
御
札
を
貼
り
、
後
縁
に
沿
っ
て
黒
や
茶

の
太
い
紐
を
垂
ら
す
。
頭
の
下
に
は
胴
体
に
あ
た
る
紺
地
の
布
で
覆
わ
れ
、
と
く
に

下
顎
の
直
下
は
演
者
の
視
界
を
確
保
す
る
薄
手
の
布
だ
が
、
そ
の
下
の
に
は
正
面
に

大
き
く
三
ツ
巴
紋
が
染
め
抜
か
れ
て
い
る
。
演
者
は
下
顎
底
部
に
二
つ
並
ん
で
付
け

ら
れ
た
取
っ
手
を
両
手
で
握
っ
て
頭
を
被
る
よ
う
に
掲
げ
、
大
き
な
口
を
豪
快
に
開

写真 01

写真 02

写真 03

写真 04

写真 05

写真 06
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を
入
れ
、
蝶
番
で
つ
な
が
っ
た
大
き
く
開
く
口
に
は
上
下
に
金
色
の
平
ら
な
歯
が
並

ぶ
。
頭
の
型
は
昔
あ
っ
た
頭
を
元
に
し
た
張
り
子
だ
が
、
口
元
は
木
枠
で
、
内
部
は

そ
の
木
枠
に
一
本
の
縦
棒
を
ネ
ジ
で
固
定
し
て
、
操
作
時
の
持
ち
手
と
し
て
い
る
。

ま
た
頭
後
縁
も
丸
い
形
状
に
あ
わ
せ
て
堅
い
枠
で
補
強
す
る
。
こ
の
頭
の
後
頭
部
に

白
い
御
幣
と
「
八
幡
大
神
例
祭
守
護
」
の
御
札
を
貼
り
付
け
る
。
胴
体
に
あ
た
る
布

は
白
布
で
、
正
面
前
側
に
五
点
そ
れ
ぞ
れ
墨
書
で
「
八
幡
大
神
」「
宵
宮
宝
多
」「
天

地
惟
神
」「
精
進
潔
斎
」「
神
恩
感
謝
」
と
大
き
く
書
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
八
幡
宝

多
と
異
な
り
、
頭
か
ら
被
る
こ
と
は
な
く
、
片
手
に
持
っ
て
、
も
う
片
方
の
手
で
口

を
開
閉
さ
せ
る
と
い
っ
た
使
い
方
の
よ
う
で
あ
る
（
写
真
07
～
10
）。

写真 07

写真 09

写真 10

写真 08

閉
さ
せ
る
（
写
真
03
～
06
）。

　

平
成
二
八
年
の
場
合
、
御
幸
祭
当
日
の
午
後
、
八
幡
神
社
神
輿
が
桜
橋
で
の
走
り

込
み
を
お
こ
な
う
前
に
、あ
ら
か
じ
め
神
社
か
ら
車
で
運
ん
で
お
い
た
宝
多
の
頭
を
、

神
輿
担
当
か
ら
選
ば
れ
た
二
名
（
紺
色
の
法
被
（
衿
に
「
八
幡
宮
」
染
め
抜
き
）・

縞
の
帯
・
黒
の
ズ
ボ
ン
・
黒
の
地
下
足
袋
・
頭
は
手
拭
や
タ
オ
ル
で
ほ
っ
か
む
り
）

が
被
る
。
桜
橋
前
の
広
場
に
二
人
の
宝
多
が
現
わ
れ
る
と
、
場
内
を
大
き
く
一
周
し

な
が
ら
観
衆
に
絡
む
よ
う
に
暴
れ
て
ま
わ
り
一
定
の
広
さ
を
確
保
し
て
神
輿
の
入
る

場
所
を
清
め
払
う
。
ま
た
そ
の
間
に
子
供
た
ち
の
頭
を
噛
む
よ
う
な
仕
草
を
お
こ

な
っ
て
、
健
康
を
祈
願
す
る
た
め
、
幼
い
子
供
づ
れ
の
親
子
が
宝
多
に
噛
ん
で
も
ら

お
う
と
殺
到
し
、
大
い
に
賑
わ
う
光
景
と
な
る
。

　

ひ
と
し
き
り
宝
多
が
暴
れ
ま
わ
っ
て
退
場
し
、
そ
の
後
神
輿
三
体
の
走
り
込
み
が

お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
宵
宮
宝
多

　

現
在
の
宵
宮
宝
多
は
、
平
成
二
七
年
に
復
活
し
た
も
の
で
、
戦
後
し
ば
ら
く
は
存

在
し
た
が
六
〇
年
ほ
ど
前
か
ら
長
ら
く
途
絶
え
て
い
た
。

　

復
活
に
際
し
て
は
、
新
た
に
宝
多
の
頭
を
五
点
新
調
し
て
、
吉
田
町
愛
護
班
連
絡

協
議
会
の
協
力
を
得
て
、
吉
田
小
学
校
の
高
学
年
生
を
中
心
に
約
一
〇
人
が
参
加
し

た
。（
復
活
し
た
平
成
二
七
年
に
は
、
部
活
動
の
試
合
等
も
重
な
っ
て
小
学
四
・
五
年

生
の
女
児
八
名
が
参
加
し
た
が
、
翌
年
以
降
は
男
児
も
加
わ
っ
て
継
続
し
て
い
る
）

　

新
調
さ
れ
た
宝
多
の
頭
五
点
は
、
か
つ
て
の
宵
宮
宝
多
の
記
憶
や
写
真
な
ど
を
元

に
復
元
さ
れ
た
も
の
で
、
幅
・
奥
行
き
と
も
三
〇
㎝
強
の
扁
平
な
形
状
。
い
ず
れ
も

頭
上
の
白
い
毛
の
中
央
に
銀
色
の
一
本
角
を
持
つ
が
、
真
上
に
立
つ
角
は
二
点
、
前

倒
し
気
味
の
角
の
頭
が
三
点
で
、
前
者
が
や
や
大
き
め
に
作
ら
れ
て
い
る
。
顔
は
赤

く
、
耳
や
眉
は
黒
、
目
は
金
色
に
黒
目
、
頬
か
ら
上
顎
に
か
け
て
黒
や
金
の
筋
模
様
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家
の
者
が
出
て
来
る
と
、
全
員
一
斉
に
で
「
こ
の
家
に
栄
え
あ
れ
！　

こ
の
家
に
繁

栄
あ
れ
！　

家
内
安
全
、
無
病
息
災
、
商
売
繁
盛
、
開
運
招
福
！
」
と
唱
え
、
宝
多

の
口
を
鳴
ら
す
（
写
真
13
）。
御
祝
儀
を
頂
い
て
、「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」

と
一
同
礼
を
言
い
、
御
札
を
配
っ
た
。

　

翌
一
一
月
三
日
神
幸
祭
は
、
午
前
九
時
三
〇
分
に
再
び
吉
田
公
民
館
に
集
合
。
着

付
け
を
済
ま
せ
て
、
同
様
に
家
々
や
商
店
な
ど
を
回
る
（
写
真
14
）。
ま
た
所
定
の

時
間
に
お
ね
り
に
も
参
加
し
た
。

　

参
加
す
る
子
ど
も
た
ち
は
白
い
衣
裳
を
着
て
縄
の
帯
を
締
め
、
白
い
ズ
ボ
ン
。
帯

に
使
う
縄
は
、
か
つ
て
は
注
連
縄
だ
っ
た
と
い
う
。
靴
は
普
段
の
も
の
。
頭
に
鉢
巻

や
帽
子
な
ど
は
な
い
。

　

ま
ず
一
一
月
二
日
宵
宮
。
一
七
時
三
〇
分
に
吉
田
公
民
館
で
子
ど
も
た
ち
が
集

ま
っ
て
、
親
や
婦
人
会
の
人
た
ち
が
助
っ
人
と
な
っ
て
着
付
け
を
は
じ
め
た
（
写
真

11
）。　

前
述
の
宝
多
頭
五
点
を
ひ
と
つ
ず
つ
持
つ
五
名
、朱
色
地
に
三
つ
巴
紋
と「
八

幡
宮
」
の
字
を
白
く
染
め
抜
い
た
の
ぼ
り
（
本
来
は
亥
の
子
で
使
用
し
て
い
る
も
の
）

を
持
つ
者
二
名
、
片
手
に
手
提
げ
の
小
さ
い
太
鼓
（
鋲
留
め
・
革
面
に
巴
紋
）
片
手

に
撥
を
持
つ
者
二
名
、
手
提
げ
提
灯
（「
宵
宮
宝
多
」
黒
字
・
赤
い
三
つ
巴
紋
・
平

成
二
九
年
に
は
竹
竿
に
掛
け
て
捧
げ
持
つ
形
と
な
っ
た
。）一
名
と
い
う
構
成
で
、「
吉

田
町
商
工
会
」
の
法
被
を
着
た
大
人
や
、
愛
護
会
関
係
者
な
ど
も
随
行
し
、
準
備
が

整
え
ば
、
公
民
館
を
出
て
希
望
の
あ
っ
た
家
に
向
か
う
が
、
そ
の
間
は
、
ホ
イ
ッ
ス

ル
を
二
回
鳴
ら
す
「
ピ
ッ
ピ
ッ
」
と
、
太
鼓
の
音
「
ド
ン
ド
ン
」
や
宝
多
の
噛
み
合

わ
す
音
等
を
交
互
に
鳴
ら
し
て
賑
や
か
に
進
む
（
写
真
12
）。

　

目
的
の
家
に
着
く
と
、
先
頭
の
子
供
が
「
こ
ん
ば
ん
は
。
宝
多
で
す
。」
と
言
い
、

写真 11

写真 12

四
　
魚
棚
二
丁
目
の
練
車
宝
多
と
子
ど
も
た
ち
の
宝
多

　

魚
棚
二
丁
目
の
練
車
の
宝
多
は
、四
〇
年
ほ
ど
前
に
、太
閤
秀
吉
の
人
形
に
代
わ
っ

て
魚
棚
二
丁
目
子
ど
も
た
ち
が
出
す
か
た
ち
で
は
じ
ま
っ
た
。

　

練
車
は
、
通
常
よ
り
小
さ
め
で
屋
根
も
な
い
が
、
こ
れ
は
亥
の
子
車
を
改
造
し
て

い
る
。
そ
こ
に
載
っ
た
巨
大
ホ
タ
頭
は
、
二
代
目
だ
が
、
幅
・
奥
行
き
と
も
一
ｍ
を

超
え
る
巨
大
サ
イ
ズ
で
、
口
に
は
酒
樽
を
二
つ
く
わ
え
て
い
る
（
写
真
15
～
17
）。

　

注
目
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
練
車
の
着
想
に
至
っ
た
背
景
に
も
つ
な
が
る
も
の
だ

が
、
以
前
か
ら
各
町
で
、
祭
礼
当
日
に
祭
り
の
進
行
と
は
無
関
係
に
、
任
意
に
子
ど

写真 13

写真 14
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写真 15

写真 17

写真 16

も
た
ち
に
よ
る
手
作
り
宝
多
が
あ
ち
こ
ち
に
現
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（
写
真

18
・
19
）。
近
年
は
ほ
ぼ
消
滅
に
近
い
が
、
そ
う
し
た
中
で
使
わ
れ
て
い
た
ホ
タ
頭

の
一
例
が
「
国
安
の
郷
」
に
保
管
展
示
さ
れ
る
。
赤
面
で
一
本
角
を
有
し
、
幅
・
奥

行
と
も
三
三
㎝
、
高
さ
二
一
㎝
。
張
り
子
製
で
、
口
廻
り
は
木
型
で
補
強
し
内
部
の

縦
棒
の
取
っ
手
が
付
く
。
前
垂
れ
の
白
布
に
「
魚
棚
三
丁
目
」
の
墨
書
。
背
後
は
ビ

ニ
ー
ル
紐
や
色
紙
の
飾
り
を
な
び
か
せ
る
。
こ
う
し
た
ホ
タ
頭
を
手
に
し
た
子
ど
も

た
ち
が
、
通
り
に
繰
り
出
し
て
は
辺
り
を
う
ろ
つ
き
、
祭
り
の
賑
わ
い
に
色
を
添
え

た
よ
う
だ
。

　

今
後
の
推
移
は
不
明
だ
が
、
こ
の
吉
田
独
特
の
不
思
議
な
宝
多
の
存
在
が
、
魚
棚

二
丁
目
の
練
車
の
着
想
に
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
は
、
上
述
の
宵
宮
宝
多
の
復
活
の
足

掛
か
り
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

写真 19

写真 18



第四章　吉田秋祭の現状　第九節　神輿

169

第
九
節
　
神
輿

　

神
輿
は
、
祭
神
の
応
神
天
皇
、
比
売
大
神
、
神
功
皇
后
の
三
体
が
渡
御
す
る
。
一

番
神
輿
（
松
）、
二
番
神
輿
（
竹
）、
三
番
神
輿
（
梅
）
と
区
分
さ
れ
る
。
神
輿
奉
賛

会
と
い
う
立
間
地
区
住
民
、
特
に
青
年
、
壮
年
の
現
役
世
代
か
ら
な
る
団
体
が
渡
御

に
あ
た
る
。
吉
田
秋
祭
り
振
興
会
に
も
属
す
る
が
、
神
社
（
総
代
会
）
と
密
接
し
た

関
係
に
あ
る
。

一
　
渡
御
の
行
程

　

平
成
二
七
年
の
行
程
を
記
す
。
一
一
月
一
日
の
オ
ハ
ケ
の
際
に
、
一
度
蔵
か
ら
出

さ
れ
、
神
輿
に
御
幣
や
榊
な
ど
の
飾
り
付
け
し
、
再
度
蔵
に
戻
さ
れ
る
。
一
五
時

三
〇
分
頃
か
ら
約
一
時
間
程
度
の
作
業
時
間
で
あ
っ
た
。
一
一
月
三
日
の
当
日
は
、

第
四
節
の
卯
之
刻
相
撲
に
あ
る
よ
う
に
、
力
士
に
よ
り
蔵
出
し
が
行
わ
れ
、
五
時

四
五
分
ご
ろ
か
ら
、
二
番
神
輿
、
一
番
神
輿
、
三
番
神
輿
の
順
で
運
び
出
し
、
拝
殿

に
向
か
っ
て
右
側
に
運
び
出
し
た
順
番
で
置
い
て
ゆ
き
、
六
時
に
終
了
。
続
い
て
六

時
〇
五
分
よ
り
御
霊
遷
し
の
儀
が
一
番
、
二
番
、
三
番
の
順
に
行
わ
れ
る
。

　

七
時
四
五
分
頃
に
担
ぎ
手
が
参
集
、
八
時
〇
五
分
に
修
祓
を
受
け
、
そ
の
後
宮
司
、

総
代
会
会
長
の
あ
い
さ
つ
が
続
く
。
神
輿
は
一
体
に
約
三
〇
～
四
〇
名
が
つ
き
、
そ

れ
ぞ
れ
の
責
任
者
に
一
名
ず
つ
取
締
が
お
り
、
全
体
統
括
を
す
る
総
取
締
の
指
示
に

従
っ
て
渡
御
が
行
わ
れ
て
い
く
。
基
本
は
一
体
を
一
〇
人
で
担
ぎ
、
交
代
の
タ
イ
ミ

ン
グ
は
各
取
締
に
任
さ
れ
て
い
る
。
八
時
一
〇
分
に
総
取
締
が
あ
い
さ
つ
を
終
え
る

と
、
御
神
酒
を
飲
み
、
八
時
一
五
分
、
一
段
下
の
修
祓
所
に
神
輿
を
移
動
し
、
担
ぎ

棒
に
白
縄
を
く
く
り
つ
け
る
。
八
時
三
五
分
、
笛
の
合
図
で
出
発
、
い
よ
い
よ
宮
出

し
と
な
る
。
神
社
か
ら
北
に
向
か
い
、
愛
工
房
、
個
人
宅
、
共
選
所
、
Ｊ
Ａ
立
間
支

所
の
順
で
廻
り
、各
所
で
神
輿
を
担
ぎ
飛
び
跳
ね
な
が
ら
、玄
関
先
に
走
り
込
む
「
御

霊
振
」
を
行
う
。
走
り
込
ん
で
い
く
数
は
、
個
人
宅
は
要
望
に
応
じ
て
一
～
三
体
、

会
社
や
公
共
施
設
は
二
な
い
し
三
体
と
な
っ
て
い
る
。
九
時
一
六
分
に
は
神
社
鳥
居

前
に
戻
り
、
今
度
は
南
に
向
か
っ
て
移
動
し
て
い
く
。
立
間
公
民
館
、
立
間
小
学
校
、

た
ち
ば
な
保
育
園
、
個
人
宅
・
商
店
な
ど
一
一
件
を
廻
り
な
が
ら
、
九
時
五
五
分
、

水
谷
医
院
に
到
着
、
休
憩
を
は
さ
む
。
一
〇
時
一
八
分
に
御
殿
前
に
向
け
て
出
発
、

個
人
宅
・
会
社
、
吉
田
高
校
を
廻
り
、
一
〇
時
五
六
分
、
御
殿
前
立
花
石
油
店
に
到

着
。
こ
こ
で
三
体
同
時
に
時
計
回
り
に
三
回
廻
り
な
が
ら
御
霊
振
を
行
う
。
そ
の
後

少
し
移
動
し
て
小
休
止
を
は
さ
み
、
一
一
時
一
〇
分
、
渡
御
を
再
開
、
個
人
宅
一
件
、

オ
レ
ン
ジ
荘
を
廻
り
、
一
一
時
二
四
分
、
吉
田
病
院
で
再
度
三
体
に
よ
る
御
霊
振
の

後
、
小
休
止
を
は
さ
み
、
本
丁
通
り
を
さ
ら
に
南
下
、
一
一
時
五
六
分
、
し
ん
ば
し

に
至
る
ま
で
に
通
り
沿
い
の
個
人
宅
五
件
を
廻
る
。
小
休
止
後
、
昼
休
憩
所
と
な
る

吉
田
支
所
に
向
け
て
移
動
、
個
人
宅
三
件
を
廻
り
、
一
二
時
一
三
分
、
支
所
前
で
三

体
に
よ
る
御
霊
振
を
行
い
、
昼
休
憩
と
な
る
。

　

一
三
時
四
〇
分
再
開
、
桜
橋
へ
向
け
て
桜
丁
通
り
を
南
下
、
七
件
の
個
人
宅
・
商

店
を
廻
り
、
十
四
時
〇
五
分
、
桜
橋
で
三
体
で
の
御
霊
振
と
な
る
。
こ
こ
で
の
御
霊

振
は
、
御
幣
の
付
け
ら
れ
た
竹
を
立
て
、
そ
れ
を
中
心
に
し
て
御
殿
前
と
同
様
に
時

計
回
り
に
廻
り
な
が
ら
の
御
霊
振
と
な
る
。
そ
の
後
は
小
休
止
、
十
四
時
三
五
分
、

本
町
、
裡
町
、
魚
棚
の
通
り
に
一
体
ず
つ
分
か
れ
御
船
手
ま
で
下
り
、
一
五
時
一
五

分
前
後
、
途
中
で
休
憩
を
挟
ん
だ
三
体
は
合
流
、
御
旅
所
と
な
る
住
吉
神
社
に
む
け

て
五
六
号
線
に
出
て
北
上
す
る
。
長
栄
橋
を
越
え
、
藩
政
期
に
御
旅
所
で
あ
っ
た
コ

ス
モ
石
油
伊
予
吉
田
給
油
所
あ
た
り
で
折
り
返
し
、
一
六
時
一
〇
分
、
住
吉
神
社
前

に
て
交
通
規
制
を
行
い
な
が
ら
、
三
体
廻
り
な
が
ら
の
御
霊
振
を
行
い
、
一
六
時

一
五
分
、
住
吉
神
社
境
内
に
入
り
、、
祭
壇
前
に
神
輿
を
置
き
、
御
旅
所
神
事
が
終

わ
る
ま
で
休
憩
。
一
七
時
神
輿
を
車
に
積
み
、
長
栄
橋
を
渡
り
、
煙
硝
蔵
地
区
を
廻
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り
な
が
ら
、
御
陣
橋
を
渡
り
、
五
六
号
線
を
北
上
し
、
一
八
時
頃
に
神
社
鳥
居
前
に

到
着
。
車
か
ら
神
輿
を
降
ろ
し
、
宮
入
。
御
霊
遷
し
の
儀
式
後
、
境
内
で
の
餅
ま
き

が
行
わ
れ
、
そ
の
後
に
神
輿
を
蔵
に
戻
し
、
一
八
時
五
〇
分
頃
解
散
と
な
っ
た
。

写真 01　11 月１日オハケでの神輿の飾りつけ写真 03　力士による神輿の蔵出し

写真 02　飾りつけに使うヒカゲノカズラ写真 04　御霊遷し

写真 08　御旅所神事終了後の車両への積み込み 写真 06　担ぎやすいように工夫された結び方

写真 07　個人宅への御霊振の様子 写真 05　担ぎ棒にくくられる白縄
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第
一
節　
祭
り
を
支
え
る
町
と
組
織

第
二
節　
「
お
ね
り
」
の
復
活
と
そ
の
継
承

例祭に勢揃いする祭礼関係者（平成 27年 11月 2日）

第
五
章
　
吉
田
秋
祭
の
組
織
と
運
営
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第
一
節
　
祭
り
を
支
え
る
町
と
組
織

　

一
　
吉
田
町
と
吉
田
秋
祭

　

吉
田
秋
祭
を
継
承
し
て
い
る
吉
田
町
は
、
平
成
一
七
年
八
月
に
宇
和
島
市
、
三
間

町
、
津
島
町
と
合
併
し
、
宇
和
島
市
吉
田
町
と
な
っ
て
い
る
。
も
と
は
北
宇
和
郡
に

属
し
、
そ
の
北
西
部
を
占
め
る
町
で
あ
る
。
西
部
は
リ
ア
ス
式
海
岸
の
宇
和
海
に
面

し
、
法
花
津
湾
、
吉
田
湾
な
ど
複
雑
に
湾
曲
す
る
海
岸
線
沿
い
近
く
に
集
落
は
位
置

し
て
お
り
、
背
後
は
法
花
津
連
山
の
主
峰
高
森
山
（
標
高
六
三
五
ｍ
）
を
は
じ
め
と

す
る
山
々
に
囲
ま
れ
、
そ
の
谷
間
に
も
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
面
積
は
四
八
．

二
五
㎢
、
昭
和
五
五
年
（
一
九
八
〇
年
）
国
勢
調
査
で
は
人
口
は
一
六
一
〇
五
人
、

平
成
二
七
年
国
勢
調
査
で
は
一
一
一
八
〇
人
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
は
吉
田
藩
三
万
石
の
伊
達
家
の
陣
屋
の
あ
る
地
域
で
あ
り
、
宇
和
島
と

と
も
に
南
予
地
方
の
政
治
、
経
済
、
文
化
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は

第
二
章
で
触
れ
た
の
と
、
後
述
の
町
割
り
の
形
成
の
項
目
で
も
取
り
上
げ
る
の
で
こ

こ
で
は
省
く
が
、
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
年
）
の
町
村
制
実
施
に
よ
っ
て
、
吉
田

藩
の
陣
屋
町
の
大
半
が
合
併
し
て
吉
田
町
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
を
形
成
し
た
の

が
東
小
路
、
西
小
路
、
北
小
路
、
本
町
、
裡
町
、
魚
棚
で
あ
っ
た
。
現
在
、
吉
田
秋

祭
に
主
に
練
車
、
御
神
餅
、
猿
田
彦
、
四
ツ
太
鼓
等
を
「
お
ね
り
」
に
出
し
て
い
る

地
区
で
あ
る
。
た
だ
、
明
治
二
二
年
の
町
村
制
実
施
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
の
立
間

尻
浦
、
鶴
間
浦
、
浅
川
浦
と
い
う
吉
田
秋
祭
に
お
い
て
牛
鬼
を
三
年
に
一
度
輪
番
で

出
す
三
地
区
は
、
吉
田
町
に
隣
接
す
る
形
で
合
併
し
て
立
間
尻
村
が
成
立
し
た
。
ま

た
、
八
幡
神
社
が
位
置
し
、
卯
之
刻
相
撲
を
実
施
し
た
り
、
神
輿
を
出
し
た
り
す
る

立
間
は
明
治
二
三
年
に
そ
の
ま
ま
一
地
区
で
立
間
村
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
町
村
制

図 01　吉田市街図（文久元年調整）※一部トレース
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実
施
で
み
る
と
吉
田
町
、
立
間
尻
村
、
立
間
村
と
い
う
三
町
村
に
わ
た
っ
て
そ
の
住

民
に
よ
り
吉
田
秋
祭
を
執
行
し
て
い
た
。
現
在
の
宇
和
島
市
吉
田
町
域
に
は
こ
の

三
町
村
の
年
他
に
も
奥
浦
と
南
君
浦
が
合
併
し
た
奥
南
村
と
、
沖
村
、
河
内
村
が
合

併
し
た
喜
佐
方
村
が
あ
り
、
計
五
町
村
が
誕
生
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
昭
和
十
三
年

（
一
九
三
八
年
）
に
は
吉
田
町
と
立
間
尻
村
が
合
併
し
、
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五

年
）
の
昭
和
の
大
合
併
に
お
い
て
吉
田
町
、
奥
南
村
、
喜
佐
方
村
、
立
間
村
に
加
え

て
、
東
宇
和
郡
に
属
し
て
い
た
玉
津
村
（
白
浦
、
法
花
津
浦
、
深
浦
）
が
合
併
し
て

吉
田
町
が
誕
生
し
た
。
ま
た
南
に
隣
接
す
る
高
光
村
か
ら
知
永
が
編
入
さ
れ
、
平
成

の
大
合
併
ま
で
の
吉
田
町
域
が
確
定
し
、
現
在
は
宇
和
島
市
に
属
し
宇
和
島
市
吉
田

町
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
吉
田
秋
祭
」
と
称
す
る
も
の
の
、
現
在
の
宇
和

島
市
吉
田
町
域
す
べ
て
が
吉
田
秋
祭
に
参
与
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
吉
田
、
立

間
、
立
間
尻
が
祭
り
を
担
う
地
区
と
な
っ
て
い
る
。

二
　
吉
田
の
町
割
り
の
形
成
と
継
承

　

吉
田
秋
祭
が
行
わ
れ
る
地
域
は
お
お
ま
か
に
北
部
の
立
間
と
南
部
の
吉
田
、
そ
の

周
囲
に
位
置
す
る
立
間
尻
に
わ
か
れ
る
。
立
間
は
平
安
時
代
中
期
成
立
の
『
和
名
類

聚
抄
』
に
宇
和
郡
の
郷
名
と
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
古
く
か
ら
開
け
た
集
落
で
あ

る
。
し
か
し
、南
部
の
吉
田
は
江
戸
時
代
初
期
か
ら
中
期
に
造
成
さ
れ
た
町
で
あ
り
、

そ
の
形
成
過
程
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

吉
田
秋
祭
が
行
わ
れ
る
宇
和
島
市
吉
田
町
の
中
心
部
は
、
江
戸
時
代
に
形
成
さ
れ

た
吉
田
陣
屋
町
に
あ
た
る
。
吉
田
陣
屋
町
は
南
北
に
細
長
く
広
が
る
地
区
で
、
宇
和

島
藩
主
伊
達
秀
宗
の
五
男
宗
純
が
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
年
）
に
吉
田
藩
を
分
封
さ

れ
、
以
後
、
伊
達
家
が
藩
主
と
し
て
九
代
続
き
、
明
治
維
新
に
至
る
が
、
伊
達
家
入

部
直
後
の
明
暦
四
年
（
一
六
五
八
年
）
か
ら
町
の
造
成
が
本
格
化
す
る
。
明
暦
四
年

正
月
に
尾
川
孫
右
衛
門
の
縄
張
で
御
在
館
が
見
立
て
ら
れ
、
七
月
に
藩
主
宗
純
が
初

め
て
吉
田
に
入
る
。

　

そ
れ
ま
で
吉
田
は
地
名
を
「
ヨ
シ
ダ
」
と
呼
ぶ
と
お
り
、
吉
田
湾
へ
の
河
口
部
に

広
が
る
汐
入
り
の
湿
地
帯
で
あ
り
、「
葦
・
葭
（
ヨ
シ
）
の
生
え
る
場
所
」
が
地
名

の
由
来
で
あ
る
と
の
説
が
あ
る
。
一
六
〇
〇
年
代
前
半
以
前
に
は
「
吉
田
」
の
地
名

は
確
認
で
き
な
い
が
、
明
暦
三
年
に
宗
純
に
分
封
さ
れ
た
際
、『
郡
鑑
』
に
「
喜
佐

方
村
之
内
吉
田
新
田
分
」
と
見
え
、
湿
地
帯
が
新
田
と
し
て
開
発
さ
れ
て
お
り
、
そ

こ
が
藩
主
の
御
在
館
屋
敷
と
な
っ
た
。
ま
た
、
明
暦
四
年
か
ら
の
陣
屋
町
の
造
営
に

あ
た
っ
て
は
立
間
村
、
立
間
尻
浦
な
ど
の
田
地
も
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
『
伊
達

家
御
歴
代
事
記
』
か
ら
も
わ
か
っ
て
い
る
。
吉
田
の
町
の
造
成
時
か
ら
立
間
村
、
立
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間
尻
浦
は
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

陣
屋
町
の
構
図
（
図
01
）
は
、
そ
の
北
西
に
あ
る
石

せ
き
じ
ょ
う城
山
麓
に
陣
屋
を
配
置
し
、

中
部
に
家
中
町
、
そ
し
て
南
部
の
立
間
尻
浦
に
接
す
る
形
で
町
人
町
が
造
ら
れ
た
。

河
内
川
と
立
間
川
を
結
ぶ
人
工
の
川
で
あ
る
国く

に
や
す安
川
を
造
り
、
陣
屋
と
家
中
町
を
国

安
川
で
分
け
て
区
切
っ
た
。
陣
屋
の
あ
る
場
所
は
御
殿
内
と
呼
ば
れ
、
現
在
も
そ
の

地
名
が
残
る
。
現
在
、
吉
田
秋
祭
で
は
御
殿
内
に
近
い
北
小
路
に
各
町
か
ら
の
練
物

が
午
前
一
一
時
前
に
集
合
（
写
真
01
）
し
、そ
こ
か
ら
「
お
ね
り
」
が
出
発
し
て
い
る
。

　

家
中
町
は
西
側
の
山
麓
沿
い
を
流
れ
る
河
内
川
と
東
側
の
山
麓
を
流
れ
る
立
間

川
に
挟
ま
れ
た
中
洲
状
の
場
所
に
形
成
さ
れ
た
。
家
中
町
の
南
側
で
立
間
川
を
西
に

流
れ
を
作
り
、
河
内
川
に
合
流
さ
せ
た
。
こ
れ
が
横
堀
川
で
あ
り
、
そ
の
横
堀
川

の
南
に
町
人
町
が
形
成
さ
れ
た
。
家
中
町
に
は
南
北
に
走
る
本
丁
通
り
を
中
心
に
、

二
四
〇
余
り
の
武
家
屋
敷
が
あ
っ
た
。
家
中
町
は
桜
丁（
現
在
、四
ツ
太
鼓
を
出
す
）、

御
蔵
前
が
あ
り
、
上
組
、
下
組
、
御
持
筒
、
裏
之
丁
、
鷹
匠
町
、
御
小
人
組
、
御
弓

ノ
丁
、
大
工
町
と
続
き
、
立
間
尻
浦
の
一
画
に
藩
船
の
港
と
し
て
御
船
手
が
置
か
れ

た
。

　

町
人
町
（
図
02
）
は
、
南
は
立
間
尻
浦
に
接
し
て
、
西
は
河
内
川
の
河
口
で
海
湾

と
接
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
町
人
町
は
、
家
中
町
か
ら
は
桜
橋
（
写
真
02
）
で
横

堀
川
を
渡
っ
た
場
所
に
あ
り
、南
北
方
向
に
東
か
ら
裏
町
（
現
在
の
住
所
表
示
は
「
裡

町
」）、本
町
、魚
棚
の
三
つ
の
通
り
が
造
ら
れ
、そ
れ
ぞ
れ
北
か
ら
一
丁
目
、二
丁
目
、

三
丁
目
に
分
け
ら
れ
、
三
町
九
丁
が
成
立
し
た
。
本
町
（
写
真
03
）
は
主
に
商
業
が

中
心
で
あ
り
、
大
店
が
並
び
、
二
丁
目
に
は
町
会
所
や
宿
屋
も
あ
っ
た
。
魚
棚
（
写

真
04
）
に
は
名
前
の
通
り
御
用
鮮
魚
商
人
が
多
く
、
ま
た
法
華
津
屋
な
ど
上
方
と
取

引
す
る
豪
商
な
ど
が
い
て
土
蔵
が
並
ん
で
い
た
。
裏
町
（
写
真
05
）
は
主
に
は
職
人

町
で
鍛
冶
屋
、
桶
屋
、
鋳
掛
屋
な
ど
の
長
屋
が
連
な
っ
て
町
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
川
に
囲
ま
れ
た
造
成
地
で
あ
る
家
中
町
と
、
河
口
部
の
海
に
近
い
町

松
兼
屋
長
右
ヱ
門

樽
屋
勘
兵
衛

千
鳥
屋
源
吉

塩
屋
右
左
ヱ
門

                       

後
家

土
佐
屋
傳
左
ヱ
門
訳

番
所

蔵

井

住
吉

恵
美
須

薬
師
庵

桑
本
慶
庵

宝
性
院
扣

小
頭

杖
突

中
見蔵

下
代

獄屋
畑

畑代官下代

八
人

様

海蔵寺扣中見

見

加茂社
太
鼓
塲

小島
 治郎左衛門

友
岡
勘
兵
衛

岩
本勘

左
右
衛
門

芝右
左
衛
門

太
鼓

番
人

加
藤養

右衛
門扣

番
所

松
屋
平
七

中
原
屋
小
十
郎

高
月
小
左
ヱ
門
扣

亀
屋
善
右
ヱ
門

大
工
源
右
ヱ
門

田
野
屋
善
七

鷹
羽
屋
惣
十
郎

明
渕
寺
扣

土
佐
屋
喜
兵
衛

法
華
津
屋
甚
士
良
　

油
屋
古
八

法
花
津
屋
左
兵
衛
扣

法
花
津
屋
新
助

松
葉
屋
甚
蔵

亀
屋
甚
兵
衛

亀
屋
善
兵
衛

麴
屋
市
右
ヱ
門

油
屋
元
七

倉
田
屋
卯
平
太

大
津
賀
屋
弥
平
治
後
家

廉
屋
幸
助
後
家

道
後
屋
七
右
ヱ
門
後
家

廉
屋
元
治
郎

廉
　与
四
郎

大
阪
屋
幸
兵
衛
扣

唐
金
屋
新
兵
衛

大
坂
屋
七
兵
衛

道
後
屋
孫
右
ヱ
門
扣

大
阪
屋
吉
右
ヱ
門

大
阪
屋
半
兵
衛

油
屋
午
左
ヱ
門
扣

油
屋
与
左
ヱ
門

塩
飽
屋
半
四
郎

大
阪
屋
利
兵
衛
扣

大
阪
屋
源
兵
衛

高
月
与
右
ヱ
門
扣

掛
屋
又
兵
衛

高
月
与
右
ヱ
門
扣

油
屋
治
三
兵
衛

大
坂
屋
喜
市

道
後
屋
弥
右
ヱ
門

油
屋
嘉
右
ヱ
門

法
花
津
屋
卯
兵
衛

                          

後
家

木
屋
藤
四
郎

木
屋
藤
四
郎
扣

法
花
津
屋
甚
十
郎
扣

法
花
津
屋
甚
十
郎
扣

法
花
津
屋
次
助

法
花
津
屋
儀
兵
衛

法
花
津
屋
冨
助

法
花
津
屋
勘
助

道
後
屋
孫
右
ヱ
門
扣

真
酒
屋
善
助

法
花
津
屋
忠
兵
衛

宝
屋
今
太
郎

萬
屋
卯
兵
衛
扣

法
花
津
屋
甚
十
郎

                            

扣

井 竹
葉
屋
多
兵
衛

吉
野
屋
虎
之
助
　扣

吉
野
屋
虎
之
助

　扣

法
花
津
屋
新
兵
衛

法
花
津
屋
半
右
ヱ
門

法
花
津
屋
半
兵
衛

椛
屋
忠
三
郎

芥
屋
多
助

法
花
津
屋
甚
十
郎

法
花
津
屋

           

甚
十
郎
扣

法
華
津
屋
半
兵
衛

                          

扣

三
和
元
伯

町
同
心

笹
屋
卯
兵
衛

笹
屋
喜
平
次

木
屋
藤
四
郎
扣

大
坂
屋

    

喜
右
ヱ
門
扣

大
阪
屋
傳
松

中
平
屋
源
蔵

久
代
屋
新
六

菊
屋
弥
蔵

紙
屋
傳
右
ヱ
門

万
福
寺
扣

渡
辺
八
百
路
太
夫

井
形
屋
平
兵
衛

今
出
屋
忠
蔵

中
平
か
め

山
本
屋
平
吉

佐
野
屋
乙
次
郎

笹
屋
九
郎
兵
衛
扣

小
松
屋
喜
右
ヱ
門

扇
屋
八
左
ヱ
門

伊
予
屋
平
七

小
松
屋
善
蔵

三
間
屋
作
兵
衛
扣

町
頭
支
配
屋
敷

 

中
平
屋

幸
左
ヱ
門

中
島
屋
富
治

福
島
屋

  

勘
助

平
山
屋
清
吉

茶
屋
専
助

茶
屋
与
兵
衛

天
野
屋
藤
八

佐
野
屋
九
兵
衛

今
治
屋
傳
九
郎
扣

佐
野
屋
市
之
助

佐
野
屋
市
之
進

鍛
冶
屋
九
助

佐
野
屋
市
之
進
扣

伊
勢
屋
熊
之
助

伊
勢
屋
長
蔵

今
治
屋
傳
之
進

法
花
津
屋
十
兵
衛

矢
野
屋
武
助

法
花
津
屋
利
助
扣

三
間
屋
留
次

三
間
屋
重
吉

岡
田
瑞
宅
拝
地

道
後
屋
林
蔵

宇
都
田
屋
藤
兵
衛

虎
屋
清
蔵

久
代
屋
金
七

矢
野
屋
善
四
郎

三
間
屋
源
右
ヱ
門

高
月
与
右
ヱ
門

高
月
与
右
ヱ
門
扣

竹
葉
助
右
ヱ
門

高
好
屋
忠
七

十
文
字
屋
多
助

筒
屋
武
右
ヱ
門

大
津
屋
宇
右
ヱ
門

播
摩
屋
源
吉

伊
屋
傳
兵
衛

樽
屋
柳
蔵

天
野
屋
権
四
郎

三
間
屋
半
蔵

大
坂
屋
三
郎
兵
衛

唐
倉
屋
金
兵
衛

佐
野
屋
九
兵
衛

大
阪
屋
円
吉

今
蔵
屋
兵
蔵

今
治
屋
善
兵
衛

今
出
屋
五
郎
右
ヱ
門

油
屋
傳
治

朝
川
屋
甚
吉

長
浜
屋
宇
兵
衛

俵
屋
勘
右
ヱ
門
扣

大
坂
屋
多
兵
衛
扣

廉
屋
幸
助

堺
屋
七
郎
兵
衛

高
月
与
右
ヱ
門
扣

竹
葉
屋

         

久
右
ヱ
門
扣

阿
波
屋
庄
蔵

朝
川
屋
治
作

堺
屋
儀
市
郎

茶
屋
孫
兵
衛

堺
屋
官
蔵

竹
葉
屋
平
十
郎

綱
屋
定
六

阿
波
屋
庄
吉

朝
川
屋
安
兵
衛

今
出
屋
庄
七

島
屋
惣
右
ヱ
門

大
阪
屋
源
兵
衛
扣

伊 筒 屋 茂 兵 衛

伊 与 屋 蔵 兵 衛 扣

浅 屋 勘 七 扣

今 治 屋 傳 九 郎

廉
屋
平
三
郎
扣

明
応
院

堺
屋
勘
蔵

茶
屋
藤
兵
衛
扣

堺
屋
義
平
行
扣

芝
居
所

倉
田
屋
専
之
助

佐
野
屋
与
八

土
佐
屋
民
寿

武
田
屋
金
吾

大
坂
屋
治
八

高
松
源
三
郎

大
坂
作
之
丞

久
代
屋
喜
左
ヱ
門

                            

扣

河
村
祐
安

岡
田
瑞
宅

大
坂
屋
惣
兵
衛
扣

大
坂
屋
九
郎
兵
衛

                             

扣

長
山
久
右
ヱ
門

久
代
屋
喜
左
ヱ
門

町
会
所

大
西
屋
喜
十
郎

髙
田
与
右
ヱ
門
扣

比
国
屋
多
平

法
花
津
屋
利
兵
衛
扣

法
花
津
屋
卯
右
ヱ
門

河
内
屋
清
右
ヱ
門

萬
屋
嘉
蔵

久
代
屋
喜
左
ヱ
門
扣

高
月
与
右
ヱ
門

高
月
与
右
ヱ
門
扣

高
月
源
三
兵
衛

高
月
源
三
兵
衛
扣

久
代
屋
政
吉

松
山
屋
清
八

加
賀
屋
藤
八

亀
屋
甚
八

大
阪
屋
万
助

町
頭
支
配
屋
敷

堺
屋
太
平

廉
屋
平
三
郎

法
花
津
屋
甚
十
郎

                           

扣

法
華
津
屋
儀
兵
衛
扣

加
賀
屋
友
八

廉
屋
助
三
郎

米
屋
四
郎
兵
衛

道
後
屋
平
八

法
花
津
甚
十
郎
扣

佐
野
屋
宅
蔵

高
月
與
右
衛
門
扣

法
花
津
屋
甚
蔵

真
酒
屋
多
蔵

法
花
津
屋
甚
十
郎
扣

法
花
津
屋
八
蔵

八
幡
旅
所

真
酒
屋
多
蔵
扣

高
月
与
右
ヱ
門
扣

佐
野
屋
定
蔵
扣

高
月
小
左
右
ヱ
門
扣

道
後
屋
平
八
扣

油
屋
與
右
ヱ
門
扣

米
屋
四
郎
兵
衛
扣

廉
屋
助
三
郎
扣

高
月
源
七
兵
衛
扣

  

高
月

與
右
衛
門
扣

法
花

津
屋

 

甚
十

 

郎
扣

大
坂
屋

    

源
兵
衛
扣

大
坂
屋

   

喜
市

        

扣

今 蔵 屋 長 之 進

朝 川 屋 彦 兵 衛

今 出 屋 与 三 兵 衛

姫 路 屋 与 治 兵 衛

松 山 屋 庄 次 郎

今 出 屋 与 三 兵 衛 扣

亀 屋 源 次 郎

岩 城 屋 覚 兵 衛

佐 野 屋 古 助

大 阪 屋 善 治

竹 田 屋 十 右 ヱ 門

竹 田 屋 嘉 左 ヱ 門                          扣
吟味所

此
線
ヨ
リ
切
取
ラ
レ
ア
ラ
バ
記
セ
ズ

大
坂
屋
九
郎
兵
衛

                             

扣

図 02　吉田藩町人町屋敷図（ 御在館絵図　寛文年間 ）※一部トレース
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 写真 01

 写真 02

 写真 04

 写真 03

 写真 05

人
町
は
水
害
に
対
す
る
リ
ス
ク
が
高
く
、
享
保
一
四
年
（
一
七
二
九
年
）
に
は
堤
が

八
〇
間
に
わ
た
り
切
れ
て
し
ま
い
、
武
家
屋
敷
な
ど
が
多
数
破
損
し
、
一
〇
名
の

溺
死
者
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
河
川
改
修
や
調
整
池
の
造
築
な
ど
が
進
み
、
ま

た
家
屋
の
新
築
の
際
に
基
礎
を
高
く
す
る
な
ど
し
て
、
洪
水
被
害
は
減
り
、
町
人

町
で
は
浸
水
被
害
は
少
な
い
と
地
元
で
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時

代
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
は
湿
地
帯
を
拓
い
た
新
田
を
開
発
し
て
形
成
さ
れ
た
陣

屋
町
で
あ
る
が
、
祭
礼
用
具
も
江
戸
時
代
後
期
以
降
の
も
の
が
比
較
的
豊
富
に
残

り
、
明
治
時
代
以
降
は
大
規
模
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
実
績
は
な
い
。
た
だ
し
、
嘉
永

図 03　ハザードマップ

 写真 06

 写真 07
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七
年
（
一
八
五
四
年
）
の
安
政
南
海
地
震
で
は
吉
田
を
は
じ
め
宇
和
海
沿
岸
部
は
津

波
に
襲
わ
れ
、
立
間
尻
浦
の
庄
屋
屋
敷
の
鴨
居
ま
で
浸
水
し
た
。
吉
田
の
町
方
で
は

死
者
六
名
、
倒
壊
家
屋
八
〇
軒
の
被
害
が
出
て
い
る
。
今
後
三
〇
年
以
内
に
七
〇
～

八
〇
％
の
確
率
で
発
生
が
予
測
さ
れ
て
い
る
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
で
は
、
津
波
の

想
定
高
が
旧
吉
田
町
役
場
（
現
宇
和
島
市
吉
田
支
所
）
で
二
ｍ
（
図
03
）
と
な
っ
て

お
り
、
祭
礼
用
具
の
保
管
場
所
や
高
い
位
置
に
配
置
す
る
な
ど
事
前
防
災
の
保
護
対

策
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
い
え
る
。

　

な
お
、
吉
田
陣
屋
町
の
町
割
り
は
近
代
以
降
に
道
路
の
開
通
や
都
市
開
発
の
影
響

も
少
な
く
、
ま
た
は
大
規
模
災
害
や
戦
災
に
も
見
舞
わ
れ
て
い
な
い
。
鉄
道
は
昭
和

一
六
年
（
一
九
四
一
年
）
に
予
讃
線
が
卯
之
町
―
宇
和
島
間
で
開
通
し
、
吉
田
も
そ

の
ル
ー
ト
上
に
あ
り
、
伊
予
吉
田
駅
が
設
け
ら
れ
た
が
、
線
路
は
町
の
東
の
山
麓
部

を
通
り
、
ト
ン
ネ
ル
を
開
通
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
町
割
り
の
変
容
は
免
れ
た
。
ま

た
、
昭
和
四
七
年
（
一
九
七
二
年
）
に
国
道
五
六
号
（
写
真
06
）
が
吉
田
の
町
の
西

側
の
浜
通
り
を
開
通
す
る
こ
と
に
な
る
が
、そ
れ
も
町
の
中
心
部
は
通
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
か
ら
の
吉
田
陣
屋
町
（
陣
屋
、
家
中
町
、
町
人
町
）
は
、

現
在
も
か
な
り
の
部
分
で
町
割
り
が
残
っ
て
お
り
、
建
造
物
も
江
戸
時
代
後
期
か
ら

明
治
時
代
に
か
け
て
建
築
さ
れ
た
も
の
も
数
多
く
残
っ
て
い
る
。
特
に
民
家
で
は
、

町
人
町
の
本
町
に
古
い
伝
統
的
な
家
屋
が
残
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
魚
棚
で
は
中
二
階

建
て
で
軒
の
高
さ
の
揃
っ
た
町
家
建
築
が
続
く
伝
統
的
町
並
み
が
残
っ
て
お
り
、
伝

統
的
建
造
物
群
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
べ
き
状
況
で
あ
る
。

　

ま
た
、
町
人
町
で
は
造
成
当
初
か
ら
の
町
境
と
し
て
排
水
路
（
写
真
07
）
が
残
っ

て
い
る
。
こ
れ
を「
オ
オ
ミ
ゾ（
大
溝
）」と
呼
ん
で
い
る
。
裡
町
と
本
町
の
境
は
道
、

通
り
自
体
が
境
で
は
な
く
、
町
屋
の
裏
手
同
士
の
中
間
に
南
北
に
排
水
路
（
溝
）
が

南
北
に
通
っ
て
お
り
、
本
町
と
魚
棚
の
境
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
排
水
路
は
北
（
各

町
一
丁
目
側
）
か
ら
南
下
し
て
各
町
三
丁
目
で
西
流
し
て
合
流
し
、
住
吉
神
社
近
く

の
海
に
流
れ
込
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
水
位
を
調
整
す
る
水
門
が
あ
り
、
魚
棚
三
丁
目

の
者
が
水
門
番
を
任
さ
れ
て
い
る
。
満
潮
、
高
潮
時
や
大
雨
の
際
に
は
こ
の
水
門
を

開
け
た
り
閉
め
た
り
し
て
排
水
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
こ
の
排
水

路
は
か
つ
て
は
石
垣
づ
く
り
で
あ
り
、
現
在
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
た
と
こ
ろ
も
多

い
が
石
垣
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
工
事
で
幅
を
広
げ
た
り
、
深
く
し

た
り
、
下
水
道
工
事
で
潰
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
現
在
も
毎
年
五
月
に
各
町
の
住

民
が
清
掃
作
業
「
ド
ブ
ソ
ウ
ジ
」「
ミ
ゾ
サ
ラ
イ
」
が
行
い
、
維
持
、
管
理
さ
れ
て

い
る
。
江
戸
時
代
の
町
割
り
が
、
建
物
と
通
り
の
み
現
在
に
形
の
上
で
残
っ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
排
水
の
集
団
管
理
と
い
う
生
活
の
基
本
と
な
る
要
素
が
そ
の
ま
ま
生

き
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
伝
統
的
建
造
物
と
い
え
る
町
並
み
、
排
水
路
「
オ
オ
ミ
ゾ
」
が
残
っ

て
い
る
こ
と
で
、
祭
礼
を
行
う
町
組
織
に
つ
い
て
も
江
戸
時
代
の
か
ら
の
町
・
丁
が

比
較
的
変
化
の
少
な
い
形
で
維
持
、
継
承
さ
れ
て
い
る
環
境
が
整
っ
て
い
た
こ
と
も

注
目
す
べ
き
で
、
こ
れ
は
吉
田
秋
祭
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
と
い
え
る
。

三
　
江
戸
時
代
の
町
組
織

　

吉
田
秋
祭
は
、
現
在
は
一
一
月
三
日
に
八
幡
神
社
の
祭
礼
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る

が
、
祭
礼
神
幸
が
始
ま
っ
た
の
は
「
八
幡
文
書
」
に
よ
れ
ば
寛
文
四
年
（
一
六
六
四

年
）
と
さ
れ
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
数
多
く
の
練
車
や
牛
鬼
な
ど
の
練
物
が
登
場
す

る
賑
や
か
な
祭
礼
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。そ
の
祭
礼
の
発
展
を
支
え
た
の
が
本
町
、

裡
町
、
魚
棚
の
町
人
町
で
あ
る
。
本
章
で
は
祭
り
を
支
え
て
き
た
町
人
町
で
の
組
織

に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。

　

町
人
町
の
組
織
は
、
江
戸
時
代
に
は
藩
側
の
組
織
で
あ
る
寺
社
町
奉
行
、
町
同
心

が
あ
り
、
町
人
側
の
組
織
と
し
て
町
年
寄
と
丁
頭
が
あ
っ
た
。
町
政
は
本
町
二
丁
目
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に
あ
っ
た
町
会
所
で
行
わ
れ
た
。
町
年
寄
は
文
化
一
三
年
（
一
八
一
六
年
）『
佐
川

文
書
』
に
よ
る
と
、
当
時
の
町
年
寄
は
、
高
月
与
右
衛
門
（
本
町
一
丁
目
）、
高
月

甚
十
郎
（
魚
棚
一
丁
目
）、
鳥
羽
喜
左
衛
門
（
本
町
二
丁
目
）
の
三
名
で
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
寺
社
町
奉
行
か
ら
任
命
さ
れ
て
い
た
。い
ず
れ
も
町
内
屈
指
の
豪
商
で
あ
り
、

町
年
寄
は
町
人
町
の
責
任
者
で
、
治
安
、
消
防
、
民
生
全
般
に
あ
っ
た
。
文
化
七
年

（
一
八
一
〇
年
）
の
『
公
用
鑑
』
に
は
「
一
、
丁
々
練
物
、
新
ニ
相
改
候
節
者
、
前

達
而
相
断
、
其
上
ニ
而
相
改
可
申
候
、
勿
論
論
□
人
等
之
義
も
増
減
有
之
節
可
申
出

事
」
と
あ
り
、
吉
田
秋
祭
に
関
し
て
新
調
や
変
更
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
町
年
寄
か

ら
藩
側
へ
申
し
出
る
必
要
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
祭
礼
が
規
制
や
禁
止
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
く
、
町
側
か
ら
藩
へ
報
告
、
申
出
が
求
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
、
ち
ょ
う

ど
現
在
に
残
る
祭
礼
道
具
の
墨
書
等
の
記
述
と
時
代
が
合
う
。
江
戸
時
代
後
期
、
少

な
く
と
も
文
化
年
間
に
は
藩
の
許
可
の
も
と
、
町
年
寄
以
下
、
町
人
た
ち
に
よ
っ
て

練
車
な
ど
新
調
、
修
繕
が
行
わ
れ
、
祭
礼
に
参
加
す
る
人
数
も
増
加
し
た
も
の
と
推

察
で
き
る
。

　

ま
た
、
町
年
寄
の
下
で
丁

ち
ょ
う
が
し
ら
頭
の
役
職
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
町
人
が
務
め
る
も
の

で
、
宝
暦
一
一
年
（
一
七
六
一
年
）「
鳥
羽
文
書
」
に
よ
る
と
「
魚
棚
一
丁
目
丁
頭　

讃
岐
屋
弥
兵
衛
、
同
法
花
津
屋
半
兵
衛
、
同
二
丁
目
丁
頭　

松
山
屋
八
右
衛
門
、
同

道
後
屋
平
八
、同
三
丁
目
丁
頭　

堺
屋
源
助　

同
竹
葉
屋
幸
十
郎
」
と
な
っ
て
お
り
、

い
ず
れ
も
二
名
ず
つ
丁
頭
が
出
て
お
り
、
本
町
、
裏
町
（
裡
町
）、
魚
棚
の
三
町
九

丁
に
各
二
名
、
合
計
一
八
名
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
丁
頭
に
就
い
た
人
名
を
見
る

と
各
丁
の
代
表
的
な
家
柄
が
多
く
、『
丁
頭
任
命
状
』（
個
人
蔵
）
も
残
さ
れ
て
お
り
、

町
年
寄
の
推
薦
に
よ
り
寺
社
町
奉
行
か
ら
任
命
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
丁
頭
の

任
務
は
町
年
寄
の
補
佐
役
で
あ
る
と
同
時
に
各
丁
の
代
表
者
で
あ
っ
て
、
各
丁
を
監

督
す
る
立
場
で
、
い
わ
ば
農
村
部
の
組
頭
に
相
当
す
る
も
の
と
い
え
る
。
秋
祭
の
練

車
に
関
す
る
道
具
類
に
も
丁
頭
が
記
さ
れ
た
史
料
が
あ
る
。
坂
本
真
理
子
の
調
査
に

よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
裡
町
一
丁
目
の
匂
欄
幕
箱
の
箱
書
き
に
「
文
政
元
年
寅
九
月
吉

日　

丁
頭
油
屋
善
三
郎
、
鷹
羽
屋
惣
十
郎
」
と
あ
り
、
丁
頭
が
丁
で
二
名
で
あ
り
、

祭
礼
の
道
具
の
新
調
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
　
吉
田
町
内
の
神
社

　

吉
田
秋
祭
は
立
間
の
八
幡
神
社
の
例
祭
に
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
る
が
、
当
然
、
吉
田

町
に
存
在
す
る
神
社
は
八
幡
神
社
だ
け
で
は
な
い
。
八
幡
神
社
は
江
戸
時
代
、
吉
田

藩
の
総
鎮
守
と
さ
れ
、
氏
子
の
範
囲
も
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
た
が
、「
お
ね
り
」

に
参
加
す
る
各
地
区
に
も
別
の
神
社
が
あ
る
な
ど
二
重
氏
子
（
実
際
は
「
崇
敬
者
」）

の
状
態
で
あ
っ
た
地
区
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
吉
田
に
お
け
る
神
社
の
信
仰
の
傾
向

を
把
握
す
る
意
味
で
も
、
こ
こ
で
宇
和
島
市
吉
田
町
内
に
所
在
す
る
神
社
を
紹
介
し

て
お
く
。
な
お
、立
間
の
八
幡
神
社
の
歴
史
に
つ
い
て
は
第
三
章
に
て
触
れ
た
の
で
、

そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

八
幡
神
社　
　

吉
田
町
大
字
立
間
字
市
田

　

旧
立
間
村
。
吉
田
秋
祭
が
行
わ
れ
る
神
社
。
詳
細
は
第
三
章
第
一
節
参
照
。

天
満
神
社　
　

吉
田
町
大
字
立
間
字
大
ノ
谷

　

旧
立
間
村
。
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
年
）
に
立
間
の
本
村
方
面
等
の
神
々
を
合

祀
し
天
満
神
社
と
称
す
る
。
例
祭
は
一
一
月
二
四
日
。
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
年
）

に
社
殿
造
営
の
記
録
が
あ
る
が
、
境
内
に
は
イ
チ
イ
ガ
シ
の
巨
木
が
あ
り
、
愛
媛
県

内
で
も
三
番
目
の
幹
周
を
誇
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
か
な
り
古
い
時
代
か
ら
社
地
で

あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
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八
坂
神
社　
　

吉
田
町
大
字
午
頭

　

旧
立
間
村
。
立
間
の
八
幡
神
社
の
境
外
末
社
と
し
て
長
谷
方
面
の
住
民
の
信
仰
を

集
め
て
い
る
。

安
藤
神
社　
　

吉
田
町
大
字
東
小
路

　

吉
田
の
中
心
部
桜
丁
商
店
街
沿
い
に
位
置
し
、
安
藤
儀
太
夫
継
明
公
を
祭
神
と
す

る
。
安
藤
継
明
は
江
戸
時
代
中
期
か
ら
後
期
の
武
士
で
、
吉
田
藩
の
家
老
を
勤
め
た

人
物
で
あ
る
。
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
年
）、
紙
の
専
売
制
に
反
対
し
た
武
左
衛
門

一
揆
（
い
わ
ゆ
る
吉
田
騒
動
）
の
際
に
農
民
の
説
得
に
あ
た
り
、
藩
の
責
任
を
負
っ

て
自
刃
し
た
。
嘉
永
二
年（
一
八
四
九
年
）に
創
祀
さ
れ
、明
治
六
年（
一
八
七
三
年
）

に
信
者
有
志
に
よ
り
桜
丁
の
安
藤
邸
跡
に
神
社
が
建
立
さ
れ
、継
明
神
社
と
称
さ
れ
、

後
に
安
藤
神
社
と
改
称
し
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
吉
田
の
家
中
町
（
桜
丁
）
に
位
置

す
る
中
心
神
社
で
あ
り
、
四
月
一
四
日
に
春
祭
、
七
月
一
日
に
夏
祭
が
行
わ
れ
て
い

る
。
春
祭
は
現
在
も
賑
や
か
で
あ
る
が
、
か
つ
て
八
幡
神
社
の
秋
祭
と
同
様
多
く
の

参
拝
者
が
訪
れ
、
吉
田
の
風
物
詩
で
も
あ
っ
た
。

住
吉
神
社　
　

吉
田
町
大
字
魚
棚

　

応
永
二
年
（
一
三
九
五
年
）
に
摂
津
国
住
吉
神
社
か
ら
勧
請
さ
れ
、
明
暦
三
年

（
一
六
五
七
年
）
伊
達
宗
純
の
吉
田
入
部
の
直
後
か
ら
吉
田
陣
屋
町
が
形
成
さ
れ
て

い
く
が
、
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
年
）
に
現
在
地
に
奉
遷
さ
れ
、
昭
和
初
期
に
旧

魚
市
場
の
建
設
の
た
め
に
埋
め
立
て
が
行
わ
れ
、
昭
和
四
七
年
の
国
道
五
六
号
開
通

に
と
も
な
い
、
現
況
の
景
観
と
な
っ
た
。
江
戸
時
代
、
吉
田
藩
主
伊
達
家
か
ら
は
海

上
守
護
、
商
業
の
神
と
し
て
信
仰
が
篤
く
、
吉
田
藩
領
内
総
鎮
守
の
八
幡
神
社
（
立

間
）
と
、
祈
祷
社
と
し
て
信
仰
の
篤
か
っ
た
三
島
神
社
（
現
宇
和
島
市
三
間
町
宮
野

下
）
と
並
ん
で
、
吉
田
藩
の
い
わ
ゆ
る
三
社
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。

峰
住
神
社　
　

吉
田
町
大
字
立
間
尻

　

江
戸
時
代
に
は
立
間
尻
浦
の
総
鎮
守
と
し
て
村
民
の
崇
敬
を
集
め
て
き
た
。
立
間

尻
本
浦
に
位
置
す
る
が
こ
の
本
浦
を
現
在
は
元
町
と
呼
び
、
江
戸
時
代
の
吉
田
陣
屋

町
の
形
成
以
前
か
ら
の
元
か
ら
あ
っ
た
町
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
創
祀
は
御
花
園

天
皇
の
頃
（
一
四
二
九
年
～
一
四
六
四
年
）
と
さ
れ
、
ひ
と
り
の
行
脚
僧
が
山
城
国

愛
宕
権
現
の
霊
験
を
説
き
、
祠
を
建
立
し
た
の
が
始
ま
り
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
社

殿
は
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
年
）
に
伊
達
宗
純
の
熱
病
祈
願
で
功
が
あ
っ
た
こ
と
で

建
立
さ
れ
た
。
愛
宕
権
現
を
祀
っ
て
い
た
た
め
防
火
の
信
仰
が
篤
く
、
立
間
尻
や
隣

接
す
る
裡
町
三
丁
目
で
は
火
災
が
少
な
い
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
明
治
時
代
に
な
っ

て
権
現
を
改
め
る
形
で
「
峰
住
神
社
」
と
改
称
し
た
が
、
現
在
で
も
地
元
で
は
「
愛

宕
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

犬
日
神
社　
　

吉
田
町
大
字
鶴
間

　

吉
田
秋
祭
で
三
年
に
一
度
、
牛
鬼
を
出
す
鶴
間
地
区
の
氏
神
。
永
禄
三
年

（
一
五
六
〇
年
）
の
創
祀
と
伝
え
ら
れ
る
。
伊
達
家
入
部
以
前
に
宇
和
島
に
藤
堂
高

虎
が
入
城
す
る
際
に
夫
人
が
産
気
づ
き
、
社
の
裏
手
に
仮
屋
を
建
て
、
祈
願
し
た
と

こ
ろ
無
事
出
産
し
た
と
の
伝
説
が
あ
る
。
中
世
こ
の
地
に
、
犬
日
（
犬
尾
）
城
が
築

か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
年
）
に
蔵
王
権
現
を
犬
日
神
社
と

改
称
し
た
。
例
祭
は
一
一
月
二
日
。
一
一
月
三
日
の
吉
田
秋
祭
で
の
三
年
に
一
度
の

牛
鬼
の
巡
行
の
際
は
、
神
社
近
く
ま
で
牛
鬼
が
行
き
、
首
を
振
っ
て
拝
す
る
。

龍
前
神
社　
　

吉
田
町
大
字
浅
川

　

吉
田
秋
祭
で
三
年
に
一
度
、
牛
鬼
を
出
す
浅
川
地
区
の
氏
神
。
高
知
県
四
万
川
の
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龍
王
（
海
津
見
神
）
を
勧
請
し
た
と
い
わ
れ
、
勧
請
年
は
永
享
二
年
（
一
四
二
九

年
）
と
さ
れ
る
。
海
岸
部
の
浅
川
で
は
漁
業
が
盛
ん
で
、
海
神
と
し
て
の
信
仰
が
篤

い
。
一
〇
月
二
五
日
に
例
祭
（
秋
祭
）
が
行
わ
れ
る
が
、神
事
を
行
う
の
み
で
あ
り
、

一
一
月
三
日
の
吉
田
秋
祭
で
の
三
年
に
一
度
の
牛
鬼
の
巡
行
の
際
は
、
神
社
近
く
ま

で
牛
鬼
が
行
き
、
山
頂
の
神
社
を
首
を
振
っ
て
拝
す
る
。

　

右
記
の
八
社
は
、
吉
田
秋
祭
に
て
氏
子
が
「
お
ね
り
」
に
参
加
し
、
神
社
の
位
置

す
る
場
所
も
巡
行
す
る
が
、
多
く
は
例
祭
（
秋
祭
）
は
神
事
が
行
わ
れ
る
の
み
で
、

祭
礼
の
要
素
は
見
ら
れ
な
い
。

　

以
下
、
吉
田
秋
祭
の
祭
礼
の
範
囲
に
隣
接
し
、「
お
ね
り
」
等
に
参
加
は
し
な
い

も
の
の
、
見
物
に
来
た
り
、
親
戚
と
し
て
呼
ば
れ
た
り
す
る
吉
田
町
内
他
地
区
の
神

社
を
列
挙
し
て
お
く
。

八
幡
神
社　
　

吉
田
町
大
字
沖
浦
字
則
永

　

旧
喜
佐
方
村
。「
吉
田
古
記
」（
一
七
世
紀
後
半
成
立
）
に
引
用
さ
れ
た
棟
札
に
よ

れ
ば
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
年
）
に
法
花
津
氏
の
本
願
で
社
殿
が
造
営
さ
れ
て
い
る
。

例
祭
は
一
一
月
一
日
。

　
大
雷
神
社　
　

吉
田
町
大
字
河
内

　

旧
喜
佐
方
村
。
祭
神
は
武
甕
槌
神
。
天
徳
二
年
（
九
五
八
年
）
創
祀
と
さ
れ
る
が

史
実
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。「
吉
田
古
記
」
に
文
明
一
二
年
（
一
四
八
〇
年
）

の
棟
札
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
例
祭
は
一
一
月
一
日
。

天
満
神
社　
　

吉
田
町
大
字
南
君
字
立
目

　

旧
奥
南
村
の
南
君
の
氏
神
で
、
祭
神
は
菅
原
道
真
公
で
あ
る
。
例
祭
（
秋
祭
）

一
一
月
三
日
に
行
わ
れ
る
。 

住
吉
神
社　
　

吉
田
町
大
字
南
君
字
牛
川

　

旧
奥
南
村
。
牛
川
は
漁
師
が
多
い
集
落
で
海
上
守
護
の
神
と
し
て
摂
津
国
住
吉
大

社
よ
り
勧
請
し
た
と
い
う
。

賀
茂
神
社　
　

吉
田
町
大
字
南
君
字
南
君

　

旧
奥
南
村
。
京
都
の
賀
茂
社
よ
り
勧
請
。
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
年
）
に
現
在
地

に
奉
遷
し
た
。
か
つ
て
は
南
君
、
奥
浦
両
地
区
の
氏
神
で
あ
っ
た
が
現
在
は
南
君
の

氏
神
と
し
て
崇
敬
が
篤
い
。
例
祭
（
秋
祭
）
一
一
月
三
日
に
行
わ
れ
る
。

奥
浦
神
社　
　

吉
田
町
大
字
奥
浦
字
小
浦

　

旧
奥
南
村
。
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
年
）
に
奥
浦
地
区
内
の
神
々
十
柱
を
合
祀

し
て
奥
浦
神
社
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
江
戸
時
代
に
は
天
神
社
、
一
宮
神
社
、

牛
頭
天
王
神
社
の
三
社
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
例
祭
は
一
一
月
三
日
。

天
満
主
神
社　
　

吉
田
町
大
字
白
浦
字
清
水

　

旧
玉
津
村
。
も
と
は
東
宇
和
郡
に
属
し
て
い
た
が
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
年
）

の
昭
和
の
大
合
併
で
吉
田
町
に
合
併
。
祭
神
は
菅
原
道
真
公
。
か
つ
て
は
九
月
八
日

に
大
漁
祈
願
祭
が
行
わ
れ
近
隣
の
漁
師
が
多
く
集
ま
っ
て
い
た
。
例
祭
は
一
一
月
二

日
。

三
島
神
社　
　

吉
田
町
大
字
法
花
津
字
与
村
井

　

旧
玉
津
村
。
天
正
年
間
（
一
五
七
二
年
～
一
五
九
二
年
）
に
大
山
祇
神
を
勧
請
。

も
と
は
東
宇
和
郡
域
だ
っ
た
法
花
津
、
白
浦
、
深
浦
の
他
、
現
在
の
西
予
市
明
浜
町



第五章　吉田秋祭の組織と運営　第一節　祭りを支える町と組織

180

の
俵
津
、
渡
江
、
狩
浜
、
高
山
の
七
浦
の
総
鎮
守
と
し
て
広
範
囲
か
ら
の
信
仰
を
集

め
て
い
た
。

日
吉
神
社
　　
吉
田
町
大
字
法
花
津

　

旧
玉
津
村
。
天
正
年
間
に
清
家
氏
が
社
殿
を
造
営
し
た
こ
と
が
『
吉
田
古
記
』
に

見
え
る
。
祭
神
は
大
山
咋
神
で
、
近
江
国
日
枝
神
社
か
ら
勧
請
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ

る
。

健
雄
神
社　
　

吉
田
町
大
字
深
浦

　

旧
玉
津
村
。
祭
神
は
須
佐
之
男
命
。
も
と
も
と
八
面
荒
神
と
し
て
崇
敬
さ
れ
、
明

治
元
年
に
健
雄
神
社
に
改
称
。
例
祭
は
一
一
月
二
日
。

門
島
神
社　
　

吉
田
町
知
永
字
目
白
川

　

知
永
は
吉
田
秋
祭
の
氏
子
域
と
は
南
に
隣
接
す
る
地
域
で
、
吉
田
秋
祭
と
同
じ

一
一
月
三
日
に
門
島
（
と
じ
ま
））
神
社
秋
祭
を
行
っ
て
い
る
。
シ
ダ
を
ふ
ん
だ
ん

に
用
い
て
鳳
凰
を
象
っ
て
作
る「
シ
ダ
神
輿
」で
知
ら
れ
る
。
祭
神
は
海
少
童
神（
わ

た
つ
み
の
か
み
）
で
あ
る
。

五
　
現
在
の
祭
り
を
支
え
る
組
織

　

吉
田
秋
祭
は
吉
田
、
立
間
、
立
間
尻
の
住
民
に
よ
り
行
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区

で
歴
史
や
、
神
社
と
の
関
わ
り
方
も
異
な
り
、
練
物
等
も
異
な
る
た
め
、
そ
の
運
営

の
た
め
の
組
織
の
あ
り
方
は
複
雑
で
あ
る
。
た
だ
し
、
近
年
、
文
化
財
保
護
法
の
主

旨
に
則
り
、
吉
田
秋
祭
の
保
存
、
活
用
を
目
的
し
、
各
地
区
、
各
種
団
体
の
連
絡
、

調
整
を
行
う
た
め
の
組
織
と
し
て
、
平
成
二
九
年
一
二
月
二
六
日
付
で
「
吉
田
秋
祭

保
存
団
体
協
議
会
」（
事
務
局
は
宇
和
島
市
教
育
委
員
会
内
）
が
設
立
さ
れ
た
。
こ

の
協
議
会
は
祭
り
を
直
接
運
営
、
執
行
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
文
化
財
保

護
の
立
場
に
お
け
る
各
種
連
絡
、
調
整
役
の
団
体
で
あ
る
。

　

八
幡
神
社
に
は
「
八
幡
神
社
総
代
会
」
が
あ
り
、
氏
子
域
の
各
町
か
ら
神
社
総
代

が
選
任
さ
れ
、
神
職
と
協
力
し
な
が
ら
神
社
の
護
持
に
関
す
る
活
動
を
行
う
。
神
社

総
代
会
は
一
年
の
様
々
な
行
事
を
執
行
す
る
組
織
で
あ
り
、
吉
田
秋
祭
に
特
化
し
た

も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
代
表
者
で
あ
る
総
代
会
会
長
は
慣
例
で
神
社
が
位
置
し
て

い
る
立
間
地
域
か
ら
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
吉
田
地
域
の
者
が
総
代
長

に
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
要
因
の
一
つ
と
な
り
、
神
社
総
代
会
に

並
列
し
、
協
力
す
る
組
織
と
し
て
「
吉
田
秋
祭
り
振
興
会
」
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
会
員
は
神
社
総
代
会
と
同
じ
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
こ
の
振
興
会
は
立
間
の
「
神

輿
奉
賛
会
」、
同
地
区
の
「
鹿
の
子
保
存
会
」、
吉
田
の
「
吉
田
町
お
ね
り
保
存
会
」、

元
町
、鶴
間
、浅
川
が
輪
番
で
務
め
る
「
牛
鬼
保
存
会
」
を
統
括
す
る
組
織
で
あ
る
。　
　

　

な
お
、
立
間
の
「
伊
勢
踊
り
保
存
会
」、
同
地
区
の
「
卯
之
刻
相
撲
保
存
会
」
は

踊
り
、
相
撲
を
奉
納
す
る
場
所
が
立
間
地
区
の
み
で
あ
り
、
吉
田
地
区
で
行
わ
れ
る

「
お
ね
り
」に
参
加
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、神
社
総
代
会
と
は
深
く
関
与
す
る
が
、

「
吉
田
秋
祭
り
振
興
会
」
に
は
加
わ
っ
て
は
い
な
い
。
な
お
、「
吉
田
秋
祭
り
振
興
会
」

は
観
光
振
興
に
関
す
る
活
動
を
行
う
「
吉
田
町
秋
祭
り
実
行
委
員
会
」（
事
務
局
は

吉
田
三
間
商
工
会
内
）
に
対
し
て
そ
の
年
の
祭
り
の
運
行
予
定
な
ど
の
情
報
を
提
供

す
る
。
こ
の
保
存
会
等
の
組
織
の
関
係
や
「
協
議
会
」
設
立
の
経
緯
等
に
つ
い
て
は

後
項
「
保
存
会
の
結
成
」
で
詳
述
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
吉
田
秋
祭
に
お
い
て
八
幡
神
社
で
の
宮
出
し
か
ら
祭
り
の
終
わ
り

の
宮
入
り
ま
で
を
運
営
す
る
責
任
組
織
は
「
吉
田
秋
祭
り
振
興
会
」
で
あ
る
。
そ
の

責
任
者
・
代
表
者
は
立
間
地
域
か
ら
選
出
さ
れ
る
総
代
会
会
長
と
、
吉
田
地
域
側
の
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写真 09　大世話番（中央）

各
町
か
ら
選
出
さ
れ
る
「
大
世
話
番
」
と
い
う
役
職
（
一
名
）
の
両
名
で
あ
る
。
こ

の
「
大
世
話
番
」
は
「
お
ね
り
」
の
執
行
に
際
し
て
の
最
高
責
任
者
で
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
練
物
は
「
大
世
話
番
」
の
指
示
に
従
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。

六
　「
お
ね
り
」
の
責
任
者
「
大
世
話
番
」

　

吉
田
秋
祭
の
「
お
ね
り
」
に
関
す
る
組
織
は
、「
吉
田
秋
祭
り
振
興
会
」
の
う
ち

吉
田
地
域
で
練
物
の
巡
行
に
参
加
す
る
地
区
で
構
成
さ
れ
る
「
吉
田
町
お
ね
り
保
存

会
」
が
あ
り
、
各
町
の
役
員
（
自
治
会
長
、
神
社
総
代
等
）
が
会
合
に
出
席
し
、
祭

り
の
事
前
協
議
を
し
て
運
行
の
順
序
、
方
法
な
ど
を
決
定
す
る
。
そ
の
会
合
を
統
括

す
る
責
任
者
が
「
大
世
話
番
」（
写
真
09
）
で
あ
る
。
吉
田
地
域
か
ら
は
大
世
話
番

を
出
し
、
神
社
総
代
長
は
立
間
地
域
か
ら
選
ば
れ
る
が
、
祭
り
の
責
任
者
は
総
代
長
、

「
お
ね
り
」
の
責
任
者
は
大
世
話
番
と
い
わ
れ
る
。

　

大
世
話
番
は
「
吉
田
秋
祭
り
振
興
会
」
で
吉
田
地
域
側
の
地
区
か
ら
選
出
さ
れ
、

任
期
は
一
年
で
あ
る
。「
お
ね
り
」の
巡
行
は
大
世
話
番
の
指
示
に
従
う
こ
と
に
な
っ

て
お
り
、
総
責
任
者
と
い
え
る
。
大
世
話
番

は
各
地
区
の
自
治
会
長
が
就
く
こ
と
は
な
く
、

神
社
総
代
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
。
各
地
区
の

自
治
会
長
は
「
吉
田
秋
祭
り
振
興
会
」
の
会

員
で
は
な
い
。
神
社
総
代
が
会
員
と
な
っ
て

お
り
、
事
実
上
、
八
幡
神
社
総
代
会
と
同
じ

者
で
組
織
さ
れ
て
い
る
た
め
、
自
治
会
長
か

ら
選
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

平
成
三
年
頃
ま
で
は
、
大
世
話
番
は
練
物

を
出
す
橋
下
（
桜
橋
よ
り
南
側
の
本
町
、
裡
町
、
魚
棚
な
ど
。
江
戸
時
代
の
町
人
町
）

の
三
町
全
九
丁
の
中
か
ら
選
出
し
、
九
年
に
一
度
は
回
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
負
担
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
、
橋
上
（
桜
橋
以
北
。
江

戸
時
代
の
家
中
町
）
も
加
え
て
選
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
一
年
ご
と
に
橋

上
、
橋
下
で
交
互
に
選
ん
で
い
る
。

　

選
出
方
法
は
輪
番
制
で
あ
る
。
吉
田
地
域
か
ら
四
地
区
の
神
社
総
代
を
「
理
事
」

に
選
ぶ
。
理
事
は
橋
上
か
ら
二
地
区
、
橋
下
か
ら
二
地
区
の
計
四
地
区
、
四
人
で
あ

る
。
そ
の
理
事
の
中
の
一
人
が
大
世
話
番
に
選
ば
れ
る
。
橋
上
、
橋
下
の
毎
年
交
互

で
選
出
す
る
の
で
、
必
然
的
に
二
名
の
理
事
の
う
ち
ど
ち
ら
か
に
な
る
。
こ
の
順
番

は
平
成
一
〇
年
頃
か
ら
約
二
〇
年
分
の
順
を
決
め
て
お
り
、
そ
の
順
番
で
「
大
世
話

番
」
に
就
く
こ
と
に
な
る
。

　

祭
当
日
は
、
大
世
話
番
用
の
法
被
が
あ
り
、
そ
れ
を
着
用
す
る
。「
お
ね
り
」
に

随
行
し
、
運
行
に
滞
り
が
な
い
か
、
ト
ラ
ブ
ル
が
な
い
か
を
確
認
し
な
が
ら
、
何
か

あ
れ
ば
各
練
物
に
指
示
を
出
す
。
祭
当
日
ま
で
に
精
進
潔
斎
、
忌
み
籠
り
を
行
う
な

ど
の
タ
ブ
ー
、
禁
忌
は
特
に
は
な
い
。

　

事
前
準
備
と
し
て
は
「
お
ね
り
」
が
祭
当
日
に
何
時
に
ど
こ
に
集
合
す
る
の
か
を

決
定
し
た
り
、
道
路
使
用
許
可
や
バ
ス
の
運
行
変
更
手
続
き
も
行
っ
た
り
す
る
。
昼

休
み
は
何
時
に
ど
こ
で
ど
こ
の
団
体
が
休
む
か
を
決
め
た
り
す
る
が
、
こ
れ
は
「
吉

田
祭
り
振
興
会
」
の
会
合
で
決
定
し
て
い
く
。
毎
年
、
祭
り
二
ヶ
月
前
の
九
月
上
旬

の
会
合
で
練
物
の
順
序
を
決
め
る
。
一
ヶ
月
前
の
一
〇
月
上
旬
に
会
合
を
行
い
、
当

日
の
運
行
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
打
ち
合
わ
せ
を
行
う
。「
大
世
話
番
」
は
責
任
者

と
は
い
う
も
の
の
事
務
的
な
仕
事
が
多
い
。理
事
の
中
に
会
計
が
い
る
が
、「
振
興
会
」

で
の
事
業
報
告
、
会
計
報
告
が
終
了
す
る
と
、
引
き
継
ぎ
書
類
、
会
計
書
類
を
次
の

大
世
話
番
に
渡
す
。

　

昭
和
四
〇
年
代
、
五
〇
年
代
と
吉
田
秋
祭
の
か
つ
て
の
賑
や
か
さ
が
徐
々
に
見
ら
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が
運
営
さ
れ
て
い
た
。

　

な
お
、『
吉
田
新
報
』
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
年
）
一
〇
月
二
五
日
付
に
は
各
地

区
内
の
役
職
が
わ
か
る
記
述
が
あ
り
、
各
町
の
役
職
に
「
区
長
」、「
惣
代
（
総
代
）」、

「
代
理
」、「
議
員
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
家
中　

区
長
毛
利
倉
吉
、
惣
代
上

甲
万
吉
、
代
理
瀧
谷
正
重
、
議
員
山
内
定
吉
、
惣
代
志
水
磯
治
、
桜
丁　

惣
代
久
徳

守
重
、代
理
松
川
長
松
、区
長
赤
松
惣
平
、本
一　

議
員
長
山
源
雄
、代
理
浜
中
幸
太
、

議
員
総
代
西
川
佐
太
郎
、
本
二　

議
員
中
島
鶴
吉
、
惣
代
二
宮
辰
己
、
代
理
三
原
正

次
郎
、
区
長
島
津
種
市
、
本
三　

代
理
青
野
善
七
、
魚
二　

代
理
林
田
長
次
郎
、
区

長
浜
遊
安
一
、
魚
一　

議
員
池
田
富
太
郎
、
代
理
菊
地
朋
一
、
惣
代
武
内
守
正
、
区

長
井
伊
辰
次
郎
、
魚
二　

惣
代
竹
葉
長
次
郎
、
議
員
浅
野
儀
十
郎
、
魚
三　

議
員
竹

葉
佐
代
吉
、
代
理
芝
康
三
郎
、
区
長
総
代
薬
師
寺
武
蔵
、
本
三　

区
長
総
代
上
甲
親

治
郎
、
裡
三　

区
長
奥
山
権
六
、
議
員
総
代
豊
田
房
吉
、
代
理
二
宮
吉
太
郎
、
裡
二　

区
長
堀
部
松
太
郎
、
議
員
青
野
熊
太
郎
、
総
代
三
瀬
友
太
郎
、
代
理
藤
堂
秋
太
郎
、

裡
一　

区
長
河
野
安
次
郎
、
代
理
中
村
雅
、
総
代
青
野
四
郎
八
、
議
員
北
原
寅
次
郎
、

本
一　

区
長
千
葉
小
四
郎
」。現
在
で
い
え
ば
区
長
は
自
治
会
長
、惣
代
は
神
社
総
代
、

代
理
は
副
自
治
会
長
に
相
当
す
る
役
割
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。現
在
の
各
町
の
組
織
、

役
職
に
つ
い
て
は
次
項
で
紹
介
す
る
。

七
　「
お
ね
り
」
に
参
加
す
る
各
町
の
概
要

　

本
項
で
は
、
吉
田
秋
祭
で
練
物
を
出
し
て
い
る
各
町
の
現
況
と
祭
り
を
支
え
る
組

織
等
に
つ
い
て
触
れ
る
が
、
ま
ず
、「
お
ね
り
」
を
担
う
中
心
的
な
町
で
あ
る
橋
下

（
は
し
し
も
、横
堀
川
に
か
か
る
桜
橋
以
南
の
江
戸
時
代
の
町
人
町
）
の
本
町
、裡
町
、

魚
棚
に
つ
い
て
町
の
概
況
を
紹
介
し
て
お
く
。

れ
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
祭
り
、
特
に
「
お
ね
り
」
の
活
性
化
を
目
的
と
し
て

昭
和
六
〇
年
（
一
九
八
五
年
）
に
現
在
の
「
吉
田
町
お
ね
り
保
存
会
」
が
設
立
さ
れ

た
が
、
そ
の
設
立
時
の
書
類
「
吉
田
町
お
邌
り
保
存
会
創
設
趣
意
書
」
や
「
お
ね
り

り
保
存
会
規
約
（
案
）」
を
見
て
み
る
と
文
書
作
成
者
は
「
吉
田
祭
神
幸
祭
お
邌
保

存
会
長　

広
瀬
清
治
郎
、
八
幡
神
社
総
代　

伊
野
政
雄
、
吉
田
祭
大
世
話
番　

丸
山

道
則
」
の
三
名
の
連
名
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
立
間
地
区
側
の
選
出
の
神
社

総
代
、
吉
田
地
区
側
か
ら
選
出
の
大
世
話
番
の
同
意
の
も
と
保
存
会
創
設
趣
意
書
が

作
成
さ
れ
て
お
り
、
祭
り
を
支
え
る
組
織
の
責
任
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
各
種
文
書
、

記
録
か
ら
も
わ
か
る
。

　

な
お
、
戦
前
の
地
元
新
聞
『
吉
田
新
報
』
か
ら
祭
り
の
役
職
が
記
載
さ
れ
て
い

る
も
の
を
抜
粋
、
紹
介
し
て
お
く
。『
吉
田
新
報
』
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
年
）

一
一
月
五
日
付
に
は
「
邌
順
は
、
一
番
魚
三
、二
番
魚
一
、三
番
裡
二
、四
番
本
二
、五

番
裡
三
、六
番
魚
二
、七
番
本
一
、八
番
裡
二
、九
番
本
三
、十
番
桜
丁
」「
大
押
が
裡

二
、本
二
、大
世
話
番
が
魚
二
」
と
あ
り
、『
吉
田
新
報
』
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
年
）

一
〇
月
二
五
日
付
に
は
「
役
職　

年
番　

桜
丁
区
長　

赤
松
惣
平
、
大
世
話
番　

本

二
区
長　

島
津
種
市
、
大
押　

裡
二
区
長　

堀
部
松
次
郎
、
同　

魚
二
区
長　

浜
遊

安
一
」
と
あ
り
、
戦
前
に
は
「
年
番
」、「
大
世
話
」、「
大
押
」
の
三
つ
の
役
職
が
確

認
で
き
る
。「
年
番
」と「
大
押
」は
昭
和
四
〇
年
頃
ま
で
は
役
職
と
し
て
あ
っ
た
が
、

吉
田
秋
祭
の
低
迷
と
と
も
に
無
く
な
り
、
役
割
の
内
容
も
「
大
世
話
番
」
に
集
約
さ

れ
て
い
っ
た
。「
年
番
」
は
橋
上
、
橋
下
双
方
の
地
域
の
区
長
か
ら
選
出
さ
れ
る
役

職
で
、
秋
祭
で
は
吉
田
地
域
の
総
責
任
者
だ
っ
た
。「
大
世
話
番
」
は
橋
下
か
ら
選

ば
れ
る
役
職
で
あ
り
、
現
在
は
各
地
区
の
神
社
総
代
か
ら
選
任
さ
れ
る
が
、
戦
前
は

区
長
（
現
在
の
自
治
会
長
）
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
。「
大
押
」
は
橋
下
の
区
長
か
ら

二
名
が
選
ば
れ
、「
大
世
話
番
」
を
補
佐
し
た
。
こ
の
よ
う
に
大
正
時
代
か
ら
昭
和

四
〇
年
頃
ま
で
は
「
年
番
」、「
大
世
話
番
」、「
大
押
」
の
制
度
、
役
職
の
も
と
秋
祭
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本ほ
ん

　
町ま
ち

　

吉
田
地
域
の
ほ
ぼ
中
央
を
東
西
に
流
れ
る
横
堀
川
を
桜
橋
で
渡
っ
て
、
そ
の
ま
ま

直
進
す
る
通
り
沿
い
の
町
で
、
東
側
は
裡
町
、
西
側
は
魚
棚
に
接
し
て
い
る
。
現
在
、

商
店
や
銀
行
な
ど
が
立
ち
並
ぶ
市
街
地
で
、江
戸
時
代
か
ら
続
く
商
家
も
多
く
残
る
。

南
北
に
走
る
通
り
に
面
し
、
北
か
ら
一
丁
目
、
二
丁
目
、
三
丁
目
に
区
画
さ
れ
る
。

戸
数
は
宝
暦
一
一
年
（
一
七
六
一
年
）
の
『
御
町
中
役
家
数
元
帳
』
に
よ
る
と
一
丁

目
は
十
六
軒
、
二
丁
目
が
十
九
軒
、
三
丁
目
が
十
九
軒
の
合
計
五
四
軒
で
あ
っ
た
。

昭
和
五
五
年
国
勢
調
査
で
は
本
町
全
体
で
八
六
八
人
、
一
一
三
世
帯
で
あ
っ
た
。
現

在
（
平
成
二
七
年
国
勢
調
査
）
で
は
、
本
町
一
丁
目
が
人
口
六
五
人
、
世
帯
数
二
三

世
帯
、
本
町
二
丁
目
が
人
口
五
一
人
、
世
帯
数
二
二
世
帯
、
本
町
三
丁
目
が
人
口

八
四
人
、
世
帯
数
三
七
世
帯
で
あ
り
、
少
子
化
等
に
よ
る
人
口
減
少
が
続
い
て
い
る
。

一
丁
目
に
は
藩
の
両
替
商
を
営
ん
で
い
た
御
用
商
人
の
御
掛
屋
が
あ
り
、
二
丁
目
に

は
紙
の
専
売
を
担
っ
て
い
た
法
花
津
屋
叶
家
や
酒
造
業
を
営
ん
で
い
た
鳥
羽
家
な
ど

の
豪
商
が
多
く
、
三
丁
目
に
は
旅
館
業
を
営
む
者
が
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
古
い
町

並
み
も
残
り
、
町
の
区
割
り
、
組
織
も
江
戸
時
代
か
ら
変
わ
ら
ず
、
区
（
自
治
会
）

は
一
丁
目
、
二
丁
目
、
三
丁
目
で
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
、
継
続
し
て
い
る
。

裡う
ら

　
町ま
ち

　

吉
田
地
区
の
ほ
ぼ
中
央
部
の
横
堀
川
の
南
、
市
街
地
の
南
東
部
に
位
置
し
、
西
は

本
町
、
東
は
山
麓
の
立
間
尻
、
北
東
は
大
工
町
に
接
す
る
。
江
戸
時
代
は
「
裏
町
」

と
表
記
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
明
治
時
代
の
地
籍
、
戸
籍
が
整
備
さ
れ
た
以
降
は

「
裡
町
」
が
正
式
な
表
記
と
な
り
、
現
在
の
住
所
も
「
裡
町
」
で
表
記
す
る
。
年
配

の
方
の
中
に
は
住
所
を
「
裏
町
」
と
書
く
こ
と
も
あ
っ
た
り
、
練
車
を
先
導
す
る
巡

行
旗
に
は
「
裏
町
」
と
書
か
れ
て
い
た
り
も
す
る
。
こ
の
よ
う
に
混
在
し
な
が
ら
も

正
式
に
は
「
裡
町
」、
吉
田
秋
祭
関
係
に
な
る
と
そ
の
歴
史
的
に
過
去
使
用
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
が
現
在
も
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
裡
町
は
、
南
北
に

続
く
通
り
に
家
々
が
面
し
、
職
人
（
鍛
冶
屋
、
染
物
屋
、
桶
屋
、
鋳
掛
屋
な
ど
）
が

多
く
住
ん
で
い
た
。
本
町
、
魚
棚
に
比
べ
る
と
江
戸
時
代
の
藩
の
財
政
を
支
え
た
豪

商
は
少
な
い
も
の
の
、
数
多
く
の
職
人
の
存
在
は
、
吉
田
地
域
の
様
々
な
場
面
で
の

生
活
技
術
を
支
え
て
き
た
。
現
在
で
も
石
材
業
な
ど
そ
の
面
影
が
残
っ
て
い
る
。
秋

祭
の
道
具
、
衣
装
、
練
車
に
関
し
て
も
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
職
人
技
術
の
存
在
に
よ
り
、

新
調
、
修
繕
が
行
な
わ
れ
、
秋
祭
の
継
承
に
も
貢
献
し
て
き
た
と
い
え
る
。
裡
町
は

北
か
ら
一
丁
目
、
二
丁
目
、
三
丁
目
と
続
き
、
こ
の
裡
町
の
通
り
は
、
江
戸
時
代
に

は
本
町
か
ら
桜
橋
を
渡
っ
て
そ
の
ま
ま
吉
田
陣
屋
町
の
家
中
町
（
武
家
屋
敷
等
の
多

い
町
）
へ
入
っ
て
通
行
す
る
こ
と
が
制
限
さ
れ
た
り
、憚
ら
れ
て
い
た
り
し
た
た
め
、

庶
民
や
旅
人
は
街
道
の
本
通
り
と
も
い
え
る
本
町
で
は
な
く
、
裡
町
筋
を
通
る
こ
と

が
多
く
、
そ
の
ま
ま
山
際
の
道
を
通
っ
て
北
側
の
立
間
方
面
へ
抜
け
て
い
た
。
裡
町

に
あ
る
長
福
寺
に
は
四
国
八
十
八
ヶ
所
の
ミ
ニ
霊
場
の
意
味
合
い
の
あ
る
八
十
八
体

仏
が
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
四
国
巡
拝
の
遍
路
も
こ
の
裡
町
筋
を
多
く
通
っ

て
い
た
。
ま
た
、
昭
和
四
〇
年
代
ま
で
二
丁
目
と
三
丁
目
の
境
に
は
吉
田
劇
場
（
映

画
館
）
が
あ
り
、
多
く
の
人
で
賑
わ
っ
て
い
た
。
宝
暦
一
一
年
（
一
七
六
一
年
）
の

『
御
町
中
役
家
数
元
帳
』
で
は
一
丁
目
が
二
三
軒
、
二
丁
目
が
二
三
軒
、
三
丁
目
が

一
七
軒
の
計
六
三
軒
だ
っ
た
。昭
和
五
五
年
国
勢
調
査
で
は
裡
町
全
体
で
三
三
四
人
、

一
二
八
世
帯
で
あ
っ
た
。
平
成
二
七
年
国
勢
調
査
で
は
一
丁
目
が
人
口
八
八
人
、
世

帯
数
三
二 

世
帯
、
二
丁
目
が
人
口
五
一
人
、
世
帯
数
二
一
世
帯
、
三
丁
目
が
人
口

九
〇
人
、
世
帯
数
三
九
世
帯
で
あ
る
。
本
町
と
同
様
、
町
の
区
割
り
、
組
織
も
江
戸

時
代
か
ら
変
わ
ら
ず
、
区
（
自
治
会
）
は
一
丁
目
、
二
丁
目
、
三
丁
目
で
そ
の
ま
ま

継
承
さ
れ
、
継
続
し
て
い
る
。
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魚う
お

　
棚た
な

　

本
町
、
裡
町
と
同
じ
く
横
堀
川
の
南
に
位
置
し
、
江
戸
時
代
の
町
人
町
の
西
部
を

占
め
る
。
東
は
本
町
に
接
し
、
西
は
国
道
五
六
号
が
通
る
が
、
開
通
ま
で
は
浜
通
り

と
呼
ば
れ
、
海
岸
に
接
し
、
船
着
き
場
や
魚
市
場
も
あ
っ
た
。
一
丁
目
に
は
吉
田
藩

の
御
用
商
人
法
花
津
屋
三
引
家
が
あ
り
、
三
丁
目
に
は
魚
類
を
納
め
る
御
用
商
人
が

い
た
。
鮮
魚
店
は
現
在
で
も
多
く
、
ま
た
旅
館
な
ど
も
あ
り
、
そ
の
建
物
も
残
っ
て

い
る
。
本
町
、
裡
町
と
比
べ
て
も
、
軒
の
高
さ
の
揃
っ
た
町
家
建
築
が
続
く
伝
統
的

町
並
み
が
広
範
囲
に
残
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
記
録
等
に
は
「
魚
之
棚
」
と
表
記

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
現
在
は
全
く
用
い
な
い
。
ま
た
年
配
の
方
は
魚
棚
の
こ
と

を
「
袋
町
」
と
呼
ぶ
。
昭
和
一
〇
年
代
ま
で
魚
棚
筋
の
一
番
南
側
は
川
に
面
し
て
い

て
行
き
止
ま
り
で
、
ま
さ
に
袋
小
路
に
な
っ
て
こ
と
か
ら
「
袋
町
」
と
称
さ
れ
た
。

魚
棚
は
北
か
ら
一
丁
目
、二
丁
目
、三
丁
目
に
区
画
さ
れ
、宝
暦
一
一
年
（
一
七
六
一

年
）
の
『
御
町
中
役
家
数
元
帳
』
で
は
一
丁
目
は
一
九
軒
、
二
丁
目
は
二
二
軒
、
三

丁
目
は
二
八
軒
の
計
六
九
軒
だ
っ
た
。
昭
和
五
五
年
国
勢
調
査
で
は
魚
棚
全
体
で

五
七
三
人
、
一
九
六
世
帯
で
あ
っ
た
。
平
成
二
七
年
国
勢
調
査
で
は
一
丁
目
の
人
口

七
三
人
、
世
帯
数
二
六
世
帯
、
二
丁
目
は
人
口
一
〇
〇
人
、
世
帯
数
四
三
世
帯
、
三

丁
目
が
人
口
一
五
二
人
、
世
帯
数
七
九
世
帯
で
あ
る
。
町
の
区
割
り
、
組
織
は
本
町
、

裡
町
と
同
様
、
江
戸
時
代
か
ら
変
わ
ら
ず
、
区
（
自
治
会
）
は
一
丁
目
、
二
丁
目
、

三
丁
目
で
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
、
継
続
し
て
い
る
。

　

以
上
の
町
人
町
の
三
町
で
あ
る
が
、
先
項
で
も
紹
介
し
た
と
お
り
、
江
戸
時
代
、

吉
田
藩
で
は
、
商
人
を
町
人
町
に
集
中
さ
せ
、
町
分
と
呼
ば
れ
る
区
画
の
み
に
限
っ

て
商
業
活
動
を
許
可
し
て
い
た
。
町
人
を
統
制
す
る
組
織
と
し
て
は
、
藩
で
は
寺
社

町
奉
行
、
町
同
心
が
あ
り
、
こ
れ
と
町
人
の
中
か
ら
任
命
さ
れ
た
町
年
寄
、
丁
頭
と

が
あ
っ
た
。
町
政
運
営
の
中
心
で
あ
る
町
会
所
は
本
町
二
丁
目
に
置
か
れ
て
い
た
。　

　

そ
し
て
藩
で
は
、
商
人
・
職
人
に
対
し
て
、
営
業
許
可
証
明
と
も
い
え
る
木
製
の

鑑
札
を
発
給
し
て
い
た
。
こ
の
営
業
鑑
札
や
製
造
免
許
証
は
町
会
所
よ
り
渡
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
商
人
の
う
ち
、
藩
の
認
可
を
得
て
、
商
品
を
藩
に
納

入
し
た
り
、
ま
た
は
吉
田
藩
領
内
で
物
産
の
交
易
に
従
事
し
た
り
す
る
者
を
御
用
商

人
と
呼
ぶ
が
、
吉
田
藩
の
場
合
、
金
融
で
は
御
掛
屋
の
佐
川
家
、
紙
問
屋
の
高
月
家

（
法
花
津
屋
）、
鮮
魚
御
用
の
廉
屋
甚
五
兵
衛
、
武
内
文
右
衛
門
、
菓
子
の
納
入
の
酒

井
勘
右
衛
門
、酒
造
業
の
鳥
羽
家
（
屋
号
は
久
代
屋
）
な
ど
各
種
の
業
種
に
わ
た
り
、

地
元
の
本
町
、
裡
町
、
魚
棚
の
町
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
周
辺
の
吉
田
地
域
の
発
展

を
も
支
え
る
経
済
的
中
心
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
商
人
た
ち
は
江
戸
時
代
後
期
に
祭
礼

で
豪
華
な
練
車
を
出
す
た
め
の
寄
進
も
積
極
的
に
行
い
、
現
在
に
ま
で
使
用
さ
れ
て

い
る
練
車
の
飾
り
幕
な
ど
の
導
入
も
こ
の
よ
う
な
町
人
町
（
本
町
、
裡
町
、
魚
棚
）

の
歴
史
的
環
境
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

八
　
現
在
の
祭
り
を
支
え
る
各
町
の
組
織

本
町
一
丁
目
（
本
町
一
区
）

　

関
羽
の
練
車
を
出
す
。
保
管
場
所
は
本
一
集
会
所
で
あ
る
。
江
戸
時
代
か
ら
商
人

中
心
の
町
で
あ
り
現
在
も
商
店
が
多
い
が
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
も
多
く
な
っ
た
。
農
家

は
稀
で
あ
る
。
平
成
二
八
年
に
は
人
口
は
五
七
名
、
世
帯
数
は
二
四
戸
（
数
字
は
平

成
二
八
年
の
宇
和
島
市
住
民
基
本
台
帳
よ
り
。
以
下
の
町
も
同
じ
）
で
あ
る
。

保
存
団
体
は
特
別
な
保
存
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
祭
り
の
準
備
、

運
営
は
自
治
会
で
担
っ
て
い
る
。
日
常
的
に
は
「
本
町
一
区
」
と
も
呼
ん
で
い
る
が

正
式
に
は
「
丁
目
」
を
使
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
『
吉
田
祭
礼
絵
巻
』
を
見
る
と

練
車
の
先
頭
を
歩
く
巡
行
旗
に
「
丁
目
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
平
成
一
七
年
の
宇
和

島
市
と
の
合
併
前
は
「
本
町
一
区
」
と
表
記
し
た
り
呼
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
主
だ
っ
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た
が
、
合
併
後
、「
本
町
一
丁
目
自
治
会
」
が
正
式
名
称
と
な
り
、
そ
れ
が
現
在
は

定
着
し
て
い
る
。
な
お
、祭
当
日
は
練
車
の
高
欄
に
紙
札
を
付
け
る
が
、町
名
は
「
本

町
一
丁
目
」
と
書
く
。
昔
か
ら
の
巡
行
旗
に
「
丁
目
」
と
書
か
れ
て
あ
る
の
で
、
そ

れ
に
な
ら
っ
て
い
る
。
そ
し
て
お
ね
り
の
順
の
番
号
と
、「
練
車　

関
羽
」、
そ
し
て

代
表
者
（
自
治
会
長
名
、
神
社
総
代
名
）
を
記
し
て
貼
っ
て
い
る
。

　

本
町
一
丁
目
で
は
祭
り
の
運
営
が
自
治
会
で
行
わ
れ
る
た
め
、
責
任
者
は
自
治
会

長
で
あ
る
。
自
治
会
長
の
こ
と
を
昔
か
ら
の
慣
例
で
「
区
長
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。

大
正
時
代
、昭
和
初
期
の
『
吉
田
新
報
』
の
記
事
な
ど
で
役
職
の
記
述
を
見
る
と
「
区

長
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
神
社
総
代
（
氏
子
総
代
）
が
自
治
会
長
を
補
佐
協

力
し
な
が
ら
吉
田
秋
祭
に
参
加
す
る
。
な
お
、
神
社
は
八
幡
神
社
と
安
藤
神
社
の
二

社
の
氏
子
と
な
っ
て
お
り
、
神
社
総
代
は
、
八
幡
神
社
と
安
藤
神
社
と
別
の
者
が
就

く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
自
治
会
長
は
任
期
一
年
で
、
そ
れ
が
終
わ
る
と
任
期
一
年

の
安
藤
神
社
総
代
、
そ
の
次
の
年
に
八
幡
神
社
総
代
（
任
期
一
年
）
に
就
く
と
い
う

慣
例
に
な
っ
て
お
り
、現
在
も
そ
れ
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。こ
の
慣
例
は
平
成
に
入
っ

て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
神
社
総
代
は
長
い
年
、務
め
る
者
も
あ
っ
た
。

現
在
は
人
口
減
少
も
あ
っ
て
、
自
治
会
長
は
す
ぐ
に
回
っ
て
く
る
。
平
成
二
八
年
度

の
自
治
会
長
（
昭
和
二
三
年
生
ま
れ
）
は
三
回
目
の
自
治
会
長
の
就
任
で
あ
っ
た
。

平
成
元
年
、
平
成
一
七
年
、
平
成
二
八
年
と
務
め
た
。
自
治
会
長
は
七
〇
歳
定
年
と

の
慣
例
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
若
い
住
民
が
多
か
っ
た
頃
の
話
で
、
現
在
、
そ
れ
は
必

ず
し
も
守
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

区
長
の
下
に
副
区
長
の
役
職
が
あ
る
。
本
町
一
丁
目
は
二
つ
（
北
、
南
で
一
班
、

二
班
）
の
班
に
わ
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
班
長
が
い
る
。
班
長
を
務
め
る
と
次
年
度
に

自
治
会
長
等
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。各
班
の
中
で
の
輪
番
で
決
め
て
い
る
。

自
治
会
総
会
は
三
月
下
旬
に
本
一
集
会
所
で
行
わ
れ
る
。
総
会
は
、
か
つ
て
は
「
オ

コ
モ
リ
」
と
か
「
チ
ョ
ウ
ゴ
モ
リ
（
丁
籠
り
）」
と
呼
ん
で
い
た
。
住
民
が
集
ま
っ
て
、

地
区
の
様
々
な
話
を
し
た
り
飲
食
し
た
り
し
て
い
た
。
そ
こ
で
区
長
を
選
出
し
て
い

た
。
現
在
の
自
治
会
総
会
で
は
、
会
計
報
告
、
事
業
報
告
、
計
画
、
役
員
選
出
を
す

る
。
祭
り
に
関
し
て
は
会
計
報
告
程
度
で
、
毎
年
行
っ
て
い
る
祭
り
な
の
で
、
特
別

に
議
題
が
出
る
こ
と
は
な
い
。
会
計
は
区
会
計
、
神
社
会
計
、
集
会
所
会
計
の
三
つ

が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
総
会
で
決
算
報
告
を
行
う
。
秋
祭
関
係
の
収
支
は
、
御
祝
儀

関
係
は
神
社
会
計
に
入
り
、
賄
い
、
飲
食
は
区
の
会
計
か
ら
出
し
て
い
る
。
本
町
一

丁
目
は
資
金
的
に
余
力
が
あ
る
の
で
、
会
費
値
上
げ
な
ど
の
話
も
現
状
で
は
出
て
い

な
い
。
自
治
会
長
な
ど
の
役
員
は
、
自
治
会
か
ら
全
く
手
当
が
出
な
い
。
神
社
総
代

も
同
様
で
あ
り
、
完
全
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
。
ま
た
、
自
治
会
の
明
確
な
規
約

が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
以
前
は
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
役
員
の
引
継
書
類

に
は
見
ら
れ
な
い
。

　

現
在
、
秋
祭
の
練
車
に
は
準
備
、
当
日
と
も
一
〇
人
か
ら
一
三
人
が
参
加
し
て
い

る
。
練
車
の
曳
き
手
は
何
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
決
ま
り
は
な
い
。
後
部

の
か
じ
棒
（
二
本
の
カ
シ
の
木
）
を
操
る
の
は
、
四
人
は
必
要
で
あ
る
。
二
人
で
も

で
き
な
く
は
な
い
が
勾
配
の
き
つ
い
場
所
で
は
厳
し
い
。
前
方
に
は
最
低
六
人
が
必

要
で
あ
る
。
平
成
二
七
年
の
秋
祭
で
は
基
本
八
人
で
曳
い
た
。
曳
き
手
が
被
る
笠
は

平
成
二
四
年
頃
に
復
活
さ
せ
た
。
曳
き
手
は
体
力
が
続
く
限
り
参
加
し
、
引
退
年
齢

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
六
〇
歳
代
で
曳
く
者
も
い
る
。
若
い
者
で
は
三
〇
歳
代
で
、

現
在
二
〇
歳
代
の
曳
き
手
が
い
な
い
。
近
年
、
地
元
の
吉
田
高
校
の
生
徒
が
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
参
加
し
た
こ
と
も
あ
る
。
練
車
の
巡
行
を
管
理
す
る
の
に
「
ケ
イ
ゴ
（
警

固
）」
と
い
う
役
割
が
あ
る
。
こ
の
役
を
務
め
る
も
の
は
裃
（
か
み
し
も
）
を
着
る
。

平
成
二
七
年
に
は
二
名
が
裃
を
着
た
。
神
社
総
代
が
白
い
法
被
を
着
て
い
る
。

　

な
お
、
昭
和
三
〇
年
代
以
前
は
、
曳
き
手
と
し
て
「
ザ
イ
」（
喜
佐
方
、
立
間
な

ど
の
農
村
部
を
ザ
イ
、
家
中
町
（
御
家
中
）、
町
人
町
は
マ
チ
、
海
岸
は
ウ
ラ
カ
タ

と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
呼
び
方
も
現
在
は
年
配
の
方
が
使
う
の
み
で
あ
る
）
の
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喜
佐
方
な
ど
か
ら
三
〇
名
程
度
が
来
て
い
た
。
裡
町
二
丁
目
は
三
間
町
方
面
か
ら
曳

き
手
が
来
て
い
た
。
桜
丁
の
四
ツ
太
鼓
も
宇
和
島
市
大
浦
の
青
年
団
が
舁
き
に
来
て

い
た
。
生
活
改
善
に
よ
り
祭
日
が
吉
田
町
内
で
一
一
月
五
日
や
一
〇
月
二
五
日
な
ど

別
々
だ
っ
た
も
の
が
一
一
月
三
日
に
変
更
、
統
一
さ
れ
て
、
地
元
の
祭
り
優
先
と
な

り
、
呼
ば
れ
た
り
来
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
曳
く
、
舁
く
だ
け
で
は

な
く
、
か
つ
て
は
人
数
分
、
賄
い
、
飲
食
の
準
備
を
し
な
い
と
い
け
な
か
っ
た
の
で

大
変
だ
っ
た
が
、
そ
の
祭
り
の
雰
囲
気
も
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

曳
き
手
な
ど
祭
参
加
者
へ
の
賄
い
は
区
長
、
副
区
長
と
そ
の
妻
が
務
め
る
。
か
つ

て
は
「
お
給
仕
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
忙
し
か
っ
た
。
運
行
が
終
わ
る
と
本
一
集

会
所
で
飲
食
を
す
る
。
後
日
に
慰
労
会
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

な
お
、
自
治
会
の
行
事
と
し
て
は
秋
祭
以
外
に
「
ド
ブ
ソ
ウ
ジ
」（
清
掃
作
業
）

が
あ
り
、
本
町
と
裡
町
の
境
の
排
水
路
を
本
町
が
担
っ
て
掃
除
を
す
る
。
各
町
の
境

を
南
北
に
通
る
排
水
路
の
こ
と
を
「
オ
オ
ミ
ゾ
（
大
溝
）」
と
呼
び
、
江
戸
時
代
に

町
が
造
成
さ
れ
て
以
来
の
排
水
路
で
あ
る
。
そ
の
管
理
、
清
掃
作
業
を
行
う
。
魚
棚

と
本
町
の
境
は
魚
棚
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
裡
町
は
そ
の
東
側
の
溝
の
掃
除

を
す
る
。
こ
れ
は
五
月
下
旬
の
週
末
、
各
町
同
じ
日
に
行
う
。
そ
の
あ
と
に
慰
労
会

を
行
う
。
ま
た
「
オ
オ
ミ
ゾ
」
に
繋
が
る
家
々
の
溝
を
「
コ
ミ
ゾ
（
小
溝
）」
と
呼
び
、

こ
れ
も
掃
除
す
る
。

裡
町
一
丁
目
（
裡
町
一
区
）

　

武
内
宿
禰
の
練
車
を
出
す
。
人
口
は
八
六
人
、
世
帯
数
は
二
九
戸
で
あ
る
。
練
車

は
通
常
、
裡
一
集
会
所
に
保
管
し
て
い
る
。
裡
町
は
職
人
町
で
あ
り
、
一
丁
目
は
石

材
業
が
二
軒
あ
っ
た
。
鉄
工
、
板
金
な
ど
も
あ
り
、
現
在
も
そ
の
生
業
の
伝
統
を
受

け
継
い
で
い
る
。
な
お
、
鷹
羽
屋
が
染
物
を
行
っ
て
い
た
が
、
江
戸
時
代
か
ら
の
家

な
の
で
練
車
の
道
具
類
の
染
織
に
も
関
係
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

保
存
団
体
は
裡
町
一
丁
目
自
治
会
で
あ
る
。
保
存
会
の
よ
う
な
特
別
な
保
存
団
体

は
な
い
。
自
治
会
長
の
任
期
は
二
年
だ
っ
た
が
、
平
成
二
八
年
か
ら
任
期
が
一
年
に

変
更
と
な
っ
た
。
現
役
で
仕
事
を
持
つ
者
だ
と
負
担
が
大
き
く
、
二
年
任
期
は
き
つ

い
と
い
う
こ
と
で
、
一
年
に
変
わ
っ
た
。
そ
れ
を
補
佐
す
る
副
会
長
も
任
期
一
年
で

あ
る
。
副
会
長
を
務
め
た
翌
年
は
自
治
会
長
に
就
く
慣
習
と
な
っ
て
い
る
。
自
治
会

長
、
副
会
長
、
神
社
総
代
を
区
の
三
役
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
三
役
が
秋
祭
の
運
営

に
関
す
る
準
備
、
責
任
者
と
な
る
。
神
社
総
代
は
裡
町
一
丁
目
で
は
一
人
で
あ
り
、

八
幡
神
社
と
安
藤
神
社
、
そ
し
て
住
吉
神
社
の
三
神
社
に
関
す
る
世
話
を
す
る
。
任

期
は
一
年
で
交
替
し
て
い
く
。
自
治
会
総
会
は
毎
年
三
月
下
旬
に
行
わ
れ
る
。
秋
祭

に
関
す
る
経
費
は
一
般
会
計
と
別
に
神
社
会
計
と
し
て
分
け
て
い
て
、
秋
祭
、
お
ね

り
に
関
す
る
会
計
は
神
社
会
計
に
入
れ
て
い
る
。
お
ね
り
の
経
費
と
し
て
は
、
収
入

は
御
祝
儀
と
吉
田
秋
祭
り
振
興
会
か
ら
の
数
万
円
の
補
助
が
あ
る
。
支
出
は
曳
き
手

な
ど
祭
り
参
加
者
の
保
険
、
飲
食
、
そ
の
後
の
衣
装
等
保
存
の
防
虫
剤
、
法
被
の
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
代
、
修
繕
費
な
ど
で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
収
支
で
赤
字
に
な
る
こ
と

は
な
い
。
な
お
、
自
治
会
の
規
約
で
は
重
要
事
項
が
あ
れ
ば
自
治
会
三
役
と
Ｏ
Ｂ
で

協
議
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
近
年
は
そ
の
協
議
を
行
っ
た
こ
と
は
な
い
。

　

祭
当
日
は
、
自
治
会
長
は
裃
を
着
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
参
加
人
数
の
関
係

で
曳
き
手
に
も
な
る
の
で
、
法
被
を
着
る
。
神
社
総
代
は
白
い
法
被
を
着
る
。
参
加

者
は
一
七
名
程
度
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
御
祝
儀
集
め
を
四
、五
人
で
行
う
。
練
車
の

曳
き
手
は
、
後
方
部
の
か
じ
棒
を
扱
う
の
に
四
人
が
必
要
で
あ
る
。
裡
町
一
丁
目
は

練
車
が
他
地
区
の
も
の
よ
り
大
き
い
の
で
か
じ
棒
一
本
に
つ
き
二
人
は
必
ず
必
要
で

あ
る
。
若
い
力
の
あ
る
者
が
後
ろ
に
つ
く
。
前
方
は
八
人
で
曳
く
。
あ
と
、
旗
持
ち

一
人
が
要
る
。
旗
は
重
量
が
あ
る
の
で
、
比
較
的
壮
年
の
者
が
担
う
。
曳
き
手
が
被

る
笠
は
昔
か
ら
残
っ
て
い
る
も
の
を
被
っ
て
い
る
が
、
全
員
分
は
な
い
の
で
被
っ
た

り
被
ら
な
か
っ
た
り
し
て
い
る
。
曳
き
手
は
、
年
齢
は
関
係
な
い
。
高
校
生
が
入
っ
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た
こ
と
も
あ
る
。
現
在
、
八
〇
歳
代
の
年
長
者
も
い
る
。
引
退
年
齢
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
。
現
状
で
は
中
学
生
、
高
校
生
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
入
ら
な
く
て
も
曳
く
こ

と
が
で
き
て
い
る
。
か
つ
て
（
昭
和
三
〇
年
代
頃
ま
で
）
は
他
地
区
か
ら
曳
き
手
を

雇
っ
て
い
た
と
き
も
あ
っ
た
。
な
お
、
昭
和
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
は
練
車
を

出
さ
な
い
年
も
あ
っ
た
。
平
成
に
入
っ
て
か
ら
は
飾
り
幕
を
地
元
の
女
性
が
修
繕
し

て
か
ら
毎
年
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。

裡
町
二
丁
目
（
裡
町
二
区
）

　

楠
木
正
成
の
練
車
を
出
す
。
人
口
は
四
二
人
、世
帯
数
は
二
二
戸
で
あ
る
。「
裏
町
」

と
も
書
く
こ
と
も
あ
る
が
、「
裡
町
」
の
表
記
は
明
治
時
代
に
戸
籍
制
度
の
際
に
裏

か
ら
裡
に
変
わ
っ
た
と
地
元
で
は
言
わ
れ
て
い
る
。
現
在
の
日
常
生
活
で
は「
裏
町
」

と
書
く
こ
と
は
稀
で
あ
る
。

　

魚
棚
や
本
町
は
江
戸
時
代
の
豪
商
や
近
代
に
栄
え
た
家
、
店
が
多
か
っ
た
の
で
練

車
に
寄
附
が
多
か
っ
た
と
い
う
が
、
職
人
中
心
の
裡
町
で
は
町
を
代
表
す
る
家
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。
近
代
に
財
を
成
し
た
家
が
多
か
っ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
し

か
し
他
に
比
べ
て
世
帯
数
、
人
口
は
多
く
、
住
民
そ
れ
ぞ
れ
が
寄
附
し
あ
っ
て
い
た

と
い
う
。
そ
れ
で
も
現
在
、
人
口
、
世
帯
数
の
減
少
は
続
い
て
お
り
、
秋
祭
の
練
車

へ
の
参
加
者
数
に
つ
い
て
は
地
元
住
民
だ
け
で
は
、
将
来
足
り
な
く
な
る
危
惧
が
あ

り
、
そ
れ
は
裡
町
二
丁
目
だ
け
で
は
な
く
、
本
町
、
裡
町
、
魚
棚
の
共
通
の
課
題
で

あ
る
。

　

秋
祭
で
の
「
お
ね
り
」
の
責
任
者
は
自
治
会
長
で
あ
る
。
宇
和
島
市
へ
の
平
成
の

合
併
前
は
「
区
長
」
と
呼
ん
で
い
た
。
ま
た
、
神
社
総
代
が
一
人
い
て
八
幡
神
社
、

安
藤
神
社
、
住
吉
神
社
の
世
話
を
担
う
。
練
車
に
関
す
る
修
繕
、
祭
り
で
の
飲
食
な

ど
、
祭
り
の
会
計
等
は
自
治
会
長
が
把
握
し
て
い
る
。
祭
り
の
会
計
は
区
の
会
計
と

一
緒
に
な
っ
て
い
る
が
、
幟
、
提
灯
の
新
調
は
寄
附
で
ま
か
な
う
こ
と
も
あ
る
。
ま

た
祭
り
の
準
備
、
案
内
状
の
作
成
、
配
布
な
ど
も
自
治
会
長
が
行
う
。
こ
の
よ
う
に

秋
祭
は
自
治
会
組
織
で
支
え
て
い
る
。
保
存
会
な
ど
の
特
別
な
保
存
団
体
は
な
い
。

自
治
会
長
を
補
佐
す
る
役
と
し
て
副
会
長
が
い
て
、裡
町
二
丁
目
は
三
班
に
わ
か
れ
、

北
か
ら
一
班
、
二
班
、
三
班
に
わ
か
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
班
長
が
い
る
。
自
治
会
長
、

神
社
総
代
は
住
民
の
中
で
、
輪
番
で
ま
わ
し
て
い
く
。
そ
れ
ぞ
れ
任
期
は
二
年
で
あ

る
。
自
治
会
長
と
神
社
総
代
は
交
替
任
期
が
一
年
ず
れ
て
お
り
、
毎
年
交
替
時
に
は

ど
ち
ら
か
は
残
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
神
社
総
代
を
長
く
務
め
る
者
も

い
た
。

　

練
車
の
曳
き
手
は
一
〇
人
程
度
で
あ
る
。
理
想
は
一
五
人
は
い
れ
ば
い
い
が
、

一
〇
人
で
も
何
と
か
運
行
で
き
て
い
る
。
曳
き
手
は
、
最
低
六
人
は
い
な
い
と
難
し

い
。
こ
こ
数
年
、
地
元
の
中
学
生
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
参
加
し
て
い
る
。
練
車
の
後

方
は
「
カ
ジ
ト
リ
」
と
い
い
二
人
で
担
う
。
こ
の
二
人
が
運
行
の
ス
ピ
ー
ド
を
調
整

し
た
り
す
る
。
旗
持
ち
と
寄
附
（
御
祝
儀
）
集
め
の
役
も
あ
る
。
こ
れ
は
年
配
の
者

が
担
う
。
祭
り
の
時
は
、
自
治
会
長
は
曳
き
手
と
同
じ
法
被
を
着
る
。
神
社
総
代
は

白
い
法
被
を
着
る
。

　

御
祝
儀
は
祭
当
日
の
合
計
数
万
円
で
あ
る
が
、
二
〇
年
前
は
現
在
の
倍
は
あ
り
、

徐
々
に
減
っ
て
き
て
い
る
。
裡
町
二
丁
目
は
一
時
期
、練
車
を
出
し
て
い
な
か
っ
た
。

平
成
一
〇
年
頃
か
ら
中
断
し
て
い
た
が
、
平
成
二
二
年
頃
か
ら
修
理
を
し
て
再
度
、

曳
く
よ
う
に
な
っ
た
。
練
車
の
足
回
り
が
不
調
だ
っ
た
の
で
、
町
内
の
大
工
と
相
談

し
て
修
繕
し
て
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
つ
て
も
裡
町
に
は
大
工
が
い
た
の
で
、

修
繕
は
地
元
で
行
っ
て
い
た
。
中
断
な
ど
も
あ
っ
て
御
祝
儀
が
減
っ
た
と
か
、
ま
た

近
年
は
吉
田
全
体
で
「
お
ね
り
」
活
性
化
の
気
運
が
高
ま
り
運
行
が
時
間
通
り
に
行

わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
家
々
を
回
る
時
間
が
以
前
よ
り
短
く
な
っ
た
の
も
御
祝
儀
が

減
っ
て
き
て
い
る
要
因
だ
と
も
思
わ
れ
る
。

　

地
区
の
行
事
と
し
て
は
、
江
戸
時
代
か
ら
の
排
水
路
が
現
在
も
使
わ
れ
て
お
り
、
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毎
年
五
月
下
旬
に
こ
の
「
オ
オ
ミ
ゾ
」
の
「
溝
掃
除
」
を
行
う
。
こ
れ
を
行
わ
な

か
っ
た
ら
水
が
溢
れ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
の
管
理
は
重
要
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。

裡
町
の
山
側
の
溝
の
こ
と
を｢

東
ひ
が
し
ぼ
り堀｣

と
呼
ぶ
。
本
町
と
の
境
の
オ
オ
ミ
ゾ
を

「
西に

し
ぼ
り堀
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
オ
オ
ミ
ゾ
の
排
水
は
長
福
寺
の
前
に
集
ま
り
、
そ
こ
か
ら

暗
渠
に
な
っ
て
海
側
へ
と
流
れ
て
い
く
。

裡
町
三
丁
目
（
裡
町
三
区
）

　

猿
田
彦
と
御
神
餅
を
出
す
。
人
口
は
八
五
人
、
世
帯
数
は
四
一
戸
で
あ
る
。
裡
町

三
丁
目
は
職
人
町
だ
っ
た
。
特
に
石
材
業
が
多
か
っ
た
。
戦
後
、裡
町
だ
け
で
も
六
、

七
軒
あ
っ
た
。
他
に
鍛
冶
屋
、
鋸
屋
、
竹
細
工
（
篭
作
り
）、
畳
屋
も
あ
っ
た
。
豪

商
の
よ
う
な
経
済
的
に
栄
え
た
家
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

秋
祭
を
担
う
組
織
は
「
裡
町
三
丁
目
自
治
会
」
で
あ
る
。
自
治
会
は
平
成
一
七
年

の
宇
和
島
市
と
の
合
併
以
降
の
呼
称
で
、
自
治
会
と
い
う
よ
り
裡
町
三
区
の
方
に
馴

染
み
が
あ
る
と
い
う
者
も
多
い
。
そ
の
責
任
者
が
自
治
会
長
で
あ
り
、
任
期
は
二
年

で
あ
る
。
現
在
は
二
期
（
合
計
四
年
）
務
め
る
の
が
慣
例
に
な
っ
て
い
る
。
神
社
総

代
も
任
期
は
二
年
で
あ
り
、八
幡
神
社
の
総
代
と
安
藤
神
社
の
総
代
は
別
々
に
い
る
。

神
社
総
代
は
二
期
以
上
務
め
る
者
も
い
る
。
自
治
会
長
を
終
え
る
と
自
治
会
顧
問
に

就
く
。
そ
の
任
期
は
後
継
の
自
治
会
長
が
変
わ
る
ま
で
で
あ
る
。
な
お
、
住
民
が
少

な
い
こ
と
か
ら
自
治
会
顧
問
と
神
社
総
代
を
兼
ね
る
こ
と
も
あ
る
。
自
治
会
に
は
副

会
長
の
役
も
あ
る
が
裡
町
の
公
民
館
分
館
の
館
長
を
兼
ね
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

役
員
は
三
月
末
の
自
治
会
総
会
で
決
め
る
。
か
つ
て
は
投
票
で
決
め
て
い
た
が
、
現

在
は
住
民
の
輪
番
で
就
い
て
い
る
。

　

秋
祭
の
経
費
は
公
民
館
分
館
の
会
計
で
行
い
、自
治
会
と
は
別
会
計
と
し
て
い
る
。

な
お
、
祭
り
関
係
の
収
支
で
黒
字
に
な
っ
た
場
合
に
は
自
治
会
の
経
費
に
入
れ
て
お

り
、
こ
れ
ら
を
総
会
で
報
告
、
承
認
を
受
け
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

　

裡
町
三
丁
目
で
は
江
戸
時
代
か
ら
徒
練
と
し
て
御
神
餅
を
出
し
て
き
た
。『
吉
田

祭
礼
絵
巻
』
に
よ
る
と
鯛
や
巨
大
な
鏡
餅
の
造
り
物
を
そ
れ
ぞ
れ
二
人
で
担
い
で
運

ん
で
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
練
車
と
書
か
れ
て
い
る
史
料
も
あ
る
の
で
、

江
戸
期
に
も
屋
台
に
乗
せ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
正
時
代
に
は
担

い
で
い
た
が
、
昭
和
初
期
に
は
台
車
に
乗
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和
三
〇
年
代
ま

で
台
車
の
上
に
御
神
餅
を
乗
せ
て
曳
い
て
出
し
て
い
た
が
、
台
車
が
傷
ん
だ
た
め
、

御
神
餅
の
代
わ
り
と
し
て
、
安
藤
神
社
の
春
祭
に
出
し
て
い
た
猿
田
彦
を
秋
祭
の
徒

練
と
し
て
出
す
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
が
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。
平
成
二
七
年
に
は

台
車
を
新
調
し
、
約
五
〇
年
ぶ
り
に
御
神
餅
が
復
活
し
た
。
鏡
餅
は
張
り
子
製
で
、

鯛
は
木
製
で
あ
り
、
昭
和
三
〇
年
代
以
降
も
道
具
は
保
管
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
が

台
車
に
乗
せ
ら
れ
、
周
囲
に
サ
カ
キ
、
マ
ツ
、
シ
ダ
（
ヤ
マ
ク
サ
）
で
装
飾
さ
れ
る
。

現
在
は
猿
田
彦
と
御
神
餅
の
両
方
が
「
お
ね
り
」
で
巡
行
し
て
い
る
。
猿
田
彦
は
一

本
下
駄
と
帽
子
を
あ
わ
せ
る
と
二
ｍ
を
越
え
、
迫
力
が
あ
る
。
衣
装
自
体
も
大
き
い

た
め
、
地
元
で
背
が
高
く
、
体
格
の
良
い
者
が
選
ば
れ
る
。
か
つ
て
二
本
下
駄
に
し

た
年
も
あ
っ
た
が
、
歩
く
の
に
は
二
本
下
駄
は
疲
れ
や
す
く
、
も
と
も
と
の
一
本
下

駄
で
杖
を
突
き
な
が
ら
歩
く
方
が
良
か
っ
た
の
で
現
在
も
そ
の
よ
う
に
し
て
い
る
。

猿
田
彦
を
先
導
す
る
太
鼓
に
は
大
正
一
五
年
三
月
の
墨
書
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
大

正
時
代
に
は
安
藤
神
社
春
祭
に
出
て
い
た
。
そ
れ
が
現
在
で
は
秋
祭
の
風
物
詩
と
も

な
っ
て
お
り
、
ま
た
餅
、
鯛
の
造
り
物
の
巡
行
も
「
お
ね
り
」
に
花
を
添
え
て
い
る
。

魚
棚
一
丁
目
（
魚
棚
一
区
）

　

八
幡
太
郎
義
家
の
練
車
を
出
す
。
人
口
は
五
一
人
、
世
帯
数
は
二
九
戸
で
あ
る
。

魚
屋
が
多
い
町
で
あ
り
、
魚
棚
一
丁
目
だ
け
で
も
六
軒
あ
っ
た
。
宇
和
島
か
ら
も
鮮

魚
を
買
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
買
い
物
に
来
る
人
も
多
か
っ
た
。
昭
和

二
〇
年
代
ま
で
置
屋
も
あ
っ
た
。
芸
者
も
多
く
い
て
、
練
車
に
入
っ
て
三
味
線
を
弾
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い
た
り
も
し
た
。
吉
田
の
者
だ
け
が
置
屋
遊
び
に
行
く
の
で
は
な
く
、
魚
棚
は
船
着

き
場
が
近
か
っ
た
の
で
、
宇
和
島
な
ど
遠
方
か
ら
遊
び
に
来
て
い
た
。
魚
棚
一
丁
目

に
は
江
戸
時
代
建
築
の
法
花
津
屋
（
現
在
、
吉
田
ふ
れ
あ
い
国
安
の
郷
へ
移
築
・
保

存
さ
れ
て
い
る
）
が
あ
っ
た
り
、旅
館
や
木
造
三
階
建
て
の
建
築
も
あ
っ
た
り
し
て
、

町
と
し
て
栄
え
て
い
た
。

　

練
車
は
昭
和
六
〇
年
（
一
九
八
五
年
）
の
秋
祭
に
て
曳
い
て
以
降
、「
お
ね
り
」

に
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
平
成
二
九
年
の
秋
祭
に
て
約
三
〇
年
ぶ
り
に
祭
に
出

し
た
。
た
だ
し
「
お
ね
り
」
の
巡
行
自
体
に
は
参
加
せ
ず
、
吉
田
支
所
前
で
組
み
立

て
て
多
く
の
見
物
客
に
披
露
さ
れ
た
。
練
車
は
昭
和
六
〇
年
（
一
九
八
五
年
）
に
出

し
た
が
、
そ
れ
ま
で
も
昭
和
四
〇
年
代
以
降
は
出
し
て
い
な
か
っ
た
。
終
戦
後
は
出

た
り
出
な
か
っ
た
り
で
、昭
和
三
五
年（
一
九
六
〇
年
）も
し
く
は
三
六
年（
一
九
六
一

年
）
を
最
後
に
出
て
い
な
か
っ
た
。

　

昭
和
六
〇
年
に
吉
田
秋
祭
の
活
性
化
の
た
め
吉
田
地
域
全
体
で
「
吉
田
町
お
ね
り

保
存
会
」
が
結
成
さ
れ
、
保
存
会
や
当
時
の
町
役
場
か
ら
組
み
立
て
て
曳
く
よ
う
に

薦
め
ら
れ
出
し
た
の
だ
が
、
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
こ
の
一
年
だ
け
で
あ
っ
た
。

実
際
に
曳
い
て
み
る
と
、
地
元
の
者
の
曳
き
手
が
な
か
な
か
確
保
で
き
な
か
っ
た
こ

と
と
、
練
車
本
体
上
部
の
揺
れ
、
振
れ
が
激
し
く
、
構
造
的
に
危
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
翌
年
か
ら
は
出
さ
な
く
な
っ
た
。
練
車
の
道
具
類
は
、
町
立

吉
田
病
院
（
現
在
は
市
立
吉
田
病
院
）
の
前
に
農
協
の
選
果
場
が
あ
り
、
一
時
期
そ

こ
に
保
管
し
て
い
た
。
そ
の
後
、平
成
に
入
っ
て
か
ら
「
吉
田
ふ
れ
あ
い
国
安
の
郷
」

近
く
の
町
役
場
（
現
在
は
市
役
所
支
所
）
の
倉
庫
に
て
保
管
し
、
そ
の
後
、
国
安
の

郷
で
展
示
、
公
開
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
人
形
は
魚
棚
一
丁
目
の
松
月
旅
館
で
保
管

し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
な
お
、
江
戸
時
代
以
降
、
練
車
は
法
花
津
屋
の
建
物
（
現

在
、
国
安
の
郷
に
移
築
さ
れ
て
い
る
）
に
保
管
し
て
い
た
ら
し
い
。
昭
和
四
〇
年

（
一
九
六
五
年
）、
昭
和
五
一
年
（
一
九
七
六
年
に
、
保
存
、
管
理
の
た
め
に
飾
り
幕

な
ど
の
虫
干
し
を
区
（
自
治
会
）
の
役
員
が
行
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

保
存
団
体
は
区
（
現
在
の
自
治
会
）
で
あ
り
、
区
長
（
自
治
会
長
）
で
あ
る
。
昭

和
六
〇
年
以
降
は
練
車
を
出
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
総
会
に
お
い
て
秋
祭
に
関
す

る
事
業
報
告
、
会
計
決
算
な
ど
は
な
か
っ
た
。
自
治
会
長
の
任
期
は
、
以
前
は
一
年

だ
っ
た
が
現
在
は
二
年
続
け
る
者
も
あ
る
。
昭
和
五
〇
年
代
に
は
区
長
を
一
〇
年
程

度
、長
く
務
め
た
者
も
い
た
。
平
成
に
入
っ
て
か
ら
任
期
は
一
年
と
な
っ
た
。
ま
た
、

神
社
総
代
は
、八
幡
神
社
、安
藤
神
社
、住
吉
神
社
の
三
つ
を
一
人
の
総
代
が
務
め
る
。

神
社
総
代
を
務
め
た
ら
、
翌
年
に
自
治
会
長
を
務
め
る
慣
例
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
役
職
は
住
民
の
持
ち
回
り
で
就
い
て
い
る
。
自
治
会
の
総
会
は
毎
年
三
月
月
末

に
行
い
、
四
月
か
ら
の
役
員
を
決
定
す
る
。
総
会
の
と
き
に
飲
食
を
す
る
が
、
そ
れ

を
「
チ
ョ
ウ
ゴ
モ
リ
（
丁
籠
り
）」
と
か
つ
て
は
呼
ん
で
い
た
。
地
元
で
は
練
車
を

曳
い
て
「
お
ね
り
」
の
中
に
復
活
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

魚
棚
二
丁
目
（
魚
棚
二
区
）

　

太
閤
秀
吉
の
練
車
（
平
成
二
五
年
に
復
活
）
と
宝
多
を
出
す
。
平
成
二
四
年
ま
で

は
宝
多
の
み
で
あ
っ
た
。
人
口
は
七
八
名
、
世
帯
数
は
三
六
戸
で
あ
る
。
町
の
西
側

を
国
道
五
六
号
が
通
り
、
国
道
を
挟
ん
だ
と
こ
ろ
に
住
吉
神
社
が
あ
り
、
そ
の
境
内

が
現
在
は
吉
田
秋
祭
で
の
御
旅
所
と
な
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
「
八
幡
旅
所
」
は

魚
棚
二
丁
目
に
あ
っ
た
こ
と
が
江
戸
時
代
の
記
録
や
絵
図
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
。
魚

棚
筋
に
は
魚
屋
が
多
く
、
現
在
も
同
様
で
あ
る
。
昭
和
八
年
生
ま
れ
の
方
の
記
憶
に

よ
れ
ば
、
魚
棚
一
丁
目
に
六
軒
、
二
丁
目
に
九
軒
、
三
丁
目
に
十
一
軒
の
合
計
二
六

軒
あ
っ
た
。
魚
屋
は
小
売
り
が
基
本
で
、
昭
和
一
〇
年
代
に
は
法
花
津
峠
を
越
え
て

山
間
部
の
宇
和
や
野
村
へ
「
担
ぎ
屋
」
が
魚
を
運
ん
で
い
た
。
現
在
の
住
吉
神
社
横

に
魚
市
場
も
あ
っ
た
。
本
町
と
魚
棚
の
境
界
に
は
「
オ
オ
ミ
ゾ
」
と
呼
ば
れ
る
排
水

路
が
あ
り
、
住
吉
神
社
の
横
の
水
門
を
通
っ
て
海
に
流
れ
て
い
る
。
そ
の
管
理
は
自
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治
会
の
大
き
な
行
事
で
あ
り
、
毎
年
五
月
下
旬
に
共
同
清
掃
が
行
わ
れ
る
。

　

祭
り
を
支
え
る
組
織
と
し
て
は
特
別
な
保
存
会
が
結
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、「
魚
棚
二
丁
目
自
治
会
」
が
そ
の
準
備
、
運
営
を
担
っ
て
い
る
。
自
治
会
の
総

会
は
役
員
の
任
期
が
二
年
と
い
う
こ
と
に
あ
わ
せ
て
二
年
に
一
回
行
わ
れ
る
。
四
月

第
一
週
に
総
会
を
行
う
。
総
会
の
事
を
「
常
会
」
と
も
呼
ぶ
。「
常
会
」
は
他
の
集

ま
り
で
も
使
う
一
般
名
称
で
あ
る
。
こ
の
中
で
祭
り
に
関
す
る
会
計
報
告
を
行
う
。

祭
り
の
会
計
は
自
治
会
の
会
計
と
は
別
に
し
て
い
る
。
収
入
は
御
祝
儀
と
吉
田
秋
祭

り
振
興
会
か
ら
の
助
成
（
練
り
費
）
数
万
円
で
、
支
出
は
飲
食
費
以
外
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
。
御
祝
儀
は
か
つ
て
一
〇
万
円
以
上
を
超
え
て
集
ま
っ
て
い
た
が
、
現
在
は

徐
々
に
減
っ
て
き
て
い
る
。
た
だ
し
収
支
決
算
が
赤
字
に
な
る
こ
と
は
な
い
。

　

神
社
総
代
は
、
八
幡
神
社
と
安
藤
神
社
と
で
別
々
に
い
て
二
名
い
る
。
住
吉
神
社

の
こ
と
は
安
藤
神
社
の
総
代
が
担
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
地
区
の
役
員
就
任
の
順

番
と
し
て
は
八
幡
神
社
総
代
の
任
期
が
終
わ
る
と
、
安
藤
神
社
総
代
に
就
く
。
魚
棚

二
丁
目
で
は
一
度
役
に
就
く
と
自
動
的
に
一
二
年
か
か
る
。
順
番
と
し
て
は
、
会
計

（
地
区
、
祭
り
）、
副
自
治
会
長
、
自
治
会
長
、
監
査
、
神
社
総
代
（
八
幡
神
社
）、

神
社
総
代
（
安
藤
神
社
）
の
順
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
任
期
が
二
年
で
あ
る
。

　

太
閤
秀
吉
の
練
車
は
戦
後
、
一
時
期
出
し
て
い
た
。
こ
の
魚
棚
二
丁
目
に
加
え
、

魚
棚
三
丁
目
、
本
町
一
丁
目
の
三
台
は
昭
和
二
四
、二
五
年
に
出
し
て
曳
い
て
い
た

と
い
う
。
し
か
し
練
車
の
維
持
が
大
変
だ
と
い
う
こ
と
で
、
昭
和
二
〇
年
代
後
半
に

は
処
分
す
る
か
と
い
う
話
が
出
た
。
そ
れ
で
区
の
合
意
で
処
分
し
た
。
人
形
は
松
山

市
方
面
の
者
に
売
却
し
よ
う
と
し
た
が
、
吉
田
町
外
に
流
れ
て
し
ま
う
の
も
抵
抗
が

あ
り
、
人
形
に
つ
い
て
は
吉
田
町
内
の
食
品
業
者
の
経
営
者
が
購
入
し
、
そ
の
後
、

こ
れ
は
吉
田
町
の
財
産
だ
と
い
う
こ
と
で
町
役
場
に
寄
贈
を
し
た
。
練
車
本
体
の
部

材
は
地
元
の
個
人
宅
の
蔵
で
保
管
し
て
い
た
が
、
一
度
、
組
立
よ
う
と
し
て
出
し
た

が
破
損
が
激
し
か
っ
た
の
で
、
昭
和
五
〇
年
頃
に
は
処
分
さ
れ
た
。
そ
し
て
本
体
に

つ
い
て
は
平
成
二
五
年
に
新
調
、
復
活
し
、
保
存
さ
れ
て
い
た
人
形
を
乗
せ
て
「
お

ね
り
」
に
復
活
し
た
。
か
つ
て
は
各
家
か
ら
一
人
は
曳
き
手
を
出
て
く
れ
と
い
う
こ

と
依
頼
し
て
い
た
が
、
出
ら
れ
な
い
場
合
は
三
間
町
の
農
家
に
依
頼
し
て
来
て
も

ら
っ
た
。
そ
れ
は
個
人
的
な
つ
な
が
り
で
頼
ん
で
い
た
。
喜
佐
方
の
方
も
来
て
い
た

場
合
も
あ
っ
た
。
そ
の
謝
礼
は
依
頼
し
た
個
人
の
負
担
で
渡
し
て
い
た
。
地
区
で
謝

金
を
出
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

現
在
の
練
車
で
あ
る
が
、
後
方
の
か
じ
棒
（
材
は
カ
シ
）
を
扱
う
者
や
そ
の
行
為

を
「
カ
ジ
ト
リ
」
と
い
う
。
若
い
力
が
強
い
者
が
担
う
。
か
じ
棒
一
本
に
つ
き
基
本

二
人
を
つ
け
る
。
角
を
回
る
際
に
は
計
四
人
で
「
カ
ジ
ト
リ
」
す
る
。
前
方
は
八
か

ら
一
〇
人
で
曳
い
て
い
る
。
練
車
を
新
調
し
て
か
ら
地
区
外
か
ら
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
平
成
二
五
年
に
中
学
生
六
名
、
二
六
年
に
は
高
校

生
、
二
七
年
に
は
宇
和
島
市
役
所
吉
田
支
所
の
職
員
四
名
が
参
加
し
た
。
中
高
生
だ

け
に
任
す
と
危
な
い
場
面
も
あ
る
の
で
、支
所
職
員
に
頼
む
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
、

六
〇
歳
を
超
え
て
も
練
車
を
曳
く
者
も
い
る
。
体
力
的
に
続
く
か
ぎ
り
参
加
す
る
こ

と
が
で
き
、
引
退
年
齢
が
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

昭
和
三
〇
年
代
に
祭
り
に
練
車
が
出
な
く
な
っ
た
の
は
寂
し
い
と
い
う
こ
と
で
、

昭
和
四
〇
年
頃
に
亥
の
子
車
に
宝
多
を
乗
せ
て
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
の
ホ
タ

は
二
代
目
で
あ
り
、
初
代
は
昭
和
五
〇
年
頃
に
吉
田
町
に
寄
贈
し
て
、
現
在
は
国
安

の
郷
に
保
管
、
展
示
さ
れ
て
い
る
。
二
代
目
の
ホ
タ
は
、
地
元
の
者
で
製
作
し
た
も

の
で
あ
る
。
赤
土
を
固
め
て
成
形
し
て
、
新
聞
紙
を
貼
っ
て
は
乾
か
し
を
何
度
も
繰

り
返
し
て
厚
く
し
、
表
面
は
Ｆ
Ｒ
Ｐ
（
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
）
を
塗
布
し
て
固

め
た
。
亥
の
子
車
は
昭
和
八
年
生
ま
れ
の
者
も
幼
い
頃
に
す
で
に
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
、
大
正
時
代
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
亥
の
子
車
は
魚

棚
二
丁
目
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
町
に
も
あ
っ
た
。
ホ
タ
は
地
元
の
子
ど
も
も
曳
く

が
、
車
に
重
量
が
あ
っ
て
危
険
な
の
で
、
必
ず
大
人
が
つ
く
。
現
在
は
練
車
を
復
活
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さ
せ
た
こ
と
で
、
宝
多
と
の
二
台
出
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
宝
多
を
出
す
の
を
中

止
し
て
練
車
に
専
念
し
よ
う
か
と
い
う
意
見
も
あ
り
、
現
在
、
自
治
会
内
で
今
後
、

ど
の
よ
う
に
運
行
す
る
の
か
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

魚
棚
三
丁
目
（
魚
棚
三
区
）

　

七
福
神
の
徒
練
と
恵
比
寿
の
練
車
を
出
す
。
人
口
は
一
二
七
人
、
世
帯
数
は
六
三

戸
で
あ
る
。
秋
祭
に
関
し
て
保
存
会
な
ど
の
特
別
な
保
存
団
体
は
な
く
、運
営
は「
魚

棚
三
丁
目
自
治
会
」
が
行
う
。
責
任
者
で
あ
る
自
治
会
長
の
任
期
は
二
年
、
副
会
長

も
二
年
で
、
副
会
長
を
務
め
た
者
が
次
の
自
治
会
長
に
就
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

神
社
総
代
も
任
期
は
二
年
で
、
八
幡
神
社
総
代
が
一
人
、
安
藤
神
社
総
代
も
一
人
で

あ
る
。
平
成
二
〇
年
頃
ま
で
は
神
社
総
代
は
一
人
で
八
幡
、
安
藤
両
神
社
の
世
話
を

担
っ
て
い
た
が
そ
れ
で
は
多
忙
だ
と
い
う
こ
と
で
別
々
に
し
た
。
魚
棚
三
丁
目
に
は

五
つ
の
班
あ
り
、
そ
の
班
長
五
名
が
選
考
委
員
と
な
り
、
自
治
会
役
員
を
選
考
し
て

総
会
に
諮
っ
て
決
定
し
て
い
る
。
神
社
総
代
は
自
治
会
長
経
験
者
が
な
る
こ
と
が
多

い
。
自
治
会
総
会
は
三
月
下
旬
に
行
う
。
会
計
は
祭
り
の
特
別
会
計
が
あ
り
、
区
の

会
計
と
は
別
と
し
て
い
る
。
収
支
は
吉
田
秋
祭
り
振
興
会
か
ら
の
数
万
円
の
助
成
金

と
御
祝
儀
が
収
入
で
あ
り
、
支
出
と
し
て
は
七
福
神
に
参
加
し
た
子
ど
も
一
人
に
数

千
円
の
謝
礼
を
渡
し
て
い
る
。
七
福
神
は
、
基
本
は
魚
棚
三
丁
目
の
子
ど
も
が
行
う

が
、
少
子
化
の
問
題
も
あ
っ
て
子
ど
も
の
親
の
繋
が
り
で
地
元
外
か
ら
呼
ん
で
人
数

を
揃
え
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
か
つ
て
は
七
福
神
が
人
手
不
足
に
な
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
子
ど
も
の
数
が
多
か
っ
た
の
で
小
学
校
高
学
年
、
し
か
も
長
男
か
ら
選
ん

で
い
た
。

　

秋
祭
の
準
備
は
自
治
会
長
と
神
社
総
代
が
相
談
し
な
が
ら
行
う
。
当
日
は
自
治
会

長
と
神
社
総
代
は
裃
を
着
用
す
る
。練
車
の
曳
き
手
な
ど
の
参
加
者
は
法
被
を
着
る
。

旗
持
ち
は
笠
を
被
っ
て
い
る
。御
祝
儀
集
め
は
五
、六
人
い
る
。練
車
を
曳
く
と
き
は
、

曳
き
手
が
前
方
に
八
人
、
後
方
に
カ
ジ
モ
チ
が
二
人
要
る
が
、
横
に
カ
ジ
モ
チ
の
交

替
要
員
二
人
を
配
置
し
て
い
る
。
曳
き
手
は
、
上
は
六
〇
歳
代
も
い
る
。
特
に
引
退

年
齢
は
な
い
。
七
福
神
は
子
ど
も
が
福
神
の
面
（
カ
シ
ラ
）
を
被
る
が
そ
れ
ぞ
れ
に

傘
持
ち
が
付
く
。
傘
は
重
い
の
で
若
い
者
が
務
め
て
い
る
。
平
成
一
七
年
頃
ま
で
は

傘
は
途
絶
え
て
い
た
が
、
江
戸
時
代
の
絵
巻
を
見
る
と
七
福
神
に
は
傘
持
ち
が
描
か

れ
て
い
る
の
で
新
調
、
復
活
さ
せ
た
。

　

な
お
、
自
治
会
長
の
行
事
と
し
て
は
五
月
下
旬
の
「
オ
オ
ミ
ゾ
」
の
溝
掃
除
が
あ

る
。
住
吉
神
社
の
横
に
水
門
が
あ
り
、
そ
こ
に
裡
町
、
本
町
、
魚
棚
の
オ
オ
ミ
ゾ
の

排
水
が
流
れ
て
く
る
。
水
門
は
宇
和
島
市
か
ら
業
者
委
託
さ
れ
て
お
り
、
現
在
、
魚

棚
三
丁
目
の
者
が
実
際
に
管
理
を
行
っ
て
い
る
。

桜
丁
（
東
小
路
）

　

四
ツ
太
鼓
を
出
す
。
人
口
は
一
八
八
人
、
世
帯
数
は
八
三
戸
で
あ
る
が
、
自
治
会

加
入
は
六
三
戸
で
あ
る
。
商
店
街
筋
の
町
で
あ
り
、
商
店
経
営
者
が
多
い
。
商
店
街

で
あ
る
た
め
、
江
戸
時
代
の
家
中
町
（
武
家
）
か
ら
住
み
続
け
て
い
る
家
だ
け
で
は

な
く
、
他
地
区
か
ら
入
っ
て
商
売
を
始
め
た
家
も
多
い
。

　

桜
丁
は
住
所
と
し
て
は
東
小
路
で
あ
る
。
東
小
路
は
一
区
、
二
区
、
桜
丁
の
三
区

に
わ
か
れ
る
。
東
小
路
の
三
区
を
統
合
す
る
代
表
組
織
は
な
い
。
保
存
会
な
ど
特
別

な
保
存
団
体
は
な
く
、「
桜
丁
自
治
会
」
が
四
ツ
太
鼓
の
運
営
組
織
で
あ
る
。
な
お
、

安
藤
神
社
は
桜
丁
に
位
置
す
る
。
四
ツ
太
鼓
は
大
正
一
四
年
生
ま
れ
の
者
が
子
ど
も

の
頃
に
太
鼓
を
叩
い
た
と
い
う
の
で
、
昭
和
初
期
に
は
出
し
は
じ
め
た
と
い
う
が
、

『
吉
田
新
報
』
大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
年
）
一
一
月
二
五
日
付
で
は
、
桜
丁
の
ヨ

イ
ヤ
セ
（
四
ツ
太
鼓
）
を
翌
年
か
ら
出
す
こ
と
に
な
る
。
一
四
年
春
の
安
藤
神
社
の

祭
り
に
出
す
。
六
百
円
の
寄
付
。
本
丁
で
も
練
物
が
な
い
の
で
牛
鬼
を
出
す
こ
と
を

検
討
す
る
と
あ
り
、「
同
」
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
年
）
一
一
月
五
日
付
に
よ
る
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と
練
順
は
一
番
魚
三
、二
番
魚
一
、三
番
裡
二
、四
番
本
二
、五
番
裡
三
、六
番
魚
二
、七

番
本
一
、八
番
裡
二
、九
番
本
三
、十
番
桜
丁
と
あ
り
、
大
正
一
四
年
に
初
め
て
出
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

な
お
、
四
ツ
太
鼓
は
旧
家
中
町
か
ら
近
代
に
新
規
に
出
し
始
め
た
と
い
う
こ
と
で

現
在
、
練
順
は
「
番
外
」
と
い
う
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。
年
配
の
方
は
四
ツ
太
鼓
の

こ
と
を
「
ヨ
イ
ヤ
ッ
セ
」
と
呼
ぶ
者
も
い
る
。
現
在
は
車
が
つ
い
て
い
る
が
、
か
つ

て
は
舁
い
て
い
た
。
乗
る
子
ど
も
は
こ
の
一
〇
年
程
度
は
小
学
二
年
生
か
ら
と
し
て

い
る
。
子
ど
も
が
少
な
い
場
合
は
一
年
生
が
乗
る
こ
と
も
あ
る
。
小
学
六
年
生
ま
で

が
務
め
る
。
六
年
生
が
卒
業
し
て
抜
け
る
と
新
た
に
子
ど
も
を
入
れ
る
。
練
習
は
祭

り
の
約
一
〇
日
前
か
ら
行
う
。
太
鼓
の
叩
き
方
は
、
歩
く
（
進
む
）、
休
む
、
走
る

の
三
種
類
が
あ
る
。

　

運
行
責
任
者
は
自
治
会
長
と
な
っ
て
い
る
が
、
現
場
責
任
者
は
神
社
総
代
が
務
め

る
場
合
も
あ
る
。
役
職
は
副
自
治
会
長
一
年
、
自
治
会
長
一
年
、
監
査
委
員
二
年
と

役
職
は
四
年
続
く
慣
例
で
あ
る
。
神
社
総
代
は
任
期
一
年
で
一
人
で
あ
る
。
地
区
の

中
で
の
年
齢
順
で
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
安
藤
神
社
、
八
幡
神
社
、
住
吉

神
社
に
関
す
る
こ
と
を
担
っ
て
い
る
。

　

祭
り
の
経
費
に
つ
い
て
は
、
自
治
会
の
一
般
会
計
と
四
ツ
太
鼓
の
特
別
会
計
に
わ

か
れ
て
お
り
、
三
月
下
旬
の
総
会
に
お
い
て
決
算
報
告
を
し
て
い
る
。
収
入
は
吉
田

秋
祭
り
振
興
会
か
ら
の
助
成
金
、
御
祝
儀
で
、
四
ツ
太
鼓
は
地
元
に
あ
る
安
藤
神
社

の
春
祭
に
も
出
て
お
り
、
御
祝
儀
は
春
祭
の
方
が
多
い
。
秋
祭
は
他
に
練
物
が
多
い

の
で
春
祭
よ
り
御
祝
儀
は
少
な
い
が
、
桜
橋
以
北
の
橋
上
（
は
し
か
み
）
で
は
数
少

な
い
練
物
で
あ
り
、
現
在
で
は
台
車
を
付
け
て
の
運
行
に
な
っ
て
お
り
、
担
い
手
不

足
と
い
う
状
況
で
は
な
い
。

浅
川
・
鶴
間
・
元
町　

　
「
お
ね
り
」
で
は
牛
鬼
を
出
す
の
が
元
町
（
江
戸
時
代
の
立
間
尻
本
浦
か
ら
近
代

に
は
「
立
間
尻
本
村
」
と
も
呼
ば
れ
た
）、鶴
間
、浅
川
で
三
年
に
一
度
の
輪
番
と
な
っ

て
い
る
が
、
こ
の
三
地
区
の
う
ち
平
成
二
八
年
に
現
地
調
査
し
た
浅
川
地
区
の
牛
鬼

を
支
え
る
地
域
の
状
況
、
組
織
に
つ
い
て
記
し
て
お
く
。
浅
川
は
平
成
二
八
年
時
点

で
人
口
二
四
六
名
、八
七
世
帯
で
あ
る
。な
お
参
考
ま
で
に
、元
町
は
人
口
三
三
二
名
、

八
二
世
帯
、
鶴
間
は
人
口
五
五
六
名
、
二
三
〇
世
帯
で
あ
る
。
元
町
、
鶴
間
、
浅
川

と
も
柑
橘
農
家
が
多
い
が
。
浅
川
で
は
か
つ
て
は
漁
師
が
多
く
、
戦
後
は
ハ
マ
チ
、

真
珠
の
養
殖
業
者
も
多
か
っ
た
。
現
在
は
養
殖
業
者
、
漁
師
も
年
々
減
少
し
、
柑
橘

農
家
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
主
職
業
と
な
っ
て
い
る
。

　

浅
川
だ
け
で
は
な
く
元
町
、
鶴
間
で
も
、
牛
鬼
の
準
備
や
保
存
、
運
行
等
に
関
す

る
保
存
団
体
・
保
存
会
が
特
別
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、自
治
会
の
活
動
と
し
て
行
っ

て
い
る
。
浅
川
の
場
合
、
団
体
名
称
と
し
て
は
「
浅
川
自
治
会
」
で
あ
る
。
そ
の
責

任
者
が
自
治
会
長
で
、
平
成
二
八
年
度
は
昭
和
四
八
年
生
ま
れ
の
男
性
が
務
め
た
。

一
般
的
に
自
治
会
長
と
し
て
は
年
齢
が
若
い
が
、
吉
田
町
で
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な

い
。
任
期
は
一
年
で
、
基
本
的
に
は
一
期
で
交
替
す
る
。
前
年
に
副
会
長
を
務
め
た

者
が
自
治
会
長
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
地
区
の
中
で
、
順
番
で
回
っ
て
く
る
た
め
、

多
く
の
者
が
自
治
会
長
を
壮
年
期
か
ら
経
験
を
積
ん
で
い
く
。
自
治
会
長
は
牛
鬼
の

運
行
責
任
者
で
も
あ
り
、
そ
の
経
験
者
が
多
い
こ
と
で
、
牛
鬼
の
準
備
、
運
行
の
ノ

ウ
ハ
ウ
を
理
解
、
習
得
し
て
い
る
者
が
地
区
内
に
多
数
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

自
治
会
長
経
験
者
は
そ
の
後
も
牛
鬼
の
準
備
に
携
わ
っ
た
り
、
祭
り
で
担
い
だ
り
す

る
。
自
治
会
長
を
経
験
し
た
こ
と
で
引
退
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で

あ
り
、
伝
承
の
環
境
が
整
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

自
治
会
長
は
四
月
一
日
か
ら
の
一
年
間
の
任
期
で
、
毎
年
三
月
末
に
自
治
会
総
会

が
開
催
さ
れ
、
役
員
が
選
出
さ
れ
る
。
そ
の
総
会
の
際
に
、
年
間
の
事
業
計
画
を
確
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方
が
製
作
の
「
大
将
」
を
務
め
た
。
た
だ
し
「
大
将
」
は
胴
体
製
作
、
組
み
立
て
の

準
備
段
階
の
み
の
役
で
あ
り
、
祭
り
当
日
は
特
に
役
割
を
担
う
こ
と
は
な
い
。
な
お

牛
鬼
の
頭
（
カ
シ
ラ
）
を
修
繕
す
る
こ
と
を
ホ
タ
ヅ
ク
リ
と
い
う
。
毎
年
、
暴
れ
た

牛
鬼
が
ど
こ
か
し
ら
破
損
を
し
て
前
年
担
当
地
区
か
ら
引
き
渡
さ
れ
る
の
で
、
壊
れ

や
す
い
角
を
つ
く
っ
た
り
表
面
の
色
を
塗
っ
た
り
す
る
。
平
成
二
八
年
の
浅
川
の
場

合
、
自
治
会
長
自
ら
が
ホ
タ
ヅ
ク
リ
を
や
っ
た
。
以
前
は
地
元
で
手
先
が
器
用
な
方

に
頼
ん
で
も
や
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
が
、
そ
う
い
う
方
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
と
、

破
損
の
程
度
が
軽
微
で
あ
る
場
合
は
自
治
会
長
な
ど
役
員
で
行
な
う
こ
と
も
あ
る
。

祭
り
当
日
、
牛
鬼
を
舁
く
の
は
浅
川
の
者
だ
け
で
あ
っ
た
。
他
の
地
区
か
ら
来
た

り
、
呼
ん
だ
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
で
充
分
足
り
て
い
る
。
牛
鬼
の
舁
き
手
は

約
五
〇
人
で
、
成
人
男
性
の
み
で
あ
る
。
地
区
内
の
家
々
か
ら
ほ
ぼ
一
人
は
参
加
す

る
。
牛
鬼
を
舁
く
者
は
ト
レ
ー
ナ
ー
を
着
て
い
る
。
ト
レ
ー
ナ
ー
も
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

し
て
三
地
区
で
申
し
送
り
し
て
い
る
。
各
地
区
で
持
つ
わ
け
で
は
な
い
。
普
段
は
集

会
所
に
保
管
し
て
い
る
。

　

牛
鬼
は
何
歳
か
ら
舁
く
こ
と
が
で
き
る
か
決
ま
り
は
な
い
。
最
近
は
出
て
い
な
い

が
、
高
校
生
が
担
ぐ
こ
と
が
あ
っ
た
。
中
学
生
が
担
ぐ
こ
と
は
な
い
。
五
〇
歳
半
ば

ま
で
担
ぐ
者
が
い
る
。
六
〇
歳
を
過
ぎ
て
担
ぐ
者
は
い
な
い
。
人
数
が
多
い
た
め
比

較
的
若
い
年
齢
層
、
壮
年
層
の
継
承
者
が
多
い
の
が
現
状
と
い
え
る
。
当
日
の
役
割

分
担
と
し
て
は
、
舁
き
手
、
掛
け
声
（
若
手
）、
法
螺
貝
（
比
較
的
年
配
の
者
）、
旗

持
ち
（
年
配
の
者
）、
ホ
タ
フ
リ
（
首
を
持
っ
て
頭
を
操
っ
て
振
る
。
こ
れ
は
力
が

要
る
の
で
交
替
し
な
が
ら
行
う
）、
寄
附
集
め
、
御
札
配
り
（
年
配
の
者
。
法
被
を

着
て
御
祝
儀
集
め
る
。
九
名
が
務
め
た
）
が
あ
る
。

　

浅
川
の
場
合
、
朝
、
地
区
を
出
発
す
る
際
に
牛
鬼
を
船
に
乗
せ
て
、
海
上
渡
御
で

運
ぶ
の
が
慣
例
で
あ
る
。
漁
師
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
、
船
は
地
区
外
の
知
人
に
お

願
い
し
て
出
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
二
艘
並
べ
て
牛
鬼
を
乗
せ
る
。
養
殖
の
餌
を
撒

認
し
、
そ
の
中
で
牛
鬼
を
出
す
年
は
そ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
確
認
を
し
、
住
民
に
、
今

年
は
三
年
に
一
度
の
牛
鬼
を
出
す
年
で
あ
る
こ
と
を
周
知
す
る
。
自
治
会
総
会
の
あ

と
、
役
員
会
を
四
月
上
旬
に
行
う
。
そ
こ
で
、
再
度
年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
確
認
、

地
区
内
の
課
題
に
つ
い
て
市
へ
の
要
望
を
協
議
し
た
り
す
る
。
こ
の
三
、四
月
の
自

治
会
総
会
、
役
員
会
の
あ
と
は
祭
り
直
前
の
秋
ま
で
牛
鬼
に
関
す
る
準
備
や
協
議
は

特
に
な
い
。

　

牛
鬼
の
道
具
は
、
竹
で
編
ま
れ
た
胴
体
以
外
は
三
地
区
で
持
ち
回
り
、
申
し
送
り

で
渡
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
浅
川
の
前
年
、
平
成
二
七
年
は
鶴
間
が
牛
鬼
を
出
し

た
が
、
一
一
月
三
日
の
祭
り
の
直
後
に
、
鶴
間
の
責
任
者
が
頭
（
カ
シ
ラ
）、
ケ
ン
、

シ
ュ
ロ
（
胴
体
の
覆
い
）、台
車
を
持
っ
て
き
て
浅
川
で
一
年
間
、保
管
す
る
。
な
お
、

鶴
間
や
元
町
と
は
牛
鬼
に
関
し
て
は
、
道
具
の
持
ち
回
り
で
渡
す
こ
と
以
外
に
秋
祭

に
関
し
て
地
区
同
士
の
交
流
等
は
な
い
。
そ
も
そ
も
牛
鬼
を
出
さ
な
い
二
年
間
は
、

吉
田
秋
祭
に
は
全
く
関
与
し
な
い
。
見
物
客
と
し
て
見
に
行
っ
た
り
、
親
戚
、
知
人

の
家
に
呼
ば
れ
て
食
事
を
し
た
り
す
る
く
ら
い
で
あ
る
。
浅
川
、
鶴
間
、
元
町
の
三

地
区
で
は
特
に
対
抗
意
識
が
過
剰
に
強
い
こ
と
も
な
く
、
ま
た
、
胴
体
の
製
作
、
新

調
の
際
に
準
備
を
手
伝
い
に
行
っ
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
三
地
区
内
で

竹
伐
り
か
ら
組
み
立
て
ま
で
の
胴
体
の
製
作
・
新
調
の
技
術
を
継
承
し
て
い
る
。
ま

た
、
牛
鬼
の
舁
き
手
が
少
な
く
て
困
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
人
手
が
足
り

な
く
て
三
地
区
で
派
遣
し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
舁
き
手
は
ど
の
地
区
で

も
足
り
て
い
る
状
況
に
あ
り
、
三
地
区
、
別
々
に
そ
れ
ぞ
れ
の
年
、
責
任
を
持
っ
て

運
営
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

　

牛
鬼
の
道
具
は
三
地
区
の
持
ち
回
り
で
あ
る
が
胴
体
（
ド
ン
ガ
ラ
）
は
毎
年
、
担

当
地
区
が
新
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
牛
鬼
の
胴
体
を
つ
く
る
際
に
は
、
製
作
に

慣
れ
た
年
配
の
方
が
「
大
将
」
を
務
め
る
。「
大
将
」
の
指
示
の
も
と
若
い
者
か
ら

年
配
の
方
ま
で
参
加
し
、
製
作
す
る
。
平
成
二
八
年
の
場
合
、
浅
川
で
は
七
五
歳
の
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く
用
の
船
で
あ
る
。
船
の
準
備
、
調
整
は
持
ち
主
に
任
せ
て
い
る
。
養
殖
業
も
少
な

く
な
っ
て
き
て
お
り
、
今
後
は
船
の
確
保
が
難
し
く
な
っ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
船
を
出
し
た
方
に
は
、
慰
労
会
に
呼
ん
で
御
礼
と
し
て
は
清
酒
を
渡
す
程
度
で

あ
る
。
祭
り
の
前
に
は
船
舶
検
査
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
近
年
は
乗
船
す
る
者
の
ラ

イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
着
用
な
ど
の
指
導
が
厳
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

当
日
の
牛
鬼
の
運
行
に
関
す
る
役
と
し
て
は
「
総
代
」
が
四
人
い
る
。
自
治
会
長
、

神
社
総
代
（
龍
前
神
社
）、
支
部
長
（
柑
橘
の
荷
受
け
を
し
て
い
た
柑
橘
農
業
関
係
、

浅
川
マ
ル
ジ
ュ
ウ
支
部
）、
生
産
組
合
組
合
長
（
農
業
関
係
）
が
祭
り
当
日
は
ス
ー

ツ
を
着
て
、
運
行
の
責
任
者
と
な
る
。
こ
の
四
人
で
祭
り
の
前
に
特
に
集
ま
っ
て
打

ち
合
わ
せ
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
牛
鬼
の
胴
を
作
る
日
に
顔
合
わ
せ
、
打
ち
合
わ
せ

す
る
程
度
で
あ
る
。
か
つ
て
は
、
神
社
総
代
は
こ
の
牛
鬼
の
「
総
代
」
に
は
入
っ
て

い
な
か
っ
た
。
な
お
、
神
社
総
代
は
三
年
任
期
で
あ
り
、
地
元
龍
前
神
社
と
八
幡
神

社
の
総
代
を
兼
ね
る
。
総
代
は
年
配
の
方
が
な
る
こ
と
が
多
い
。
会
計
は
自
治
会
長

が
受
け
持
っ
て
い
る
。
食
事
、
賄
い
の
準
備
も
自
治
会
長
が
指
揮
し
て
準
備
す
る
。

自
治
会
自
体
に
会
計
が
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
自
会
長
が
会
計
を
担
い
、
祭
り
で
も

同
じ
で
あ
る
。

　

牛
鬼
の
運
営
費
に
つ
い
て
は
、
吉
田
秋
祭
り
振
興
会
か
ら
数
万
円
の
補
助
が
入
っ

て
く
る
。
あ
と
当
日
の
御
祝
儀
が
収
入
に
な
る
。
練
車
と
は
違
っ
て
牛
鬼
は
一
体
で

あ
っ
て
他
に
は
な
く
、
家
々
を
ま
わ
っ
て
は
「
カ
シ
ラ
イ
レ
（
頭
入
れ
）」
を
し
て

家
の
魔
祓
い
を
行
う
こ
と
、
そ
し
て
台
車
が
付
い
た
以
降
は
機
動
力
も
あ
っ
て
移
動

し
や
す
い
た
め
他
地
区
よ
り
は
御
祝
儀
の
総
額
は
多
い
。御
祝
儀
は
収
支
と
し
て
は
、

赤
字
は
出
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。
経
費
的
に
厳
し
く
て
運
営
が
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
は
な
く
、
自
治
会
総
会
の
議
事
で
も
祭
り
の
維
持
に
関
し
て
の
経
費
的
な
問

題
は
出
て
く
る
こ
と
は
な
い
。参
加
し
た
者
へ
の
謝
礼
は
特
に
な
く
、祭
り
が
終
わ
っ

た
あ
と
の
慰
労
で
飲
食
す
る
の
み
で
あ
る
。
祭
り
の
会
計
報
告
は
、
年
度
末
の
自
治

会
総
会
に
お
い
て
決
算
報
告
を
行
う
。
な
お
、
こ
れ
ま
で
国
、
県
、
市
な
ど
か
ら
の

助
成
金
、
補
助
金
を
申
請
し
て
補
修
し
た
り
、
新
調
し
た
り
し
た
こ
と
は
な
い
。
ト

レ
ー
ナ
ー
も
三
地
区
で
共
同
購
入
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
浅
川
を
事
例
と
し
て
紹

介
し
た
が
鶴
間
、
元
町
も
同
様
の
状
況
で
あ
る
。

　

以
上
、
現
在
の
「
お
ね
り
」
を
支
え
る
各
町
の
組
織
等
に
つ
い
て
紹
介
し
た
が
、

少
子
化
、
若
者
不
足
に
よ
り
現
状
で
担
い
手
不
足
の
危
機
に
あ
る
地
区
も
あ
れ
ば
、

将
来
、
地
元
の
者
だ
け
で
は
担
い
手
が
確
保
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
地

区
も
あ
り
、
参
加
者
の
あ
り
方
（
外
部
の
者
の
参
加
）
を
検
討
し
な
が
ら
継
承
、
継

続
す
る
必
要
も
あ
る
。
た
だ
し
、「
お
ね
り
」
を
支
え
て
き
た
組
織
、
運
営
は
ど
の

地
区
も
日
常
社
会
生
活
の
基
礎
組
織
で
あ
る
自
治
会
が
主
体
と
な
っ
て
お
り
、
江
戸

時
代
の
町
の
成
立
以
来
、
そ
の
枠
組
み
自
体
が
変
化
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
に
は

注
目
す
べ
き
で
、
吉
田
秋
祭
が
永
く
保
存
、
継
承
さ
れ
て
き
た
大
き
な
要
因
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
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第
二
節
　
お
ね
り
の
復
活
と
そ
の
継
承

一
　
吉
田
町
お
ね
り
保
存
会
の
取
り
組
み
と

　
　
吉
田
秋
祭
保
存
団
体
協
議
会
の
結
成

　
平
成
一
七
年
の
市
町
村
合
併
以
後
、
衰
退
傾
向
と
な
っ
て
い
た
神
幸
行
事
（
お
ね

り
）
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
す
る
動
き
が
出
て
き
た
。
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
、
練

車
を
運
行
を
担
う
昭
和
六
〇
年
（
一
九
八
五
年
）
結
成
の
吉
田
町
お
ね
り
保
存
会
で

あ
る
。
ま
ず
、
文
化
庁
の
助
成
制
度
で
あ
る
「
ふ
る
さ
と
文
化
再
興
事
業
」
を
活
用

し
、練
車
や
幕
の
修
繕
を
平
成
一
八
～
二
二
年
度
ま
で
実
施
。
平
成
二
五
年
以
降
は
、

吉
田
三
間
商
工
会
長
が
保
存
会
会
長
を
兼
務
、
そ
の
事
務
局
を
商
工
会
に
置
き
、
各

団
体
へ
の
補
助
制
度
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
運
行
制
度
な
ど
支
援
体
制
を
充
実
さ

せ
、
お
ね
り
を
広
く
一
般
に
周
知
す
る
た
め
の
広
報
誌
の
発
行
す
る
な
ど
、
そ
の
継

承
を
支
援
す
る
仕
組
み
を
整
え
た
。
ま
た
、
ほ
ぼ
自
由
裁
量
と
な
っ
て
い
た
各
練
物

の
運
行
を
各
団
体
と
協
議
し
、
本
丁
通
り
や
桜
橋
で
の
「
見
せ
場
」
を
創
出
、
旅
行

代
理
店
と
提
携
し
バ
ス
ツ
ア
ー
を
企
画
す
る
な
ど
、
観
光
面
で
の
取
り
組
み
も
積
極

的
に
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
・
県
の
補
助
制
度
を
活
用
し
た
練
車
や
幕
の
修
理
・

新
調
事
業
も
再
開
し
、「
祭
礼
絵
巻
の
再
現
」と
い
う
目
標
に
着
実
に
近
づ
い
て
い
る
。

　
一
方
で
吉
田
秋
祭
に
お
い
て
は
、
文
化
財
と
し
て
行
事
全
体
を
継
承
し
て
い
く
体

制
が
な
く
、
平
成
二
七
年
度
か
ら
の
吉
田
秋
祭
総
合
調
査
事
業
に
お
い
て
も
課
題
と

し
て
上
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
関
係
者
の
努
力
に
よ
り
、
平
成
二
九
年
十
二
月
二
六
日
、

秋
祭
に
関
係
す
る
六
団
体
か
ら
な
る
吉
田
秋
祭
保
存
団
体
協
議
会
が
発
足
し
た
。
そ

し
て
、
こ
の
団
体
が
受
皿
と
な
り
、
平
成
三
〇
年
二
月
二
○
日
に
「
吉
田
秋
祭
の
神

幸
行
事
」
と
し
て
一
連
の
神
幸
行
事
が
愛
媛
県
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
を
受
け
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

   
 

 
 
 

 

 
 
 

今
、
秋
祭
り
が
吉
田
を
復
活
さ
せ
る
！
・
・
か
な
？ 

 

な
ん
と
な
く
、
こ
の
頃
、
吉
田
の
町
に
元
気
が
な
い
な
～
っ
て
思
っ
て
い
る
方
は
結
構 

多
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

レ
ス
ト
ラ
ン
等
も
減
っ
た
し
、
店
舗
も
閉
め
た
と
こ
ろ 

が
目
立
ち
ま
す
。
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
吉
田
町
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
っ
た
し
・
・ 

 

ふ
る
さ
と
の
祭
り
を
知
ろ
う
！ 

そ
の
よ
う
な
中
、
昨
年
、
県
知
事
さ
ん
が
吉
田
の
秋
祭
り
を
活
性
化
の
起
爆
剤
と
し
て 

 
 

吉
田
秋
祭
り
は
寛
文
４
年
（
１
６
６
４
年
）
八
幡
神
社
の
祭
礼 

み
て
は
？ 

と
積
極
的
に
支
援
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
頂
き
ま
し
た
。
市
も
協
力
し
て
頂
き 

 

と
し
て
藩
主
の
命
に
よ
り
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

保
存
会
等
の
地
元
関
係
者
も
頑
張
っ
て
、
今
年
度
は
、
な
ん
と
総
額
１
千
３
百
万
円
の 

 
 

豪
商
達
の
財
力
に
よ
る
、
優
雅
で
絢
蘭
豪
華
な
お
ね
り 

事
業
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
ず
は
「
太
閤
秀
吉
練
車
」
と
「
楠
木
正
成 

  
 

巡
行
は
、
町
衆
の
心
意
気
を
示
す
も
の
と
し
て
近
隣
に 

練
車
」
を
復
活
！ 

こ
れ
で
、
練
車
は
全
部
で
７
台
と
な
り
ま
す
！  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

鳴
り
響
い
て
い
ま
し
た
。
藩
政
時
代
の
人
形
や
刺
繍
幕
、 

ま
た
、
練
り
唄
も
生
演
奏
を
ご
披
露
す
る
予
定
で
す
。
ほ
ん
の  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

練
り
唄
や
絵
巻
等
も
今
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
四
国
で
も 

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

ち
ょ
っ
と
祇
園
祭
り
に
近
づ
い
た
と
思
い
ま
せ
ん
か
？(

笑) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
変
珍
し
い
三
百
数
十
年
の
伝
統
を
誇
る
民
俗
文
化
財
で
す
。 

私
達
は
吉
田
秋
祭
り
の
「
お
ね
り
巡
行
」
を
日
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

月
３
日
は
「
吉
田
秋
祭
り
」
見
に
来
て
ね
！ 

祇
園
祭
り
や
飛
騨
高
山
祭
り
よ
う
に
、
全
国
の
方
々
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

今
年
の
秋
祭
り
は
、
お
ね
り
の
充
実
に
加
え
て
、
地
元
の 

 

知
っ
て
も
ら
い
、
宇
和
島
に
吉
田
秋
祭
り
あ
り
！ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

皆
さ
ん
が
特
産
品
や
秋
祭
り
に
ち
な
ん
だ
お
菓
子
等
を
新
商
品 

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
良
い
な
～
っ
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

と
し
て
販
売
し
ま
す
。
ま
た
、
東
京
か
ら
も
観
光
ツ
ア
ー
で
多
く 

吉
田
を
知
っ
て
も
ら
え
ば
活
性
化
も
夢
で
は
な
い
！
（
言
い
切
っ
た 

） 
 

 
 

 
 

 
 

の
方
が
秋
祭
り
を
見
に
来
ら
れ
る
予
定
で
す
。
乞
う
ご
期
待
で
す
！ 

し
か
し
、
ま
だ
ま
だ
一
歩
を
踏
み
出
し
た
ば
か
り
で
す
。
吉
田
全
体
で
盛
り
上
げ
て 

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

吉
田
お
ね
り
瓦
版 

（
発
行
者
） 

吉
田
町 

お
ね
り
保
存
会 

 
 
 
 

 
 

  

吉
田
町
お
ね
り
保
存
会
で
は
、
吉
田
地
域
の
皆
様
が
吉
田
の
秋
祭
り
や
、
お
ね
り
を
知
っ
て
頂
く
こ

と
を
目
的
に
年
に
数
回
「
吉
田
お
ね
り
瓦
版
」
を
発
行
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
ど
う
か
皆
様
の
ご

愛
読
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
事
務
局  

吉
田
町
お
ね
り
保
存
会 

 

℡ 

５
２
―
２
２
３
３ 

もっとイケ面

に描けよ！ 

 

※八幡ボタ 
ホタ（宝多）は吉田特有のもので、他の地域には伝

わっていません。中でも八幡ボタは神輿走り込みに先

立ち、群衆をかき分け、場を清める役割を担っており、

恐ろしい面相で暴れまわる姿は祭りの華とされていま

す。あなたも清められませんか？ 

おねり豆知識 

第１号 
平成２５年 

１０月１日 

11 

  

年度 事　業　名 金額
（千円）

内　容　等

18 ふるさと文化再興事業（国） 60 練車修繕（本町一丁目 ）

19 ふるさと文化再興事業（国） 3,885 幕新調（本町一丁目）

20 ふるさと文化再興事業（国） 9,723 幕新調（裡町一丁目）

21 ふるさと文化再興事業（国） 8,705 幕新調（魚棚三丁目）

22 ふるさと文化再興事業（国） 6,300 幕新調（桜丁）

観光集客力向上支援事業（県） 5,000

おねり地域活性化補助金（市） 5,000

新ふるさとづくり総合支援事業（県） 1,000 観光ツアー等

行列を中心とした観光資源
発掘調査整備事業(市)

666 ホタ新調

29 文化遺産総合活用推進事業 2,359
練車修繕（魚棚一丁目）
国：1,347　市：500　地元：512

練車新調（魚棚二丁目）
練車修繕（裡町二丁目）

25

26

表 01　国・県・市の補助制度を活用した事業　

図 01 吉田町おねり保存会発行の「吉田おねり瓦版」　
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二
　
保
育
園
・
学
校
現
場
で
の
継
承
の
取
り
組
み　

　
吉
田
秋
祭
の
継
承
と
し
て
欠
か
せ
な
い
も
の
が
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
教
育
で
あ

る
。
吉
田
地
区
に
あ
る
宇
和
島
市
立
吉
田
愛
児
園
と
立
間
地
区
に
あ
る
宇
和
島
市
立

た
ち
ば
な
保
育
園
で
は
、
少
な
く
と
も
二
〇
年
も
前
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
秋
祭
を

身
近
に
体
験
さ
せ
る
取
り
組
み
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
る
。
愛
児
園
で
は
一
一
月

二
日
に
、
園
児
た
ち
が
自
分
た
ち
の
手
で
製
作
し
た
鹿
面
や
牛
鬼
、
神
輿
を
も
っ
て
、

神
幸
行
事
で
練
り
歩
く
吉
田
地
区
各
所
を
巡
回
、
練
り
を
披
露
す
る
（
写
真
01
）。

た
ち
ば
な
保
育
園
で
は
、
一
一
月
四
日
に
八
幡
神
社
境
内
に
て
、
こ
ち
ら
も
自
分
た

ち
の
手
で
製
作
し
た
用
具
を
使
用
し
て
、
鹿
踊
り
・
牛
鬼
・
神
輿
の
練
り
を
披
露
す

る
。
鹿
踊
り
の
指
導
に
つ
い
て
は
、
先
生
を
含
め
て
現
役
の
指
導
者
や
立
間
小
学
校

か
ら
子
鹿
を
担
当
す
る
児
童
か
ら
教
わ
る
と
い
う
本
格
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
近
年
、
宇
和
島
市
立
吉
田
小
学
校
で
は
、
年
間
を
通
し
て
、
秋
祭
を
取
り
上

げ
た
総
合
学
習
が
積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
子
ど
も
た
ち
の
関
心
が
以
前

に
増
し
て
高
ま
っ
て
来
て
い
る
（
写
真
02
）。

写真 02　吉田小学校の取り組み

写真 01　愛児園の取り組み

平成 29 年１２月 26 日 

 
 

吉田町秋祭り実行委員会 

（事務局：吉田三間商工会） 

八幡神社・総代会 

吉田秋祭り振興会 

吉
田
町
お
ね
り
保
存
会
（
吉
田
） 

卯
之
刻
相
撲
保
存
会
（
立
間
） 

牛
鬼
保
存
会
（
元
町
・
鶴
間
・
浅
川
※
輪
番
） 

伊
勢
踊
り
保
存
会
（
立
間
） 

神
輿
奉
賛
会
（
立
間
） 

吉田秋祭保存団体協議会 

（事務局：宇和島市教育委員会） 

 

文化庁 
愛媛県教育委員会 
宇和島市 

情
報
提
供 

情報提供 

事業協議・折衝 

指導・助言 

鹿
の
子
保
存
会
（
立
間
） 

図 02　吉田秋祭の関係団体組織図　



197

第
六
章 

吉
田
秋
祭
り
の
諸
相

　
第
一
節　
練　
車

　
第
二
節　
徒
練
り

　
第
三
節　
御　
船

　
第
四
節　
鹿
の
子

　
第
五
節　
牛　
鬼

　
第
六
節　
宝　
多

　
第
七
節　
卯
之
刻
相
撲

　
第
八
節　
祭
り
と
食
事

魚棚通りを巡行する魚棚三丁目の練車（平成 28年 11月 3日）
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第
一
節
　
練
車

一
　
各
練
車
の
構
造
（
口
絵
参
照
）

練
車
の
構
造
と
部
分
名
称

　

吉
田
秋
祭
の
練
車
の
構
造
は
上
下
二
段
で
、
上
段
は
高
欄
を
巡
ら
せ
て
人
形
を
載

せ
る
「
人
形
屋
台
」
で
、
下
段
に
三
味
線
、
太
鼓
、
鉦
な
ど
の
囃
子
の
人
た
ち
が
乗

り
込
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

練
車
は
四
輪
の
曳
山
で
、
本
町
一
丁
目
の
練
車
の
車
輪
は
直
径
四
三
㎝
・
幅
三
二

㎝
で
、
裡
町
一
丁
目
の
車
輪
は
直
径
四
七
㎝
・
幅
二
一
㎝
、
魚
棚
一
丁
目
の
車
輪
は

直
径
約
四
一
㎝
・
幅
三
二
㎝
で
あ
る
。
裡
町
一
丁
目
の
車
輪
は
、
輪
切
り
に
し
た
堅

木
の
外
周
部
に
十
六
個
の
小
材
を
装
着
し
、
そ
れ
に
鉄
製
の
箍
を
二
本
は
め
た
も
の

で
あ
る
。
車
輪
に
は
摩
耗
を
防
ぐ
た
め
鉄
製
の
箍
を
車
輪
の
両
端
に
巻
く
。
鉄
箍
の

幅
は
六
、五
㎝
ほ
ど
で
あ
る
。
車
軸
は
二
〇
㎝
角
の
樫
製
の
角
材
で
あ
る
。

　

練
車
の
方
向
転
換
で
は
、
後
部
の
台
に
斜
め
上
に
向
け
て
取
り
付
け
た
梶
棒
二
本

を
梃
子
の
要
領
で
押
し
下
げ
、
前
輪
を
少
し
浮
か
せ
て
回
転
さ
せ
る
。
昔
は
辻
々
で

の
方
向
転
換
の
時
に
地
面
に
割
り
竹
を
敷
い
て
、
そ
の
上
で
回
転
さ
せ
た
と
い
う
。

　

練
車
の
基
盤
と
な
る
台
は
ケ
ヤ
キ
な
ど
の
堅
木
を
用
い
、
側
面
材
に
車
軸
の
先
端

が
入
る
孔
を
く
ぼ
め
、
軸
受
け
の
輪
形
の
鉄
を
嵌
め
る
。
台
は
井
桁
に
組
む
。

　

こ
の
井
桁
状
に
組
ん
だ
台
に
左
右
三
本
ず
つ
下
段
の
外
柱
を
立
て
る
。
そ
の
内
側

に
屋
根
ま
で
達
す
る
内
柱(

通
し
柱)

を
立
て
る
。
内
柱
の
外
側
に
腰
板
を
は
め
て
、

座
板
と
い
っ
て
床
を
張
る
。
外
柱
の
途
中
に
水
平
に
貫
を
は
め
る
。
そ
し
て
、
外
柱

の
上
部
に
梁
と
桁
方
向
に
頭
繋
ぎ
と
い
う
貫
を
は
め
、
そ
の
上
に
上
段
の
座
板
を
載

せ
る
。
上
下
の
座
板
に
は
細
い
角
材
の
根
太
を
打
ち
付
け
て
あ
る
。
上
段
の
座
板
の

四
周
に
勾
欄
を
固
定
す
る
。
通
し
柱
の
上
部
に
虹
梁
と
桁
を
入
れ
、
最
上
部
の
中
央

前
後
方
向
に
棟
木
を
つ
け
て
屋
根
を
載
せ
る
。

　

練
車
の
場
合
、
人
形
に
光
が
当
た
る
よ
う
に
障
子
屋
根
に
な
っ
て
い
る
。
む
く
り

破
風
が
つ
い
て
い
て
も
、
屋
根
は
平
面
の
二
枚
に
分
か
れ
て
お
り
、
左
右
両
端
は
板

張
り
で
垂
木
が
つ
く
が
、
中
側
は
格
子
状
に
木
組
み
が
さ
れ
て
お
り
、
昔
は
和
紙
、

現
在
は
塩
ビ
板
を
張
っ
て
い
る
。
最
後
に
破
風
や
鬼
棟
、
懸
魚
な
ど
の
彫
刻
飾
り
の

部
材
を
取
り
付
け
る
。
こ
こ
に
幕
類
を
下
げ
る
が
、
下
段
前
方
部
は
囃
子
方
の
出
入

り
口
で
も
あ
り
、
御
簾
を
下
げ
、
飾
り
紐
の
つ
い
た
巻
鉤
で
巻
き
上
げ
る
。

類
似
の
山
車　

　

南
予
地
方
に
は
、
吉
田
秋
祭
の
練
車
と
同
系
統
の
人
形
屋
台
が
伊
方
町
三
崎
、
同

町
湊
浦
、
八
幡
浜
市
保
内
町
、
西
予
市
明
浜
町
、
愛
南
町
御
荘
の
祭
礼
で
見
ら
れ
、

か
つ
て
は
八
幡
浜
市
中
心
部
や
西
予
市
卯
之
町
、
宇
和
島
市
中
心
部
な
ど
の
祭
礼
で

も
出
て
い
た
。
ま
た
、
吉
田
秋
祭
の
練
車
に
構
造
的
に
よ
く
似
た
屋
台
は
、
豊
後
水

道
対
岸
の
大
分
市
東
部
に
数
多
く
分
布
す
る
。

亥
の
子
車
（
口
絵 

亥
の
子
車
参
照
）　

　

吉
田
秋
祭
の
練
車
を
小
型
化
し
た
屋
台
に
「
亥
の
子
車
」
が
あ
る
。「
お
亥
の
子

さ
ん
の
車
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
、「
玄
亥
車
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

愛
媛
県
は
今
で
も
亥
の
子
行
事
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
る
。
旧
暦
一
〇
月
の
亥
の
日

に
、
子
供
た
ち
が
亥
の
子
唄
を
歌
い
な
が
ら
、
地
区
の
家
々
を
廻
っ
て
家
の
前
な
ど

で
、
亥
の
子
石
に
た
く
さ
ん
の
縄
を
つ
け
、
そ
の
縄
を
子
供
た
ち
が
持
っ
て
振
り
上

げ
、
亥
の
子
石
で
地
面
を
打
つ
の
で
あ
る
。
旧
暦
一
〇
月
の
亥
の
日
に
行
っ
て
い
た

が
、
一
一
月
第
二
日
曜
日
に
す
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
は
一
一
月
三
日
に
実
施
し
て
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い
る
。
旧
暦
一
〇
月
の
亥
の
日
は
二
回
な
い
し
三
回
あ
り
、
第
一
の
亥
の
日
を
「
武

士
の
亥
の
子
」、
第
二
の
亥
の
日
を
「
百
姓
の
亥
の
日
」、
第
三
の
亥
の
日
を
「
商
人

の
亥
の
日
」
と
言
っ
て
い
た
と
い
う
。
吉
田
の
商
家
の
町
々
で
は
「
中
亥
の
子
」
と

い
っ
て
、
第
二
の
亥
の
日
に
行
っ
て
い
た
。

　

本
来
、亥
の
子
行
事
は
猪
の
子
沢
山
に
倣
っ
て
子
孫
繁
栄
を
祈
る
行
事
で
あ
っ
た
。

伊
予
で
は
、
こ
の
日
は
田
の
神
様
（
作
神
様
と
も
い
う
）
が
田
か
ら
家
に
戻
ら
れ
る

日
だ
と
い
い
、
そ
れ
を
迎
え
る
た
め
に
餅
を
搗
く
習
慣
が
あ
る
。「
亥
の
子
の
祝
い
」

と
い
っ
て
、
亥
の
日
、
亥
の
刻
に
亥
の
子
餅
を
食
べ
て
、
子
孫
繁
盛
と
万
病
を
除
く

こ
と
を
祈
願
す
る
の
で
あ
る
。
亥
の
子
行
事
の
時
、
子
供
た
ち
に
随
行
す
る
の
が
亥

の
子
車
で
あ
る
。
亥
の
子
車
は
小
型
だ
っ
た
の
で
、
明
か
り
取
り
の
障
子
屋
根
は
な

か
っ
た
。

　
『
宇
和
島
吉
田
両
藩
誌　

旧
記
輯
録
』（
一
九
一
七
年
・
愛
媛
教
育
協
会
北
宇
和
部

会
編
）
で
紹
介
さ
れ
た
文
政
六
年
（
一
八
二
三
年
）
の
随
筆
に
「
昔
は
見
る
こ
と
も

で
き
な
か
っ
た
小
車
を
仕
出
し
て
美
し
い
幕
を
作
り
、
作
物
の
取
飾
ま
で
町
家
の
風

を
見
習
い
、小
供
の
遊
び
と
も
思
わ
れ
ぬ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

練
車
の
運
行　

　

戦
前
、
練
車
の
曳
き
手
を
在
所
な
ど
か
ら
雇
っ
て
い
た
。
本
町
一
丁
目
は
喜
佐
方

か
ら
、
裡
町
二
丁
目
と
魚
棚
二
丁
目
は
三
間
町
か
ら
、
魚
棚
三
丁
目
は
同
じ
町
内
か

ら
、
四
ツ
太
鼓
は
大
浦
の
青
年
団
に
そ
れ
ぞ
れ
頼
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
在

所
の
こ
と
を
「
オ
ン
ゴ
ク
（
遠
国
）」
あ
る
い
は
「
オ
ク
（
奥
）」
と
呼
ん
で
い
た
。

ま
た
、
魚
棚
一
丁
目
で
は
曳
き
手
の
衣
裳
を
一
五
人
分
揃
え
て
い
る
と
の
こ
と
で
、

最
大
一
五
人
ほ
ど
で
練
車
を
曳
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

本
町
一
丁
目　

　

本
町
一
丁
目
の
練
車
は
「
関
羽
人
形
」
を
搭
載
す
る
。

　

練
車
本
体
は
全
幅
二
〇
六
㎝
、
全
長
二
六
九
㎝
、
全
高
四
三
三
㎝
。
む
く
り
破
風

で
、
障
子
屋
根
で
あ
る
。
勾
欄
か
ら
上
は
黒
漆
塗
り
で
、
そ
れ
よ
り
下
は
生
漆
塗
り

で
あ
る
。

　
『
祭
礼
絵
巻
』
で
は
屋
根
は
む
く
り
破
風
で
あ
る
。
骨
組
み
の
木
材
は
黒
く
色
付

け
さ
れ
て
お
り
、
黒
漆
塗
り
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
間
の
屋
根
材
は
灰
色
に
着
色
さ

れ
て
い
る
。
間
隔
を
開
け
た
骨
組
み
の
木
構
造
屋
根
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

上
段
の
四
本
柱
や
高
欄
、
下
段
の
柱
や
框
も
黒
漆
塗
り
と
考
え
ら
れ
る
。
屋
根
の
棟

飾
り
や
高
欄
の
擬
宝
珠
は
黄
色
に
着
色
さ
れ
て
い
る
の
で
、
真
鍮
製
金
具
と
思
わ
れ

る
。
台
の
側
面
材
は
赤
褐
色
の
着
色
な
の
で
、生
漆
塗
り
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
、

前
後
に
黒
く
塗
ら
れ
た
鉄
製
の
金
具
を
嵌
め
て
い
る
。

裡
町
一
丁
目　

　

裡
町
一
丁
目
の
練
車
は
「
武
内
宿
禰
」
の
人
形
を
搭
載
す
る
。

　

練
車
の
本
体
は
全
幅
二
二
二
㎝
×
全
長
二
六
〇
㎝
×
全
高
三
五
二
㎝
。
む
く
り
破

風
で
、
障
子
屋
根
で
あ
る
。
勾
欄
か
ら
上
は
黒
漆
塗
り
で
、
そ
れ
よ
り
下
は
生
漆
塗

り
で
あ
る
。

　
『
祭
礼
絵
巻
』
で
は
、
屋
根
は
む
く
り
破
風
で
あ
る
。
木
材
に
は
黒
漆
を
塗
っ
て

い
る
が
、
青
と
緑
に
二
列
ず
つ
色
分
け
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
枡
目
的
な
構
造
材

で
は
な
く
、
間
隔
を
開
け
た
骨
組
み
の
障
子
屋
根
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
上

段
の
四
本
柱
や
高
欄
、
下
段
の
柱
や
框
、
そ
れ
に
台
も
黒
漆
塗
り
で
あ
る
。
屋
根
の

棟
飾
り
や
高
欄
の
擬
宝
珠
は
真
鍮
製
の
金
具
を
用
い
て
い
る
。
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写真 1　魚棚二丁目ー練車ー組立て１写真 4　魚棚二丁目ー練車ー組立て４

写真 2　魚棚二丁目ー練車ー組立て２写真 5　魚棚二丁目ー練車ー組立て５

写真 3　魚棚二丁目ー練車ー組立て３写真 6　魚棚二丁目ー練車ー組立て６
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写真 7　魚棚二丁目ー練車ー組立て 7写真 10　魚棚二丁目ー練車ー組立て 10

写真 8　魚棚二丁目ー練車ー組立て 8写真 11　魚棚二丁目ー練車ー組立て 11

写真 9　魚棚二丁目ー練車ー組立て 9写真 12　魚棚二丁目ー練車ー組立て 12
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裡
町
二
丁
目　

　

裡
町
二
丁
目
の
練
車
は
「
楠
木
正
成
」
の
人
形
を
搭
載
す
る
。

　

練
車
の
本
体
は
全
幅
二
〇
四
㎝
×
全
長
二
六
二
㎝
×
全
高
四
三
二
㎝
。
む
く
り
破

風
で
障
子
屋
根
。
勾
欄
か
ら
上
は
黒
漆
塗
り
で
、そ
れ
よ
り
下
は
生
漆
塗
り
で
あ
る
。

破
風
板
画
赤
く
塗
ら
れ
て
お
り
、
通
し
柱
の
上
段
部
分
は
黒
漆
塗
り
に
隅
を
金
で
塗

る
。

　
『
祭
礼
絵
巻
』
で
は
屋
根
は
む
く
り
破
風
で
、
屋
根
材
は
黒
漆
塗
り
、
障
子
屋
根

は
黄
色
い
障
子
紙
を
貼
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
上
段
の
四
本
柱
や
高
欄
、
下
段
の

柱
や
框
な
ど
も
黒
漆
塗
り
で
あ
ろ
う
。
車
軸
を
受
け
る
台
は
木
目
を
強
調
し
て
い
る

の
で
ケ
ヤ
キ
製
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
屋
根
の
棟
飾
り
や
高
欄
の
擬
宝
珠
は
真
鍮
製
の

金
具
を
用
い
、
台
の
側
面
材
の
前
後
に
は
黒
く
塗
っ
た
鉄
製
金
具
を
嵌
め
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

　

現
在
の
練
車
上
段
床
板
に
、
練
車
の
建
造
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
墨
書
が
あ
る
。

　
「�

本
車
ハ
大
正
六
年
二
月
拾
日
丁
之
総
会
ニ
附
し
一
統
決
議
之
上
仝
年
拾
月
二
日

落
成
ス
作
成
者
大
工
宮
本
栄
吉
氏
ナ
リ　

殊
に
佐
野
義
平
氏　

阿
部
芳
吉
氏
両

氏
ハ
是
レ
ニ
本
創
求
メ　

多
大
ノ
盡
力
ヲ
セ
ラ
ル
依
テ
是
レ
ヲ
記
ス　

山
本
平

次　

区
長　

山
本
平
次　

代
理
者　

青
野
熊
太
郎　

世
話
人　

阿
部
芳
吉　

佐

野
義
平
」

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
練
車
本
体
が
大
正
六
年
（
一
九
一
七
年
）
に
建
造
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
上
段
床
板
の
片
隅
と
下
段
床
板
一
面
に
二
段
に
わ
た
っ
て

「
邌
車
寄
附
人
名
」
が
書
か
れ
て
い
る
。
上
段
の
左
側
か
ら
書
か
れ
て
い
る
の
で
、

そ
の
順
に
記
す
。

　
「�

邌
車
寄
附
人
名　

一
金
四
拾
円�

山
本
平
次　

仝
四
拾
円�

青
野
熊
太
郎　

仝
拾

円�

佐
々
木
定
太
郎　

仝
拾
円�

阿
部
芳
吉　

仝
拾
円�

山
本
秀
治
郎　

仝
拾
円�

岡

嶋
周
次　

仝
拾
円�

岡
嶋
貞
治
郎　

仝
拾
円�

田
中
幡　

仝
拾
円　

み
よ
し
佐
助　

仝
拾
円�

高
月
武
太
郎　

仝
拾
円�

佐
野
儀
兵　

仝
拾
円�

二
宮
吉
太
郎　

仝
六
円�

毛
利
辰
平　

仝
五
円�

藤
堂
亀
太
郎　

仝
五
円�

三
瀬
友
太
郎　

仝
五
円�

宮
本
栄

吉　

仝
五
円�

酒
井
七
松　

仝
五
円�

宮
善
ク
マ　

仝
五
円�

田
辺
儀
八　

仝
五
円�

山
下
岩
吉　

(

こ
こ
よ
り
下
段)　

一
金
参
円�

新
城
竹
一　

仝
参
円�

細
川
松
太

郎　

仝
参
円�

武
内
長
太
郎　

仝
参
円�

□
江
岩
吉　

仝
参
円�

竹
林
伊
太
郎　

仝

参
円�

池
田
マ
キ　

仝
三
円�

二
階
土
□
造　

仝
三
円�

山
本
朋
□　

仝
三
円�

芝

伊
太
郎　

仝
三
円�

大
嶋
岩
太
郎　

仝
三
円
近
藤
由
太
郎　

金
三
円�

岩
下
長
八　

仝
三
円�

元
泉
由
太
郎　

仝
三
円�

武
内
梅
吉　

仝
三
円�

赤
松
□
サ　

仝
三
円�

山

崎
□
三
郎　

仝
貳
円�

元
川
幸
太
郎　

仝
貳
円�

三
瀬
角
太
郎　

仝
貳
円
佐
々
木

コ
ト　

仝
貳
円�

土
居
さ
よ　

金
貳
円�

渡
辺
□　

仝
壱
円
五
拾
銭�

田
辺
ク
マ
次

郎　

仝
壱
円
五
拾
銭�

岩
太
勘
六　

仝
壱
円
五
拾
銭�

武
田
リ
ヨ　

仝
壱
円
五
拾

銭�

水
名
安
太
郎　

仝
壱
円
五
拾
銭�

今
西
□
□�

」

ま
た
、
上
段
床
板
に
は
左
か
ら

　

�「
一
金
壱
円
五
拾
銭　

内
□
長
右
衛
門　

仝
壱
円　

第
□
寺
サ
ダ　

仝
壱
円　

菊

地
大
吉　

仝
壱
円　

田
村
倉
吉　

仝
壱
円　

岡
嶋
マ
サ　

仝
壱
円　

尾
竹
ハ
ル　

仝
壱
円　

河
野
サ
ヨ
」

と
墨
書
き
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
墨
書
に
よ
っ
て
、
寄
附
者
総
数
は
五
三
名
、
練
車
建
造
費
と
な
っ
た
寄
附
金

の
総
額
は
二
九
四
円
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
寄
附
者
の
中
に
は
、
こ
の
練

車
を
建
造
し
た
大
工
宮
本
栄
吉
の
名
も
書
か
れ
て
お
り
、
地
元
裡
町
二
丁
目
の
大
工

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、『
吉
田
新
報
』
の
大
正
六
年
（
一
九
一
七
年
）
九
月
二
五
日
の
記
事
に
「
裡

町
二
丁
目
山
車
を
新
築
し
人
形
を
修
復
し
た
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
。



第六章　吉田秋祭の諸相　第一節　練車

203

魚
棚
一
丁
目　

　

魚
棚
一
丁
目
の
練
車
は
老
朽
化
し
て
お
り
、
昭
和
六
〇
年(

一
九
八
五
年)

を
最

後
に
吉
田
秋
祭
に
は
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
。
昭
和
六
〇
年
の
参
加
で
は
、
車
軸
に

グ
リ
ス
を
塗
り
忘
れ
、
そ
の
た
め
桜
橋
を
渡
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
ま
で
も
休

止
期
間
が
長
く
、
昭
和
三
六
年(

一
九
六
一
年)

に
路
上
で
組
み
立
て
た
が
、
曳
い

て
動
か
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
練
車
は
重
く
て
、
一
五
人
で
曳
か
な
け

れ
ば
動
か
な
か
っ
た
と
い
う
が
、
修
理
の
た
め
に
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
車
軸
に
歪
み

が
み
ら
れ
、
そ
れ
が
運
行
に
影
響
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　

魚
棚
一
丁
目
の
練
車
は
国
安
の
郷
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
た
が
、
平
成
二
九
年
度

に
修
理
を
行
い
、
そ
の
年
の
秋
の
吉
田
秋
祭
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
練
車
の

部
材
は
枘
な
ど
が
摩
耗
し
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
で
は
運
行
に
支
障
を
き
た
す
の
で
、

旧
材
に
新
材
を
継
ぎ
足
し
て
整
形
し
、
旧
材
を
可
能
な
限
り
再
利
用
す
る
こ
と
が
修

理
の
基
本
に
な
っ
て
い
た
。

　

練
車
の
本
体
は
全
幅
二
三
三
㎝
×
全
長
二
九
三
〇
㎝
×
全
高
三
九
二
㎝
。

　

む
く
り
破
風
の
障
子
屋
根
で
あ
る
。
勾
欄
か
ら
上
は
黒
漆
塗
り
で
、
そ
れ
よ
り
下

は
生
漆
塗
り
で
あ
る
。
天
保
六
年
（
一
八
三
五
年
）
の
「
伊
達
吉
田
藩
八
幡
宮
祭
礼

絵
図
」
で
は
、
屋
根
は
む
く
り
破
風
で
、
黒
漆
塗
り
、
障
子
屋
根
は
赤
い
障
子
紙
を

貼
っ
て
い
る
。
上
段
の
四
本
柱
や
高
欄
、下
段
の
柱
や
框
な
ど
も
黒
漆
塗
り
で
あ
る
。

車
軸
を
受
け
る
台
は
赤
く
木
目
を
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
ケ
ヤ
キ
製
だ
と
推
測

さ
れ
る
。
屋
根
の
棟
飾
り
や
高
欄
の
擬
宝
珠
は
真
鍮
製
の
金
具
を
用
い
、
台
の
側
面

材
の
前
後
に
は
黒
く
塗
っ
た
鉄
製
金
具
を
は
め
て
い
る
。

魚
棚
二
丁
目　

　

魚
棚
二
丁
目
の
練
車
は
「
太
閤
秀
吉
」
の
人
形
を
搭
載
す
る
。

　

練
車
の
本
体
は
全
幅
一
八
二
㎝
×
全
長
二
三
八
㎝
×
全
高
三
四
五
㎝
。
む
く
り
破

風
の
障
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る
。

　

古
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練
車
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明
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八
年
（
一
八
九
五
年
）
頃
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
伝
え
ら

れ
、
昭
和
二
〇
年
代
に
修
理
し
て
三
〇
年
頃
ま
で
使
っ
た
が
、
傷
み
が
ひ
ど
い
の
で

亥
の
子
車
で
代
用
し
て
き
た
と
い
う
。
現
在
の
練
車
は
平
成
二
五
年
一
〇
月
に
愛
媛

県
と
宇
和
島
市
の
補
助
を
受
け
て
新
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
昔
は
千
成
瓢
箪
の
馬
印

も
あ
っ
た
。『
祭
礼
絵
巻
』
で
は
、
神
殿
風
の
太
鼓
台
で
あ
る
。

魚
棚
三
丁
目　

　

魚
棚
三
丁
目
の
練
車
は
「
恵
比
寿
」
の
人
形
を
搭
載
す
る
。

練
車
の
本
体
は
全
幅
一
九
八
㎝
×
全
長
二
四
二
㎝
×
全
高
四
一
二
㎝
。
こ
の
練
車
だ

け
は
吉
田
秋
祭
の
練
車
の
中
で
唯
一
の
唐
破
風
で
、
木
部
は
生
漆
塗
り
で
あ
る
。

　
『
祭
礼
絵
巻
』
で
は
、
屋
根
は
む
く
り
破
風
で
、
黒
漆
塗
り
、
障
子
屋
根
は
黄
色

い
障
子
紙
を
貼
っ
て
い
る
。
上
段
の
四
本
柱
や
高
欄
、
下
段
の
柱
や
框
な
ど
も
黒
漆

塗
り
で
あ
る
。
車
軸
を
受
け
る
台
は
木
目
を
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
ケ
ヤ
キ
製

だ
と
推
測
さ
れ
る
。
屋
根
の
棟
飾
り
や
高
欄
の
擬
宝
珠
は
真
鍮
製
の
金
具
を
用
い
て

い
る
。

四
ツ
太
鼓
（
番
外
）�

　

現
在
、
桜
丁
が
出
し
て
い
る
四
ツ
太
鼓
は
本
来
は
太
鼓
舁
山
で
あ
っ
た
た
め
、
二

本
の
担
ぎ
棒
が
今
で
も
残
さ
れ
て
い
る
。
下
段
に
は
太
鼓
を
据
え
つ
け
、
勾
欄
の
つ

い
た
張
り
出
し
が
四
方
を
め
ぐ
る
。
上
段
は
四
本
柱
に
む
く
り
破
風
の
屋
根
を
つ
け

て
い
る
。
四
人
の
男
児
が
四
方
の
張
り
出
し
部
に
乗
り
、「
よ
ー
い
や
っ
せ
」
と
掛

け
声
を
か
け
な
が
ら
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
す
。
そ
の
た
め
、
地
元
で
は
こ
の
四
ツ
太
鼓

を
「
よ
い
や
っ
せ
」
と
呼
ぶ
。
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二
　
各
練
車
の
人
形
（
口
絵
参
照
）

本
町
一
丁
目
「
関
羽
」
人
形　

　

本
町
一
丁
目
の
練
車
人
形
は
、
三
国
志
の
英
雄
、
蜀
漢
の
皇
帝
劉
備
元
徳
の
下
で

活
躍
し
た
武
将
関
羽
で
あ
る
。
長
い
美
髯
を
持
つ
壮
年
の
美
男
子
と
し
て
造
形
さ
れ

て
い
る
。
中
国
で
は
関
羽
は
武
将
と
し
て
そ
の
武
勇
は
並
び
な
く
名
高
く
、
ま
た
誠

実
で
義
に
厚
い
人
物
と
し
て
『
三
国
志
演
義
』
な
ど
を
通
し
て
庶
民
層
ま
で
よ
く
知

ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
道
教
と
結
び
つ
き
、
関
帝
と
も
呼
ば
れ
て
商
売
の
神
と

し
て
祀
ら
れ
て
き
た
。
今
で
も
横
浜
な
ど
の
中
華
街
各
地
に
華
や
か
な
関
帝
廟
が
建

て
ら
れ
て
い
る
。
本
町
一
丁
目
は
近
世
に
は
掛
屋
や
両
替
商
な
ど
あ
っ
た
吉
田
の
中

心
商
店
街
で
あ
る
た
め
、
商
人
の
神
で
あ
る
関
羽
を
練
車
の
人
形
に
し
た
と
伝
え
て

い
る
。

　【
像
容
】

　

�　

関
羽
像
は
床
几
に
腰
掛
け
、
右
手
に
払
子
を
持
ち
、
左
手
を
胸
先
ま
で
上
げ
て

い
る
。
関
羽
の
武
器
と
し
て
名
高
い
青
龍
偃
月
刀
を
右
脇
に
置
く
。
ま
た
、
前
に

置
か
れ
た
小
机
の
上
に
冊
子
「
春
秋
」
が
開
い
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

�　

頭
部
は
木
彫
で
、
肉
色
の
胡
粉
を
塗
る
。
目
は
玉
眼
。
眉
と
髭
、
前
部
頭
髪
を

植
毛
し
て
い
る
が
、人
毛
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。
後
頭
部
は
黒
く
塗
る
だ
け
で
、

紺
地
に
金
糸
花
模
様
の
帽
子
を
被
る
。
帽
子
は
つ
ば
と
垂
れ
布
つ
き
。
頭
部
と
手

の
塗
り
は
最
近
修
理
し
た
ら
し
く
、
今
の
と
こ
ろ
傷
み
は
な
い
。

　【
寸
法
】　

　

�　

像
全
体
は
縦
五
五
㎝
×
横
六
六
㎝
×
高
一
二
三
．
五
㎝
、
頭
部
は
縦
一
五
㎝
×

横
一
五
㎝
×
高
二
一
．
五
㎝
。

　【
装
束
】　

　

�　

上
下
衣
は
褐
色
地
に
桐
菊
花
文
散
の
錦
織
り
の
袍
に
、錦
織
り
の
帯
を
締
め
る
。

帯
前
部
は
丸
に
龍
文
、
後
部
は
丸
に
鳳
凰
文
が
並
ぶ
、
地
は
亀
甲
に
木
瓜
と
菊
花

文
で
あ
る
。
袍
の
下
に
は
褐
色
等
の
三
角
等
模
様
で
袖
口
を
黒
布
で
覆
う
大
袖
の

衣
を
着
し
、
襟
元
に
白
地
絹
等
の
下
着
三
枚
を
見
せ
る
。
袴
は
赤
金
色
や
白
金
色

の
金
糸
で
花
柄
を
置
く
錦
織
り
で
あ
る
。
錦
織
り
の
手
甲
を
着
用
し
、
足
元
は
濃

紫
地
に
銀
糸
の
花
蔓
文
様
の
沓
を
履
き
、
は
ば
き
を
着
用
す
る
。

　【
持
物
】　

　
〈
青
龍
偃
月
刀
〉

　
　

全
長
三
〇
八
．
五
㎝
、
刃
長
六
九
㎝(

刃
先
か
ら
鐔
ま
で)

、
茎
を
含
む
長

八
〇
㎝
、
柄
長
二
三
九
．
五
㎝(

石
突
含
む)

。
柄
の
径
五
㎝
×
三
．
五
㎝
。

柄
は
朱
漆
塗
り
で
、
黒
く
塗
っ
た
木
製
の
石
突
き
を
装
着
す
る
。
刃
先
に
は
鐔

が
つ
き
、
龍
の
口
か
ら
長
刀
の
刃
が
飛
び
出
す
。
刃
は
銀
紙
を
貼
っ
た
木
製
で

あ
る
。

　
〈
小
机
〉

　
　

脚
外
部
を
朱
漆
、
そ
れ
以
外
は
黒
漆
塗
り
と
し
、
天
板
の
縁
部
金
漆
に
塗
る
。

そ
し
て　

小
机
の
上
に
開
い
た
冊
子
を
載
せ
る
。

　
〈
冊
子
「
春
秋
」〉

　
　

縦
二
五
㎝
×
横
一
六
．
五
㎝
。
表
紙
に
「
春
秋
」
と
書
か
れ
た
題
簽
が
貼
ら

れ
、
最
初
の
二
葉
に
は
「
春
秋
胡
氏
傳
序　

古
者
裂
國
各
有
史
官
掌
記
時
事
春

秋
魯
史　

爾
仲
尼
就
加
筆
削
乃
史
外
傳
心
之
要
典
也　

而
孟
氏
發
明
宗
旨
」
と

い
う
春
秋
の
詞
を
書
く
。
最
後
の
頁
に
「
明
治
四
十
有
四
正
未
之
月
上
旬　

修

復
者�
湖
庵
逢
坂　

筆
者�

□
年
庵
高
月
」
と
記
さ
れ
、
こ
の
冊
子
が
明
治
四
四

年
（
一
九
一
一
年
）
に
修
復
、
あ
る
い
は
新
調
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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　【
像
容
】　

　

�　

金
色
の
冠
を
戴
き
、
袍
の
上
に
甲
冑
を
着
用
し
、
太
刀
を
佩
く
と
い
う
、
武
装

し
た
白
髪
白
髭
の
老
人
が
、
産
着
に
包
ま
れ
た
幼
い
皇
子
を
抱
い
て
岩
の
上
に

座
っ
て
い
る
像
で
あ
る
。
顔
面
等
に
は
薄
肉
色
の
胡
粉
を
塗
り
、
皺
な
ど
に
濃
い

め
の
肉
色
を
塗
る
が
、
全
体
に
塗
り
に
は
ム
ラ
が
あ
り
、
塗
り
直
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
頭
髪
・
眉
・
鼻
髭
・
顎
髭
等
に
は
白
毛
を
植
毛
す
る
。
損
傷
が
各
部
に

見
ら
れ
る
。

　【
寸
法
】　

　

�　

像
全
体
は
縦
八
〇
㎝
、
横
九
八
㎝
、
全
高
一
四
一
㎝
。
頭
部
は
縦
一
六
．
七
㎝
、

横
一
六
㎝
。

　【
装
束
】　

　

�　

金
塗
り
の
冠
に
紫
色
の
纓
二
枚
を
装
着
す
る
。
甲
冑
は
黒
色
の
厚
紙
製
で
簡
素

で
、
白
い
縅
糸
を
用
い
る
。
胴
部
中
央
に
丸
く
金
塗
り
を
施
し
、
文
様
を
浮
き
出

さ
せ
て
い
る
が
、
詳
細
は
不
明
。
上
衣
は
牡
丹
文
鳳
凰
文
な
ど
の
錦
織
り
で
あ
る

が
、
経
年
変
化
で
破
損
が
進
ん
で
い
る
。
袴
は
濃
緑
色
の
平
絹
製
で
、
熊
皮
沓
を

履
く
。
座
っ
て
い
る
岩
座
は
木
骨
に
和
紙
の
張
り
子
で
造
り
、
黒
と
緑
の
顔
料
で

塗
っ
た
も
の
。

　【
持
物
】　

〈
赤
子
〉

　

武
内
宿
禰
が
抱
い
て
い
る
の
は
、
神
功
皇
后
の
子
の
誉
田
別
命(

後
の
応
神
天

皇)
で
あ
る
。
頭
は
白
い
胡
粉
地
に
眉
と
目
を
墨
で
描
き
、
口
元
を
赤
、
鼻
の

横
と
目
の
上
に
黄
色
の
線
を
引
く
。
産
着
は
花
模
様
の
錦
織
り
で
あ
る
。
全
長

五
六
㎝
。
赤
子
の
顔
は
縦
八
．
三
㎝
×
横
八
㎝
×
高
八
．
六
㎝
。

　
〈
払
子
〉

　
　

柄
長
二
一
㎝
×
毛
長
約
四
六
㎝
×
飾
紐
長
九
六
㎝(

全
長
約
一
六
三
㎝)

。
朱

漆
塗
り
の
柄
に
白
く
て
長
い
毛
を
つ
け
、柄
の
下
部
か
ら
長
い
朱
紐
を
垂
ら
す
。

　【
特
記
事
項
】　

　

・�

装
束
な
ど
は
全
体
に
少
し
褪
色
が
進
み
つ
つ
あ
り
、
特
に
袴
や
沓
な
ど
の
繊
維　
　

は
傷
ん
で
き
て
い�
る
。
平
成
七
年
頃
に
手
の
修
理
を
し
た
と
い
い
、
戦
後
か

ら
そ
れ
ま
で
は
人
形
の
修
理
を
し
た
こ
と
は
な
い
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成

二
〇
年
頃
に
払
子
を
持
た
せ
た
と
い
う
。

　

・
人
形
の
制
作
時
期
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
関
羽
人
形
の
専
用
の
木
箱
は

　
　

な
い
。

　

・ 

人
形
は
本
町
一
丁
目
集
会
所
の
一
階
の
倉
庫
に
保
管
し
て
お
り
、
作
り
付
け
の

箱
に
納
め
て
い
る
。
な
お
、
練
車
の
部
品
や
幕
類
も
倉
庫
の
棚
に
収
納
し
て
い

　
　

る
。

　

・ 『
祭
礼
絵
巻
』
に
よ
れ
ば
、
練
車
に
関
羽
の
人
形
が
載
っ
て
お
り
、
払
子
は
現

在
と
は
逆
の
右
手
で
持
っ
て
い
る
。

裡
町
一
丁
目
「
武
内
宿
禰
」
人
形　

　

裡
町
一
丁
目
の
練
車
人
形
は
、
記
紀
の
説
話
に
登
場
す
る
武
内
宿
禰
で
あ
る
。
第

一
二
代
景
行
天
皇
以
下
、
成
務
天
皇
、
仲
哀
天
皇
、
応
神
天
皇
、
そ
し
て
第
一
六
代

仁
徳
天
皇
ま
で
五
代
に
わ
た
っ
て
仕
え
た
と
い
う
伝
説
上
の
人
物
で
あ
る
。
仲
哀
天

皇
の
崩
御
を
知
っ
た
麛か

ぐ
さ
こ
の
み
こ

坂
王
子
と
忍お
し
く
ま
の
き
み

熊
王
が
反
乱
を
起
こ
し
た
時
、
神
功
皇
后
の
意

を
受
け
た
武
内
宿
禰
は
、
皇
子(

後
の
応
神
天
皇)

を
抱
い
て
、
南
海
か
ら
紀
伊
水

門
、
山
背
、
菟う

道じ

（
宇
治
）
を
経
て
攻
め
込
み
、
逢お
う
さ
か坂

（
現
在
の
京
都
府
と
滋
賀
県

境
）
で
忍
熊
王
子
軍
を
撃
破
し
た
。
こ
の
時
の
姿
は
武
内
宿
禰
像
と
し
て
最
も
良
く

知
ら
れ
、
こ
の
人
形
も
そ
の
姿
を
表
し
て
い
る
。
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〈
太
刀
〉

　

全
長
一
一
五
．
五
㎝
。
柄
頭
に
竜
頭
を
つ
け
、
柄
に
熊
皮
様
に
毛
皮
を
張
る
。

〈
重
藤
弓
〉

　

弓
自
体
が
逆
に
反
っ
て
い
る
。
全
長
二
一
四
．
五
㎝
。

〈
由
来
書
〉

　

表
装　

縦
一
一
三
㎝
×
四
三
．
五
㎝
。
本
紙　

縦
五
二
㎝
×
横
三
〇
㎝
。

　【
特
記
事
項
】　

　

・�

人
形
の
頭
部
は
、
下
記
の
木
箱
の
墨
書
か
ら
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
年
）
に
製

作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
平
成
五
年
頃
に
頭
部
を
塗
り
直
し
て
お
り
、
塗
り
む

ら
は
そ
の
時
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

・�

木
箱　

縦
四
七
㎝
、
横
三
五
㎝
、
高
二
七
㎝
。
蓋
表
に
「
昭
和
五
年
八
月
調
／

頭
／
裡
町
一
丁
目
」
の
墨
書
が
あ
り
、
武
内
宿
禰
の
人
形
の
頭
部
を
入
れ
る
容

　
　

器
で
あ
る
。

　

・�『
祭
礼
絵
巻
』
に
は
、
練
車
に
幼
子
で
あ
る
皇
子
を
抱
い
た
武
内
宿
禰
の
人
形

が
載
っ
て
い
る
描
写
が
あ
り
、
当
時
か
ら
武
内
宿
禰
人
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。な
お
武
内
宿
禰
人
形
の
後
ろ
に
緑
色
の
岩
状
の
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
。

裡
町
二
丁
目
「
楠
木
正
成
」
人
形

　

裡
町
二
丁
目
の
練
車
人
形
は
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
初
頭
に
か
け
て
活
躍
し
た
武

将
楠
木
正
成
で
あ
る
。
建
武
の
新
政
時
に
は
足
利
尊
氏
と
共
に
後
醍
醐
天
皇
を
奉
じ

て
鎌
倉
幕
府
を
潰
滅
に
追
い
込
み
、
尊
氏
の
反
乱
後
に
は
新
田
義
貞
や
北
畠
顕
家
ら

と
共
に
南
朝
側
の
武
将
と
し
て
活
躍
し
た
が
、
湊
川
の
合
戦
で
敗
北
し
て
自
害
し

た
。
近
代
に
な
る
と
、
天
皇
家
の
忠
臣
と
し
て
大
楠
公
と
呼
ば
れ
、
明
治
一
三
年

（
一
八
八
〇
年
）
に
正
一
位
を
追
贈
さ
れ
て
い
る
。
人
形
は
壮
年
の
武
将
と
し
て
造

形
さ
れ
て
い
る
。『
吉
田
新
報
』
の
大
正
六
年
（
一
九
一
七
年
）
九
月
二
五
日
の
記

事
に
「
裡
町
二
丁
目
山
車
を
新
築
し
人
形
を
修
復
し
た
り
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
こ

の
時
に
楠
木
正
成
の
人
形
は
修
理
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　【
像
容
】

　

�　

折
烏
帽
子
を
被
っ
て
胴
丸
を
着
用
し
、陣
羽
織
を
着
て
床
几
に
腰
掛
け
て
い
る
。

腰
に
は
太
刀
を
佩
き
、
長
い
鎧
通
し
を
差
す
。
背
に
矢
筒
に
入
っ
た
七
本
の
矢
と

弓
を
背
負
う
。
右
手
は
采
配
を
持
ち
、
左
手
を
膝
先
に
置
く
。
壮
年
の
武
将
を
表

現
し
て
お
り
、
顔
は
白
地
の
胡
粉
仕
上
げ
と
し
、
顎
髭
と
鼻
髭
、
眉
、
目
等
を
墨

で
描
く
。
頭
髪
部
に
は
植
毛
し
、
月
代
を
作
り
出
し
て
い
る
。

　【
寸
法
】　

　

�　

像
全
体
は
縦
七
四
．
五
㎝
、
横
八
四
．
五
㎝
、
高
一
二
八
．
五
㎝
（
烏
帽
子
ま

で
の
全
高
一
四
七
㎝
）。
頭
部
は
縦
二
二
．
五
㎝
、横
一
九
．
三
㎝
、高
二
二
．
五
㎝
。

　【
装
束
】　

　

�　

菊
水
文
の
胴
丸
鎧
を
着
用
し
、
陣
羽
織
を
羽
織
る
。
陣
羽
織
は
朱
地
の
菱
形
文

織
出
し
に
し
て
、
襟
部
に
金
糸
小
紋
織
り
の
前
飾
り
を
つ
け
る
。
鎧
直
垂
と
お
ぼ

し
き
上
衣
は
桃
色
地
に
花
散
文
の
錦
織
り
で
、
左
手
前
腕
部
に
褐
色
地
に
金
糸
な

ど
の
花
散
文
の
錦
織
り
に
黒
い
網
を
被
せ
た
手
甲
を
つ
け
る
。
甲
部
は
金
塗
り
の

板
を
つ
け
、
手
袋
着
用
を
表
現
す
る
た
め
、
手
先
に
は
白
地
に
赤
の
文
様
を
描
く
。

毛
沓
を
履
い
て
、
す
ね
当
て
を
つ
け
る
。

　【
持
物
】　

〈
太
刀
〉

　

全
長
九
八
㎝
。
柄
に
は
緑
色
の
束
巻
き
を
し
て
、
鞘
に
は
紫
の
紐
を
巻
き
、
尻

鞘
と
い
っ
て
毛
皮
を
被
せ
る
。

〈
鎧
通
〉

　

全
長
五
九
．
五
㎝
。
鎧
通
と
し
て
は
長
い
刀
で
あ
る
が
、
柄
は
鮫
皮
張
り
で
親

子
亀
の
金
具
を
つ
け
、
鞘
を
黒
漆
塗
り
と
す
る
。
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〈
采
配
〉

　

吹
き
流
し
風
の
采
配
は
金
塗
り
で
黒
漆
塗
り
の
柄
を
つ
け
る
。
柄
の
長
さ

三
七
．
五
㎝
、
采
の
高
さ
二
七
㎝
、
采
の
直
径
七
．
五
㎝
。

〈
弓
〉

　

グ
ラ
ス
フ
ァ
イ
バ
ー
で
挟
ん
だ
木
製
の
弓
で
、
普
通
の
和
弓
よ
り
三
㎝
ほ
ど
短

い
三
寸
詰
め
。
全
長
二
一
二
㎝
。

〈
矢
筒
〉

　

全
高
一
〇
〇
㎝
。
矢
七
本
入
り
。

〈
矢
〉

　

七
本
。
最
長
の
矢
の
全
長
九
二
．
五
㎝
。

　【
特
記
事
項
】　

　

�　
『
祭
礼
絵
巻
』
で
は
、
裡
町
二
丁
目
の
練
車
に
は
褐
色
の
着
物
に
赤
い
袴
を
着

た
女
性
ら
し
き
人
形
を
載
せ
、
そ
の
周
囲
に
牡
丹
の
造
花
を
立
て
て
い
る
。
伝
承

で
は
裡
町
二
丁
目
の
練
車
の
人
形
は
、昔
は｢

牡
丹
に
猩
々｣
で
あ
っ
た
と
い
い
、

そ
の
絵
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

魚
棚
一
丁
目
「
八
幡
太
郎
義
家
」
人
形　

　

魚
棚
一
丁
目
の
練
車
の
人
形
は
、
平
安
後
期
の
武
将
八
幡
太
郎
義
家
で
あ
る
。
源

義
家(

一
〇
三
九
年
～
一
一
〇
六
年
）
は
通
称
を
八
幡
太
郎
と
い
い
、
源
頼
義
の
長

男
で
、
そ
の
四
代
後
に
鎌
倉
幕
府
を
開
い
た
源
頼
朝
が
い
る
。
義
家
は
後
三
年
の
役

を
起
こ
し
、
一
時
期
逼
塞
す
る
が
、
武
家
の
棟
梁
と
な
り
、
新
興
武
士
勢
力
の
旗
頭

と
さ
れ
た
武
将
で
あ
る
。
こ
の
人
形
は
青
年
の
姿
で
造
形
さ
れ
て
い
る
。
甲
冑
が
胴

丸
風
と
い
う
の
は
時
代
的
に
錯
誤
が
あ
る
。

　【
像
容
】　

　

�　

木
彫
に
肉
色
の
胡
粉
塗
り
。
眉
は
墨
描
き
で
唇
に
赤
を
入
れ
、歯
は
白
で
残
す
。

玉
眼
を
入
れ
て
い
る
。
頭
部
の
保
存
状
況
は
比
較
的
良
好
で
あ
る
が
、
擦
れ
痕
が

各
所
に
残
る
。

　【
寸
法
】

　

�　

像
全
体
は
幅
七
八
㎝
、
高
さ
一
二
〇
．
五
㎝
。
頭
部
は
縦
二
一
㎝
、
幅
一
九
㎝
、

頸
ま
で
含
む
全
高
二
四
㎝
。

　【
装
束
】

　

�　

上
衣
は
黒
地
に
銀
糸
の
雲
模
様
錦
織
り
で
、
左
腕
は
薄
茶
地
に
小
紋
の
袖
に
、

鉄
札
と
鎖
の
手
甲
を
被
せ
て
い
る
。袴
は
薄
緑
地
に
牡
丹
模
様
の
錦
織
り
で
あ
る
。

甲
冑
は
胴
部
に
笹
竜
胆
文
を
叩
き
出
し
た
大
き
な
金
具
を
装
着
。
黒
地
の
小
札
に

白
い
縅
糸
の
胴
丸
風
の
甲
冑
で
あ
る
。

　

�　

陣
羽
織
は
丈
九
七
㎝
、
幅
七
四
．
五
㎝
（
肩
幅
五
㎝
）。
赤
い
緋
羅
紗
地
で
、

背
に
丸
く
龍
文
を
刺
繍
し
、
前
飾
り
に
も
縦
に
龍
文
を
施
す
。
肩
章
が
付
け
ら
れ

て
い
る
が
、
一
部
欠
損
。
幕
末
の
戊
申
戦
争
時
に
用
い
ら
れ
た
陣
羽
織
に
似
た
も

の
が
あ
る
。

　【
持
物
】　

〈
太
刀
〉

　

柄
を
鮫
皮
で
覆
い
、
濃
緑
の
束
巻
き
を
施
す
。
鞘
も
束
巻
き
と
同
じ
濃
緑
の
打

紐
で
巻
き
、
先
端
部
を
虎
皮
風
に
黄
色
と
黒
糸
の
毛
を
交
互
に
貼
り
付
け
て
い

る
。
吊
り
紐
の
ひ
と
つ
が
破
損
し
て
い
る
。
全
長
九
〇
．
二
㎝
。

〈
鎧
通
〉

　

鎧
通
と
し
て
は
長
い
刀
で
あ
る
。
鐔
は
な
く
、
柄
を
鮫
皮
で
巻
き
、
二
匹
の
亀

の
金
具
を
装
着
。
鞘
は
黒
く
塗
り
、
銀
色
の
顔
料
で
重
ね
塗
り
を
し
て
い
る
。

全
長
四
七
．
七
㎝
。

〈
蝙
蝠
〔
扇
〕〉

　

竹
柄
に
扇
風
に
和
紙
を
貼
り
付
け
た
も
の
。
全
長
三
〇
．
二
㎝(

紐
除
く)

。
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〈
床
几
〉

　

黒
漆
塗
り
の
椅
子
で
、片
方
の
脚
を
欠
失
。
台
縦
三
一
．
七
㎝
、横
三
〇
．
五
㎝
。

脚
長
四
六
．
七
㎝
。

　【
特
記
事
項
】　

　

・�

現
状
で
は
上
体
部
と
下
体
部
は
分
離
し
て
、
台
座
と
床
几
を
使
用
で
き
な
い
た

め
、
自
立
は
不
可
能
で
あ
る
。
頭
部
以
外
、
全
体
に
保
存
状
況
は
劣
悪
で
、
そ

の
た
め
練
車
に
搭
載
で
き
な
い
で
い
る
。
※
平
成
二
九
年
度
の
練
車
修
理
の
際

し
て
応
急
的
な
修
理
を
施
し
自
立
可
能
な
状
態
に
組
立
て
る
こ
と
は
出
来
る
よ

う
に
な
っ
た
が
、
長
時
間
の
巡
行
は
困
難
で
あ
る
。

　

・『
祭
礼
絵
巻
』
で
は
、
練
車
の
上
段
に
甲
冑
姿
の
八
幡
太
郎
義
家
の
人
形
が
載

　
　

せ
ら
れ
て
い
る
。

魚
棚
二
丁
目
「
太
閤
秀
吉
」
人
形　

　

魚
棚
二
丁
目
の
練
車
の
人
形
は
太
閤
秀
吉
で
あ
る
。
青
年
武
将
と
し
て
の
姿
で
造

ら
れ
て
い
る
。
金
色
の
巾
子
冠
を
被
り
、
当
世
具
足
風
の
鎧
を
着
用
し
、
陣
羽
織
を

は
お
り
、
床
几
に
座
る
。
太
刀
を
佩
き
、
右
手
に
采
配
を
持
つ
。

　【
像
容
】　

　

�　

顔
は
膚
色
の
胡
粉
を
塗
り
、
眉
、
鼻
髭
、
頭
髪
の
生
え
際
、
目
の
周
辺
な
ど
は

墨
描
き
で
唇
を
赤
く
塗
る
。
目
は
玉
眼
で
、
頭
髪
は
植
毛
し
て
い
る
。
頭
の
保
存

状
況
は
比
較
的
良
好
で
あ
る
が
、部
分
的
に
塗
り
直
し
た
補
修
痕
が
数
カ
所
あ
る
。

両
手
先
は
短
す
ぎ
て
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
お
り
、
造
り
も
塗
り
も
悪
く
、
後
補
と

考
え
ら
れ
る
。
褐
色
の
床
几
に
座
っ
た
姿
で
固
定
さ
れ
て
い
る
。

　【
寸
法
】　

　

 　

像
全
体
は
縦
六
一
㎝
、
横
六
九
㎝
、
高
一
三
七
．
五
㎝
（
全
高
一
四
九
㎝
・
台

高
七
㎝
）。
頭
部
は
縦
一
八
．
六
㎝
、横
一
九
．
五
㎝
、首
を
含
む
全
高
二
五
．
五
㎝
。

　【
装
束
】

　

�　

金
色
の
巾
子
冠
は
冠
左
右
の
巾
子
を
欠
落
し
て
い
る
。
甲
冑
は
金
色
小
札
に
黒

糸
縅
の
当
世
具
足
で
あ
ろ
う
。
三
巴
文
の
金
具
が
付
く
。
陣
羽
織
は
雲
龍
文
の
錦

織
り
で
、
縁
に
紫
地
の
木
瓜
文
の
フ
リ
ル
を
付
け
、
薄
茶
地
に
花
鳥
文
の
前
飾
り

を
つ
け
る
。
腹
帯
と
袴
は
陣
羽
織
と
同
様
の
錦
織
り
で
あ
る
。
は
ば
き
は
金
色
の

皮
と
黒
い
鎖
で
覆
い
、
熊
皮
の
沓
を
履
く
。

　【
持
物
】　

〈
太
刀
〉

　

全
長
九
八
㎝
。
黒
の
束
巻
き
を
施
し
、
鞘
は
熊
毛
で
覆
っ
て
い
る
よ
う
に
仕
立

て
て
い
る
。
吊
り
金
具
の
ひ
と
つ
が
壊
れ
、吊
り
紐
を
用
い
て
固
定
で
き
な
い
。

〈
采
配
〉

　

柄
長
二
七
．
二
㎝
、
高
三
〇
㎝
、
直
径
八
㎝
、
紐
長
五
一
㎝
。
黒
塗
り
の
柄
に

丸
金
具
を
下
げ
、
そ
こ
に
皮
に
見
せ
か
け
た
厚
手
の
油
紙
を
細
い
短
冊
状
に
し

て
一
〇
枚
下
げ
て
い
た
が
、
現
存
す
る
も
の
は
三
枚
と
半
分
で
あ
る
。

　【
特
記
事
項
】

�����

・
人
形
の
頭
部
を
入
れ
る
木
箱
は
縦
七
七
．
五
㎝
、
横
二
六
㎝
、
高
二
五
．
八

�　
　
㎝
。
蓋
の
表
に
「
豊
臣
太
閤
秀
吉
公
御
頭
」、
蓋
裏
に
「
修
繕
／
昭
和
十
五
年

　
　

五
月
吉
日
／
区
長　

浅
野
駒
一
／
代
理　

加
賀
山
長
三
郎
／
修
繕
人
波
井
善
次

　
　

郎
」
と
墨
書
が
あ
る
。

　

・
頭
部
の
軸
木
に
次
の
よ
う
な
刻
書
が
あ
る
。
向
左
に
「
明
治
貳
拾
七
年
九
月
吉

　
　

日　

作
者
」、
正
面
に
「
豊
臣
太
閤
秀
吉
公
御
頭　

九
月
十
五
日
□
車
用
」、
向

　
　

右
に
「
寄
進　

願
主　

山
本
武
平
通
明
」。

　

・『
祭
礼
絵
巻
』
に
よ
れ
ば
、
魚
棚
二
丁
目
の
練
車
は
人
形
山
で
は
な
い
。
図
に

　
　

よ
れ
ば
、
上
段
前
部
は
舞
台
状
に
な
っ
て
お
り
、
鋲
打
ち
の
大
太
鼓
を
横
に
し

　
　

て
載
せ
、
太
鼓
打
ち
が
一
人
乗
っ
て
い
る
。
ま
た
、
左
脇
に
板
が
水
平
に
取
り
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付
け
て
あ
り
、
そ
の
上
に
締
め
太
鼓
を
載
せ
、
徒
歩
で
叩
い
て
い
る
。
練
車
後

　
　

半
は
流
れ
造
り
の
神
社
本
殿
を
表
し
て
い
る
よ
う
で
、「
八
幡
宮
」
と
書
か
れ

　
　

て
い
る
。
ま
た
、
練
車
本
体
も
他
の
も
の
と
比
べ
る
と
や
や
小
さ
く
描
か
れ
て　
　
　

　
　

お
り
、
一
種
の
囃
子
屋
台
で
あ
る
。

魚
棚
三
丁
目
「
恵
比
須
」
人
形　

　

恵
比
寿
神
は
短
烏
帽
子
を
被
り
、小
袖
風
の
着
物
の
上
に
羅
の
狩
衣
を
着
用
す
る
。

岩
座
に
座
り
、
右
手
に
三
段
継
ぎ
の
釣
り
竿
を
持
ち
、
左
手
で
鯛
を
抱
く
。

　【
像
容
】

　

 　

頭
部
は
木
彫
で
、
薄
肉
色
の
胡
粉
を
塗
り
、
眉
、
髭
な
ど
を
墨
で
彩
色
。
瞳
は

濃
茶
。
歯
は
白
。
唇
と
舌
は
赤
。
頭
髪
は
胡
粉
地
に
墨
を
塗
り
、植
毛
し
て
い
る
。

手
先
と
足
先
は
木
彫
に
薄
肉
色
の
胡
粉
塗
り
。

　【
寸
法
】　

　

 　

像
は
縦
六
八
．
五
㎝
、
横
七
四
．
五
㎝
、
高
一
一
八
㎝ (
釣
り
竿
を
含
む
総
高

一
二
一
㎝)

。
頭
部
は
縦
一
八
㎝
、
幅
二
一
㎝
、
首
を
含
む
全
高
二
七
．
五
㎝
。

　【
装
束
】　

　

 　

短
烏
帽
子
は
表
面
を
縮
ま
せ
た
和
紙
を
黒
く
色
づ
け
し
た
も
の
貼
り
付
け
、
緑

色
の
結
び
紐
を
結
ぶ
。
上
衣
は
褐
色
の
牡
丹
模
様
の
羅
で
作
っ
た
狩
衣
で
、
朱
色

の
紐
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
下
の
衣
は
綿
入
れ
の
小
袖
風
の
着
物
で
、
表
地
は
赤

と
金
糸
を
中
心
と
し
た
西
陣
織
で
あ
る
。
亀
甲
紋
で
白
と
薄
紅
の
鳳
凰
を
交
互
に

織
り
出
す
。
亀
甲
紋
の
周
囲
を
細
長
い
六
角
紋
で
囲
い
、
次
の
亀
甲
紋
と
連
続
さ

せ
て
い
る
。
下
穿
き
は
裁
付
袴
で
、
は
ば
き
部
分
を
絞
っ
て
い
る
。
生
地
は
濃
茶

地
に
矩
形
枠
に
花
模
様
や
巻
物
な
ど
を
織
り
出
し
た
西
陣
織
り
で
あ
る
。

　

　【
持
物
】　

〈
鯛
〉

　

紙
の
張
り
子
の
上
に
赤
い
縮
緬
を
被
せ
、鱗
や
口
元
な
ど
を
盛
り
上
げ
て
成
形
。

　

目
や
口
元
、
腹
な
ど
は
胡
粉
塗
り
か
？
胸
び
れ
を
欠
失
。
釣
り
竿
の
先
か
ら
鯛

の
口
ま
で
釣
り
糸
（
木
綿
糸
）
で
繋
ぐ
。
鯛
の
全
長
七
〇
．
五
㎝
。

〈
台
座
〉

　

岩
座
で
あ
る
。
基
本
は
右
先
を
突
出
さ
せ
た
木
箱
で
、
そ
の
上
に
流
木
を
貼
り

付
け
て
胡
粉
を
塗
り
、
青
や
緑
、
灰
色
な
ど
で
彩
色
し
、
一
見
す
る
と
フ
ジ
ツ

ボ
が
密
生
し
た
岩
の
よ
う
に
仕
立
て
て
い
る
。
岩
座
の
下
に
は
、
平
た
い
箱
状

の
台
（
縦
六
九
．
六
㎝
、
横
七
九
㎝
、
高
八
㎝
）
を
敷
く
。
材
質
は
杉
で
、
恵

比
須
像
を
移
動
し
や
す
い
よ
う
に
手
を
差
し
込
む
隙
間
が
空
け
て
あ
る
。

　【
特
記
事
項
】　

　

・
経
年
変
化
で
装
束
類
の
褪
色
は
進
ん
で
お
り
、
特
に
鯛
の
表
面
に
貼
っ
た
縮
緬

　
　

地
の
絹
糸
は
は
げ
て
い
る
部
分
が
多
い
。頭
部
顔
面
の
保
存
は
と
て
も
良
い
が
、

　
　

左
足
先
の
親
指
の
胡
粉
地
が
取
れ
て
お
り
、
足
首
も
打
撃
を
受
け
た
た
め
に
破

　
　

損
が
目
立
ち
、
胡
粉
地
が
は
げ
て
い
る
。

　

・『
祭
礼
絵
巻
』
に
よ
れ
ば
、
恵
比
寿
神
は
右
手
に
長
い
釣
り
竿
を
持
ち
、
左
手

　
　

で
鯛
を
抱
く
恵
比
寿
神
の
人
形
を
載
せ
て
お
り
、
背
後
の
左
右
に
松
の
枝
を
立

　
　

て
て
い
る
。

　

・『
吉
田
新
報
』
の
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
九
月
二
五
日
の
記
事
に
「
魚
棚
三

　
　

丁
目
は
井
筒
屋
御
老
母
本
年
恰
も
お
年
賀
に
相
當
し
其
記
念
と
し
て
山
車
人
形

　
　

の
修
繕
方
を
寄
附
せ
ら
れ
遙
々
京
都
に
送
り
全
く
面
目
を
一
新
せ
り
近
来
稀
に

　
　

聞
く
美
談
と
い
ふ
べ
し
」　　
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三
　
各
練
車
の
幕
（
口
絵
参
照
）

　

吉
田
秋
祭
の
練
車
の
懸
装
品
に
は
、
ま
ず
第
一
に
さ
ま
ざ
ま
な
部
所
の
幕
が
あ

る
。
屋
根
の
軒
下
に
巡
ら
す
幕
を
「
高
様
幕
」「
天
水
幕
」
と
書
く
こ
と
が
あ
る
。

天
水
幕
は
「
天
水
引
幕
」
を
略
し
た
も
の
で
、
こ
の
項
で
は
「
天
水
引
幕
」
と
表
記

す
る
。
天
水
引
幕
は
細
長
く
一
枚
で
作
製
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
練
車
後
方
で
幕
の

端
と
端
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
多
く
が
巴
紋
な
ど
の
定
紋
を
刺
繍
、
あ
る

い
は
置
き
布
で
表
し
た
も
の
で
、
進
行
方
向
側
中
央
の
水
引
幕
を
飾
り
紐
で
縛
っ
て

上
げ
、
練
車
に
搭
載
し
た
人
形
の
顔
が
外
か
ら
見
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
の
飾

り
紐
も
懸
装
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
勾
欄
の
下
に
巡
ら
す
幕
は
「
勾
欄
幕
」
と
書
く

こ
と
が
あ
る
が
、「
腰
水
引
幕
」
と
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
。
中
に
は
本
町
一
丁
目

の
「
城
羅
紗
雲
龍
縫
入
腰
水
引
幕
」
の
よ
う
に
前
後
左
右
四
枚
に
分
け
て
作
ら
れ
た

も
の
も
あ
る
。
下
段
を
覆
う
幕
は
「
胴
幕
」「
台
幕
」
と
呼
ぶ
。
丈
が
長
い
の
が
特

徴
で
あ
る
。
練
車
の
背
後
に
掛
け
る
幕
を
「
見
送
幕
」
と
い
う
が
、
す
べ
て
の
練
車

に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
町
名
を
表
し
た
幟
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
巡
行
旗
」

と
い
う
。
戦
前
、
こ
れ
ら
の
幕
類
が
傷
ん
だ
時
は
山
下
女
学
校
の
家
政
科
の
生
徒
さ

ん
た
ち
に
修
理
を
頼
ん
で
い
た
と
い
う
。

本
町
一
丁
目
　

　
『
祭
礼
絵
巻
』
で
は
、
天
水
引
幕
は
赤
地
布
の
側
面
に
灰
色
に
着
色
さ
れ
た
二
つ

の
巴
紋
を
描
い
て
い
る
。
腰
水
引
幕
は
白
地
布
で
、
側
面
に
赤
い
巴
紋
二
つ
を
配
置

す
る
。
胴
幕
は
赤
地
布
に
飛
翔
す
る
金
色
の
龍
、
下
部
に
波
濤
を
配
置
し
て
い
る
。

練
車
の
背
後
に
見
送
幕
の
下
部
を
描
い
て
い
る
が
、
見
送
り
幕
上
部
の
輪
郭
を
書
き

忘
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
天
水
引
幕
、
腰
水
引
幕
、
胴
幕
、
見
送
幕
の
す
べ
て

が
揃
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

①
「
緋
羅
紗
巴
紋
天
水
引
幕
」　�

　
　

緋
羅
紗
地
に
左
右
に
二
個
ず
つ
右
巴
紋
を
配
置
す
る
。巴
紋
は
白
羅
紗
を
置
き
、

そ
の
周
囲
を
金
糸
で
か
が
る
。
幕
の
全
幅
七
二
九
．
四
㎝
、
高
さ
四
六
．
四
㎝

（
乳
を
含
む
全
高
五
一
㎝
）。
乳
は
黒
色
ビ
ロ
ー
ド
製
で
高
さ
一
〇
．
八
㎝
、幅
六
．

二
㎝
。
細
い
麻
綱
が
つ
い
て
い
る
。
現
行
の
天
水
引
幕
は
「
平
成
一
八
年
度
ふ
る

さ
と
文
化
再
興
事
業
」
で
新
調
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

②
「
白
羅
紗
雲
龍
縫
入
腰
水
引
幕
」

　
　

白
羅
紗
地
に
左
向
き
の
雲
龍
の
刺
繍
を
配
置
す
る
。
龍
は
剣
を
尾
で
巻
い
て
い

る
。
龍
は
置
き
刺
繍
で
、
火
焔
は
切
り
抜
い
た
緋
羅
紗
地
を
置
い
て
金
糸
で
周
囲

を
か
が
る
。
剣
は
置
き
刺
繍
で
、
中
心
の
樋
の
部
分
は
緋
羅
紗
を
置
い
て
、
周
囲

の
刃
は
金
糸
の
刺
繍
で
あ
る
。
渦
巻
く
雲
は
黒
と
灰
色
の
色
糸
で
直
縫
い
し
て
い

る
。
幕
下
端
を
金
塗
り
の
革
で
覆
っ
て
い
る
。

　
　

幕
の
全
幅
は
二
五
四
．
四
㎝
、
高
さ
四
一
．
五
㎝
（
乳
を
含
む
全
高
四
七
．
一

㎝
）。
乳
は
高
さ
一
二
．
八
㎝
、
幅
七
㎝
あ
り
、
白
絹
布
製
で
幕
の
文
様
の
一
部

を
隠
す
よ
う
に
縫
い
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
後
補
と
推
測
さ
れ
る
。

　
　

本
町
一
丁
目
の
幕
②
か
ら
幕
⑤
ま
で
の
四
点
の
水
引
幕
で
一
式
揃
い
と
な
る
。

他
の
水
引
幕
が
す
べ
て
一
体
と
な
っ
て
い
る
の
と
は
違
い
、
前
後
左
右
そ
れ
ぞ
れ

別
仕
立
て
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
四
枚
の
天
水
引
幕
に
用
い
る
綱
が
附
属

し
て
い
る
。
赤
・
黒
・
白
色
の
布
で
覆
わ
れ
た
綱
で
、
全
長
が
一
〇
五
．
六
七
㎝

あ
る
。

③
「
白
羅
紗
雲
龍
縫
入
腰
水
引
幕
」　

　
　

白
羅
紗
地
に
右
向
き
の
雲
龍
を
配
置
す
る
。①
の
幕
と
同
様
の
仕
様
で
あ
る
が
、

こ
の
雲
龍
は
左
前
脚
で
宝
珠
を
持
っ
て
い
る
。
幕
の
全
幅
は
二
五
三
．
三
㎝
、
高

さ
四
一
㎝
（
乳
を
含
む
全
高
は
四
七
㎝
）。
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④
「
白
羅
紗
火
焔
雲
縫
入
腰
水
引
幕
」　

　
　

白
羅
紗
地
に
火
焔
と
渦
巻
き
流
れ
る
雲
を
配
置
す
る
。
火
焔
形
に
切
り
抜
い
た

緋
羅
紗
を
置
き
、
周
囲
を
金
糸
で
か
が
る
。
雲
は
黒
と
灰
色
の
色
糸
の
直
縫
い
刺

繍
で
あ
る
。
幕
の
全
幅
は
一
八
九
㎝
、高
さ
四
一
㎝（
乳
を
含
む
全
高
は
四
七
㎝
）。

⑤
「
白
羅
紗
巴
紋
縫
入
腰
水
引
幕
」

　
　

白
羅
紗
地
に
右
三
巴
紋
を
二
つ
配
置
す
る
。
巴
紋
は
緋
羅
紗
を
置
き
、
そ
の
周

囲
を
金
糸
で
か
が
る
。
幕
の
全
幅
一
九
〇
㎝
、
高
さ
四
一
㎝
（
乳
を
含
む
全
高
は

四
七
㎝
）。

　
　

本
町
一
丁
目
の
幕
類
を
収
納
し
て
い
た
古
い
木
箱
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
墨

書
が
あ
る
。
蓋
表
に
は｢

幕　

白
羅
紗
金
糸
色
糸
雲
龍
縫
入　

壱
張　

但
四
切　

幟　

紅
羅
紗
文
字
金
糸
縫
入　

壱
本　

極
打
□　

五
ツ
□｣

、
箱
本
体
側
面
に
は

「
本
町
壱
丁
目　

宿
老　

西
村
治
右
衛
門　

木
屋
藤
四
郎
」「
宇
時
天
保
六
未
歳
七

月
吉
祥
日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
白
羅
紗
金
糸
色
糸
雲
龍
縫
入
の
幕
が
四
切
と

記
さ
れ
て
お
り
、
現
状
の
腰
水
引
幕
の
特
徴
と
合
致
す
る
。
天
保
六
年
は
西
暦

一
八
三
五
年
で
、『
祭
礼
絵
巻
』
の
描
か
れ
た
年
で
あ
る
が
、
絵
巻
に
は
白
地
に

巴
紋
の
腰
水
引
幕
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、幕
類
の
木
箱
が
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。

そ
の
木
箱
の
蓋
表
に
は
「
白
羅
紗
雲
龍
縫
高
様
幕
」
の
墨
書
が
あ
り
、
本
体
側
面

に
は
「
本
町
壱
丁
目
」
と
「
明
治
廿
五
歳
壬
辰
陰
九
月
吉
佳
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
腰
水
引
幕
は
天
保
六
年
（
一
八
三
五
年
）
の
形
式
を
保
っ

て
い
る
が
、
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
年
）
に
、
先
例
に
見
習
っ
て
四
つ
に
分

割
さ
れ
た
形
式
で
作
製
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
行
の
腰
水
引
幕
は
平
成

一
八
年
に
新
調
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
木
箱
に
記
さ
れ
た
古
い
幕
を
見
習
っ
て
製

作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
⑤
だ
け
は
新
し
い
幕
の
紋
が
変
更
さ
れ
て

お
り
、「
九
曜
紋
」
と
「
丸
に
ふ
た
つ
引
き
紋
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

な
お
、天
保
年
間
銘
の
木
箱
は
、蓋
が
縦
一
二
四
．
五
㎝
、横
六
〇
㎝
、高
六
㎝
。

箱
本
体
は
縦
一
二
二
．
二
㎝
、横
五
七
．
五
㎝
、高
さ
二
三
．
五
㎝
で
あ
る
。
ま
た
、

明
治
二
五
年
銘
の
木
箱
は
、
蓋
が
縦
一
九
〇
．
三
㎝
、
横
五
六
．
七
㎝
、
高
さ
九
．

五
㎝
。
箱
本
体
は
縦
一
八
七
．
一
㎝
、
横
五
四
．
三
㎝
、
高
さ
二
八
㎝
で
あ
る
。

⑥
「
緋
羅
紗
紅
葉
散
縫
入
水
引
幕
」

　
　

緋
羅
紗
地
に
金
糸
で
紅
葉
を
直
縫
い
す
る
。
金
糸
で
斜
め
に
線
状
に
刺
繍
す
る

の
は
川
の
流
れ
を
表
し
て
お
り
、
幕
全
体
で
川
面
に
流
れ
る
紅
葉
を
表
現
し
て
い

る
。

　
　

幕
の
全
幅
は
六
五
五
．
五
㎝
、
高
さ
三
四
㎝
（
乳
を
含
む
全
高
三
八
．
一
㎝
）。

乳
は
黒
色
ビ
ロ
ー
ド
製
で
、
高
さ
八
．
八
㎝
、
幅
四
㎝
。

⑦
「
緋
羅
紗
紅
葉
狩
縫
入
見
送
幕
」　

　
　

緋
羅
紗
地
の
中
央
や
や
上
部
に
左
向
き
の
般
若
面
、そ
の
下
に
黒
色
の
烏
帽
子
、

最
下
部
に
太
刀
の
刺
繍
を
配
置
す
る
。
般
若
面
は
色
糸
で
刺
繍
し
て
お
り
、
眼
に

は
ガ
ラ
ス
を
は
め
る
。
画
面
上
部
三
分
の
二
ま
で
葉
の
つ
い
た
紅
葉
の
枝
を
配

し
、
下
部
に
散
り
落
ち
た
紅
葉
の
葉
を
散
ら
す
。
紅
葉
の
葉
は
金
糸
と
銀
糸
で
色

分
け
さ
れ
て
い
る
。
幕
の
幅
一
三
九
．
九
㎝
×
全
高
二
五
六
．
〇
㎝(

そ
れ
に
下

部
の
房
飾
り
約
一
六
㎝
が
付
く)

。
緋
羅
紗
地
の
幕
本
体
は
高
一
六
八
．
四
㎝
×

幅
八
八
．
〇
㎝
。
周
囲
の
上
下
左
右
に
黒
羅
紗
布
が
付
く
。
黒
羅
紗
地
上
部
中
央

に
金
糸
で
刺
繍
し
た
三
巴
紋
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
草
花
文
の
木
綿
布
で
あ
る
。

こ
の
見
送
り
幕
は
酷
く
痛
ん
で
お
り
、
現
状
で
は
乳
も
外
さ
れ
て
お
り
、
山
車
に

懸
け
て
使
用
で
き
な
い
状
況
で
あ
る
。

　
　

こ
の
見
送
幕
に
は
木
箱
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
墨
書
が
あ
る
。
木
箱
蓋
表
の
墨

書
は
「
紅
葉
狩
刺
繍
見
送
幕　

吉
田
本
町
壱
丁
目
」、
蓋
裏
の
墨
書
は
「
昭
和
五

年
拾
壱
月
吉
日
新
調　

区
長
千
葉
小
四
郎　

代
理　

濱
□
□
太
郎
」
と
あ
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
年
）
の
見
送
幕
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
木

箱
蓋
は
一
六
〇
．
五
㎝
×
七
九
．
六
㎝
×
六
．
六
㎝
、
箱
本
体
は
一
五
七
．
四
㎝
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×
七
五
．
二
㎝
×
一
二
．
〇
㎝
。

　
　

こ
の
見
送
幕
に
は
特
別
な
伝
承
が
あ
る
。
昔
、
こ
の
関
羽
の
練
車
を
追
い
抜
い

た
練
車
に
頻
繁
に
災
い
が
起
こ
っ
た
。
そ
こ
で
紅
葉
狩
の
見
送
り
幕
を
作
っ
た
と

こ
ろ
、
災
厄
が
ぴ
た
り
と
止
ま
っ
た
と
い
う
。

　
　

な
お
「
紅
葉
狩
」
と
は
能
の
演
目
の
ひ
と
つ
で
、
次
の
よ
う
な
物
語
で
あ
る
。

信
州
戸
隠
山
で
美
し
い
女
た
ち
が
紅
葉
狩
り
を
し
て
い
る
所
に
、
鹿
狩
り
中
の
平

維こ
れ
し
げ茂

ら
が
通
り
か
か
る
。
馬
を
お
り
て
静
か
に
通
り
過
ぎ
よ
う
と
し
た
が
引
き
留

め
ら
れ
、
美
女
の
舞
に
酔
い
盃
を
重
ね
る
う
ち
に
維
茂
は
深
い
眠
り
に
落
ち
て
ゆ

く
。
維
茂
が
酔
い
臥
す
と
、
に
わ
か
に
気
色
を
変
え
た
女
た
ち
は｢

夢
ば
し
覚
ま

し
給
ふ
な
よ｣

と
言
い
残
し
て
そ
の
姿
を
消
し
た
。
や
が
て
夢
中
に
神
の
お
告
げ

が
あ
り
、
維
茂
が
目
を
覚
ま
す
と
、
女
は
恐
ろ
し
い
鬼
の
姿
と
な
っ
て
維
茂
に
襲

い
か
か
ろ
う
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
維
茂
は
神
に
授
か
っ
た
剣
で
悪
い
鬼
を
倒
し

た
と
い
う
。

⑧
「
緋
羅
紗
紅
葉
狩
縫
入
見
送
幕
」　

　
　

平
成
一
八
年
（
二
〇
〇
六
年
）
に
新
調
し
た
見
送
幕
。
前
述
の
見
送
幕
⑦
と
大

き
さ
画
題
等
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。

⑨
「
猩
々
緋
岩
起
波
花
縫
入
胴
幕
」

　
　

緋
羅
紗
地
に
岩
礁
と
渦
巻
く
波
濤
を
刺
繍
す
る
。
岩
礁
は
茶
色
や
灰
色
系
統
、

そ
れ
に
金
糸
で
刺
繍
さ
れ
て
お
り
、
波
濤
は
金
糸
の
刺
繍
で
あ
る
。
宙
に
舞
う
波

の
花
は
金
糸
で
丸
く
刺
繍
さ
れ
て
い
る
。

　
　

幕
の
全
幅
は
五
九
七
．
五
㎝
、
高
さ
一
〇
五
㎝
（
乳
を
含
む
全
高
一
〇
七
．
五

㎝
）、
乳
は
赤
い
木
綿
布
で
、
幅
三
．
八
㎝
、
裏
地
は
生
成
り
の
木
綿
布
で
、
次

の
よ
う
な
墨
書
が
あ
る
。

　
「
明
治
廿
五
歳
壬
辰
陰
九
月
吉
佳　

左
ニ
列
記
之
人
員
中
ニ
於
而
新
調　

秋
田
善

八　

佐
川
文
吉　

去
山
松
太
郎　

佐
川
文
吉　

西
川
佐
太
郎　

芝
ツ
子　

冨
士

川
喜
平　

大
槻
後
英　

鳥
羽
吉
造　

佐
藤
覚
造　

菅
円
治　

酒
井
勘
十
郎　

朝

家
濱
五
郎　

秋
田
和
平
治　

飯
佐
平　

大
浦
伊
三
郎　

太
田
林
治
郎　

太
田

徳
太
郎　

福
井
熊
太
郎　

福
嶌
喜
三
郎　

池
田
頼
造　

清
家
倉
太
郎　

谷
本

久
太
郎　

栗
林
勝
太
郎　

宝
家
元
太
郎　

戌
亥
照
吉　

小
川
邦
一
郎　

玉
置
伍

平　

区
長�

三
浦
利
三
郎　

代
理
者�

櫻
井
兵
吉　

区
用
係�

西
村
卯
太
郎　

仝�

末

廣
直
一　

黒
田
與
三
郎　

中
嶌
民
治
郎
」
こ
の
裏
書
き
よ
っ
て
、
明
治
二
五
年

（
一
八
九
二
年
）
に
三
四
名
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
「
猩
々
緋
岩
起
波
花
幕
」
が
新

調
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑩
「
緋
羅
紗
紅
葉
狩
縫
入
胴
幕
」　

　
　

中
央
に
般
若
面
の
刺
繍
を
置
く
。
色
糸
で
刺
繍
さ
れ
て
お
り
、
眼
に
は
ガ
ラ
ス

が
嵌
め
ら
れ
て
い
る
。
頭
髪
は
植
毛
し
て
あ
り
、
傷
み
が
激
し
い
。
左
側
の
太
刀

は
柄
と
鐔
を
置
き
刺
繍
で
作
り
、
鞘
と
紐
は
直
縫
い
で
あ
る
。
右
手
に
烏
帽
子
の

刺
繍
を
置
く
。
全
体
に
紅
葉
を
散
ら
す
が
、白
、緑
、紫
の
葉
形
の
絹
布
を
置
い
て
、

金
糸
で
縁
か
が
り
す
る
。
裏
布
は
花
鳥
文
と
花
文
の
更
紗
で
あ
る
。
乳
に
通
し
て

あ
る
綱
は
、
紅
・
黒
・
白
三
色
の
布
を
巻
い
て
綯
っ
て
い
る
。

　
　

幕
の
全
幅
三
六
三
．
六
㎝
、高
さ
八
九
．
五
㎝（
乳
を
含
む
全
高
九
八
．
一
㎝
）。

乳
は
紙
芯
の
入
っ
た
黒
ビ
ロ
ー
ド
製
で
、
高
さ
一
三
．
六
㎝
、
幅
三
．
四
㎝
。
小

型
の
水
引
幕
な
の
で
、
本
来
は
亥
子
車
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

⑪
「
緋
羅
紗
地
三
つ
柏
紋
縫
入
水
引
幕
」

　
　

あ
ま
り
上
質
で
は
な
い
緋
羅
紗
地
に
二
個
の
三
つ
柏
紋
を
置
く
。
黒
色
ビ
ロ
ー

ド
の
乳
が
一
カ
所
残
存
し
て
い
る
。
全
体
に
傷
み
が
進
ん
で
い
る
。
小
型
の
水
引

な
の
で
、
亥
子
車
用
の
幕
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
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裡
町
一
丁
目
　　

　
『
祭
礼
絵
巻
』
で
は
、
天
水
引
幕
は
赤
地
布
の
側
面
に
金
色
の
巴
紋
を
二
個
配
置

し
て
い
る
。
腰
水
引
幕
も
赤
地
布
に
金
色
の
龍
と
白
い
波
濤
を
配
置
し
て
い
る
。
胴

幕
は
無
地
の
赤
い
布
の
幕
の
よ
う
で
あ
る
。
天
水
引
幕
の
後
端
か
ら
高
欄
の
擬
宝
珠

に
か
け
て
一
本
の
線
を
描
く
が
、
も
し
か
す
る
と
見
送
幕
を
表
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

裡
町
一
丁
目
に
は
、
腰
水
引
幕
の
容
器
で
あ
っ
た
古
い
木
箱
を
所
蔵
し
て
い

る
。
木
箱
の
蓋
表
に
「
勾
欄
幕
箱
」
と
墨
書
き
さ
れ
、
同
蓋
裏
の
墨
書
は
「
文
政
元

年　

寅
九
月
吉
日　

丁
頭　

油
屋
善
三
郎　

鷹
羽
屋
惣
十
郎
」
と
あ
り
、
文
政
元
年

（
一
八
一
八
年
）
の
年
号
を
有
す
る
。
し
か
し
、「
祭
礼
絵
巻
」
で
は
、
波
濤
と
龍
の

腰
水
引
幕
で
あ
り
、
後
述
す
る
「
緋
羅
紗
群
亀
縫
入
腰
水
引
幕
」
が
文
政
元
年
の
も

の
と
は
考
え
に
く
い
。
な
お
、勾
欄
幕
箱
の
蓋
は
縦
一
一
九
．
六
㎝
、横
六
四
．
八
㎝
、

高
さ
四
．
一
㎝
。
箱
本
体
は
縦
一
一
七
．
二
㎝
、
横
六
二
．
九
㎝
、
高
さ
一
一
．
四

㎝
で
あ
る
。

①
「
赤
絹
地
双
龍
縫
入
天
水
引
幕
」

　
　

赤
絹
地
の
幕
左
右
に
一
頭
ず
つ
の
龍
の
刺
繍
を
置
く
。
龍
は
銀
糸
の
刺
繍
で
、

鱗
な
ど
は
黒
糸
で
輪
郭
を
縫
い
、
脚
付
け
根
の
火
焔
状
の
模
様
は
金
糸
で
刺
繍
し

て
い
る
。
龍
の
周
囲
に
は
渦
を
巻
く
風
を
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
黒
布
を
置

い
て
銀
糸
で
刺
繍
し
た
も
の
で
あ
る
。
練
車
が
大
き
く
な
っ
た
た
め
か
、
右
端
は

木
綿
布
で
継
い
で
い
る
。
ま
た
、
理
由
は
分
か
ら
な
い
が
、
本
来
の
幕
も
ほ
ぼ
真

ん
中
で
継
い
で
い
る
た
め
、
左
右
の
渦
が
繋
ぎ
目
で
途
切
れ
て
お
り
、
傷
ん
だ
部

分
を
切
り
離
し
た
可
能
性
も
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
幕
の
全
幅
六
七
二
．
二
㎝
、

高
さ
四
八
．
四
㎝
（
乳
を
含
む
全
高
五
二
．
四
㎝
）
で
、乳
の
高
さ
一
〇
．
七
㎝
、

幅
五
㎝
。

②
「
緋
羅
紗
群
亀
縫
入
腰
水
引
幕
」

　
　

緋
羅
紗
地
に
一
二
匹
の
石
亀
の
刺
繍
を
置
く
。
左
か
ら
二
つ
目
と
右
か
ら
五
つ

目
の
刺
繍
は
、
重
な
っ
た
石
亀
を
表
し
て
い
る
。
甲
羅
は
金
糸
で
、
頭
と
頸
は
金

糸
や
色
糸
を
用
い
て
変
化
を
出
し
て
い
る
。
脚
は
本
来
金
糸
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
緑
色
の
色
糸
刺
繍
や
布
を
置
い
た
補
修
が
多
く
、
金
糸
刺
繍
の
脚
を
も
つ

石
亀
は
少
な
い
。
目
は
金
地
に
黒
眼
を
つ
け
て
ガ
ラ
ス
を
嵌
め
込
ん
で
い
た
。

　
　

幕
の
全
幅
八
九
五
．
八
㎝
×
高
さ
五
五
．
三
㎝（
乳
を
含
む
全
高
六
〇
．
六
㎝
）。

黒
木
綿
製
の
乳
は
高
さ
一
〇
．
四
㎝
、
幅
六
．
四
㎝
。

③
「
緋
羅
紗
登
竜
門
縫
入
見
送
幕
」

　
　

緋
羅
紗
地
の
中
央
に
登
竜
門
の
瀧
を
昇
る
鯉
の
刺
繍
を
配
置
し
、
流
れ
落
ち
る

瀑
布
と
逆
巻
く
波
し
ぶ
き
は
青
、
白
の
色
糸
と
金
糸
に
よ
る
直
縫
い
の
刺
繍
で
あ

る
。
周
囲
に
金
と
褐
色
の
花
模
様
の
錦
を
額
状
に
縫
い
付
け
て
あ
る
。
練
車
の
見

送
幕
と
し
て
は
小
型
な
の
で
、
亥
の
子
車
用
の
可
能
性
が
あ
る
。

④
「
緑
羅
紗
胴
幕
」

　
　

緑
羅
紗
無
地
の
胴
幕
。
幕
全
長
五
六
四
．
二
㎝
×
幕
高
一
〇
二
．
七
㎝
、
乳
を

含
む
全
高
一
一
四
．
四
㎝
。
乳
は
高
さ
一
四
．
一
㎝
、
幅
五
．
六
㎝
。
幕
は
本
来

は
緑
色
の
羅
紗
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
薄
茶
色
に
褪
色
し
て
い
る
。
下
端
に
四
．

六
㎝
幅
の
「
熊
耳
」
と
い
う
黒
く
染
め
ら
れ
た
部
分
が
そ
の
ま
ま
つ
い
て
お
り
、

江
戸
期
の
羅
紗
地
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
裏
布
は
白
木
綿
地
で
あ
る
。

裡
町
二
丁
目　

　
『
祭
礼
絵
巻
』
で
は
、
猩
々
と
思
わ
れ
る
人
形
を
載
せ
、
赤
地
布
に
金
色
の
左
巴

紋
を
二
つ
配
置
し
た
天
水
引
幕
を
掛
け
て
い
る
。
胴
幕
は
黒
地
布
の
上
部
に
玉
を
持

つ
龍
を
、
下
部
に
波
濤
を
配
置
し
て
い
る
。
見
送
幕
は
な
い
。
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①
「
緋
羅
紗
菊
水
紋
天
水
引
幕
」　

　
　

緋
羅
紗
地
に
白
羅
紗
の
菊
水
紋
五
点
を
貼
り
つ
け
、金
糸
で
縁
か
が
り
を
す
る
。

乳
は
白
木
綿
布
で
、
裏
地
は
緑
色
の
絹
平
織
地
。
幕
の
全
幅
七
一
〇
㎝
×
高
さ

三
八
．
二
㎝(

乳
を
含
む
全
高
四
五
．
三
㎝)

、
乳
は
高
さ
一
二
．
八
㎝
×
幅
五
．

九
㎝
。

②
「
緋
羅
紗
三
巴
紋
腰
水
引
幕
」　

　
　

緋
羅
紗
地
に
白
羅
紗
の
三
巴
紋
五
点
を
貼
り
つ
け
、金
糸
で
縁
か
が
り
を
す
る
。

乳
は
白
木
綿
布
で
、
裏
地
は
緑
色
の
平
織
絹
地
。
幕
の
全
幅
九
三
九
㎝
×
高
さ

四
八
．
七
㎝(

乳
を
含
む
全
高
五
六
．
九
㎝)

、
乳
は
高
さ
一
三
㎝
×
幅
六
㎝
。

③
「
緋
羅
紗
胴
幕
」　

　
　

緋
羅
紗
無
地
の
胴
幕
。
幕
の
全
幅
六
〇
二
．
二
㎝
、
高
さ
一
〇
二
．
二
㎝
（
乳

を
含
む
全
高
一
〇
六
㎝
）。

④
「
緋
羅
紗
裏
町
貳
丁
目
巡
行
旗
」　

　
　

白
い
和
紙
を
「
裏
町
貳
丁
目
」
の
文
字
に
切
り
抜
い
た
も
の
を
緋
羅
紗
地
に
貼

り
つ
け
、
白
糸
で
縁
か
が
り
を
す
る
。
幅
七
五
㎝
（
乳
を
含
む
全
幅
八
四
㎝
）、

高
さ
三
〇
三
．
二
㎝
（
乳
を
含
む
全
高
三
一
三
．
一
㎝
）。
緋
羅
紗
の
周
囲
に
は

幅
六
．
二
㎝
の
金
襴
の
布
を
つ
け
る
。
金
襴
は
松
葉
、
竹
葉
、
梅
花
、
扇
文
を
散

ら
し
、
同
じ
布
を
木
綿
布
の
乳
に
も
被
せ
て
い
る
。

魚
棚
一
丁
目
　

　
『
祭
礼
絵
巻
』
で
は
、
天
水
引
幕
は
赤
地
布
の
側
面
に
金
色
の
巴
紋
二
個
配
置
し

て
い
る
。
腰
水
引
幕
も
赤
地
布
に
隠
れ
蓑
な
ど
の
宝
尽
く
し
の
文
様
を
配
す
る
。
胴

幕
は
紫
地
の
布
に
金
色
の
鳳
凰
を
大
き
く
配
置
し
て
い
る
。
ま
た
、
画
題
は
不
明
で

あ
る
が
、
練
車
の
背
後
に
見
送
幕
が
懸
架
さ
れ
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。

���

魚
棚
一
丁
目
に
は
古
い
木
箱
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
蓋
表
に
「
文
化
九
年
□
九

月
□
□　

魚
棚
一
丁
目
大
幕
入
」、
蓋
裏
に
「
入
日
記　

幕
三
張　

水
引
一
張　

錺

紐
二
掛　

蓑
一
枚　

木
綿
布
一
張　

午
九
月
三
日
改
メ
」
と
墨
書
き
さ
れ
て
い
る
。

文
化
九
年
（
一
八
一
二
年
）
の
幕
の
記
載
で
あ
る
。「
幕
三
張
」
と
は
胴
幕
三
枚
、「
水

引
一
張
」
と
は
腰
水
引
幕
、「
木
綿
布
一
張
」
と
は
天
水
引
幕
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。

①
「
緋
羅
紗
三
巴
紋
笹
竜
胆
紋
天
水
引
幕
」

　
　

緋
羅
紗
地
に
白
羅
紗
地
の
三
巴
紋
と
笹
竜
胆
紋
を
置
く
。
全
幅
七
二
五
．
二
㎝
、

高
さ
四
五
㎝
（
乳
を
含
む
全
高
五
一
．
二
㎝
）、
黒
羽
二
重
製
の
乳
は
三
一
個
付

い
て
お
り
、
縦
一
四
．
六
㎝
×
幅
三
．
五
㎝
で
、
や
や
不
均
等
に
縫
い
付
け
ら
れ

て
い
る
。

②
「
緋
羅
紗
二
十
四
孝
縫
入
腰
水
引
幕
」

　
　

緋
羅
紗
地
に
右
か
ら「
釜
」「
竹
林
の
虎
」「
太
鼓
と
稲
光
」「
鯉
二
匹
」「
笠
と
鍬
」

の
刺
繍
を
置
く
。
金
糸
と
銀
糸
を
用
い
た
刺
繍
で
あ
る
。
虎
の
爪
に
は
金
属
を
縫

い
付
け
て
お
り
、
目
に
は
ガ
ラ
ス
が
嵌
め
込
ま
れ
て
い
た
。
幕
の
全
幅
九
六
一
．

三
㎝
×
高
さ
四
六
㎝(

乳
を
含
む
全
高
五
三
．
二
㎝)

で
、
白
木
綿
地
の
乳
は
高

さ
一
四
．
幅
四
．
二
㎝
あ
る
。
ま
た
、乳
に
は
白
黒
赤
の
三
色
の
布
を
巻
い
て
綯
っ

て
製
作
し
た
綱
が
通
っ
て
い
る
。

　
　
「
二
十
四
孝
」
は
元
の
時
代
に
郭か

く
き
ょ
け
い

居
敬
が
編
纂
し
た
、
親
孝
行
の
人
物
二
四
人

の
物
語
を
記
し
た
書
物
で
あ
る
。「
釜
」
は
二
十
四
孝
の
郭か

く
き
ょ巨
の
説
話
に
由
来
す

る
。
貧
し
い
郭
巨
は
母
と
妻
と
共
に
暮
ら
し
て
い
た
。
郭
巨
は
母
を
満
足
に
食
べ

さ
せ
ら
れ
な
い
の
に
、
母
が
三
歳
の
孫
に
食
べ
物
を
分
け
て
い
る
の
を
見
た
。
夫

婦
で
あ
れ
ば
子
供
を
ま
た
授
か
る
だ
ろ
う
と
考
え
、
こ
の
子
を
埋
め
て
母
を
養
お

う
と
、地
面
を
少
し
掘
っ
て
み
た
ら
、黄
金
の
釜
が
出
て
き
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

　
　
「
竹
林
の
虎
」も
二
十
四
孝
の
説
話
で
あ
る
。楊よ

う
こ
う香
が
父
と
共
に
山
に
行
っ
た
際
、

突
然
虎
が
躍
り
出
て
き
て
二
人
を
食
べ
よ
う
と
し
た
。
逃
げ
ら
れ
な
い
と
悟
っ
た
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楊
香
は
、
ど
う
か
私
だ
け
食
べ
ら
れ
、
父
は
逃
げ
ら
れ
ま
す
よ
う
に
と
天
の
神
に

祈
っ
た
ら
、
虎
は
尻
尾
を
巻
い
て
逃
げ
て
い
っ
た
と
い
う
。
こ
の
水
引
幕
で
は
幕

の
左
右
の
端
か
ら
ふ
た
つ
目
に
「
竹
林
の
虎
」
が
ほ
ぼ
左
右
対
称
で
表
現
さ
れ

て
い
る
。
竹
林
の
竹
は
加
藤
清
正
の
虎
退
治
で
も
日
本
人
に
良
く
親
し
ま
れ
て
お

り
、
虎
は
霊
獣
と
し
て
魔
祓
い
の
意
味
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
カ
所
に
配
置

さ
れ
た
の
は
、
練
車
に
ぐ
る
り
と
水
引
幕
を
懸
架
し
た
時
、
練
車
の
左
右
に
進
行

方
向
に
向
か
っ
て
竹
林
か
ら
出
て
く
る
虎
が
見
え
る
よ
う
に
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
　
「
太
鼓
と
稲
光
」も
二
十
四
孝
の
説
話
と
思
わ
れ
る
。王お

う
ほ
う裒
は
親
孝
行
で
知
ら
れ
、

彼
の
母
は
雷
を
非
常
に
恐
れ
る
人
で
あ
っ
た
た
め
、
母
の
死
後
も
雷
が
鳴
る
と
、

母
の
墓
に
急
い
で
行
っ
た
と
い
う
。
稲
光
と
太
鼓
の
刺
繍
は
雷
光
と
雷
鳴
を
表
し

た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
　
「
鯉
二
匹
」
も
二
十
四
孝
の
王お

う
し
ょ
う祥の
説
話
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
王
祥

は
継
母
か
ら
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
受
け
て
き
た
が
、
怨
み
に
も
思
わ
ず
親
孝
行
を
し

て
き
た
。
実
母
が
健
在
だ
っ
た
頃
、魚
を
食
べ
た
い
と
の
望
み
を
聞
き
、川
に
行
っ

た
が
凍
結
し
て
い
た
。
悲
痛
の
余
り
、衣
服
を
脱
い
で
氷
の
上
に
伏
し
て
い
る
と
、

氷
が
溶
け
て
出
て
き
た
二
匹
の
魚
を
捕
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
水
引
幕
で

は
、
鯉
の
周
囲
に
銀
糸
で
氷
を
表
し
た
刺
繍
を
施
し
て
い
る
。

　
　
「
笠
と
鍬
」
も
二
十
四
孝
の
孟も

う
そ
う宗
の
説
話
に
由
来
す
る
。
病
床
の
母
が
冬
に
筍

を
食
べ
た
い
と
言
っ
た
の
で
、
孟
宗
は
竹
林
に
行
き
天
に
祈
り
な
が
ら
鍬
で
掘
っ

て
ゆ
く
と
、
積
雪
が
溶
け
て
土
中
か
ら
た
く
さ
ん
の
筍
が
出
て
き
た
。
そ
れ
で
熱

い
汁
を
作
っ
て
母
に
食
べ
さ
せ
る
と
、
た
ち
ま
ち
病
も
快
癒
し
て
天
寿
を
全
う
し

た
と
い
う
。
降
る
雪
の
中
で
被
っ
た
笠
と
鍬
は
孟
宗
の
物
語
を
象
徴
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

③
「
緋
羅
紗
鳳
凰
縫
入
胴
幕
」　

　
　

緋
羅
紗
地
に
鳳
凰
と
桐
の
木
を
刺
繍
す
る
。
全
幅
二
二
四
．
二
㎝
×
高
さ

一
〇
二
．
五
㎝
（
竿
袋
を
含
む
全
高
一
一
〇
．
三
㎝
）。
上
下
二
枚
に
羅
紗
地
を

縫
い
合
わ
せ
て
お
り
、
刺
繍
の
あ
る
下
部
の
布
地
は
高
さ
七
一
㎝
で
あ
っ
た
。
鳳

凰
は
色
糸
を
用
い
た
刺
繍
で
、
桐
の
木
は
金
糸
と
銀
糸
の
刺
繍
。
上
部
に
懸
垂
用

の
幅
七
．
八
㎝
の
茶
色
の
木
綿
布
製
竿
袋
が
つ
く
。
④
と
対
に
な
る
幕
で
あ
る
。

④
「
緋
羅
紗
孔
雀
縫
入
胴
幕
」

　
　

緋
羅
紗
地
に
雌
雄
二
羽
の
孔
雀
の
刺
繍
を
置
く
。
孔
雀
の
背
後
に
岩
を
刺
繍

す
る
。
幕
の
全
幅
二
二
五
．
六
㎝
、
高
さ
一
〇
四
．
四
㎝
（
竿
袋
を
含
む
全
高

一
一
二
㎝
）。
③
と
同
様
に
上
下
二
枚
に
羅
紗
地
を
縫
い
合
わ
せ
て
お
り
、
刺
繍

の
あ
る
下
部
の
布
地
は
高
さ
七
一
㎝
で
あ
っ
た
。
孔
雀
は
色
糸
を
用
い
た
刺
繍

で
、
岩
は
金
糸
で
岩
に
生
え
た
苔
は
色
糸
で
刺
繍
。
上
部
に
懸
垂
用
の
幅
七
．
五

㎝
の
茶
色
の
木
綿
布
製
竿
袋
が
つ
く
。
大
き
さ
や
羅
紗
地
の
扱
い
方
、
刺
繍
の
技

法
や
描
写
方
の
類
似
か
ら
、「
緋
羅
紗
鳳
凰
縫
入
胴
幕
」
と
「
緋
羅
紗
孔
雀
縫
入

胴
幕
」
は
一
対
で
同
時
に
製
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
「
緋
羅
紗
雲
龍
縫
入
胴
幕
」　

　
　

緋
羅
紗
地
の
中
央
に
丸
く
な
っ
た
龍
の
刺
繍
を
置
き
、
そ
の
左
右
上
下
に
雲
の

刺
繍
を
配
置
す
る
。
幕
の
全
幅
一
五
八
．
〇
㎝
、
高
さ
一
〇
三
㎝
（
竿
袋
を
含
む

全
高
一
一
〇
．
四
㎝
）。
上
下
二
枚
に
羅
紗
地
を
縫
い
合
わ
せ
て
お
り
、
刺
繍
の

あ
る
下
部
の
布
地
は
高
さ
七
二
．
五
㎝
で
あ
っ
た
。
龍
は
金
糸
の
置
き
刺
繍
で
、

鱗
を
立
体
的
に
見
せ
る
た
め
に
一
部
墨
を
塗
っ
て
い
る
。
ま
た
、
龍
の
前
脚
と
後

脚
の
付
け
根
に
あ
る
火
焔
は
赤
の
色
糸
の
刺
繍
で
あ
る
。
雲
は
紺
色
か
ら
白
色
ま

で
の
繧
繝
模
様
で
ぼ
か
し
て
い
る
。

⑥
「
緋
羅
紗
魚
棚
壱
丁
目
巡
行
旗
」　

　
　

緋
羅
紗
地
に
「
魚
棚
壱
丁
目
」
と
切
り
抜
い
た
和
紙
を
貼
り
付
け
て
い
る
。
幕

の
高
さ
二
二
四
．
四
㎝
（
乳
を
含
む
全
高
二
三
三
．
四
㎝
）、幅
五
〇
．
二
㎝
（
乳

を
含
む
全
幅
五
八
．
七
㎝
）
で
、黒
木
綿
製
の
乳
は
横
に
三
個
、縦
に
九
個
あ
り
、
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高
さ
一
五
．
四
㎝
、
幅
六
．
五
㎝
で
あ
る
。

　
　

な
お
、
魚
棚
一
丁
目
に
は
虎
の
頭
部
を
中
心
に
三
巴
紋
と
笹
竜
胆
紋
を
刺
繍
に

し
た
見
送
幕
が
あ
っ
た
が
、
現
在
は
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

魚
棚
二
丁
目
　

　
「
祭
礼
絵
巻
」
で
は
、
魚
棚
二
丁
目
は
社
殿
の
よ
う
な
太
鼓
台
を
出
し
て
お
り
、

現
行
の
よ
う
な
練
車
で
は
な
い
。

①
「
緋
羅
紗
桐
紋
天
水
引
幕
」  

 

平
成
二
五
年
に
新
調
。

②
「
緋
羅
紗
瓢
箪
唐
草
紋
腰
水
引
幕
」 

平
成
二
五
年
に
新
調
。

③
「
緋
羅
紗
胴
幕
」　 

 
 

平
成
二
五
年
に
新
調
。

魚
棚
三
丁
目  

　
『
祭
礼
絵
巻
』
で
は
、
側
面
に
右
巴
紋
を
二
つ
配
し
た
赤
地
の
天
水
引
幕
を
掛
け
、

赤
い
無
地
の
胴
幕
を
下
げ
て
い
る
。
腰
水
引
幕
と
見
送
幕
は
な
い
。

��

魚
棚
三
丁
目
に
は
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
年
）
銘
の
古
い
木
箱
が
残
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
蓋
表
に
は
「
猩
々
緋
□
引　

魚
棚
三
丁
目
」
と
い
う
墨
書
が
記
さ
れ
、「
□

(

水)

引
」
の
文
字
上
に
「
御
車
用
幕
」
と
書
い
た
紙
を
貼
り
付
け
て
い
る
。
ま
た
、

蓋
表
に
は
護
符
が
貼
ら
れ
て
お
り
、
護
符
の
裏
書
き
に
「
御
車
用　

御
竹
ス　

幕
三

枚　

毛
布
二
枚
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
木
箱
蓋
裏
に
は
「
天
保
十
一
載　

庚
子
五
月

良
辰　

三
井
」
の
墨
書
が
あ
る
。

①
「
緋
羅
紗
蔓
柏
紋
右
巴
紋
天
水
引
幕
」　

　
　

平
成
二
一
年
に
「
ふ
る
さ
と
文
化
再
興
事
業
」
で
新
調
さ
れ
た
幕
で
あ
る
。
緋

羅
紗
地
の
左
側
に
右
巴
紋
二
つ
、
右
側
に
蔓
柏
紋
三
つ
を
配
置
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
紋
は
白
羅
紗
地
に
金
糸
で
輪
郭
を
刺
繍
し
た
も
の
で
あ
る
。
幕
の
全
幅
六
九
〇

㎝
、
高
さ
四
二
．
五
㎝
、
乳
を
含
む
全
高
は
五
〇
．
二
㎝
。
乳
は
黒
羅
紗
で
高
さ

一
〇
．
五
㎝
、
幅
三
㎝
で
あ
る
。
赤
二
本
と
白
二
本
の
紅
白
綱
が
付
い
て
い
る
。

②
「
緋
羅
紗
胴
幕
」

　
　

胴
幕
は
薄
い
緋
羅
紗
地
で
、
刺
繍
な
ど
の
装
飾
は
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
裏
布

は
白
の
木
綿
布
で
あ
る
。
幕
の
本
体
高
一
一
〇
㎝(

乳
ま
で
一
一
六
㎝)

×
全
長

四
四
〇
．八
㎝
。幕
上
部
に
乳
が
一
八
個
付
い
て
い
る
。乳
は
黒
羅
紗
地
で
、高
九
．

八
㎝
、
幅
五
．
一
㎝
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
乳
に
赤
二
本
と
白
一
本
を
縒
り
合
わ
せ

た
紅
白
綱
を
通
し
て
い
る
。
紅
白
綱
の
全
長
は
八
四
〇
．
二
㎝
。

　
　

こ
の
胴
幕
は
①
の
天
水
引
幕
と
同
時
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
、
同
一
の
桐
箱
に

納
め
ら
れ
て
い
る
。
桐
箱
の
蓋
表
に
は
「
定
紋
入
天
水
幕　

緋
羅
紗
地
胴
幕
」
と

墨
書
さ
れ
、
蓋
裏
に
は
「
平
成
貳
拾
壱
年
拾
壱
月
吉
日　

恵
運
書
」
と
書
か
れ
て

い
る
。
箱
内
部
の
底
に
ビ
ニ
ー
ル
で
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
た
明
細
書
が
貼
り
付
け

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
文
面
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
「
吉
田
町
魚
棚
三
区
祭
用
御
幕
明
細　

恵
比
寿
留
寸
紋
様
天
水
幕　

定
紋
入
上
天

水
幕　

緋
羅
紗
地
胴
幕　

平
成
弐
拾
壱
年
拾
壱
月
吉
日　

新
調　

魚
棚
３
区
自

治
会
長　

川
崎
修　

神
社
総
代　

岡
本
輝
夫
」」

　
　

桐
箱
は
印
籠
蓋
造
り
で
、
縦
一
四
一
㎝
×
横
六
八
．
五
㎝
、
高
さ
一
二
㎝
、
箱

の
本
体
部
は
縦
一
四
一
．
一
㎝
、
横
六
八
．
五
㎝
、
高
さ
三
一
．
七
㎝
で
、
全
高

は
三
十
二
．
七
㎝
で
あ
る
。

③
「
緋
羅
紗
恵
比
寿
縫
入
腰
水
引
幕
」　

　
　

緋
羅
紗
地
に
波
間
の
鯛
と
巌
上
の
烏
帽
子
と
竿
と
魚
籠
で
恵
比
寿
神
を
表
す
。

白
色
と
浅
黄
色
の
色
糸
で
波
を
刺
繍
す
る
。
二
匹
の
鯛
は
金
糸
の
置
き
刺
繍
で
、

眼
は
ガ
ラ
ス
嵌
め
込
み
。
岩
は
色
糸
を
用
い
た
刺
繍
で
、
魚
籠
は
和
紙
を
縦
の
竹

ヒ
ゴ
に
相
当
す
る
部
分
に
置
い
て
刺
繍
で
覆
い
、
編
み
竹
を
立
体
的
に
表
し
て
い

る
。
幕
の
全
幅
は
四
三
七
．
五
㎝
、
高
さ
四
三
．
五
㎝
（
乳
を
含
む
全
高
五
一
．

七
㎝
）。
乳
は
高
さ
一
八
㎝
、
幅
六
㎝
で
、
黒
色
の
絹
布
製
で
あ
る
が
、
現
在
は
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焦
げ
茶
色
に
褪
色
し
て
い
る
。

④
「
緋
羅
紗
恵
比
寿
縫
入
腰
水
引
幕
」　

　
　

緋
羅
紗
地
に
波
間
の
鯛
三
匹
を
表
す
。
鯛
は
金
糸
を
用
い
た
置
き
刺
繍
で
、
波

濤
は
白
と
浅
黄
色
の
色
糸
で
直
縫
い
で
あ
る
。
③
の
「
緋
羅
紗
恵
比
寿
縫
入
腰
水

引
幕
」
と
一
対
と
な
っ
て
い
る
。
幕
の
全
幅
は
四
三
七
．
五
㎝
、
高
さ
四
三
．
五

㎝
（
乳
を
含
む
全
高
五
一
．
七
㎝
）、

⑤
「
緋
羅
紗
天
水
引
幕
」

　
　

緋
羅
紗
無
地
の
天
水
引
幕
。
裏
地
は
白
木
綿
布
。
幕
の
全
幅
は
七
三
三
．
二
㎝
、

高
さ
三
四
．
四
㎝
（
乳
を
含
む
全
高
四
一
．
九
㎝
）、乳
は
高
さ
一
四
三
㎝
、幅
五
．

二
㎝
の
黒
木
綿
製
。

⑥
「
緋
羅
紗
腰
水
引
幕
」　

　
　

熊
耳
付
き
の
緋
羅
紗
無
地
の
腰
水
引
幕
。
裏
地
は
平
織
り
の
絹
布
。
幕
の
全
幅

は
五
九
九
．
六
㎝
、
高
さ
三
一
㎝
（
乳
を
含
む
全
高
三
八
．
八
㎝
、
乳
の
高
さ

一
四
．
四
㎝
、
幅
五
㎝
）。
乳
は
黒
色
の
ビ
ロ
ー
ド
製
で
、
乳
に
は
全
長
六
七
一

㎝
の
白
黒
の
綱
が
通
っ
て
い
る
。

　
　

こ
の
幕
は
や
や
幅
が
狭
く
、
玄
亥
車
に
用
い
て
い
た
腰
水
引
幕
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
る
。
玄
亥
車
用
の
幕
の
木
箱
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
墨
書
が

あ
る
。
蓋
表
に
「
明
治
七
年
甲
戌
十
二
月
吉
日　

玄
亥
車
幕
筥　

魚
棚
三
丁
目
」、

蓋
裏
に
「
世
話
方　

芝
孫
六　

田
村
古
八　

廣
川
栄
造　

佐
野
喜
三
郎　

浅
野
彦

八
／
締
役　

家
藤
久
作　

小
頭　

金
崎
桂
造　

同　

稲
葉
岩
治
郎
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
木
箱
と
幕
が
関
連
し
て
お
れ
ば
、
こ
の
緋
羅
紗
腰
水
引
幕
は
明
治
七

年
（
一
八
七
四
年
）
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

⑦
「
緋
羅
紗
胴
幕
」

　
　

緋
羅
紗
無
地
の
胴
幕
で
あ
る
。
幕
の
全
幅
六
一
〇
㎝
、
高
さ
一
一
一
㎝
（
乳
を

含
む
全
高
一
一
九
．
二
㎝
）、
乳
は
白
木
綿
布
製
で
あ
る
。
乳
は
縦
一
三
．
六
㎝
、

横
六
㎝
。
幕
の
裏
地
は
手
紡
ぎ
の
白
木
綿
布
。

⑧
「
濃
紺
木
綿
魚
棚
三
丁
目
巡
行
旗
」　

　
　

一
見
す
る
と
黒
色
と
も
見
え
る
が
、
木
綿
布
を
濃
紺
に
染
め
、「
魚
棚
三
丁
目
」

の
文
字
を
染
め
抜
き
に
し
た
幟
で
あ
る
。
幅
一
尺
ほ
ど
の
木
綿
布
を
横
に
二
枚
縫

い
合
わ
せ
て
い
る
。
幕
本
体
の
幅
は
五
六
．
五
㎝（
乳
を
含
む
全
幅
六
六
．
四
㎝
）、

高
さ
は
二
六
〇
㎝
（
乳
を
含
む
全
高
は
二
七
二
．
五
㎝
）。

⑨
「
赤
絹
魚
棚
三
丁
目
巡
行
旗
」

　
　

赤
い
平
織
り
の
絹
地
に
「
魚
棚
三
丁
目
」
の
文
字
に
切
り
抜
い
た
和
紙
を
貼
っ

た
幟
で
、幕
の
周
囲
に
黒
色
の
絹
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
幕
の
全
高
は
一
八
〇
㎝
、

幅
は
四
六
㎝
。
乳
は
紙
芯
の
入
っ
た
白
い
絹
布
。

四
ツ
太
鼓
　（
番
外
）　

　

四
ツ
太
鼓
の
幕
は
平
成
二
二
年
に
新
調
し
た
も
の
で
、
天
水
引
幕
の
裏
に
「
京
都�

川
島
織
物�

謹
製
」
と
刺
繍
さ
れ
た
布
が
貼
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
天
水
引
幕
は
緋

羅
紗
に
金
糸
刺
繍
の
左
巴
紋
を
四
方
に
二
個
ず
つ
配
置
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

腰
水
引
幕
は
前
後
左
右
四
枚
に
分
か
れ
て
い
る
。白
羅
紗
に
薄
桃
色
の
羅
紗
で
桜
花
、

薄
緑
色
の
羅
紗
で
葉
を
表
し
た
も
の
で
、
桜
花
や
葉
の
周
囲
を
金
糸
で
か
が
り
縫
い

刺
繍
し
て
い
る
。
胴
幕
は
ぐ
る
り
と
一
周
す
る
よ
う
に
一
枚
で
作
ら
れ
て
い
る
。
青

羅
紗
に
白
羅
紗
の
桜
花
を
各
面
に
一
枚
ず
つ
配
置
し
た
も
の
で
、
こ
れ
も
桜
花
の
周

囲
を
金
糸
で
か
が
り
縫
い
を
し
て
い
る
。
天
水
引
幕
を
入
れ
る
桐
箱
が
あ
り
、
そ
こ

に
「
左
三
ツ
巴　

七
引
両　

定
紋
入
天
水
引
幕
」「
新
調　

平
成
弐
拾
弐
年　

十
一

月
吉
日
」
の
墨
書
が
あ
る
。
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四
　
各
練
車
の
彫
刻
　

　

吉
田
秋
祭
の
練
車
の
装
飾
は
懸
装
品
の
幕
類
が
中
心
が
あ
り
、
練
車
の
彫
刻
類
は

小
規
模
で
あ
る
が
、
し
っ
か
り
造
ら
れ
て
お
り
、
寺
社
建
築
の
飾
り
と
同
形
で
あ
る
。

下
段
の
胴
部
は
幕
で
隠
れ
る
た
め
に
装
飾
は
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
彫
刻
は
主
に
屋
根

附
近
に
集
中
す
る
。
切
妻
屋
根
の
両
端
上
部
に
「
鬼
棟
」
を
載
せ
る
。
建
築
の
場
合

な
ら
ば
、
棟
端
飾
瓦
に
相
当
す
る
。
そ
し
て
切
妻
両
端
に
「
懸
魚
」
を
下
げ
る
。
真

ん
中
の
「
本
懸
魚
」
と
両
側
に
下
げ
る
「
脇
懸
魚
」
を
持
つ
練
車
も
あ
る
。
ま
た
、

前
と
後
の
妻
側
の
柱
間
上
部
に
は
、
彫
刻
を
施
し
た
「
二
重
紅
梁
」
を
組
み
込
み
、

上
下
の
虹
梁
の
間
に
「
蛙
又
」
を
挟
む
。
下
段
の
虹
梁
の
両
端
外
に
「
象
鼻
」
を
つ

け
る
。
ま
た
、
前
後
を
繋
ぐ
桁
に
も
紅
梁
と
同
様
の
彫
刻
を
彫
っ
て
象
鼻
を
つ
け
る

練
車
も
あ
る
。

本
町
一
丁
目
の
練
車
彫
刻

　

本
町
一
丁
目
の
練
車
の
鬼
棟
は
「
経
の
巻
」
と
い
っ
て
三
本
の
筒
状
飾
り
を
載
せ

て
そ
の
下
に
「
綾
筋
」
を
二
本
つ
け
、
左
右
に
雲
型
の
足
を
つ
け
た
「
獅
子
口
」
で

あ
る
。
懸
魚
は
本
懸
魚
と
両
端
に
脇
懸
魚
が
つ
い
て
お
り
、
本
懸
魚
は
「
か
ぶ
ら
懸

魚
」
で
、
脇
懸
魚
は
菊
の
花
と
葉
の
彫
刻
で
あ
る
。
虹
梁
と
桁
と
に
は
唐
草
文
を
彫

刻
す
る
。
こ
れ
ら
練
車
の
装
飾
は
上
段
の
構
造
材
と
同
様
に
黒
漆
塗
り
で
、
一
部
に

金
箔
を
施
し
て
あ
る
。

裡
町
一
丁
目
の
練
車
彫
刻

　

裡
町
一
丁
目
の
練
車
の
鬼
棟
は「
京
カ
エ
ズ
」の
足
つ
き
で
、中
央
に
菊
紋
が
つ
く
。

懸
魚
は
中
央
だ
け
で
、
波
模
様
の
足
が
つ
い
た
菊
紋
で
あ
る
。
桁
と
梁
は
黒
漆
塗
り

の
角
材
で
あ
る
が
、
梁
の
上
に
唐
草
文
様
の
彫
刻
が
施
さ
れ
た
虹
梁
が
つ
き
、
梁
と

桁
に
は
「
板
蛙
又
」
が
つ
く
。
裡
町
一
丁
目
の
練
車
は
上
段
以
上
が
黒
漆
を
塗
っ
て

お
り
、
彫
刻
に
は
金
箔
が
施
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
下
段
四
周
の
腰
板
に
は
波
模
様

の
彫
刻
が
施
さ
れ
、
青
と
白
色
と
で
彩
色
さ
れ
て
い
る
。

裡
町
二
丁
目
の
練
車
彫
刻

　

裡
町
二
丁
目
の
練
車
の
鬼
棟
は
「
経
の
巻
」
を
載
せ
て
綾
筋
を
つ
け
た
「
獅
子
口
」

で
、
左
右
に
雲
型
の
足
を
つ
け
る
。
懸
魚
は
本
懸
魚
と
両
端
に
脇
懸
魚
が
つ
き
、
本

懸
魚
は
波
間
に
菊
紋
の
一
部
を
出
す
意
匠
と
な
っ
て
お
り
、
脇
懸
魚
は
雲
紋
の
彫
刻

で
あ
る
。
こ
の
練
車
も
欄
干
よ
り
上
部
は
黒
漆
塗
り
だ
、
模
様
の
一
部
に
金
を
施
し

て
い
る
。

魚
棚
一
丁
目
の
練
車
彫
刻

　

魚
棚
一
丁
目
の
練
車
の
鬼
棟
は
「
京
カ
エ
ズ
」
の
足
つ
き
で
、懸
魚
も
足
が
つ
く
。

前
後
の
妻
側
は
二
重
虹
梁
に
な
っ
て
お
り
、
唐
草
文
を
施
し
、
虹
梁
と
桁
と
も
蛙
又

を
つ
け
る
。

魚
棚
二
丁
目
の
練
車
彫
刻

　

魚
棚
二
丁
目
の
練
車
は
最
近
新
調
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
鬼
棟
は
「
京
カ
エ
ズ
」

の
足
つ
き
で
、
中
央
に
五
七
の
桐
紋
が
つ
く
。
懸
魚
は
本
懸
魚
と
両
端
に
脇
懸
魚
が

つ
い
て
お
り
、
本
懸
魚
は
「
か
ぶ
ら
懸
魚
」
で
、
脇
懸
魚
は
雲
紋
の
彫
刻
で
あ
る
。

桁
と
梁
は
角
材
で
あ
る
が
、梁
の
上
に
唐
草
文
様
の
彫
刻
が
施
さ
れ
た
虹
梁
が
つ
き
、

梁
と
桁
に
は
鳳
凰
紋
の
蛙
又
が
つ
く
。
飾
り
彫
刻
の
一
部
に
金
を
塗
る
。

魚
棚
三
丁
目
の
練
車
彫
刻

　

魚
棚
三
丁
目
の
練
車
の
彫
刻
は
、
鬼
棟
が
「
京
カ
エ
ズ
」
の
足
つ
き
で
、
中
央
に
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菊
紋
が
つ
く
。
懸
魚
は
本
懸
魚
と
両
端
に
脇
懸
魚
が
つ
い
て
お
り
、
本
懸
魚
は
「
か

ぶ
ら
懸
魚
」
で
、
脇
懸
魚
は
雲
紋
の
彫
刻
で
あ
る
。
唐
草
文
の
彫
刻
の
あ
る
虹
梁
の

上
に
蛙
又
を
載
せ
る
。
飾
り
彫
刻
の
一
部
に
金
を
塗
る
。写真２　裡町一丁目　彫刻

写真３　裡町二丁目　彫刻

写真 4　魚棚一丁目　彫刻

写真 5　魚棚二丁目　彫刻

写真 6　魚棚三丁目　彫刻

写真 1　本町地丁目　彫刻
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吉
田

秋
祭

練
車

懸
装

品
(幕

類
)一

覧
 
 
2
0
1
6
.
02
.
1
4-
1
6
調

査
 

段
上

達
雄
 
 
 

 
 
 
 
練
 
車
 

番
号
 

 
名
 

称
 

 
特
 記

 
事

 項
 

 
 
 
 
 製

作
時

期
 

 
 
寸

 
法

 
(㎝

) 

本
町

一
丁

目
 

練
車

 
｢
関
羽

｣ 

①
 

「
緋

羅
紗

巴
紋

天
水

引
幕

」
 

 
白

羅
紗

の
巴

紋
４

枚
貼

付
。
勾

欄
幕
。
 

 
7
2
9
.
4×

4
6.
4 

②
 

「
白

羅
紗

雲
龍

縫
入

腰
水

引
幕

」
 

 
白

羅
紗

地
に

尾
が

剣
を

巻
く
左

向
き
の

雲
龍

の
刺

繍
 

 
2
5
4
.
4×

4
1.
5 

③
 

「
白

羅
紗

雲
龍

縫
入

腰
水

引
幕

」
 

 
白

羅
紗

地
に

右
向

き
の

雲
龍
の

刺
繍
。
 

 
2
5
3
.
3×

4
1.
0 

④
 

「
白

羅
紗

火
焔

雲
縫

入
腰

水
引
幕

」
 

 
白

羅
紗

地
に

雲
と

火
の

刺
繍
。
 

 
1
8
9
.
0×

4
1.
0 

⑤
 

「
白

羅
紗

巴
紋
縫
入

腰
水

引
幕

」
 

 
白

羅
紗

地
に

緋
羅

紗
の

巴
紋
２

枚
貼
付

、
金

糸
で

縁
か

が
り

。
 

 
明

治
25
年

(1
8
9
2)
？
 
 
1
9
0
.
0×

4
1.
0 

⑥
 

「
緋

羅
紗

紅
葉

散
縫

入
水

引
幕

」
 

 
金

糸
直

縫
で

紅
葉

の
輪

郭
を
刺

繍
。
 

 
6
5
5
.
5×

3
4.
0 

⑦
 

「
緋

羅
紗

紅
葉

狩
縫

入
見

送
幕

」
 

 
周

囲
に

黒
羅

紗
を

巡
ら

せ
、
般

若
面
と

紅
葉

散
ら

し
の

刺
繍

。
 

 
昭

和
５

年
(1
9
3
0)
？
 
 
1
3
9
.
9×

2
56
.
0 

⑧
 

「
緋

羅
紗

紅
葉

狩
縫

入
見

送
幕

」
 

 
周

囲
に

黒
羅

紗
を

巡
ら

せ
、
般

若
面
と

紅
葉

散
ら

し
の

刺
繍

。
 

 
平

成
18
年

(2
0
0
6)
 

 
1
4
0
.
0×

2
56
.
0 

⑨
 

「
猩

々
緋

岩
起

波
花

縫
入

胴
幕

」
 

 
赤

羅
紗

に
岩

礁
と

波
濤

の
刺
繍

。
 

 
明

治
25
年

(1
8
9
2)
？
 
 
5
9
7
.
5×

1
05
.
0 

⑩
 

「
緋

羅
紗

紅
葉

狩
縫

入
胴

幕
」
 

 
中

央
般

若
面

、
右

側
に

烏
帽
子

、
左
側

に
太

刀
の

刺
繍

。
玄

亥
車
用

か
？
 

 
昭

和
５

年
(1
9
3
0)
？
 
 
3
6
3
.
6×

8
9.
5 

⑪
 

「
緋

羅
紗

三
つ

柏
紋

縫
入

水
引

幕
」
 

 
緋

羅
紗

地
に

三
つ

柏
紋

を
２
個

置
く
。
玄
亥

車
用

か
？
痛
み

激
し
い
 

－
 

裡
町

一
丁

目
 

練
車
 

｢
武
内

宿
禰

｣ 

①
 

「
赤

絹
地

双
龍

縫
入

天
水

引
幕

」
 

 
赤

絹
地

の
左

右
に

瑞
雲

を
ま
と

っ
た
龍

２
頭

を
刺

繍
。
 

 
6
7
2
.
2×

4
8.
4 

②
 

「
緋

羅
紗

群
亀

縫
入

腰
水

引
幕

」
 

 
緋

羅
紗

地
に

亀
12
頭
を

刺
繍
。
 

 
文

政
元

年
(1
8
1
8)
？
 
 8
9
5
.
8×

5
5.
3 

③
 

「
緋

羅
紗

登
竜

門
縫

入
見

送
幕

」
 

 
緋

羅
紗

地
に

登
竜

門
の

瀧
を
上

る
鯉
の

刺
繍
 

 
平

成
20
年

(2
0
0
8)
 

 
1
3
5
.
0×

1
45
.
0 

④
 

「
緑

羅
紗

胴
幕

」
 

 
緑

羅
紗

無
地

の
幕

。
現

状
は
茶

色
に
変

色
。

下
端

に
熊

耳
。
 

 
5
6
4
.
2×

1
02
.
7 

裡
町

二
丁

目
 

練
車
 

｢
楠
木

正
成

｣ 

①
 

「
緋

羅
紗

菊
水

紋
天

水
引

幕
」

 
 
緋

羅
紗

地
に

菊
水

紋
(白

羅
紗

貼
付
)
５
枚

配
置

。
 

 
7
1
0
.
0×

3
8.
2 

②
 

「
緋

羅
紗

三
巴

紋
腰

水
引

幕
」

 
 
緋

羅
紗

地
に

三
つ

巴
紋
(
白
羅

紗
貼
付
)５

枚
を

配
置

す
る
。
 

 
9
3
9
.
0×

4
8.
7 

③
 

「
緋

羅
紗

胴
幕

」
 

 
緋

羅
紗

無
地

の
幕

。
 

 
6
0
2
.
2×

1
02
.
2 

④
 

「
緋

羅
紗

裏
町

貮
丁

目
巡

行
旗

」
 

 
緋

羅
紗

地
に

白
和

紙
文

字
貼
付

の
幟
。
 

 
7
5
.
0×

3
0
3.
2 

魚
棚

一
丁

目
 

練
車
 

｢
八

幡
太

郎
義

家
｣ 

①
 

「
緋

羅
紗

三
巴

紋
笹

竜
胆

紋
天

水
引
幕
」
 
 
緋

羅
紗

地
に

三
巴

紋
２

、
笹
竜

胆
紋
３

を
置

く
。
 

 
7
2
5
.
2×

4
5.
0 

②
 

「
緋

羅
紗

二
十

四
孝

縫
入

腰
水

引
幕
」
 

 
緋

羅
紗

地
に

釜
・

竹
と

虎
・
太

鼓
と
稲

妻
・

鯉
２

匹
・

竹
と

虎
・
笠

と
鍬

。
  
文

化
9年

(
18
1
2
)？

 
 
9
6
1
.
3×

4
6.
0 

③
 

「
緋

羅
紗

鳳
凰

縫
入

胴
幕

」
 

 
緋

羅
紗

地
に

鳳
凰

の
色

糸
刺
繍

。
 

 
文

化
9年

(
18
1
2
)？

 
 
2
2
4
.
2×

1
02
.
5 

④
 

「
緋

羅
紗

孔
雀

縫
入

胴
幕

」
 

 
緋

羅
紗

地
に

孔
雀

雌
雄

２
羽
の
色

糸
刺

繍
。
 

 
文

化
9年

(
18
1
2
)？

 
 
2
2
5
.
6×

1
04
.
4 

⑤
 

「
緋

羅
紗

雲
龍

縫
入

胴
幕

」
 

 
緋

羅
紗

地
に

丸
く

な
っ

た
龍
の

周
囲
に

瑞
雲

刺
繍

。
鱗

は
金

糸
に
墨

塗
り
 

 
文

化
9年

(
18
1
2
)？

 
 
1
5
8
.
0×

1
03
.
0 

⑥
 

「
緋

羅
紗

魚
棚

壱
丁

目
巡

行
旗

」
 

 
緋

羅
紗

地
に

白
和

紙
文

字
を
貼

付
け
た

幟
。
 

 
 
5
0
.
2×

2
24
.
4 

魚
棚

二
丁

目
 

練
車

 
 
｢
太

閤
秀

吉
｣ 

①
 

「
緋

羅
紗

桐
紋

天
水

引
幕

」
 

 
緋

羅
紗

地
に
桐
紋

４
を

配
置
す

る
。
 

 
平

成
25
年

(2
0
1
3)
 

 
6
1
0
.
0×

4
2.
0
 

②
 

「
緋

羅
紗

瓢
箪

唐
草
紋
腰

水
引

幕
」
 

 
緋

羅
紗

地
に
瓢
箪

唐
草

文
14
を

配
置
す

る
。
 

 
平

成
25
年

(2
0
1
3)
 

 
8
4
0
.
0×

4
5.
0 

③
 

「
緋

羅
紗

胴
幕

」
 

 
緋

羅
紗

無
地

の
胴

幕
。
 

 
平

成
25
年

(2
0
1
3)
 

 
6
7
0
.
0×

1
10
.
0 

魚
棚

三
丁

目
 

練
車

 
｢
恵
比

寿
｣ 

①
 

「
緋

羅
紗

蔓
柏

紋
右

巴
紋

天
水

引
幕
」
 

 
緋

羅
紗

地
に

蔓
柏

紋
５

と
三
つ

巴
紋
２

を
置

く
。

『
定

紋
入

天
水
幕

』
 

 
平

成
21
年

(2
0
0
9)
 

 
6
9
0
.
0×

4
2.
5 

②
 

「
緋

羅
紗

胴
幕

」
 

 
緋

羅
紗

無
地

。
裏

地
は

白
の
木

綿
布
。
 

 
平

成
21
年

(2
0
0
9)
 

 
4
4
0
.
8×

1
10
.
0 

③
 

「
緋

羅
紗

恵
比

寿
縫

入
腰

水
引

幕
」
 

 
緋

羅
紗

地
に

波
と

烏
帽

子
･釣

竿
･魚

籠
･鯛

２
匹
 

 
4
3
7
.
5×

4
3.
5 

④
 

「
緋

羅
紗

恵
比

寿
縫

入
腰

水
引

幕
」
 

 
緋

羅
紗

地
に

波
と

鯛
３

匹
 

 
4
3
7
.
5×

4
3.
5 

⑤
 

「
緋

羅
紗

天
水

引
幕

」
 

 
緋

羅
紗

無
地

。
裏

地
は

白
木
綿

布
。
玄

亥
車

用
か

？
 

 
明

治
７

年
(1
8
7
4)
？
 
 
7
3
3
.
2×

3
4.
4 

⑥
 

「
緋

羅
紗

腰
水

引
幕

」
 

 
緋

羅
紗

無
地

。
下

端
に

熊
耳
。

玄
亥
車

用
か

？
 

 
明

治
７

年
(1
8
7
4)
？
 
 
5
9
9
.
6×

3
1.
0 

⑦
 

「
緋

羅
紗

胴
幕

」
 

 
緋

羅
紗

無
地

。
裏

地
は

白
木
綿

布
。
 

 
6
1
0
.
0×

1
11
.
0 

⑧
 

「
濃

紺
木

綿
魚

棚
三

丁
目

巡
行

旗
」
 

 
手

紬
の

木
綿

布
２

枚
を

横
に
継

ぎ
文
字

白
抜

き
で

濃
紺

に
染

め
た
幟

。
 

5
6
.
5×

2
60
.
0 

⑨
 

「
赤

絹
魚

棚
三

丁
目

巡
行

旗
」

 
 
赤

く
染

め
た

絹
布

に
白

和
紙
の

文
字
を

貼
り

付
け

た
幟

。
 

 
 
4
6
.
0×

1
80
.
0 

 
文

化
9年

(
18
1
2
)？

 

 
明

治
25
年

(1
8
9
2)
？
 

 
明

治
25
年

(1
8
9
2)
？
 

 
明

治
25
年

(1
8
9
2)
？
 

表 01　吉田秋祭練車懸装品（幕類）一覧　2016.02.14-16 調査　段上達雄
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五
　
練
歌

一
　
か
つ
て
の
練
歌

　　

吉
田
秋
祭
の
練
歌
は
、
各
丁
の
練
車
の
中
で
三
味
線
の
伴
奏
に
あ
わ
せ
て
う
た
わ

れ
る
。「
お
ね
り
う
た
」
と
も
称
さ
れ
る
。
ま
た
、
練
車
の
巡
行
中
に
は
、
お
囃
子

が
奏
さ
れ
る
。

　

練
歌
の
歌
詞
は
、
練
車
の
付
歌
と
し
て
大
正
六
年
（
一
九
一
七
年
）
九
月
二
五
日

付
の
『
吉
田
新
報
』
等
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
ま
と
め
た
も
の
が
資
料

01
で
あ
る
。
本
町
一
丁
目
の
関
羽
の
練
車
に
は
「
唐
衣
」、
本
町
三
丁
目
に
は
、
神

功
皇
后
に
ち
な
ん
で
「
千
早
ふ
る
神
代
の
い
さ
を
今
も
な
を
」、
楠
木
正
成
の
練
車

に
は
「
楠
の
露
」、
裡
町
三
丁
目
の
御
神
餅
の
練
車
に
は
「
鯛
の
お
も
」
な
ど
、
練

車
の
人
形
に
ち
な
ん
だ
歌
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
裡
町
一

丁
目
の
歌
は
、
能
の
「
高
砂
」
の
歌
詞
と
同
一
で
あ
る
。
ま
た
、
魚
棚
三
丁
目
の

歌
は
、
吉
田
の
豪
商
岩
城
屋
七
代
目
、
吉
田
藩
で
町
年
寄
を
し
て
い
た
岩い

わ
き
せ
ん
き
ょ

城
蟾
居

（
一
七
八
八
年
～
一
八
六
四
年
）
の
作
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
練
車
に
は
人
形
に
ち
な
ん
だ
歌
詞
、
ま
た
は
そ
の
時
代
に
流
行
し
た
歌

が
、
歌
詞
と
し
て
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
は
、
付
歌
と
さ
れ
る
も
の
と
、
練

歌
と
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
演
奏
上
、
区
別
は
な
さ
れ
て
い
な
い
（
１
）
。
し
た
が
っ

て
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
練
歌
と
す
る
。

　

歌
詞
は
、
い
ず
れ
も
五
七
五
の
形
式
で
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
続
く
歌
詞
は
、

七
五
、七
七
な
ど
歌
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
お
り
、
一
定
の
形
式
は
保
た
れ
て
い
な
い
。

三
味
線
の
伴
奏
に
、
こ
の
よ
う
な
形
式
の
歌
を
の
せ
て
歌
う
三
味
線
歌
曲
は
地
歌

（「
そ
の
土
地
の
歌
」
の
意
味
。
例
：
地
酒
＝
土
地
の
酒
）
と
よ
ば
れ
、
江
戸
時
代
よ

り
人
々
の
間
に
流
行
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

か
つ
て
吉
田
に
は
多
く
の
芸
妓
が
い
た
こ
と
か
ら
、
各
丁
は
そ
れ
ぞ
れ
に
芸
妓
を

雇
い
、
練
車
で
練
歌
を
う
た
わ
せ
て
い
た
。
多
く
の
芸
妓
は
、
複
数
の
丁
の
練
歌
を

持
ち
歌
と
し
、
芸
妓
の
間
で
伝
承
を
お
こ
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
練

歌
は
御
殿
前
、
及
び
各
丁
の
大
家
や
商
家
な
ど
の
門
付
け
で
う
た
わ
れ
、
そ
の
お
花

が
謝
礼
と
し
て
芸
妓
に
渡
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
時
代
の
変
化
に
と
も
な
い
吉
田

の
芸
妓
は
減
少
す
る
。
そ
し
て
、
各
丁
で
は
在
住
を
問
わ
ず
、
三
味
線
を
演
奏
す
る

こ
と
の
で
き
る
女
性
、
ま
た
は
男
性
に
個
人
的
に
演
奏
の
依
頼
が
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
当
時
、
演
奏
に
使
用
し
て
い
た
三
味
線
は
、
芸
妓
ま
た
は
依
頼
さ
れ
た
演

奏
者
の
私
物
で
あ
あ
る
。
そ
の
た
め
、
各
丁
に
三
味
線
や
撥
は
残
っ
て
い
な
い
。

　

現
存
す
る
最
も
古
い
音
源
は
、『
愛
媛
県
民
謡
保
存
調
査
報
告
書
』（
一
九
八
一
年
）

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
本
町
三
丁
目
、
及
び
裡
町
二
丁
目
の
練
歌
が
録
音
さ
れ
て
い

る
。
本
町
三
丁
目
の
練
歌
は
、
川
添
三
平
氏
、
谷
口
末
子
氏
に
よ
っ
て
録
音
さ
れ
て

い
る
（
譜
例
１
）。
一
番
を
川
添
三
平
氏
、
二
番
を
谷
口
末
子
氏
、
三
番
を
二
人
で

歌
っ
て
い
る
。
な
お
、
一
番
、
二
番
、
三
番
の
旋
律
は
全
く
同
じ
で
は
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
有
し
て
い
る
。
演
奏
時
間
は
六
分
程
度
で
あ
る
。
ま
た
、

裡
町
二
丁
目
の
大
野
み
つ
氏
に
よ
る
練
歌
は
一
番
の
み
が
録
音
さ
れ
て
お
り
、
演
奏

時
間
は
一
分
三
○
秒
ほ
ど
で
あ
る
。
な
お
、
両
音
源
で
つ
か
わ
れ
て
い
る
三
味
線
は

中
棹
で
あ
る
（
２
）
。
い
ず
れ
も
、
三
味
線
の
伴
奏
は
、
基
本
的
に
歌
の
旋
律
を
な
ぞ
っ

て
い
る
。
ま
た
、
歌
と
歌
の
中
間
部
分
に
は
、
手
事
と
よ
ば
れ
る
三
味
線
の
独
奏
部

分
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。
手
事
と
は
、
歌
と
同
格
に
取
り
扱
わ
れ
三
味
線
の
技
巧

や
音
色
の
聞
か
せ
ど
こ
ろ
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
形
態
か
ら
、
古
典
的
な

三
味
線
音
楽
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

お
囃
子
は
、
御
殿
前
や
門
付
け
に
向
か
う
際
に
、
各
丁
を
巡
行
し
な
が
ら
奏
さ
れ
、

芸
妓
と
と
も
に
町
内
の
子
ど
も
た
ち
が
演
奏
を
担
っ
て
い
た
。
代
表
的
な
も
の
は「
み

ち
ゆ
き
囃
子
」ま
た
は「
流
し
囃
子
」と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、帰
丁
の
際
に
は「
お
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写真 02　魚棚一丁目の小鼓２

写真 03　裡町二丁目の鉦

図 01　魚棚一丁目昭和 14 頃写真 01　魚棚一丁目の小鼓１

か
え
り
囃
子
」
が
演
奏
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
３
）。
使
用
さ
れ
る
楽
器
は
、
三
味
線

に
加
え
、
鉦
・
小
鼓
・
太
鼓
で
あ
る
。
な
お
、
小
鼓
は
現
在
で
は
使
用
さ
れ
て
い
な

い
が
、
戦
前
ま
で
は
も
ち
い
ら
れ
て
い
た
。
聞
き
取
り
調
査
（
４
）

に
よ
る
と
、
戦
前

ま
で
囃
子
は
、
各
丁
、
あ
る
い
は
各
丁
の
近
く
に
住
む
六
歳
か
ら
一
二
歳
く
ら
い
ま

で
の
女
子
四
名
が
担
当
し
て
い
た
。
練
り
が
立
つ

と
、三
味
線
を
受
け
持
つ
芸
妓
と
囃
子
の
子
供
は
、

練
宿（
練
車
が
置
か
れ
る
家
・
当
番
）の
家
で
、一
ヶ

月
ほ
ど
一
緒
に
練
習
を
お
こ
な
っ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
囃
子
の
伝
承
は
次
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ

て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
最
も
年
少
で
あ

る
六
歳
ぐ
ら
い
の
子
供
が
、
鉦
を
受
け
持
つ
。
二

人
で
鉦
を
打
ち
な
が
ら
、
小
鼓
や
太
鼓
を
聞
き
覚

え
る
。
そ
の
後
、
二
年
程
度
鉦
を
受
け
持
ち
、
小

鼓
へ
と
移
行
す
る
。
そ
し
て
、
鉦
に
は
新
し
い
子

供
が
入
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
小
鼓
を
打
っ
て

い
た
子
供
は
太
鼓
に
、
そ
し
て
太
鼓
を
打
っ
て
い

た
子
供
は
囃
子
か
ら
抜
け
る
。
こ
れ
ら
の
伝
承
は

そ
れ
ぞ
れ
の
丁
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
と
さ
れ
て

い
る
。

　

図
01
は
、
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
年
）
頃
の

魚
棚
一
丁
目
の
楽
器
、
及
び
配
置
で
あ
る
。
三
味

線
が
二
丁
、
鉦
が
二
本
、
小
鼓
一
個
、
大
太
鼓
一

台
、
小
太
鼓
一
台
で
あ
る
。
演
奏
は
、
三
味
線
二

名
、
鉦
二
名
、
小
鼓
一
名
と
大
小
の
太
鼓
一
名
が

そ
れ
ぞ
れ
向
か
い
あ
っ
て
お
こ
な
っ
て
い
た
。

　

写
真
01
、
02
は
、
現
在
で
は
使
わ
れ
て
い
な

い
魚
棚
一
丁
目
に
残
る
小
鼓
で
あ
る
。
大
き
さ

は
面
、
二
〇.

五
㎝
、
胴
長
二
七
㎝
で
あ
る
。
小

鼓
は
本
町
一
丁
目
、
及
び
裡
町
二
丁
目
に
も
残
っ

て
い
る
。
大
き
さ
は
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
。
胴

の
部
分
に
は
、
蒔
絵
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。

写
真
03
は
裡
町
二
丁
目
に
残
っ
て
い
た
鉦
で
あ

る
。
三
つ
耳
の
鉦
が
Ｙ
字
型
の
木
の
枝
に
、
針

金
で
く
く
り
つ
け
て
あ
る
。
鹿
角
を
針
金
に
刺

し
た
鹿
木
を
も
ち
い
て
演
奏
が
な
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
持
ち
手
の
部
分

に
は
赤
い
布
が
巻
い
て
あ
る
。
鉦
の
大
き
さ
は
、

直
径
九
㎝
、
持
ち
手
の
長
さ
、
お
よ
そ
二
二
．
五
㎝
で
あ
る
。
赤
い
布
が
一
四
㎝
に

わ
た
っ
て
巻
か
れ
て
い
る
。
鹿
木
は
長
さ
二
四
㎝
、
鹿
の
角
は
直
径
一
．
五
㎝
、
長

さ
二
㎝
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
赤
い
布
が
一
四
㎝
に
わ
た
っ
て
巻
か
れ
て
い
る
。

　

お
囃
子
は
、
四
拍
子
を
中
心
と
し
た
規
則
的
な
拍
節
を
持
っ
て
い
る
。
三
味
線
の

演
奏
に
あ
わ
せ
、
鉦
と
太
鼓
が
演
奏
さ
れ
る
。
お
囃
子
の
は
じ
め
に
は
、
掛
け
声
が

入
る
。「
ヒ
ー
ヤ
ー
」
の
掛
け
声
で
は
じ
ま
る
も
の
も
あ
り
、
当
時
の
子
供
た
ち
は

練
車
の
こ
と
を
「
ヒ
ー
ヤ
ー
ど
ん
ど
ん
」
と
も
呼
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。

二
　
現
在
の
練
歌

　

現
在
で
は
、
本
町
一
丁
目
・
魚
棚
三
丁
目
・
裡
町
二
丁
目
の
三
台
の
練
車
で
、
練

歌
ま
た
は
お
囃
子
の
演
奏
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
練
歌
は
本
町
一
丁
目
及
び
裡
町

二
丁
目
で
う
た
わ
れ
て
い
る
。
魚
棚
三
丁
目
は
お
囃
子
の
み
の
演
奏
で
あ
る
。



第六章　吉田秋祭の諸相　第一節　練車

231

写真 04　本町一丁目締太鼓写真 05　本町一丁目鉦

　

こ
こ
で
は
、
代
表
例
と
し
て
本
町
一
丁
目
を
と
り
あ
げ
る
。
本
町
一
丁
目
の
練
歌

は
、
も
と
も
と
本
町
三
丁
目
で
う
た
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
三
十
年
代
か

ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
本
町
三
丁
目
在
住
で
あ
っ
た
川
添
三
平
氏
及
び
谷
口
末

子
氏
が
演
奏
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
一
時
は
休
止
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、

平
成
元
年
頃
か
ら
裡
町
二
丁
目
在
住
の
山
口
梅
子
氏
及
び
岩
田
ヨ
リ
子
氏
、
そ
の

後
、
元
町
在
住
で
あ
っ
た
大
石
隆
子
氏
に
引
き
継
が
れ
、
本
町
一
丁
目
で
う
た
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
谷
口
氏
、
山
口
氏
、
岩
田
氏
、
大
石
氏
は
、
い
ず
れ
も
、
歌
や

三
味
線
を
得
意
と
し
て
お
り
、
み
か
ん
景
気
で
潤
っ
て
い
た
当
時
の
宴
会
場
な
ど
で

の
歌
や
三
味
線
の
演
奏
を
依
頼
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
演
奏
は
、
そ

れ
ぞ
れ
が
耳
で
覚
え
て
お
こ
な
っ
て
い
た
。
現
在
は
、
今
治
在
住
の
毛
山
明
穂
氏
が

演
奏
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
毛
山
氏
は
、
生
ま
れ
が
、
吉
田
町
立
間
で
あ
り
、
大
学

時
代
に
サ
ー
ク
ル
で
三
味
線
の
演
奏
を
お
こ
な
っ
た
経
験
が
あ
る
こ
と
か
ら
平
成

二
七
年
よ
り
練
歌
の
演
奏
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
な
お
、
平
成
二
七
年
は
、
毛
山
氏

が
三
味
線
、
先
述
の
大
石
隆
子
氏
が
歌
を
担
当
し
て
い
た
が
、
平
成
二
八
年
に
は
、

歌
、
三
味
線
と
も
に
毛
山
氏
が
お
こ
な
っ
て
い
る
。
楽
器
は
毛
山
氏
が
所
有
し
て
い

る
中
棹
三
味
線
で
あ
る
。
う
た
わ
れ
て
い
る
練
歌
は
、昭
和
五
七
年
（
一
九
八
二
年
）

に
発
行
さ
れ
た
『
愛
媛
民
謡
の
旅
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
谷
口
末
子
氏
の
カ
セ
ッ
ト

テ
ー
プ
の
音
源
を
地
歌
譜
に
起
こ
し
た
も
の
を
も
と
に
し
て
い
る
（
譜
例
２
）。
口

三
味
線
等
は
残
っ
て
い
な
い
。

　

当
日
、
練
歌
の
演
奏
は
オ
レ
ン
ジ
荘
前
、
吉
田
病
院
前
、
桜
橋
前
の
三
ヶ
所
で
披

露
さ
れ
る
。
演
奏
時
間
は
、お
よ
そ
一
分
五
○
秒
で
あ
る
。
調
弦
は
本
調
子
で
あ
る
。

「
ち
は
や
ぶ
る　

神
代
の
い
さ
を　

今
も
な
お　

汲
み
そ
め
て
知
る　

岩
清
水
」
ま

で
は
、
自
由
な
リ
ズ
ム
で
う
た
わ
れ
る
。
一
方
、
そ
の
伴
奏
で
あ
る
三
味
線
は
一
定

の
リ
ズ
ム
を
保
っ
て
い
る
。
は
じ
ま
り
は
、
開
放
弦
に
よ
る
三
味
線
の
音
に
つ
づ
い

て
、無
伴
奏
で「
ち
は
や
ぶ
る
」ま
で
を
歌
う
。
続
い
て
三
味
線
の
合
い
の
手
が
入
り
、

「
今
も
な
お
」、
ま
で
、
三
味
線
が
歌
と
ほ
ぼ
同
じ
音
型
が
演
奏
さ
れ
る
。
三
味
線
の

リ
ズ
ム
は
歌
よ
り
も
細
か
く
刻
ま
れ
る
。
三
味
線
が
、
歌
よ
り
も
早
く
発
音
さ
れ
る

部
分
、
歌
よ
り
も
遅
く
発
音
さ
れ
る
部
分
、
歌
と
三
味
線
が
同
時
に
発
音
さ
れ
る
部

分
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
規
則
性
は
な
い
。
そ
の
後
、
三
音
の
合
い
の
手
が
入
る
。

三
音
の
合
い
の
手
は
、
規
則
的
な
リ
ズ
ム
で
演
奏
さ
れ
る
。
歌
が
は
じ
ま
る
と
、「
汲

み
そ
め
て
し
る
」
ま
で
、
再
び
無
伴
奏
で
う
た
わ

れ
る
。「
岩
清
水
」
ま
で
歌
う
と
、
前
半
部
分
が

終
わ
り
、
手
事
が
は
い
る
。
手
事
に
入
る
と
三
味

線
は
四
拍
子
の
拍
節
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
リ

ズ
ム
へ
と
変
化
す
る
。
二
三
拍
の
手
事
が
終
わ
る

と
、歌
の
後
半
部
に
つ
な
が
る
「
流
れ
も
た
え
ぬ
」

の
歌
い
出
し
の
音
程
が
、連
な
っ
て
演
奏
さ
れ
る
。

こ
こ
で
三
味
線
の
リ
ズ
ム
は
、次
第
に
遅
く
な
り
、

拍
節
感
が
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
後
半
の
歌
、「
流

れ
も
た
え
ぬ　

源
の　

行
く
末
も
な
お　

仰
ぐ
ら

ん
」
が
自
由
な
リ
ズ
ム
で
う
た
わ
れ
る
。
前
半
部

分
と
同
じ
く
三
味
線
と
歌
の
旋
律
は
、
ほ
ぼ
同
じ

音
程
で
あ
る
。「
源
の
」
で
は
「
の
」
音
が
長
く

伸
ば
さ
れ
る
。
そ
の
間
、
三
味
線
は
、
歌
と
同
じ

音
が
、
次
第
に
速
く
な
る
。
そ
し
て
、
三
音
の
合

い
の
手
が
入
り
、「
仰
ぐ
ら
ん
」
を
歌
い
、
練
歌
の
演
奏
は
終
了
す
る
。

　

お
囃
子
は
、
鉦
一
個
と
太
鼓
一
台
で
構
成
さ
れ
て
い
る
、
丁
内
に
女
の
子
が
い
な

い
た
め
、
桜
丁
の
小
学
五
年
生
の
女
子
二
名
に
演
奏
を
依
頼
し
て
い
る
。

　

太
鼓
は
、
短
胴
枠
付
き
締
太
鼓
で
あ
る
（
写
真
04
）。
バ
チ
二
本
で
打
つ
。
面
の

直
径
三
○
㎝
、
胴
長
一
五
㎝
、
胴
径
二
一
．
五
㎝
で
あ
る
。
バ
チ
は
、
直
径
一
．
五
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㎝
、
長
さ
三
二
㎝
で
あ
る
。
太
鼓
と
バ
チ
は
、
丁
内
在
住
の
吉
村
重
雄
氏
が
知
人
よ

り
譲
り
受
け
た
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。
購
入
し
た
年
は
不
明
で
あ
る
。
鉦
は
三
つ

耳
の
一
〇
．
五
㎝
の
当
た
り
鉦
で
あ
る
（
写
真
05
）。
平
成
九
年
購
入
で
あ
る
。
こ

れ
を
丁
内
の
岩
崎
正
幸
氏
が
つ
く
っ
た
台
に
設
置
し
、
木
製
の
マ
レ
ッ
ト
二
本
で
打

つ
。
バ
チ
は
、
木
琴
等
で
使
用
さ
れ
る
木
製
の
マ
レ
ッ
ト
で
あ
る
。
長
さ
二
五
㎝
、

直
径
二
㎝
の
ヘ
ッ
ド
を
有
し
て
い
る
。

　

当
日
、
お
囃
子
は
練
車
の
移
動
中
に
演
奏
さ
れ
る
。
譜
例
３
が
現
在
の
お
囃
子
で

あ
る
。
四
○
拍
で
構
成
さ
れ
た
フ
レ
ー
ズ
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
フ
レ
ー
ズ
の

長
さ
は
お
よ
そ
四
秒
で
あ
る
。
三
味
線
の
調
弦
は
、
本
調
子
で
あ
る
。
規
則
的
な
四

拍
子
の
拍
節
を
も
っ
て
お
り
、
鉦
と
太
鼓
は
三
味

線
と
ほ
ぼ
同
じ
リ
ズ
ム
を
演
奏
す
る
。
鉦
と
太
鼓

は
、
鉦
や
太
鼓
の
打
ち
方
は
特
に
決
ま
っ
て
お
ら

ず
、
演
奏
者
が
任
意
に
、
三
味
線
の
旋
律
に
あ
わ

せ
て
打
つ
。

　

図
02
は
、平
成
二
八
年
の
配
置
で
あ
る
。
太
鼓
、

鉦
が
進
行
方
向
に
対
し
て
前
側
に
、
三
味
線
が
後

ろ
側
に
座
る
。
い
ず
れ
も
後
方
を
正
面
と
し
て
座

る
。
練
歌
の
歌
い
手
は
、
自
己
所
有
の
着
物
を
着
用
し
、
子
ど
も
た
ち
は
、
洋
服
の

上
に
市
販
の
お
祭
り
用
の
法
被
を
着
用
す
る
。

　

裡
町
二
丁
目
も
、一
時
中
断
し
て
い
た
練
歌
を
平
成
二
五
年
よ
り
再
開
し
て
い
る
。

末
光
仁
美
氏
、
内
舛
真
知
子
氏
、
小
原
安
子
氏
、
青
野
貴
美
子
氏
、
黒
田
裕
美
氏
が

演
奏
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
三
味
線
三
丁
と
、締
太
鼓
一
台
で
演
奏
す
る
。
末
光
氏
、

内
舛
氏
、
小
原
氏
、
青
野
氏
が
三
味
線
と
歌
を
担
当
し
、
太
鼓
は
黒
田
氏
が
打
つ
。

現
在
の
練
歌
は
、『
愛
媛
県
民
謡
保
存
調
査
報
告
書
』、
大
野
み
つ
氏
の
歌
を
も
と
に

し
た
も
の
で
あ
る
。
大
野
み
つ
氏
の
歌
を
五
線
譜
に
し
た
も
の
が
譜
例
４
、
現
在
の

図 02　本町一丁目配置

練
習
譜
が
譜
例
５
で
あ
る
。

　

同
じ
く
、
魚
棚
三
丁
目
も
、
平
成
二
六
年
よ
り
三
味
線
の
お
囃
子
の
み
の
演
奏
を

お
こ
な
っ
て
い
る
。
平
成
二
六
年
は
、
宇
和
島
市
在
住
の
田
中
美
代
子
氏
ら
が
、
カ

セ
ッ
ト
テ
ー
プ
の
音
源
を
楽
譜
化
し
演
奏
を
お
こ
な
っ
た
。
囃
子
は
前
半
部
分
と
後

半
部
分
に
分
か
れ
て
お
り
、
前
半
部
分
は
魚
棚
三
丁
目
に
残
る
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
の

音
源
（
録
音
年
・
録
音
者
不
詳
）、
後
半
部
分
は
本
町
三
丁
目
の
お
囃
子
の
音
源
を

田
中
美
代
子
氏
が
楽
譜
化
し
、
こ
れ
を
も
と
に
演
奏
を
お
こ
な
っ
て
い
る
（
譜
例

６
）。
平
成
二
八
年
現
在
で
は
、
魚
棚
三
区
在
住
の
中
川
英
夫
氏
、
村
上
守
氏
が
三

味
線
、
同
じ
く
丁
内
在
住
の
中
学
校
一
年
生
の
女
子
が
太
鼓
を
、
小
学
校
二
年
生
の

女
子
が
鉦
を
打
っ
て
い
る
。

（
１
）  

昭
和
五
六
年
に
発
行
さ
れ
た
愛
媛
県
民
謡
保
存
調
査
の
報
告
書
の
音
源
（
本
町
三
丁
目
）

　
　

で
は
、
附
歌
と
さ
れ
る
歌
詞
が
一
番
と
し
て
、
練
歌
と
さ
れ
る
歌
詞
が
二
番
、
三
番
と
続

　
　

け
て
演
奏
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
谷
口
氏
演
奏
、『
愛
媛
民
謡
の
旅
』
の
録
音
で
は
、
細
棹
三
味
線
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
岡
田
幸
子
氏
、
山
下
祥
子
氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
。

（
４
）
岡
田
幸
子
氏
、
山
下
祥
子
氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
。

【
参
考
文
献
】

　

一
九
一
七
年
「
お
祭
邌
車
各
町
附
歌
」『
吉
田
新
報
』
九
月
二
五
日　

記
事

　

一
九
二
〇
年
「
お
祭
邌
車
各
町
附
歌
」『
吉
田
新
報
』
一
〇
月
二
五
日　

記
事

　

一
九
七
一
年
『
吉
田
町
誌
』
吉
田
町
教
育
委
員
会

　

一
九
八
二
年
『
愛
媛
民
謡
の
旅
』
新
愛
媛
風
土
記
刊
行
会

　

一
九
六
二
年
『
愛
媛
民
謡
集
』
愛
媛
県
史
編
さ
ん
委
員
会

　

一
九
八
一
年
『
愛
媛
県
民
謡
保
存
調
査
報
告
書
』
愛
媛
県
教
育
委
員
会

　

田
中
健
次　

二
〇
〇
八
年
『
図
解　

日
本
音
楽
史
』
二
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●
本
町
一
丁
目

　
　
よ
そ
め
に
も
　
見
て
や
忍
ば
ん
　
唐
錦

　
　
糸
の
し
ら
べ
や
　
琴
の
音
を

　
　
た
つ
日
の
今
日
や
　
も
ろ
こ
し
の

　
　
吉
野
の
花
の
　
春
の
巵
（
さ
か
ず
き
）

●
本
町
三
丁
目

　
　
千
早
ふ
る
　
神
代
の
い
さ
を
　
今
も
な
ほ

　
　
汲
み
そ
へ
（
め
）
て
　
居
る
（
知
る
）
岩
清
水

　
　
流
れ
も
絶
へ
ぬ
源
の
（
を
）

　
　
行
く
末
ま
で
も
　
な
お
仰
ぐ
ら
ん

　
　
幾
千
歳
　
緑
の
松
の
　
下
陰
に

　
　
鶴
の
羽
衣
　
重
ね
つ
つ

　
　
枝
に
ま
じ
え
て
　
月
ぞ
し
る

　
　
錦
九
重
　
は
げ
む
ら
ん

��　
　
花
や
ぎ
の
　
秋
の
心
や
も
み
じ
葉
の

　
　
い
ろ
香
も
た
へ
ぬ
ふ
か
み
ど
り

　
　
神
代
に
う
つ
る
こ
と
の
音
も

　
　
し
ら
べ
ゆ
か
し
き
有
明
の
月

●
裡
町
一
丁
目

　
　
高
砂
や
　
こ
の
浦
風
に
　
帆
を
あ
げ
て

　
　
月
も
ろ
と
も
に
　
い
出
し
ほ
の

　
　
久
し
く
な
れ
ぬ
住
吉
の

　
　
変
わ
ら
ぬ
御
代
ぞ
　
目
出
度
け
れ

●
裡
町
二
丁
目

　
　
た
ち
ば
な
は
　
実
さ
へ
花
さ
へ
　
そ
の
葉
（
名
）
さ
へ

　
　
い
や
と
き
は
ぎ
の
楠
の
露

　
　
流
れ
て
の
名
も
あ
ず
さ
弓

　
　
や
た
け
心
の
（
を
）
か
が
み
と
ぞ
す
る

　
　
千
早
ふ
る
　
神
の
御
幸
は
　
か
け
ま
雲

　
　
あ
や
に
か
し
こ
し
花
車

　
　
め
ぐ
り
て
た
へ
ぬ
　
御
代
な
れ
や

　
　
な
が
き
な
が
え
の
　
い
や
さ
か
ゆ
ら
ん

　

●
裡
町
三
丁
目

　
　
新
玉
の
　
し
き
を
う
つ
す
や
　
鯛
の
お
も

　
　
鄙
も
都
も
　
異
な
ら
で

　
　
ゆ
た
か
の
御
代
ぞ
　
幾
千
年

　
　
か
し
こ
き
君
を
　
慕
ふ
こ
と
ぶ
き

　
　
●
魚
棚
一
丁
目

　
　
み
だ
れ
飛
ぶ
　
雲
井
の
雁
の
高
き
名
は

　
　
弓
矢
の
家
に
今
も
な
ほ

　
　
書
き
残
し
た
る
も
し
ほ
（
を
）
草

　
　
文
は
む
か
し
の
み
ち
の
く
の

　
　
忍
に
あ
ま
る
君
が
ほ
ま
れ
か
（
君
が
代
は
）

　　
　
吹
く
風
を
　
勿
来
関
と
う
た
い
け
れ

　
　
昔
う
ゆ
か
し
き
あ
づ
さ
弓

　
　
八
幡
の
君
の
い
さ
を
し
は

　
　
桜
木
に
名
を
と
ど
め
け
り

●
魚
棚
三
丁
目

　
　
天
の
原
　
思
へ
ば
変
わ
る
　
色
も
な
し

　
　
秋
こ
そ
月
の
光
な
れ

　
　
さ
わ
る
る
も
の
を
雲
に
し
て

　
　
こ
ぼ
る
る
も
の
は
露
の
玉
ゆ
ら

●
大
工
町

　
　
立
ち
ぬ
る
る
　
山
の
し
ず
く
ぞ
　
さ
ぞ
な
う
き

　
　
月
も
宿
ら
ん
　
武
蔵
野

　
　
空
も
ひ
と
つ
に
契
り
こ
し

　
　
眺
に
あ
か
ぬ
景
色
か
な

●
ま
つ
だ
い
（
丁
名
不
明
）

　
　
ま
つ
が
い
に
　
千
歳
を
祝
う
　
ひ
な
鶴
や

　
　
心
浮
き
き
の
　
龜
山
に

　
　
よ
ろ
ず
よ
ま
で
も
　
幾
千
代
も

　
　
げ
に
治
ま
れ
る
　
君
が
代
か
な

●
風
寒
き
（
丁
名
不
明
）

　
　
風
寒
き
　
秋
も
野
末
の
淺
茅
生
の

　
　
宿
り
求
め
て
草
枕
　
旅
の
宿
の
夜
の
空

　
　
誰
か
住
ひ
宿
ぞ
　
夜
の
う
ち
こ
ゑ

資料 01　付歌・練歌歌詞

譜例１　本町三丁目練歌（五線譜はおおよそのものである）
「愛媛県民謡保存調査報告書音源」より

城　佳世採譜
お囃子（三味線の実音はオクターブ下）




三味線

70


（ハー）



8va

            


（ヨイ　　ヨイ）


 

    





   


鉦                           
太鼓                            




三味線 
  

 


     

    







       

 


   

   
 


鉦                         
太鼓                          


三味線           


  





       

   



鉦                         
太鼓                           


三味線 




 
                             

（サ　サー）

 

鉦                           
太鼓                           
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三味線

70


（ハー）



8va

            


（ヨイ　　ヨイ）


 

    





   


鉦                           
太鼓                            




三味線 
  

 


     

    







       

 


   

   
 


鉦                         
太鼓                          


三味線           


  





       

   



鉦                         
太鼓                           


三味線 




 
                             

（サ　サー）

 

鉦                           
太鼓                           

練歌（1 番のみ 2 番以降省略　自由なリズムでうたわれるため楽譜はおおよそのものである）
「愛媛県民謡保存調査報告書音源　歌　川添三平氏」より

城　佳世採譜
三味線は実音・歌はオクターブ下




うた       
3

                        



三味線 

　



8va
ち は や ぶ



ー ー ー ー る

    
 

 
か


み


ー


よ

 
の

 

ー



-



い



さ



を

 

い



ま

 

も



な

  

お

   




うた 
ふ


み


ー

 
そ え


ー

 
て


ー し


る

   
い


わ

8 8


し み


ず


ー

 


三味線    

                      


うた           

三味線       


     


  


   


              




うた                    
3

    


三味線      












 

な





が







れ




も




た




え

 
ー

 
ぬ


 
み


な


も



と

 
の


ー


ー


ー

  
ー

 
ー

  




うた    

い

 
く


す え

  
ー ま

  
で


ー も

 
な お


   

あ お

  
ー


ぐ


ら ー

 
ー


ん



三味線  
               

            
 





うた     

三味線     





うた     


三味線     





うた     

三味線     
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譜例 2　本町一丁目　現在の練習譜

譜例 3　本町一丁目お囃子
平成 29 年 10 月 15 日

本町一丁目公民館
城　佳世採譜




三味線

60

   
 


 

    



     




               

   


 


鉦                                     

太鼓

                                    




三味線         
                

 


    


         

 


鉦                                      

太鼓

                                      





三味線         




鉦    

太鼓    





三味線     




鉦    

太鼓    





三味線     




鉦    

太鼓    





三味線     




鉦    

太鼓    
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譜例 4　裡町二丁目練歌（五線譜はおおよそのものである）
「愛媛県民謡保存調査報告書音源」より

城　佳世採譜
お囃子 1（2 回繰り返して演奏する・2 回目は少し異なる部分もある）
　　実音は半音上げる

お囃子２




三味線

96

 
はー

              
 こ  りゃ

          

      


鉦                      

太鼓                       




三味線                  

は　よいしょ

   


 
 




  





 
  






  


鉦

                                     

太鼓

                                  




三味線                               


鉦

    
                


太鼓

                     




三味線                    


 

 




  





 
  






  


鉦

                                     
太鼓

                                  


三味線

78

 
ひ


や

 
      

ひ


や

      

鉦

                 

太鼓              

三味線  


  あー
    

  
         


鉦                      
太鼓

             


三味線        

             
はー

 

鉦                       
太鼓              




三味線      



  あ い や


  




  






  


鉦                         

太鼓                     




三味線     




         
       

よい

 
よい




鉦                        
太鼓                 




三味線     

 


          




 
  


 


   




鉦                       
太鼓

               




三味線              



鉦            
太鼓            
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練歌（自由なリズムでうたわれるため楽譜はおおよそのものである）
「愛媛県民謡保存調査報告書音源　歌　大野みつ氏」より

城　佳世採譜
三味線は実音・歌はオクターブ下、半音下げる




うた  
た


ち

 
ー


ば


ー


な

 
はー


ー


み


さ


ー


へ


ー


ー


は


な


さ


へ


ー


ー

 
そ


の

 
は


さ


へ

 

三味線  

          


  


                  




うた     
い


や


ー


と


き


ー


は


ぎ

 
の

 
く


す


の


つ


ー


ゆ




三味線                         
            






うた           

三味線      

        
        

        
         


うた         


三味線        


       


         


  




うた 
な


が


ー


れ


て


ー

 
の


ー


な


を


あ


ず



さ

 
ゆ み


ー

 
や


た


ー



け


ー


ー


ー

 


三味線                                 




うた   
こ


こ


ろ


ー

 
の


ー


か


が


み


ー


ー

 
と

 

ぞ


ー －


す


る

 


三味線                     

           


三味線

78

 
ひ


や

 
      

ひ


や

      

鉦

                 

太鼓              

三味線  


  あー
    

  
         


鉦                      
太鼓

             


三味線        

             
はー

 

鉦                       
太鼓              




三味線      



  あ い や


  




  






  


鉦                         

太鼓                     




三味線     




         
       

よい

 
よい




鉦                        
太鼓                 




三味線     

 


          




 
  


 


   




鉦                       
太鼓

               




三味線              



鉦            
太鼓            



第六章　吉田秋祭の諸相　第一節　練車

238

譜例 5　裡町二丁目練歌　現在の練習譜

譜例 6　魚棚二丁目　お囃子
平成 29 年 10 月 15 日

魚棚二丁目公民館
城　佳世採譜

　　　　三味線は実音

※現在はこれに続けて本町三丁目お囃子（譜例 1）を演奏している。




三味線

70

 
はー

 
              










  

   


   


鉦                             

太鼓                             




三味線      

   

    





 



        


鉦                        

太鼓                        





三味線     




鉦    

太鼓    





三味線     




鉦    

太鼓    





三味線     




鉦    

太鼓    





三味線     




鉦    

太鼓    
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せ
し
が
今
之
を
廃
せ
り
。　

…　

以
下
略
」
と
あ
り
、『
吉
田
町
誌
』（
一
九
七
一
年
）

に
も
こ
れ
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　
『
吉
田
新
報
』
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
年
）
一
一
月
一
〇
年
の
記
事
に
は
、「
△

ね
り
順
番　

御
神
旗
、
御
鐡
砲
、
御
弓
、
御
槍
、
御
馬
、
御
舟
、
東
道
車
、
櫻
丁
（
以

上
三
ツ
番
外
）
一
番
裡
一
、二
番
裡
三
、三
番
魚
二
、四
番
本
一
、五
番
本
二
、六
番
裡

二
、七
番
本
三
八
番
魚
三
、九
番
魚
一
」
と
あ
る
が
、
そ
の
後
、
御
用
練
り
は
御
船
を

除
き
、
詳
細
な
時
期
は
不
明
だ
が
、
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
。
平
成
二
五
年
よ
り
藩
政

期
は
武
家
屋
敷
の
一
画
で
あ
っ
た
東
小
路
一
区
の
有
志
、「
御
用
練
り
保
存
会
」
に

よ
り
復
活
、
二
、三
人
が
裃
を
着
用
、
六
名
前
後
が
羽
織
袴
を
着
用
し
、
内
二
人
が

長
柄
を
肩
に
し
徒
練
り
を
行
な
い
、本
来
の
御
用
練
り
の
姿
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
る
。

三
　
七
福
神

　
『
吉
田
町
誌
』
に
よ
る
と
、「
当
時
は
、
練
子
と
称
す
る
か
ち
ね
り
が
、
各
練
車
の

間
に
は
さ
ま
り
、
そ
の
可
憐
な
容
子
は
、
祭
の
呼
び
物
の
ひ
と
つ
と
し
て
衆
目
を
あ

つ
め
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
祭
礼
絵
巻
に
も
そ
の
よ
う
な
描
写
が
認
め
ら
れ
る
。
練
子

に
は
各
丁
内
の
豪
商
の
子
女
が
え
ら
ば
れ
、
男
の
子
は
、
頼ら

い
こ
う光

や
金き
ん
と
き時

の
鬼
征
伐
、

七
福
神
な
ど
に
扮
装
し
、
女
子
は
、
花
売
り
汐
汲
み
な
ど
に
姿
を
や
つ
し
て
ね
り
あ

る
く
。
親
た
ち
は
、
こ
の
日
の
た
め
に
は
そ
の
費
用
を
お
し
ま
な
か
っ
た
と
い
う
か

ら
、
当
日
の
盛
観
は
さ
ぞ
か
し
と
し
の
ば
れ
る
。
練
子
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
乳
母
と
男

衆
が
つ
き
そ
い
、
日
傘
を
さ
し
か
け
、
床
几
を
た
ず
さ
え
、
ま
る
で
富
商
の
デ
モ
ン

ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
さ
な
が
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
」
と
あ
る
が
、
現
在
の
徒
練
り
は
、

魚
棚
三
丁
目
に
残
る
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
練
車
人
形
で
あ
る
恵
比
寿
様
を
の
ぞ
い

た
六
福
神
を
子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
面
、
装
束
を
着
て
徒
練
り
を
す
る
。
現
在

の
装
束
や
面
は
昭
和
一
四
年
に
新
調
（
吉
田
新
報
記
事
）
か
そ
れ
よ
り
新
し
い
も
の

と
で
あ
り
、
古
い
用
具
類
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

第
二
節
　
徒
練
り

一
　
は
じ
め
に

　

こ
こ
で
は
徒
練
り
と
し
て
御
用
練
り
と
七
福
神
を
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。

二
　
御
用
練
り

　

大
正
六
年
（
一
九
一
七
年
）
の
『
吉
田
祭
礼
絵
巻
』（
利
根
本
）
に
よ
る
と
、「
御

用
練
り
」
は
「
御
船
」
ま
で
を
指
し
、「
御
持
筒
組
小
頭
共
六
人　

御
持
弓
組
小
頭

共
六
人　

御
側
長
柄
組
小
頭
共
六
人　

御
厩
小
頭
共
六
人　

御
舩
手
十
三
人　

以

上
ヲ
御
用
練
ト
云
フ
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
慶
応
三
年
の
絵
巻
に
は
「
御

持
筒
御
側
筒
共
十
八
人　

御
厩
六
人　

御
舩
手
三
十
三
賃
舁
共
」
と
あ
る
。

　
『
落
葉
の
は
き
よ
せ
』（
一
九
二
一
年
・
甲
斐
順
宜
）
に
は
、「
伊
達
家
よ
り
物
頭

を
代
参
せ
し
め
、
鹵
簿
に
は
御
用
練
り
な
る
も
の
を
指
出
さ
る
、
先
づ
先
頭
に
足
輕

二
十
人
、
緋ひ

ら
し
ゃ

羅
紗
包
の
小
銃
を
肩
に
し
、
次
に
仝
人
数
鞆と
も

付
の
弓
矢
を
肩
に
し
、
其

次
は
同
じ
く
鳥と

り
げ毛

の
長な
が
え柄

を
肩
に
し
、
毎
組
小
頭
二
人
宛
、
上
下
裃
か
み
し
も

着
用
高
股
立

に
て
前
後
に
附
添
ひ
、
各
々
三
間
距
離
を
隔
て
粛
々
と
し
て
進
む
。
そ
の
儀
容
威
厳

侵
べ
か
ら
ず
、
万
一
に
も
其
間
を
通
過
す
る
者
あ
ら
ん
か
、
厳
し
く
之
を
叱
責
す
。

其
次
は
引
馬
二
匹
、
金き

ん
ぷ
く覆
輪り
ん

の
鞍
に
萠も
え
ぎ黄
羅
紗
の
覆
ひ
を
な
し
、
燃
る
許
り
の
緋
房

の
靳
鞦
を
か
け
、
二
人
宛
の
口
取
と
小
頭
附
添
た
り
。
又
御
船
は
朱
塗
に
て
、
紫
縮

緬
に
白
の
染
抜
の
御
紋
を
見
は
し
、
上
に
は
吹
抜
け
旗
、
弓
矢
小
銃
（
緋
羅
紗
袋
入
）

を
飾
り
立
て
船
謡
を
奏
し
つ
つ
進
む
、
其
妙
音
美
声
謡
曲
に
優
れ
り
。
今
や
廃
滅
に

属
す
惜
む
に
余
り
あ
り
、
そ
の
次
に
塔
堂
車
あ
り
大
工
町
よ
り
出
し
抽
籤
外
に
先
進
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船
を
運
行
し
て
い
る
が
、『
吉
田
新
報
』
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
年
）
一
〇
月
二
五

日
の
記
事
に
は
、
御
船
は
桜
丁
が
運
行
し
て
い
た
と
の
記
載
が
あ
り
、『
吉
田
町
誌
』

で
は
運
行
団
体
の
記
載
は
見
当
た
ら
な
い
。
複
数
名
の
八
〇
～
九
〇
代
の
古
老
の

方
々
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
り
、
老
人
ク
ラ
ブ
に
よ
る
運
行
は
、
昭
和
五
三
年

頃
に
、
ク
ラ
ブ
活
動
に
熱
心
な
高
橋
万
作
氏
（
故
人
、
北
小
路
一
区
、
当
時
の
町
議
）

が
お
り
、
高
橋
氏
を
中
心
と
し
て
始
ま
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
情
報
が
得

ら
れ
た
。

　

ま
た
現
在
の
御
船
の
修
理
履
歴
に
つ
い
て
は
、
地
元
造
船
会
社
で
あ
る
松
島
造
船

で
修
理
を
し
て
お
り
、
当
時
の
船
大
工
松
島
一
郎
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
で
は
昭
和

六
〇
年
（
一
九
八
五
年
）
頃
と
い
う
こ
と
が
判
明
、
修
理
箇
所
は
艫
の
部
分
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

御
船
は
、
元
々
は
御
船
手
地
区
が
運
行
・
保
管
し
て
い
た
が
、
保
管
倉
庫
の
老
朽

化
に
よ
り
西
小
路
に
移
転
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
聞
き
取
り
調
査
で
は

そ
の
移
転
時
期
を
確
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
昭
和
二
〇
年
代
に

は
、
安
藤
神
社
の
蔵
に
移
転
し
保
管
さ
れ
て
い
た
が
、
旧
吉
田
町
が
平
成
元
年
三
月

に
民
俗
資
料
等
を
保
管
す
る
倉
庫
を
御
殿
内
に
建
て
た
時
に
、
御
船
も
そ
の
倉
庫
に

移
転
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
平
成
七
年
五
月
に
吉
田
ふ
れ
あ
い
国
安
の
郷

が
完
成
し
た
時
に
、
御
船
を
同
施
設
の
お
祭
り
館
に
保
管
を
兼
ね
て
展
示
す
る
よ
う

に
な
り
、
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。

第
三
節
　
御
船

　

御
船
は
、『
吉
田
町
誌
』（
一
九
七
一
年
）
で
は
、「
現
在
の
御
船
は
明
治
二
五
年

に
新
造
さ
れ
、
そ
の
当
時
は
御
用
練
の
ひ
と
つ
と
し
て
出
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
船

体
は
す
べ
て
朱
塗
、
紫
縮ち

り
め
ん緬
に
白
で
御
紋
を
染
め
抜
い
た
船
幕
を
ひ
き
め
ぐ
ら
せ
、

船
上
に
は
吹
抜
き
に
御
旗
、
緋
羅
紗
袋
を
か
け
た
弓
矢
小
銃
を
飾
り
た
て
、
お
船
謡

を
唄
い
な
が
ら
巡
行
し
た
」と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
伊
予
史
談
会
文
庫
本
で
は
、

「
御
座
ノ
舩
（
オ
ゴ
ザ
ノ
フ
ネ
）」
と
読
み
、「
御
舟
手
一
人
御
舟
ノ
中
ニ
テ
舩
歌
を

謡
フ
」
と
あ
る
。

　

御
船
歌
は
御
船
手
組
の
歌
頭
三
瀬
両
家
に
世
襲
さ
れ
、
二
〇
人
の
歌
組
に
よ
っ

て
、
参
勤
交
代
の
時
の
船
出
の
儀
式
、
あ
る
い
は
祭
礼
の
お
船
練
り
の
練
歌
と
し
て

う
た
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
殿
中
の
宴
席
、
江
戸
屋
敷
等
で
も
常
に
披
露
さ
れ
、

吉
田
の
船
歌
の
名
調
は
、
在
府
の
諸
侯
の
間
で
も
さ
か
ん
に
も
て
は
や
さ
れ
た
も

の
と
言
わ
れ
て
い
る
。『
万
延
二
酉
年
（
一
八
六
〇
年
）
正
月
吉
祥
日
書
写
御
歌
本
』

の
写
し
に
よ
る
御
船
歌
は
、「
初
春
」「
秋
の
寝
覚
」「
都
辺
」「
松
揃
え
」「
鈴
鹿
山
」

「
嘉
田
」「
葛
城
」「
祝
揃
」「
紅
葉
狩
」「
抑
当
代
」「
島
揃
え
」「
月
見
」「
義
経
」「
江

戸
」「
蕣

あ
さ
が
お」「
敦
盛
」「
花
の
都
」「
な
ぎ
さ
」「
川
な
が
し
」「
さ
ん
さ
」「
加か

す

り
寿
里
」

な
ど
が
あ
り
、『
宇
和
島
吉
田
両
藩
誌
』（
一
九
一
七
年
・
愛
媛
教
育
協
会
北
宇
和
部

会
編
）
所
載
の
宇
和
島
藩
の
そ
れ
と
は
歌
詞
が
異
な
る
も
の
が
多
い
。
万
延
年
間

（
一
八
六
〇
年
）
頃
は
八
代
宗
孝
の
時
代
、
江
戸
藩
邸
で
酒
色
に
贅
を
つ
く
し
て
い

た
頃
で
、
寵
愛
し
た
歌
の
名
手
小
山
吉
右
衛
門
は
長
唄
・
端
唄
全
般
に
通
じ
て
い
た

と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
船
歌
の
う
ち
に
は
こ
の
頃
の
江
戸
の
流
行
を
取
り
入
れ

た
も
の
も
あ
る
の
で
は
と
推
察
さ
れ
る
。

　

第
三
章
の
現
状
で
先
述
し
て
い
る
と
お
り
、
現
行
は
吉
田
町
老
人
ク
ラ
ブ
が
御
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第
四
節
　
鹿
の
子

一
　
は
じ
め
に

　

吉
田
秋
祭
に
登
場
す
る
鹿
の
子
は
、
愛
媛
県
南
部
―
南
予
地
方
に
分
布
す
る
鹿し
か
お
ど踊

り
の
一
例
で
あ
る
。

　

南
予
の
鹿
踊
り
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
今
村
威
や
大
本
敬
久
な
ど
の
網
羅
的
な
研

究
（
１
）
が
あ
っ
て
、
現
段
階
の
到
達
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
先
行
研

究
の
成
果
に
多
く
負
い
な
が
ら
、
吉
田
秋
祭
に
お
け
る
鹿
の
子
の
特
徴
に
つ
い
て
ま

と
め
て
お
き
た
い
。

二
　
南
予
地
方
の
鹿
踊
り

鹿
踊
り
の
概
要　
ま
ず
は
、
鹿
踊
り
の
概
略
と
特
徴
を
ふ
り
か
え
っ
て
お
こ
う
。

　

南
予
の
鹿
踊
り
は
、
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
が
あ
り
、
吉
田
の
よ
う
な
シ
カ
ノ

コ
（
鹿
の
子
）
の
ほ
か
、
シ
カ
ノ
コ
マ
イ
、
シ
シ
マ
イ
、
デ
ン
デ
コ
、
ま
た
鹿
の
頭

数
に
応
じ
て
イ
ツ
シ
カ
（
五
ツ
鹿
）
や
ヤ
ツ
シ
カ
（
八
ツ
鹿
）
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
。

そ
の
分
布
域
は
、
旧
宇
和
島
藩
領
内
と
支
藩
の
吉
田
藩
領
内
を
中
心
に
、
隣
接
す
る

周
辺
地
域
（
高
知
県
側
も
含
む
）
で
、
あ
わ
せ
て
現
在
も
約
九
〇
ヶ
所
で
伝
承
さ
れ

て
い
る
と
い
う
（
２
）。
い
ず
れ
も
演
者
が
頭
上
に
鹿
頭
を
被
っ
て
体
を
胴
衣
で
覆
い
、

胸
に
太
鼓
を
付
け
て
両
手
に
持
っ
た
撥
で
打
ち
な
が
ら
踊
る
も
の
で
、
そ
の
七
割
以

上
を
占
め
る
の
は
鹿
役
五
人
の
五
頭
か
ら
な
る
五
ツ
鹿
だ
が
、
ほ
か
に
も
、
吉
田
の

七
頭
を
は
じ
め
、
八
頭
・
六
頭
も
点
在
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
従
来
か
ら
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
年
）
の
伊
達
秀
宗
宇
和
島
入
部
を

機
に
、
東
北
仙
台
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
鹿

し
し
お
ど
り踊
が
伝
播
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
直
接
的
な
文
献
記
録
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、

宇
和
島
藩
士
桜
田
某
が
文
政
六
年
（
一
八
二
三
年
）
に
還
暦
を
迎
え
て
宝
暦
一
三
年

（
一
七
六
三
年
）
以
降
の
六
〇
年
間
の
年
中
行
事
の
移
り
変
わ
り
を
記
し
た
い
わ
ゆ

る
「
桜
田
随
筆
」（『
宇
和
島
吉
田
両
藩
誌
』（
一
九
一
七
年
・
愛
媛
教
育
協
会
北
宇

和
部
会
）
所
載
。
第
八
章
「
風
俗
」
で
「
故
人
随
筆
」
の
見
出
し
で
掲
載
。
原
典
所

在
不
明
。）
の
六
月
二
三
、二
四
日
の
和
霊
宮
（
現
在
の
和
霊
神
社
）
祭
礼
の
記
述
中

に
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

�　

裏
町
三
丁
目
の
カ
ラ
獅
子
は
古
め
か
し
と
て
止
め
た
り
、
此
唐
獅
子
は
、
そ
の

か
み
仙
台
よ
り
来
る
人
彼
御
国
に
て
も
て
は
や
さ
る
ゝ
事
の
由
に
て
仕
出
し
た

り
と
伝
へ
聞
け
り
、
今
も
仙
台
に
て
は
用
ゐ
ら
る
ゝ
よ
し
、
歌
の
と
な
へ
も
此
辺

の
作
と
は
思
は
れ
ず
、
仙
台
の
風
に
て
あ
ら
ば
神
慮
を
慰
む
る
は
道
理
か

「
カ
ラ
（
唐
）
獅
子
」
の
解
釈
に
は
複
数
の
見
解
が
あ
る
が
（
３
）、
こ
れ
が
鹿
踊
り
を

指
し
て
い
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。「
仙
台
よ
り
来
る
人
」
い
わ
く
（
仙
台
で
鹿
踊

り
が
）
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
な
の
で
（
宇
和
島
で
も
）
や
り
始
め
た
と

伝
え
聞
い
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
宇
和
島
で
鹿
踊
り
を
始
め
た
人
が
「
仙

台
よ
り
来
る
人
」
な
の
か
、
そ
の
話
を
聞
い
た
地
元
宇
和
島
の
人
な
の
か
、
ど
ち
ら

と
も
読
め
そ
う
で
は
あ
る
が
、
遅
く
と
も
こ
の
時
期
に
は
、
鹿
踊
り
が
仙
台
か
ら
伝

わ
っ
た
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

仙
台
を
は
じ
め
東
北
・
関
東
地
方
な
ど
東
日
本
を
中
心
に
分
布
す
る
シ
シ
踊
り

は
、
か
つ
て
は
一
人
立
ち
の
獅
子
の
芸
能
の
一
種
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
近
年
で

は
む
し
ろ
風
流
太
鼓
踊
り
（
風
流
羯
鼓
踊
り
）
の
一
種
と
す
る
考
え
方
が
出
て
き
て

い
る
（
４
）。
い
わ
ば
風
流
太
鼓
踊
り
の
演
者
が
頭
上
に
シ
シ
頭
を
頂
い
た
か
た
ち
の

民
俗
芸
能
で
あ
る
。
そ
れ
が
西
日
本
へ
飛
び
火
し
て
伝
播
し
た
例
は
、
い
わ
ゆ
る
三
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匹
獅
子
舞
（
三
頭
シ
シ
踊
り
）
が
、
寛
永
一
一
年
（
一
六
三
四
年
）
に
酒
井
忠
勝
が

武
蔵
川
越
（
埼
玉
県
）
か
ら
若
狭
小
浜
（
福
井
県
）
へ
国
替
え
し
た
際
に
伝
播
し
た

雲
浜
獅
子
と
、
南
予
の
鹿
踊
り
の
二
例
の
み
し
か
な
い
。
い
ず
れ
も
藩
主
の
国
替
え

と
い
う
政
治
的
事
由
を
背
景
と
し
た
特
異
な
伝
播
で
あ
る
が
、
鹿
踊
り
の
場
合
、
仙

台
か
ら
宇
和
島
に
伝
播
し
て
以
降
、
さ
ら
に
南
予
一
円
に
さ
ま
ざ
ま
な
変
容
を
経
な

が
ら
広
域
に
及
ぶ
面
的
伝
播
を
展
開
し
て
い
る
点
で
も
、
特
異
な
様
相
を
呈
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

　

鹿
踊
り
の
始
ま
り
を
明
確
に
示
す
文
献
史
料
は
な
い
が
、
当
地
域
で
の
祭
礼
風
流

の
記
録
は
、
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
年
）
九
月
、『
伊
達
家
御
歴
代
事
記
』
の
「
宇

和
島
一
宮
神
社
祭
ね
り
も
の
、
今
年
よ
り
始
め
て
出
ル
」
等
が
初
見
と
さ
れ
る
が
、

大
本
敬
久
に
よ
れ
ば
（
５
）、原
典
所
在
不
明
な
が
ら
、平
成
五
年
の
『
う
わ
じ
ま
新
聞
』

の
記
事
で
、
当
時
の
宇
和
島
歴
史
資
料
館
山
口
喜
多
男
館
長
の
文
章
に
引
用
さ
れ
た

「
龍
光
沙
門
伝
照
旧
記
」
に
、宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
年
）
に
「
星
霜
五
十
七
回
を
経
」

て
「
鹿
頭
悉
く
破
損
」
し
た
た
め
「
鹿
頭
等
十
体
」
を
修
理
し
た
旨
の
記
録
が
あ
る

そ
う
で
、宝
永
三
年
の
五
七
年
前
が
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
年
）
に
一
致
す
る
た
め
、

こ
の
「
龍
光
沙
門
伝
照
旧
記
」
の
記
述
が
確
か
な
ら
ば
、
一
宮
神
社
（
現
在
の
宇
和

津
彦
神
社
）
で
「
ね
り
も
の
（
こ
こ
で
は
祭
礼
行
列
全
般
を
指
す
（
６
））」
が
始
ま
っ

た
当
時
、
す
で
に
鹿
頭
を
伴
う
鹿
踊
り
が
出
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
。

　

な
お
、
文
献
で
確
認
で
き
る
鹿
踊
り
の
初
見
は
、
西
予
市
宇
和
町
の
『
小
原
村
清

家
日
誌�

上
』（
一
九
三
二
年
書
写
・
伊
予
史
談
会
文
庫
・
愛
媛
県
立
図
書
館
保
管
）

の
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
年
）
の
記
事
「
九
月
、
御
神
事
ね
り
車
相
止
、
鹿
舞
初
ル
、

頭
取
長
右
衛
門
御
城
下
へ
参
、
相
な
ら
い
申
候
、
頭
ハ
信
濃
い
た
し
候
」
だ
が
、
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
御
城
下
（
宇
和
島
）
へ
行
っ
て
鹿
舞
（
鹿
踊
り
）
を
習
っ
た
と
あ
る

の
で
、
当
時
す
で
に
宇
和
島
城
下
で
は
鹿
踊
り
が
存
在
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

特
異
な
事
例
二
例　
ま
た
現
行
の
鹿
踊
り
を
見
渡
す
上
で
、
留
意
す
べ
き
伝
承
群
が

二
例
あ
る
。
吉
田
立
間
の
鹿
の
子
は
以
下
に
述
べ
る
二
例
の
ど
ち
ら
の
事
例
の
影
響

下
に
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
留
意
し
つ
つ
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

そ
の
ひ
と
つ
、
国
の
「
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
の
民
俗
文
化

財
」
に
選
択
さ
れ
て
い
る
西
予
市
城
川
町
窪
野
の
八
ツ
鹿
踊
り
は
、「
文
政
一
〇
年

（
一
八
二
七
年
）
こ
ろ
、
庄
屋
の
矢
野
総
左
衛
門
が
、
宮
城
県
仙
台
か
ら
、
わ
ざ
わ

ざ
師
匠
を
迎
え
て
、
半
年
間
自
分
の
家
に
滞
在
さ
せ
て
、
従
来
の
も
の
に
手
を
入
れ

現
在
の
形
の
も
の
に
仕
立
て
直
し
を
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
」（『
伊
予
民
俗
ノ
ー

ト
』（
一
九
七
九
年
・
野
口
光
敏
・
愛
媛
文
化
双
書
刊
行
会
）
一
二
二
頁
）
と
い
う

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
窪
野
や
近
く
の
土
居
は
八
ツ
鹿
だ
が
、

土
居
か
ら
鹿
踊
り
を
教
わ
っ
た
遊ゆ

す
だ
に

子
谷
（
愛
媛
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
「
遊
子
谷

の
七
鹿
踊
り
」）
は
鹿
の
数
を
ひ
と
つ
減
ら
さ
れ
て
七
頭
と
な
り
、
さ
ら
に
遊
子
谷

か
ら
教
え
ら
れ
た
予よ

こ
ば
や
し

子
林
（
同
市
野
村
町
）
は
六
ツ
鹿
、
予
子
林
か
ら
教
え
ら
れ
た

男お
ん
が
わ
ち

河
内
（
同
市
城
川
町
）
や
惣
川
（
同
市
野
村
町
）
等
は
五
ツ
鹿
と
、
伝
播
す
る
た

び
に
鹿
の
数
を
減
ら
し
て
近
隣
地
域
に
広
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
実
例
か
ら
、
宇
和
島
城
下
の
八
ツ
鹿
や
、
支
藩
吉
田
藩
の
立
間
の
七
鹿

な
ど
も
引
き
合
い
に
、
か
つ
て
は
南
予
の
鹿
踊
り
全
体
が
鹿
の
頭
数
を
減
ら
し
な
が

ら
伝
播
し
た
か
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
た
が
、
実
際
は
異
な
る
こ
と
は
早
く

に
大
本
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
７
）。
注
意
し
た
い
の
は
、
前
述
の
窪
野
・

土
居
・
遊
子
谷
等
、
西
予
市
山
間
部
周
辺
の
伝
承
例
の
一
群
が
、
仙
台
か
ら
改
め
て

鹿
踊
を
教
わ
っ
た
と
の
伝
承
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
確
か
に
南
予
の
他
地
域
の

鹿
踊
り
と
や
や
内
容
が
異
な
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
本
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
鹿

の
背
に
短
冊
の
付
い
た
大
き
な
笹
竹
が
立
て
ら
れ
、
東
北
の
太
鼓
踊
り
系
鹿
踊
の
演

者
が
腰
に
付
け
る
サ
サ
ラ
を
彷
彿
と
さ
せ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
必
ず
し
も
シ
ン
メ
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ト
リ
ッ
ク
で
な
い
実
演
時
の
配
置
や
、
長
唄
や
笛
の
存
在
、
何
よ
り
も
鹿
の
頭
数
を

減
ら
し
て
も
実
演
可
能
な
踊
り
の
あ
り
方
等
は
、
詳
細
な
比
較
検
討
こ
そ
今
後
の
課

題
だ
が
、
特
異
な
一
群
と
し
て
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
宇
和
島
城
下
の
総
鎮
守
宇
和
津
彦
神
社
に
奉
納
さ
れ
る
い
わ
ば

中
心
地
の
象
徴
的
な
存
在
で
あ
る
宇
和
島
市
裡
町
の
八
ツ
鹿
踊
り
で
あ
る
。
こ
の
八

ツ
鹿
踊
り
は
、嘉
永
二
年（
一
八
四
九
年
）の『
宇
和
津
彦
神
社
祭
礼
絵
巻
』（
末
広
本
）

な
ど
で
は
、
鹿
五
頭
で
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
後
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二

年
）
一
一
月
に
摂
政
宮
が
宇
和
島
に
行
啓
し
鹿
踊
り
を
台
覧
し
た
際
、「
古
式
に
則

り
」
八
ツ
鹿
に
変
容
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
８
）。
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は

そ
の
後
の
変
容
で
、
昭
和
初
期
に
は
、
京
都
か
ら
都
踊
り
の
師
匠
を
招
い
て
歌
と
踊

り
を
教
え
て
も
ら
っ
た
り
、
実
際
に
京
都
の
都
踊
り
で
宇
和
島
八
ツ
鹿
踊
が
上
演
さ

れ
た
り
し
た
記
録
も
残
っ
て
い
る
と
い
う
（
９
）。
す
な
わ
ち
現
在
の
八
ツ
鹿
踊
り
の

伝
承
芸
能
は
、
そ
う
し
た
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
鹿
踊
り
な
ら
で
は
の
、
時
代
性
を

反
映
し
た
変
容
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
可
能
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
で
あ
る
。

立
間
の
鹿
の
子　
振
り
返
っ
て
、
立
間
の
鹿
の
子
を
見
て
み
よ
う
。

　

七
頭
で
構
成
さ
れ
る
現
行
の
鹿
踊
り
は
、
現
在
愛
媛
県
内
に
三
例
し
か
な
い
。
そ

の
ひ
と
つ
は
西
予
市
城
川
町
遊
子
谷
だ
が
、
前
述
し
た
と
お
り
、
踊
り
の
内
容
が
や

や
異
な
る
系
統
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
立
間
か
ら
明
治
期
に
伝
播
し
た
（
10
）

と

さ
れ
る
宇
和
島
市
吉
田
町
与
村
井
（
法
花
津
）
で
あ
る
。
与
村
井
で
は
、
地
元
の

伝
承
で
は
明
治
期
に
立
間
か
ら
鹿
の
子
を
習
っ
た
と
伝
え
て
お
り
、
導
入
当
初
か

ら
使
っ
て
い
る
張
り
子
の
鹿
頭
の
内
部
に
は
明
治
期
の
新
聞
を
貼
っ
た
跡
が
み
え

る
と
も
い
う
。
現
在
も
一
一
月
三
日
の
地
元
三
島
神
社
の
祭
礼
で
、
小
学
三
年
生
～

高
校
生
に
よ
っ
て
七
頭
の
鹿
踊
り
が
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
親
鹿
に
よ
る
シ
カ
ブ
エ
を

使
っ
た
飛
び
込
み
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
立
間
系
統
の
鹿
踊
り
の
明
確
な

伝
播
事
例
と
し
て
注
目
で
き
よ
う
。

　

こ
れ
ま
で
見
た
と
お
り
、
現
在
ま
で
に
二
次
的
変
容
を
経
た
と
考
え
ら
れ
る
鹿
踊

り
も
存
在
す
る
中
、
南
予
地
方
に
伝
わ
っ
た
当
初
の
鹿
踊
り
の
姿
を
考
察
す
る
上

で
、
立
間
の
鹿
の
子
は
注
目
す
べ
き
事
例
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。

三
　
絵
巻
に
描
か
れ
た
鹿
の
子

　

吉
田
秋
祭
の
数
多
く
残
る
絵
巻
は
、
藩
政
時
代
の
鹿
の
子
の
様
子
を
う
か
が
い
知

る
数
少
な
い
資
料
で
も
あ
る
。
ま
た
、本
書
で
も
す
で
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

鹿
の
子
が
『
吉
田
祭
礼
絵
巻
』
の
写
本
関
係
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
指
標
と
も

な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
年
）
森
太
左
衛
門
筆
本
系
統
の

写
本
に
み
ら
れ
る
鹿
が
五
頭
で
描
か
れ
る
も
の
と
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
年
）
松

本
才
治
郎
筆
本
系
統
に
み
ら
れ
る
鹿
が
七
頭
で
描
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
両
系

統
の
鹿
の
子
の
描
き
方
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

写真 01

天
保
六
年
系
の
絵
巻　
ま
ず
天
保
六
年
系
は
、
森
太

左
衛
門
筆
の
原
本
が
現
段
階
で
所
在
不
明
だ
が
、
大

正
六
年
頃
に
吉
田
藩
の
小
姓
だ
っ
た
利
根
親
聲
が
書

写
し
、
当
時
の
現
状
を
記
録
す
る
意
味
合
い
で
さ
ま

ざ
ま
な
書
き
込
み
が
加
え
ら
れ
た
『
利
根
本
』
か
ら

確
認
し
て
み
た
い
（
写
真
01
）。

　

鹿
の
子
は
、
神
幸
行
列
の
後
方
、
魚
棚
一
丁
目
の

ね
り
車
の
一
群
の
あ
と
に
鹿
の
子
と
裃
姿
で
竹
の
棒

を
持
っ
た
警
護
一
名
が
付
き
、
現
在
の
よ
う
な
ハ
タ
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ク
ー
ニ
カ
ラ
ー
モ　

イ
ー
ソ
ギ
モ
ド
レ
ト　

フ
ー
ミ
ガ
キ
ー
テ　

オ
イ
ト
マ　

　
　

モ
ー
シ
テ　

タ
チ
カ
ヘ
ル
」

　

絵
巻
の
余
白
で
「
・
・
・
」
を
挟
む
な
ど
、
省
略
も
う
か
が
わ
れ
て
単
純
比
較
で

き
な
い
が
、
一
番
「
廻
れ
廻
れ
…
」
の
歌
詞
の
前
に
二
番
「
鹿
の
子
が
…
」
の
冒
頭

部
が
入
る
ほ
か
、
三
番
「
す
だ
れ
柳
」
と
四
番
「
十
三
か
ら
…
」
の
入
れ
替
え
、
七

番
「
か
ん
じ
が
…
」
の
消
失
な
ど
、
混
同
や
遺
失
は
見
ら
れ
る
が
、
新
規
の
歌
は
な

く
既
知
の
歌
ば
か
り
で
、
現
在
の
伝
承
と
大
き
な
差
異
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
鹿
五
頭
が
描
か
れ
た
上
甲
本
・
白
描
本
（
写
真
02
）
と
も
同
様
で
、

牝
鹿
に
や
や
差
異
を
付
け
る
が
、
五
頭
と
も
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
で
一
列
に
並
ぶ
姿
で

描
か
れ
る
。
白
描
本
で
は
、
線
描
ゆ
え
に
角
に
巻
い
て

後
に
垂
ら
し
た
布
の
様
子
も
し
っ
か
り
確
認
で
き
て
、

現
在
と
の
装
い
の
共
通
性
を
確
認
で
き
る
。

慶
応
三
年
系
の
絵
巻　

慶

応
三
年
系
は
原
本
の
松
本

才
治
郎
本
『
八
幡
宮
御
祭

礼
画
図
』（
以
下
松
本
本
）

を
見
て
み
よ
う
（
写
真

03
）。
鹿
は
天
保
六
年
系

と
同
様
に
牛
鬼
の
前
の
位

置
で
描
か
れ
る
が
、
こ
の

後
に
出
る
七
頭
系
統
の
写

　　写真 03

　
　

ナ
ー
ン
ボ
タ
ヅ
ネ
テ
モ　

オ
ー
ラ
バ
コ
ー
ソ
ヤ　

ヒ
ト
モ
ト
ス
ス
キ
ノ　
　
　
　

　
　

カ
ー
ゲ
ニ
オ（

傍

線

朱

線

）

ー
ル
モ
ノ
・
・
・
・
・

　
　

・
・
・
・
・
シ
ー
ラ
サ
ギ
ー
ガ　

ア
ー
ト
モ
ニ
ゴ
サ
ズ　

・
・
・
・
・

　
　

タ（

傍

線

朱

線

）

ー
テ
ヤ
シ
ー
ラ
サ
ギ
・
・
・
・
・

モ
チ
は
い
な
い
。
そ
の
後
ろ
は
、
牛
鬼
―
八
幡
宮
幟
―
榊
―
太
鼓
―
神
輿
三
基
と

な
っ
て
最
後
尾
で
、
い
わ
ば
牛
鬼
と
並
ん
で
行
列
終
盤
の
神
輿
の
先
触
れ
的
な
位
置

で
神
幸
に
供
奉
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
一
列
に
並
ぶ
鹿
は
五
頭
し
か
い
な

い
が
、
コ
ロ
モ
な
ど
は
ほ
ぼ
現
在
と
同
じ
色
柄
で
、
縞
の
裁
付
袴
に
白
足
袋
・
草
鞋

履
き
。
中
央
に
い
る
角
の
無
い
鹿
が
牝
鹿
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
の
そ
れ
と
は
異
な

る
白
っ
ぽ
い
頭
で
、
頭
上
に
赤
い
鳥
居
が
立
ち
左
右
に
紅
葉
の
葉
が
見
え
る
。
ま
た

鹿
の
上
部
の
余
白
に
は
以
下
の
よ
う
に
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

鹿
ノ
子
ハ
立
間
村
字
古
名
組
ヨ
リ
出
ツ

　
　

正
式
ハ
先
ニ
二
頭
ノ
鹿
小
笛
ヲ
吹
キ
ツ
ヽ
走
リ
来
リ
テ
群
衆
ヲ
押
擴
ゲ
凡
八　
　

　
　

疂
敷
許
ノ
舞
踏
場
ヲ
造
リ
後
他
ノ
鹿
来
リ
揃
ヒ
テ
舞
踏
ヲ
ナ
ス
略
式
ハ
走
込

　
　

ヲ
ナ
サ
ズ
歌
詞
モ
幾
分
ヲ
畧
ス
処
ア
リ

　
　

胸
部
ニ
小
皷
ヲ
掛
ケ
歌
詞
ニ
合
セ
打
チ
ツ
ヽ
舞
踏
ヲ
ナ
ス
歌
詞
左
ノ
如
シ

鹿
の
子
を
出
し
て
い
た
の
が
「
古
名
組
」
で
あ
る
こ
と
を
記
す
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。

古
名
組
は
今
の
小
名
地
区
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
親
鹿
の
ト
ビ
コ
ミ
が
付
く

踊
り
が
「
正
式
」
で
、
群
衆
を
押
し
広
げ
て
踊
り
の
場
所
を
確
保
す
る
意
味
が
あ
る

と
す
る
。
ま
た
こ
の
鹿
踊
り
を
「
舞
踏
」
と
表
現
す
る
点
も
興
味
深
い
。

　

続
い
て
書
き
込
み
は
、
鹿
の
子
の
歌
詞
を
綴
っ
て
い
く
が
、
朱
書
き
を
加
え
て
注

釈
を
入
れ
る
丁
寧
さ
で
利
根
本
の
優
れ
た
記
録
性
が
う
か
が
え
る
。
歌
詞
は
現
在
と

お
お
む
ね
同
じ
だ
が
、
細
部
に
相
違
点
も
あ
る
の
で
煩
を
厭
わ
ず
引
用
し
た
い
。

　
　
「
シ
ー
カ
ノ
コ
ー
ハ　

マ
ー
ハ
レ
マ
ー
ハ
レ　

ミ
ー
ヅ
グ
ル
ー
マ　

オ
ー
ソ
ク　
　

　
　

マ
ハ
レ
バ
セ（

傍

線

朱

線

）

ー
キ
ニ
ト
ー
マ
ル
ナ　
「（
朱
）セ
ー
キ
ニ
ト
ー
マ
ル
ナ
」
（
朱
）
　
　
　

　
　

十
三
カ
ー
ラ　

コ
レ
マ
デ
ツ
レ
タ
ル　

メ
ン
ジ
ー
シ
ヲ
ー
バ　

コ
ナ
タ
ノ
オ　
　

ニ　

ハ
ニ
カ
ー
ク
シ
オ（

傍

線

朱

線

）

ー
カ
レ
タ

　
　

・
・
・
・
・
ス
ー
ダ
レ
ヤ
ナ
ギ
ヲ　

エ
ダ
オ
リ
ソ
ロ
ヘ
テ　

　
　

ヤ（

傍

線

朱

線

）

ー
ス
ミ
ナ
ー
カ
ダ
チ
・
・
・
・
・

朱
引
ノ
詞

繰
返
ス
以
下
仝
シ

　　写真 02
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本
は
、
い
ず
れ
も
鹿
と
牛
鬼
の
間
に
ホ
タ
二
頭
と
戯
れ
る
群
衆
を
描
い
て
い
る
こ
と

を
思
え
ば
、
写
本
関
係
の
分
岐
点
に
相
応
し
い
、
双
方
の
特
徴
を
併
せ
持
っ
た
過
渡

期
的
作
品
と
い
え
る
。

　

さ
き
ほ
ど
の
『
利
根
本
』
に
比
べ
る
と
、
素
朴
で
簡
易
な
筆
致
で
、
鹿
は
す
べ
て

頭
が
黄
色
、
コ
ロ
モ
は
青
色
と
、
共
通
し
て
描
か
れ
る
。
牝
鹿
と
思
わ
れ
る
中
央
の

角
の
無
い
鹿
は
、
鳥
居
も
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
天
保
六
年
本
よ
り
も
現
状
の
牝
鹿
に

近
い
形
態
で
は
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
や
は
り
、
鹿
が
増
え
て
現
在
と
同
じ

七
頭
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
幕
末
期
の
慶
応
三
年
に
は
、
鹿
の
子

は
現
在
と
同
じ
頭
数
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
前
述
の
明
治
期
に
立
間
か

ら
七
頭
の
鹿
の
子
を
習
っ
た
と
す
る
与
村
井
の
伝
承
も
、
そ
れ
が
確
か
な
ら
ば
こ
れ

を
裏
付
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

五
頭
か
ら
七
頭
へ　

天
保
六
年
か
ら
慶
応
三
年
の
約
三
〇
年
の
間
に
鹿
が
二
頭
増

え
た
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

松
本
本
で
は
、
七
頭
は
大
き
さ
こ
そ
一
様
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
仔
細
に
見
る
と
、

七
頭
の
う
ち
左
右
両
端
各
二
頭
の
四
頭
は
、
頭
の
上
か
ら
背
中
に
布
が
垂
れ
て
い
る

の
に
対
し
、
中
央
の
牝
鹿
と
両
脇
の
鹿
は
、
後
ろ
姿
の
右
の
一
頭
も
含
め
て
、
頭
上

で
な
く
後
頭
部
か
ら
布
が
垂
れ
て
い
る
。
実
物
と
異
な
る
絵
画
的
処
理
な
が
ら
、
意

識
的
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
立
間
の
鹿
の
子
の
大
き
な
特
徴
に
、

子
供
扮
す
る
子
鹿
が
牝
鹿
の
両
脇
に
並
ん
で
踊
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
松

本
本
以
外
の
七
頭
系
統
の
絵
巻
で
は
、
牝
鹿
の
隣
に
や
や
背
の
低
い
鹿
が
二
頭
描
か

れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
間
違
い
な
く
子
鹿
と
み
ら
れ
る
。
五
頭
を
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ

に
描
い
て
い
た
天
保
六
年
系
統
の
鹿
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
慶
応
三
年
段
階
で
新
た

に
加
わ
っ
て
い
た
の
は
、
牝
鹿
の
両
側
に
二
頭
の
子
鹿
役
を
新
た
に
付
随
さ
せ
る
趣

向
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
趣
向
に
至
っ
た
契
機
や
経
緯
は
現
段
階
で
は
分

か
ら
な
い
が
、
牝
鹿
は
鹿
踊
り
の
歌
詞
に
も
頻
出
す
る
鹿
踊
り
の
中
心
的
テ
ー
マ
で

あ
る
。
子
鹿
の
趣
向
は
、
牝
鹿
の
母
性
を
強
調
し
、
そ
の
存
在
感
を
高
め
る
演
出
的

効
果
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、
大
正
期
の
写
本
の
書
き
込
み
と
は
い
え
、
五
頭
し
か
描
か
れ
て
い
な

い
利
根
本
に
、
現
在
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
ぬ
詞
章
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
実
際
は
五

頭
か
ら
七
頭
へ
変
化
し
て
も
、
踊
り
の
内
容
に
大
き
な
変
容
が
な
か
っ
た
証
左
と
も

な
ろ
う
。
立
間
の
鹿
の
子
の
踊
り
方
は
、
基
本
的
に
は
五
頭
で
演
じ
る
五
ツ
鹿
踊
り

で
、
子
鹿
二
頭
の
追
加
は
踊
り
内
容
の
変
化
を
反
映
し
た
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
踊

り
の
内
容
を
維
持
し
た
上
で
の
潤
色
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
明
確
な
よ
う
に
、
南
予
の
鹿
踊
り
は
五
頭
の
鹿
踊
り
が
最
も

伝
承
数
が
多
く
、
基
本
的
な
鹿
踊
り
の
か
た
ち
で
あ
っ
た
。
五
ツ
鹿
・
六
ツ
鹿
・
八

ツ
鹿
な
ど
、
鹿
の
頭
数
を
意
識
し
た
呼
称
は
、
そ
も
そ
も
頭
数
の
異
な
る
対
象
を
見

出
し
て
差
異
化
す
る
意
識
の
元
に
発
生
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
何
頭
立
て
で
あ

る
か
を
問
題
と
し
な
い
「
鹿
の
子
」
と
呼
称
さ
れ
た
立
間
の
鹿
踊
り
が
、
五
頭
か
ら

七
頭
へ
と
変
化
し
て
い
た
経
緯
は
、
基
本
的
な
五
頭
編
成
の
鹿
踊
り
が
ど
の
よ
う
に

変
容
し
得
る
か
を
考
え
る
上
で
も
示
唆
的
な
一
例
で
あ
る
。

四
　
鹿
の
子
の
鹿
頭

南
予
の
鹿
頭　

東
北
の
鹿
踊
り
や
関
東
の
三
匹
獅
子
舞
を
含
む
全
国
の
一
人
立
ち

の
獅
子
は
、
む
ろ
ん
そ
の
形
状
も
多
様
だ
が
、
お
お
む
ね
シ
シ
頭
（
鹿
と
は
限
ら
な

い
）
は
演
者
の
頭
上
に
固
定
さ
れ
、
い
わ
ば
シ
シ
の
下
顎
の
直
下
に
演
者
の
頭
が
く

る
形
が
通
例
で
あ
る
。
南
予
地
域
の
鹿
頭
は
、
他
地
域
の
そ
れ
に
比
べ
て
、
よ
り
実

際
の
野
生
動
物
の
鹿
に
似
た
形
状
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、

そ
の
写
実
性
と
相
ま
っ
て
も
う
一
点
、
鹿
の
下
顎
だ
け
で
な
く
首
部
ま
で
造
り
上
げ
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ら
れ
て
い
る
点
も
地
域
的
に
共
通
す
る
大
き
な
特
徴
で
あ
ろ
う
。
立
間
の
鹿
頭
も
そ

の
地
域
性
を
踏
ま
え
た
形
状
と
い
っ
て
よ
い
。

古
い
鹿
頭　
現
在
確
認
さ
れ
る
南
予
の
鹿
頭
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
張
り
子
す
な
わ
ち
紙

製
で
、
木
製
仮
面
と
違
っ
て
軽
量
な
が
ら
脆
弱
な
た
め
、
古
い
頭
の
残
存
数
は
多
く

な
い
。
確
認
さ
れ
る
現
存
の
在
銘
鹿
頭
を
挙
げ
る
。

　

①　

小お
ば
ら原

（
西
予
市
宇
和
町
）　������

寛
政
五
年　
（
一
七
九
三
年
）　

市
指
定

　

②　

下お
り
あ
い相

（
西
予
市
城
川
町
）　������

嘉
永
四
年　
（
一
八
五
一
年
）　

市
指
定

　

③　

清せ
い
ず
い水

（
鬼
北
町
）　　
　
　

������

嘉
永
六
年　
（
一
八
五
三
年
）

　

④　

狩か
り
は
ま浜
（
西
予
市
明
浜
町
）　　

��
安
政
元
年　
（
一
八
五
四
年
）

　

⑤　

裡う
ら
ま
ち町
（
宇
和
島
市
本
町
追
手
）��

安
政
四
年����（
一
八
五
七
年
）　

市
指
定

　

六
ツ
鹿
で
六
点
か
ら
な
る
②
以
外
は
、
現
行
八
ツ
鹿
の
⑤
も
含
め
す
べ
て
五
ツ
鹿

で
各
五
点
あ
る
。
い
ず
れ
も
銘
文
が
あ
る
の
は
各
セ
ッ
ト
中
の
一
点
だ
が
、
そ
れ
ぞ

れ
同
時
期
の
制
作
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
う
ち
②
～
⑤
は
、
す
べ
て
宇
和
島
城
下

裡
町
一
丁
目
の
「
森
田
屋
礒
右
衛
門
源
吉
晶
」
の
作
で
あ
る
こ
と
を
示
す
銘
文
が
確

認
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
鬼
北
町
内
深
田
の
鹿
頭
は
森
田
屋
礒
右
衛
門
の
銘
は
あ
る

が
制
作
年
未
記
載
。
ま
た
伝
承
だ
が
、
伊
方
町
三
机
の
鹿
頭
（
現
状
補
修
）
は
文
化

写真 04

一
四
年
（
一
八
一
七
年
）
に
藩
主
伊
達
村
寿
侯
か
ら
下
賜
さ
れ
た
旨
が
若
連
中
の
古

文
書
（
現
在
所
在
不
明
）
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
（
11
）
。

　

一
方
、
宇
和
島
市
吉
田
町
の
「
国
安
の
郷
」
に
は
、
立
間
の
鹿
の
子
の
古
い
鹿
頭

が
展
示
保
存
さ
れ
て
い
る
（
写
真
04
）。
法
量
は
表
01
の
と
お
り
。
や
や
小
型
の
子

鹿
以
外
は
、
親
鹿
・
中
鹿
・
牝
鹿
は
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
い
ず
れ
も
内
部
に
「
宇
和
島
市
大
工
町
／
高
畑
栄
一
作
」
と
記
し
た
小
さ
な

貼
り
紙
が
確
認
さ
れ
た
が
、
正
確
な
制
作
年
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
参
考
ま
で
に

「
宇
和
島
市
」
の
市
制
施
行
は
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
年
）、「
大
工
町
」
は
昭
和

部　位 子鹿

耳張（耳－耳間幅） 33.3 （30.2） 26.2
面張（頭部の幅） 21.0 18.0
鼻張（鼻部の幅） 8.2 6.0
面奥（帯含め） 32.9 27.7
面奥（耳含め） 33.0 29.7
面高（耳含めず） 22.0 17.6
面高（耳含め） 25.0 （25.0） 20.5
面高（角含め） 65.0 52.2
角張（角－角間幅） 32.8 （18.0） 28.8
角長（頭頂－角端） 45.0 （10.0） 35.5
首径（外廻り） 21.4 19.0
首内穴径 13.4 12.5

背中の苧の幅 17.0 13.0
背中の苧の長さ 85.0 61.0

（㎝）
立間の古鹿頭（「吉田国安の郷」蔵）　法量表

親鹿・中鹿・牝鹿
※代表例の数値、（ ）は牝鹿

四
一
年
（
一
九
六
六
年
）
に
愛
宕
町
に
編
入
さ
れ
て
い
る
の
で
、
鹿
頭
は
そ
の
間
の

制
作
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
。
た
だ
こ
れ
以
前
の
古
写
真
（
写
真
05
）・
絵
巻
等
に

み
る
限
り
も
、
昔
の
頭
も
基
本
的
な
形
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
、
ま

た
現
用
の
頭
も
お
お
む
ね
こ
の
形
状
等
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

表 01
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板
に
載
せ
な
い
鹿
頭　

立
間
の
鹿
頭
の
特
徴
の
ひ

と
つ
は
、
鹿
頭
を
直
接
演
者
の
頭
上
に
固
定
す
る

被
り
方
に
あ
る
。

　

例
え
ば
、（
写
真
06
）
は
伊
方
町
九
町
で
か
つ
て

使
用
さ
れ
た
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
年
）
制
作

の
鹿
頭
で
あ
る
。
鹿
頭
は
板
の
上
に
載
っ
て
お
り
、

演
者
は
板
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
状
態
の
鹿
頭
を
被

る
。
現
行
の
南
予
の
鹿
踊
り
で
は
、こ
の
い
わ
ば「
板

載
せ
型
」
の
鹿
頭
が
圧
倒
的
に
多
く
、
立
間
の
よ

写真 05

図 01　立間の鹿頭（左）と、一般的な「板載せ型」の鹿頭（右）

写真 06

写真 07

う
に
直
接
頭
上
に
鹿
頭
を
被
る
形
式
は
少
数
派
な
の
で
あ
る
。

　
（
写
真
07
）
は
⑤
裡
町
の
鹿
頭
の
板
の
裏
面
だ
が
、板
に
は
銘
文
の
ほ
か
、前
方
（
写

真
で
は
上
）
に
孔
が
二
つ
開
い
て
い
る
。
じ
つ
は
板
の
有
無
は
鹿
頭
に
必
須
の
角
柄

の
固
定
方
法
の
違
い
に
も
反
映
す
る
。
板
の
無
い
立
間
で
は
鹿
角
の
柄
を
固
定
す
る

た
め
に
鹿
頭
内
部
に
柄
穴
を
開
け
た
小
さ
な
梁
を
渡
す
細
工
を
必
要
と
し
た
が
、「
板

載
せ
型
」
の
鹿
頭
は
、
鹿
頭
を
載
せ
た
板
に
穴
を
開
け
、
そ
の
穴
に
角
の
柄
を
通
す

こ
と
で
角
の
固
定
と
頭
の
補
強
を
両
立
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
工
夫
は
、
角
の
挿
入
角

度
に
よ
っ
て
梁
の
傾
き
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
前
者
に
比
べ
、
鹿
頭
制
作
の

省
力
化
ひ
い
て
は
量
産
化
に
も
繋
が
り
得
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し

板
の
柄
穴
に
柄
が
貫
通
し
て
下
面
に
突
出
し
、
演
者
の
頭
部
に
当
た
る
の
を
避
け
る
た

め
、
演
者
の
頭
部
の
固

定
位
置
は
鹿
頭
直
下
で

な
く
や
や
後
方
に
移
る

（
図
01
参
照
）。
こ
の
鹿

頭
と
演
者
の
頭
の
位
置

が
前
後
に
ず
れ
る
「
板

載
せ
型
」
の
鹿
頭
は
、

南
予
地
方
の
鹿
踊
り
で

独
自
に
発
達
し
た
シ
シ

頭
の
一
形
態
と
い
っ
て

よ
い
。

　

前
掲
し
た
在
銘
鹿
頭

の
う
ち
、
②
～
⑤
は
す

べ
て
「
板
載
せ
型
」
で

あ
る
。
嘉
永
～
安
政
期

の
在
銘
品
の
増
加
（
板

が
銘
文
記
入
を
容
易
に

し
た
一
面
も
あ
ろ
う
）

が
示
す
よ
う
に
、「
板

載
せ
型
」
の
発
生
は
鹿

踊
り
の
伝
播
拡
大
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
最

古
の
①
と
立
間
の
鹿
頭
は
、鹿
頭
直
下
に
演
者
の
頭
を
置
く
板
の
無
い
形
式
で
あ
る
。

立
間
の
鹿
頭
が
「
板
載
せ
型
」
以
前
に
遡
る
比
較
的
古
い
形
式
で
あ
る
こ
と
は
、
鹿

の
子
の
芸
態
を
考
察
す
る
上
で
ひ
と
つ
の
手
掛
か
り
と
な
ろ
う
。
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牝
鹿
の
角　
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、
牝
鹿
の
頭
に
あ
る
。

　

立
間
の
牝
鹿
は
一
見
す
る
と
角
は
無
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
立
間
で
は
す
べ

て
の
鹿
が
頭
上
か
ら
後
背
に
帯
状
の
布
を
垂
ら
し
て
い
る
が
、
親
鹿
・
中
鹿
・
子
鹿

で
は
自
ら
の
角
に
巻
い
て
い
る
こ
の
布
を
、
牝
鹿
は
い
わ
ば
〝
角
〟
に
あ
た
る
短
い

棒
状
突
起
（
布
内
に
隠
れ
て
通
常
見
え
な
い
）
が
頭
頂
部
に
一
対
あ
っ
て
、
そ
こ
に

布
を
巻
い
て
固
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
突
起
は
姿
こ
そ
見
え
な
い
が
、
頭
内

部
で
は
前
述
し
た
梁
を
渡
し
て
固
定
さ
れ
て
お
り
、
牝
鹿
と
い
え
ど
も
、
内
部
ま
で

他
の
鹿
と
変
わ
ら
ぬ
同
様
の
細
工
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

振
り
返
れ
ば
、
天
保
六
年
系
の
『
利
根
本
』
に
は
、
牝
鹿
の
頭
上
に
は
赤
い
鳥
居

が
掲
げ
ら
れ
、
鳥
居
の
柱
に
帯
状
の
布
を
巻
い
て
後
背
に
垂
ら
し
た
姿
が
描
か
れ
て

い
た
。
仮
に
こ
れ
が
頭
上
に
貼
り
付
け
に
よ
っ
て
鳥
居
を
立
て
て
い
た
と
す
る
と
、

そ
こ
に
帯
布
を
掛
け
る
強
度
は
不
足
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
帯
布
を
掛
け
る
た
め
に

は
、
鳥
居
の
柱
二
本
を
挿
し
込
ん
で
固
定
す
る
細
工
も
鹿
頭
内
に
必
要
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
現
行
の
牝
鹿
頭
に
残
る
短
い
棒
状
突
起
と
そ
の
内
部
の
細
工

は
、
鳥
居
の
名
残
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
現
行
で
は
牝
鹿
の
天
頂
中
央
部
に
も
う
ひ
と
つ
、
紅
葉
を
挿
す
穴
が
開
け

ら
れ
て
い
る
が
、
利
根
本
等
で
は
紅
葉
は
鳥
居
の
柱
に
沿
う
よ
う
に
左
右
二
ヶ
所
に

伸
び
て
い
る
。
中
央
に
一
ヶ
所
の
紅
葉
を
挿
す
の
は
、
鳥
居
消
失
と
前
後
す
る
頃
の

細
工
と
考
え
た
い
。
例
え
ば
（
写
真
08
）
は
前
述
し
た
伊
方
町
九
町
の
古
鹿
頭
の
牝

鹿
だ
が
、
牝
鹿
の
頭
上
に
角
や
鳥
居
は
無
く
、
そ
れ
を
挿
す
穴
も
な
い
。
頭
頂
部
中

央
に
ひ
と
つ
穴
が
開
い
て
お
り
、
そ
こ
に
紅
葉
や
草
花
を
挿
す
。
こ
れ
が
南
予
地
方

の
鹿
踊
り
の
一
般
的
な
牝
鹿
の
形
態
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

前
述
の
最
古
の
在
銘
鹿
頭
で
あ
る
①
小
原
の
頭
も
、
牝
鹿
は
頭
上
に
鳥
居
を
挿
し

て
お
り
、
頭
に
二
穴
を
穿
つ
。
③
清
水
も
二
穴
で
ス
ス
キ
を
挿
し
て
お
り
、
②
④
は

一
穴
、
⑤
は
無
穴
で
あ
る
。
ち
な
み
に
宇
和
島
藩
側
の
宇
和
津
彦
神
社
の
祭
礼
を
描

い
た
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
の
『
宇
和
津
彦
神
社
祭
礼
絵
巻
』（
末
広
本
）
に
描

か
れ
た
五
ツ
鹿
も
、
中
央
の
牝
鹿
と
思
わ
れ
る
鹿
は
他
の
鹿
よ
り
も
小
さ
い
角
が
描

か
れ
て
い
る
（
写
真
09
）。
鳥
居
で
は
な
い
が
、
や
は
り
牝
鹿
と
い
え
ど
も
頭
上
に

二
穴
を
穿
つ
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

写真 08写真 09

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
穴
に
挿
す
も
の

は
角
・
鳥
居
・
ス
ス
キ
等
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
頭
上

に
二
穴
を
穿
つ
牝
鹿
頭
は
、
一
穴
の
そ
れ
に
比
し

て
や
や
古
い
形
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ

る
。
立
間
の
鹿
の
子
は
、
や
や
小
さ
い
子
鹿
二
頭

も
含
め
、
七
頭
す
べ
て
頭
上
に
二
穴
を
穿
い
て
お

り
、
牝
鹿
は
頭
上
に
鳥
居
を
挿
し
て
雌
雄
の
別
を

表
現
し
た
名
残
が
現
在
も
確
認
で
き
る
。
前
述
し

た
鹿
頭
を
板
に
載
せ
な
い
こ
と
と
あ
わ
せ
、
立
間

の
鹿
の
子
の
鹿
頭
は
、
南
予
の
鹿
踊
り
の
鹿
頭
の

中
で
も
、
比
較
的
古
い
形
を
継
承
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

五
　
鹿
の
子
の
歌
と
踊
り

従
来
の
研
究　
最
後
に
立
間
の
鹿
の
子
の
歌
と
踊

り
に
も
ふ
れ
て
お
こ
う
。

　

愛
媛
県
内
外
の
鹿
踊
り
の
歌
詞
や
旋
律
を
精
力

的
に
採
取
比
較
し
た
今
村
威
に
よ
れ
ば
、
南
予
の

鹿
踊
り
の
リ
ズ
ム
は
、「
四
拍
子
が
圧
倒
的
に
多

く
、
ゆ
っ
く
り
と
う
た
わ
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
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・
国
か
ら
も
急
ぎ
戻
れ
と
文
が
来
た
お
暇
申
し
て
い
ざ
帰
ろ

　

こ
の
う
ち
冒
頭
に
「
廻
れ
廻
れ
…
」、
最
後
に
「
国
か
ら
も
…
」
の
歌
が
く
る
こ

と
は
、
南
予
各
地
の
例
で
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
ま
た
、
全
国
的
な
シ
シ
踊
り
系
太
鼓

踊
り
に
共
通
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
牝
（
雌
）
ジ
シ
隠
し
」
の
内
容
を
含
む
歌
は
、
南

予
の
鹿
踊
り
に
も
順
番
や
挿
入
箇
所
は
異
同
あ
る
が
ほ
ぼ
共
通
し
て
存
在
し
、
立
間

で
い
え
ば
「
一
三
か
ら
…
」
や
「
か
ん
じ
が
か
す
め
ば
…
（
他
例
で
復
元
す
れ
ば
「
風

が
霞
を
…
」
の
意
ヵ
）」
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
ろ
う
。

　

な
お
、
今
村
に
よ
れ
ば
、
蔵
川
（
大
洲
市
）・
富
野
川
・
鳥
鹿
野
・
高
瀬
・
中
筋
・

片
川
・
惣
川
・
窪
野
・
遊
子
谷
・
予
子
林
（
以
上
西
予
市
）・
清
水
（
鬼
北
町
）・
福

浦
（
愛
南
町
）
な
ど
で
局
所
的
に
伝
承
さ
れ
る
「
中
立
入
れ
よ
や
中
入
れ
ろ
中
立

な
け
れ
ば
中
が
す
み
候
」（
細
部
各
地
異
同
あ
り
）
と
い
う
歌
は
、
前
述
し
た
文
政

一
〇
年
（
一
八
二
七
年
）
に
窪
野
が
仙
台
か
ら
師
匠
を
招
い
て
改
め
て
教
わ
っ
た
時

に
加
わ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
歌
だ
と
い
う
（
15
）
。
こ
の
一
群
に
は
、
現
在
国
や
県
の

文
化
財
に
な
っ
て
い
る
南
予
の
鹿
踊
り
三
件
が
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る
が
（
国
記

録
選
択
一
件
（
窪
野
）・
愛
媛
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
二
件
（
遊
子
谷
・
清
水
））、

立
間
で
は
そ
の
歌
は
伝
承
さ
れ
て
お
ら
ず
別
系
統
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
こ
で
確
認
し

て
お
き
た
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
最
初
と
最
後
の
歌
が
ほ
ぼ
定
位
置
で
あ
る
こ
と
以
外
は
、
そ
の

間
に
入
る
歌
の
数
や
種
類
・
順
番
は
南
予
各
地
で
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

歌
は
鹿
役
た
ち
の
太
鼓
の
演
奏
を
と
も
な
っ
て
う
た
わ
れ
る
も
の
で
、
歌
と
歌
の
間

に
は
、
太
鼓
の
伴
奏
の
み
の
部
分
も
挟
む
。
立
間
を
例
に
い
え
ば
、
い
わ
ば
入
場
の

「
行
道
」
と
踊
り
始
め
の
「
入
端
」
に
相
当
す
る
デ
ン
コ
の
リ
ズ
ム
で
開
始
し
、
そ

の
後
デ
ン
デ
ッ
コ
を
繰
り
返
し
な
が
ら
ひ
と
つ
ず
つ
歌
を
挿
入
し
て
い
る
。
い
わ
ば

太
鼓
演
奏
を
基
盤
に
、「
雌
獅
子
隠
し
」
の
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
脈
絡
の
繋
が
ら
な

い
短
い
歌
が
長
短
自
在
・
順
不
同
で
組
み
合
わ
さ
れ
た
構
成
と
い
え
る
訳
で
、
そ
の

い
。
し
か
し
宇
和
島
市
三
浦
の
五
つ
鹿
が
六
拍
子
で
あ
る
こ
と
と
、
吉
田
町
立
間
の

七
つ
鹿
が
速
い
二
拍
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
形
は
二
拍
子
で
速
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
」（
12
）

と
し
、
ま
た
各
地
の
鹿
踊
り
の
旋
律
を
律
調
か
呂
調
か
で
分
類
考
察
す
る

中
で
も
、「
吉
田
町
立
間
の
旋
律
は
、
冒
頭
ド
の
連
続
で
始
ま
り
、
最
後
も
主
音
ド

を
連
続
さ
せ
て
終
わ
っ
て
い
る
。
新
潟
県
小
木
町
で
も
ソ
の
連
続
に
始
ま
り
、
ド
の

連
続
で
終
わ
っ
て
い
る
し
、
宮
城
県
名
取
市
高
館
で
も
、
ド
の
連
続
に
始
ま
り
、
ド

の
連
続
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
、
吉
田
町
立
間
の
も
の
は
移
入
当
時
の
原
形
ま
た
は

そ
れ
に
極
め
て
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」（
13
）

と
も
述
べ
、「
吉
田
町
の
「
立
間
の

七
つ
鹿
踊
り
」
は
、
音
楽
的
に
最
も
古
い
こ
と
の
外
に
、
踊
り
に
先
立
っ
て
神
域
に

走
り
込
み
を
す
る
（
小
木
町
と
同
じ
。
南
予
の
他
の
多
く
は
、
踊
り
の
前
に
長
い
道

行
き
の
所
作
を
す
る
）と
い
う
点
で
特
異
」（
14
）
で
あ
る
と
す
る
。
検
証
で
き
な
い
が
、

い
ず
れ
も
立
間
の
鹿
の
子
の
特
異
性
を
強
調
し
て
い
る
。

歌
と
太
鼓
に
つ
い
て　
立
間
の
歌
の
特
徴
と
し
て
は
、
そ
の
数
の
少
な
さ
が
挙
げ
ら

れ
る
。
例
え
ば
朝
立
（
西
予
市
）
で
一
五
首
、
菅
田
（
大
洲
市
）・
清
水
（
鬼
北
町
）・

福
浦
（
愛
南
町
）
な
ど
で
一
三
首
、
伊
方
町
・
八
幡
浜
市
あ
た
り
で
一
二
首
と
一
〇

首
以
上
の
歌
を
伝
承
す
る
地
区
も
多
い
中
で
、
立
間
の
八
首
は
最
少
級
で
あ
る
。
ま

ず
は
そ
の
立
間
の
歌
を
再
掲
す
る
（
最
終
詞
の
繰
り
返
し
は
省
略
。
助
詞
等
は
各
地

で
異
同
あ
り
）。

　
　

・
廻
れ
廻
れ
水
車
遅
く
廻
り
て
堰
に
と
ま
る
な

　
　

・
鹿
の
子
が
生
ま
れ
て
落
ち
れ
ば
我
ら
も
見
舞
い
か
踊
り
出
る
が
し

　
　

・
腰
に
挿
し
た
る
す
だ
れ
柳
を
枝
折
り
そ
ろ
え
て
休
み
中
立

　
　

・
十
三
か
ら
こ
れ
ま
で
連
れ
た
る
牝
鹿
を
あ
な
た
の
お
庭
に
隠
し
お
か
れ
た

　
　

・
な
ん
ぼ
た
ず
ね
て
も
居
ら
ば
こ
そ
ひ
と
も
と
薄
の
あ
い
に
居
る
も
の

　
　

・
白
鷺
が
跡
を
思
え
ば
水
も
濁
さ
ず
立
て
や
白
鷺

　
　

・
か
ん
じ
が
か
す
め
ば
今
こ
そ
牝
鹿
に
逢
う
ぞ
嬉
し
や
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意
味
で
立
間
を
含
む
南
予
の
鹿
踊
り
も
、
東
北
の
鹿
踊
と
の
関
連
の
み
な
ら
ず
、
全

国
の
風
流
太
鼓
踊
り
や
ジ
ン
ヤ
ク
踊
り
等
と
の
関
連
が
今
後
注
目
さ
れ
て
い
く
で

あ
ろ
う
（
16
）
。

踊
り
に
つ
い
て　

鹿
踊
り
の
踊
り
は
、
鹿
頭
を
被
っ
て
胴
衣
で
演
者
の
肢
体
を
覆

い
、
胸
前
に
付
け
た
太
鼓
を
演
奏
し
な
が
ら
の
踊
り
で
、
も
と
よ
り
個
々
の
演
者
に

は
身
体
的
制
約
の
多
い
踊
り
で
は
あ
る
が
、
風
流
太
鼓
踊
り
な
ど
を
ベ
ー
ス
と
し

て
、
さ
ま
ざ
ま
に
配
置
（
並
び
方
）
を
変
化
さ
せ
て
い
く
群
舞
と
し
て
展
開
す
る
こ

と
で
、
ひ
と
つ
の
芸
能
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

　

立
間
の
踊
り
は
第
四
章
第
五
節
で
ふ
れ
た
と
お
り
、
輪
に
な
っ
て
踊
り
は
じ
め
た

後
、
ク
ル
イ
と
呼
ば
れ
る
配
置
（
並
び
方
）
に
な
り
、
終
盤
に
そ
れ
を
輪
に
戻
し
て

最
後
に
礼
で
終
え
る
。
南
予
の
他
地
域
の
例
で
は
、
そ
の
他
に
も
二
列
横
隊
に
な
っ

て
互
い
に
交
差
し
た
り
、
放
射
状
に
広
が
っ
た
り
と
、
マ
ス
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
配
置

（
並
び
方
）
を
見
せ
る
事
例
も
あ
る
が
、
立
間
の
鹿
踊
り
は
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
シ
ン

プ
ル
で
配
置
（
並
び
方
）
の
変
化
が
少
な
い
こ
と
は
、
歌
の
少
な
さ
と
も
比
例
す
る

こ
と
で
は
あ
る
が
、
ひ
と
つ
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。

　

と
く
に
ク
ル
イ
は
、
親
鹿
二
頭
が
正
面
前
方
で
向
き
合
っ
て
相
似
形
に
踊
る
。
他

の
五
頭
は
後
方
に
直
立
し
て
並
び
囃
す
の
み
で
、
二
頭
の
踊
り
を
主
と
し
て
周
囲
が

見
守
る
か
の
よ
う
な
部
分
で
あ
る
。
単
に
頭
数
を
増
し
た
群
舞
に
終
わ
ら
な
い
鹿
踊

り
の
奥
深
さ
と
も
言
え
る
が
、
二
頭
の
み
が
踊
る
こ
う
し
た
展
開
は
、
南
予
の
鹿
踊

り
に
散
見
さ
れ
、
ひ
と
つ
の
源
流
で
あ
ろ
う
東
北
の
鹿
踊
り
と
の
比
較
検
討
を
要
す

る
部
分
で
も
あ
る
が
、
さ
ら
に
遡
及
し
て
、
風
流
太
鼓
踊
り
の
う
ち
、
周
囲
で
囃

す
「
側
踊
り
」
で
は
な
く
、中
央
で
中
心
的
に
踊
る
「
中
踊
り
」
が
特
化
し
た
も
の
、

あ
る
い
は
そ
の
淵
源
の
ひ
と
つ
に
一
人
立
ち
シ
シ
二
頭
に
よ
る
舞
が
あ
っ
た
可
能

性
を
指
摘
す
る
研
究
な
ど
も
あ
る
（
17
）
。
鹿
踊
り
の
芸
態
を
考
え
る
上
で
注
意
す
べ

き
点
を
備
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

六
　
ま
と
め

　

立
間
の
鹿
の
子
は
、
南
予
の
鹿
踊
り
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
五
頭
に
よ
る
五
ツ
鹿
踊

り
を
ベ
ー
ス
に
、
現
在
の
七
頭
に
変
容
し
た
こ
と
が
、
絵
巻
な
ど
の
歴
史
的
な
画
証

に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
稀
有
な
事
例
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
に
東
北
地
方
か
ら
伝
播
し
た
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
な
南
予
地
域
の
鹿
踊

り
だ
が
、
中
に
は
現
在
ま
で
に
二
次
的
変
容
を
経
て
、
芸
能
受
容
当
初
の
姿
が
や
や

見
え
に
く
い
事
例
も
散
見
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
立
間
で
は
、
鹿
頭
に
も
比
較

的
古
い
要
素
を
残
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
伝
承
さ
れ
る
歌
の
数
や
踊
り
の
展

開
こ
そ
最
小
限
に
留
め
る
が
、
特
徴
的
な
要
素
は
現
在
も
あ
ま
り
変
わ
ら
ず
に
伝
承

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
総
じ
て
南
予
地
方
に
伝
承
さ
れ
る
鹿
踊
り
の
本
来
的
な

姿
を
考
え
る
上
で
、
貴
重
な
伝
承
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
（
１
）［
今
村
、
一
九
八
六
・
一
九
八
七
・
一
九
九
二
・
一
九
九
六
］、［
大
本
、
二
〇
〇
〇
・
二
〇
一　

　
　
　
　

〇
・
二
〇
一
四
］
な
ど
参
照
。

　
（
２
）［
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
編
、
二
〇
一
六
］
四
三
頁
。

　
（
３
）［
大
本
、
二
〇
〇
〇
］、［
福
原
、
二
〇
一
二
］

　
（
４
）［
山
路
、
二
〇
〇
六
］、［
植
木
、
二
〇
〇
七
］

　
（
５
）［
大
本
、
二
〇
一
四
］

　
（
６
）［
福
原
、
二
〇
一
二
］

　
（
７
）［
大
本
、
二
〇
〇
〇
］

　
（
８
）（
７
）
に
同
じ
。

　
（
９
）（
５
）
に
同
じ
。
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一
九
八
三
年
『
愛
媛
県
の
民
俗
芸
能　

無
形
民
俗
文
化
財
調
査
報
告
書
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

愛
媛
県
教
育
委
員
会

　

山
路
興
造　

一
九
八
六
年
「
三
匹
獅
子
舞
の
成
立
」『
民
俗
芸
能
研
究
』
三　

民
俗
芸
能
学
会

　

瀬
戸
町
誌
編
集
委
員
会
編

　
　
　
　
　
　

一
九
八
六
年
『
瀬
戸
町
誌
』　

瀬
戸
町　

　

今
村　

威　

一
九
八
六
年
「
鹿
踊
り
成
立
の
構
図
」『
愛
媛
国
文
研
究
』
第
三
六
号　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

愛
媛
国
語
国
文
学
会

　

今
村　

威　

一
九
八
七
年
「
新
潟
県
・
関
東
地
方
の
獅
子
舞
に
よ
る
鹿
踊
り
変
容
の
構
図
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

��『
愛
媛
国
文
研
究
』
第
三
七
号　

愛
媛
国
語
国
文
学
会

　

今
村　

威　

一
九
九
二
年
「
南
予
地
方
鹿
踊
り
の
史
的
価
値
」『
伊
予
史
談
』
二
八
六
号　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
予
史
談
会

　

今
村　

威　

一
九
九
六
年
「『
万
葉
集
』
の
鹿
踊
り
」『
Ａ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｅ
Ｔ
Ｌ
Ｕ
Ｍ
Ｅ
Ｎ
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
一
一
号　

愛
光
学
園

　

愛
媛
県
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
編

　
　
　
　
　
　

一
九
九
九
年
『
愛
媛
県
の
民
俗
芸
能
―
愛
媛
県
民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報
告
書
―
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

愛
媛
県
教
育
委
員
会

　

大
本
敬
久　

二
〇
〇
〇
年
「
南
予
地
方
の
鹿
踊
の
伝
播
と
変
容
」『
愛
媛
ま
つ
り
紀
行
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
十
一
世
紀
に
伝
え
た
い
郷
土
の
祭
礼
―
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館

　

山
路
興
造　

二
〇
〇
六
年
「
獅
子
舞
の
原
型
と
そ
の
変
容
」『
民
俗
芸
能
研
究
』
第
四
一
号　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

民
俗
芸
能
学
会

　

植
木
行
宣　

二
〇
〇
七
年
「
獅
子
舞
と
そ
の
伝
承
」『
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
文
化
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
総
合
的
な
研
究
』（
平
成
一
四
年
度
～
平
成
一
八
年
度
私
立
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

学
学
術
研
究
高
度
化
推
進
事
業
「
オ
ー
プ
ン
・
リ
サ
ー
チ
・
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ン
タ
ー
整
備
事
業
」
研
究
成
果
報
告
書
Ⅰ
）　

　
（
10
）［
愛
媛
県
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
編
、
一
九
九
九
］
二
三
三
頁
、
お
よ
び
、
現
地

　
　
　
　

で
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
。

　
（
11
）［
瀬
戸
町
誌
編
集
委
員
会
編
、
一
九
八
六
］　

九
四
一
頁
参
照
。

　
（
12
）［
愛
媛
県
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
編
、
一
九
九
九
］
二
八
～
三
〇
頁
。
第
二
章
「
総

　
　
　
　

論
」
の
う
ち
「
南
予
地
区
」（
執
筆
は
今
村
威
）。

　
（
13
）（
12
）
に
同
じ
。

　
（
14
）（
12
）
に
同
じ
。

　
（
15
）［
今
村
、
一
九
八
六
］

　
（
16
）［
植
木
、
二
〇
一
七
］

　
（
17
）［
山
路
、
一
九
八
六
］

【
参
考
文
献
】

　

和
田
茂
樹　

一
九
七
一
年
『
愛
媛
の
民
俗
芸
能
』（
愛
媛
文
化
双
書
五
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

愛
媛
文
化
双
書
刊
行
会

　

愛
媛
教
育
協
会
北
宇
和
部
会
編

　
　
　
　
　
　

一
九
七
三
年
『
宇
和
島
吉
田
両
藩
誌
』（
復
刻
）
名
著
出
版
、（
原
典
は
一
九
一
七

　
　
　
　

��　
　
　
　
　
　
　

年
発
行
）

　

野
口
光
敏　

一
九
七
九
年
『
伊
予
民
俗
ノ
ー
ト
』（
愛
媛
文
化
双
書
三
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

��

愛
媛
文
化
双
書
刊
行
会

　

愛
媛
県
教
育
委
員
会
文
化
課
編

　
　
　
　
　
　

一
九
八
一
年
『
愛
媛
県
民
謡
保
存
調
査
報
告
書
』
愛
媛
県
教
育
委
員
会

　

吉
田
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
編

　
　
　
　
　
　

一
九
八
四
年
『
合
併
三
十
周
年
記
念
写
真
集　

な
つ
か
し
の
吉
田
』
吉
田
町

　　

愛
媛
県
教
育
委
員
会
文
化
振
興
局
編
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東
北
芸
術
工
科
大
学
東
北
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

　

大
本
敬
久　

二
〇
一
〇
年
「
寛
政
五
年
の
鹿
踊
の
面
」『
民
具
集
積
』
一
三
号
（
四
国
民
具
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

究
会
）
五
三
頁
「
会
員
短
信
」
よ
り

　

大
本
敬
久　

二
〇
一
四
年
「
東
北
か
ら
伝
播
し
た
四
国
の
鹿
踊
」『
東
北
民
俗
』
第
四
八
輯　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
北
民
俗
の
会

　

福
原
敏
男　

二
〇
一
二
年
『
西
条
祭
礼
絵
巻
―
近
世
伊
予
の
祭
礼
風
流
―
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
条
市
総
合
文
化
会
館

　
「
宇
和
島
の
自
然
と
文
化
」
編
集
委
員
会
編

　
　
　
　
　
　

二
〇
〇
九
年
『
新
宇
和
島
の
自
然
と
文
化
（
一
）』
宇
和
島
市
教
育
委
員
会

　

西
予
市
文
化
財
誌
編
集
委
員
会
編

　
　
　
　
　
　

二
〇
〇
八
年
『
西
予
市
の
文
化
財
』
西
予
市
教
育
委
員
会

　

鬼
北
町
教
育
委
員
会
編

　
　
　
　
　
　

二
〇
一
三
年
『
鬼
北
の
文
化
財
』
鬼
北
町
教
育
委
員
会

　

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
編

　
　
　
　
　
　

二
〇
一
六
年
『
愛
媛
の
祭
り
と
芸
能
』（
平
成
二
八
年
度
特
別
展
「
愛
媛
・
お
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り
博
覧
会
二
〇
一
六
」
展
示
図
録
）
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

指
定
管
理
者　

伊
予
鉄
総
合
企
画
株
式
会
社

　

植
木
行
宣　

二
〇
一
七
年
「
ジ
ン
ヤ
ク
踊
の
位
相
―
所
演
形
態
に
み
る
羯
鼓
踊
の
受
容
と
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容
―
」『
民
俗
文
化
の
伝
播
と
変
容
』
岩
田
書
院
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第
五
節
　
牛
鬼

　

祭
礼
で
は
、
神
霊
が
御
霊
移
し
の
儀
礼
を
経
て
、
神
社
か
ら
神
輿
に
乗
せ
ら
れ
、

御
旅
所
に
渡
御
し
た
り
、
氏
子
区
域
を
巡
っ
た
り
す
る
が
、
そ
の
神
幸
の
際
に
神
輿

の
先
導
を
務
め
、
神
幸
の
道
を
清
め
る
露
祓
い
役
が
た
つ
こ
と
が
多
い
。
一
般
に
、

鬼
、
猿
田
彦
、
獅
子
舞
な
ど
が
そ
の
役
を
務
め
る
が
、
愛
媛
県
内
で
は
、
ダ
イ
バ
ン

や
ダ
イ
バ
、シ
ャ
ギ
リ
と
呼
ば
れ
る
鬼
や
、ハ
ナ
タ
カ
と
呼
ば
れ
る
猿
田
彦
（
天
狗
）、

獅
子
舞
が
全
県
的
に
見
ら
れ
る
。
他
に
、
吉
田
秋
祭
を
は
じ
め
、
南
予
地
方
や
上
浮

穴
郡
の
一
部
の
祭
礼
で
は
、
牛
鬼
（
ウ
シ
オ
ニ
）
と
い
う
独
特
の
作
り
物
が
露
祓
い

役
を
務
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、恐
ろ
し
い
形
相
を
も
っ
て
悪
い
も
の
を
追
い
や
り
、

祓
い
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

愛
媛
県
内
の
祭
り
に
は
様
々
な
鬼
が
登
場
し
、
地
域
差
が
見
ら
れ
る
。
東
予
地
方

で
は
鬼
役
の
出
る
祭
り
は
少
な
い
が
、
西
条
祭
り
で
は
鬼お

に
か
し
ら頭と

い
っ
て
、
祭
り
の
警

護
役
を
務
め
、
祭
り
の
執
行
を
取
り
仕
切
る
役
割
の
も
の
が
あ
る
。
鬼
頭
は
、
西
条

市
の
伊
曽
乃
神
社
の
祭
礼
の
際
に
、
神
輿
の
神
幸
や
だ
ん
じ
り
の
行
列
の
監
督
を
つ

と
め
、
祭
り
の
執
行
に
対
し
て
絶
対
的
な
権
限
を
持
っ
て
い
る
。
黒
い
股
引
、
半
纏

に
、
多
く
の
小
さ
い
白
糸
の
房
を
付
け
た
も
の
を
着
て
、
黒
い
足
袋
を
は
き
、
黒
い

帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
腰
に
鬼
面
を
付
け
て
い
る
。
西
条
市
立
郷
土
博
物

館
に
は
、
明
治
時
代
中
期
に
使
用
さ
れ
た
鬼
頭
の
面
が
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
迦
樓
羅
の
よ
う
な
形
相
で
、加
え
て
牙
を
鋭
く
表
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
伊

曽
乃
神
社
祭
礼
絵
巻
」（
伊
曽
乃
神
社
蔵
）
に
描
か
れ
た
鬼
頭
を
見
て
み
る
と
、
実

際
に
鬼
面
を
か
ぶ
っ
て
い
る
者
や
、
棒
先
に
鬼
面
を
付
け
て
い
る
者
が
確
認
で
き

る
。
ま
た
、
形
相
に
つ
い
て
も
、
一
般
的
な
鬼
や
、
迦
樓
羅
、
天
狗
の
よ
う
な
も
の

ま
で
様
々
な
種
類
が
見
ら
れ
る
。
現
在
で
は
、
鬼
頭
会
が
組
織
さ
れ
、
衣
装
な
ど
は

先
に
述
べ
た
よ
う
な
も
の
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。

　

中
予
地
方
で
は
、
鬼
は
ダ
イ
バ
、
ダ
イ
バ
ン
（
写
真
01
）
な
ど
と
呼
ば
れ
、
伊
予

郡
山
間
部
で
は
シ
ャ
ギ
リ
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
シ
ャ
ギ
リ
は
、
鬼
と
子
供
た
ち
の

鳴
ら
す
鳴
り
物
の
総
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
も
あ
る
。
伊
予
市
中
山
町
永
木

三
島
神
社
祭
礼
で
は
「
舎
儀
利
」、
ま
た
、
内
子
町
川
中
三
島
神
社
で
は
「
社
切
り
」

と
表
記
さ
れ
る
。
内
子
町
中
田
渡
（
新
田
神
社
）
で
は
、
こ
れ
を
「
シ
ャ
ン
ギ
リ
」

と
呼
ん
で
い
る
。
シ
ャ
ギ
リ
は
一
般
的
に
は
、ダ
イ
バ
ン
と
呼
ば
れ
る
鬼
を
先
頭
に
、

稚
児
衣
装
を
着
た
子
供
が
、
拍
子
木
、
太
鼓
、
笛
を
鳴
ら
し
な
が
ら
練
り
歩
き
、
そ

の
後
ろ
に
神
輿
が
続
く
。
神
輿
は
、
シ
ャ
ギ
リ
の
前
に
出
て
は
い
け
な
い
と
い
う
話

も
各
地
で
聞
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
や
は
り
道
祓
い
が
主
な
役
割
な
の
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
吉
田
を
は
じ
め
と
す
る
南
予
地
方
周
辺
地
域
の
祭
礼
に
登
場
す
る
顔
は
牛

と
も
鬼
と
も
つ
か
な
い
形
相
で
、
胴
体

は
牛
を
、
尻
尾
は
剣
を
か
た
ど
っ
た
練

物
の
一
種
で
、
神
輿
渡
御
の
先
導
を
務

め
、
悪
魔
祓
い
を
し
て
ま
わ
る
。
そ
し

て
中
予
地
方
各
地
に
見
ら
れ
る
鬼
「
ダ

イ
バ
」（
写
真
02
）
の
よ
う
に
、
神
輿
の

渡
御
行
列
で
先
導
役
と
し
て
登
場
す
る

鬼
面
を
被
っ
た
役
柄
は
見
ら
れ
な
い
。

た
だ
し
中
予
地
方
と
南
予
地
方
の
境
界

領
域
に
あ
る
内
子
町
中
田
渡
（
平
成
の

大
合
併
前
は
中
予
地
方
の
上
浮
穴
郡
小

田
町
に
位
置
し
て
い
た
場
所
）
で
は
、

中
予
タ
イ
プ
の
「
ダ
イ
バ
」
と
南
予
タ

写真 01
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史
料
的
に
は
江
戸
時
代
中
期
以
前
に
牛
鬼
が
祭
礼
に
登
場
し
て
い
た
と
証
明
で

き
る
文
献
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
南
予
地
方
各
地
の
祭
礼

に
登
場
し
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
最
古
の
資
料
は
、
西
予
市
宇
和
町
田
苗
真

土
の
亀
甲
家
文
書
の
中
の
天
明
四
年
（
一
七
八
四
年
）「
牛
鬼
練
物
仕
成
諸
入
用
人

数
面
付
帳
」（
伊
予
史
談
会
編
『
郷
土
古
文
書
等
調
査
報
告
書
』
一
九
七
六
年
）
で

あ
る
。

　

祭
礼
の
練
物
に
関
す
る
大
著
で
あ
る
植
木
行
宣
『
山
・
鉾
・
屋
台
の
祭
り
―
風
流

の
開
花
―
』（
二
〇
〇
一
年
・
白
水
社
）
で
は
、
山
鉾
・
屋
台
・
山
車
・
曳
山
・
だ

ん
じ
り
な
ど
の
祭
礼
風
流
の
系
譜
と
類
型
が
総
括
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の

中
で
、
こ
れ
ら
の
祭
礼
風
流
が
全
国
的
に
確
認
で
き
る
の
は
、
都
市
民
が
個
人
的
に

蓄
財
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
江
戸
時
代
の
中
・
後
期
以
降
で
あ
り
、
彼
ら
の
費

用
負
担
の
も
と
、
練
物
と
総
称
さ
れ
る
祭
礼
風
流
が
、
神
社
の
御
旅
所
の
間
を
往
復

す
る
神
輿
渡
御
の
供
奉
と
し
て
曳
か
れ
た
り
、
担
が
れ
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
牛
鬼
も
祭
礼
の
練
物
で
あ
る
。
天
明
四
年
（
一
七
八
四
年
）
の

田
苗
真
土
村
（
現
西
予
市
宇
和
町
）
に
て
牛
鬼
を
製
作
し
た
費
用
を
書
き
上
げ
た
文

書
か
ら
は
、
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
宇
和
島
城
下
周
辺
部
の
村
々
に
は
牛
鬼
が
祭
礼

に
登
場
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
推
測
に
は
な
る
が
、
そ
れ
直
前
（
つ
ま
り
十
八

世
紀
半
ば
）
に
は
宇
和
島
城
下
周
辺
で
も
牛
鬼
は
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
植
木

の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
祭
礼
風
流
の
登
場
し
た
江
戸
時
代
中
・
後
期
に
ま
さ
に
あ
て

は
ま
る
。

　

ま
た
、
文
献
資
料
と
し
て
は
二
次
史
料
と
な
る
が
、
明
治
時
代
初
期
成
立
の
『
立

間
八
幡
神
社
史
料
』
に
よ
る
と
、
吉
田
町
の
吉
田
秋
祭
に
関
し
て
、
古
老
の
言
い

伝
え
と
し
て
、
祭
礼
の
神
輿
渡
御
を
先
導
す
る
猿
田
彦
が
、
寛
政
年
間
（
一
七
八
九

年
～
一
八
〇
一
年
）
に
牛
鬼
に
改
め
ら
れ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
吉
田
藩

の
中
心
部
に
お
い
て
、
十
八
世
紀
後
半
に
神
輿
渡
御
の
先
導
役
が
、
猿
田
彦
と
い
う

イ
プ
の
牛
鬼
が
同
時
に
登
場
し
（
写
真
03
）、
神
輿
の
先
駆
を
務
め
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
中
予
の
ダ
イ
バ
と
南
予
の
牛
鬼
は
祭
礼
の
上
で
の
機
能
面
は
類
似
し
て

お
り
、
こ
れ
ら
は
鬼
役
の
地
域
差
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
南
予
で
も
「
ダ

イ
バ
」、「
ダ
イ
バ
ン
」
の
語
彙
が
見
ら
れ
、
神
社
の
拝
殿
な
ど
で
奉
納
さ
れ
る
神
楽

（
八
幡
浜
市
川
名
津
神
楽
な
ど
）
に
登
場
す
る
鬼
面
を
着
け
た
役
を
そ
う
呼
ん
で
い

る
。
こ
の
神
楽
の
ダ
イ
バ
が
神
輿
渡
御
に
お
供
す
る
こ
と
は
な
く
、
祭
礼
行
列
で
は

な
く
、
民
俗
芸
能
の
中
の
存
在
だ
と
い
え
る
。

　　　

こ
の
牛
鬼
の
出
る
祭
礼
の
分
布
は
第
七
章
で
詳
述
す
る
が
、
愛
媛
県
南
予
地
方
の

ほ
ぼ
全
域
の
ほ
か
、
か
つ
て
は
、
現
久
万
高
原
町
の
上
浮
穴
郡
柳
谷
村
や
久
万
町
に

も
あ
っ
た
。
ま
た
、
南
予
地
方
と
隣
接
す
る
高
知
県
側
に
も
分
布
し
、
そ
の
数
は
約

一
五
〇
ヶ
所
に
の
ぼ
る
。
こ
の
よ
う
に
牛
鬼
は
江
戸
時
代
の
宇
和
島
・
吉
田
藩
領
を

中
心
と
し
て
、
そ
の
周
辺
地
域
に
分
布
し
て
お
り
、
大
洲
、
新
谷
藩
領
内
で
も
宇
和

島
に
近
い
地
域
に
濃
厚
に
見
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
な
ど
、
旧
宇
和
島
藩
領
か
ら
そ
の

周
辺
に
伝
播
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
旧
宇
和
島
藩
内
に
て
牛
鬼
が
各
地

に
伝
播
し
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
は
、
宇
和
島
藩
の
一
宮
と
い
わ
れ
る
宇
和
島
市
野

川
の
宇
和
津
彦
神
社
の
祭
礼
（
一
宮
祭
礼
）、
そ
し
て
吉
田
藩
の
中
心
地
で
あ
る
吉

田
秋
祭
の
牛
鬼
を
、
藩
領
内
各
地
の
神
社
が
模
倣
し
た
こ
と
に
よ
り
広
ま
っ
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。
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一
人
で
担
う
個
人
単
位
の
も
の
か
ら
牛
鬼
と
い
う
集
団
に
よ
っ
て
担
が
れ
る
練
物
へ

と
発
展
し
て
い
る
こ
と
で
、
そ
の
背
景
と
し
て
祭
礼
の
担
い
手
が
経
済
的
な
豊
か
に

な
っ
た
、
も
し
く
は
祭
礼
を
支
え
る
町
組
織
が
充
実
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
（
写

真
04
）。

　
こ
の
江
戸
時
代
中
期
に
「
牛
鬼
」
が
祭
礼
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
契
機
が
何
だ
っ
た
の

か
は
依
然
不
明
で
あ
る
。
全
国
の
祭

礼
を
見
渡
し
て
も
「
牛
鬼
」
の
練
物
、

造
り
物
は
南
予
地
方
周
辺
以
外
で
は

確
認
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
、
突
然

変
異
的
に
祭
礼
の
造
り
物
と
し
て
考

案
さ
れ
た
と
す
る
見
方
も
あ
る
。

　

大
本
敬
久「
愛
媛
の
祭
礼
風
流
誌
」

（
二
〇
〇
一
年
・『
愛
媛
県
歴
史
文
化

博
物
館
研
究
紀
要
』
六
号
）
で
牛
鬼

の
つ
い
て
論
じ
た
際
の
一
つ
の
仮
説

と
し
て
、
神
に
供
奉
す
る
動
物
と
し

て
の
牛
観
念
を
基
礎
と
し
て
、
南
予

地
方
の
牛
鬼
が
成
立
し
た
と
の
提
示

し
て
い
る
。
大
局
的
な
見
方
に
な
る

が
、
一
般
に
神
に
供
奉
す
る
、
も
し

く
は
使
い
と
し
て
、
祭
礼
の
中
に
も

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
動
物
に
馬
が

あ
る
が
、
南
予
地
方
の
牛
鬼
や
、
南

九
州
、
例
え
ば
鹿
児
島
県
日
置
郡
の

牛
の
ツ
ク
イ
モ
ン
な
ど
、
神
を
先
導

す
る
動
物
と
し
て
馬
で
は
な
く
、
牛
を
意
識
す
る
地
域
が
南
日
本
に
多
い
こ
と
か

ら
、
牛
鬼
も
そ
れ
に
類
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の

説
は
実
証
が
困
難
で
あ
り
、
仮
説
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

　

一
方
、「
牛
鬼
」
と
言
え
ば
、
喜
多
村
筠
庭
が
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
年
）
に
著

し
た
当
時
の
百
科
事
典
的
な
典
籍
で
あ
る
『
嬉
遊
笑
覧
』
に
、
二
九
種
類
の
妖
怪
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
一
つ
と
し
て
「
牛
鬼
」
が
出
て
く
る
な
ど
、
江
戸

時
代
に
お
い
て
は
妖
怪
と
し
て
全
国
的
に
も
知
ら
れ
て
い
た
。
各
種
の
妖
怪
絵
巻
に

も
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
形
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
江
戸
時
代
の
一
般
的
な
知
識
を
も

と
に
祭
礼
の
造
り
物
・
練
物
と
し
て
牛
鬼
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
も
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
こ
で
江
戸
時
代
の
妖
怪
と
し
て
の
牛
鬼
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。

　

京
極
夏
彦
・
多
田
克
己
編
著
『
妖
怪
図
巻
』（
二
〇
〇
〇
年
・
国
書
刊
行
会
）
を

参
考
に
、
各
種
の
絵
巻
に
描
か
れ
た
妖
怪
と
し
て
の
牛
鬼
の
特
徴
を
見
て
み
る
と
、

大
き
く
二
つ
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
『
太
平
記
』
巻
第
三
十
二
に
記
述

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
全
身
が
黒
毛
で
覆
わ
れ
て
、
牛
の
よ
う
に
二
本
の
角
、
口
に

は
牙
が
あ
り
、指
が
三
本
あ
る
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。『
画
図
百
鬼
夜
行
』（
一
七
七
五

年
・
鳥
山
石
燕
）
や
、『
百
鬼
夜
行
絵
巻
』（
一
八
三
二
年
・
尾
田
淑
）
に
は
こ
の
特

徴
を
し
た
牛
鬼
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
描
か
れ
た
牛
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
は
『
太

平
記
』
の
記
述
を
も
と
に
創
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
太
平
記
系
妖
怪
牛
鬼
と

言
え
る
。

　

も
う
一
つ
は
、『
化
物
づ
く
し
』（
制
作
年
代
不
明
）、『
百
怪
図
巻
』（
一
七
三
七
年
・

佐
脇
嵩
之
）、『
化
物
絵
巻
』（
十
九
世
紀
前
半
・
作
者
不
明
）、『
十
界
双
六
』（
作
者

不
明
）
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
土
蜘
蛛
系
牛
鬼
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
太
平
記
系
妖

怪
牛
鬼
と
は
形
状
が
全
く
異
な
る
。
胴
体
は
蜘
蛛
の
形
を
し
て
お
り
、
頭
に
は
二
本

の
角
が
あ
る
と
い
う
特
徴
で
、
実
際
の
牛
と
は
か
け
離
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
先

に
挙
げ
た
『
百
鬼
夜
行
絵
巻
』
で
は
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
土
蜘
蛛
」
と
名
付
け
ら
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と
い
っ
た
聖
な
る
動
物
と
し
て
の
牛
観
念
と
の
関
連
を
考
え
れ
ば
、
南
予
地
方
の
祭

礼
牛
鬼
の
成
立
の
背
景
と
、
妖
怪
牛
鬼
の
基
層
と
が
南
方
を
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と

し
て
結
び
つ
く
要
素
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
牛
鬼
伝
承
が
東
日
本
に
は
存
在

せ
ず
、
西
日
本
の
沿
岸
部
に
多
い
こ
と
も
、
南
方
と
の
結
び
つ
き
を
考
え
る
際
に
示

唆
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
推
論
は
実
証
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、

南
予
地
方
の
「
基
層
的
」
文
化
論
の
類
で
考
察
す
る
際
の
一
つ
の
材
料
に
し
か
な
ら

な
い
。

　

や
は
り
、
こ
こ
で
、
今
一
度
、
祭
礼
牛
鬼
の
由
来
伝
承
に
つ
い
て
、
確
実
な
史
料

と
伝
承
に
よ
り
実
証
的
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

地
元
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
「
加
藤
清
正
が
朝
鮮
征
伐
文
禄
の
役
に
敵
を
威

圧
す
る
た
め
に
つ
く
っ
た
。」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
喜
多
郡
の
領
主
戸
田

勝
隆
の
家
臣
大
洲
太
郎
が
赤
布
を
用
い
、
牛
鬼
の
形
を
つ
く
っ
て
猛
獣
の
来
襲
を
防

い
だ
の
が
は
じ
め
」
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
昭
和
三
三
年
（
一
九
五
八
年
）
に
刊
行
さ

れ
た
『
宇
和
地
帯
の
民
俗
』
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
も
古
い
時
期
に
記

載
さ
れ
た
も
の
と
な
る
と
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
年
）
に
愛
媛
県
が
調
査
し
た

『
神
社
に
関
す
る
調
査
』（
愛
媛
県
立
図
書
館
蔵
）
に
「
加
藤
清
正
朝
鮮
征
伐
時
ニ
牛

鬼
デ
虎
ヲ
追
イ
テ
兵
士
ノ
食
殺
サ
レ
ル
ノ
ヲ
助
ケ
タ
ノ
ヨ
リ
」
と
あ
る
。
江
戸
時
代

や
明
治
時
代
に
記
さ
れ
た
牛
鬼
の
記
述
で
、
こ
れ
に
類
す
る
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。

具
体
的
な
由
来
伝
承
に
関
す
る
資
料
で
最
も
古
い
も
の
は
、
現
在
確
認
で
き
て
い
る

と
こ
ろ
で
は
、
高
知
県
四
万
十
市
西
土
佐
江
川
崎
の
牛
鬼
に
関
す
る
由
来
の
記
述
で

あ
る
。
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
高
知
縣
幡
多
郡
誌
』
に
江

川
崎
村
の
牛
鬼
に
関
す
る
由
来
が
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

�

「
牛
鬼
の
由
来
、
文
禄
年
間
豊
臣
秀
吉
朝
鮮
征
伐
の
際
士
卒
屡
々
虎
害
を
蒙
る
、

陣
中
に
伊
豫
の
住
人
に
し
て
大
洲
五
郎
な
る
者
あ
り
頗
機
智
に
富
み
牛
鬼
を
乗
出

す
、
士
卒
之
を
擔
ぎ
て
虎
に
向
へ
ば
虎
は
驚
愕
し
て
逃
走
す
以
後
被
害
な
し
」

れ
て
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
牛
鬼
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
太
平
記
』

に
出
て
く
る
牛
鬼
を
退
治
し
た
源
頼
光
が
、
他
の
説
話
で
土
蜘
蛛
を
退
治
し
た
話
も

あ
り
、
こ
れ
ら
が
混
同
し
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。

　

以
上
の
二
つ
の
牛
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
南
予
地
方
の
祭
礼
牛
鬼
の
形
状
と
は
全
く

異
な
っ
て
い
る
。
現
在
も
そ
う
で
あ
る
し
、
江
戸
時
代
後
期
の
祭
礼
の
様
子
を
描
か

れ
た
と
さ
れ
る
『
宇
和
津
彦
神
社
祭
礼
絵
巻
』（
宇
和
島
市
立
伊
達
博
物
館
蔵
）
に

見
え
る
牛
鬼
と
を
比
べ
て
も
同
様
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
流
通
し
て
い
た
妖
怪
牛
鬼

の
知
識
が
そ
の
ま
ま
祭
礼
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
造
り
物
と
し
て
具
現
化
さ
れ
た
と
全

く
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

次
に
牛
鬼
に
関
す
る
各
地
の
口
頭
伝
承
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
牛
鬼
と
い
う
妖

怪
に
関
す
る
口
頭
伝
承
は
、
西
日
本
各
地
、
特
に
福
井
県
、
三
重
県
、
和
歌
山
県
、

山
陰
、四
国
、九
州
に
お
い
て
数
多
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。既
に
大
本
敬
久「
牛

鬼
論
」
に
て
、
こ
れ
ら
の
各
伝
承
に
つ
い
て
、
牛
鬼
が
棲
む
場
所
や
、
風
体
、
牛
鬼

に
よ
る
具
体
的
な
被
害
内
容
、
村
人
の
対
応
、
退
治
者
、
退
治
方
法
、
退
治
の
結
果

を
ま
と
め
て
い
る
の
で
詳
解
は
し
な
い
が
、
牛
鬼
の
棲
む
と
さ
れ
る
場
所
は
、
淵
や

滝
、
海
な
ど
水
に
関
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
が
指
摘
で
き
、
水
辺
の
妖
怪
と
し
て

の
性
格
が
強
い
こ
と
特
徴
と
い
え
る
。
ま
た
、
牛
鬼
が
女
性
に
化
け
る
と
い
う
事
例

が
多
い
が
、
こ
れ
は
『
太
平
記
』
の
記
述
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、『
太

平
記
』
で
は
牛
鬼
が
老
婆
（
源
頼
光
の
母
）
に
化
け
て
い
る
が
、
山
陰
に
て
多
く
伝

承
さ
れ
て
い
る
濡
れ
女
の
正
体
が
牛
鬼
で
あ
る
こ
と
や
、
和
歌
山
県
で
は
美
し
い
女

性
に
化
け
る
事
例
が
多
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
一
概
に
『
太
平
記
』
の
記
述
の
影
響
と

断
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
淵
に
棲
む
妖
怪
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
や
、
女
性

に
化
け
る
と
さ
れ
る
と
い
っ
た
共
通
点
を
持
つ
も
の
に
蛇
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
牛
伝

承
と
蛇
伝
承
が
女
性
原
理
や
水
と
の
関
連
で
結
び
つ
く
の
は
、
大
局
的
に
見
る
と
、

東
ア
ジ
ア
特
に
中
国
南
部
の
文
化
と
共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
神
の
使
い
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牛
鬼
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
愛
媛
県
宇
和
島
地
方
で
、
朝
鮮
出
兵
の
際
に
加
藤
清　

正
が
敵
を
威
圧
す
る
た
め
に
用
い
た
の
が
は
じ
ま
り
と
い
わ
れ
、
昭
和
初
期
に
は
こ

の
伝
承
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
ま
た
別
の
由
来
と
し
て
、
大
洲

太
郎
が
赤
布
を
用
い
て
牛
鬼
を
作
っ
た
の
が
は
じ
ま
り
と
い
う
伝
承
も
あ
る
。
し
か

し
、
い
ず
れ
も
昭
和
初
期
以
降
に
著
さ
れ
た
文
献
に
紹
介
さ
れ
た
説
で
あ
り
、
こ
の

伝
承
の
詳
細
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、こ
の
『
高
知
縣
幡
多
郡
誌
』

の
記
述
は
、
具
体
的
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
愛
媛
で
確
認
し
て
い
た
複
数
の
由
来
伝
承

を
結
び
つ
け
る
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
各
地
に
伝
わ
っ
た
由
来
伝
承
の
原
型
を
示
し

て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

�　

①
文
禄
年
間
の
朝
鮮
出
兵
の
際
に
、
兵
士
が
虎
害
を
被
っ
て
い
た
。

�　

②
伊
予
の
大
洲
五
郎
が
牛
鬼
を
作
っ
て
虎
害
を
防
ぐ
。

�　

③
以
後
、
神
輿
の
先
駆
と
し
て
取
り
入
れ
る
。

�　

以
上
の
三
つ
の
文
脈
に
わ
か
れ
る
が
、
宇
和
島
地
方
で
は
①
の
話
が
変
容
し
て

「
朝
鮮
出
兵
の
際
に
加
藤
清
正
が
敵
を
威
圧
す
る
た
め
に
用
い
た
」
と
い
う
話
に
な

り
、ま
た
②
が
独
立
し
て
朝
鮮
出
兵
の
話
と
は
切
り
離
さ
れ
、単
に
「
大
洲
太
郎
（
幡

多
郡
誌
で
は
五
郎
）
が
赤
布
を
用
い
て
つ
く
っ
た
の
が
は
じ
ま
り
」
と
い
う
伝
承
と

な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
虎
退
治
の
た
め
に
牛
鬼
を
用
い
た
こ
と
に
関
連
す
る
伝
承
が
南
宇
和
郡
愛

南
町
御
荘
に
あ
る
。
こ
こ
の
牛
鬼
は
、
山
に
出
る
狼
を
退
治
す
る
た
め
に
、
藩
主
伊

達
家
の
許
し
を
得
て
、
出
し
た
の
が
始
ま
り
だ
と
い
う
。
動
物
退
治
で
共
通
す
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
話
も
虎
退
治
が
変
容
し
て
狼
退
治
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
牛

鬼
の
由
来
に
は
謎
が
多
い
の
は
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
文
献
が
時
代
的
に
新
し
い
こ
と

が
原
因
と
い
え
る
。
大
正
一
四
年
の
『
高
知
縣
幡
多
郡
誌
』
よ
り
以
前
の
資
料
で
は
、

未
だ
由
来
伝
承
の
確
認
で
き
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
由
来
伝
承
は
案
外
新
し
い
も
の

で
江
戸
時
代
に
は
遡
れ
な
い
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
う
一
つ
、
牛
鬼
の
由
来
、
成
立
に
関
す
る
説
と
し
て
、
闘
牛
関
連
説
が
あ
る
。　
　

　

こ
れ
は
、
南
宇
和
歴
史
民
俗
文
庫
の
藤
田
儲
三
が
指
摘
す
る
説
で
あ
る
。
南
予
地

方
江
戸
時
代
に
闘
牛
が
盛
ん
に
な
る
と
と
も
に
、
本
来
農
耕
用
で
あ
る
牛
に
特
別
の

餌
を
や
り
、
大
き
く
し
て
農
耕
に
は
使
い
勝
手
悪
く
な
り
、
ま
た
賭
博
性
を
帯
び
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
闘
牛
禁
止
令
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
困
っ
た
住
民
が

古
い
斗
ジ
ョ
ウ
ケ
（
一
斗
入
り
の
竹
か
ご
）
な
ど
に
木
で
角
を
付
け
、
古
紙
を
張

り
、
柿
渋
な
ど
を
塗
っ
て
頭
と
し
、
竹
と
棕
櫚
で
胴
体
を
作
り
、
闘
牛
の
真
似
を
し

た
。
そ
れ
が
祭
礼
に
牛
鬼
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
る
背
景
と
な
っ
た
と
い
う
説
で
あ

る
。
確
か
に
、
祭
礼
牛
鬼
の
角
の
形
状
を
見
て
み
る
と
、
闘
牛
用
に
仕
上
げ
る
た
め

彎
曲
し
た
よ
う
な
寄
せ
た
角
を
し
て
い
る
牛
鬼
が
各
地
に
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

闘
牛
と
牛
鬼
の
関
連
は
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
闘
牛
は
南
予
地
方
で
は
「
牛
の
突

き
合
い
」
と
も
言
わ
れ
、
西
予
市
以
南
、
南
宇
和
郡
以
北
の
各
市
町
村
に
現
在
で
も

伝
承
さ
れ
て
い
る
娯
楽
習
俗
（
写
真
05
）

で
あ
る
。
南
予
地
方
の
闘
牛
は
あ
く
ま

で
娯
楽
で
あ
り
、
奄
美
地
方
や
、
沖
縄
、

八
重
山
諸
島
の
闘
牛
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
神
事
性
は
薄
い
。
し
か
し
、
史
料
的

に
は
確
認
で
き
な
い
が
、
江
戸
時
代
以

前
に
神
事
と
し
て
の
闘
牛
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
。
藤
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

闘
牛
習
俗
の
存
在
が
牛
鬼
成
立
の
背
景

に
あ
っ
た
こ
と
を
全
く
否
定
す
る
も
の

で
も
な
く
、
こ
れ
は
今
後
の
検
討
課
題

と
い
え
る
。

　写真 05
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で
神
輿
に
供
奉
す
る
八
幡
宝
多
と
思
わ
れ
る
。

　

利
根
本
（
写
真
02
）
で
は
、
本
町
二
丁
目
の
幟
の
周
り
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
現

在
の
宵
宮
宝
多
な
ど
は
前
垂
れ
に
敬
神
に
係
る
文
言
な
ど
を
書
く
が
、
こ
こ
で
は
前

垂
れ
に
お
多
福
の
面
や
笹
竹
、
伊
勢
海
老
な
ど
の
絵
が
描
か
れ
て
な
ん
と
も
華
や
か

だ
。
被
る
人
物
（
子
供
か
大
人
か
不
明
）
も
、
あ
る
者
は
豆
絞
り
の
手
ぬ
ぐ
い
で
頭

に
ほ
う
か
む
り
を
し
て
襷
が
け
姿
、
あ
る
者
は
腰
に
ひ
ょ
う
た
ん
や
「
火
の
用
心
」

と
書
か
れ
た
袋
を
垂
ら
す
な
ど
、
装
い
も
さ
ま
ざ
ま
。
傍
ら
に
は
「
是
ヲ
「
ホ
タ
」

或
ハ
「
カ
ブ
」
ト
称
ヘ
数
十
列
外
ニ
散
在
ス
多
ク
ハ
神
願
ノ
為
メ
、
出
ツ
故
ニ
小
児

等
ハ
其
装
ヲ
ナ
シ
父
兄
保
護
ノ
モ
ト
ニ
出
ツ
者
ア
リ
次
ニ
其
一
例
ヲ
示
ス
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
多
数
の
ホ
タ
が
出
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

な
お
、ホ
タ
の
姿
は
、吉
田
祭
で
は
な
い
が
、嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
年
）
の
「
宇

和
津
彦
神
社
祭
礼
絵
巻
」（
末
広
本
）に
も
描
か
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
牛
鬼
の
後
と
、

神
輿
の
後
ろ
に
各
一
人
ず
つ
（
写
真
03
・
04
）、
い
ず
れ
も
一
人
立
ち
で
赤
い
頭
を

被
る
。
ま
た
、
西
予
市
明
浜
町
狩
浜
で
は
、
五
ツ
鹿
踊
の
隅
に
控
え
る
一
人
で
獅
子

頭
を
被
っ
た
役
が
お
り
、
地
元
で
は
「
ホ
タ
」
と
呼
ぶ
（
１
）

が
、
そ
の
獅
子
頭
は
木

第
六
節
　
宝
多

一
　
ホ
タ
に
つ
い
て

　　

吉
田
秋
祭
で
は
「
宝
多
」
の
字
を
あ
て
る
が
、
ホ
タ
は
ホ
タ
カ
ブ
な
ど
と
も
呼
ば

れ
、
愛
媛
県
南
部
―
南
予
地
方
の
祭
礼
の
一
部
に
点
々
と
登
場
す
る
。
西
予
市
宇
和

町
卯
之
町
や
同
市
明
浜
町
狩
浜
、
鬼
北
町
下
鍵
山
な
ど
で
確
認
さ
れ
る
。

　

ホ
タ
に
つ
い
て
は
、『
吉
田
町
誌
』（
一
九
七
一
年
）
に
「
古
く
元
禄
（
一
六
八
八
）

の
こ
ろ
に
は
じ
ま
っ
た
と
い
わ
れ
、
天
下
に
そ
の
奇
習
を
う
た
わ
れ
た
ホ
タ
行
列
」

と
書
か
れ
る
が
、
元
禄
説
の
根
拠
は
明
確
で
な
い
。
こ
こ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
記
録
に

う
か
が
え
る
ホ
タ
の
諸
相
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

写真 04

写真 01

写真 02

二
　
絵
巻
物
に
見
え
る
ホ
タ

　

数
多
く
の
絵
巻
が
残
る
吉
田
秋
祭
だ

が
、
ホ
タ
は
す
べ
て
の
絵
巻
で
確
認
さ
れ

る
。
主
だ
っ
た
例
を
見
て
お
こ
う
。

　

白
描
本
（
写
真
01
）
で
は
、
本
町
二
丁

目
の
の
ぼ
り
の
次
と
、
八
幡
宮
の
三
基
の

神
輿
の
前
、
榊
と
太
鼓
の
間
に
各
一
名
ず

つ
の
三
名
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち

後
者
の
二
名
は
神
輿
前
で
近
い
位
置
に
い

る
だ
け
で
な
く
、
頭
が
大
き
く
前
側
は
一

本
角
、
後
側
は
二
本
角
が
見
え
る
。
一
対

写真 03
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田
町
誌
』
に
は
「
大
正
の
中
こ
ろ
よ
り
し
だ
い
に
そ
の
形
が
く
ず
れ
、
こ
こ
ろ
な
い

人
た
ち
に
よ
り
陽

物
を
か
た
ど
っ
た

異
様
な
も
の
が
出

現
す
る
や
ら
、
活

動
写
真
の
流
行
に

と
も
な
っ
て
い
た

ず
ら
に
扮
装
を
き

そ
う
な
ど
、
ホ
タ

本
来
の
姿
が
う
し

な
わ
れ
て
き
た
こ

製
で
江
戸
中
期
ま
で
遡
る
市
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
（
２
）
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

獅
子
頭
製
作
時
期
が
そ
の
ま
ま
「
ホ
タ
」
の
認
識
の
古
さ
を
示
す
も
の
と
す
る
か
否

か
は
慎
重
を
要
す
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
南
予
宇
和
島
地
域
で
近
世
期
か
ら
散

見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

三
　
古
写
真
に
見
え
る
ホ
タ

　
『
な
つ
か
し
の
吉
田
』（
吉
田
町
教
育
委
員
会
・
一
九
八
四
年
）
所
載
の
昭
和
一
〇

年
代
撮
影
と
思
わ
れ
る
古
写
真
（
写
真
05
）
に
は
、
大
小
五
人
の
ホ
タ
が
並
ん
で
お

り
、
う
ち
大
き
い
一
頭
の
前
垂
に
は
白
地
に
墨
書
文
字
「
神
在
／
神
初
め
」
と
書
か

れ
て
あ
る
。
ま
た
「
青
」
と
い
う
字
を
含
む
マ
ー
ク
を
描
い
た
前
垂
れ
は
吉
田
の
青

年
団
の
マ
ー
ク
と
思
わ
れ
る
。
ホ
タ
を
出
す
主
体
が
う
か
が
え
る
。

　

ま
た
、
多
数
の
子
供
た
ち
の
ホ
タ
が
写
る
写
真
（
写
真
06
）
も
あ
り
、
中
に
は
ホ

タ
だ
け
で
な
く
、
細
長
い
坊
主
頭
の
仮
装
の
者
や
仮
面
の
者
も
確
認
で
き
る
。『
吉

と
は
、
な
ん
と
し
て
も
お
し
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
嘆
い
て
い
る
が
そ
う
し
た
状

況
を
捉
え
た
写
真
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
「
百
鬼
夜
行
の
壮
観
」
の
例
え
に
相
応
し
い
。

　

こ
の
う
ち
細
長
い
頭
「
陽
物
」
の
原
形
は
、
お
そ
ら
く
福
禄
寿
の
仮
装
か
も
し
れ

な
い
。
福
禄
寿
は
魚
棚
三
丁
目
の
七
福
神
中
に
あ
る

が
、
似
た
よ
う
な
長
い
頭
を
被
っ
た
仮
装
は
、
香
川

県
三
木
町
の
獅
子
舞
（
ホ
ク
ロ
ク
サ
ン
な
ど
と
呼
ば

れ
る
）
な
ど
に
も
散
見
さ
れ
る
。

四
　
現
存
す
る
ホ
タ
の
古
い
頭

　

現
在
、
宝
多
の
古
い
頭
が
い
く
つ
か
確
認
で
き
る
。

制
作
年
代
も
明
確
で
な
い
も
の
も
あ
り
、
実
用
さ
れ
た

か
否
か
不
詳
の
も
の
も
あ
る
が
、
挙
げ
て
お
き
た
い
。

● 

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
所
蔵
の
ホ
タ
頭
（
写
真

07
）　

昭
和
初
期
頃
に
実
際
に
使
わ
れ
て
い
た
。

頭
上
に
一
本
の
角
が
あ
り
顔
は
赤
色
、
長
い
毛
を

垂
ら
す
。
幅
四
十
㎝
、
奥
行
き
三
六
㎝
、
高
さ

三
一
㎝
。

● 

立
間
八
幡
宮
所
蔵
の
ホ
タ
頭
（
写
真
08
）　

社
殿

内
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
昭
和
三
五
年

（
一
九
六
〇
年
）
に
裡
町
一
丁
目
の
鷹
之
羽
屋
九

代
目
中
村
雅
氏
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
も
の
。
頭
上
に

写真 05

写真 06

写真 07写真 08写真 09

一
本
の
角
が
あ
り
、
茶
色
の
毛
を
生
や
し
、
顔
面

も
茶
色
。
幅
八
三
㎝
、
奥
行
き
八
五
㎝
、
高
さ

五
二
㎝
。
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● 

国
安
の
郷
所
蔵
の
ホ
タ
頭
（
写
真
09
）　
小
さ
い
頭
四
点
が
確
認
さ
れ
る
が
、
か

つ
て
魚
棚
三
丁
目
で
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
幅
三
三
㎝
、
奥
行
き

三
三
㎝
、
高
さ
二
一
㎝
。

五
　
ホ
タ
を
め
ぐ
る
言
説

　

ホ
タ
に
つ
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
昔
か
ら
そ
の
語
源
や
起
源
を
求
め
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
言
説
が
残
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。
管
見
に
及
ん
だ
一
端
を
示
す
（
文
末
括

弧
は
出
典
）。

　
　

・ 「
牡
丹
獅
子
」
の
「
牡
丹
」
が
国
字
で
濁
音
な
く
ホ
タ
ン
と
記
し
音
頭
二
つ　

を
と
っ
て
「
ホ
タ
」
に
転
化
（『
吉
田
新
報
』
大
正
五
年
（
一
九
一
六
年
）

一
〇
月
二
五
日
「
ホ
タ
と
い
ふ
名
の
新
説
」）

　
　

・ 

榾ほ
だ

の
転
化
（『
吉
田
新
報
』
大
正
七
年
（
一
九
一
八
年
）
一
〇
月
一
〇
日
「
胃

洞
亭
漫
筆
」）

　
　

・ 

藤
原
為
忠
集
「
神
さ
む
き
田
中
の
も
り
の
辻
社
ほ
た
け
を
は
や
す
声
聞
こ
ゆ

な
り
」
に
詠
ま
れ
た
「
ほ
た
け
」
＝
生
殖
神
の
祭
典
を
囃
す
の
に
用
い
る
「
ホ

イ
タ
ケ
棒
」（『
吉
田
新
報
』
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
年
）
一
一
月
二
五
日
「
西

灘
よ
り
」）

　
　

・ （
右
記
の
）「
ほ
た
け
」
を
振
り
ま
わ
す
と
き
に
発
す
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
（
擬

声
詞
）（『
吉
田
新
報
』
大
正
九
年
一
一
月
二
五
日
「
西
灘
よ
り
」）

　
　

・
大
阪
の
「
ほ
た
へ
る
」
と
い
う
言
葉
（『
伊
予
吉
田
郷
土
史
話
集
』）

　
　

・
語
源
は
「
ざ
れ
る
」
の
意
味
の
土
佐
方
言
（『
吉
田
町
誌
』）

　
　

・
古
代
中
国
の
架
空
の
動
物
「
獏
」
に
由
来
（『
吉
田
町
誌
』）

　
　

・
仙
台
か
ら
宇
和
島
に
来
た
家
士
が
故
郷
を
し
の
び
鹿
踊
を
ヒ
ン
ト
に
創
作

　
　
　
（『
吉
田
町
誌
』）

さ
ま
ざ
ま
な
言
説
は
、
ホ
タ
に
対
す
る
人
々
の
好
奇
や
愛
着
を
う
か
が
え
る
。

　

一
方
で
行
き
過
ぎ
た
一
面
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
大
正
五
年
に
は
ホ
タ
に
関
す
る
訓

示
も
出
さ
れ
、『
吉
田
新
報
』
九
月
二
五
日
に
は

　
　
（ 

略 

） 

古
来
吉
田
祭
の
名
物
と
し
て
健
壮
な
り
し
ホ
タ
が
近
年
著
し
く
其
風
を

        

失
ひ
第
一
悪
魔
払
の
面
相
を
有
す
べ
き
も
の
が
長
頭
の
出
来
損
ひ
の
如
き
も

　
　

 

の
と
化
し
或
は
白
衣
の
清
浄
な
り
し
装
が
淫
褻
な
る
女
装
を
な
す
も
の
あ
り

       

て
兎
角
女
子
に
悪
戯
を
な
す
を
以
て
目
的
と
す
る
の
風
あ
る
よ
り
町
当
局
に

　
　

あ
り
て
は
一
面
神
事
の
古
雅
を
尊
び
が
た
ぐ
悪
風
を
一
掃
せ
ん
と
の
目
的
に

　
　

て
警
察
と
も
協
議
の
上
右
の
通
知
を
発
し
た
る
も
の
な
れ
ば
各
個
に
あ
り
て

　
　

て
も
其
心
あ
る
べ
き
な
り

と
記
し
て
い
る
。
前
述
し
た
頭
の
長
い
仮
装
な
ど
が
眉
を
ひ
そ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う

だ
が
、
そ
の
後
も
『
吉
田
新
報
』
等
で
ホ
タ
の
乱
れ
を
嘆
く
記
事
は
散
見
さ
れ
る
。

六
　
ホ
タ
の
思
い
出

　

か
つ
て
の
ホ
タ
の
様
子
を
う
か

が
う
と
、
宵
宮
宝
多
の
乱
れ
ぶ
り

暴
れ
ぶ
り
に
つ
い
て
の
話
が
多
く

聞
け
た
。
一
部
を
要
約
し
て
記
す
。

　

男
性
（
昭
和
七
年
生
ま
れ
）
の

話　

子
ど
も
の
こ
ろ
（
戦
中
）
は
、

一
一
月
四
日
が
宵
宮
で
、
翌
五
日

が
本
宮
。
宵
宮
に
は
正
統
派
の
ホ

タ
と
別
に
ケ
ン
カ
ボ
タ
が
出
た
。

ケ
ン
カ
ボ
タ
は
棒
の
先
に
ホ
タ
の

写真 10
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頭
を
つ
け
、
長
い
幣
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
を
持
っ
た
若
い
人
が
何
人
も
い
て
、

暴
れ
た
り
し
て
ひ
ど
か
っ
た
。
角
は
今
は
一
本
だ
が
二
本
の
も
の
も
あ
っ
た
。
一
四

歳
の
時
（
昭
和
一
八
年
頃
）、
一
時
大
工
町
に
い
て
、
本
宮
の
日
は
朝
早
く
六
時
く

ら
い
に
ホ
タ
が
お
宮
に
行
っ
て
、
後
は
ね
り
歩
い
て
帰
っ
た
。
楽
器
な
ど
は
な
く
ね

り
歩
く
の
み
で
、
御
前
一
〇
時
く
ら
い
に
は
家
に
戻
っ
た
。
い
ず
れ
も
終
戦
を
機
に

や
ま
っ
た
。

　

こ
の
話
に
で
て
く
る
ケ
ン
カ
ボ
タ
に
近
い
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、「
国
安
の
郷
」

に
保
管
展
示
さ
れ
て
い
る
（
写
真
10
）。

　

女
性
（
昭
和
七
年
生
ま
れ
）
の
話　

宵
宮
の
ホ
タ
は
夜
更
け
に
な
げ
玉
（
投
げ
る

と
大
き
な
音
が
す
る
）
を
投
げ
た
。
当
時
は
ホ
タ
が
遠
く
に
い
る
時
に
家
の
障
子
か

ら
こ
っ
そ
り
の
ぞ
い
て
見
て
い
た
が
、
近
づ
い
て
く
る
と
障
子
を
閉
め
て
逃
げ
た
。

男
の
人
が
女
性
の
着
物
を
着
た
り
、
覆
面
を
し
た
り
し
て
い
た
。
終
戦
直
後
く
ら
い

ま
で
あ
っ
た
か
？
本
宮
で
は
ホ
タ
は
朝
早
く
八
幡
神
社
に
行
っ
て
い
た
。

七
　
ま
と
め
に
か
え
て

　

ホ
タ
は
大
き
な
頭
こ
そ
印
象
的
で
あ
る
が
、そ
の
一
方
で
看
過
さ
れ
が
ち
な
の
は
、

通
常
の
天
狗
や
鬼
と
い
っ
た
仮
面
の
仮
装
者
と
異
な
り
、
大
き
な
頭
の
下
は
胴
体
の

布
だ
け
が
あ
っ
て
両
手
が
な
く
（
出
て
お
ら
ず
）、
そ
の
下
に
足
だ
け
が
見
え
る
独

特
の
風
貌
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ホ
タ
の
頭
は
、
顔
面
に
装
着
す
る
仮
面
で
は
な
く
、

中
の
演
者
が
手
に
持
っ
て
操
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
も
ホ
タ
の
最
も
大
き
な
特
徴

の
ひ
と
つ
に
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
扮
装
は
、
全
国
的
に
み
れ
ば
「
二
人
立

ち
」
の
獅
子
舞
の
類
が
も
っ
と
も
近
い
存
在
で
、
八
幡
宝
多
の
よ
う
な
神
輿
に
随
行

す
る
特
徴
等
も
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
行
道
の
獅
子
舞
が
独
自
の
変
化
を
遂
げ
た
も

の
と
考
え
る
の
が
自
然
に
思
わ
れ
る
。前
述
し
た
西
予
市
明
浜
町
狩
浜
の
例
な
ど
は
、

そ
の
最
た
る
例
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
点
で
言
え
ば
、
演
者
二
人
で
な
く
一
人
で
演

じ
ら
れ
る
こ
と
も
ホ
タ
の
特
徴
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

ホ
タ
は
江
戸
期
よ
り
確
認
さ
れ
る
が
、
近
代
に
入
っ
て
か
た
や
文
人
ら
に
そ
の
語

源
や
由
来
に
興
味
を
ひ
か
れ
、
か
た
や
風
紀
を
乱
す
と
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
も

な
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
、
神
輿
に
供
奉
す
る
八
幡
宝
多
を
原
型
と
し
て
、
そ
の
も
ど

き
と
し
て
各
町
の
若
者
や
子
供
た
ち
扮
す
る
宵
宮
宝
多
が
、
余
り
あ
る
祭
り
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
発
露
と
し
て
様
々
に
変
貌
し
、
増
殖
し
、
あ
る
い
は
当
局
の
規
制
を
受
け

な
が
ら
、
往
時
の
祭
り
を
盛
り
上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
角
を
付
け
た
独
特
の
風
貌
や
、「
ホ
タ
」
と
い
う
名
前
、
か
つ
て
の
宵
宮

の
吉
田
の
町
を
百
鬼
夜
行
の
如
く
闊
歩
し
た
盛
況
も
含
め
、
具
体
的
な
起
源
や
展
開

の
実
相
は
、
今
後
も
さ
ら
な
る
調
査
と
記
録
が
必
要
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

と
も
あ
れ
、
硬
軟
あ
い
半
ば
す
る
独
特
の
親
密
性
は
、
吉
田
祭
に
お
け
る
、
吉
田

の
人
々
に
と
っ
て
の
、
ホ
タ
の
存
在
の
大
き
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

（
１
）［
西
予
市
教
育
委
員
会
編
、
二
〇
一
八
］
一
二
九
‐
一
三
〇
頁

（
２
）［
西
予
市
文
化
財
誌
編
集
委
員
会
編
、
二
〇
〇
八
］
七
三
頁

【
参
考
文
献
】

　

西
予
市
文
化
財
誌
編
集
委
員
会
編　

　
　
　
　
　

二
〇
〇
八　
『
西
予
市
の
文
化
財
』　

西
予
市
教
育
委
員
会

　

西
予
市
教
育
委
員
会
編

　
　
　
　
　

二
〇
一
八　
『
西
予
市
文
化
的
景
観
調
査
成
果
報
告
書
』　

同
教
育
委
員
会
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第
七
節
　
卯
之
刻
相
撲

一
　
卯
之
刻
相
撲
の
歴
史
と
伝
承

　　

こ
の
卯
之
刻
相
撲
の
始
ま
り
に
つ
い
て
は
、
昭
和
一
八
年
編
纂
の
『
南
山
八
幡
宮

沿
革
史
』
に
「
神
社
調
査
書
」
か
ら
の
引
用
と
し
て
、「
同
年
（
天
和
三
年
）
ヨ
リ

九
月
十
一
日
ニ
神
輿
ヲ
洗
ヒ
社
ノ
内
外
ヲ
清
メ
十
四
日
夜
神
楽
ヲ
奏
シ
十
五
日
卯

之
刻
相
撲
ヲ
行
ヒ
辰
之
刻
神
霊
ヲ
神
輿
ニ
移
シ
奉
ル
以
後
之
ヲ
恒
例
ト
定
ム
」
と
あ

る
の
が
年
代
を
設
定
し
て
の
初
出
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
天
和
三
年(

一
六
八
三
年
）

に
は
、
す
で
に
神
輿
へ
の
御
霊
遷
し
に
先
立
ち
、
卯
の
刻
に
神
前
で
の
相
撲
行
事
が

奉
納
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、「
卯
之
刻
相
撲
」
の
呼
称
の
存
在
は
見
ら
れ

な
い
。
昭
和
三
○
年
代
に
は
単
に
「
お
相
撲
」
と
称
し
た
と
も
言
い
、「
卯
之
刻
相
撲
」

は
比
較
的
近
年
の
呼
称
か
と
考
え
ら
れ
る
。
昭
和
二
年(

一
九
二
七
年)

の
『
愛
媛

県
特
殊
神
事
及
行
事
』
に
以
下
の
通
り
概
要
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
引
用
し
て
お

く
。　

な
お
、
当
時
の
祭
日
は
十
一
月
五
日
で
あ
っ
た
。

　
　

十
一
月
五
日
午
前
四
時

　
　

行
事　

　
　

時
刻
社
司
以
下
祭
員
及
角
力
取
着
席

　
　

次
清
祓

　
　

次
開
扉　
　

　
　

次
献
饌　

　
　

次
祝
詞
奏
上　
　

　
　

次
社
司
以
下
拝
礼　
　

　
　

次
角
力
取
拝
礼

　
　

次
角
力
奉
仕　

　
　

先
楼
太
鼓　
　
　

　
　

次
土
俵
入　

　
　

次
勝
負
三
取
組　
　

　
　

次
撤
饌　
　

　
　

次
退
出

　
　

方
法

土
俵
ノ
中
央
ニ
太
鼓
ヲ
据
エ
、
特
殊
ノ
打
方
ニ
テ
行
司
之
ヲ
打
チ
始
ム
レ
バ
東

西
ノ
力
士
扇
ヲ
廻
シ
ツ
ツ
土
俵
ノ
周
囲
ヲ
三
巡
ス
、
終
レ
バ
三
人
ヅ
ツ
東
西
ニ

別
レ
所
定
ノ
座
ニ
着
ク
、
次
ニ
行
事
東
西
力
士
ノ
名
乗
ヲ
挙
ゲ
取
組
マ
シ
メ
、

勝
負
二
回
ヲ
以
テ
三
取
組
ヲ
終
ル
、
各
取
組
共
勝
負
ヲ
決
セ
ズ
、
取
組
ノ
ミ
ヲ

ナ
シ
最
後
ニ
行
司
ハ
角
力
ヲ
預
リ
ト
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
宣
ス
、

　
　

由
来
伝
説

本
行
事
ニ
関
シ
テ
ハ
何
等
記
録
ナ
ク
其
縁
起
等
知
悉
シ
得
サ
ル
モ
此
角
力
奉
仕

中
ハ
藩
主
ノ
御
社
参
ト
雖
モ
社
門
内
ニ
入
ル
ヲ
許
サ
レ
ザ
リ
シ
ト
言
ヘ
バ
如

何
ニ
権
力
ア
リ
且
ツ
当
神
社
ト
特
別
ノ
縁
故
ア
ル
神
事
ナ
リ
シ
ヲ
推
知
シ
得
ベ

シ
、
サ
レ
バ
其
儀
式
結
構
ノ
如
キ
モ
荘
厳
盛
大
ヲ
極
メ
タ
ル
モ
現
今
ニ
於
テ
ハ

漸
ク
其
形
式
ヲ
存
ス
ル
ノ
ミ
、
角
力
ハ
拝
殿
内
ニ
於
テ
之
ヲ
奉
仕
シ
土
俵
ハ
社

庭
ニ
其
型
ヲ
造
リ
置
ク
ノ
状
況
ナ
リ
、
伝
説
ニ
依
レ
バ
往
時
此
角
力
ヲ
中
止
シ

タ
ル
ヵ
カ
為
其
年
神
輿
ノ
渡
御
行
ハ
レ
サ
リ
シ
コ
ト
ア
リ
シ
ト
テ
現
今
尚
此
形

式
ヲ
存
ス
ル
次
第
ナ
リ
、

尚
此
角
力
ノ
勝
負
ニ
依
ッ
テ
年
ノ
豊
凶
或
ハ
力
士
ノ
身
上
ニ
幸
不
幸
ア
リ
ト
言

ヒ
伝
ヘ
仮
リ
ニ
モ
勝
負
ヲ
決
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
「
御
名
人
ニ
御
名
人
勝
負
ハ
又
明

年
御
覧
ニ
入
レ
マ
ス
」
ト
テ
毎
年
預
リ
置
ク
ノ
慣
例
ナ
リ
、
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二
　
卯
之
刻
相
撲
の
呼
称
と
伝
説
化

　

さ
て
、
昭
和
二
年
の
報
告
を
基
に
し
て
同
三
年
（
一
九
二
八
年
）
に
編
纂
さ
れ
た

と
見
ら
れ
る
『
八
幡
神
社
年
中
行
事
』
に
は
、「
卯
之
刻
相
撲
ノ
伝
説
」
の
記
事
と

本
文
中
に
「
卯
之
刻
相
撲
」
の
記
述
が
見
え
て
お
り
、
こ
の
辺
り
が
使
用
例
の
嚆
矢

と
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
の
初
期
頃
よ
り
神
社
の
側
で
、
卯
の
刻
に
行
う
祭

事
を
「
卯
之
刻
祭
」
と
称
す
る
と
と
も
に
、
卯
の
刻
に
行
う
神
前
奉
納
相
撲
を
「
卯

之
刻
相
撲
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
昭
和
三
○
年
代
に
至
っ
て
そ
の
呼
称

が
一
般
化
し
、
相
撲
の
伝
承
者
自
ら
も
そ
の
よ
う
に
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と

理
解
さ
れ
る
。

　

一
方
で
、
愛
媛
県
に
よ
る
特
殊
神
事
調
べ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、

特
殊
の
も
の
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
新
た
な
言
説
を
作
り
上
げ
て
伝

説
化
し
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
力
士
が
土
俵
入
で
巡
回
す
る
と
き
の
太
鼓
の
打
ち
方

は
、
昭
和
初
期
の
報
告
で
は
、
特
殊
の
打
ち
方
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
ま
た
、
相
撲

の
奉
仕
中
に
は
藩
主
で
あ
っ
て
も
門
内
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
い

伝
え
る
な
ど
、
い
ず
れ
も
近
代
に
お
い
て
創
出
さ
れ
た
言
説
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
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第
八
節
　
祭
り
と
食
事

一
　
祭
り
の
食
事
と
交
流

　
吉
田
秋
祭
は
現
在
、
毎
年
一
一
月
三
日
に
行
わ
れ
る
が
、
昭
和
三
〇
年
代
以
前
は

吉
田
町
内
で
も
喜
佐
方
な
ど
や
隣
接
す
る
三
間
町
な
ど
で
祭
日
が
異
な
っ
て
お
り
、

吉
田
町
内
で
も
一
〇
月
二
五
日
と
一
一
月
五
日
に
わ
か
れ
て
い
た
た
め
、
地
区
外
の

親
戚
、
友
人
、
知
人
な
ど
の
来
客
が
多
か
っ
た
。
親
戚
、
友
人
だ
け
で
は
な
く
、
家

の
表
を
通
っ
て
い
る
顔
見
知
り
の
人
や
一
緒
に
い
る
人
に
も
手
当
た
り
次
第
に
「
家

の
座
敷
へ
上
が
れ
」
と
呼
び
込
ん
だ
り
し
て
い
た
。
座
敷
は
知
人
以
外
の
知
ら
な
い

人
も
い
た
り
し
て
、
大
勢
に
な
っ
て
い
た
。
と
に
か
く
お
客
の
た
め
の
祭
り
だ
と
い

う
意
識
が
強
く
、
吉
田
町
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
雰
囲
気
は
隣
接
す
る
西
予
市
明
浜

町
や
八
幡
浜
市
、
伊
方
町
な
ど
で
も
同
様
で
あ
り
、
以
前
よ
り
は
お
と
な
し
く
な
っ

た
も
の
の
現
在
で
も
大
勢
を
座
敷
に
招
い
て
食
べ
て
も
ら
お
う
と
す
る
意
識
が
強

い
。
こ
の
行
為
自
体
を
「
オ
キ
ャ
ク
（
お
客
）」
と
呼
ん
で
い
る
。「
オ
キ
ャ
ク
」
が

地
域
間
の
貴
重
な
情
報
交
換
の
機
会
で
あ
り
、
か
つ
て
は
商
売
、
農
作
、
物
の
出
来
、

政
治
情
勢
、
さ
ら
に
は
婚
姻
相
手
、
縁
談
の
相
談
な
ど
も
話
題
に
あ
が
っ
た
。
こ
れ

が
祭
り
の
楽
し
み
の
一
つ
で
あ
り
、
南
予
地
方
沿
岸
部
の
祭
り
の
特
徴
と
も
い
え

る
。

　

そ
の
た
め
祭
り
の
た
め
の
食
事
は
家
族
だ
け
で
は
手
が
足
り
ず
、
か
つ
て
は
お
給

仕
さ
ん
を
雇
っ
た
り
も
し
て
い
た
。
そ
れ
で
も
間
に
合
わ
な
い
く
ら
い
、
お
客
が
た

く
さ
ん
来
て
い
た
。
そ
の
食
事
の
材
料
を
購
入
し
た
り
、
仕
出
し
を
注
文
し
た
り
す

る
な
ど
し
て
、
吉
田
の
鮮
魚
店
（
特
に
魚
棚
に
多
い
）
や
仕
出
し
屋
、
料
理
屋
、
商

店
街
は
活
気
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。
し
か
し
昭
和
三
〇
年
代
に
生
活
改
善
運
動
の
一

環
で
祭
日
を
一
一
月
三
日
に
統
一
す
る
と
、
自
分
の
地
区
、
家
の
祭
り
で
の
世
話
で

手
一
杯
に
な
り
、
他
地
区
の
秋
祭
を
見
に
行
っ
た
り
、
訪
問
し
て
食
事
を
賑
や
か
に

食
べ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
。
吉
田
秋
祭
の
と
き
に
は
横
堀

河
原
に
サ
ー
カ
ス
が
来
た
り
、
見
世
物
小
屋
が
立
ち
並
ん
だ
り
す
る
な
ど
桜
橋
周
辺

の
道
路
は
前
を
向
い
て
進
む
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
人
が
溢
れ
か
え
っ
て
い
た
が
、

一
一
月
三
日
に
祭
日
を
同
じ
く
す
る
統
一
祭
り
に
な
っ
て
か
ら
は
お
客
を
呼
ん
だ

り
、
呼
ば
れ
た
り
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
、
料
理
の
準
備
を
し
な
い
家
も
増
え
、

商
店
街
や
魚
棚
の
鮮
魚
店
も
祭
り
の
日
の
か
つ
て
の
活
気
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
き

た
。

　

し
か
し
、
南
予
地
方
で
は
隣
接
す
る
高
知
県
の
皿さ

わ
ち
り
ょ
う
り

鉢
料
理
と
共
通
し
て
鉢
盛
料
理

が
郷
土
料
理
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
大
ぶ
り
の
皿
に
刺
身
や
か
ま
ぼ
こ
、タ
ル
ト
、

羊
羹
な
ど
の
菓
子
、
果
物
な
ど
を
盛
り
合
わ
せ
た
宴
席
料
理
で
あ
る
が
、
客
が
来
て

も
、
来
な
く
て
も
祭
り
の
日
に
は
こ
れ
を
作
る
家
が
現
在
で
も
多
く
、
吉
田
町
も
例

外
で
は
な
い
。
そ
れ
が
五
鉢
く
ら
い
大
鉢
に
盛
ら
れ
、
そ
れ
を
銘
々
に
小
皿
に
分
け

て
家
族
、
親
戚
、
知
人
、
客
に
渡
し
て
食
べ
た
り
、
食
べ
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
る
。

吉
田
町
で
は
祭
り
の
料
理
と
い
え
ば
、
鉢
盛
料
理
、
ふ
く
め
ん
、
鯛
め
ん
（
鯛
そ
う

め
ん
）、フ
カ
の
湯
ざ
ら
し
、丸
ず
し
、さ
つ
ま
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、

刺
身
や
酢
づ
け
を
作
る
家
も
多
い
。
刺
身
（
タ
イ
の
活
造
り
な
ど
）・
フ
カ
の
湯
ざ

ら
し
な
ど
は
技
術
と
経
験
を
も
つ
男
性
が
作
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
以
外
は
家
の
女

性
が
料
理
を
手
分
け
し
て
、
酢
の
物
・
丸
ず
し
・
鯛
め
ん
・
お
す
し
・
さ
つ
ま
な
ど

を
作
り
、
果
物
・
よ
う
か
ん
・
タ
ル
ト
な
ど
も
準
備
す
る
こ
と
が
多
い
。

二
　
食
事
の
種
類

鉢
盛
料
理　
吉
田
町
を
は
じ
め
南
予
地
方
の
人
々
に
は
中
予
、
東
予
地
方
に
比
べ
て
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大
ら
か
さ
が
あ
る
と
い
わ
れ
、
古
く
か
ら
結
婚
式
、
祭
り
、
そ
の
ほ
か
の
祝
事
に
は

と
て
も
豪
華
な
鉢
盛
料
理
で
、
客
を
も
て
な
す
習
慣
が
あ
る
。
地
域
の
人
た
ち
の
親

密
な
人
間
関
係
を
示
す
も
の
と
い
え
る
が
、
祭
り
だ
け
で
は
な
く
、
結
婚
式
な
ど
の

場
合
も
、
招
待
者
だ
け
で
は
な
く
、
親
戚
、
近
所
の
者
が
多
く
、
入
れ
替
わ
り
立
ち

替
わ
り
祝
い
の
客
と
な
っ
て
来
る
。
宴
会
に
は
、
大
き
な
鉢
皿
の
上
に
一
品
ご
と
に

盛
り
つ
け
、
家
の
者
が
各
々
の
お
客
に
料
理
を
小
皿
に
取
り
分
け
て
配
る
。
鉢
盛
料

理
は
、
客
の
数
に
多
少
の
増
減
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
対
応
で
き
る
特
徴
を
も
っ
て

い
る
の
で
、
祭
り
の
時
な
ど
は
、
気
軽
に
「
き
な
は
い
や
（
来
て
く
だ
さ
い
）」「
あ

が
ん
な
さ
い
や
（
あ
が
っ
て
く
だ
さ
い
）」
と
客
を
招
き
、
親
し
い
付
き
合
い
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、鉢
盛
料
理
は
葬
祭
に
も
使
わ
れ
て
い
た
。
葬
儀
の
場
合
、

現
在
で
は
仕
出
し
が
ほ
と
ん
ど
に
な
り
、
葬
祭
で
の
調
理
は
稀
に
な
っ
た
が
、
年
忌

供
養
や
お
盆
に
は
鉢
盛
料
理
が
作
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
祝
事
の
場
合
に
は
皿
の
数

を
奇
数
に
、
仏
事
に
は
内
容
を
小
芋
・
タ
ケ
ノ
コ
・
コ
ン
ニ
ャ
ク
な
ど
の
煮
し
め
、

あ
え
も
の
、
ま
た
豆
腐
料
理
を
中
心
に
、
皿
数
を
偶
数
に
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

ふ
く
め
ん　
吉
田
町
を
は
じ
め
、
南
予
地
方
の
有
名
な
郷
土
料
理
に
「
ふ
く
め
ん
」

が
あ
る
。
ふ
く
め
ん
は
、
南
予
地
方
で
も
南
部
の
宇
和
島
市
周
辺
に
伝
わ
る
ハ
レ
の

食
事
で
あ
る
。
こ
ん
に
ゃ
く
を
千
切
り
に
し
て
味
付
け
を
し
、
も
し
く
は
味
付
け
し

た
糸
こ
ん
に
ゃ
く
を
使
う
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
上
に
、
白
身
魚
の
身
を
ほ
ぐ
し
て

乗
せ
た
り
、
金
糸
た
ま
ご
、
削
り
か
ま
ぼ
こ
、
柑
橘
の
皮
、
ね
ぎ
な
ど
を
乗
せ
た

り
し
て
、
そ
れ
を
均
等
に
区
画
に
分
け
て
大
皿
に
盛
り
付
け
た
料
理
で
あ
る
。
白
、

黄
、
ピ
ン
ク
、
緑
な
ど
彩
り
が
鮮
や
か
で
あ
り
、
鉢
盛
料
理
と
並
べ
た
り
し
て
祭
り

の
食
卓
を
賑
や
か
に
す
る
。
た
だ
し
食
べ
る
際
に
は
こ
れ
を
か
き
混
ぜ
て
か
ら
小
皿

に
取
り
分
け
る
が
、
混
ざ
っ
た
状
態
で
は
茶
色
に
変
わ
る
。
食
べ
る
こ
と
よ
り
も
、

見
て
楽
し
む
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
た
料
理
と
い
え
る
。
こ
の
ふ
く
め
ん
の
語
源
で

あ
る
が
、
農
文
協
の
『
聞
き
書
愛
媛
の
食
事
』
に
よ
る
と
、「
こ
ん
に
ゃ
く
と
そ
ぼ

ろ
の
料
理
」、「
白
身
魚
を
蒸
し
、
白
身
だ
け
を
と
り
だ
し
、
ふ
き
ん
に
つ
つ
ん
で
も

み
な
が
ら
水
に
さ
ら
し
て
脂
を
と
る
。
弱
火
で
煎
り
、
そ
ぼ
ろ
に
し
て
」
と
あ
る
。�

語
源
は
こ
ん
に
ゃ
く
が
そ
ぼ
ろ
で
覆
面
し
て
い
る
の
で
ふ
く
め
ん
と
い
い
、「
福
面
」

の
佳
字
を
あ
て
る
と
説
明
し
て
い
る
が
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
に
「
ふ

く
め
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、「
魚
料
理
の
一
種
。
干
し
た
鯛
、
か
ま
す
、
鮫
な
ど

の
肉
を
細
か
く
む
し
っ
て
、
す
り
つ
ぶ
し
た
も
の
」
と
あ
る
。
こ
の
出
典
と
な
っ
て

い
る
『
料
理
物
語
』
は
、
寛
永
二
〇
年
（
一
六
四
三
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
書
物
で
、

江
戸
時
代
初
期
の
代
表
的
な
料
理
書
で
あ
る
。「
ふ
く
め
」
が
江
戸
時
代
初
期
に
「
魚

の
身
を
す
り
つ
ぶ
し
た
も
の
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
南

予
地
方
の
「
ふ
く
め
ん
」
は
魚
の
そ
ぼ
ろ
で
あ
り
、
類
似
点
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
南

予
海
岸
部
の
「
ふ
く
め
ん
」
は
、
も
と
も
と
「
魚
の
そ
ぼ
ろ
」
が
主
役
の
料
理
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
様
々
な
品
が
加
わ
っ
て
い
き
、
後
に
コ
ン
ニ
ャ
ク
麺
が

加
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。

フ
カ
の
湯
ざ
ら
し　
吉
田
町
を
は
じ
め
南
予
地
方
で
は
鮫
（
サ
メ
）
の
こ
と
を
フ
カ

と
呼
ぶ
が
、
こ
の
フ
カ
と
い
う
方
言
は
関
西
以
南
で
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
湯
晒
し
、
湯
引
き
に
し
て
食
べ
る
の
だ
が
、
作
り
方
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①

二
、三
尺
ほ
ど
の
フ
カ
の
頭
に
包
丁
を
入
れ
て
落
と
す
。
②
肛
門
の
あ
た
り
か
ら
腹

を
切
っ
て
内
臓
を
抜
き
出
す
。
③
熱
湯
に
く
ぐ
ら
せ
て
、
冷
水
で
冷
や
す
。
④
た
わ

し
で
こ
す
っ
て
表
面
の
さ
め
肌
を
落
と
す
。⑤
三
枚
に
お
ろ
し
て
ぶ
つ
切
り
に
す
る
。

そ
し
て
寒
天
、
き
ゅ
う
り
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
豆
腐
な
ど
を
付
け
合
わ
せ
て
盛
り
つ
け

れ
ば
完
成
で
あ
る
。
南
予
地
方
で
は
当
然
の
よ
う
に
フ
カ
を
湯
晒
し
に
し
て
食
べ
る

が
、
鮫
（
サ
メ
）
を
食
す
る
地
域
は
全
国
的
に
見
る
と
少
な
い
。
気
味
の
悪
い
魚
、

臭
み
の
あ
る
魚
と
し
て
嫌
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
で
あ
る
。
鮫
を
食
べ
る
文
化
を
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持
つ
地
域
と
し
て
有
名
な
の
は
伊
勢
地
方
と
広
島
県
山
間
部
、
そ
し
て
吉
田
町
を
含

む
愛
媛
県
南
予
地
方
で
あ
る
。
伊
勢
地
方
（
三
重
県
）
で
は
古
代
よ
り
現
在
に
至
る

ま
で
、
鮫
を
干
物
に
し
て
、
伊
勢
神
宮
に
神
饌
と
し
て
奉
納
し
て
い
る
。
鮫
は
安
産

で
、
生
命
力
が
強
い
こ
と
か
ら
神
饌
（
神
の
食
物
）
と
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
南
予
地

方
で
も
フ
カ
の
湯
晒
し
は
日
常
食
で
は
な
く
、
ハ
レ
の
食
事
、
つ
ま
り
祭
り
、
盆
正

月
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
に
食
べ
る
も
の
で
あ
る
。
鮫
は
日
本
古
代
神
話
で
は
神
格
化
さ

れ
て
い
る
が
、
現
在
で
も
神
聖
な
魚
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
ハ
レ
の
食
事

と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
南
予
地
方
で
は
、
鮫
の
身
は
独
特
の
臭
み

が
あ
る
た
め
、
生
で
は
食
べ
ず
、
湯
晒
し
に
し
て
、
素
味
噌
を
つ
け
て
食
べ
る
。
こ

の
臭
さ
の
正
体
は
ア
ン
モ
ニ
ア
で
あ
る
。
こ
れ
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
防

腐
の
効
果
が
あ
り
、
鮫
身
は
長
持
ち
す
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
鮫
は
全
国
的

に
見
る
と
、
新
鮮
な
魚
を
食
べ
る
こ
と
の
で
き
な
い
山
間
部
で
好
ま
れ
る
傾
向
が
あ

る
。
例
え
ば
、
海
に
面
し
て
い
な
い
広
島
県
の
山
間
部
の
江
の
川
水
系
で
は
、
鮫
を

ワ
ニ
と
呼
び
、
そ
の
刺
身
が
郷
土
料
理
と
な
っ
て
い
る
。
南
予
地
方
、
特
に
吉
田
町

は
、
新
鮮
な
魚
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
で
は
あ
る
が
、
さ
ら
に
全
国
的
に
食

べ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
、
臭
み
の
あ
る
鮫
を
湯
晒
し
に
し
て
、
素
味
噌
を
用
い
る

と
い
う
手
段
で
食
べ
よ
う
と
す
る
。
魚
に
関
す
る
食
文
化
が
発
達
し
て
い
る
証
拠
で

あ
ろ
う
。

鯛
め
ん
（
鯛
そ
う
め
ん
）　
鯛
め
ん
は
「
鯛
そ
う
め
ん
」、
ま
た
は
「
め
ん
か
け
」
と

も
呼
ば
れ
、
愛
媛
県
南
予
地
方
を
は
じ
め
、
瀬
戸
内
海
沿
岸
の
松
山
市
や
広
島
県
周

辺
、
さ
ら
に
は
長
崎
県
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
郷
土
料
理
で
あ
る
。
愛
媛
県
は
鯛
の
養

殖
生
産
量
が
全
国
一
を
誇
っ
て
お
り
、
鯛
の
消
費
率
も
高
い
。
当
然
、
鯛
に
関
す
る

郷
土
料
理
も
様
々
あ
り
、
松
山
市
北
条
の
鯛
め
し
や
宇
和
島
市
の
ひ
ゅ
う
が
飯
が
知

ら
れ
て
い
る
。
素
麺
の
上
に
単
に
鯛
を
乗
せ
た
も
の
で
は
な
く
、
鯛
一
尾
を
ま
る
ご

と
甘
辛
く
煮
込
む
。
そ
の
前
に
は
鱗
、
え
ら
、
内
臓
を
取
り
除
き
、
煮
崩
れ
し
な
い

よ
う
に
し
て
煮
て
い
く
。
そ
し
て
金
糸
た
ま
ご
、
し
い
た
け
、
ね
ぎ
を
添
え
て
大
皿

の
素
麺
の
上
に
乗
せ
る
。
豪
快
で
も
あ
り
、
繊
細
な
味
で
素
麺
を
食
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
味
を
出
す
特
徴
は
つ
ゆ
に
あ
る
。
鯛
を
は
じ
め
と
し
た
数
種
類
の
魚
の

ア
ラ
と
、
甘
辛
く
煮
込
ん
だ
干
し
し
い
た
け
を
出
汁
に
使
っ
た
つ
ゆ
で
あ
り
、
一
般

的
な
市
販
の
め
ん
つ
ゆ
は
出
汁
に
か
つ
お
節
や
昆
布
を
主
に
使
っ
て
い
る
た
め
味
が

異
な
る
。
海
岸
部
で
豊
富
な
魚
が
獲
れ
る
場
所
で
、
さ
ら
に
鯛
を
入
手
し
や
す
い
環

境
で
生
ま
れ
た
料
理
と
い
え
る
。
こ
れ
は
日
常
食
と
い
う
よ
り
、
ハ
レ
の
食
事
で
あ

り
、
秋
祭
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。

丸
ず
し　
米
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
南
予
地
方
の
沿
岸
沿
い
の
人
た
ち
が
、
す
し
飯
の

代
わ
り
に
お
か
ら
を
使
い
、
酢
で
し
め
た
魚
を
巻
い
て
握
っ
た
も
の
で
あ
る
。
宇
和

海
で
と
れ
る
サ
ヨ
リ
、
イ
ワ
シ
、
ア
ジ
、
ア
マ
ダ
イ
な
ど
旬
の
魚
を
用
い
る
。
ま
た
、

卯
の
花
は
縁
起
の
良
い
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
祭
り
や
婚
礼
な
ど
の
お
め
で
た
い
時

に
食
さ
れ
る
。
南
予
地
方
に
は
大
豆
の
生
産
量
が
多
く
、豆
腐
の
消
費
が
多
か
っ
た
。

そ
の
し
ぼ
り
か
す
で
あ
る
お
か
ら
を
効
率
的
に
利
用
し
た
料
理
で
あ
る
。

さ
つ
ま　
「
さ
つ
ま
」
は
吉
田
町
を
は
じ
め
、
南
予
地
方
一
帯
の
郷
土
料
理
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
。
白
身
の
焼
き
魚
の
身
を
ほ
ぐ
し
、
白
味
噌
、
麦
味
噌
を
好
み
に
合

わ
せ
て
す
り
鉢
で
す
り
合
わ
せ
、
こ
れ
に
線
切
り
に
し
た
こ
ん
に
ゃ
く
等
を
加
え
、

麦
飯
の
上
に
か
け
て
食
べ
る
料
理
で
あ
る
。
こ
の
「
さ
つ
ま
」
は
南
予
独
特
の
料
理

か
と
い
う
と
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
東
予
地
方
の
海
岸
部
つ
ま
り
燧
灘
沿
岸
部
に

も
あ
れ
ば
、
山
間
部
の
久
万
高
原
町
に
も
あ
る
。
た
だ
し
、
久
万
高
原
町
の
さ
つ
ま

に
は
海
の
魚
で
は
な
く
、
ウ
グ
イ
や
ア
メ
ノ
ウ
オ
と
い
っ
た
川
魚
を
用
い
て
い
る
。

ま
た
、
南
予
地
方
と
豊
後
水
道
を
隔
て
て
位
置
す
る
大
分
県
南
海
部
郡
の
米
水
津
村
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（
現
佐
伯
市
）
に
も
、
郷
土
料
理
と
し
て
さ
つ
ま
が
あ
る
。
こ
の
さ
つ
ま
の
名
称
の

由
来
に
つ
い
て
は
、
南
予
地
方
で
こ
れ
ま
で
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
由
来
に
つ
い
て

諸
説
あ
る
が
、
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
①
薩
摩
国
（
鹿
児
島
県
）

か
ら
伝
わ
っ
た
か
ら
と
い
う
説
。
②
さ
つ
ま
を
御
飯
に
か
け
る
際
に
、
御
飯
を
箸
で

十
字
に
切
っ
て
お
く
と
、
き
れ
い
に
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
、
茶
碗
に
十
字

の
模
様
が
、
薩
摩
の
島
津
家
の
家
紋
で
あ
る
「
丸
に
十
字
」
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら

つ
い
た
と
い
う
説
。
③
夫
が
妻
を
助
け
て
作
る
、
つ
ま
り
妻
を
補
佐
す
る
と
い
う
意

味
の
「
佐
妻
」
か
ら
つ
い
た
と
い
う
説
。
こ
れ
ら
が
あ
る
が
残
念
な
が
ら
、
①
、
②
、

③
の
い
ず
れ
も
客
観
的
な
裏
付
け
は
な
く
、
信
憑
性
は
低
い
。
薩
摩
国
と
関
係
が
あ

る
の
で
あ
れ
ば
、
料
理
の
さ
つ
ま
の
こ
と
を
「
薩
摩
」
と
表
記
す
る
こ
と
が
あ
っ
て

も
よ
い
の
だ
ろ
う
が
、
そ
う
い
っ
た
例
は
南
予
に
お
い
て
も
、
南
予
以
外
に
お
い
て

も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
発
音
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
つ
い
て
も
料
理
の

「
さ
つ
ま
」
と
国
名
の
「
薩
摩
」
と
で
は
異
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
無
関
係
と
考

え
る
方
が
適
当
で
あ
る
。
②
、
③
の
説
は
、
本
来
的
な
も
の
で
は
な
く
、
後
か
ら
考

え
出
さ
れ
説
明
手
段
で
あ
ろ
う
。
さ
つ
ま
は
祭
り
独
特
の
ハ
レ
の
食
事
で
は
な
く
、

日
常
食
と
し
て
も
食
さ
れ
る
。
吉
田
町
で
も
祭
り
の
食
事
の
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
中
に
入
れ
て
お
く
と
い
う
家
が
あ
る
と
い
う
。

か
ま
ぼ
こ　
か
ま
ぼ
こ
（
蒲
鉾
）
は
、
水
産
練
り
製
品
の
一
種
で
あ
る
。
原
料
魚
に

は
タ
ラ
類
他
の
白
身
魚
が
使
用
さ
れ
る
。
原
料
魚
を
脱
水
砕
肉
し
で
ん
ぷ
ん
な
ど
副

原
料
を
添
加
し
て
成
形
加
熱
す
る
。
南
予
地
方
の
八
幡
浜
市
や
宇
和
島
市
の
か
ま
ぼ

こ
は
味
の
良
さ
で
知
ら
れ
、
土
産
、
贈
答
品
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
る
。
全
国
的
に

は
冷
凍
す
り
身
が
原
料
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
が
、
八
幡
浜
で
は
約
七
割
を
生
魚
に

頼
っ
て
お
り
、
全
国
産
地
の
中
で
も
、
南
予
地
方
は
伝
統
的
製
法
を
守
っ
た
数
少
な

い
地
域
と
な
っ
て
お
り
、
愛
媛
県
の
伝
統
的
特
産
品
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
程
で
あ

る
。
か
ま
ぼ
こ
の
表
面
は
薄
い
紅
色
で
あ
る
こ
と
か
ら
縁
起
の
良
い
も
の
と
さ
れ
、

祭
り
の
食
事
に
は
欠
か
せ
な
い
食
材
で
あ
る
。
こ
の
か
ま
ぼ
こ
を
鉢
盛
料
理
の
中
に

入
れ
て
彩
を
豊
か
に
す
る
の
が
吉
田
町
を
は
じ
め
南
予
地
方
の
祭
り
の
食
事
の
特
徴

で
あ
る
。

タ
ル
ト　
薄
く
焼
い
た
カ
ス
テ
ラ
生
地
で
餡
を
巻
い
て
作
る
ロ
ー
ル
ケ
ー
キ
状
の
菓

子
で
あ
り
、愛
媛
県
内
の
郷
土
菓
子
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。愛
媛
県
で
は「
タ
ル
ト
」

と
言
っ
た
場
合
は
説
明
を
必
要
と
せ
ず
こ
の
郷
土
菓
子
を
思
い
浮
か
べ
る
が
、
洋
菓

子
と
し
て
の
「
タ
ル
ト
」
と
は
形
状
も
味
も
全
く
異
な
る
。
タ
ル
ト
は
松
山
藩
主
松

平
定
行
が
長
崎
に
行
っ
た
際
に
南
蛮
菓
子
に
接
し
、
そ
の
味
に
感
動
し
、
製
法
を
松

山
に
持
ち
帰
っ
て
考
案
、
定
着
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
主
に
は
松
山
地
方
の
郷
土

菓
子
と
し
て
知
名
度
が
高
い
が
、
南
予
地
方
で
は
中
に
包
む
餡
が
黒
で
は
な
く
、
め

で
た
い
赤
色
の
赤
餡
タ
ル
ト
が
製
造
、
販
売
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
松
山
地
方
で
は

一
般
的
で
は
な
い
。
こ
の
南
予
の
赤
餡
タ
ル
ト
は
祭
り
の
食
事
で
鉢
盛
料
理
の
中
に

入
れ
る
の
が
定
番
に
な
っ
て
お
り
、
南
予
地
方
の
祭
り
の
食
事
の
一
つ
と
言
え
る
。
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写真 01　代表的な祭りや祝事の料理

写真 02　鉢盛料理
（ かまぼこ・錦巻き・昆布締め・レンコン・羊羹・

サザエ・海老・昆布巻きの盛り合わせ）

写真 03　鉢盛料理（刺身）

写真 04　鉢盛料理（酢漬け）
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写真 06　フカの湯ざらし

写真 05　ふくめん

写真 08　さつま

写真 07　まるずし

写真 09　元庄屋（吉田町筋地区）オキャク料理皿膳（1991 年）　その１
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写真 10　元庄屋（吉田町筋地区）オキャク料理皿膳（平成 3 年）　その 2
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第
七
章
　
愛
媛
県
及
び
そ
の
周
辺
の
祭
礼

狭い路地角を巧みに曲がる本町一丁目の練車（平成 27年 11月 3日）

― 

屋
台
行
事
を
中
心
に 

―
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一
　
愛
媛
県
内
の
祭
礼
の
調
査
・
研
究
状
況

　

祭
礼
行
事
は
、
地
域
の
中
で
継
承
さ
れ
た
民
俗
文
化
財
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
ご
と
に
特
徴
が
あ
っ
て
、
ど
れ
も
一
律
で
は
な
い
。
そ
の
特
徴
を
調
べ
る
こ
と
は

地
域
の
歴
史
性
や
社
会
性
を
知
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
自
ら
が
住
ん
で
い
る
場
所
で

伝
承
さ
れ
て
い
る
文
化
の
価
値
を
再
認
識
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
。
た
だ
し
、
祭
礼

行
事
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
元
で
は
自
明
の
も
の
で
、
当
た
り
前
の
も
の
と
思
わ
れ
が
ち

で
、
他
地
域
と
比
較
し
て
み
た
り
、
祭
礼
の
由
緒
を
調
べ
た
り
す
る
な
ど
、
な
か
な

か
自
ら
が
客
観
視
す
る
こ
と
は
難
し
い
も
の
で
あ
る
。
一
部
、
観
光
化
し
て
い
る
祭

礼
や
民
俗
芸
能
を
除
け
ば
、
記
録
化
し
、
他
地
域
に
向
け
て
情
報
発
信
す
る
こ
と
も

充
分
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
況
で
あ
る
。
地
域
の
祭
礼
や
芸
能
を
調
べ

る
に
は
、
書
籍
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
情
報
は
ご
く
一
部
で
あ

り
、
実
際
に
は
現
地
に
赴
い
て
、
実
際
に
見
た
り
、
聞
い
た
り
し
て
情
報
収
集
し
、

記
録
、
報
告
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
参
考
と
し
て
、
愛
媛
県
内
の
祭
礼
行
事
に
関

し
て
既
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
調
査
成
果
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

祭
礼
行
事
に
つ
い
て
愛
媛
県
内
全
般
を
見
通
し
た
も
の
と
し
て
は
①
『
都
道
府
県

別　

祭
礼
行
事
・
愛
媛
県
』（
一
九
九
五
年
・
お
う
ふ
う
）、
②
『
愛
媛
民
俗
伝
承

の
旅　

祭
り
と
年
中
行
事
』（
一
九
九
九
年
・
愛
媛
新
聞
社
）、
③
『
愛
媛
の
祭
り
』

（
二
〇
〇
〇
年
・
愛
媛
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
）、④
『
愛
媛
ま
つ
り
紀
行
』（
二
〇
〇
〇

年
・
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
）、⑤
『
愛
媛
の
祭
り
と
芸
能
写
真
目
録
』（
二
〇
一
六

年
・
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
）
な
ど
が
あ
る
。

　

ま
た
民
俗
芸
能
、
年
中
行
事
に
つ
い
て
は
⑥
『
愛
媛
の
民
俗
―
年
中
行
事
編
―
』

（
一
九
六
二
年
・
森
正
史
著
・
松
菊
堂
）、
⑦
『
愛
媛
の
民
俗
芸
能
』（
一
九
七
一
年
・

和
田
茂
樹
著
・
愛
媛
文
化
双
書
刊
行
会
、）、
⑧
『
ふ
る
さ
と
年
中
行
事
調
査
報
告
書
』

（
一
九
七
五
年
・
愛
媛
県
教
育
委
員
会
）、
⑨
『
愛
媛
県
史　

民
俗
編
下
』（
一
九
八
四

年
・
愛
媛
県
）、
⑩
「
日
本
の
民
俗
芸
能
（
愛
媛
県
）」（
一
九
九
三
年
・
森
正
康
執

筆
『
芸
能
』
三
五
－
二
所
収
）、
⑪
『
愛
媛
県
の
民
俗
芸
能
―
愛
媛
県
民
俗
芸
能
緊

急
調
査
報
告
書
―
』（
一
九
九
九
年
・
愛
媛
県
教
育
委
員
会
）
な
ど
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
参
照
す
る
と
愛
媛
県
内
の
祭
り
と
芸
能
の
概
況
を
把
握
す
る
こ
と
は
可

能
で
あ
り
、
特
に
④
と
⑪
の
巻
末
に
は
そ
れ
ぞ
れ
平
成
の
合
併
前
（
平
成
一
四
年
以

前
）
の
市
町
村
ご
と
の
祭
り
と
芸
能
の
一
覧
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
ど
の
地
域
に
ど

の
よ
う
な
祭
り
、
芸
能
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
参
考
と
な
る
。

　

ま
た
、
愛
媛
県
内
の
祭
礼
風
流
に
つ
い
て
詳
細
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し

て
は
、胡
光
「
近
世
祭
礼
研
究
の
可
能
性
―
伊
予
西
条
藩
領
を
中
心
と
し
て
―
」（『
伊

予
史
談
』
三
五
一
号
・
二
〇
〇
八
年
）
や
福
原
敏
男
『
西
条
祭
礼
絵
巻
―
近
世
伊
予

の
祭
礼
風
流
―
』（
二
〇
一
二
年
・
西
条
市
総
合
文
化
会
館
）
が
愛
媛
県
全
体
を
見

据
え
て
、
西
条
ま
つ
り
等
を
紹
介
し
て
い
る
。
西
条
市
の
「
だ
ん
じ
り
」
に
つ
い
て

は
佐
藤
秀
之
『
伊
曽
乃
祭
礼
楽
車
考
』（
一
九
八
一
年
）、『
西
条
市
生
活
文
化
誌
』

（
一
九
九
一
年
・
西
条
市
）、
新
居
浜
市
、
四
国
中
央
市
の
「
太
鼓
台
」
に
つ
い
て
は

『
新
居
浜
太
鼓
台
』（
一
九
九
〇
年
・
新
居
浜
市
立
図
書
館
）、『
想
神
匠　

伊
予
三
島

ま
つ
り
と
太
鼓
台
』（
二
〇
〇
四
年
・
伊
予
三
島
太
鼓
祭
実
行
委
員
会
）、
高
橋
清
志

『
近
藤
泰
山　

そ
の
足
跡
を
追
う
』（
二
〇
一
二
年
）、
松
山
ま
つ
り
と
神
輿
に
つ
い

て
は
『
松
山
の
民
俗
』（
二
〇
〇
〇
年
・
松
山
市
教
育
委
員
会
）、
高
須
賀
康
生
「
松

山
の
祭
り
今
昔
」（『
伊
予
史
談
』
二
〇
〇
〇
年
・
三
一
七
号
）、
南
予
の
祭
礼
や
牛

鬼
に
つ
い
て
は
大
本
敬
久
「
牛
鬼
論
」（『
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
研
究
紀
要
』
四

号
・
一
九
九
九
年
）
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
吉
田
秋
祭
に
関
し
て
は
詳

細
な
記
録
、
報
告
は
充
分
に
は
行
わ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
今
回
の
報
告
書
作
成
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
全
容
が
見
通
せ
る
段
階
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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が
、
愛
媛
県
内
各
地
の
祭
礼
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
地
域
に
よ
り
そ
の
様
相
が
著
し

く
異
な
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

　

一
般
に
愛
媛
県
は
今
治
市
、
西
条
市
以
東
の
「
東
予
」
と
、
松
山
市
周
辺
と
久

万
高
原
町
の
「
中
予
」、
内
子
町
、
大
洲
市
以
南
の
「
南
予
」
の
三
地
域
に
区
分
さ

れ
る
が
、
祭
礼
に
お
い
て
も
、
お
お
ま
か
に
見
る
と
、「
東
予
」
は
、
西
条
だ
ん
じ

り
や
新
居
浜
太
鼓
台
に
代
表
さ
れ
る
大
型
の
屋
台
が
祭
礼
の
主
役
で
あ
り
、「
中
予
」

で
は
屋
台
が
登
場
す
る
こ
と
は
稀
で
、神
輿
の
鉢
合
わ
せ
（
写
真
03
）
や
獅
子
舞
（
写

真
04
）
が
祭
礼
の
主
役
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
南
予
」
で
は
、牛
鬼
（
写
真
05
）、

四
ツ
太
鼓
（
写
真
06
）、
鹿
踊
（
写
真
07
）
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
練ね

り
も
の物

が
登
場

す
る
と
い
う
相
違
が
あ
る
（
図
01
）。

�　

た
だ
し
、
こ
の
東
予
、
中
予
、
南
予
の
三
地
域
区
分
は
、
一
般
的
な
地
域
区
分

で
あ
る
。
民
俗
事
象
か
ら
見
た
地
域
区
分
と
な
る
と
、若
干
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、

こ
の
三
地
域
を
基
本
と
し
て
、
さ
ら
に
細
か
く
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は

『
愛
媛
県
史　

民
俗
編
上
』（
愛
媛
県
、
一
九
八
三
年
）
に
お
い
て
、
愛
媛
県
の
総
合

民
俗
地
域
区
分
（
図
02
）
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、祭
礼
に
関
し
て
も
、

ほ
ぼ
こ
の
地
域
区
分
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

ま
ず
、「
東
予
」
は
、「
宇
摩
地
域
」
と
「
東
予
地
域
」
の
二
地
域
に
分
か
れ
、「
宇

摩
地
域
」
の
中
で
も
旧
川
之
江
市
、
旧
伊
予
三
島
市
（
現
四
国
中
央
市
）
の
平
野

部
を
中
心
と
す
る
「
宇
摩
平
野
」
と
、
旧
新
宮
村
、
旧
伊
予
三
島
市
山
間
部
（
現

四
国
中
央
市
）、
旧
別
子
山
村
（
現
新
居
浜
市
）
の
「
銅
山
川
流
域
」
の
二
地
域
に

区
分
さ
れ
る
。「
宇
摩
地
域
」
の
祭
礼
は
、
太
鼓
台
（
写
真
08
）
が
中
心
で
は
あ
る

が
、
新
居
浜
型
の
太
鼓
台
と
は
形
状
が
異
な
り
、
高
欄
の
前
後
に
掛
け
布
団
（
別

名
も
た
れ
布
団
）
を
付
け
る
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
香
川
県
西
部
の

「
ち
ょ
う
さ
」（
写
真
09
）
と
共
通
し
て
お
り
、
県
境
を
挟
ん
で
香
川
県
と
の
交
流
が

盛
ん
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、南
に
隣
接
す
る
「
銅
山
川
流
域
」　

二
　
愛
媛
に
お
け
る
祭
り
の
地
域
差

　
民
俗
学
の
創
始
者
と
さ
れ
る
柳
田
國
男
は
『
日
本
の
祭
』（『
定
本
柳
田
國
男
集
』

一
〇
巻
所
収
、
筑
摩
書
房
）
の
中
で
「
祭
か
ら
祭
礼
へ
」
の
節
を
設
け
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。「
一
般
的
な
る
祭
礼
の
特
色
は
、
神
輿
の
渡
御
、
之
に
伴
ふ
色
々

の
美
し
い
行
列
で
あ
っ
た
。
中
古
以
来
、
京
都
な
ど
で
は
こ
の
行
列
を
風
流
と
呼
ん

で
居
た
」、「
日
本
の
祭
の
最
も
重
要
な
一
つ
の
変
り
目
は
何
だ
つ
た
か
。
一
言
で
い

ふ
と
見
物
と
称
す
る
群
の
発
生
、
即
ち
祭
り
の
参
加
者
の
中
に
、
信
仰
を
共
に
せ
ざ

る
人
々
、
言
は
ば
た
だ
審
美
的
立
場
か
ら
、
こ
の
行
事
を
観
望
す
る
者
の
現
は
れ
た

こ
と
で
あ
ら
う
」。

���

こ
の
よ
う
に
、「
見
ら
れ
る
祭
」
の
出
現
を
も
っ
て
、
祭
礼
の
発
生
の
契
機
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
祭
り
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
そ
の
語
源
の
「
ま

つ
る
」
が
神
仏
諸
霊
に
対
し
て
供
え
物
を
「
た
て
ま
つ
る
」
こ
と
に
起
源
を
発
し
て

い
る
。
そ
の
祭
祀
、
祭
儀
が
発
展
し
て
、
神
社
の
祭
り
で
神
輿
を
出
し
た
り
、
種
々

の
お
供
を
出
し
た
り
す
る
こ
と
で
、「
見
せ
る
」、「
見
ら
れ
る
」
こ
と
を
意
識
し
、

そ
こ
か
ら
「
祭
礼
文
化
」
へ
と
発
生
、
発
達
し
た
。

　

愛
媛
県
内
の
典
型
的
な
例
と
し
て
は
、
西
条
市
の
「
だ
ん
じ
り
」（
写
真
01
）
の

よ
う
に
屋
台
（
神
輿
に
随
行
し
て
囃
す
乗
り
物
）
に
ふ
ん
だ
ん
に
彫
刻
を
施
し
た
り
、

新
居
浜
市
の
「
太
鼓
台
」（
写
真
02
）
の
よ
う
に
、
金
糸
の
立
体
刺
繍
で
幕
を
飾
っ

た
り
す
る
な
ど
「
見
せ
る
」
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
、
次
第
に
大
型
化
し
、
台
数
も

増
え
、
祭
礼
も
大
規
模
化
し
、
観
光
行
事
と
し
て
も
有
名
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

愛
媛
県
内
で
も
東
部
（
東
予
地
方
）
の
平
野
部
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
が
、

他
の
地
域
に
お
い
て
も
屋
台
に
限
ら
ず
、
神
輿
（
写
真
03
）
や
獅
子
舞
等
の
芸
能
を

祭
礼
の
中
で
見
せ
る
要
素
と
し
て
い
る
例
は
数
多
く
み
ら
れ
る
。

　

祭
り
の
中
で
、
何
を
「
見
せ
る
」
の
か
に
よ
っ
て
、
祭
礼
の
形
は
異
な
っ
て
く
る
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層
に
わ
た
り
精
緻
な
彫
刻
を
施
し
、
高
欄
を
巡
ら
し
た
だ
ん
じ
り
が
総
勢
百
台
近
く

登
場
し
（
写
真
11
）、
新
居
浜
太
鼓
祭
り
に
お
い
て
も
、
高
さ
五
ｍ
、
幅
三
．
五
ｍ
、

担
ぎ
棒
一
〇
ｍ
、
総
重
量
二
ｔ
も
あ
り
、
金
糸
の
立
体
刺
繍
の
幕
で
装
飾
さ
れ
た
巨

大
な
太
鼓
台
（
写
真
12
）
が
数
十
台
も
か
き
比
べ
を
行
う
の
で
あ
り
、
そ
の
壮
観
さ

は
見
る
者
を
圧
倒
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
西
条
、
新
居
浜
と
も
に
全
国
的
に
も
有

数
の
大
規
模
な
祭
り
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
特
に
太
鼓
台
は
刺
繍
飾
り

な
ど
新
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
現
在
、
戦
前
か
ら
の
刺
繍
幕
や
道
具
を
使
用
し
て

い
る
太
鼓
台
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
新
し
さ
と
豪
華
さ
を
希
求
し
て
い
る
住
民
意

識
も
見
ら
れ
る
。

　

そ
の
点
で
行
事
や
道
具
を
無
形
、
有
形
の
民
俗
文
化
財
と
し
て
保
護
す
る
場
合
、

保
護
の
観
点
と
住
民
意
識
の
差
異
が
顕
在
化
し
、
新
居
浜
太
鼓
祭
り
は
新
居
浜
市
で

も
未
指
定
と
な
っ
て
い
る
。
西
条
ま
つ
り
は
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
時
代
初
期
の

屋
台
（
だ
ん
じ
り
）
を
市
の
有
形
文
化
財
に
指
定
し
て
お
り
、
ま
た
、
行
事
自
体
を

市
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
し
て
い
る
。
そ
の
近
隣
の
旧
小
松
町
や
旧
東
予
市
に

お
い
て
は
、
旧
西
条
市
と
同
じ
型
の
だ
ん
じ
り
が
数
多
く
登
場
す
る
な
ど
、
や
は
り
、

こ
の
地
域
は
、
装
飾
が
著
し
く
発
達
し
た
屋
台
が
祭
礼
の
主
役
で
あ
る
こ
と
が
特
徴

だ
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
祭
礼
の
中
で
、
ど
の
地
区
も
同
様
の
屋
台
（
だ
ん
じ
り
、

太
鼓
台
）
を
出
し
て
お
り
、
地
区
間
で
の
装
飾
の
競
い
合
い
が
激
し
か
っ
た
こ
と
に

起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
吉
田
秋
祭
を
は
じ
め
と
す
る
南
予
地
方

の
祭
礼
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
。

　

そ
し
て
「
東
予
地
域
」
は
、
屋
台
（
だ
ん
じ
り
、
太
鼓
台
）
の
発
達
に
比
べ
て
、

民
俗
芸
能
が
他
地
域
に
比
べ
て
継
承
事
例
が
少
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
獅
子
舞

や
神
楽
な
ど
の
民
俗
芸
能
が
他
地
域
に
比
べ
て
極
端
に
少
な
い
。
こ
れ
は
数
字
で
見

て
み
る
と
、
平
成
二
四
年
（
二
〇
一
二
年
）
時
点
で
「
伊
予
銀
行
地
域
文
化
活
動
助

成
制
度
」
を
利
用
し
た
愛
媛
県
内
の
祭
り
、
芸
能
の
保
存
団
体
を
調
べ
て
み
る
と
、

に
は
、
旧
新
宮
村
に
屋
台
（
上

山
嵯
峨
野
の
素
鵞
神
社
、
写
真

10
）
が
一
部
あ
る
も
の
の
、
太

鼓
台
は
全
く
見
ら
れ
ず
、「
東

予
」
の
中
で
も
祭
礼
の
発
達
し

て
い
な
い
地
域
と
い
え
る
。

こ
の
銅
山
川
（
吉
野
川

上
流
）
流
域
は
、
民
俗
領
域
的

に
下
流
の
徳
島
県
と
の
関
係
も

強
く
、
新
宮
村
の
屋
台
は
吉
野

川
沿
い
に
分
布
す
る
屋
台
と
の

関
連
も
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
「
東
予
地
域
」
は
、
新

居
浜
市
、
西
条
市
（
旧
小
松
町
、

丹
原
町
、旧
東
予
市
含
む
）の「
道

前
平
野
」
と
、「
高
縄
半
島
」（
今

治
市
）、「
芸
予
諸
島
」（
今
治
市

島
し
ょ
部
、
上
島
町
）、
旧
中
島

町
（
現
松
山
市
）
な
ど
の
「
忽

那
諸
島
」
の
四
地
域
に
分
け
ら

れ
る
。「
道
前
平
野
」
は
、
愛
媛

県
内
で
も
最
も
祭
礼
の
屋
台（
だ

ん
じ
り
、
太
鼓
台
）
が
発
達
し

た
地
域
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

西
条
祭
り
で
は
、
二
層
、
三

図 01　平成の大合併前の市町村図図 02　愛媛県の総合民俗地域区分
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「
芸
予
諸
島
」
も
高
縄
半
島
と
似
て
お
り
、
屋
台
（
だ
ん
じ
り
、
太
鼓
台
）
は
各

地
に
多
く
点
在
す
る
が
や
は
り
道
前
平
野
に
比
べ
る
と
装
飾
な
ど
は
発
達
せ
ず
、
簡

素
な
作
り
と
な
っ
て
い
る
。「
忽
那
諸
島
」（
写
真
16
）
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
地
域
に
は
、
奴
行
列
の
発
達
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
奴
行
列
は
南
は
旧
小
松
町

（
西
条
市
）
か
ら
、
北
は
芸
予
諸
島
（
今
治
市
）、
忽
那
諸
島
（
松
山
市
）
に
見
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
が
、
奴
に
よ
る
諸
芸
が
発
達
し
て
お
り
、
こ
れ
を
以
っ
て
「
見
せ
る

祭
り
」
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
旧
中
島
町
（
現
松
山
市
）
宇
和
間
（
写
真
17
）

は
そ
の
典
型
だ
と
い
え
る
。
ま
た
、
忽
那
諸
島
で
は
、
神
輿
の
海
上
渡
御
の
際
の
船

踊
り
と
い
う
芸
能
が
各
地
に
あ
り
、
屋
台
（
だ
ん
じ
り
、
太
鼓
台
）
に
か
わ
っ
て
、

他
地
域
に
比
べ
、
こ
れ
ら
の
芸
能
が
発
達
し
て
い
る
。

　

次
に
、「
中
予
」
の
祭
り
の
特
徴
は
、
神
輿
同
士
の
鉢
合
わ
せ
（
写
真
18
）
に
あ

り
、
屋
台
（
だ
ん
じ
り
、
太
鼓
台
）
が
登
場
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
こ
の
地
域
は

独
特
の
神
輿
文
化
を
発
達
さ
せ
て
お
り
、
神
輿
を
荒
々
し
く
ぶ
つ
け
合
う
「
喧
嘩
神

輿
」
が
有
名
で
あ
る
。
例
え
ば
、
松
山
秋
祭
り
で
は
、
神
輿
の
激
し
い
闘
争
そ
の
も

の
を
「
見
せ
る
祭
り
」
の
最
大
の
要
素
と
し
て
お
り
、
道
前
平
野
の
よ
う
に
屋
台
の

装
飾
や
大
き
さ
を
地
区
間
で
競
う
こ
と
に
よ
り
祭
り
の
規
模
を
大
き
く
す
る
と
い

う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
神
輿
の
鉢
合
わ
せ
等
を
行
う
こ
と
で
地
区
と

地
区
の
競
い
合
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
面
、
神
輿
が
屋
台
化
し
て
い
る
と

見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

江
戸
時
代
の
松
山
の
祭
礼
図
（『
味
酒
神
社
祭
礼
神
輿
宮
出
之
図
』）
を
見
る
と
神

輿
の
宮
出
し
に
伴
っ
て
様
々
な
練
物
が
お
供
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
も
明
治
時
代
以

降
に
衰
退
し
て
、
次
第
に
神
輿
中
心
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

な
お
、旧
北
条
市
（
現
松
山
市
）
の
秋
祭
り
で
は
、構
造
は
シ
ン
プ
ル
で
は
あ
る
が
、

笹
花
を
高
く
立
て
た
「
だ
ん
じ
り
」（
写
真
19
）
が
五
〇
台
近
く
登
場
し
、
し
か
も

神
輿
を
神
社
の
石
段
の
上
か
ら
投
げ
落
と
し
て
、
御
神
体
が
飛
び
出
る
ま
で
に
壊
す

延
べ
で
四
四
四
団
体
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
伊
予
銀
行
に
よ
る
助
成
団
体
の
実
績
を

見
る
と
ほ
ぼ
愛
媛
県
内
全
地
域
の
祭
り
、
芸
能
保
存
団
体
が
申
請
し
て
い
る
。
そ
の

内
訳
は
東
予
が
一
〇
九
団
体
（
二
五
％
）、
中
予
が
一
三
一
団
体
（
二
九
％
）、
南
予

が
二
〇
四
団
体
（
四
六
％
）
と
な
っ
て
お
り
、
一
見
す
る
と
、
人
口
の
多
い
東
予
・

中
予
に
比
べ
て
南
予
の
占
め
る
割
合
が
大
き
い
の
で
あ
る
が
、
先
に
挙
げ
た
『
愛

媛
県
の
民
俗
芸
能
―
愛
媛
県
民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報
告
書
―
』
に
掲
載
さ
れ
た
県

内
の
民
俗
芸
能
の
伝
承
状
況
は
東
予
一
七
七
団
体
（
二
七
％
）、
中
予
一
三
五
団
体

（
二
一
％
）、
南
予
三
三
六
団
体
（
五
二
％
）
と
な
っ
て
お
り
、
も
と
も
と
東
予
の
民

俗
芸
能
数
は
少
な
く
、
南
予
に
多
い
の
が
実
態
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
道
前
平
野
」
で
は
、
祭
礼
を
「
見
せ
る
」
と
い
う
要
素
を
屋
台
（
だ
ん
じ
り
、

太
鼓
台
）
に
求
め
る
の
が
一
義
で
、
民
俗
芸
能
な
ど
は
「
見
せ
る
」
も
の
と
し
て
は

発
達
し
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
西
条
市
山
間
部
や
旧
小
松
町
、
旧
丹

原
町
で
は
獅
子
舞
（
写
真
13
）
が
見
ら
れ
、
だ
ん
じ
り
と
獅
子
舞
の
棲
み
分
け
も
見

ら
れ
る
。

　

次
に
「
高
縄
半
島
」
に
は
、
芸
予
諸
島
と
同
じ
く
、
だ
ん
じ
り
、
や
ぐ
ら
と
呼
ば

れ
る
屋
台
が
各
地
に
あ
る
（
写
真
14
）。
こ
れ
ら
は
名
称
は
「
だ
ん
じ
り
」
で
あ
っ

て
も
西
条
型
だ
ん
じ
り
と
は
異
な
り
、
布
団
屋
根
を
頂
く
太
鼓
台
と
基
本
構
造
は
類

似
し
て
い
る
。
装
飾
の
発
達
し
た
新
居
浜
太
鼓
台
の
原
初
的
形
態
と
も
い
う
べ
き
も

の
で
あ
り
、
新
居
浜
、
西
条
と
比
べ
る
と
、
屋
台
（
だ
ん
じ
り
、
太
鼓
台
）
が
地
区

同
士
の
競
い
合
い
に
よ
っ
て
大
型
化
し
た
り
、
装
飾
を
派
手
に
す
る
と
い
っ
た
こ
と

は
少
な
く
、
素
朴
な
形
の
屋
台
文
化
が
残
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

屋
台
の
代
わ
り
に
、
こ
の
地
域
で
発
達
し
た
も
の
と
し
て
は
、
継
獅
子
（
つ
ぎ
じ

し
・
写
真
15
）
と
呼
ば
れ
る
伊
勢
太
神
楽
系
の
獅
子
舞
が
あ
り
、
こ
れ
が
祭
り
の
最

大
の
見
も
の
で
あ
る
。
今
治
市
を
中
心
に
分
布
し
て
い
る
が
、
三
継
ぎ
、
四
継
ぎ
と

曲
芸
的
で
あ
り
、
こ
れ
を
以
っ
て
見
せ
る
祭
り
と
な
っ
て
い
る
。
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な
ど
の
神
輿
文
化
も
発
達
し
て
い
る
。
旧
北
条
市
は
、
中
予
で
は
最
も
東
予
に
近
い
地

域
で
あ
り
、
祭
礼
か
ら
見
る
と
東
予
と
中
予
の
中
間
地
域
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
し
て
次
に
吉
田
秋
祭
の
位
置
す
る
「
南
予
」
で
あ
る
。
現
久
万
高
原
町
の
「
上

浮
穴
」と
、現
大
洲
市
、現
内
子
町（
旧
上
浮
穴
郡
小
田
町
含
む
）の「
大
洲
・
喜
多
」と
、

も
と
も
と
の
東
・
西
・
南
・
北
宇
和
郡
、
つ
ま
り
現
八
幡
浜
市
、
現
伊
方
町
、
現
西

予
市
、現
宇
和
島
市
（
吉
田
秋
祭
を
含
む
）、現
鬼
北
町
、現
松
野
町
、現
愛
南
町
の
「
宇

和
」
の
三
地
域
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
る
。「
上
浮
穴
」
で
は
獅
子
舞
や
神
輿
が
出

る
の
が
主
で
、
屋
台
祭
礼
に
関
し
て
は
発
達
し
た
要
素
は
少
な
い
状
況
で
あ
る
。
県

内
の
山
間
部
で
は
概
し
て
規
模
の
大
き
い
祭
礼
は
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
、
都
市

と
は
異
な
り
、
見
る
者
（
観
客
）
が
少
な
く
「
見
せ
る
」、「
見
ら
れ
る
」
意
識
が
低

調
で
あ
っ
た
こ
と
が
要
因
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
代
わ
り
に
、
久
万
高
原
町
で

は
祭
礼
日
に
お
い
て
、
地
芝
居
（
写
真
20
）
を
演
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
祭
り
に
対

す
る
関
心
が
芝
居
に
傾
い
た
こ
と
も
、
屋
台
が
未
発
達
に
な
っ
た
要
因
の
一
つ
と
も

考
え
ら
れ
る
。

�　

�「
大
洲
・
喜
多
」と「
宇
和
」は
牛
鬼（
写
真
21
）、四
ツ
太
鼓（
写
真
22
）、御
車（
人

形
屋
台
）（
写
真
23
）、
鹿
踊
（
写
真
24
）、
獅
子
舞
（
南
予
で
は
「
唐
獅
子
」
と
呼

ぶ
こ
と
が
多
い
）（
写
真
25
）、
相
撲
練
り
（
写
真
26
）
な
ど
各
種
の
芸
能
、
練
物
と

し
て
登
場
す
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　

牛
鬼
は
全
国
的
に
も
こ
の
地
域
と
、
そ
れ
に
隣
接
す
る
高
知
県
西
部
地
方
に
し
か

見
ら
れ
な
い
稀
有
な
練
物
で
あ
る
。
ま
た
、
四
ツ
太
鼓
は
、
神
輿
渡
御
の
一
員
で
あ

り
、
新
居
浜
型
太
鼓
台
の
よ
う
な
金
糸
で
豪
華
に
刺
繍
さ
れ
た
飾
り
幕
は
見
ら
れ
な

い
も
の
の
、
構
造
的
に
新
居
浜
型
太
鼓
台
に
共
通
し
て
い
る
。
新
居
浜
な
ど
と
比
べ

る
と
祭
礼
の
中
で
中
心
的
位
置
を
占
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
牛
鬼
と
鉢
合
わ

せ
す
る
（
写
真
27
）
な
ど
、
祭
り
に
欠
か
せ
な
い
要
素
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
南

予
の
住
民
に
と
っ
て
は
、
祭
り
の
花
形
は
牛
鬼
や
鹿
踊
で
あ
る
と
一
般
的
に
認
識
さ

れ
て
い
る
が
、
四
ツ
太
鼓
の
担
ぎ
方
の
勇
壮
さ
（
写
真
28
）
や
、
御
車
（
人
形
屋
台
）

の
人
形
、
彫
刻
、
刺
繍
幕
の
豪
華
さ
も
南
予
の
特
徴
と
い
え
る
。
ま
た
南
予
で
は
、

祭
礼
に
お
い
て
地
区
ご
と
に
異
な
っ
た
練
物
を
出
し
て
お
り
、
東
予
地
方
の
西
条
や

新
居
浜
の
よ
う
な
地
区
間
の
装
飾
の
競
い
合
い
の
様
相
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の

た
め
に
、
四
ツ
太
鼓
は
装
飾
が
他
地
域
に
比
べ
て
発
達
せ
ず
、
牛
鬼
や
鹿
踊
も
同
様

に
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら
基
本
的
に
は
変
化
す
る
こ
と
な
く
、
現
在
に
継
承
さ
れ
た

と
い
え
る
。

三
　
愛
媛
県
内
の
屋
台�

―�

吉
田
秋
祭
の
「
練
車
」
の
位
置
づ
け�

―

　

祭
礼
に
際
し
て
、
神
輿
と
は
別
に
、
風
流
（
装
飾
）
を
凝
ら
し
て
、
担
い
だ
り
、

ひ
い
た
り
す
る
山
、
鉾
、
屋
台
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
登
場
す
る
。
京
都
祇
園
祭

の
山
鉾
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
、
だ
ん
じ
り
、
曳
山
、
山
笠
、

太
鼓
台
な
ど
、
地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
名
称
や
形
態
は
様
々
で
あ
る
。

　

愛
媛
県
内
で
は
、
新
居
浜
市
の
太
鼓
台
を
は
じ
め
と
し
て
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
や

南
予
地
方
に
「
太
鼓
台
」、「
だ
ん
じ
り
」、「
四
ツ
太
鼓
」
と
呼
ば
れ
る
布
団
太
鼓

が
分
布
し
、
ま
た
、
西
条
市
周
辺
に
は
、
二
、三
層
の
彫
刻
を
施
し
た
「
だ
ん
じ
り
」

が
有
名
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、笹
花
で
飾
ら
れ
た
旧
北
条
市
の「
だ
ん
じ
り
」や
、

宇
和
島
市
吉
田
町
の
「
練
車
」（
ね
り
ぐ
る
ま
）、伊
方
町
、八
幡
浜
市
保
内
町
の
「
御

車
」（
お
く
る
ま
）
と
い
っ
た
人
形
屋
台
な
ど
、
様
々
な
種
類
の
屋
台
が
登
場
す
る
。

　

も
と
も
と
、
祭
礼
の
主
役
は
神
輿
に
乗
っ
て
御
旅
所
へ
渡
御
す
る
祭
神
で
あ
り
、

そ
れ
に
供
奉
し
て
囃
し
た
り
す
る
の
が
屋
台
で
あ
る
。
屋
台
の
登
場
す
る
祭
り
は
、

多
く
の
観
衆
を
集
め
て
活
発
に
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
現
代
で
は
神
輿
に

か
わ
っ
て
、
祭
り
の
中
で
最
も
注
目
さ
れ
る
存
在
と
も
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
愛
媛
県
内
で
は
祭
礼
屋
台
は
、
第
一
章
で
簡
略
に
紹
介
し
た
と
お
り
、
大
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と
推
察
さ
れ
、
一
八
〇
〇
年
代
以
降
に
は
吉
田
秋
祭
や
宇
和
島
の
宇
和
津
彦
神
社
祭

礼
に
も
登
場
し
て
い
る
の
が
道
具
や
絵
巻
か
ら
確
認
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
南
予
地
方
の
人
形
屋
台
は
、
第
二
の
西
条
型
だ
ん
じ
り
と
ほ
ぼ
同
時

代
、
そ
し
て
第
三
の
太
鼓
台
（
布
団
太
鼓
）
よ
り
約
半
世
紀
は
古
く
、
各
地
の
祭
礼

に
取
り
い
れ
ら
れ
、
伝
播
、
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
人
形
屋
台
で

あ
る
が
、
高
欄
付
き
の
台
の
上
に
人
形
を
乗
せ
、
唐
破
風
屋
根
で
覆
い
、
台
下
に
て

三
味
線
や
鉦
、
太
鼓
を
た
た
く
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
台
の
部
分
に
は
木
彫
り
の
鮮

や
か
な
彫
刻
が
あ
る
も
の
も
多
い
。
現
在
、
旧
三
崎
町
、
旧
伊
方
町
（
現
伊
方
町
）、

八
幡
浜
市
保
内
町
、
西
予
市
明
浜
町
、
宇
和
島
市
吉
田
町
、
愛
南
町
御
荘
平
城
の
南

予
地
方
六
カ
所
の
祭
礼
に
登
場
す
る
が
、
戦
前
に
は
八
幡
浜
市
や
西
予
市
宇
和
町
、

旧
宇
和
島
市
内
で
も
出
て
い
た
が
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
こ
で
屋
台

の
一
例
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

伊
方
町
湊
浦
の
八
幡
神
社
の
練
り
行
事
（
写
真
34
）
で
は
、
湊
浦
、
中
浦
、
小

中
浦
か
ら
一
台
ず
つ
合
計
三
台
が
出
る
。
湊
浦
の
御
車
の
管
理
運
営
は
青
年
団
が

行
っ
て
い
る
。
人
形
は
豊
臣
秀
吉
と
加
藤
清
正
で
あ
る
。
言
い
伝
え
で
は
天
保
年
間

（
一
八
三
一
年
～
四
五
年
）
に
購
入
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
現
在
の
御
車
は
明

治
時
代
初
期
に
更
新
さ
れ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
次
に
中
浦
の
御
車
は
、
人
形
が
神
功

皇
后
の
三
韓
征
伐
で
、
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
年
）
に
矢
野
家
の
世
話
に
よ
り
制

作
し
た
も
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
後
期
に
は
す
で
に
御
車
は
あ
っ
た
と
い
う
言
い
伝

え
も
あ
る
。
次
に
小
中
浦
の
御
車
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
地
元
で
の
呼
称
は
「
練
り

車
」
で
あ
り
、
新
調
年
は
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
年
）
で
あ
る
。
材
木
の
堅
木
は

全
部
宇
和
島
で
仕
入
れ
、
海
上
輸
送
を
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
幕
お
よ
び
人
形
は

京
都
・
大
阪
方
面
に
注
文
し
た
と
い
う
。
乗
せ
る
人
形
は
牛
若
丸
と
弁
慶
で
、
五
条

大
橋
も
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
後
期
の
西
条
祭
り
の
絵
巻
『
伊

曽
乃
祭
礼
細
見
図
』（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
に
登
場
す
る
だ
ん
じ
り
に
も
同
様
の

き
く
六
種
類
に
分
類
で
き
る
か
と
思
わ
れ
る
。

　

第
一
に
は
旧
北
条
市
の
「
だ
ん
じ
り
」（
写
真
29
）
の
よ
う
に
木
枠
に
笹
竹
を
飾

る
シ
ン
プ
ル
な
構
造
の
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
二
、三
層
に
わ
た
り
精
緻
な
彫
刻

を
施
し
た
も
の｡

つ
ま
り
西
条
市
な
ど
に
見
ら
れ
る
も
の
（
写
真
30
）
で
あ
る
。
第

三
に
布
団
屋
根
の
太
鼓
台
で
あ
る
。
こ
れ
は
新
居
浜
市
の
太
鼓
台
（
写
真
31
）
を
は

じ
め
、
今
治
市
島
し
ょ
部
や
上
島
町
の
布
団
屋
根
の
だ
ん
じ
り
、
旧
中
島
町
（
現
松

山
市
）
津
和
地
島
、
南
予
地
方
の
四
ツ
太
鼓
（
写
真
32
）
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
一
七
〇
〇
年
代
半
ば
ま
で
に
東
予
地
方
で
は
祭
礼
の
「
屋
台
」
が
見

ら
れ
、
そ
の
後
、
一
七
〇
〇
年
代
後
半
か
ら
一
八
〇
〇
年
代
前
半
に
太
鼓
台
（
史
料

上
で
は
「
神
輿
太
鼓
」）
が
伊
予
三
島
、
川
之
江
（
現
四
国
中
央
市
）、
新
居
浜
市
で

登
場
し
、
ま
た
、
明
治
時
代
初
期
以
前
に
は
旧
北
条
市
域
に
「
だ
ん
じ
り
」
が
登
場

す
る
と
い
う
歴
史
的
過
程
が
あ
る
。
ど
の
屋
台
の
形
態
が
古
く
て
源
流
で
あ
る
と
の

系
統
立
て
は
困
難
で
は
あ
る
が
、
形
態
上
か
ら
は
、
も
と
も
と
北
条
だ
ん
じ
り
の
よ

う
に
木
枠
の
み
の
単
純
な
構
造
で
あ
っ
た
も
の
に
、
西
条
だ
ん
じ
り
の
よ
う
に
高
欄

を
巡
ら
し
彫
刻
を
施
し
て
飾
り
付
け
て
派
手
と
す
る
か
、
布
団
を
屋
根
に
乗
せ
、
さ

ら
に
周
囲
を
刺
繍
で
飾
っ
て
派
手
に
す
る
か
で
発
達
の
様
式
が
決
定
し
た
も
の
思

わ
れ
る
。

　

そ
し
て
第
四
の
南
予
地
方
各
地
に
残
る
練
車
（
写
真
33
）
や
御
車
と
呼
ば
れ
る
屋

台
が
挙
げ
ら
れ
る
。
吉
田
秋
祭
の
練
車
は
こ
の
類
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

練
車
、御
車
は
「
だ
ん
じ
り
」
と
い
う
呼
称
は
地
元
で
は
聞
か
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、

人
形
屋
台
の
一
種
で
、
同
様
の
も
の
は
現
在
で
は
中
、
東
予
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の

で
あ
る
。
担
ぐ
形
で
は
な
く
曳
く
形
で
、
趣
向
を
凝
ら
し
た
人
形
を
乗
せ
て
、
彫
刻

や
飾
り
幕
、
見
送
り
幕
で
装
飾
さ
れ
た
屋
台
で
あ
る
。
時
代
的
に
は
西
予
市
宇
和
町

小
原
の
庄
屋
清
家
氏
が
記
し
た
『
清
家
日
記
』
の
宝
暦
年
間
の
記
事
に
「
ね
り
車
」

の
記
載
が
あ
り
、
一
七
〇
〇
年
代
半
ば
に
は
既
に
現
在
と
似
た
形
の
も
の
が
あ
っ
た
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橋
が
施
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
の
流

行
で
あ
っ
た
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
屋
台
の
細
部
に
彫
刻
が
施
さ
れ
、
こ
れ
は
大
阪
の
彫
刻
師
小
松
源
助
の
作

で
、
隣
接
す
る
中
浦
の
御
車
も
同
じ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
唐
破
風
屋
根
の
彫
刻
は
前

後
と
も
飛
龍
で
、
屋
根
を
支
え
る
梁
の
部
分
に
鶴
の
彫
刻
が
あ
る
。
ま
た
、
高
欄
の

彫
刻
は
義
経
の
八
艘
飛
び
と
な
っ
て
い
る
。
周
囲
を
巡
ら
せ
た
飾
り
幕
は
、
京
都
で

製
作
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
立
体
刺
繍
と
な
っ
て
い
る
。
模
様
は
正
面
か
ら
見
て
左
横

が
竹
に
虎
、
後
ろ
は
鶴
亀
、
右
は
竹
に
虎
で
あ
る
。

　

こ
の
伊
方
町
小
中
浦
の
御
車
の
特
徴
は
、
大
阪
の
地
車
（
地
車
式
の
曳
き
屋
台
）

に
共
通
す
る
点
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
唐
破
風
屋
根
に
、
蓑
甲
（
天
辺
の
丸

み
加
工
）
が
付
い
て
お
り
、
こ
れ
は
大
阪
特
有
の
も
の
と
い
わ
れ
て
お
り
、
西
日
本

各
地
の
屋
台
に
は
見
ら
れ
な
い
加
工
で
あ
る
。
ま
た
、
鬼
板
部
分
の
獅し

が
み噛
も
大
阪
地

車
特
有
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
小
中
浦
の
も
の
に
見
ら
れ
る
。
車
は
内
側
に
入
れ

た
大
型
コ
ロ
状
で
、
大
八
車
で
は
な
い
こ
と
も
大
阪
と
共
通
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、

伊
方
の
御
車
は
大
阪
と
共
通
点
が
多
い
と
い
え
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
吉
田
秋
祭
の

練
車
は
大
阪
と
の
つ
な
が
り
は
薄
く
、
地
元
の
吉
田
藩
以
来
の
陣
屋
町
や
大
工
町
と

称
さ
れ
た
地
域
、
そ
し
て
裡
町
に
は
職
人
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
先
に

紹
介
し
た
西
条
ほ
ど
で
は
な
く
て
も
、
地
元
の
大
工
が
構
造
部
は
製
作
を
し
、
人
形

や
刺
繍
幕
等
は
大
阪
、
京
都
方
面
か
ら
購
入
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
愛
媛
県
内
に
は
、
人
形
屋
台
と
し
て
は
、
南
予
以
外
に
、
旧
北
条
市
に
布

袋
な
ど
の
人
形
屋
台
（
写
真
35
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
昭
和
二
〇
年
代
ま
で
は
南
予
と

同
じ
く
曳
く
形
だ
っ
た
も
の
が
、
現
在
で
は
担
ぐ
形
に
変
容
し
て
継
承
さ
れ
て
い

る
。
吉
田
と
の
直
接
の
系
譜
は
無
い
と
思
わ
れ
る
が
、
南
予
地
方
の
人
形
屋
台
に
類

す
る
例
と
し
て
紹
介
し
て
お
く
。
ま
た
今
治
市
大
三
島
町
台
に
も
人
形
を
乗
せ
た

「
だ
ん
じ
り
」
が
あ
り
（
写
真
36
）、こ
れ
は
一
つ
屋
根
の
地
車
型
式
と
な
っ
て
お
り
、

こ
れ
は
兵
庫
県
、
香
川
県
、
岡
山
県
と
共
通
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

類
例
は
隣
接
す
る
芸
予
諸
島
の
越
智
郡
上
浦
町
に
も
か
つ
て
は
数
台
存
在
し
て
い

た
。

　

な
お
、
屋
台
文
化
で
は
な
い
が
、
巨
大
な
仮
装
を
し
た
練
物
が
人
形
の
よ
う
に
登

場
す
る
事
例
も
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
宇
和
島
市
津
島
町
岩
松
の
布
袋
（
写
真
37
）
で

あ
る
。
巨
大
な
布
袋
の
被
り
物
を
し
て
家
々
を
ま
わ
っ
て
人
々
の
頭
を
な
で
て
ま
わ

る
も
の
で
、
明
治
時
代
に
地
元
の
篤
志
家
に
よ
り
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
第
五
の
分
類
と
な
る
が
、
愛
媛
県
内
で
は
数
自
体
は
少
な
い
も
の
の
広
範

囲
に
見
ら
れ
る
船
型
屋
台
（
写
真
38
）
が
あ
る
。
第
六
は
南
予
地
方
の
祭
礼
の
花
形

で
あ
る
牛
鬼
（
写
真
39
）
で
あ
る
。
牛
鬼
は
神
輿
渡
御
の
露
祓
い
か
ら
発
達
し
た
も

の
で
、
も
と
も
と
屋
台
と
は
別
種
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
で
は
大
型
化
し
、

祭
礼
の
中
で
も
布
団
太
鼓
と
鉢
合
わ
せ
を
す
る
な
ど
、
屋
台
的
な
要
素
も
強
く
な
っ

て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。�

　

以
上
の
よ
う
に
祭
礼
屋
台
を
分
類
し
て
み
た
が
、
吉
田
秋
祭
の
練
車
を
考
え
る
場

合
、
愛
媛
県
内
で
屋
台
（
だ
ん
じ
り
）
と
言
え
ば
、
西
条
祭
り
の
だ
ん
じ
り
を
真
っ

先
に
思
い
浮
か
べ
る
程
、
有
名
で
あ
り
、
時
代
的
に
も
江
戸
時
代
の
一
七
〇
〇
年
代

半
ば
以
降
に
隆
盛
し
て
き
た
共
通
性
が
あ
り
、
し
か
も
西
条
祭
り
の
西
条
藩
も
、
吉

田
秋
祭
の
吉
田
藩
も
同
じ
陣
屋
を
中
心
と
す
る
町
の
祭
礼
行
事
で
あ
る
と
い
う
共
通

性
か
ら
、
西
条
型
だ
ん
じ
り
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

西
条
型
だ
ん
じ
り
の
登
場
す
る
西
条
祭
り
と
は
、
石
岡
神
社
、
伊
曽
乃
神
社
、
飯

積
神
社
等
を
氏
神
と
す
る
旧
西
条
市
内
の
秋
祭
り
の
総
称
で
一
〇
月
中
旬
に
順
次
行

わ
れ
る
。「
西
条
ま
つ
り
の
屋
台
行
事
」
と
し
て
市
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
お
り
、
現
在
で
は
、
石
岡
神
社
（
写
真
40
）、
伊
曽
乃
神
社
の
祭
礼
に
は
百
台
近

い
だ
ん
じ
り
が
登
場
す
る
（
写
真
41
）
が
、
市
東
部
の
新
居
浜
市
に
近
い
飯
積
神
社

（
写
真
42
）
で
は
、
西
条
型
だ
ん
じ
り
で
は
な
く
新
居
浜
型
の
太
鼓
台
が
祭
礼
屋
台
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の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
西
条
型
だ
ん
じ
り
は
、
こ
の
石
岡
、
伊
曽
乃
神
社
以
外
で

は
、
旧
小
松
町
、
旧
丹
原
町
、
旧
東
予
市
に
も
分
布
し
て
お
り
、
新
居
浜
型
太
鼓
台

の
分
布
域
の
西
部
に
、
そ
の
分
布
域
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
西
条
型
だ
ん
じ
り
の
形

態
の
特
徴
は
、
唐
破
風
屋
根
に
、
二
、三
階
の
高
欄
が
付
き
、
源
平
合
戦
や
太
閤
記
、

三
国
志
な
ど
の
武
者
絵
や
、
花
鳥
、
唐
獅
子
、
鳳
凰
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
彫
刻
が
施

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
彫
刻
の
発
展
は
、
県
内
で
も
随
一
で
あ
り
、
地
元

に
も
江
戸
時
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
彫
刻
師
が
存
在
し
、
そ
の
発
展
を
支
え
て
き

た
。
彫
刻
の
豪
華
さ
を
見
せ
る
こ
と
に
よ
り
、発
展
し
て
き
た
だ
ん
じ
り
と
い
え
る
。

　

そ
の
西
条
型
だ
ん
じ
り
は
、起
源
が
江
戸
時
代
中
期
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
年
）
に
藩
か
ら
出
さ
れ
た
「
午
お
書
き
だ
し
」
と
呼
ば
れ
る

倹
約
令
が
出
さ
れ
て
い
る
（『
久
門
家
文
書
』
愛
媛
県
立
図
書
館
蔵
）
が
、
そ
の
中

に
だ
ん
じ
り
（
こ
こ
で
は
「
屋
台
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
）
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。

伊
曽
乃
神
社
祭
礼
の
時
に
、
屋
台
宰
領
の
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
時
に
限
り
平
素
の

身
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
裃
、
小
脇
差
の
着
用
を
出
願
に
よ
っ
て
許
可
す
る
と
い
っ
た

内
容
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
、
当
時
、
西
条
に
だ
ん
じ
り
が
出
現
し
て
い
た
最

古
の
記
録
と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
頃
の
だ
ん
じ
り
の
形
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
史
料
に
は
、「
屋
台
」
の
記

述
が
頻
繁
に
出
て
き
て
お
り
、
現
在
の
西
条
型
だ
ん
じ
り
と
基
本
的
に
は
同
構
造
の

も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
な
お
、「
屋
台
（
だ
ん
じ
り
）」
を
、
市
外
、
県
外

の
他
の
地
域
か
ら
購
入
し
た
と
か
、
譲
り
受
け
た
と
い
っ
た
事
例
は
聞
か
れ
ず
、
地

元
の
大
工
、
彫
刻
師
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
、
大
阪
方
面
の
地
車
（
だ
ん
じ
り
）
文
化

と
は
異
な
り
、
独
自
の
発
達
を
遂
げ
た
と
い
え
る
。

　

現
存
す
る
最
古
の
西
条
型
だ
ん
じ
り
は
、
神
拝
の
古
屋
敷
の
も
の
で
、
天
保
一
一

年
（
一
八
四
〇
年
）
の
創
建
で
あ
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
、
だ
ん
じ

り
の
構
造
を
示
す
史
料
が
残
っ
て
い
る
。「
西
條
花
見
車
」と
い
う『
雨
夜
の
伽
草
』（
伊

予
史
談
会
蔵
）に
収
め
ら
れ
た
史
料
に
、天
保
八
年（
一
八
三
七
年
）の
だ
ん
じ
り（
こ

こ
で
は
「
楽
車
」
と
表
記
し
て
い
る
）
の
詳
細
な
記
述
が
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
は

彫
刻
の
透
か
し
彫
り
の
技
法
が
発
達
し
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
既
に
彫
刻
を
以
て
見

せ
、
そ
し
て
、
幕
な
ど
に
も
当
時
の
高
価
な
物
を
用
い
て
見
せ
る
だ
ん
じ
り
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
さ
ま
ざ
ま
な
造
り
物
を
飾
る
」
の
記
述
が

あ
る
の
だ
が
、
実
際
に
は
異
な
り
、
現
在
の
だ
ん
じ
り
に
は
、
四
本
柱
に
巻
か
れ
た

幕
の
内
側
に
造
り
物
を
据
え
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
点
が
現
在
と
は
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
点
と
い
え
る
。
し
か
し
、
西
条
型
だ
ん
じ
り
を
描
い
た
絵
巻
と
し
て
、
福
原

敏
男
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
東
京
国
立
博
物
館
蔵
「
伊
曽
乃
祭
礼
細
見
図
」
が
あ
る
。

こ
の
絵
巻
は
、
福
原
に
よ
っ
て
、
地
元
西
条
市
に
紹
介
さ
れ
、
地
元
研
究
者
の
協
力

の
も
と
福
原
敏
男
著『
西
条
祭
礼
絵
巻
―
近
世
伊
予
の
祭
礼
風
流
―
』（
二
〇
一
二
年
・

西
条
市
総
合
文
化
会
館
）
が
発
行
さ
れ
、
そ
の
内
容
が
広
く
公
開
さ
れ
た
。
こ
の
絵

巻
の
制
作
年
代
は
天
保
七
年
（
一
八
三
六
年
）
前
後
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
特
に
注

目
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
西
条
花
見
車
」
に
記
述
さ
れ
て
い
た
幕
の
内
側
に
「
さ

ま
ざ
ま
な
造
り
物
を
飾
る
」と
い
う
記
述
の
整
合
性
で
あ
る
。
実
は
こ
の
絵
巻
に
は
、

造
り
物
が
詳
細
に
描
か
れ
て
お
り
、「
西
条
花
見
車
」
の
記
述
を
裏
付
け
て
い
る
の

で
あ
る
。
天
保
年
間
以
前
に
は
、
西
条
型
だ
ん
じ
り
は
、
人
形
屋
台
と
し
て
の
要
素

も
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
点
は
、
南
予
地
方
の
御
車
（
人
形
屋
台
）
と
も
共
通
す

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

し
か
し
南
予
の
御
車
は
曳
き
屋
台
で
、
西
条
の
だ
ん
じ
り
は
担
ぎ
屋
台
と
い
う
こ

と
で
、
藩
主
等
の
前
で
厳
か
に
渡
御
行
列
を
組
む
雰
囲
気
を
出
し
て
い
た
江
戸
時
代

の
祭
礼
と
は
違
い
、
明
治
時
代
以
降
、
勇
ま
し
く
担
ぐ
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
る
よ

う
に
な
る
と
趣
向
を
凝
ら
し
た
人
形
を
乗
せ
た
状
態
で
は
安
定
性
の
面
で
問
題
が
生

じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
徐
々
に
人
形
は
消
え
て
、
透
か
し
彫
り
の
彫
刻
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屋
台
と
し
て
ま
す
ま
す
発
達
し
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。

　

そ
し
て
、
吉
田
秋
祭
の
練
車
に
代
表
さ
れ
る
南
予
の
人
形
屋
台
も
、
屋
台
に
人
形

等
を
飾
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
は
か
つ
て
の
西
条
型
だ
ん
じ
り
に
共
通
す
る
が
、

「
造
り
物
」
と
な
る
と
、
毎
年
、
趣
向
を
凝
ら
し
な
が
ら
作
り
変
え
て
い
く
の
が
特

徴
で
あ
り
、
吉
田
秋
祭
に
そ
の
よ
う
な
「
造
り
物
」
文
化
が
あ
っ
た
か
は
、
聞
き
取

り
で
も
文
献
史
料
で
も
確
認
は
で
き
な
い
。
吉
田
秋
祭
で
は
、毎
年
作
り
変
え
る「
造

り
物
」
文
化
で
は
な
く
、
屋
台
（
練
車
）
製
作
時
に
テ
ー
マ
は
一
貫
し
て
お
り
、
人

形
だ
け
で
は
な
く
、
刺
繍
幕
（
見
送
り
幕
や
高
欄
幕
）
も
人
形
に
あ
わ
せ
た
文
様
、

デ
ザ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
愛
媛
県
内
に
お
け
る
屋
台
文
化

は
、
多
様
で
も
あ
り
、
一
見
す
る
と
類
似
す
る
よ
う
に
感
じ
る
西
条
ま
つ
り
、
吉
田

秋
祭
の
屋
台
に
つ
い
て
、
直
接
の
伝
播
の
系
譜
は
見
ら
れ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
江
戸
時
代

中
期
以
降
に
独
自
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

四
　
愛
媛
の
布
団
太
鼓
文
化
の
中
の
「
四
ツ
太
鼓
」

　　

布
団
太
鼓
と
は
、
台
組
や
櫓
組
の
中
に
太
鼓
を
据
え
て
、
少
年
が
乗
り
込
み
打
ち

鳴
ら
す
も
の
で
、
形
式
は
四
本
柱
の
上
に
何
重
も
の
布
団
を
乗
せ
る
こ
と
が
多
く
、

愛
媛
を
は
じ
め
四
国
で
は
「
太
鼓
台
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、「
布
団
だ
ん

じ
り
」
と
か
、
単
に
「
だ
ん
じ
り
」、「
四
ツ
太
鼓
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

　

布
団
太
鼓
は
、
江
戸
時
代
に
上
方
で
発
生
し
た
も
の
で
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
文

化
、
文
政
期
頃
に
、
現
在
に
よ
う
に
布
団
を
積
み
重
ね
た
形
の
太
鼓
台
が
、
海
上
交

通
の
発
達
と
相
ま
っ
て
西
日
本
各
地
に
伝
播
し
た
。
現
在
、
太
鼓
台
は
、
東
限
は
三

重
県
（
名
張
市
平
尾
町
の
宇
流
布
志
禰
神
社
祭
礼
）
に
あ
り
、
近
畿
地
方
で
は
大
阪

府
、
京
都
府
、
奈
良
県
、
兵
庫
県
、
和
歌
山
県
の
一
部
に
見
ら
れ
る
ほ
か
、
山
陽
地

方
、
四
国
各
県
に
、
九
州
で
は
大
分
県
、
宮
崎
県
、
長
崎
県
（
西
限
は
長
崎
市
諏
訪

神
社
の
椛
島
町
の
コ
ッ
コ
デ
シ
ョ
）
に
点
在
し
て
い
る
。

　

愛
媛
県
内
で
は
旧
川
之
江
市
、
旧
伊
予
三
島
市
（
現
四
国
中
央
市
）
に
高
欄
に
か

け
布
団
を
乗
せ
る
太
鼓
台
（
宇
摩
型
・
写
真
43
）
が
あ
り
、
新
居
浜
市
、
旧
土
居
町

（
現
四
国
中
央
市
）、
西
条
市
に
上
幕
、
高
欄
幕
を
吊
す
い
わ
ゆ
る
新
居
浜
型
太
鼓
台

が
あ
る
。
な
お
、
旧
土
居
町
（
写
真
44
）
で
は
、
戦
前
は
宇
摩
型
が
主
流
だ
っ
た
が
、

近
年
は
新
居
浜
か
ら
の
払
下
げ
に
よ
り
新
居
浜
型
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
ま
た
西
条

市
（
写
真
45
）
や
旧
東
予
市
に
は
、
御
輿
（
み
こ
し
）
も
し
く
は
「
み
こ
し
だ
ん
じ

り
」（
史
料
上
は
「
神
輿
楽
車
」
等
と
出
て
く
る
）
と
い
っ
て
、
車
輪
の
付
い
た
太

鼓
台
も
見
ら
れ
る
。
同
様
の
構
造
の
も
の
は
今
治
市
大
三
島
町
宮
浦
に
も
存
在
す
る

が
、
こ
れ
は
大
正
時
代
以
前
に
西
条
か
ら
流
入
し
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
大
三
島

を
除
き
、
こ
れ
ら
は
金
糸
の
刺
繍
で
豪
華
に
飾
ら
れ
た
太
鼓
台
で
あ
る
が
、
瀬
戸
内

海
島
し
ょ
部
に
は
、
装
飾
の
簡
素
な
布
団
太
鼓
が
弓
削
島
（
写
真
46
）、
生
名
島
（
上

島
町
）
大
三
島
（
今
治
市
）、
津
和
地
島
（
松
山
市
）
な
ど
各
地
に
あ
り
、
こ
れ
ら

は
地
元
で
「
だ
ん
じ
り
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
南
予
地
方
各
地
に
も
布
団
太
鼓
は
あ
り
、
吉
田
秋
祭
で
は
桜
丁
（
東
小
路
）

か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。「
四
ツ
太
鼓
」（
写
真
47
）
と
呼
ば
れ
、
愛
南
町
で
は
「
よ
い

さ
」
と
か
「
や
ぐ
ら
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
新
居
浜
太
鼓
台
の
よ
う
に
豪
華
絢
爛
に
発
達
す
る
以
前
の
、
い
わ
ば
太

鼓
台
の
原
型
と
言
え
る
形
を
と
ど
め
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
南
予
の

「
四
ツ
太
鼓
」
の
呼
称
は
、
櫓
の
中
央
で
太
鼓
を
囲
む
よ
う
に
子
供
が
四
人
乗
る
こ

と
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、こ
れ
と
同
じ
呼
称
が
和
歌
山
県
御
坊
市
に
も
あ
る
。

し
か
し
、
両
者
の
直
接
的
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

　

県
内
の
布
団
太
鼓
に
関
す
る
記
録
は
、寛
政
年
間
（
一
七
八
九
年
～
一
八
〇
一
年
）

か
ら
文
化
（
一
八
〇
四
年
～
一
八
年
）、
文
政
年
間
（
一
八
一
八
年
～
三
一
年
）
に

は
東
予
地
方
に
見
ら
れ
、
当
初
は
「
神
輿
太
鼓
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
く
、
時
代
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が
下
が
る
と
と
も
に
、
東
予
地
方
で
は
「
太
鼓
台
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

広
島
県
の
大
崎
下
島
の
大
長
地
区
と
三
原
市
幸
崎
町
能
地
に
は
、
幕
末
あ
る
い
は

明
治
時
代
初
期
に
新
居
浜
で
使
用
さ
れ
た
布
団
太
鼓
が
現
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

布
団
太
鼓
は
高
さ
が
三
ｍ
程
で
、
五
ｍ
も
あ
る
現
在
の
新
居
浜
太
鼓
台
に
比
べ
て
小

柄
で
あ
っ
た
。
新
居
浜
太
鼓
台
は
明
治
時
代
中
期
頃
か
ら
急
速
に
大
型
化
し
、
現
在

と
同
じ
よ
う
な
大
き
さ
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
、
そ
の
背
景
に
は
、
別
子
銅
山
の
近
代

化
に
伴
っ
て
新
居
浜
地
域
が
経
済
的
に
発
展
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
て

い
る
。

　

具
体
的
に
東
予
方
面
の
布
団
太
鼓
の
出
現
を
示
す
史
料
と
し
て
は
、
寛
政
元
年

（
一
七
八
九
年
）
の
四
国
中
央
市
個
人
蔵
「
神
輿
太
鼓
控
覚
帳
」
が
最
古
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
と
同
じ
年
に
は
、
香
川
県
の
大
野
原
八
幡
神
社
の
「
ち
ょ
う
さ
太
鼓
」

が
登
場
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
讃
岐
か
ら
東
予
地
方
に
か
け
て
飾
り
幕
の
発
達
し

た
布
団
太
鼓
が
流
入
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。太
鼓
祭
り
で
有
名
な
新
居
浜
市
で
は
、

こ
の
時
期
に
は
布
団
太
鼓
が
存
在
し
た
史
料
は
見
あ
た
ら
ず
、
東
予
地
方
で
も
、
東

側
の
宇
摩
平
野
か
ら
順
次
、
西
に
伝
播
し
て
い
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
四
国
中

央
市
立
図
書
館
蔵
「
役
用
記
」
に
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
年
）
の
川
之
江
八
幡
神

社
の
祭
礼
行
列
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
「
神
輿
太
鼓
」
と
呼
ば
れ
る
布
団

太
鼓
が
五
台
記
さ
れ
て
お
り
、
祭
礼
の
中
で
布
団
太
鼓
が
風
流
の
主
流
に
な
り
つ
つ

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

新
居
浜
市
に
お
け
る
布
団
太
鼓
の
初
見
は
文
政
五
年
（
一
八
二
二
年
）
の
「
船

大
工
仲
間
永
代
迄
の
諸
覚
帳
」（『
新
居
浜
太
鼓
台
』
新
居
浜
市
立
図
書
館
発
行
、

一
九
九
〇
年
所
収
）
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
東
町
太
鼓
」
の
記
述
が
あ
り
、
こ

の
頃
か
ら
新
居
浜
で
は
布
団
太
鼓
が
多
く
な
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
文
政
九
年

（
一
八
二
六
年
）
の
「
一
宮
神
社
文
書
」（
同
書
所
収
）
に
は
、「
当
方
ニ
テ
檀
尻
再

興
又
ハ
近
年
ニ
至
り
み
こ
し
太
鼓
と
申
も
の
出
来
之
節
ハ
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、

こ
の
地
方
で
は
も
と
も
と
だ
ん
じ
り
（
こ
こ
で
は
「
檀
尻
」
と
記
述
）
が
主
流
で
あ
っ

た
も
の
が
、文
政
年
間
に
な
っ
て
布
団
太
鼓
（
こ
こ
で
は
「
み
こ
し
太
鼓
」
と
記
述
）

が
流
行
し
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　

新
居
浜
地
方
の
「
檀
尻
」（
だ
ん
じ
り
）
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
か
っ
た
の

で
あ
る
が
、
近
年
、
田
邊
一
郎
に
よ
っ
て
「
銅
山
略
式
志
」
と
い
う
江
戸
時
代
後
期

の
旧
別
子
に
様
子
を
描
い
た
絵
画
資
料
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
こ
に
祭
礼
渡
御
の
様
子

が
描
写
さ
れ
、
だ
ん
じ
り
も
描
か
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
後
期
の
新
居
浜
周
辺
で
の

だ
ん
じ
り
の
姿
で
あ
ろ
う
と
推
察
で
き
る
。
太
鼓
台
の
隆
盛
と
と
も
に
そ
れ
ま
で

あ
っ
た
だ
ん
じ
り
が
消
え
て
い
っ
た
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
江
戸
時
代
後
期
以
降
、

新
居
浜
地
方
で
も
布
団
太
鼓
の
史
料
上
の
記
述
は
多
く
な
り
、数
多
く
の
「
太
鼓
台
」

が
製
作
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
て
、
こ
の
江
戸
時
代
当
時
の
新
居
浜
地
方
の
布
団
太
鼓
の
形
態
は
不
明
で
あ
る

が
、
先
に
も
紹
介
し
た
西
条
祭
り
の
記
録
で
あ
る
「
西
条
花
見
車
」
に
よ
る
と
、「
其

次
御
輿
楽
車
と
い
ふ
を
引
く
な
り
。其
様
上
に
五
重
七
重
の
蒲
団
を
積
重
ね
、黒
段
々

も
あ
り
、
黒
計
な
る
も
あ
り
、
赤
計
も
あ
り
、
何
れ
も
天
鵞
絨
、
羅
紗
等
也
。
前
後

左
右
に
蒲
団
〆
と
い
ふ
二
つ
宛
あ
り
。
こ
れ
に
様
々
の
高
縫
あ
り
。
雲
に
龍
、
竹
に

虎
、
瀧
に
鯉
、
岩
に
獅
子
、
桐
に
鳳
凰
等
な
り
。
幕
は
天
鵞
絨
、
猩
々
緋
に
高
縫
な

り
。
高
欄
の
縁
に
は
四
方
に
掛
蒲
団
と
て
、
天
鵞
絨
、
羅
紗
等
に
大
造
り
な
る
縫
の

小
蒲
団
を
掛
け
た
り
。（
中
略
）
此
の
楽
車
は
車
に
て
引
く
な
り
」
と
あ
る
。
車
が

付
い
て
い
て
引
い
て
ま
わ
る
、
現
在
の
西
条
祭
り
の
「
み
こ
し
」
と
ほ
ぼ
同
型
の
記

述
で
あ
る
が
、
形
態
は
別
に
し
て
も
、
新
居
浜
で
も
同
様
に
布
団
太
鼓
に
豪
華
な
幕

を
飾
っ
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
こ
の
時
期
に
は
既
に
刺
繍
に
よ
っ
て
見
栄
え

の
す
る
飾
り
幕
を
「
見
せ
る
」
こ
と
が
祭
り
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　

な
お
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
年
）
の
『
新
居
浜
浦
家
躰
神
輿
太
鼓
錺
物
調
帳
』
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の
中
に
「
茂
多
連
（
も
た
れ
）
布
団
」
と
い
う
記
述
あ
り
、
新
居
浜
の
布
団
太
鼓
も

江
戸
時
代
後
期
に
は
掛
け
布
団
（
も
た
れ
布
団
）
の
あ
る
現
在
の
宇
摩
型
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、
そ
の
後
に
上
幕
、
高
欄
幕
を
吊
る
型
に
変
化
し
て
い
る
。

掛
け
布
団
で
は
観
客
に
「
見
せ
る
」
際
に
、
布
団
が
斜
め
に
な
っ
て
い
る
の
で
豪
華

な
金
糸
の
立
体
刺
繍
を
充
分
に
「
見
せ
る
」
こ
と
が
で
き
ず
、
見
や
す
く
す
る
た
め

垂
直
に
立
て
た
も
の
と
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
吉
田
秋
祭
で
桜
丁
か
ら
登
場
す
る
「
四
ツ
太
鼓
」
は
南
予
各
地
に
見

ら
れ
る
も
の
で
、
練
車
や
後
述
す
る
牛
鬼
、
鹿
踊
り
と
と
も
に
南
予
の
祭
礼
を
構
成

す
る
重
要
な
要
素
と
い
え
る
。
こ
れ
が
独
自
の
発
展
を
遂
げ
た
の
で
は
な
く
、
瀬
戸

内
海
沿
岸
に
江
戸
時
代
後
期
に
広
域
的
に
流
行
し
た
布
団
太
鼓
の
流
れ
の
一
つ
で
あ

り
、
そ
し
て
愛
媛
県
で
は
南
予
の
「
四
ツ
太
鼓
」
が
あ
り
、
そ
し
て
東
予
地
方
で
は

独
自
に
豪
華
絢
爛
な
布
団
太
鼓
（
太
鼓
台
）
へ
と
発
展
し
、
そ
れ
が
現
在
に
ま
で
継

承
さ
れ
て
い
る
。

五
　
愛
媛
の
船
型
屋
台
文
化
の
中
の
「
御
船
」

　

愛
媛
県
内
の
船
型
屋
台
に
つ
い
て
は
、
お
お
ま
か
に
三
種
類
に
分
類
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
一
つ
目
は
四
国
中
央
市
の
も
の
、二
つ
目
は
今
治
市
大
西
町
紺
原
の
も
の
、

三
つ
目
は
吉
田
秋
祭
の
「
御
船
」
を
は
じ
め
と
す
る
南
予
地
方
の
も
の
で
あ
る
。

　

四
国
中
央
市
で
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
川
之
江
町
東
浜
か
ら
出
さ
れ
る
船
型

の
屋
台
で
、「
関
船
」（
写
真
48
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
八
幡
丸
と
も
呼
ば
れ
る
。

船
体
は
全
長
六
ｍ
で
、
前
後
に
車
の
付
い
た
台
に
乗
せ
、
回
転
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

船
体
は
黒
漆
塗
り
に
仕
上
げ
、
周
囲
に
金
糸
で
縫
っ
た
飾
り
幕
を
巡
ら
し
て
い
る
。

先
に
も
挙
げ
た
文
化
年
間
の
史
料
「
役
用
記
」
に
も
記
載
さ
れ
て
お
り
、
一
九
世
紀

初
頭
に
は
祭
り
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
飾
り
幕
を
巡
ら
す

船
型
屋
台
は
、
現
在
は
旧
川
之
江
市
、
旧
伊
予
三
島
市
、
旧
土
居
町
に
見
ら
れ
、
戦

後
間
も
な
く
ま
で
は
新
居
浜
市
大
島
や
旧
土
居
町
藤
原
に
も
存
在
し
て
い
た
。
西
条

祭
り
を
描
い
た
「
伊
曽
乃
大
社
祭
礼
略
図
」
に
も
登
場
し
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
は

西
条
に
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
在
、
大
規
模
で
、
金
糸
の

立
体
刺
繍
の
飾
り
幕
が
装
飾
さ
れ
た
太
鼓
台
の
存
在
す
る
地
域
と
重
な
っ
て
い
る
。

こ
の
地
域
の
船
型
屋
台
も
金
糸
の
立
体
刺
繍
が
施
さ
れ
る
豪
華
な
装
飾
が
施
さ
れ
て

い
る
と
い
う
共
通
性
が
見
ら
れ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
今
治
市
大
西
町
に
一
台
の
み
で
あ
る
が
、
紺
原
地
区
に
船
御
輿
（
写
真

49
）
と
呼
ば
れ
る
船
型
屋
台
が
あ
る
。
全
長
約
六
ｍ
、
幅
約
三
ｍ
、
高
さ
約
三
．
五

ｍ
の
屋
形
船
風
の
屋
台
で
あ
る
。
船
上
で
は
、
大
山
積
神
を
形
に
し
た
白
髪
の
翁
人

形
と
、
筆
を
手
に
し
た
藤
原
佐
理
（
三
蹟
の
一
人
）
の
人
形
が
向
か
い
合
っ
て
座
っ

て
い
る
。
そ
の
由
来
は
、
平
安
時
代
、
藤
原
佐
理
が
大
宰
府
の
長
官
の
任
期
を
終
え

て
都
へ
帰
る
途
中
、
瀬
戸
内
海
が
嵐
と
な
り
、
立
ち
往
生
し
た
。
そ
の
時
、
夢
に
大

山
積
の
神
が
あ
ら
わ
れ
、
大
山
積
神
社
の
神
額
を
書
く
の
な
ら
、
嵐
は
お
さ
ま
る
と

神
託
が
あ
っ
た
、
そ
こ
で
、
佐
理
は
舟
板
に
「
日
本
総
鎮
守
大
山
積
大
明
神
」
と
書

い
て
奉
納
す
る
と
、
嵐
は
静
ま
り
、
無
事
京
都
に
帰
着
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
神
額
を
書
い
た
地
が
神
野
原
（
紺
原
）
の
海
岸
で
あ
っ
た
と
い
わ

れ
て
お
り
、
そ
の
時
、
佐
理
を
村
の
人
々
が
船
御
輿
に
乗
せ
て
お
連
れ
し
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
屋
台
に
飾
ら
れ
る
人
形
・
装
飾
は
、
牛
若
丸
と
弁
慶
や
太
平
記
、
記

紀
神
話
な
ど
の
故
事
に
基
づ
く
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
屋
台
の
装
飾
は
地

元
の
伝
承
に
も
と
づ
い
て
い
る
も
の
と
し
て
稀
有
な
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
南
予
地
方
の
船
型
屋
台
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
も
の
と
し
て
は
、
宇
和
島

市
吉
田
秋
祭
に
登
場
す
る
「
御
船
」（
写
真
50
）
と
呼
ば
れ
る
船
型
屋
台
と
、
西
予

市
明
浜
町
狩
浜
、八
幡
浜
市
保
内
町
川
之
石
本
町
の
も
の
が
あ
る
。
吉
田
の
御
船
は
、

江
戸
時
代
後
期
成
立
の
「
吉
田
祭
礼
絵
巻
」
に
も
描
か
れ
て
い
る
。
吉
田
藩
主
の
御



第七章　愛媛県及びその周辺の祭礼

283

座
船
を
模
し
て
お
り
、
周
囲
の
幕
に
は
伊
達
家
の
家
紋
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
船
型
屋
台
は
『
宇
和
津
彦
神
社
祭
礼
絵
巻
』（
宇
和
島
市
立
伊
達
博
物
館
蔵
）

に
も
描
か
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
は
宇
和
島
城
下
で
も
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
八
幡

浜
市
八
幡
神
社
の
祭
礼
に
も
戦
後
間
も
な
く
ま
で
登
場
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
形

状
は
ど
れ
も
御
座
船
を
模
し
た
も
の
で
、
類
似
し
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
宇
和
島
、

吉
田
で
登
場
し
て
い
た
も
の
を
周
囲
が
真
似
て
、
伝
播
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

六
　
南
予
地
方
の
牛
鬼

　

南
予
地
方
で
は
、
多
く
の
祭
り
に
牛
鬼
と
い
う
、
顔
は
牛
と
も
鬼
と
も
つ
か
な
い

形
相
で
、
胴
体
が
牛
を
象
っ
た
作
り
物
の
鬼
が
登
場
し
、
祭
り
を
盛
り
上
げ
る
。
こ

の
牛
鬼
は
、
祭
り
の
当
日
、
神
輿
渡
御
の
先
導
を
務
め
た
り
、
地
区
内
の
家
々
を
ま

わ
っ
た
り
し
て
、
露
祓
い
、
悪
魔
祓
い
を
す
る
役
割
を
果
た
す
。
祓
い
だ
け
で
は
な

く
、
西
条
祭
り
の
鬼
頭
の
よ
う
に
、
だ
ん
じ
り
が
暴
れ
た
り
、
行
列
を
乱
す
こ
と
の

な
い
よ
う
に
、
祭
り
を
統
括
す
る
こ
と
も
あ
る
。
祭
り
の
中
に
登
場
す
る
鬼
は
、
凶

悪
な
怪
物
と
い
う
よ
り
も
、
逆
に
人
々
に
福
を
も
た
ら
し
た
り
、
祭
り
を
管
理
し
た

り
す
る
存
在
で
も
あ
り
、
祭
り
に
欠
か
せ
な
い
役
柄
と
い
え
る
。

　

こ
の
牛
鬼
に
関
し
て
は
大
本
敬
久「
牛
鬼
論
―
妖
怪
か
ら
祭
礼
の
練
物
へ
―
」（『
愛

媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
四
号
・
一
九
九
九
年
）
な
ど
で
既
に
紹
介
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
そ
の
概
要
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
く
。

　

牛
鬼
（
写
真
51
）
は
南
予
地
方
周
辺
地
域
の
祭
礼
に
登
場
す
る
顔
は
牛
と
も
鬼
と

も
つ
か
な
い
形
相
で
、
胴
体
は
牛
を
、
尻
尾
は
剣
を
か
た
ど
っ
た
練
物
の
一
種
で
、

神
輿
渡
御
の
先
導
を
務
め
、
悪
魔
祓
い
を
し
て
ま
わ
る
。

　

こ
の
牛
鬼
の
出
る
祭
り
は
愛
媛
県
南
予
地
方
の
ほ
ぼ
全
域
の
ほ
か
、
旧
小
田
町

（
現
内
子
町
・
写
真
52
）、
旧
菊
間
町
（
現
今
治
市
・
写
真
53
）
に
あ
り
、
か
つ
て
は
、

上
浮
穴
郡
柳
谷
村
や
久
万
町
（
と
も
に
現
久
万
高
原
町
）
に
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
南

予
地
方
と
隣
接
す
る
高
知
県
側
で
は
檮
原
町
、
十
和
村
（
現
四
万
十
町
）、
大
正
町

（
現
四
万
十
町
）、
西
土
佐
村
（
現
四
万
十
市
）、
宿
毛
市
に
分
布
し
、
そ
の
数
は
約

一
五
〇
カ
所
に
の
ぼ
る
。
こ
の
よ
う
に
牛
鬼
は
旧
宇
和
島
・
吉
田
藩
領
を
中
心
と
し

て
、
そ
の
周
辺
地
域
に
分
布
し
て
お
り
、
旧
大
洲
、
新
谷
藩
領
内
で
も
宇
和
島
に
近

い
地
域
に
濃
厚
に
見
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
な
ど
、
旧
宇
和
島
藩
領
か
ら
そ
の
周
辺
に

伝
播
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
旧
宇
和
島
藩
、
吉
田
藩
内
に
て
牛
鬼
が
各

地
に
伝
播
し
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
は
、
宇
和
島
藩
の
一
宮
と
い
わ
れ
る
宇
和
島
市

野
川
の
宇
和
津
彦
神
社
の
祭
礼
（
一
宮
祭
礼
）
を
藩
領
内
各
地
の
神
社
が
模
倣
し
た

こ
と
に
よ
り
広
ま
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

牛
鬼
が
い
つ
の
頃
か
ら
祭
礼
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

一
八
世
紀
後
半
以
降
南
予
地
方
各
地
の
祭
礼
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
確
認
さ
れ
て
い
る
最
古
の
史
料
は
、
西
予
市
宇
和
町
田
苗
真
土
の
亀
甲
家
文
書

の
中
の
天
明
四
年
（
一
七
八
四
年
）「
牛
鬼
練
物
仕
成
諸
入
用
人
数
面
付
帳
」（
伊
予

史
談
会
編
『
郷
土
古
文
書
等
調
査
報
告
書
』
一
九
七
六
年
）
で
あ
る
。

　

な
お
、
史
実
と
は
異
な
る
が
、
牛
鬼
の
起
源
伝
承
と
し
て
、
加
藤
清
正
が
朝
鮮
出

兵
の
際
に
敵
を
威
圧
す
る
た
め
に
用
い
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
（
宇
和
島
市
）
と
か
、

大
洲
太
郎
が
赤
布
で
牛
鬼
を
作
っ
て
敵
を
退
治
し
た
（
大
洲
市
）
と
か
、
宇
和
島
藩

主
の
許
し
を
得
て
、
狼
退
治
の
た
め
に
牛
鬼
を
作
っ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
（
愛
南

町
）
な
ど
と
、
様
々
な
起
源
伝
承
が
各
地
に
あ
る
。
た
だ
し
記
録
上
、
史
料
上
は
実

証
は
で
き
ず
、
そ
の
伝
承
記
録
に
つ
い
て
も
大
正
時
代
以
前
に
遡
る
も
の
は
確
認
で

き
て
い
な
い
。

　

牛
鬼
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、「
ウ
シ
オ
ニ
」、「
ウ
シ
ョ
ー
ニ
ン
」、「
オ
シ
ョ
ウ
ニ
ン
」

等
が
あ
る
が
、
先
に
も
挙
げ
た
江
戸
期
の
文
献
史
料
に
は
「
牛
鬼
」
と
表
記
さ
れ
て

お
り
、「
ウ
シ
オ
ニ
」
が
原
初
的
な
呼
称
で
あ
る
。
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牛
鬼
の
一
般
的
な
形
態
と
し
て
は
、
ド
ン
ガ
ラ
と
呼
ば
れ
る
胴
体
が
全
長
三
～
七

ｍ
程
で
、
竹
を
割
っ
て
牛
の
胴
体
の
よ
う
に
編
ま
れ
、
赤
や
黒
布
も
し
く
は
シ
ュ
ロ

の
毛
で
覆
わ
れ
て
い
る
。
尻
尾
は
剣
を
象
っ
た
も
の
で
、
木
製
で
あ
る
。
首
は
全
長

二
～
四
ｍ
ほ
ど
の
丸
太
で
つ
く
ら
れ
、
そ
の
先
に
頭
を
つ
け
て
い
る
。
頭
は
牛
と
も

鬼
と
も
つ
か
な
い
よ
う
な
形
相
で
、張
り
子
で
製
作
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

こ
れ
は
江
戸
時
代
後
期
製
作
の
も
の
も
同
様
で
あ
り
、
木
製
の
も
の
は
県
内
で
は
確

認
で
き
ず
、高
知
県
宿
毛
市
沖
の
島
の
母
島
地
区
に
残
る
牛
鬼
の
頭
が
唯
一
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
は
昭
和
初
期
に
地
元
で
製
作
さ
れ
た
も
の
で
、
現
在
で
は
使
用
さ
れ
ず
、

張
り
子
製
の
頭
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
い
る
。

　

牛
鬼
の
祭
礼
の
中
で
の
役
割
は
、
神
輿
渡
御
の
先
導
・
露
祓
い
や
地
区
内
の
悪
魔

祓
い
な
ど
の
祓
い
的
機
能
が
基
本
的
性
格
だ
と
い
え
る
。
な
お
、
神
社
祭
礼
だ
け
で

は
な
く
、
七
夕
や
盆
に
牛
鬼
が
登
場
す
る
地
区
も
あ
る
。
西
予
市
宇
和
町
窪
や
明
石

で
は
、
盆
の
先
祖
霊
を
迎
え
る
た
め
に
牛
鬼
で
家
々
を
祓
い
清
め
る
。
牛
鬼
の
顔
の

形
相
の
恐
ろ
し
さ
は
、
祓
い
を
一
義
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
牛
鬼
の
頭
は
、
頭
の
基
本
部
に
二
本
の
角
、
左
右
の
耳
を
付
け
、
三
日
月

も
し
く
は
日
輪
の
形
を
し
た
前
立
物
を
額
に
乗
せ
て
い
る
。
ま
た
、
馬
毛
も
し
く
は

棕
櫚
を
髭
と
し
て
垂
れ
下
げ
る
の
が
一
般
的
な
形
で
あ
る
。

��

先
章
で
も
紹
介
し
た
が
、
牛
鬼
の
頭
は
、
牛
と
も
鬼
と
も
つ
か
な
い
形
相
を
し
て

い
る
が
、
そ
の
表
情
は
一
様
で
は
な
く
、
地
域
に
よ
り
異
な
っ
て
い
る
。
一
般
的
に

は
宇
和
島
地
方
の
牛
鬼
の
形
相
が
有
名
で
あ
る
が
、
頭
の
様
式
を
大
ま
か
に
分
類
す

る
と
、
上
浮
穴
型
、
大
洲
・
喜
多
型
、
八
幡
浜
・
西
宇
和
型
、
宇
和
島
型
、
愛
南
型
、

そ
の
他
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

上
浮
穴
郡
型
は
旧
小
田
町
（
写
真
54
）
や
旧
久
万
町
、
旧
柳
谷
村
で
見
ら
れ
た
も

の
で
、
顔
が
完
全
に
牛
の
表
情
を
し
て
お
り
、
鬼
の
要
素
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
牛
鬼

に
笹
な
ど
の
餌
を
く
わ
え
さ
せ
た
り
、
鼻
緒
を
付
け
る
の
も
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
牛
の
顔
を
し
た
牛
鬼
は
、
五
十
崎
町
な
ど
一
部
は
喜
多
郡
に
も
見
ら
れ
る
が
、

旧
宇
和
島
藩
か
ら
離
れ
た
地
域
に
お
い
て
独
自
に
発
達
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
は
、

例
え
ば
旧
小
田
町
（
現
内
子
町
）
本
川
の
広
瀬
神
社
の
奉
納
絵
馬
の
よ
う
に
、
牛
の

頭
を
か
た
ど
っ
た
絵
馬
な
ど
を
神
社
に
奉
納
す
る
こ
と
が
あ
り
、
牛
が
神
の
使
い
で

あ
る
と
い
う
信
仰
が
根
強
く
見
ら
れ
る
。
神
輿
渡
御
の
先
導
を
す
る
牛
鬼
に
つ
い
て

も
、
牛
が
強
調
さ
れ
、
鬼
の
要
素
が
薄
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

大
洲
・
喜
多
型
は
、
大
洲
市
、
喜
多
郡
（
写
真
55
）
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
上
浮

穴
郡
型
の
よ
う
に
牛
の
表
情
に
も
近
い
も
の
の
、
顔
に
皺
を
よ
せ
て
恐
ろ
し
さ
を
強

調
し
て
い
る
も
の
が
多
い
と
い
え
る
。
上
浮
穴
郡
型
と
宇
和
島
型
の
中
間
形
式
と
も

言
え
る
だ
ろ
う
。

　

八
幡
浜
・
西
宇
和
型
は
、
八
幡
浜
市
周
辺
（
写
真
56
）
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

八
幡
浜
市
大
島
の
よ
う
に
、
鬼
と
し
て
の
恐
ろ
し
さ
が
薄
れ
て
は
い
る
が
、
形
状
は

宇
和
島
型
に
似
て
お
り
、
宇
和
島
市
に
残
る
明
治
時
代
の
牛
鬼
の
頭
に
類
似
し
て
い

る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
宇
和
島
型
の
亜
流
と
い
え
る
が
、
宇
和
島
型
の
古
い
形
式

と
も
い
え
る
。
吉
田
秋
祭
の
牛
鬼
も
こ
こ
に
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。

　

宇
和
島
型
（
写
真
57
）
は
、
現
在
、
最
も
一
般
的
と
さ
れ
る
型
で
、
牛
鬼
の
中
で

も
、最
も
恐
ろ
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
西
宇
和
郡
型
に
比
べ
る
と
、

口
を
大
き
く
開
け
、
牙
を
む
き
出
し
に
し
、
眼
光
を
鋭
く
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

戦
後
、
宇
和
島
市
の
張
り
子
職
人
（
よ
し
を
民
芸
店
）
が
完
成
さ
せ
た
も
の
で
、
現

在
で
も
そ
の
後
継
者
宇
都
宮
計
介
氏
（
え
ひ
め
伝
統
工
芸
士
）
が
唯
一
の
牛
鬼
職
人

と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
宇
和
島
地
方
だ
け
で
な
く
、
近
年
新
調
し
た
牛
鬼
の
ほ
と

ん
ど
は
こ
の
型
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

愛
南
型
（
写
真
58
）
は
、
愛
南
町
全
域
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
丸
型
を
基
調

と
し
て
、
眉
や
鼻
を
強
調
し
、
牙
を
並
べ
て
恐
ろ
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
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前
立
物
は
、
他
地
域
で
は
三
日
月
型
で
あ
る
が
、
愛
南
町
で
は
日
輪
型
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
。
こ
の
牛
鬼
の
型
を
考
案
し
た
の
は
、
御
荘
の
末
武
家
で
、
明
治
時
代
初
期

か
ら
代
々
受
け
継
が
れ
な
が
ら
製
作
し
、
愛
南
型
の
牛
鬼
を
定
着
さ
せ
て
い
る
。

そ
の
他
に
、
上
記
で
は
分
類
で
き
な
い
牛
鬼
も
あ
る
。
大
洲
市
長
浜
町
櫛
生
、
西
予

市
明
浜
町
狩
浜
（
写
真
59
）、
北
宇
和
郡
日
吉
村
（
現
鬼
北
町
）
上
鍵
山
な
ど
の
牛

鬼
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
、愛
南
型
と
同
じ
く
、丸
型
を
基
調
と
し
て
い
る
と
い
う
共
通
性
を
持
っ

て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
牛
鬼
の
分
布
か
ら
す
る
と
、
周
縁
部
に
位
置
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
牛
鬼
の
分
布
に
関
し
て
、
宇
和
島
市
を
中
央
部
と
見
た
場
合
、
周
圏
論
的
に

見
れ
ば
、こ
れ
が
牛
鬼
の
古
態
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、

牛
鬼
は
、
か
つ
て
は
丸
型
を
基
調
と
し
て
い
た
が
、
宇
和
島
型
へ
と
発
展
し
、
一
部

喜
多
郡
、
上
浮
穴
郡
で
は
、
伝
播
す
る
際
に
、
鬼
の
要
素
が
解
消
さ
れ
て
、
牛
に
近

い
表
情
と
な
っ
た
。
そ
し
て
愛
南
町
で
は
末
武
家
に
よ
っ
て
、
古
態
を
と
ど
め
た
丸

型
を
基
本
と
し
て
、
そ
の
顔
の
パ
ー
ツ
を
強
調
し
、
現
在
の
型
と
な
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
牛
鬼
の
頭
の
分
布
を
見
る
と
、
分
布
の
中
央
部
に
あ
た
る
宇
和
島

地
方
に
新
し
い
型
の
牛
鬼
が
あ
り
、
南
予
地
方
の
周
縁
部
に
い
け
ば
古
態
の
型
の
牛

鬼
が
見
ら
れ
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

七
　
東
北
地
方
か
ら
伝
播
し
た
鹿
踊
　
―
「
鹿
の
子
」
の
位
置
づ
け�

―

　

こ
こ
で
は
祭
礼
の
中
に
登
場
す
る
民
俗
芸
能
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
獅

子
舞
、
鹿
踊
で
あ
る
。
ま
ず
獅
子
舞
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
愛
媛
県
内
に
伝
承
さ
れ

て
い
る
シ
シ
舞
は
大
き
く
二
種
類
に
分
類
で
き
る
。
一
つ
は
一
般
に
「
獅
子
舞
」
と

言
わ
れ
る
二
人
立
ち
獅
子
舞
、
も
う
一
つ
は
「
鹿
踊
」
と
言
わ
れ
る
一
人
立
ち
の
シ

シ
舞
で
あ
る
。こ
の
う
ち
吉
田
秋
祭
に
は
二
人
立
ち
獅
子
舞
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、

一
人
立
ち
獅
子
舞
の
「
鹿
踊
」
が
あ
り
、
立
間
地
区
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
地
元
で

は
「
鹿
の
子
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

二
人
立
ち
の
獅
子
舞
の
主
な
分
布
は
、
東
予
で
は
四
国
中
央
市
川
之
江
、
西
条
市

山
間
部
、
西
条
市
小
松
町
、
丹
原
町
、
今
治
市
な
ど
、
中
予
で
は
ほ
ぼ
全
域
、
南
予

で
は
宇
和
海
沿
岸
部
や
松
野
町
で
あ
る
。
丹
原
町
な
ど
周
桑
郡
の
獅
子
舞
は
「
ム
カ

デ
獅
子
」
と
も
呼
ば
れ
、
二
人
以
上
の
多
人
数
立
ち
で
、
油
単
に
数
名
が
入
り
、
横

に
巨
大
化
し
た
獅
子
が
あ
る
。
今
治
市
の
獅
子
舞
は
「
継
獅
子
」
と
呼
ば
れ
、
若
者

が
基
壇
と
な
っ
て
そ
の
上
段
に
男
子
の
獅
子
が
扇
子
等
の
採
り
物
を
持
っ
て
諸
芸
を

披
露
す
る
曲
芸
的
な
も
の
で
、
祭
り
の
中
で
最
大
の
呼
び
物
と
な
っ
て
い
る
。
今
治

市
で
も
島
し
ょ
部
で
は
、
軍
配
を
持
つ
少
年
が
獅
子
と
相
対
し
、
鳴
物
に
太
鼓
と
サ

サ
ラ
が
用
い
ら
れ
る
の
が
特
徴
で
あ
り
、
東
予
地
方
で
も
地
域
に
よ
り
獅
子
舞
の
様

相
は
異
な
る
。

　

も
と
も
と
獅
子
舞
は
、
祭
礼
の
中
で
は
神
幸
行
列
に
加
わ
っ
た
り
、
地
区
内
の

家
々
を
廻
っ
た
り
し
て
、
庭
先
で
舞
う
こ
と
で
悪
魔
祓
い
を
行
な
う
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
い
る
芸
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
中
予
地
方
の
獅
子
舞
（
写
真
60
）
で
は
、
親
爺

が
登
場
し
た
り
、
猿
と
狐
が
登
場
し
て
種
蒔
き
を
真
似
し
た
り
、
畑
荒
ら
し
を
演
じ

た
り
と
、
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
要
素
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
南
予
地
方

の
う
ち
、
大
洲
市
（
写
真
61
）、
喜
多
郡
の
獅
子
舞
は
中
予
の
も
の
に
類
似
し
て
い

る
。
八
幡
浜
市
、
西
宇
和
郡
以
南
の
獅
子
舞
は
「
唐
獅
子
」（
写
真
62
）
や
「
荒
獅

子
」
と
呼
ば
れ
、
獅
子
を
操
る
少
年
は
派
手
な
衣
装
に
襷
、
鉢
巻
き
姿
で
太
鼓
を
打

ち
、
獅
子
は
翻
弄
さ
れ
る
よ
う
に
荒
れ
狂
い
、
や
が
て
鎮
め
ら
れ
る
。
な
お
、
南
予

で
は
も
う
一
つ
の
シ
シ
舞
で
あ
る
「
鹿
踊
」
が
あ
る
が
、
同
一
の
祭
り
の
中
で
両
者

が
登
場
す
る
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
鹿
踊
は
悪
魔
払
い
的
性
格
が
薄
く
、
祝
福
芸
と

し
て
の
性
格
が
強
い
た
め
、
同
じ
シ
シ
舞
で
は
あ
る
が
、
共
存
が
可
能
と
な
っ
て
い
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る
の
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
芸
能
要
素
は
な
い
が
、
獅
子
頭
の
よ
う
な
頭
を
被
っ
て
一
人
で
練
り
歩
く

ホ
タ
と
か
ホ
タ
カ
ブ
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
宇
和
島
市
吉
田
町
（
写
真
63
）
や
西
予
市

宇
和
町
卯
之
町
（
写
真
64
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
。「
宝
多
」
と
も
表
記
し
、
家
々
の
繁

栄
を
願
う
も
の
と
さ
れ
る
が
、
道
中
で
は
子
ど
も
達
に
は
怖
れ
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
。

　

さ
て
、
吉
田
秋
祭
の
立
間
「
鹿
の
子
」
を
は
じ
め
と
す
る
南
予
地
方
の
鹿
踊
は
、

シ
シ
舞
の
一
種
で
、
一
人
立
ち
で
張
り
子
で
で
き
た
鹿
頭
を
か
ぶ
り
、
胸
に
鞨
鼓
を

抱
え
、
横
縞
模
様
の
幌
幕
で
半
身
を
覆
っ
て
踊
る
も
の
で
、
南
予
地
方
周
辺
の
祭
礼

に
登
場
す
る
民
俗
芸
能
で
あ
る
。

　

一
人
立
ち
の
鹿
踊
（
シ
シ
舞
）
は
、
全
国
的
に
見
る
と
東
北
地
方
を
は
じ
め
と
す

る
東
日
本
に
広
く
分
布
し
て
い
る
が
、
西
日
本
で
は
、
福
井
県
小
浜
地
方
と
愛
媛
県

南
予
地
方
周
辺
に
の
み
見
ら
れ
る
。
南
予
地
方
の
鹿
踊
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
、
宇

和
島
藩
初
代
藩
主
伊
達
秀
宗
が
宇
和
島
に
入
部
し
た
折
に
、
仙
台
か
ら
伝
え
ら
れ
た

と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
源
流
は
東
北
地
方
（
写
真
65
）
に
あ
り
、
仙
台
周
辺
の

鹿
踊
と
共
通
す
る
点
が
多
く
見
ら
れ
ま
る
。
た
だ
し
史
料
上
、
鹿
踊
が
踊
ら
れ
て
い

た
の
を
確
認
で
き
る
の
は
、
一
八
世
紀
半
ば
で
あ
り
、
史
実
と
し
て
伊
達
秀
宗
の
入

部
時
に
仙
台
か
ら
伝
播
し
た
こ
と
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い
な
い
。
東
北
地

方
と
の
鹿
踊
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
大
本
敬
久
「
東
北
か
ら
伝
播
し
た
四
国
の
鹿

踊
」（
二
〇
一
四
年
・『
東
北
民
俗
』
四
八
輯
・
東
北
民
俗
の
会
）
に
て
詳
し
く
紹
介

し
て
い
る
。

　

鹿
踊
は
、
南
予
地
方
で
も
旧
宇
和
島
、
吉
田
藩
領
内
と
そ
れ
に
隣
接
す
る
地
域
に

分
布
し
て
お
り
、
牛
鬼
と
同
様
に
、
宇
和
島
地
方
か
ら
そ
の
周
辺
に
伝
播
し
た
も
の

で
、
現
在
、
約
九
〇
カ
所
で
踊
ら
れ
て
い
る
。
名
称
は
「
シ
カ
オ
ド
リ
」、「
シ
シ
オ

ド
リ
」、「
シ
カ
ノ
コ
」
等
で
あ
る
が
、
踊
る
人
数
に
よ
っ
て
「
○
ツ
鹿
」
と
呼
ば
れ

る
こ
と
が
多
く
見
ら
れ
る
。
踊
る
人
数
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
り
、
宇
和
島
市
（
写

真
66
）
や
西
予
市
城
川
町
窪
野
等
で
は
八
人
で
踊
る
「
八
ツ
鹿
」、
宇
和
島
市
吉
田

町
（
写
真
67
）
や
西
予
市
城
川
町
遊
子
谷
で
は
「
七
ツ
鹿
」、西
予
市
城
川
町
下
相
（
写

真
68
）、
宇
和
島
市
三
間
町
宮
野
下
（
写
真
69
）
で
は
「
六
ツ
鹿
」
で
あ
る
が
、
ほ

と
ん
ど
は
五
人
で
踊
る
「
五
ツ
鹿
」（
写
真
70
）
で
あ
る
。

　

鹿
踊
で
使
用
さ
れ
る
面
の
中
で
古
い
も
の
と
し
て
は
、
宇
和
島
市
裡
町
一
丁
目
、

城
川
町
下
相
の
鹿
面
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
末
期

に
、
宇
和
島
城
下
に
住
ん
で
い
た
張
り
子
職
人
森
田
屋
礒
右
衛
門
が
製
作
し
た
も
の

で
あ
る
。愛
媛
に
お
け
る
鹿
踊
の
初
出
文
献
は
、西
予
市
宇
和
町
小
原
の「
清
家
日
記
」

で
あ
り
、
江
戸
時
代
中
期
の
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
年
）
に
宇
和
島
城
下
で
習
っ
た

と
記
さ
れ
て
い
る
。こ
の
小
原
に
は
五
ツ
鹿
の
古
面（
写
真
71
）が
保
存
さ
れ
て
お
り
、

平
成
二
一
年
に
面
の
内
側
の
墨
書
銘
か
ら
愛
媛
県
最
古
の
鹿
面
で
あ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
。
そ
の
鹿
面
に
は
「
寛
政
五
丑
八
月
拵
」
と
記
さ
れ
、寛
政
五
年
（
一
七
九
三

年
）
に
宇
和
島
の
職
人
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
、
そ
れ
ま
で
最
古
と

さ
れ
て
い
た
城
川
町
下
相
の
鹿
面
の
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
年
）
よ
り
も
半
世
紀
以

上
も
古
い
面
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

南
予
地
方
の
鹿
踊
は
秋
祭
り
等
の
神
社
祭
礼
の
練
物
と
し
て
登
場
す
る
が
、
東
北

地
方
の
鹿
踊
は
、
盆
に
家
々
を
巡
り
、
祖
霊
供
養
と
五
穀
豊
穣
を
祈
る
踊
り
で
あ
る

と
い
う
違
い
が
あ
る
。
ま
た
、
旧
仙
台
藩
領
内
で
あ
る
岩
手
県
江
刺
市
の
鹿
踊
の
場

合
、
踊
り
手
が
踊
り
を
修
得
し
た
際
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
刻
ま
れ
た
石
造
の
鹿

踊
供
養
塔
を
建
立
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
東
北
地
方
の
鹿
踊
は
、
盆
の

死
者
供
養
や
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
銘
が
示
す
と
お
り
、
仏
教
的
な
側
面
も
色
濃
い
。

神
社
祭
礼
に
の
み
登
場
す
る
南
予
鹿
踊
と
は
対
照
的
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

鹿
頭
も
、
南
予
地
方
の
も
の
は
鹿
を
模
し
た
形
状
で
あ
る
が
、
東
北
地
方
の
頭
は
、

鹿
で
は
な
く
、
獅
子
と
い
う
恐
ろ
し
い
形
相
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
鹿

踊
の
こ
と
を
南
予
地
方
で
は
「
シ
カ
オ
ド
リ
」
と
呼
ぶ
が
、
東
北
地
方
で
は
「
シ
シ
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オ
ド
リ
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

な
お
、
以
上
の
南
予
地
方
の
鹿
踊
か
ら
考
え
る
と
、
も
と
も
と
の
ル
ー
ツ
で
あ
る

東
北
の
鹿
踊
に
つ
い
て
の
歴
史
も
新
し
い
視
点
が
提
示
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
の

で
、
そ
れ
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
第
一
は
「
一
六
〇
〇
年
代
初
頭
の
鹿
踊
」
に
つ

い
て
で
あ
る
。
宇
和
島
に
残
る
史
料
『
伊
達
家
御
歴
代
事
記
』
や
『
龍
光
沙
門
伝
照

旧
記
』
の
記
述
か
ら
、
遅
く
と
も
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
年
）
に
は
仙
台
か
ら
宇
和

島
に
伝
播
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
が
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で

遡
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
慶
長
二
〇
年
（
一
六
一
五
年
）
に
宇
和
島

入
部
し
た
伊
達
秀
宗
及
び
家
臣
団
（
推
定
一
二
〇
〇
人
）
が
、
い
わ
ゆ
る
「
故
郷
の

象
徴
」
と
し
て
取
り
入
れ
た
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
。
元
和
年
間
に
仙
台
か
ら

宇
和
島
に
行
っ
て
し
ま
っ
て
以
降
、
そ
し
て
そ
の
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
年
）
ま
で

に
仙
台
藩
領
内
で
鹿
踊
の
流
行
が
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
元
和
年
間

ま
で
無
か
っ
た
鹿
踊
が
突
如
、
寛
永
年
間
頃
に
流
行
し
て
、
そ
れ
を
宇
和
島
に
移
住

し
た
者
が
「
我
々
が
昔
住
ん
で
い
た
仙
台
と
そ
の
周
辺
に
鹿
踊
が
最
近
流
行
っ
て
い

る
」
と
い
う
こ
と
で
そ
れ
を
取
り
入
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、「
我
々
が
昔
住
ん
で
い

た
時
に
鹿
踊
と
い
う
の
が
あ
っ
た
」
と
い
う
形
で
慶
長
二
〇
年
以
前
か
ら
存
在
す
る

鹿
踊
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
方
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
一
六
〇
〇
年
代
初
頭
に
は
仙
台
周
辺
に
鹿
踊
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確

実
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
を
考
慮
す
る
と
仙
台
藩
の
史
料
『
貞
山

公
治
家
記
録
』
に
出
て
く
る
天
正
一
五
年
（
一
五
八
七
年
）
に
伊
達
政
宗
が
米
沢
で

鹿
踊
を
実
見
し
た
と
い
う
記
述
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
は
伊

達
家
の
一
次
資
料
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
、や
は
り
米
沢
に
滞
在
し
て
い
た
時
か
ら
、

伊
達
家
と
鹿
踊
の
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
要
す
る
に
こ
の

『
治
家
記
録
』
の
記
事
自
体
が
、
愛
媛
、
宇
和
島
側
の
様
々
な
記
録
類
を
類
推
し
て

も
矛
盾
し
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

南
予
地
方
の
鹿
踊
分
布
状
況
を
考
え
る
と
、
藩
の
中
央
で
あ
る
宇
和
島
へ
の
伝
播

時
に
は
、
八
ツ
鹿
よ
り
は
五
ツ
鹿
で
伝
わ
っ
て
来
た
と
考
え
る
べ
き
で
、
方
言
周
圏

論
的
解
釈
で
あ
る
が
、
分
布
の
周
縁
部
つ
ま
り
、
宇
和
島
か
ら
伝
わ
っ
た
と
い
わ
れ

る
所
に
は
五
頭
が
ほ
と
ん
ど
で
、
三
匹
獅
子
は
全
く
な
く
、
四
、六
、七
頭
が
数
カ
所

ず
つ
あ
る
。
そ
し
て
八
ツ
鹿
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
は
、
大
正
時
代
の
改
変
が
な
さ
れ

た
所
で
あ
っ
た
り
、
江
戸
時
代
後
期
の
文
政
年
間
に
仙
台
か
ら
習
っ
た
り
と
い
う
所

で
あ
る
。

　

愛
媛
側
の
史
料
、
伝
承
か
ら
、
一
六
〇
〇
年
代
に
伝
播
し
た
際
は
八
ツ
鹿
で
あ
っ

た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
東
北
地
方
の
一
六
〇
〇
年
代
の

鹿
踊
に
関
し
て
言
え
ば
、
慶
長
年
間
に
例
え
ば
岩
手
県
の
旧
江
刺
市
久
田
鹿
踊
や
鶴

羽
衣
鹿
踊
が
、
八
幡
堂
系
鹿
踊
の
佐
藤
長
兵
衛
か
ら
習
っ
た
と
い
う
伝
承
、
記
録
が

岩
手
県
に
あ
る
が
、
時
期
的
に
は
慶
長
年
間
に
八
幡
堂
系
鹿
踊
の
各
地
へ
の
伝
播
が

あ
っ
て
、
宇
和
島
に
も
伝
播
し
て
い
て
も
不
可
思
議
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
八
ツ
鹿
踊
の
成
立
や
時
代
性
を
や
は
り
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
宇
和
島

へ
の
伝
播
は
江
戸
時
代
初
期
に
は
八
ツ
鹿
で
は
な
く
、
近
代
に
創
出
さ
れ
た
伝
統
で

あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
。
東
北
地
方
と
愛
媛
の
鹿
踊
を
比
較

す
る
際
に
、
伝
統
的
だ
と
言
わ
れ
、
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
や
す
い
の
が
宇
和
島
の
八

ツ
鹿
踊
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
東
北
地
方
の
鹿
踊
を
比
較
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
混
乱

が
生
じ
て
し
ま
う
。
や
は
り
近
代
に
改
変
さ
れ
た
点
を
考
慮
し
た
上
で
扱
わ
な
い
と

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
南
予
山
間
部
の
「
八
ツ
鹿
」
で
あ
る
西
予
市
城
川
町
窪
野
は
文
政
年
間

に
仙
台
か
ら
師
匠
を
招
い
て
、
大
き
な
竹
笹
を
背
負
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
例

か
ら
、
一
つ
の
仮
説
と
し
て
、
文
政
年
間
の
一
八
〇
〇
年
代
前
半
に
は
、
現
在
の
岩

手
南
部
、
宮
城
北
部
の
八
ツ
鹿
踊
の
よ
う
な
非
常
に
高
く
そ
び
え
さ
せ
て
い
る
よ
う

な
サ
サ
ラ
で
は
な
く
、
も
っ
と
素
朴
な
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
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だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
東
北
地
方
の
八
ツ
鹿
踊
は
行
山
流
と
か
金
津
流
、
春
日
流
と
呼
ば
れ
る
一
種

の
流
派
が
あ
る
が
、
及
川
宏
幸
「
行
山
流
鹿
踊
」
に
よ
る
と
、
行
山
流
の
い
ろ
ん

な
記
録
に
は
一
六
〇
〇
年
代
の
確
か
な
記
録
は
見
ら
れ
な
い
。
一
七
〇
〇
年
代
に

入
っ
て
、
伊
藤
伴
内
持
遠
、
つ
ま
り
南
三
陸
町
志
津
川
の
水
戸
辺
の
鹿
踊
は
発
祥
の

地
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
岩
手
県
一
関
市
の
舞
川
が
伝
習
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
恐

ら
く
一
七
〇
〇
年
代
に
は
ど
ん
ど
ん
広
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、

一
六
〇
〇
年
代
に
現
在
の
行
山
流
、
金
津
流
、
春
日
流
と
言
わ
れ
る
鹿
踊
（
八
ツ
鹿

踊
）
が
存
在
し
た
の
か
と
い
う
の
は
今
後
の
検
討
課
題
に
な
っ
て
く
る
。

　

南
予
地
方
の
鹿
踊
の
歴
史
的
な
流
れ
を
考
え
る
と
、
一
六
〇
〇
年
代
に
は
何
頭
か

は
わ
か
ら
な
い
が
鹿
踊
が
伝
播
し
て
い
る
も
の
の
、
八
ツ
鹿
踊
の
伝
播
は
窪
野
の
事

例
か
ら
一
八
〇
〇
年
代
前
半
で
あ
っ
て
、
仙
台
藩
領
内
で
一
七
〇
〇
年
以
降
に
八
ツ

鹿
踊
が
流
行
し
た
上
で
の
伝
播
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
矛
盾
が
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
南
予
地
方
各
地
の
鹿
踊
の
事
例
を
紹
介
し
、
吉
田
秋
祭
の
「
鹿

の
子
」
と
の
共
通
性
、
差
異
や
時
代
性
、
伝
承
性
を
紹
介
し
た
が
、
同
時
に
、
吉
田

秋
祭
の
「
鹿
の
子
」
は
東
北
地
方
由
来
の
民
俗
芸
能
で
あ
り
、
逆
に
吉
田
を
は
じ
め

と
す
る
南
予
の
鹿
踊
か
ら
、
東
北
地
方
の
鹿
踊
の
歴
史
性
を
明
ら
か
に
す
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。

八
　
南
予
地
方
の
祭
礼
―
代
表
事
例
と
し
て
の
吉
田
秋
祭
―

　

南
予
地
方
の
祭
礼
行
事
の
う
ち
、
屋
台
行
事
と
し
て
代
表
的
な
も
の
が
吉
田
秋
祭

で
あ
る
が
、
か
つ
て
は
宇
和
島
市
の
宇
和
津
彦
神
社
祭
礼
、
八
幡
浜
市
の
八
幡
神
社

祭
礼
な
ど
人
形
屋
台
や
御
舟
が
登
場
し
、
加
え
て
四
ツ
太
鼓
、
牛
鬼
、
鹿
踊
も
登
場

す
る
祭
礼
は
各
地
に
あ
っ
た
。
し
か
し
宇
和
島
の
宇
和
津
彦
神
社
祭
礼
は
江
戸
時
代

の
絵
巻
で
描
か
れ
て
い
る
様
相
は
一
変
し
、
牛
鬼
、
鹿
踊
が
花
形
で
、
屋
台
は
姿
を

消
し
て
い
る
。

　

現
在
、
屋
台
が
現
存
し
、
賑
や
か
に
実
施
さ
れ
て
い
る
祭
礼
は
、
三
崎
祭
り
（
伊

方
町
三
崎
）、
伊
方
秋
祭
り
（
伊
方
町
湊
浦
周
辺
）、
三
島
神
社
秋
祭
り
（
八
幡
浜
市

保
内
町
）、
高
山
秋
祭
り
（
西
予
市
明
浜
町
高
山
）、
御
荘
八
幡
神
社
祭
礼
（
愛
南
町

八
幡
野
）
が
あ
る
が
、
吉
田
秋
祭
の
よ
う
な
江
戸
時
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
記

録
（
絵
巻
、
道
具
）
等
は
少
な
く
、
人
形
屋
台
の
数
も
吉
田
秋
祭
に
比
べ
る
と
少
な

い
。
ほ
ぼ
一
台
で
あ
り
、
伊
方
と
三
島
神
社
（
保
内
）
が
三
台
出
て
い
る
が
、
製
作

年
代
も
吉
田
に
比
べ
て
新
し
く
、
江
戸
時
代
末
期
、
明
治
時
代
以
降
の
も
の
が
中
心

と
な
っ
て
い
る
。

　

吉
田
秋
祭
は
吉
田
藩
伊
達
家
の
お
膝
元
の
祭
礼
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
藩
領
内
各
地

に
伝
播
し
た
、
い
わ
ば
祭
礼
文
化
の
中
心
地
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
吉
田
秋
祭
が
南

予
地
方
を
代
表
す
る
祭
礼
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
比
較
の
た
め

に
、
三
台
の
人
形
屋
台
が
あ
り
、
規
模
の
大
き
い
三
島
神
社
祭
礼
（
八
幡
浜
市
保
内

町
）
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

八
幡
浜
市
保
内
町
は
川
之
石
、
宮
内
と
い
う
江
戸
時
代
後
期
か
ら
近
代
に
か
け
て

栄
え
た
町
で
あ
り
、
そ
こ
に
位
置
す
る
三
島
神
社
で
は
毎
年
一
〇
月
第
四
土
曜
日
に

秋
季
祭
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
。
四
ツ
太
皷
（
雨
井
地
区
）、
御
車
（
内
之
浦
地
区
）、

牛
鬼
（
赤
網
代
地
区
）、
御
船
（
本
町
地
区
）、
御
車
（
琴
平
地
区
）、
五
ツ
鹿
（
大

竹
地
区
）、
御
車
（
清
水
町
・
駄
馬
地
区
）、
唐
獅
子
（
和
田
町
地
区
）
が
登
場
す
る
。

構
成
と
し
て
は
吉
田
秋
祭
に
類
似
し
て
い
る
。

　
「
四
ツ
太
鼓
」
は
雨
井
地
区
か
ら
出
さ
れ
る
。
祭
り
は
「
四
ツ
太
皷
に
始
ま
り
四

つ
太
皷
で
終
わ
る
」
と
言
わ
れ
、
宮
入
り
一
番
手
で
あ
る
。
赤
、
白
、
黒
の
布
団
を

順
に
大
き
く
積
み
重
ね
た
布
団
太
皷
で
あ
り
、
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
年
）
に
船
主

た
ち
が
寄
付
を
出
し
合
い
、
阪
神
方
面
で
、
購
入
し
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
乗
り
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子
は
子
ど
も
四
人
で
、
顔
に
は
化
粧
を
し
、
担
ぎ
手
は
成
年
男
子
で
白
装
束
に
腰
巻
、

法
被
、
豆
絞
り
の
鉢
巻
き
姿
。
約
四
〇
人
が
前
後
で
担
ぎ
、
二
名
の
警
護
が
前
後
の

配
置
に
つ
く
。

　

次
に
琴
平
地
区
か
ら
出
さ
れ
る
「
御
車
（
お
く
る
ま
）」
で
あ
る
。
祭
礼
行
列
の

中
で
は
「
チ
ョ
ー
ヨ
サ
ー
ヨ
」
と
声
を
か
け
、
そ
の
直
後
に
拍
子
木
を
二
回
打
ち
鳴

ら
す
と
御
車
を
曳
く
子
供
た
ち
が
「
チ
ョ
ー
ヨ
サ
ー
ヨ
」
と
掛
け
声
し
な
が
ら
曳
い

て
移
動
す
る
。
呼
吸
の
あ
っ
た
宮
入
り
と
美
声
は
、
観
客
を
魅
了
す
る
。
安
政
三
年

（
一
八
五
六
年
）
の
墨
書
の
あ
る
箱
書
き
が
あ
り
江
戸
時
代
末
期
に
は
始
ま
っ
て
い

た
。
御
車
に
飾
る
人
形
は
「
小
野
道
風
」
で
あ
る
。
人
形
は
平
成
一
七
年
に
文
化
庁

の
補
助
事
業
で
新
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
彫
刻
に
は
昭
和
八
年
の
刻
印
が
あ
り
、
現

在
の
も
の
は
昭
和
八
年
に
大
規
模
修
理
を
し
た
か
、
新
調
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
駄
馬
・
清
水
町
地
区
か
ら
出
さ
れ
る
「
御
車
」
で
あ
る
。
南
予
地
方
の
人
形

屋
台
の
特
徴
と
同
じ
で
、
高
欄
付
き
の
台
の
上
に
人
形
を
乗
せ
、
唐
破
風
屋
根
で
覆

い
、
台
の
部
分
に
は
木
彫
り
の
鮮
や
か
な
彫
刻
が
あ
る
。「
ホ
ー
レ
ヤ
ッ
サ
」
の
掛

け
声
に
合
わ
せ
て
、「
前
じ
ゃ
」「
後
じ
ゃ
」
と
移
動
し
な
が
ら
す
る
。
人
形
は
「
菅

原
道
真
」
で
あ
り
、
屋
台
、
人
形
と
も
製
作
年
代
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
屋
台
自
体

の
歪
み
な
ど
で
長
ら
く
運
行
に
支
障
を
き
た
し
て
い
た
が
、
平
成
二
一
年
に
文
化
庁

ふ
る
さ
と
文
化
振
興
事
業
に
お
い
て
御
車
の
補
修
が
な
さ
れ
、
構
造
上
の
歪
み
、
傾

き
、
木
組
み
の
欠
損
、
素
材
な
ど
が
改
善
さ
れ
、
現
在
も
か
つ
て
の
姿
で
継
承
さ
れ

て
い
る
。

　

ま
た
、
本
町
か
ら
は
御
船
が
出
て
お
り
、
こ
れ
は
天
保
年
間
（
一
八
四
〇
年
頃
）

の
製
作
と
さ
れ
て
い
る
。
吉
田
秋
祭
に
比
べ
る
と
、
江
戸
時
代
以
降
の
記
録
、
特
に

絵
巻
な
ど
描
か
れ
た
様
子
や
当
時
の
姿
が
不
明
確
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
後
期
・
末

期
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
藩
の
中
心
地
で
あ
っ
た
宇
和
島
・
吉
田
か
ら
伝
播
し
、

継
承
さ
れ
た
祭
礼
が
南
予
地
方
各
地
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

以
下
、
南
予
地
方
各
地
の
祭
礼
を
簡
略
で
は
あ
る
が
、
吉
田
秋
祭
の
類
例
と
し
て

列
挙
し
て
お
く
。

【
中
田
渡
の
新
田
八
幡
神
社
祭
礼
】
内
子
町
・
未
指
定

　

旧
小
田
町
の
中
田
渡
は
中
予
地
方
の
砥
部
町
（
旧
広
田
村
）
と
接
す
る
地
区
で
、

新
田
八
幡
神
社
の
秋
祭
り
に
は
、
南
予
地
方
の
祭
り
の
特
徴
で
あ
る
「
牛
鬼
」
と
中

予
地
方
の
祭
り
の
特
徴
で
あ
る
「
だ
い
ば
」（
鬼
）
が
同
時
に
登
場
す
る
珍
し
い
祭

り
と
い
え
る
。「
牛
鬼
」も「
だ
い
ば
」も
神
輿
の
行
列
の
先
導
を
つ
と
め
る
も
の
で
、

こ
の
祭
り
が
南
予
と
中
予
の
両
方
の
要
素
を
混
淆
さ
せ
た
事
例
と
い
え
る
。
牛
鬼
の

頭
は
、
牛
と
も　

鬼
と
も
つ
か
な
い
形
相
を
し
て
い
る
が
、
一
般
的
に
知
ら
れ
る
宇

和
島
地
方
の
牛
鬼
の
形
相
と
は
異
な
り
、
顔
が
完
全
に
牛
の
表
情
を
し
て
お
り
、
鬼

の
要
素
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
牛
鬼
に
笹
な
ど
の
餌
を
く
わ
え
さ
せ
た
り
、
鼻
緒
を
付

け
る
の
も
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
牛
の
顔
を
し
た
牛
鬼
は
、
五
十
崎
町
な
ど
一

部
喜
多
郡
に
も
見
ら
れ
る
が
、
旧
宇
和
島
藩
か
ら
離
れ
た
地
域
に
お
い
て
独
自
に
発

達
し
た
と
思
わ
れ
る
。

【
臼
杵
三
島
神
社
の
「
お
ね
り
」】
内
子
町
・
未
指
定

　

内
子
町
は
江
戸
時
代
に
は
大
洲
藩
領
で
あ
り
、
宇
和
島
・
吉
田
周
辺
の
祭
礼
と
は

様
相
が
異
な
る
。「
お
ね
り
」
は
三
島
神
社
の
秋
祭
り
の
際
に
、
神
社
境
内
で
披
露

さ
れ
る
。
苦
労
を
し
て
山
畑
を
開
墾
し
、
獣
害
を
受
け
つ
つ
立
ち
向
か
う
様
子
を
表

現
し
た
芸
能
で
、
も
と
も
と
は
獅
子
舞
の
一
演
目
で
あ
っ
た
。
臼
杵
地
区
は
内
子
町
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の
東
端
の
山
間
部
に
あ
り
、
過
疎
、
高
齢
化
が
著
し
く
、
平
成
の
は
じ
め
に
は
「
獅

子
舞
」
も
「
お
ね
り
」
も
後
継
者
不
足
で
途
絶
え
て
い
た
が
、
平
成
二
六
年
に
愛
媛

大
学
の
調
査
、
地
域
支
援
に
よ
り
大
学
生
が
参
加
す
る
こ
と
で
長
ら
く
途
絶
え
て
い

た
「
お
ね
り
」
が
一
時
的
に
復
活
し
た
。

【
社
切
り
（
し
ゃ
ぎ
り
）】
内
子
町
・
町
指
定
無
形
民
俗
文
化
財

　

内
子
町
川
中
三
島
神
社
の
秋
祭
り
に
は
「
社
切
り
」（
し
ゃ
ぎ
り
・
舎
儀
利
と
も

書
く
）
と
呼
ば
れ
る
稚
児
に
よ
る
囃
子
の
行
列
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
「
し
ゃ
ぎ
り
」

は
旧
広
田
村
（
現
砥
部
町
）、
伊
予
市
中
山
町
、
内
子
町
に
見
ら
れ
る
祭
礼
の
際
に

練
り
歩
く
行
列
の
こ
と
で
あ
る
。
川
中
で
は
鬼
を
先
頭
に
稚
児
衣
装
を
着
た
子
ど
も

が
拍
子
木
を
合
図
に
、
太
鼓
、
手
拍
子
、
笛
を
鳴
ら
し
な
が
ら
練
り
歩
き
、
そ
の
後

ろ
に
力
士
、
獅
子
舞
、
神
輿
が
続
く
。
江
戸
時
代
の
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
年
）
に

は
始
ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、
内
子
町
周
辺
の
祭
り
の
特
徴
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目

さ
れ
る
。
た
だ
し
、
南
予
地
方
で
も
東
限
の
内
子
町
に
の
み
社
切
り
は
見
ら
れ
、
旧

宇
和
島
、
吉
田
藩
域
だ
っ
た
地
域
で
は
見
ら
れ
な
い
行
事
で
あ
る
。

【
お
成
り
（
八
幡
神
社
御
神
幸
祭
）】
大
洲
市
・
未
指
定

　

大
洲
市
阿
蔵
の
八
幡
神
社
は
大
洲
藩
総
鎮
守
と
さ
れ
、
例
祭
の
翌
日
一
一
月
二
日

に
、御
神
幸
祭
（
お
成
り
）
が
執
り
行
わ
れ
る
。
三
基
の
「
鳳
輦
」
を
、装
束
を
ま
と
っ

た
約
二
八
〇
名
の
お
供
に
護
ら
れ
な
が
ら
大
洲
市
街
約
一
二
㎞
を
巡
幸
す
る
。
行
列

に
は
、
地
元
の
小
中
学
生
や
地
元
の
有
志
が
奉
仕
。
二
カ
所
の
御
旅
所
で
は
、
巫
女

に
よ
る
鈴
神
楽
、
浦
安
の
舞
が
奉
納
さ
れ
る
。
江
戸
時
代
中
期
に
道
具
が
揃
え
ら
れ

た
こ
と
が
道
具
の
墨
書
や
刻
銘
か
ら
わ
か
っ
て
お
り
、
大
洲
藩
内
を
代
表
す
る
祭
礼

で
あ
る
。

【
三
島
神
社
秋
祭
り
】
八
幡
浜
市
・
未
指
定

　

一
〇
月
第
四
土
曜
日
に
行
わ
れ
る
神
幸
祭
に
は
氏
子
の
各
地
区
か
ら
様
々
な
練
物

が
登
場
す
る
。
本
町
の
「
御
船
」、
内
之
浦
、
琴
平
町
、
駄
馬
・
清
水
町
の
「
御
車
」

（
彫
刻
と
刺
繍
で
装
飾
さ
れ
た
屋
台
に
人
形
を
乗
せ
る
南
予
独
特
の
屋
台
）、
雨
井
の

「
四
ツ
太
鼓
」（
布
団
太
鼓
の
一
種
）、赤
網
代
の
「
牛
鬼
」、大
竹
の
「
五
ツ
鹿
踊
り
」、

和
田
町
の
「
唐
獅
子
」
な
ど
、
南
予
の
伝
統
的
な
練
物
が
入
れ
替
わ
り
境
内
へ
入
っ

い
く
。

【
三
崎
秋
祭
り
】
伊
方
町
・
未
指
定

　

佐
田
岬
半
島
の
先
端
部
、
旧
三
崎
町
三
崎
の
氏
神
社
で
あ
る
三
崎
八
幡
神
社
の
秋

祭
り
。
地
元
三
崎
地
区
が
東
組
と
西
組
に
分
か
れ
、
東
組
か
ら
「
牛
鬼
」
と
「
相
撲

甚
句
」
と
舟
形
の
屋
台
で
あ
る
「
神
宮
丸
」、
西
組
か
ら
は
「
四
ツ
太
鼓
」
と
「
五

ツ
鹿
踊
り
」と
二
層
構
造
の
人
形
屋
台「
御
所
車
」が
出
る
。
中
で
も「
牛
鬼
」と「
四

ツ
太
鼓
」
の
鉢
合
わ
せ
（
両
者
を
突
き
合
せ
、
ど
ち
ら
が
上
に
重
な
っ
て
倒
れ
る
か

を
競
う
）
は
迫
力
が
あ
っ
て
有
名
で
あ
る
。
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【
三
机
秋
祭
り
】
伊
方
町
・
未
指
定

　　

三
机
の
氏
神
は
八
幡
神
社
で
、
九
州
の
宇
佐
八
幡
宮
か
ら
の
勧
請
と
い
わ
れ
る
。

祭
り
で
は
「
牛
鬼
」・「
四
ツ
太
鼓
」
が
町
内
を
ね
り
歩
き
、
牛
鬼
と
四
ツ
太
鼓
の
鉢

合
わ
せ
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
唐
獅
子
や
、
五
ツ
鹿
踊
り
が
出
る
。
三
机
は
佐
田

岬
半
島
の
伊
予
灘
側
の
最
大
の
港
で
あ
り
、
古
く
か
ら
九
州
、
中
国
、
近
畿
地
方
へ

向
か
う
船
の
停
泊
地
と
し
て
栄
え
た
場
所
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
宇
和
島
藩
主
が

参
勤
交
代
で
上
方
に
向
う
際
に
宿
泊
す
る
御
仮
屋
も
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
で
、
牛
鬼

や
五
ツ
鹿
踊
り
の
面
は
、
宇
和
島
藩
主
か
ら
拝
領
し
た
も
の
と
い
う
言
い
伝
え
も
あ

る
。

【
伊
方
の
八
幡
神
社
秋
祭
り
】
伊
方
町
・
未
指
定

　

伊
方
町
湊
浦
の
八
幡
神
社
の
秋
祭
り
（
一
〇
月
第
三
日
曜
日
）
で
は
、湊
浦
、中
浦
、

小
中
浦
か
ら
一
台
ず
つ
合
計
三
台
が
出
る
。
こ
の
小
中
浦
の
御
車
は
地
元
で
は
「
練

車
」
と
呼
ば
れ
、
新
調
年
は
明
治
三
一
年
で
あ
る
。
材
木
の
堅
木
は
宇
和
島
で
仕
入

れ
、
海
上
輸
送
を
し
た
と
言
わ
れ
る
。
幕
お
よ
び
人
形
は
京
都
・
大
阪
方
面
に
注
文
。

乗
せ
る
人
形
は
牛
若
丸
と
弁
慶
で
、
五
条
大
橋
も
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
。
屋
台
の

細
部
に
彫
刻
が
施
さ
れ
て
お
り
、
大
阪
の
彫
刻
師
小
松
源
助
の
作
で
、
隣
接
す
る
中

浦
の
御
車
も
同
じ
と
言
わ
れ
る
。

【
和
霊
大
祭
・
う
わ
じ
ま
牛
鬼
ま
つ
り
】
宇
和
島
市
・
未
指
定

　

和
霊
大
祭
は
宇
和
島
藩
の
家
老
山
家
清
兵
衛
を
祭
神
と
す
る
和
霊
神
社
の
夏
祭
り

で
あ
る
。
宇
和
島
藩
初
代
藩
主
の
伊
達
秀
宗
が
山
頼
和
霊
社
を
建
立
し
、
承
応
二
年

（
一
六
五
三
年
）
六
月
二
四
日
に
盛
大
な
祭
典
を
営
み
、
こ
れ
に
ち
な
ん
で
月
遅
れ

の
毎
年
七
月
二
四
日
が
祭
日
と
な
っ
た
。
神
輿
の
「
海
上
渡
御
」
や
勇
壮
な
「
走
り

込
み
」
で
知
ら
れ
、
昔
か
ら
南
予
各
地
か
ら
参
詣
者
が
多
く
訪
れ
る
。
こ
の
和
霊
大

祭
に
あ
わ
せ
て
、
毎
年
七
月
二
二
日
の
ガ
イ
ヤ
カ
ー
ニ
バ
ル
を
皮
切
り
「
う
わ
じ
ま

牛
鬼
ま
つ
り
」
が
開
催
さ
れ
、
何
体
も
の
牛
鬼
が
市
内
を
練
り
歩
く
迫
力
の
パ
レ
ー

ド
や
伝
統
の
宇
和
島
お
ど
り
、
夜
空
と
宇
和
海
を
も
彩
る
花
火
大
会
、
そ
し
て
最
終

日
の
走
り
込
み
な
ど
熱
気
あ
ふ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
で
二
四
日
ま
で
の
三
日
間
の
祭
り
が

盛
り
上
が
る
。

【
三
浦
天
満
神
社
の
練
り
】
宇
和
島
市
・
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財

　

南
予
地
方
の
祭
礼
の
中
で
も
早
い
時
期
に
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
と
な
っ
て
い

る
。
祭
日
は
一
〇
月
一
九
日
で
、
三
浦
の
各
地
区
か
ら
趣
向
を
こ
ら
し
た
練
り
が
登

場
し
、
一
番　

お
鉄
砲
（
天
満
）、
二
番　

お
弓
（
豊
浦
）、
三
番　

相
撲
練
り
（
大

内
）、四
番　

鹿
踊
り
（
船
隠
）、五
番　

荒
獅
子
（
豊
浦
）、六
番　

桃
太
郎
（
尾
崎
）、

七
番　

大
江
山（
安
米
）、八
番　

欠
、九
番　

よ
い
や
さ（
船
隠
）、十
番
牛
鬼（
天
満
）、

以
上
の
順
番
で
出
さ
れ
、
地
区
ご
と
に
異
な
る
練
り
物
を
出
す
と
い
う
南
予
の
特
徴

を
示
し
て
い
る
が
、
現
在
、
少
子
高
齢
化
に
よ
り
、
文
化
財
指
定
当
時
の
祭
礼
の
維

持
、
継
承
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
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【
宇
和
津
彦
神
社
秋
祭
り
】
宇
和
島
市
・
市
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
（
八
つ
鹿
踊
り
）

　　

毎
年
一
〇
月
二
九
日
に
宇
和
島
市
野
川
の
宇
和
津
彦
神
社
で
行
わ
れ
る
秋
祭
り
で

は
、
牛
鬼
や
八
つ
鹿
踊
り
な
ど
が
市
内
を
練
り
歩
く
。
宇
和
津
彦
神
社
は
宇
和
島
藩

主
の
崇
敬
が
篤
く
、
南
予
一
宮
と
も
言
わ
れ
、
宇
和
島
藩
総
鎮
守
と
も
い
え
る
神
社

で
あ
る
。
祭
礼
は
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
年
）
に
始
ま
り
、
本
町
や
裡
町
な
ど
町
人

町
か
ら
思
い
思
い
の
練
り
物
が
出
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
残
る
。
仙
台
か
ら
移
住
し

た
者
も
多
く
、
八
ツ
鹿
踊
り
は
そ
の
機
縁
か
ら
宇
和
島
に
伝
播
し
た
も
の
で
あ
る
。

鹿
の
面
を
頭
に
つ
け
、
そ
の
面
か
ら
垂
れ
た
布
で
上
半
身
を
覆
い
、
太
鼓
を
前
に
抱

え
て
打
ち
な
が
ら
歌
い
踊
る
。こ
の
鹿
踊
り
は
、宮
城
県
周
辺
に
分
布
し
て
お
り
、「
め

じ
し
か
く
し
」
な
ど
歌
詞
、
リ
ズ
ム
が
共
通
す
る
。
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
初
期
ま
で

は
人
形
を
乗
せ
た
豪
華
な
屋
台
（
練
車
）
が
各
町
か
ら
出
て
い
た
が
、
戦
災
等
に
よ

り
廃
れ
、
現
在
は
牛
鬼
、
八
ツ
鹿
踊
り
、
猿
田
彦
、
獅
子
舞
、
巫
女
の
舞
な
ど
が
祭

り
を
盛
り
上
げ
て
い
る
。

【
岩
松
の
布
袋
と
唐
子
】
宇
和
島
市
・
未
指
定

　

毎
年
一
一
月
三
日
の
津
島
町
岩
松
の
三
島
神
社
秋
祭
り
で
は
、
牛
鬼
、
四
ツ
太
鼓

（
ヨ
イ
ヤ
セ
）、
五
つ
鹿
踊
り
、
御
船
な
ど
が
登
場
す
る
が
、
中
で
も
、
張
子
で
で
き

た
巨
大
な
布
袋
の
被
り
物
を
し
た
練
り
物
と
子
ど
も
に
よ
る
唐
子
（
チ
ャ
ル
メ
ラ
状

の
笛
を
吹
く
）
が
、
家
々
を
ま
わ
っ
て
人
々
の
頭
を
な
で
て
ま
わ
る
の
が
愛
媛
県
内

の
他
に
祭
礼
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
布
袋
、
唐
子
は
、

江
戸
時
代
後
期
に
は
宇
和
島
市
の
宇
和
津
彦
神
社
祭
礼
に
見
ら
れ
、
明
治
二
〇
年
代

頃
ま
で
続
い
て
い
た
。
そ
の
影
響
で
津
島
町
に
も
伝
播
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

【
近
永
の
秋
祭
り
】
鬼
北
町
・
未
指
定

　

鬼
北
町
内
の
秋
祭
り
で
は
、各
所
で
南
予
地
方
独
特
の
「
牛
鬼
」
や
「
四
ツ
太
鼓
」

（
い
わ
ゆ
る
布
団
だ
ん
じ
り
）、
宇
和
島
、
吉
田
藩
伊
達
家
の
関
係
で
東
北
地
方
か
ら

伝
播
し
た
「
鹿
踊
り
」
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
弓
瀧
神
社
の
秋
祭
り
に
は
、
牛
鬼
、
四

つ
太
鼓
、
五
つ
鹿
踊
り
な
ど
が
町
内
を
練
り
歩
く
。
Ｊ
Ｒ
近
永
駅
前
で
の
牛
鬼
と
四

つ
太
鼓
の
鉢
合
わ
せ
は
壮
観
で
、
祭
り
の
風
物
詩
と
な
っ
て
い
る
。
五
つ
鹿
踊
り
に

は
近
隣
の
鹿
踊
り
に
は
見
ら
れ
な
い
二
人
の
虚
無
僧
が
付
く
の
が
特
徴
で
あ
る
。

【
日
吉
の
秋
祭
り
】
鬼
北
町
・
未
指
定

　

一
一
月
第
二
日
曜
に
は
日
吉
全
域
で
秋
祭
り
が
行
わ
れ
、
牛
鬼
、
五
つ
鹿
踊
り
、

相
撲
甚
句
な
ど
が
地
区
を
練
り
歩
く
。
日
吉
の
五
ツ
鹿
踊
り
は
雄
鹿
が
四
頭
、
雌
鹿

が
一
頭
で
、
唄
と
笛
に
合
わ
せ
、
胸
に
つ
る
し
た
小
太
鼓
の
ば
ち
捌
き
も
あ
ざ
や
か

に
、
背
に
は
五
色
の
短
冊
で
飾
っ
た
竹
笹
を
背
負
う
。
ま
た
、
相
撲
甚
句
は
、
上
鍵

山
地
区
の
長
男
を
中
心
と
す
る
メ
ン
バ
ー
で
編
成
さ
れ
、
日
吉
神
社
の
秋
祭
に
奉
納

さ
れ
る
。行
司
二
人
、力
士
一
〇
人
は
い
ず
れ
も
小
学
生
男
子
で
、力
士
に
は
日
吉
川
、

朝
日
山
等
の
し
こ
名
が
つ
い
て
い
る
。
行
司
が
相
撲
由
来
の
口
上
を
述
べ
、
力
士
は

甚
句
に
合
わ
せ
て
踊
っ
た
り
、
相
撲
を
と
る
。
四
ツ
太
鼓
は
「
よ
い
や
っ
さ
」
と
も

呼
ば
れ
、
町
を
練
り
歩
く
。
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【
松
丸
の
秋
祭
り
】
松
野
町
・
未
指
定

　

松
丸
の
天
満
神
社
で
は
、
秋
祭
り
の
当
日
に
神
幸
が
行
わ
れ
、
そ
の
行
列
を
「
お

ね
り
」
と
呼
び
、
秋
祭
り
の
風
物
詩
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
で
は
、
牛
鬼
と
四
ツ
太

鼓
が
Ｊ
Ｒ
松
丸
駅
前
で
豪
快
に
鉢
合
わ
せ
を
行
う
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
か
つ

て
は
五
つ
鹿
や
鼻
高
、
御
弓
、
錦
旗
、
御
剱
な
ど
全
二
四
種
の
「
ね
り
」、「
神
具
」

が
行
列
を
な
し
て
い
た
と
い
う
。

【
吉
野
の
秋
祭
り
（
お
ね
り
）】
松
野
町
・
未
指
定

　

蔵
王
神
社
か
ら
出
発
す
る
大
人
数
の
練
り
行
列
で
、
昔
な
が
ら
の
村
祭
り
の
「
お

ね
り
」
の
姿
を
継
承
す
る
祭
り
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
現
在
は
弓
、
槍
、
鹿
踊
り
、

獅
子
舞
、
四
つ
太
鼓
、
牛
鬼
な
ど
が
神
輿
を
先
導
し
て
、
集
落
を
回
る
。
か
つ
て
は

①
猿
田
彦
、
②
鉄
砲
、
③
御
弓
、
④
御
長
柄
、
⑤
五
つ
鹿
、
⑥
奴
手
槍
、
⑦
獅
子
舞
、

⑧
唐
獅
子
、
⑨
稚
児
舞
、
⑩
神
輿
、
⑪
小
牛
鬼
、
⑫
大
牛
鬼
、
⑬
四
ツ
太
鼓
、
⑭
屋

台
の
順
で
練
り
歩
い
て
い
た
。

【
御
荘
の
秋
祭
り
】
愛
南
町
・
未
指
定

　

南
宇
和
郡
（
愛
南
町
）
の
秋
祭
り
は
、
大
正
時
代
以
前
に
は
地
区
ご
と
に
秋
祭
り

を
行
い
、
各
家
庭
が
ご
ち
そ
う
を
用
意
し
て
他
地
区
の
親
族
・
知
人
ら
を
招
待
し
、

そ
れ
が
賑
や
か
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
が
出
費
節
約
の
た
め
と
、
南
宇
和
郡
長

が
呼
び
掛
け
に
よ
り
大
正
三
年
（
一
九
一
四
年
）
に
統
一
さ
れ
た
。
旧
御
荘
町
の
八

幡
神
社
の
秋
祭
り
で
は
神
輿
三
体
の
ほ
か
、氏
子
の
一
二
地
区
が
牛
鬼
や
四
ツ
太
鼓
、

五
つ
鹿
な
ど
が
練
り
歩
き
、
愛
南
町
を
代
表
す
る
祭
礼
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

【
深
浦
の
秋
祭
り
】
愛
南
町
・
未
指
定

　

旧
城
辺
町
内
は
、
明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
年
）
に
祭
日
を
統
一
し
、
一
一
月
三

日
に
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
旧
城
辺
町
内
の
秋
祭
り
に
は
牛
鬼
、
四
ツ
太
鼓
（
ヤ
グ

ラ
と
も
い
う
）、
鹿
踊
り
、
唐
獅
子
、
俵
練
り
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
深
浦
地
区
の
蘇

我
神
社
秋
祭
り
で
は
神
輿
を
勇
壮
に
扱
う
が
、
激
し
く
上
下
左
右
に
動
か
す
の
が
特

徴
で
あ
る
。
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写真 01　西条まつり（伊曽乃神社） 2011 年 10 月

写真 02　新居浜太鼓祭り 2011 年 10 月

写真 03　松山市道後秋祭り 2015 年 10 月　

写真 04　旧北条市庄の獅子舞　2015 年 10 月　

写真 05　宇和島市吉田秋祭   2015 年 11 月　

写真 06　八幡浜市保内町三島神社 2010 年 10 月

写真 07　宇和島市宇和津彦神社  2012 年 10 月

写真 08　旧川之江市 2012 年 10 月
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写真 09　香川県豊浜のチョウサ

写真 10　四国中央市新宮町上山の屋台 2011 年 10 月

写真 11　西条のだんじり

写真 12 　新居浜太鼓台

写真 13　西条市丹原町綾延神社 2015 年 10 月

写真 14　今治市大西町宮脇大井八幡神社 1999 年 5 月

写真 15 今治市菊間祭り 2013 年 10 月

写真 16　松山市旧中島町津和地 2015 年 10 月
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写真 17　旧中島町宇和間の奴振り 1993 年 10 月

写真 18 　松前町玉生八幡神社 2015 年 10 月

写真 19　 旧北条市の風早鍛冶祭り 2015 年 10 月

写真 20　 久万高原町川瀬歌舞伎 2008 年 11 月

写真 21　西予市野村町野村 2012 年 10 月

写真 22 　鬼北町近永弓瀧神社 2015 年 11 月 

写真 23　西予市明浜町高山 2011 年 10 月 
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写真 29  北条に隣接する今治市菊間祭り 2013 年 10 月

写真 30　西条市小松町三嶋神社 2015 年 10 月

写真 24　八幡浜市保内町喜木津 2011 年 10 月

写真 25 　八幡浜市五反田唐獅子 2013 年 10 月

写真 26　西予市明浜町高山 2011 年 10 月

写真 27　旧三崎町三崎 1996 年 10 月

写真 28 　松野町松丸天満神社 2015 年 10 月

写真 31　新居浜太鼓祭り 2011 年 10 月
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写真 32　松野町吉野蔵王神社 2015 年 10 月

写真 34　
伊方町湊浦 2000 年 10 月

写真 35　
旧北条市の風早火事祭り 
2015 年 10 月

写真 36　今治市大三島町台 1999 年 9 月

写真 37　宇和島市津島町岩松 2011 年 11 月 

写真 38　八幡浜市保内町三島神社 2009 年 10 月  

写真 39　大洲市肱川町大谷 2010 年 11 月

写真 33　練車（人形屋台 /『吉田祭礼絵巻』）
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写真 43　旧川之江市 2015 年 10 月 

写真 42　西条祭り　（飯積神社） 

写真 44　四国中央市土居町 2012 年 10 月 

写真 45　西条まつり（伊曽乃神社） 2011 年 10 月
写真 41　西条まつり（伊曽乃神社） 2011 年 10 月 

写真 40　西条まつり（石岡神社）2015 年 10 月

写真 46　旧弓削町 2000 年 10 月

写真 47　旧城辺町深浦 2011 年 11 月 



第七章　愛媛県及びその周辺の祭礼

300

写真 48　旧川之江市 2015 年 10 月

写真 49　今治市大西町紺原の船御輿　1999 年 5 月

写真 50　宇和島市吉田秋祭　2013 年 11 月 

写真 51　松野町松丸の牛鬼

写真 52　旧小田町立石 1998 年 10 月 

写真 53　今治市菊間祭り 2013 年 10 月   

写真 54　旧小田町中田渡の牛鬼 2006 年 10 月

写真 55　大洲市肱川町大谷 2010 年 11 月
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写真 61　大洲市松尾の獅子舞 2011 年 10 月

写真 62　八幡浜市八幡神社 2011 年 10 月 

写真 60　面河村渋草 写真 56　西予市三瓶町朝立国造神社 2012 年 10 月

写真 57　宇和島市三浦天満神社 2009 年 10 月

写真 58　旧城辺町岩水 2011 年 11 月

写真 59　西予市明浜町狩浜 2010 年 10 月  
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写真 63　
宇和島市吉田秋祭の八幡ボタ
 2006 年 11 月

写真 64　
西予市宇和町卯之町
 2007 年 10 月

写真 65　仙台市川前鹿踊写真 66　
宇和島市宇和津彦神社 
2012 年 10 月

写真 67　宇和島市吉田秋祭　2014 年 11 月

写真 68　西予市城川町下相 2011 年 11 月 

写真 69　宇和島市三間町宮野下 2015 年 10 月 

写真 71　西予市宇和町小原の五ツ鹿踊り

写真 70　鬼北町近永弓瀧神社 2015 年 11 月 
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　国道５６号線開通前の浜通りに勢揃いする練車（昭和 30年代）
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第
一
節
　
絵
画
・
歴
史
資
料
①
　
利
根
本
解
説

　
総
長
八
七
八
×
天
地
一
九
．
四
㎝
・
個
人
蔵�

　
大
正
六
年
（
一
九
一
七
年
）

冒
頭
の
詞
書
（
注
釈
文
）
は
次
の
通
り
。

「
本
圖
之
原
本
者
北
宇
和
郡
吉
田
町
大
字
東
小
路

森
時
一
祖
父
同
苗
太
左
衛
門
一
風
氏
之
染
筆
而
天
保

六
未
年
九
月
月
十
五
日
於
吉
田
町
為
執
行
産
土
八
幡
神

社
大
祭
之
實
景
也
由
来
栗
田
利
正
嚴
父
甚
吾
幼
時
穪

庄
三
郎
頃
為
同
氏
森
氏
特
染
筆
寄
贈
所
之
秘
蔵
品

也
大
正
元
年
子
九
月
十
五
日
髙
月
武
太
郎
請
栗
田
氏

為
模
写
至
現
世
興
世
共
昔
時
祭
況
大
變
遷
後
經
年

所
益
無
由
知
舊
態
慮
大
正
六
年
一
月
八
日
請
髙
月
氏
之
復
稿

茲
再
謄
寫
着
手
仝
年　
月　
日
成
雖
然
車
臺
装
飾

籏
幟
彩
色
原
図
有
所
誤
聞
識
者
若
見
現
品
以
加
訂
正

欲
傳
後
世
之
参
考　
利
根
翠
塢
」

「
御
持
筒
組
小
頭
共
六
人　
御
持
弓
組
小
頭
共
六
人　

御
側
長
柄
組
小
頭
共
六
人　
御
厩
小
頭
共
六
人　

御
船
手
十
三
人　
　
　
以
上
ヲ
御
用
練
ト
云
フ

大
工
町
十
人　
本
町
壱
丁
目
十
三
人��

仝
貳
丁
目
十
三
人

仝
参
丁
目
二
十
四
人　
裡
町
壱
丁
目
十
二
人　
仝
貳
丁
目
十
人

仝
参
丁
目
六
人��

魚
棚
壱
丁
目
十
三
人��

仝
貳
丁
目
二
十
人　

仝
参
丁
二
十
四
人��

町
役
六
人　
立
間
尻
浦
十
人

立
間
村
六
人　
供
奉
四
十
四
人　
人
數
総
計
二
百
四
十
八
人

　
こ
こ
ま
で
が
冒
頭
の
詞
書
で
あ
り
、
人
数
内
訳
に
つ
い
て
は

「
森
太
左
衛
門
一
風
本
」
と
同
数
で
あ
る
。

　
こ
れ
よ
り
御
用
練
、
先
頭
の
御
持
筒
組
小
頭
と
緋
羅
紗
の
小

銃
を
肩
に
し
た
「
御
持
筒
組
小
頭
共
六
人
」
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先
頭
の
御
持
弓
組
小
頭
と
柄
付
き
の
弓
矢
を
肩
に
し
た
「
御

持
弓
組
小
頭
共
六
人
」

　
先
頭
の
御
側
長
柄
組
小
頭
と
鳥
毛
の
長
柄
を
肩
に
し
た
「
御

側
長
柄
組
小
頭
共
六
人
」（
最
後
尾
は
御
厩
小
頭
）

　
御
厩
小
頭
に
続
き
、
鞍
に
は
伊
達
家
家
紋
の
三
引
両
を
つ
け

た
御
馬
、
飼
い
葉
を
や
る
道
具
と
柄
杓
、
秣
籠
、「
御
厩
小
頭

共
六
人
」
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御
座
船
の
先
頭
は
帯
刀
、
裃
、
杖
を
つ
い
た
警
護
他
「
御
船

手
十
三
人
」
で
当
た
っ
た
。
絵
図
に
は
五
人
が
見
え
る
が
、
他

の
絵
図
に
は
波
を
見
立
て
た
幕
の
下
よ
り
複
数
人
数
の
足
が

描
か
れ
て
い
る
。（
こ
こ
ま
で
が
御
用
練
）

　
詞
書
は
、「
始
ヨ
リ
是
迄
ヲ
御
用
練
ト
云
フ
」「
船
内
ニ
御
舩

手
御
歌
組
数
人
ア
リ
家
中
重
ナ
ル
門
前
御
舩
停
苗
ノ
際
御
舩

歌
ヲ
称
フ
舁
手
ハ
沖
、
河
内
、
両
村
ヨ
リ
出
ツ
行
幸
ト
還
御
ト

ノ
舁
手
抽
籤
ヲ
以
テ
定
ム
ト
云
フ
」

　
町
人
町
先
頭
は
大
工
町
の
唐
土
車
（
左
義
長
車
）
で
、「
大

工
町
十
人
」
が
当
た
っ
た
。

　
詞
書
は
、「
是
ヲ
唐
土
車
ト
称�

大
工
町
ヨ
リ
出
ス
以
下
市
中

ヨ
リ
出
ス
車
体
ハ
毎
年
抽
籤
ヲ
以
テ
順
序
ヲ
定
ム
ル
モ
此
車
ハ

常
ニ
先
頭
ニ
牽
ク
ヲ
例
規
ト
ス
」「
此
車
ハ
始
メ
上
ヨ
リ
下
附

セ
ラ
レ
シ
者
ニ
テ
従
来
ハ
浦
役
ヲ
以
テ
牽
手
出
来
リ
シ
モ
維
新

後
ハ
町
内
ニ
テ
雇
入
ル
現
今
此
車
出
デ
ズ
」

　
御
神
餅
「
裡
町
参
丁
目
六
人
」

　
詞
書
は
、「
夜
ニ
至
レ
バ
各
町
印
ノ
籏
に
代
ヘ
車
ノ
前
後
ヘ

図
ニ
示
マ
ル
印
入
四
ケ
ノ
高
張
提
灯
ヲ
燈
シ
尚
車
ノ
四
隅
ヘ
モ

仝
印
入
ノ
長
提
灯
ヲ
掲
ケ
警
護
人
モ
亦
仝
印
ノ
小
提
灯
ヲ
持

ツ
」「
此
練
者
由
緒
ア
リ
テ
常
ニ
第
二
番
ノ
地
位
ヲ
占
ム
後
現

品
ヲ
小
車
ニ
積
ム
事
ア
リ
更
ニ
大
車
台
ニ
改
メ
雑
ヲ
加
フ
ル
事

と
ナ
リ
テ
ハ
普
通
ノ
姿
格
ニ
下
リ
順
序
抽
籤
ノ
列
ニ
入
ル
」
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関
羽
練
車
「
本
町
壱
丁
目
十
三
人
」　
※
上
段

詞
書
に
は
「
本
車
ニ
載
ス
ル
ハ
関
羽
ニ
シ
テ
他
車
ニ
先
ツ
時
ハ

神
慮
叶
ハ
ザ
ル
ニ
ヤ
怪
事
ア
リ
故
ニ
後
部
ニ
見
隠
シ
ヲ
ナ
シ

テ
其
変
ヲ
防
グ
ト
云
フ
模
様
ニ
ハ
赤
地
ニ
鬼
女
ノ
頭
及
烏
帽

子
太
刀
散
紅
葉
等
ノ
刺
繍
ア
リ
」

※
見
返
り
幕

は
、
歌
舞
伎

の
演
目
紅
葉

狩
を
表
現
し

た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　
三
韓
征
伐
「
本
町
参
丁
目
二
十
四
人
」

　

詞
書
に
は
、「
朝
鮮
征
伐

ヲ
形
ト
リ
シ
モ
ノ
ナ
ル
ガ
維

新
後
神
功
皇
后
ヲ
載
セ
タ
ル

車
体
ニ
変
更
セ
リ
其
以
後
前

大
江
山
打
入
ノ
徒
歩
練
ヲ
出

ス
事
ア
リ
」

　
武
内
宿
禰
練
車
「
裡
町
壱
丁
目
十
二
人
」

　
詞
書
き
に
は
、「
本
車
見
隠
シ
は
赤
地
ニ
金
糸
鯉
ノ
滝
上
リ

ヲ
刺
繍
ヲ
ナ
ス
」
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恵
比
寿
練
車　
「
魚
棚
参
丁
二
十
四
人
」

　
詞
書
に
、「
昔
時
ハ
此
六
福
車

中
ニ
在
リ
テ
停
車
歌
曲
ニ
ツ
レ

テ
車
中
ヨ
リ
順
次
出
テ
舞
踏
セ

シ
事
ア
リ
ト
云
フ
」

※
最
後
尾
は
ホ
タ
と
言
い
、
魚

棚
参
丁
目
の
煉
り
に
含
ま
れ

ず
、
ま
た
、
神
輿
先
導
の
八
幡

ボ
タ
と
も
区
別
さ
れ
る
。

　
詞
書
き
に
は
、「
是
ノ
『
ホ
タ
』

或
ハ
『
カ
ブ
』
ト
称
ハ
数
十
列

外
ニ
散
在
ス
多
ク
ハ
神
願
の
為

メ
出
ツ
故
ニ
小
児
等
ハ
其
装
を

ナ
シ
父
兄
保
護
ノ
モ
ト
ニ
出
ツ

ア
リ
次
ニ
其
一
例
ヲ
示
ス
」

　
四
神
旗
「
本
町
貳
丁
目
十
三
人
」

　

詞
書
き
に
は
、「
玄
武　

朱
雀　

是
ヲ
四
天
旗
ト
称
フ　

青

竜　
白
虎
」
※
ホ
タ
は
列
外

　
楠
木
正
成
練
車
「
裡
町
貳
丁
目
十
人
」

　
※
他
絵
巻
に
は
牡
丹
に
猩
々
練
車
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徒
練
「
魚
棚
貳
丁
目
二
十
人
」

　
八
幡
太
郎
練
車
「
魚
棚
壱
丁
目
十
三
人
」

　
五
ッ
鹿
「
立
間
村
六
人
」

　
詞
書
き
に
は
、「
鹿
ノ
子
ハ
立
間
村
字
古
名
（
小
名
）
組
ヨ

リ
出
ツ
正
式
ハ
先
ニ
二
頭
ノ
鹿
小
笛
ヲ
吹
キ
ツ
ツ
走
リ
来
リ
テ

群
衆
ヲ
押
拡
ゲ
凡
八
畳
敷
許
ノ
舞
踏
場
ヲ
造
リ
後
他
ノ
鹿
来
リ

揃
ヒ
テ
舞
踏
ヲ
ナ
ス
略
式
ハ
走
込
ヲ
ナ
サ
ズ
歌
詞
ヲ
幾
分
ヲ
畧

ス
処
ア
リ
胸
部
ニ
小
鼓
ヲ
掛
ケ
歌
詞
ニ
合
セ
打
チ
舞
踏
ヲ
ナ
ス

歌
詞
左
ノ
如
シ
」

「
シ
ー
カ
ノ
コ
ー
ハ　
マ
ー
ハ
レ
マ
ー
ハ
レ　
ミ
ー
ヅ
グ
ル
ー

マ　
オ
ー
ソ
ク　
マ
ハ
レ
バ
セ
ー
キ
ニ
ト
ー
マ
ル
ナ　
セ
ー
キ

ニ
ト
ー
マ
ル
ナ　
（
後
略
）」



付章　第一節　絵画・歴史資料①　利根本解説

310

　
牛
鬼
「
立
間
尻
浦
十
人
」

　

詞
書
き
に
は
、「
立
間
尻
村
ヨ
リ
出
ス　

浅
川　

鶴
間　

立

間
尻
本
村
年
々
交
番
」※
三
地
区
交
代
制
は
現
在
も
変
更
な
し
。

八
幡
ボ
タ　

御
神
輿
「
供
奉

四
十
四
人
」
※
才
領　
社
家
神
主　

神
輿
衆
含
む

　
こ
こ
ま
で
の
詞
書
（
利
根
氏
独

自
の
注
釈
）
は
原
本
に
な
い
も
の

で
あ
る
が
、
利
根
氏
は
さ
ら
に
絵

巻
の
巻
末
に
、
自
ら
の
記
憶
及
び

維
新
後
新
調
し
た
三
車
を
次
の
通

り
描
き
加
え
て
い
る
。

（
巻
末
追
記
）

藩
政
ノ
末
市
中
ノ
有
力
者
献
金
ヲ

ナ
シ
苗
字
帯
刀
若
ク
ハ
袴
上
下
等

ヲ
許
サ
レ
シ
者
ハ
各
自
思
ヒ
思
々

ノ
徒
歩
練
ヲ
出
ス
皆
車
ノ
中
間
ニ

徒
歩
セ
ル
ヲ
以
テ
大
ニ
盛
旺
ヲ
極

メ
タ
リ
シ
ガ
惜
哉
維
新
後
ニ
至
リ

廃
シ
テ
現
今
一
ツ
残
サ
ズ
其
種
類

ノ
記
憶
ニ
存
ス
ル
モ
ノ

ハ
右
ノ
如
シ

　
汐
汲　
和
唐
内

　
金
時　
鰹
売　

　
花
売　
茶
ノ
湯

　
面
売

本
図
以
降
ニ
至
リ
更
ニ

新
調
セ
ル
モ
ノ
三
車
ア

リ
テ
現
存
ス
現
今
ノ
状

況
ヲ
知
ル
為
メ
巻
末
ニ

附
記
ス
維
新
後
旧
藩
士

ヨ
リ
三
頭
ノ
神
馬
ヲ
出

ス
事
ア
リ
シ
モ
僅
カ
ナ

ル
間
ニ
シ
テ
止
ム

裡
町
三
丁
目
車
牽
衣
服　

（
御
神
餅
）

本
町
三
丁
目
車
牽
衣
服　

神
功
皇
后

魚
棚
二
丁
目
車
牽
衣
服　

豊
臣
秀
吉

見
隠
シ
赤
地
ニ
金
刺
繍

桐
ニ
鳳
凰
ノ
模
様
ヲ
付

ス
百
ナ
リ
瓢
ハ
重
量
ア

リ
テ
釣
合
取
レ
ザ
ル
ト

高
ク
シ
テ
電
線
ニ
掛
ル

等
種
々
ノ
支
障
ノ
為
メ

現
今
ハ
脱
除
セ
リ
ト
云

フ
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第
一
節
　
絵
画
・
歴
史
資
料
②
　
白
描
本
解
説

　
総
長
一
一
五
一
．
九
×
天
地
一
五
．
五
㎝
・
個
人
蔵

　

 『
西
条
祭
礼
絵
巻
』 （ 

二
〇
一
二
年
・
福
原
敏
男
著
・
西
条
市

 
 

　
総
合
文
化
会
館
）
よ
り
転
載
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第
一
節
　
絵
画
・
歴
史
資
料
③ 

邌
割
帳

�
※�
体
裁
に
つ
い
て
は
調
整
、
原
文
に
取
消
線
が
あ
っ
た
箇
所
は
線
描
き
を
、

判
読
出
来
な
い
文
字
に
つ
い
て
は
□
を
入
れ
て
い
る
。

明
治
廿
五
年
壬
辰
陰
九
月
□
□

八
幡
宮
御
祭
禮
邌
割
帳

年
月
日
車
番
及
事
故　

役
割��

　
　
　
　

人
名

�
�

　

丁
印�

�

　
　
　
　

太
田
德
太
郎

�
�

　

車
卋
話�
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吉
扣
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ル
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�
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秋
田
善
八
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田
和
平
治
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�

　

休
息
所
弁
当
持
参　
　
　

�

太
田
林
治
郎

�
�

　

車
番
及
丁
印
提
灯
持
参�

福
井
熊
太
郎

�
�

　

警
固
提
灯
及
車
提
灯
持
参�

戌
亥
照
吉

�
�

　

車
前
髙
張�

　
　
　
　

鳥
羽
吉
造

�
�

　

車
後
髙
張�

　
　
　
　

室
家
元
治
郎

�
�

　

押
提
灯�

　
　
　
　

栗
林
勝
太
郎

�
�

　

月
行
司
代
り�

　
　
　
　

大
槻
俊
英

�
�

　

區
長
代
理�

　
　
　
　

櫻
井
兵
吉

�
�

　

區
長
代
理
代
り�

　
　
　
　

末
廣
直
一

�
�

　

車
取
立�

　
　
　
　

西
側

�
�

　

車
仕
舞�

　
　
　
　

東
側

明
治
廿
六
年
陰
九
月

�
�

　

丁
印�

�

　
　
　
　

太
田
林
治
郎

�
�

�
�

　
　
　
　

長
山
松
太
郎

�
�

�
�

　
　
　
　

中
嶌
民
治
郎

�
�

　

車
卋
話�

　
　
　

�

池
田
頼
造

�
�

�
�

　
　
　

�

佐
藤
覚
造

�
�

�
�

　
　
　

�

大
浦
伊
三
郎

�
�

　

頭
取�

　
　

����
�

井
上
古
吉　

�
�

�
�

�

鳥
羽
吉
造

�
�

　

休
息
所
弁
当
持
参　
　
　

���

黒
田
与
三
吉

�
�

　

車
番
及
丁
印
提
灯
持
参�

秋
田
善
八

�
�

　

警
固
提
灯
及
車
提
灯
持
参�

村
田
ハ
ル

�
�

　

車
前
髙
張�

　
　
　
　

清
家
庫
太
郎

�
�

　

車
後
髙
張�

　
　
　
　

西
田
ア
イ

�
�

　

押
提
灯�

　
　
　
　

飯　

佐
平

�
�

　

月
行
司
代�

　
　
　
　

福
嶌
喜
三
郎

�
�

　

區
長�

�

　
　
　
　

桜
井
兵
吉

�
�

　

區
長
代
理�

　
　
　
　

菅
円
治�
�

　

�

　

區
長
代
理
代
り�

　
　
　
　

西
村
卯
太
郎

�
�

　

車
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立�
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側
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�

　

車
仕
舞�

　
　
　
　

西
側

明
治
廿
七
年
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九
月

�
�

　

丁
印�

�

　
　
　

�

金
沢
□
吉

�
�

�
�

　
　
　

�

太
田
德
太
郎

�
�

�
�

　
　
　

�

太
田
林
治
郎
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�

　

車
卋
話�

　
　
　

�

金
沢
□
吉

�
�

�
�

　
　
　

�

赤
枩
勘
太
郎

�
�

�
�

　
　
　

�

櫻
井
兵
吉

�
�

　

頭
取�

　
　
　

���　
�

飯
佐
平　

�
�

�
�

�
芝
ツ
子

�
�

　

休
息
所
弁
当
持
参�
谷
本
甚
造

�
�

　

車
番
及
丁
印
提
灯
持
参�

秋
田
善
八

明
治
廿
七
年
陰
九
月

�
�

　

丁
印�

�
�

秋
田
和
平
治

�
�

�
�

�

太
田
德
太
郎

�
�

�
�

�

太
田
林
治
郎

�
�

　

車
卋
話�

�

金
沢
□
吉

�
�

�
�

�

赤
枩
勘
太
郎

�
�

�
�

�

櫻
井
兵
吉

　
　

�
�

　

頭
取�

�
�
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佐
平
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芝　

ツ
子

�
�

　

休
息
所
弁
当
持
参�

谷
本
甚
造

�

　

�

　

車
番
及
丁
印
提
灯
持
参������

小
川
邦
一
郎

�
�

　

警
固
提
灯
及
車
提
灯
持
参�

井
上
古
吉
扣

�
�

　

車
前
髙
張�

�

西
川
佐
太
郎

�
�

　

車
後
髙
張�

�

土
居
ツ
ル

�
�

　

押
提
灯�

�

冨
士
川
喜
平

�
�

　

月
行
司
代�

�

長
山
枩
太
郎

�
�

　

區
長�

�
�

中
嶌
民
次
郎

�
�

　

區
長
代
理
代
り

�
�

　

區
長
代
理
代
り

�
�

　

區
長
代
理
代
り

�
�

　

車
取
立�

�

西
側

�
�

　

車
仕
舞�

�

東
側

廿
八
歳
陰
九
月

�
�

　

丁
印�

�
�

浅
野
金
七
扣

�
�

�
�

�

秋
田
和
平
治

�
�

�
�

�

鳥
羽
吉
造

�
�

　

車
卋
話�

�

室
家
元
太
郎
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�

�
�

�

三
木
德
治

�
�
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�

�

宮
本
隈
吉
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太
郎
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�

冨
士
川
喜
平
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�

�
�

　
　
　

石
郎

�
�

　

休
息
所
弁
当
持
参�

池
田
頼
造

�
�

　

車
番�

�
�

佐
川
文
吉

�
�

　

車
番
及
丁
印
提
灯
持
参�

佐
藤
覺
造

�
�

　

警
固
提
灯
及
車
提
灯
持
参�

大
浦
宇
三
郎

�
�

　

車
前
髙
張�

�

太
田
德
太
郎

�
�

　

車
後
髙
張�

�

太
田
林
次
郎

�
�

　

押
提
灯�

�

金
沢
寅
吉

�
�

　

月
行
司
代
り�

�

ナ
シ

�
�

　

区
長�

�
�

中
嶌
民
次
郎

�
�

　

区
長
代
理
者

�
�

　

区
長
代
理
者
代
り�

管　

圓
治

�
�

　

車
取
立�

�

東
側

�
�

　

車
仕
舞�

�

西
側

廿
九
年
陰
九
月

�
�

　

丁
印�

�
�

櫻
井
兵
吉

　

車
卋
話
明
年
ニ
譲
ル　

服
係
ニ
付
□
之�

三
浦
利
三
郎

�
�

　

頭
取�

　

����
�

長
山
柗
太
郎

�
�

�
�

�

太
田
德
太
郎

�
�

�
�

�

黒
田
與
三
吉

�
�

�
�

�

秋
田
善
八

�
�

　

車
卋
話�

　
　
　

加
賀
城
庫
太
郎�

�
�

�
�

�

清
家
庫
太
郎
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�

�
�

�

井
上
古
吉

�
�

　

休
息
所
弁
當
持
参�

植
村
兵
造

�
�

　

車
番�

�
�

秋
田
和
平
治

�
�

　

車
番
及
丁
印
提
灯
持
参�

鳥
羽
吉
造

�
�

　

警
固
提
灯
及
車
提
灯
持
参�

室
家
元
太
郎

�
�

　

車
前
髙
張�

��������������

三
木
德
太
郎

�
�

　

車
後
髙
張�

�

宮
本
隅
吉

�
�

　

押
提
灯�

�

井
上
借
家

�
�

　

月
行
司
代
り�
�

冨
田
豊
柗

　

大
世
話
番
ニ
付�

　

區
長�

�
�

中
島
民
治
郎

�
�

　

區
長
代
理
者�

�

末
廣
直
市

�
�

　

區
長
代
理
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代
り�

西
村
□
太
郎

�
�

　

車
取
立�

�

西
側

�
�

　

車
仕
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東
側
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年
陰
九
月

�
�

　

丁
印�
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�

鳥
羽
吉
造
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�
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川
文
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太
田
林
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郎
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浦
利
三
郎
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末
吉
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�

　

車
卋
話�

�

富
田
豊
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�
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�

�

飯
佐
平
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�
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福
島
喜
三
郎
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�
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息
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当
持
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小
川
邦
一
郎

�
�
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番�
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�
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�
�
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車
番
丁
印
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持
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井
上
扣
家
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警
伍
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車
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西
田
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郎
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�

　

車
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冨
士
川
石
郎
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�
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�

長
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松
太
郎

�
�

　

押
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佐
藤
覚
造

�
�
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�

中
嶋
民
次
郎
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�
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理
者�
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圓
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�

東
側
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仕
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家
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太
郎
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�

宮
本
隅
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金
澤
伊
太
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年
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有
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付

　
本
役
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ス

　
　
　
　
　
　
　

�������
�

�

井
上
扣
家
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川
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太
郎
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卋
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西
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石
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松
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林
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車
番
丁
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田
林
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伍
提
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提
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植
村
兵
造
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前
髙
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井
勝
太
郎
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次
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造
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村
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丁
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村
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西
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及
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印
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持
参�

清
家
庫
太
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固
提
灯
持
参
及
車
提
灯
持
参

�
�

　

車
前
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隅
吉
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三
浦
利
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郎
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田
與
三
吉

�
�

　

休
息
所
弁
当
持
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�

長
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松
太
郎
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旅
所

�
�
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番
及
丁
印
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嶋
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次
郎
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提
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車
提
灯
持
参�

�

佐
川
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吉
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前
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佐
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覚
造
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伊
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郎
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太
郎
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村
卯
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郎
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代
理
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車
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側
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車
仕
舞�
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西
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赤
松
義
直

�
�

仝
右�

�

宮
本
琴
次
郎

�
�

卋
話
番�

�

宮
本
隆
一

�
�

仝
右�

�

岩
崎
誠
太
郎

�
�

御
旅
車
番　

警
固
提
灯
持
参
ス
ル
事

　

�
�

　
　
　
　
　
　
　

�
三
和
佳
能

�
�

車
前
髙
張�

小
松
貞

�
�

車
後
髙
張�

川
又
テ
イ

�
�

押
提
灯�

�

菅
周
造

�
�

御
供
区
長
代
理�

浜
中
円
吉
郎

�
�

御
供
区
長
代
理
代
り　

山
本
謙
二

�
�

御
供
社
寺
部
長�

秋
田
久
雄

�
�

区
内
係�

�

吉
村
定
太
郎

　

十
一
月
一
日
后�

御
車
立�

�

区
内
全
員

　

十
一
月
六
日
前�

御
車
仕
舞

�
�

区
長�

　
　
　
　

西
村
卯
太
郎

昭
和
二
十
一
年
秋
季
大
祭
邌
割
表

�
�

警
固�

　
　
　

�

三
浦
順
吉

�
�

仝�

　
　
　

�

宮
本
隆
一

�
�

卋
話
番　
　
　
　

�

川
又
城
一

�
�

仝�
�

浜
中
円
吉
郎

昭
和
二
十
二
年
度
秋
季
大
祭
邌
割
表

�
�

警
固�

　
　
　

�

川
又
城
一

�
�

〃�

　
　
　

�

浜
中
円
吉
郎

�
�

卋
話
番�

　
　
　

�

菅
周
造

�
�

〃�

　
　
　

�

井
上
定
□
（
治
カ
悦
）

昭
和
二
十
三
年
度
邌
割
表

�
�

警
固�

　
　
　

�

菅
周
造

�
�

〃�

　
　
　

�

井
上
定
□
（
治
カ
悦
）

�
�

卋
話
番�

　
　
　

�

西
村
卯
太
郎

�
�

〃�

　
　
　

�

渡
辺
充

昭
和
二
十
四
年
度
邌
割
表

�
�

警
固�

　
　

�

西
村
卯
太
郎

�
�

〃�

　
　

�

渡
辺
充

�
�

世
話
番�

　
　

�

白
石
悟

�
�

〃�

　

�

芝
正
一

昭
和
二
十
五
年
度
邌
割
表

�
�

警
固�

　
　

�

宮
本
四
郎

�
�

〃�

　
　

�

白
石
悟

�
�

世
話
番�

　

�

宮
本
四
郎

�
�

〃�

　

�

西
川
佐
武
郎

昭
和
二
十
六
年
度
邌
割
表

�
�

警
固�

　

�

西
川
佐
武
郎

�
�

〃�

　

�
芝
正
一

�
�

世
話
番�

　
　

�
芝
マ
ツ
カ

�
�

〃�

　
　

�

大
畑
種
吉

昭
和
二
十
七
年
度
邌
割
表

�
�

警
固�

　
　

�

芝
マ
ツ
カ

�
�

〃�

　

�

大
畑
種
吉

�
�

卋
話
番�

　
　

�

冨
士
川
由
吉

�
�

〃�

　
　

�

佐
川
光
二
郎

昭
和
二
十
八
年
度

�
�

警
固�

　

�

冨
士
川
由
吉

�
�

〃�

　
　

�

佐
川
光
二
郎

�
�

卋
話
番�

　

�

浜
田
フ
ジ

�
�

�

　

�

太
田
純
雄

昭
和
二
十
九
年

�
�

警
固�

�

浜
田
フ
ジ

�
�

〃�
�

太
田
純
雄

�
�

卋
話
番�

�

宇
都
宮
武

�
�

〃�
�

二
宮
キ
チ

昭
和
三
十
年

�
�

警
固�

�

宇
都
宮
武

�
�

�
�

二
宮
キ
チ

�
�

卋
話
番�

�

秋
田
久
雄

�
�

〃�
�

曽
我
ヤ
ス

昭
和
三
十
一
年

�
�

警
固�

�

秋
田
久
雄

�
�

�
�

曽
我
ヤ
ス

�
�

卋
話
番�

�

千
葉
マ
ス
エ

�
�

〃�
�

渡
辺
恭
子

昭
和
三
十
二
年�

�
�

千
葉
マ
ス
エ

�
�

警
固�

�

渡
辺
恭
子
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�
�

卋
話
番�

�

田
中
一
光

�
�

�
�

宮
本
政
市

昭
和
三
十
三
年

�
�

警
固�

�

田
中
一
光

�
�

�
�

宮
本
政
市

�
�

卋
話
番�

�

三
谷
マ
サ
エ

�
�

�
�

吉
村
定
太
郎

昭
和
三
十
四
年
度

�
�

警
固�

�
三
谷
マ
サ
エ

�
�

�
�

吉
村
定
太
郎

�
�

卋
話
番�

�

清
家
政
夫

�
�

�
�

宇
都
宮
和
夫

昭
和
三
十
五
年
度

�
�

警
固�

�

清
家
政
夫

�
�

�
�

宇
都
宮
和
夫

�
�

卋
話
番�

�

岩
崎
誠
太
郎

�
�

�
�

西
村
公
市

昭
和
三
十
六
年
度

　

車
数
減
少
に
つ
き
本
一
区
は
休
み

昭
和
三
十
七
年
度

�
�

休
み

昭
和
三
十
八
年
度

�
�

卋
話
番�

�

浜
中
澄
子

�
�

�
�

糸
田

�
�

警
固�

�

岩
崎
誠
太
郎

�
�

�
�

西
村
公
祐

本
町
壱
丁
目
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第
二
節
　
八
幡
神
社
　
金
石
資
料
　
一
覧

１　
奉
納
碑

　
（
正
面
）
献　
群
山
港
水
先
人　
上
田
哲
男

　
（
左
面
）
な
し

　
（
右
面
）
な
し

　
（
裏
面
）
な
し

２　
奉
納
碑

　
（
正
面
）
奉
献
参
道　
寄
贈　
高
山
石
工
店

　
（
左
面
）
な
し

　
（
右
面
）
な
し

　
（
裏
面
）
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
吉
日

３　
奉
納
碑

　
（
正
面
）
奉
納　
神
額

　
　
　
　
奉
献
者　
立
間
荒
巻　
薬
師
寺
善
市
の
孫

　
　
　
　
　
　
　
　
松
山
市　
西
田
宜
嗣

　
　
　
　
　
　
　
　
大
阪
市　
西
田
憲
司

　
　
　
　
　
　
　
　
大
阪
市　
越
智　
隆

　
（
左
面
）
平
成
三
十
年
三
月
吉
日

　
（
右
面
）
な
し

　
（
裏
面
）
な
し

４　
　
（
正
面
）
奉　
昭
和
十
四
年
十
一
月
吉
日

　
（
左
面
）
な
し

　
（
右
面
）
な
し

　
（
裏
面
）
な
し

５　
標
柱

　
（
正
面
）
県
社　
八
幡
神
社

　
（
左
面
）
な
し

　
（
右
面
）
な
し

　
（
裏
面
）
昭
和
十
九
年
十
一
月　
上
甲
浩　
　
清
家
定
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

豊
田
宏
作　
市
川
藤
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

山
本
安
麿

６
　
（
正
面
）
献

　
（
左
面
）
な
し

　
（
右
面
）
丸
城
久
吉

　
（
裏
面
）
吉
田
町
石
工　
浅
野
熊
次
郎

７　
　
（
正
面
）
献

　
（
左
面
）
丸
城
久
吉

　
（
右
面
）
な
し

　
（
裏
面
）
明
治
三
十
二
年
九
月

８　
鳥
居

　
（
正
面
）
南
山
八
幡
神
社
（
神
名
額
）

　
（
裏
面
）
な
し

９　
手
水
鉢

　
（
正
面
）
な
し

　
（
左
面
）
な
し

　
（
右
面
）
な
し

　
（
裏
面
）
な
し

10　
石
灯
籠

　
（
正
面
）
奉
寄
進

　
（
左
面
）
川
田
□
左
八

　
（
右
面
）
文
化
十
一
甲
戌
九
月
吉
日

　
（
裏
面
）
な
し

11　
石
灯
籠

　
（
正
面
）
奉
献

　
（
左
面
）
高
山
敏
雄

　
　
　
　
　

 　
富
士
夫

　
　
　
　
　
　

 

雄
輔

　
（
右
面
）
平
成
十
七
年
十
一
月
吉
日

　
（
裏
面
）
な
し

12　
石
灯
籠

　
（
正
面
）
奉
献

　
（
左
面
）
平
成
十
七
年
十
一
月
吉
日

　
（
右
面
）
高
山
石
材
店

　
（
裏
面
）
な
し

13　
石
灯
籠

　
（
正
面
）
御
神
燈

　
（
左
面
）
な
し

　
（
右
面
）
天
保
二
卯
年
九
月
吉
日

　
（
裏
面
）
靏
間
浦　
嘉
八

　
【
備
考
】 

立
間
以
外
の
奉
納
者　

牛
鬼
を
出
す
鶴
間
か
ら
の

奉
納
。

14　
石
灯
籠

　
（
正
面
）
奉
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（
左
面
）
な
し

　
（
右
面
）
本
け
つ
や　
忠
兵
衛　

　
（
裏
面
）
な
し

【
備
考
】 
魚
棚
一
丁
目
の
法
華
津
屋
（
吉
田
藩
御
用
商
人
）
の

奉
納
。
立
間
で
は
な
く
練
車
を
出
す
町
方
か
ら
の
奉

納
。
13
（
鶴
間
、
一
八
三
一
年
）、
14
（
魚
棚
一
丁

目
）、
19
―
２
（
本
町
一
丁
目
、
一
九
一
一
年
）、
33

（
本
町
一
丁
目
、
一
七
七
二
年
）
か
ら
八
幡
神
社
の
信

仰
が
江
戸
時
代
か
ら
祭
礼
の
練
り
に
関
す
る
地
区
に

広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

15　
玉
垣

　
銘
な
し

16　
玉
垣

　
銘
な
し

17　
高
灯
籠

　
銘
な
し

18　
陶
製
狛
犬

　
銘
な
し

19
―
１　
陶
製
狛
犬

　
銘
な
し

19
―
２　
奉
納
碑
（
陶
製
狛
犬
）

　
（
正
面
）
本
壹　
宮
本
萬
□

　
（
左
面
）
な
し

　
（
右
面
）
建
設　
明
治
四
拾
四
年
一
月
十
五
日

　
（
裏
面
）
な
し

20　
手
水
鉢

　
（
正
面
）
奉
献

　
　
文
化
十
癸
酉
歳
九
月
吉
日

　
　
願
主　
西
村
氏

　
　
　
　
　
当
村
若
者
中

　
（
左
面
）
な
し

　
（
右
面
）
な
し

　
（
裏
面
）
な
し

21　
手
水
鉢

　
（
正
面
）
□
□

　
（
左
面
）　
天
明
年
中

 

　
相
続
当
時
守
講
人
数

 

　
貝
塚
萬
右
衛
門
顕
定

 
　
清
家
順
右
衛
門
信
道

 
　
大
塚
忠
治
徳
知

　
（
右
面
）　
安
政
五
午
年
六
月
吉
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
中

　
（
裏
面
）　
清
家
勘
治
定
道

　
　
　
　
　
奥
山
甚
太
夫
□
□

　
　
　
　
　
兵
頭
三
治
正
久

　
　
　
　
　
角
田
重
蔵
直
主

　
　
　
　
　
右
一
和
講
献
之

　
　
　
　
　
村
田
勇
蔵

　
　
　
　
　
薬
師
寺
重
内

　
　
　
　
　
清
家
傳
右
衛
門

　
　
　
　
　
右
文
政
五
中
追
加
入
記
之

　
　
　
　
　
埜
村
屋　
源
之
進
作

22　
焼
却
窯

　
銘
な
し　

23　
石
灯
籠

　
銘
な
し　

　
※
た
だ
し
形
状
よ
り
製
作
年
代
は
江
戸
時
代
中
期
。

24　
石
灯
籠

　
銘
な
し

　
※
た
だ
し
形
状
よ
り
製
作
年
代
は
江
戸
時
代
中
期
。

25　
玉
垣

　
銘
な
し

　
※
石
工
の
遊
び
か
、
紅
葉
、
蜻
蛉
の
レ
リ
ー
フ
あ
り
。

26　
玉
垣

　
（
正
面
）
な
し

　
（
左
面
）
な
し

　
（
右
面
）
な
し

　
（
左
面
）
明
治
二
十
年
九
月
十
五
日

　
※
石
工
の
遊
び
か
、
蟹
の
レ
リ
ー
フ
あ
り
。

27　
狛
犬

　
銘
な
し　

　
※
た
だ
し
、
形
状
よ
り
製
作
年
代
は
江
戸
時
代
後
期
。

28
　
銘
な
し　

　
※
た
だ
し
、
形
状
よ
り
製
作
年
代
は
江
戸
時
代
後
期
。
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29　
石
灯
籠
（
丸
柱
）

　
奉
納　
大
世
話
番　
河
野
幸
男

　
　
　
　
総
代　
　
　
赤
松
修
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
森
正
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
崎
恭
晴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
川
能
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
家
恒
彦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
村
蔵
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
野
昌
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
辺　
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
田
守
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
勢
居
良
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
澤
近
善
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
川
重
信

30　
石
灯
籠
（
丸
柱
）

　
奉
納　
総
代　
　
　
岡
田　
功

　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
本
秀
男

　
区
長　
　
　
　
　
　
毛
利
信
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
内
信
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
赤
松
邦
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
山
善
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
井
保
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
田
長
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
本
岩
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
辺
利
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
毛
利
志
朗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
薬
師
寺
長
吉

31　
石
灯
籠

　
（
正
面
）
奉
納

　
（
左
面
）
御
染
屋　
萬
四
良

　
（
右
面
）
嘉
永
七
寅
八
月
吉
日

　
（
裏
面
）
な
し

32　
国
旗
掲
揚
台

　
（
正
面
）
奉
献　
瀧
谷
保
夫

　
（
左
面
）
な
し

　
（
右
面
）
な
し

　
（
裏
面
）
昭
和
四
十
五
年
十
一
月
吉
日

33　
石
灯
籠

　
（
正
面
）
御
神
燈

　
（
左
面
）
本
町
壹
町
目　
日
参
講
中

　
（
右
面
）
な
し

　
（
裏
面
）
明
和
九
壬
辰
年
十
一
月
吉
日

【
備
考
】 

明
和
９
年
は
１
７
７
２
年
。
銘
で
確
認
で
き
る
中
で

は
八
幡
神
社
境
内
で
は
最
古
。

34　
石
灯
籠

　
（
正
面
）
御
神
燈

　
（
左
面
）
な
し

　
（
右
面
）
本
町
壹
町
目　
日
参
講
中

　
（
裏
面
）
明
和
九
壬
辰
年
十
一
月
吉
日

35　
石
灯
籠

　
（
正
面
）
奉
献

　
（
左
面
）
佐
野
屋
周
次

　
（
右
面
）
慶
應
三
卯
九
月
吉
日

　
（
裏
面
）
な
し

36　
石
灯
籠

　
（
正
面
）
奉
献

　
（
左
面
）
な
し

　
（
右
面
）
和
泉
屋
松
太
郎

　
（
裏
面
）
明
治
十
二
歳
卯
五
月
吉
日

37　
奉
納
碑

　
（
正
面
）　　
平
成
十
七
年
十
一
月
吉
日

　
　
奉
献　
燈
籠
改
修
工
事

　
　
　
　
　
高
山
石
材
店

　
（
左
面
）
な
し

　
（
右
面
）
な
し

　
（
裏
面
）
な
し

38　
石
灯
籠
（
丸
柱
）

　
　
　
　
昭
和
六
十
二
年
八
月
吉
日

　
奉
納　
薬
師
寺
直
太
郎

　
　
　
　
宮
本
喜
三
郎

　
　
　
　
二
宮　
正

　
　
　
　
松　
　
寛

　
　
　
　
河
野
幸
男

　
　
　
　
丸
山
道
則

　
　
　
　
児
玉
幸
一
郎

　
　
　
　
武
田
広
勝

　
　
　
　
松
野
光
弘

　
　
　
　
薬
師
寺
謙
次
郎

　
　
　
　
清
家　
静

39　
石
灯
籠
（
丸
柱
）
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奉
納　
宮
司　
渡
部　
正

　
昭
和
六
十
二
年
六
月
吉
日

40　
奉
納
碑

　
（
正
面
）　　
平
成
十
七
年
十
一
月
吉
日

　
　
　
　
　
奉
献　
女
坂
舗
装
拡
張
工
事

　
　
　
　
　
　
　
宮
司　
渡
部　
正

　
（
左
面
）
な
し

　
（
右
面
）
な
し

　
（
裏
面
）
な
し

41　
玉
垣

　
銘
な
し

42　
玉
垣

　
玉
垣
補
修
工
事　
平
成
十
六
年
二
月

43　
石
灯
籠

　
奉
納　
祢
宜　
山
本
信
成

　
昭
和
六
十
二
年
八
月
吉
日

44　
石
灯
籠

　
奉
納　
宮
司　
山
本
安
麿

　
昭
和
六
十
一
年
五
月
吉
日

45　
注
連
柱

　
（
正
面
）
皇
国
大
典

　
（
左
面
）
な
し

　
（
右
面
）
な
し

　
（
裏
面
）
明
治
二
十
年
十
月
廿
四
日

46　
注
連
柱

　
（
正
面
）
崇
重
神
祇

　
（
左
面
）
な
し

　
（
右
面
）
山
本
武
平
献
之

　
（
裏
面
）
石
工　
三
瀬
庄
太
郎

47　
奉
納
碑
（
吉
田
風
物
画
帖
）

　
（
正
面
）
奉
納
（
画
）
八
幡
神
社

　
　
　
　
　
社
頭
の
篝
火
の
や
ふ
に

　
　
　
　
　
　
新
年
の
心
は
燃
え
て

　
　
　
　
　
鳥
居
の
注
連
の
そ
よ
ぎ
に

　
　
　
　
　
　
新
春
の
心
を
そ
よ
が
せ
て

　
　
　
　
　
石
梯
を
の
ぼ
る

　
　
　
　
　
拝
殿
の
太
鼓
は

　
　
　
　
　
お
ほ
ら
か
に

　
　
　
　
　
　
森
の
く
ま
ぐ
ま
に
谺
し
て

　
　
　
　
　
　
反
れ
ば

　
　
　
　
　
松
の
秀
峰
か
ら

　
　
　
　
　
　
神
苑
こ
め
て
の

　
　
　
　
　
　
天
地
の
白
は

　
　
　
　
　
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
て

　
　
　
　
　
白
き
木
像
の
木
馬
は

　
　
　
　
　
　
い
な
な
き

　
　
　
　
　
新
ら
し
き
陽
の
一
す
ぢ
へ

　
　
　
　
　
　
い
ら
か
の
鳩
は

　
　
　
　
　
　
翔
け
り
の
ぼ
り
て

　
　
　
　
　
梢
の
雪
を
撒
く

　
　
　
　
　
小
林
朝
治
著　
吉
田
風
物
画
帖

　
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
吉
日

　
　
　
　
　
尾
崎
石
材　
伊
尾
喜
利
雄
建
立

　
（
左
面
）
な
し

　
（
右
面
）
な
し

　
（
裏
面
）
平
成
十
五
年
度
氏
子
総
代

　
　
　
　
　
会
長　
松
本
泰
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
土
居
利
文

　
　
　
　
　
　
　
　
河
野
武
敏

　
　
　
　
　
　
　
　
西
山
忠
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
影
山
豊
寿

　
　
　
　
　
　
　
　
土
居　
司

　
　
　
　
　
　
　
　
赤
松
貞
昭

　
　
　
　
　
　
　
　
福
井
直
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
古
田
全
良

　
　
　
　
　
　
　
　
伊
尾
喜
貞
之

48　
狛
犬

　
（
正
面
）
奉
寄
進

　
（
左
面
）
な
し

　
（
右
面
）
な
し

　
（
裏
面
）
惣
中

49　
狛
犬

　
（
正
面
）
奉
寄
進

　
（
左
面
）
な
し

　
（
右
面
）
な
し

　
（
裏
面
）
惣
中

50　
石
灯
籠
（
丸
柱
）

　
吉
田
藩
大
参
事
飯
淵
貞
幹

　
明
治
四
年
辛
未
正
月
吉
旦
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51　
石
灯
籠
（
丸
柱
）

　
吉
田
藩
大
参
事
飯
淵
貞
幹

　
明
治
四
年
辛
未
正
月
吉
旦

52　
石
灯
籠
（
丸
柱
）

　
奉
献　
□
□
正
□

53　
石
灯
籠
（
本
殿
前
に
て
調
査
で
き
ず
）

　
（
正
面
）
常
夜
燈

　
（
左
面
）
確
認
で
き
ず

　
（
右
面
）
確
認
で
き
ず

　
（
裏
面
）
蒋
淵
浦　
惣
□
□

54
の
１　
石
灯
籠
（
本
殿
前
に
て
調
査
で
き
ず
）

　
（
正
面
）
常
夜
燈

　
（
左
面
）
確
認
で
き
ず

　
（
右
面
）
確
認
で
き
ず

　
（
裏
面
）
蒋
淵
浦　
□
□
□

54
の
２　
手
水
鉢
（
本
殿
前
に
て
調
査
で
き
ず
）

55　
石
灯
籠

　
（
正
面
）　　
願
主　
大
坂
屋
源
兵
衛

　
奉
献　
御
宝
前

　
　
安
永
六
年
丁
酉
九
月
吉
日

　
【
備
考
】
安
永
六
年
は
、
年
。

56　
石
灯
籠

　
（
正
面
）
奉
献

　
（
左
面
）
平
成
十
七
年
十
一
月
吉
日

　
（
右
面
）
高
山
石
材
店

　
（
裏
面
）
な
し

写真 02写真 04写真 06

写真 01写真 03写真 05
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写真 11

写真 12

写真 10写真 14写真 18

写真 09

写真 13写真 17

写真 08写真 16

写真 07写真 15
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写真 21

写真 23

写真 25写真 29

写真 20

写真 24写真 28

写真 19-2写真 27

写真 19-1写真 22写真 26
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写真 35

写真 33写真 37写真 43

写真 32写真 36写真 40

写真 31写真 39

写真 30写真 34写真 38
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写真 56

写真 47写真 51写真 55

写真 46写真 50写真 54 写真 45

写真 49写真 53 写真 44

写真 48写真 52
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番号 ⾼さ 奥 幅 備考 番号 ⾼さ 奥 幅
1 150 15 19.2 29 1990 56 65

2 100 25 29.7 30 1990 56 65

3 74 33.2 54.0 31 261 1265 1265

4 151 15 18.5 32 82.6 13.0 19.0

5 451 80 63 33 145.0 462 486

6 240 127.5 94.5 34 144.0 488 450

7 240 127.5 94.5 35 265 139.0 141.0

8 435 480 30 36 173 1445 1415

9 137 87 80 37 1160 303 692

10 187 70 76 38 2020 565 660

11 160 58.7 58.3 39 2020 565 660

12 160 58.7 58.3 40 1160 302 605

13 140 47.5 46 41 - - -

14 152 53 54 42 - - -

15 105.5 - 394.5 親柱30.5 43 2060 573 645

16 106 - 563.7 親柱30.5 44 2070 58.0 645

17 90 255.0 251 45 4185 800 833

18 205 190 133 46 4230 78.0 900

19-1 205 190 168 47 129.0 690 1392

19-2 62 13 15 48 1620 730 1040

20 52 74 144 49 1560 723 1046

21 59.3 63 126.5 50 1960 780 690

22 116 125 126.5 51 2010 800 700

23 210 82 71 52 1555 432 445

24 220 82 71 53 - - -

25 105.5 18 195 54 - - -

26 105.5 18 195 55 1600 450 450

27 91 38 65.9 56 1440 553 550

28 89.5 38 66 単位：㎝

表 01　八幡神社　金石資料　一覧表
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No. 地区 年月日 記事内容

1 □ M30.10.2
喜多郡大洲町外十七ヶ村の氏神である八幡宮の大祭（26日）は、天候がおもわしくなかったため、演劇観世物、
飲食店は人が少なかった。

2 □ M31.10.20 大洲町八幡宮の祭礼（15日）は、農家の豊年の見込みも立って、近年にない人出となる。

3 ○ Ｍ 31.10.22 宇和島の宇和津彦神社の祭礼（23日）を前に、商店は好景気となっている。

4 ○ Ｍ 31.10.25
宇和島の宇和津彦神社の祭礼（22、23日）は、車、四つ太鼓などの種々の造り物が出て、本町裡町筋は見物人
で満たされる。

5 ○ Ｍ 32.10.15
宇和島の宇和津彦神社の大祭は、12日に宵宮、13日に、山車、四つ太鼓、牛鬼、荒獅子、川船などの練り物
が本町一丁目から五丁目まで下り、裏町五丁目から一丁目まで上る。

6 □ M32.10.15 東宇和郡野村の三島神社の秋祭り（9日）は晴天にも恵まれ、人出が多い。

7 ○ Ｍ 32.10.17 宇和島の宇和津彦神社の祭礼（13日）で、丸穂の牛鬼と裡町の牛鬼が衝突する。

8 □ M32.10.19 東宇和郡上宇和町の春日神社の秋祭りは 14日に執行され賑わう。

9 ★ Ｍ 32.10.22
吉田町の八幡神社の秋祭り（15日）は、牛鬼、四つ太鼓などが出る。当日は晴天であったため、三間地方から
の人出も多い。

10 ○ M34.10.23
宇和島町の宇和津彦神社の祭礼（19日）は、好天気であり、牛鬼、四つ太鼓、練り車、鹿の子、槍などが列を正し、
大工町から繰り出し、本町一丁目から五丁目まで下り、裏町五丁目から一丁目まで上る。

11 ★ M34.10.31 北宇和郡吉田町の八幡神社の大祭（26日）は、太鼓、ねり車、牛鬼などが繰り出し、宇和島から出かける者も多い。

12 ★ M35.10.17
吉田町の秋祭りは、旧９月 15日であるが、県令第 33号により延期となったため、商業に影響少なからず、一
日も早い執行を望んでいる。

13 ○ M35.11.11
宇和島町の宇和津彦神社の秋祭り（28日）は、好天気で、延期になっていたにもかかわらず、人出多く、四つ太鼓、
練車、牛鬼、槍振、鹿の子などが大工町から繰り出し、本町から裡町一丁目まで上る。

14 ○ M38.10.10 宇和島町の宇和津彦神社の祭礼（７日）は天候にも恵まれ盛大に行われる。

15 ★ M38.10.19 吉田の八幡神社の秋祭り（13日）で大賑わい。宇和島から臨時の蒸気船が出る。

16 □ M39.10.10 大洲地方の祭礼が近づき各戸繁忙を極めている。

17 □ M39.10.11
西宇和郡八幡浜町の八幡神社の秋祭り（５、６日）では、渡海船で港は充満する。６日の夕刻は西風が強く、
渡海船が出港できなかったため、大黒座に集まる者で好況を呈する。

18 ○ M40.10.4
北宇和郡八幡村の八幡神社の祭礼は、６日に実施予定であり、神輿の渡御や練り物があるので、天候が良けれ
ば賑わうと思われる。

19 ○ M40.10.10
北宇和郡来村の三島神社の秋祭り（12日、13日）では、同村と宇和島町南部に練り物があり、甚だ賑わうと
思われる。

20 ○ M40.10.17
宇和島町の宇和津彦神社の秋祭りは、28、29日であるが、当日には知事あるいは知事代理が参拝し、町立学校
は休業して参拝する。また、奉納戦利品の陳列もある。

21 ★ M40.10.25
北宇和郡吉田町の八幡神社の祭礼（21日）では、練り物が９台が御殿前に集まり、町内を巡町したが、中でも
牛鬼の荒廻る様は壮観であった。人出は多く、宇和島吉田間の蒸気船、馬車共満員であった。

22 ○ M40.11.2 宇和島町の宇和津彦神社の祭礼（28、29日）では、練り物が本町裡町筋を練り歩いたが、人出はいたって少ない。

23 □ M41.10.3
東宇和郡多田村八幡神社の祭礼（28日）で、神輿の渡御、四つ太鼓、牛鬼、舞鹿などの供奉が町内に満ちる。歌舞伎、
芝居、相撲の余興は雨のため中止となる。

24 ○ M41.10.10
北宇和郡八幡村八幡神社大祭（26日）は、旧藩時代の五社の一社であるため荘厳な祭礼であり、須賀通の料理
屋は殊の外賑わう。

25 ○ M41.10.20
北宇和郡来村の三島神社大祭（14日）は、神輿が祝の森の離宮に向かって渡御し、鉄砲行列、大江山、牛鬼等
の練り物で賑わう。

26 □ M41.10.21 西宇和郡神山村の秋祭りは、赤痢流行のため延期していたが、19日に実施され、神輿の渡御や練り物で賑わう。

■『海南新聞』に見る愛媛県南予地区の秋祭の記事（★吉田・○宇和島・□南予）
『愛媛まつり紀行』（2000 年・愛媛県歴史文化博物館）より抜粋
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No. 地区 年月日 記事内容

27 ○ M41.10.31
宇和島町及び丸穂村の氏神である宇和津彦神社の大祭（28、29日）は、28日に小学校生徒が参詣し、宵宮は
大勢の参詣人で賑わう。

28 ○ M42.10.31 宇和島町の宇和津彦神社の宵宮（28日）で、神楽が行われ、参詣者多く露店も賑わう。

29 ★ M42.10.31 北宇和郡立間村の八幡神社の祭礼（27日）は参詣者多く賑わう。

30 ○ M42.11.2
宇和島町の宇和津彦神社の祭礼（29日）で、神輿が横新町吉原浜の離宮に向かって渡御をなし、離宮では神楽
が行われる。

31 □ M43.10.5 大洲八幡宮の秋祭りは、１日が雨で流れたが、２日は好天気で人出も多く賑わう。

32 ○ M43.10.22 北宇和郡三島村の三島神社の大祭（16日）では、各地区より練り物が出る。

33 ○ M43.10.22 北宇和郡愛治村の秋祭りは 23、24日に行われるが、神楽を催すため、目下練習中である。

34 □ M44.10.7
喜多郡大洲町の八幡神社、太郎宮神社の秋祭りは、１日より５日まで行われ、牛馬市場の開設もあったが、初
日より雨天がちであったため人出も少ない。

35 □ M44.10.12 西宇和郡喜木津の八坂神社の大祭（７、８、９日）は、鹿踊りや角力などがあり盛大に行われる。

36 □ M44.10.12 喜多郡滝川村の貴船神社の祭礼は 21、22日、長尾神社の祭礼は 22、23日に行われることが確定する。

37 □ M44.10.24
南宇和郡西外海町村の福浦の若宮神社の秋祭りは 18日に行われたが、福浦地区と大鳴川地区は漁業上のことか
ら常に反目しており、太鼓櫓のつぶし合いをして負傷者をだす。

38 □ T1.10.4
長浜町の秋祭りは９月 14、15、16 日であるが、今年は御大喪であるため、10月９、10、11日に行われる。
町内有志は地方の発展を計るため、露店の場所の貸与料を半価にしたため、興行者が早くも場所取りをしている。

39 □ T1.10.9
南宇和郡の秋祭りは、期日を異にし、物品の贈応等が甚しいが、今年からは郡内同一日に決定し、11月 3日と
定める。

40 □ T2.10.8
三崎半島の秋祭りは、６日の神松名村大字明神を最初に順次挙行されるが、三崎鎮座の八幡神社は同地方の大
祭であり、見世物、軽業などの興行物も多い。

41 ○★ T2.10.13 北宇和郡の祭礼日程。

42 □ T2.10.19
喜多郡長浜町の住吉神社の秋祭り（15日）は、平穏無事に宮入りする。払暁より雨がやんだため、人出が多く、
余興には飛び入り勝手の素人相撲などがあって賑わう。

43 ★ T2.10.19
北宇和郡吉田町の八幡神社の秋祭り（15日）で、種々の練り物は市中を練り回り、神輿は喜佐方村の本殿を発し、
吉田浜の御旅所に渡御した。近頃になき盛況となる。

44 □ T3.10.3
喜多郡大洲町の八幡神社と大洲神社の秋祭りは１日から５日間執行されるが、30日より雨となり、肱川は増水
し、河原に建てられた見世物小屋、露店は水中に没する。

45 □ T3.10.4
喜多郡大洲町の大祭は、１日午前十時になって天候も回復し、午後からは人出も多くなる。八幡神社の神輿渡
御も古式に則り荘厳に行われる。２日目には闘牛大会がある。４日目は大洲神社で初の神輿の渡御が行われる。

46 □ T3.10.15
東宇和郡横林村の客神社（柳の郷社）の大祭（９日）は、神輿三体に各種の練り道具、牛鬼、神馬、舞鹿、獅子、
猿等の行列が従う。

47 □ T3.10.16 久万郷、東宇和郡東部の祭礼日程。

48 □ T3.11.8
南宇和郡の大祭は、明治 45年に篠田前郡長が一郡一祭として毎年 11月３日となる。城辺村の諏訪神社では、
牛鬼の鉢合わせが行われ、長野組と下組があたかも闘牛の格闘の大激戦を演じる。

49 □ T4.10.1 東宇和郡東多田の八幡神社の秋祭り（28日）で、町内は活動写真その他の興行で賑わう。

50 □ T4.10.6
喜多郡大洲久米村の八幡神社の秋祭り（１、２、３日）で、１日は神輿三体が渡御し、二万人の人出となる。
興行物では女相撲が大入りとなる。

51 ★ T4.10.16
北宇和郡吉田町の秋祭りは 15日に行われたが、牛鬼は昨秋以来同地有志の仲間で後援会を組織し大いに奨励す
ることとなったため、今年からは一層その武者振りを発揮する。

52 □ T4.11.7
南宇和郡城辺村の諏訪神社の秋祭り（３日）では、神輿渡御にあたり、南郡元祖というべき長野地区の牛鬼、
下地区の牛鬼、中地区の小牛太鼓台三組、山車三体には各料理店の芸者を乗せて三味、太鼓で勇ましく、最後
に馬練十数頭が往古の軍馬の如く馬具を飾りたてて渡御する。
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53 □ T5.10.3 大洲の八幡神社の大祭（１日）は予定通り行われる。生糸の高騰と農作物の豊穣により人出も多く盛況となる。

54 □ T5.10.16

三崎半島地方はコレラの発生がないため、7、8日に神松名村大字松、８、９日に三崎村大字三崎、９、10日
に神松名村大字二名津が秋祭りを実行する。宇摩郡川之江町の八幡神社は、秋祭りを延期中のところ、30日に
実行することを決定する。東宇和郡野村の秋祭りは、コレラの流行のため、17、18日に延期中のところ、再延
期となる。西宇和郡三机村の秋祭りは、14、15日に実行予定のところ、コレラの流行のため、延期となる。

55 ○ T6.10.12 宇和島地方祭は、６、７日の八幡神社を第一に執行される。

56 □ T6.10.12 喜多郡の祭礼は、１日の大洲祭りを始めとして、15日頃最も多く施行される。

57 □ T6.10.19
西宇和郡八幡浜町の八幡神社の千二百年式年祭（15～ 24日）において、市中一般は軒下に七五三縄を引き回し、
紅葉の造花を吊している。予想以上の人出で賑わう。

58 ○ T6.11.19
宇和島の鶴島神社の大祭（15日）で、牛鬼、四つ太鼓、七本槍、鹿の子、荒獅子、花車等が出る。また、余興
として武士の仮装行列が行われ、士族の遺物の甲冑を身につけた青年数十名が神輿に従う。

59 □ T7.10.14
喜多郡内子町の秋祭り（12日）は、三島、八幡、天神、金毘羅の四社が宮出しをしたが、鉢合わせもなく順次
宮入りする。

60 ○ T8.10.30
宇和島町の宇和津彦神社の大祭（29日）で、四つ太鼓、牛鬼などが練り歩く。また、融通座で日活の活写、共
楽座で喜劇が行われる。

61 ○ T8.11.11
宇和島町の鶴島神社は 14日に宵祭、15日に大祭が行われ、多数の練り物が出て、奉納相撲などの催し物が行
われる予定である。

62 ○ T8.11.19
宇和島町の鶴島神社の祭礼（15、16日）で、四つ太鼓、牛鬼、槍振りなどの練り物が町内を巡町し、近来希有
のお祭り気分に氏子は日の傾くを知らず。

63 ○ T10.11.13 宇和島の鶴島神社の大祭（14、15日）で、奉納相撲を予定。

64 □ T11.10.5
大洲の八幡神社の祭礼（１日）は、多くの人出で賑わう。興行物では曲馬団の観覧席が崩れ軽傷者数名を出す。
矢野動物園には祭の前日に八千人もの観覧者が入る。

65 □ T11.10.15 喜多郡内子町の祭礼（12日）は、好天気で、神輿渡御見物の人出で一時大雑踏を極める。

66 □ T11.10.20 東宇和郡多田村の八幡神社の祭礼（16日）は、天候も回復し、神輿の渡御も無事終了する。

67 □ T11.10.22 八幡浜町ならびに近村矢野崎の大祭（18、19日）は、近郷よりの人出多く、各種興行物も賑わう。

68 ★ T11.11.8 北宇和郡吉田町の八幡神社の大祭（５日）は、天候にも恵まれ、多くの人出で賑わう。

69 ○ T13.10.17 宇和島市の八幡神社の秋祭り（16日）で、伊吹町の青年団が大乱闘をおこす。

70 □ T13.10.19
東宇和郡多田村の八幡神社の大祭（15日）では、御旅所で相撲が行われ、四つ太鼓や牛鬼が慎重に御供をなし、
無事終了する。

71 ○ T14.11.11 宇和島市の鶴島神社は、14、15、16 日に、奉祀十周年大祭を施行の予定。

72 ○ T14.11.14 宇和島市の鶴島神社の十周年大祭は、追手通、袋町、竪新町にイルミネーションを施し、一大不夜城を呈する。

73 ★ T15.10.21 北宇和郡自治会は秋祭りについて協議し、祭り客への接待を廃止することを決定する。

74 □ S5.10.3 喜多郡大洲町の八幡神社の大祭（１日）が盛大に行われる。

75 ○ S5.10.30 宇和島市の宇和津彦神社の祭礼（28日）にて、八ツ鹿、山車、牛鬼の練り物が繰り出して賑わう。

76 □ S6.10.1 喜多郡大洲の八幡神社の秋祭り（１、２、３日）は、牛馬市や各種の興行が行われる。

77 □ S6.10.7 喜多郡大洲村の各神社の秋祭り日程。

78 □ S7.10.19

東宇和郡宇和町の三島神社の秋祭りの渡御行列に、稲生の牛鬼、下川の大幟、明間の鉄砲が参加しているにも
かかわらず、三百年の歴史をもつ皆田の五つ鹿が両三年にわたって参加を拒否しているのは、昭和 2年の水利
問題に端を発し、卯之町下之町の四つ太鼓との逆恨みの鉢合わせからであるが、今年は参加することとなり、
荘厳な渡御が行われる。

79 □ S7.10.23
大洲町の八幡神社の祭礼は、今年から 11月２日に変更されたが、大洲商工会はこのことを一般大衆に周知する
ため、参詣する人に福袋を用意している。特等は金の恵比須大黒などとなっている。

80 □ S7.10.25
宇和町の三島神社の秋祭り（21、22、23 日）は、沿道に数万人の群衆が集まり、一時は身動きもできないほ
どの雑踏を呈し、空前の大賑わいとなる。
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81 □ S8.10.23
東宇和郡三島神社の秋祭り（22日）は県社昇格を前に行われ、稲生の牛鬼、下之町の四つ太鼓、明石、皆田の
八ツ鹿、本町の船車の大練り行列が行われる。また各種興行も人気をはくす。

82 ○ S9.10.6 宇和島の祭日決定する。

83 □ S9.11.5 大洲町の八幡神社の祭礼で、余興として相撲が行われ盛況をはくする。

84 □ S11.10.8
宇和郷の秋祭りは、多田村の八幡神社（15日）を皮切りに始まる。今年は繭の高値と稲の豊作で、農家も好景
気である。

85 □ S11.10.27 喜多郡上須戎村の天満宮の秋祭りは、豊年であったため大賑わいとなる。

86 □ S11.10.31 大洲町の八幡神社の秋祭り（１、２、３日）で、動物園や売店など興行物が大人気となる。

87 □ S12.10.8 八幡浜市内の各神社の祭日。

88 □ S12.10.22 宇和郷の三島神社の秋祭り（21、22日）で、武運長久の祈願の後、山車、屋台船車、四つ太鼓、五つ鹿が繰り出す。

89 □ S13.10.22 東宇和郡宇和平坦部町村の呼び物となっている三島神社の大祭（22、23日）は、牛鬼、四つ太鼓などで賑わう。

90 □ S13.11.2 喜多郡大洲町の八幡神社の祭礼（１、２、３日）は２日に古典的神事で関西一の神輿行列が行われる。

91 ○ S14.10.12
宇和島市の宇和津彦神社の大祭は、防（空カ）演習とかち合うため 11月８、９日に延期となる。また八幡神社
は 11月３日に延期したが、市内の神社も同日に延期し、戦時下の明治節を盛大に意義づけようと協議中である。

92 ○★ S15.10.5 北宇和自治会は祭り客の招待を自粛することを決定する。

93 ○★ S15.10.19 南予地方の秋祭りは、接待を差し控え、神事に重きをおいた銃後の秋祭りとなる。

94 □ S15.10.21
東宇和郡下宇和村皆田の新田神社で、供物中に一千円の現金があり、これを五十ヶ年積み立て、神社の資金と
する。

95 □ S16.10.24 宇和郷三島神社の大祭は、牛鬼と大四つ太鼓の鉢合わせが人気をよぶ。

96 ○ S17.10.13
宇和島地方の秋祭りは 13日の北宇和郡清満村の三島神社をトップに厳粛に盛大に行われる。三島神社の祭礼で
は、牛鬼、四つ太鼓、獅子舞などの南予独特の練り物が繰り出る。

97 ○ S17.10.15
宇和島市の祭礼は 15日の本九島住吉神社をトップに、最後は三島神社の 11月 15日である。各神社とも南予
独特の練りが出されるが、特に目立つのはヨイヤツサ（四つ太鼓）であり、宇和島の豪者連が数千円を出して
作り上げた横新町の四つ太鼓は実に華麗である。

98 □ S17.10.21 八幡浜市の八幡神社の祭礼（18、19日）は、３台の神輿に稚児衆や牛鬼が加わって行われる。

99 □ S17.10.21 喜多郡出海村でも祭礼（18、19日）が行われる。

100 ○★ S18.11.6
北宇和郡吉田町八幡神社の祭礼（15日）で、牛鬼や八つ鹿が練りだし賑わう。15日には宇和島鶴島神社の祭
礼で八つ鹿、牛鬼、七本槍などが出て賑わう。
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1 T5.9.25 22 ホタに關

する訓示
此程町役塲よりホタに關する訓示を發せる□□は古來吉田祭の名物として健壯なりしホタ
が近年著しく其風を失ひ第一惡魔拂の面相を有すべきものが長頭の出來損ひの如きものと
化し或は白衣の淸浄なりし裝が淫褻なる女裝をなすものありて兎角婦女子に惡戯をなすを
以て目的とするの風あるより町當局にありては一面神事の古雅を尊びかた〲惡風を一掃せ
んとの目的にて警察とも恊議の上右の通知を發したるものなれば各個にありても其心ある
べきなり

2 T5.9.25 22 祭禮延期
説

未だ決定には至らざるも來る十五日の吉田祭は此模様にては一ヶ月斗の延期を見るに至る
べしと

3 T5.10.25 23 吉田祭無
期延期

虎疫流行の爲め一時期延期して十一月九、十日に施行すべく氏子惣代會にて内決し其筋へ
願ひ出たるも惡疫猶ほ熄ざるものあり且つ大洲其他にてお祭施行によりて新患者を出した
るもの其例多きにより其筋よりの注意により遂に無期延期に決したり而して祭禮の延期は
□に當町のみならず郡内殆んど全部同様の有様なれば毎年お祭を掻入時と樂みたる商家の
打撃甚しきものあり聞く處によれば春來世間一帶に金廻りの善き折からなれば呉服屋の如
きは割合に賣行よかりしも全く當はずれなるは袋町筋の蒲鉾屋にて儲け損ひの額少からず
是で若し罐詰でもなかりしには其損害恐るべきものなるべしと

4 T5.10.25 23 ホタとい
ふ名の新
説

吉田祭の名物を「ホタ」といふ宇和島にては之を「カブ」といふ此名稱の起源に就て豊田
房吉氏は面白き新説をなせり曰く「ホタ」とは其始め「牡丹獅子』と呼び『カブ』とは『花
舞獅子』と稱へしものを畧してかく稱へしものなるべしと葢し『牡丹」は國字にては濁點
なく「ホタン」と記したるものなれば文字通りの淸音にて頭音二ツを取りて「ホタ」と轉
化せしものなるべしと近時の「糞ボタ』の荒がましく賤しきにも不似優美なる起源を有す
るものかな

5 T5.10.25 23 葭田のこ
のころ（十
音）

〇ホタの紙切りてきほへる兒等の皆牛鬼祭待ちわびてあり

6 T5.11.25 24 お祭尊重
論

例祭日を變
更せよ

お祭の由來や故事は知らずとも兎に角お祭が吾地方年中行事中の最も重要なるものなるは
何人も之を否むものあらざるべく彼の『正月まで」「盆まで」といふが如く『お祭まで』と
呼びて地方人活動の一期節となれるを見ても如何にお祭が地方人に重大の關係を有せるか
を知るべきなり　然るに世人□もすればお祭を以て無益の飲食と心得只一部の商人が商
工繁榮の具として尊重する外は古來の習慣上無意味に之を繰り返すに過ぎざるものゝ如し　
官憲に於ても嘗てはお祭を輕視し儉約主義を振廻して分立せるお祭を合併しお祭縮少の方
針に出でたることすらありき而して其弊は遂に神社を輕んずるの風となり當時由緒ある神
社の統一なる名稱の許に打毀れて合祀となり以來壯厳なりし社境が芋畠、桑畑と化したる
もの枚擧に遑あらず。お祭は是れ等官民の見るが如く果して淺薄無意味のものなりや吾人
は決して與せざるなり　而して一時右の如くなりし官憲も漸く□非を覺りたるものゝ如く
近時指令を發して各神社の祭典を厳粛にし小學生徒をして神前に列せしむるまでの方法を
講じ以て敬神の思想を養成せんとするは聊か我國体を解せるものにして遅蒔ながら吾人の
賛成する所なり　然りと雖も敬神の□たる吾等生れながらの性分ともいふべく假ひ官憲の
力を以て神社を毀ちたりとて或は□て祭典嚴粛の訓令を發したりとて決して俄に其根底を
動かし得べきものにあらざるなり故に之を奬推するに當りても徒に乾燥無味なる祭式を嚴
にせしのみにて事終れりとなさば大なる誤なるべし必ずや敬神の念は導きて國民日常の生
活と一致し常に道念となりて流動するにあらざれば神徳も遂に現るゝことなく敬神も其甲
斐あらざるべきなり　お祭は實に通俗なる敎導者にして神と人との間に介在し神徳を具体
化して日常生活と合せしむる最大の機關なり（玆に吾人のいふお祭は祭式又は祭典のみ指
せるに非ずしてお邌、御馳走、酒肴、裝飾、餘興、興行物、賣店、催し等有らゆる一殿附
随分を網羅せる賑しく人出の多からんことを望む底のお祭なり）

7 T5.11.25 24 咬芋餘錄 此頃は太刀魚のシユン、芋のシユン、シユンの物は不思議に味がよくて値段が安い▲お祭
のシユンは矢張拾月じゃコレラの爲めだから仕方はないが今年の様にシユンをハズレて日
は短し客はなしハズミの惡るい事つたらない▲お祭は神様のお祭じやが矢張人間様のお祭
でつまりはお腹のお祭じやが▲タラ腹飲んで食はねば承知が出來ぬが偖てお客がないとハ
ズミが惡るくて飲む氣にも食ふ氣にもなれぬ▲今年の様に何所もカシコも一時にお祭とい
ふ騒ぎではお客が來ぬからハズマヌも無理はない▲來年こそはといふと牛鬼が笑ふかも知
れぬが今年の埋め合せにウンとハズマせたいものだ▲是まで毎年吉田祭は拾一日から一週
間つゞく五拾崎の牛市や狩濱、立間尻、知永、松丸などのお祭と衝突してお客が少ないか
ら▲序にヒナ□も二拾日から廿五日までの間の邊でやることに改めて貰ひたい▲こんな事
はお祭の來た段にいふては間に合はぬそれこそ跡の祭になるから早い様だが願つて置く▲
それにコンナ話を持ち出すのは却て今がシユンかもしれぬから…

■�吉田新報…大正初期（４年か５年１月）から昭和 16 年 10 月 25 日復刊 88 号まで月２～３
回刊行されていた。（※昭和 10 年～昭和 12 年 10 月の期間休刊）。不足号 1～ 20、62、67、
68、70、77、79、80、82、95、101、130、133、135、136、139、146、206、233、
274 ～ 315、333、370、442、459、461、476、484、506、復刊 39、復刊 61
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No. 年月日 号 記事名 小題等 記事内容
8 T5.11.25 24 吉田祭り コレラの爲め延期に延期を重ねたる吉田祭りは愈本月廿五日に行はれたり前日までは連日

小春日和打續きたるに憎くや前夜より一天かき曇りたるが愈當日に至り朝よりホロ〱雨と
なり折角のお祭も臺なしになるかと氣遣はれたるにそれも暫くにて拾時頃よりは少し日直
りの氣味にて却て照らず降らずの好都合となりし爲め先はお祭も滞りなく行はれたり當日
は農家も已に一段落なり居る事とて近郷の人出は實に夥しきものありしが宇和島邊よりの
遠方客は一向に見えぬ様なりき、お邌車鹿の子、御輿等形の如く牛鬼は今年は淺川部落の
廻りなりしといふが武者振最も勇ましきものあり口々に「今年はロー荒ばれた」と稱せり
お蔭にて虎疫の惡神も□ひ掃はれたる心地せりホタは前以てお觸のありし爲めにや反古籠
式のものは見受けざりき只服裝がメリヤスパツチシヤツといふのが上下を着けたるものに
變ぜしは時候の寒くなりし爲めの思ひ付きにや物足らず感ぜしは例年横堀堤上に小屋を並
ぶる興業物が一ツも來らざりし事にて僅に本町側の横堀に縁日商人お土産店を並べたると
二組斗のノゾキありし位なりしかば祭といつても景氣は立たず夜の九時頃には早や縁日商
人も店を片付けて平日の如く各店も大戸を卸ろしたるくらいなりき

9 T6.4.25 30 お祭無駄
話

▲安藤様のお祭に限つて小さな車を出すのはどんな理由かは知らぬがこの頃車のある町で
も車を出す代りに片輪の七福人（五福人）を出して濟ましてゐる。警護が□□（裃の旧字）
も羽織袴もなしでぽかんとしてゐるお船は形ばかりで欵乃さへも聞くことが出來ぬその代
りに家々へ入船といふては酒代をねだる ͡ とをのみ仕事としてゐる。　牛鬼は暴れ狂ふ事を
忘れて只管酒に醉ふことを心得、門並に首を差入れてはベロを出す。元來が練り歩くもの
と相場の定つたお邌がお飛脚の様である。今年は今にも雨が落ちさうな天氣であつたとは
言へ神官連は腕車の上からお邌の後をせき立てる。追々神官連のお乗物も自動車になるで
あらう。　渡御を遊ばさるゝ神輿でさへ擔夫の賽錢欲しさからともすれば其の神聖を穢さ
れんとしてゐる。ま少し祭禮は祭禮らしく一定の秩序の下に執行せられたきものである。

10 T6.4.25 30 安藤神社
春季大祭

櫻町安藤神社にては例年の通り四月拾三日拾四日の兩日間祭典を執行したり拾三日は神殿
にて莊嚴なる祭式を行ひ町長他有志の参列、學校兒童の参拜あり夜間は神殿に神樂の催あ
りて参詣非常に多かりき、拾四日は神輿渡御、邌物あり是まで宇和島と祭日の衝突を來し
不便尠なからざりしが本年よりは鶴島神社は例祭を秋期に延期したるを以て見世物、のぞ
き物賣等の小屋掛も多く櫻橋附近は中々の雜沓なりき殊に千に近い工女が一様に着飾つた
姿の到る所に見受けられしは祭の景氣を一入盛んにせり 
牛鬼も遺憾なく暴れ狂ひしも濱通長榮橋附近に到着の頃には生懀の雨となり見物も牛鬼も
愴惶として引上げたり 
夜間は丸井座に活動連鎖劇、和樂會館には東景春氏の琵琶大會あり花柳界も殆ど箱切れの
盛況なりき

11 T6.9.25 35 秋燈夜語 笠人 吉田八幡祭禮は吉田年中行事中最も歴史的價値あるもの殊に牛鬼は木村鷹太郎氏の日本太
古史に於て其大義名分を明らかにせらる牛鬼の活動振り又地方に冠たり地方人に吉田の二
字を印象せしむるもの牛鬼の活動輿りて力ありといふべく先年有志家に依り牛鬼後援會輿
る故ありといふべし裡町二丁目山車を新築し人形を修覆（ママ）したり元來裡町は他町に
比し富の程度低く爲めに日蔭物扱ひにされたる感なきにしもあらず今日此擧ある殊勝と云
ふべく又魚棚参丁目は井筒屋御老母本年恰もお年賀に相當し其記念として山車人形の修繕
方を寄附せられ遥々京都に送り全く其面目を一新せり近來稀れに聞く美談といふべし

12 T6.9.25 35 餘滴 水炎子 （省略）▲お祭が近づいた。牛鬼やホタを樂んで子供等は今から毎夜夢を見てゐる者もあら
う。かう云ふ地方特有の風習はその地方民の心性に造られた一種の寶物である吾等はこれ
を保護し保存せねばならなぬ牛鬼後援會のある所以である▲唯ホタに就は一言したい事が
ある。ホタその物は結構な物である、然しホタを用ふる人然も多くは血氣な若者等がホタ
を以て通行の婦女子に惡戯を加へる風習は誰が何と云つても八幡様のお札を持て來ても大
正の今日では許すべからざる蠻風である法律は元より禁ずる所である、ホタがどんな恐ろ
しい顔をしてゐても法律はそのためにその威力を失ふ如き事があつてはならない。昨年か
ら何とホタと稱する異形をなしたホタを用ふるを禁ぜられたのは眞に適宜な所置であるが
それに比べると是は一層大なる弊害である。ホタは保存し奬励すべし、然しその弊害は一
日も早く除かねばならない。決してホタらかして置いてはならない。保安當局者の顧慮を
求むる次第である（以降省略）

13 T6.9.25 35 俚謠集
（二）

お祭邌車各
町附歌

○よそめ（本町一丁目）よそめにも見てや忍ばん唐錦、糸のしらべや琴の音をたつ日の今
日やもろこしの吉野の花の春の巵 
○千早ふる（本町三丁目）千早ふる神代のいさを今もなほ掬みそめて知る岩淸水、流れも
絶えぬ源を幾末までもなほ仰ぐらん（此歌は近藤貢様の御作と按摩廣吉は語れり） 
○高砂や（裏町一丁目）高砂やこの浦船に帆をあげて月もろともに出しほの久しくなれぬ
住吉の變らぬ御代ぞ目出度けれ 
○たちばな（裏町二丁目）たちばなは實さへ花さへ其の名さへ岩ときは木のくすの露、流
れての名もあづ弓（ママ）やたけ心をかゞみとぞする（楠公）
○あらたまの（裏町三丁目）新玉のしきをうつすや鯛のおも鄙も都も異ならで、ゆたかの
御代ぞ幾千年かしこき君を慕ふことぶき 
○乱れ飛ぶ（魚棚一丁目）みだれ飛ぶ雲井の雁の高き名は弓矢の家に今もなほ書き殘した
るもしほ草文はむかしのみちのくの忍ぶにあまる君が代は 
○天の原（魚棚三丁目）天の原思へば變る色もなし、秋こそ月の光なれ、さゝわるものを
雲にして、こぼるゝものは露の玉ゆら（これは岩城蟾居翁作）

14 T6.10.25 36 一筆啓上 八幡祭礼は吉田商家の書き入れ時されば呉服屋は陳列棚に新柄の絢爛を競ひさては小間物
屋に色を連ねて工女達の出入織るが如く落葉深き田舎も市中何となく色めき渡り申候
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No. 年月日 号 記事名 小題等 記事内容
15 T6.10.25 36 一筆啓上 歸省中の村井保固氏には櫻町通牛鬼活動中群衆と喜びを共にせられ居り候ひしは牛鬼後援

會員の資格を發揮せられて遺憾なきもの牛鬼も其心ありてや蕭條たる秋雨にもひるまず一
しほの活動振り勇敷限りに御座候

16 T6.10.25 36 祭禮當日
「ホタ」に
關する注
意

吉田町役塲より祭禮當日「ホタ」に關し左の如き通牒を各區へ發したり 
秋季氏神祭神輿御幸ノ當日ハ俗に「ホタ」ト稱シ市中ヲ邌リ廻ハルヲ恒例トセルガ中ニハ
其形狀異様ニ□□醜猥ナルモノヲ弄シ或ハ婦女ニ變裝セルモノアリ右ハ風俗ヲ壊乱スルノ
ミナラズ祭典ノ神聖ヲ汚ス虞アルニヨリ自今如斯モノハ一切禁止セシメラレ度若シ之ニ遵
ハサルモノ或ハ公衆ヲ妨害スルモノハ警察官ニ於テ相當處分セラルヘク候間心得違ノモノ
無之様御區内一般ヘ周知方御取計相成度右及通牒候也

17 T6.10.25 36 每月見聞
綠（自九
月下旬至
拾月下旬）

十月十四日　八幡神社にて祭典執行郡役所より幣帛使下向相成る小學校兒童参拜横堀界隈には興行物の
小屋掛出來夜は軒提灯花やかに□る

18 T6.10.25 36 每月見聞
綠（自九
月下旬至
拾月下旬）

十月十五日　神輿渡御の日なり薄暗がりの中に白い尾を引くホタの群、夜も明けば邌車は順を追うて繰
り出される續いて立間尻の牛鬼も出る人出も次第に多く朝の間より櫻橋の見世物小屋では
八釜敷き囃子に客を呼ぶ三人不具、猫鼠の藝當邌車の繰出し頃に少しばかり降り出た雨が
牛鬼の横堀へ来た頃は益々繁く降り始めたり而も牛鬼はおめず臆せず例の通り暴威を逞う
す、歸省中の村井さん井上朝家等の諸氏に擁せられ雨中の牛鬼見物夕の近づくに從ひ雨勢
募れば邌車も泥濘を行き惱み興行物も漸く營業を中止する仕末往來にも人足疎らとなり例
になき淋しき雨の祭として一日を終りたり只獨り牛鬼のみ降雨と泥濘の中を厭はず濱運上
場に勇姿を現はし掉尾の奮闘を試みたり夜は丸井座に嵐雁右衛門中村政之助の歌舞伎芝居
あり相當の入を占めたり

19 T6.10.25 36 每月見聞
綠（自九
月下旬至
拾月下旬）

十月十六日　昨日の雨の代りに今日は朝よりの上天氣、近在よりの人出昨日よりも多く横堀邊の賑はた
しか豊年のお蔭なり夜は見世物も殊更はずみ芝居も大入を占めたり

20 T6.10.25 36 おまつり
所見（二
拾首）

むらさき ○學び子等狭霧の中を産土の神に詣づる行列雄々し（拾四日朝） 
○旗杭のすれ音きいとさし登る旭の足影靜に響く（仝前） 
○聳え立つ齒長□ろしにはた〱と八つの御旗の鳴り渡るなり（拾四日午） 
○張りつめに胸に波打つ産土の杜縫ひ來る太皷の響（拾四日午後） 
○不夜城と神に捧ぐる灯の街往きかふ人の影絶間なし（拾四日夜） 
○朝まだき霧に浮べる産土の杜にまたたく神の燈灯（拾五日未明参拜して） 
○鷄未だ鳴かぬ闇間をかぶつけるほたの齒音は街にあふるゝ（拾五日未明） 
○くらがりの街に雪と降りしけるほたの紙より夜は明けそむる（仝前） 
○旭影まばゆきばかり金銀に映えて射返す紅の幕（拾五日午前車を見る） 
○立ち舞へるかなし鹿の子の唄すみて煙るが如く白き雨降る（拾五日午前） 
○雨の道唄面白くなが〱と車ねりゆくはやしかなしも（拾五日正午）
○ぬかるみの中を巴に十文字に牛鬼あれて雨は土砂降る（拾五日午後）
○はやし立つる聲勇ましく降る雨をつきて神輿は渡御あらせらる（仝前）
○祭人のかさす小傘は町おゝひて茂るきのこの林なりけり（仝前）
○奏樂も客呼ぶ聲も土砂降れる雨に襲はれ人散り失せぬ（拾五日夕方の横堀）
○恨めしき昨日の雨にあきたらぬ祭の名殘戀ひて人群る（拾六日午後の横堀）
○大聲にいとも新らし猫の舞鼠のおどり見よと客呼ぶ（仝前見せ物）
○くじを引け運勢を見よ歌を買へ藥賣らんの聲耳をつく（仝前香具師の叫び）
○金物屋とほしやさては風船星あめやも人の山を築ける（仝前下横堀）
○おもしろき唄に吸はれて人群るるのぞきの灯赤く映えたる（仝夜の横堀）

21 T7.3.25 41 安 藤 神 社
祭典

△安藤神社にては舊二月十二日（陽暦三月廿四日）より向ふ四日間講社祭執行せらるゝ由
なり
△仝神社にては四月十三四日の両日春季大祭を行はるゝ筈なり（舊三月三四日）而して
十三日には供進使参向の式などある由にて尚其の夜は宵宮祭を行はるゝ由因みに『おねり』
等もある事なれば定めて賑かなるべし

22 T7.4.25 44 安藤祭り 待ちに待ちたる安藤神社春祭は舊三月の三日に相當するを以て特に賑かなるべきことゝ期
待せられたるに折り惡しく降雨ありて人出思はしからず然れ共三日は夕方に雨やみたるが
爲め多數参拜者あり夜は宵宮祭のお神樂ありて櫻町は甚だ賑やかなりき
其の翌日舊三月四日には神輿の渡御ある日にして又牛鬼の本舞臺なればどうにかして雨の
止まんことをと町民齊しく祈りたるも甲斐なく午前中は中々大降りなりしが午後稍小降と
なりたれば豫定の如く神輿の渡御あり雨中牛鬼先生ビシヤビシヤ、ブウ……を演じ中々元
氣を出してあばれ廻りお天氣の時よりは活潑に見受けられたるも見物人の少數なりしには
大にもの足らぬ感ありたり

23 T7.10.10 55 胃洞亭漫
筆

主人誌 省略）
□こんなに暑くては、八幡祭の強飯腐りやせずと氣遣はるゝ、若し飜て涼氣ともならば強
飯の憂ひは逃かるれど、セルとか云ふもの着ざれば牛鬼を聲援するに權威備はらず、新し
く求めんも嬶の手前何となく面はゆし、さても氣のもめる祭なるかな。 
□両三年前の事、ほたの形狀多種多様を極め、中には怪しきものゝ形を模したるもあり、
社會の風俗を乱す怖れ無きにも非ざれば、時の町長之を憂ひ給ひ、急に下知して形を改め
られさせ給へば、怪しき相形のもの姿を隠し、世の中いと安らかになりてけり。

（□或る好事家ほたの語源を調べてけり、四方山の話の末に申しけるは、ほたとは榾の轉化
なり其形狀榾に似たればいつとなくかく申し侍るなりと余固より淺學、學理的には究め得



付章　第三節　新聞記事

346

No. 年月日 号 記事名 小題等 記事内容
23 ざるも、大坂にほたへるという言葉あり、例へば『こら坊さん（丁稚の事）店先でほたへ

なはんな』とか『お酒のんでほたへたので嗚呼しんど』といふが如し、ほたを持てる少年、
婦女子に戯れほたへるものなれば、動詞が轉じて名詞となりしには非ざるか、敢て識者の
垂敎を竢つものなり。

24 T7.10.10 55 お祭雜感 今年は米が高ふて廉賣寄金を募集した位だから、お祭は除けたが當然ではないかといふ説
を稱へるものがあつて、町役場へも祭禮は延期するのではないかと問ひ合す人がぼつ〱あ
るそうだが、町の方針としては平年通り擧行する趣意であるから、吾々も何等遠慮するに
當らないと思ふ、唯酒肴は質素にして其代り邌を盛に、屋内の祭でなく屋外の祭にしたい
と思ふ。 
或一部人士の云ふ如く米廉賣の一方に祭禮をすることは一見矛盾の感ないでもないが、他
の贅澤事と異つて神を祭るのであるから敢て差支はない筈、如何に貧困で其日の糊口に追
はれてゐる人でも、御神燈を灯して神を拜する ͡ とは怠らないと同じ道理ではないか 
且お隣りの宇和島では、あれ程の不祥事を現出して、囹圄の人も澤山出來るであろうが一
山越ヱた我吉田町では何等具体的騒擾を見ず、一人の刑罪をも受けるものがなかつた ͡ とは
大に賀す可き次第ではないか、吾輩は此一事でも祭禮を盛にし神に謝すべき價値があろう
と考へる。 
邌のオソリチーは牛鬼である其奮闘たる全く法權の外にあるのが面白い、逢月老の處に修
繕によこして居る頭を一見すれば昨年の奮闘の烈しかつた ͡ とを想出さずにはをられない、
例の逢月老人が隙間に明して金銀の蒔繪のやうに塗り上げて松の下のやはらかひ陽に干す
のも玆両三日中の ͡ とであろふ。 
何といつても八幡祭禮は吉田商店のかき入れ時、第一に賑ふのが呉服店、各新柄を陳列し
て婦女子の心をそゝらずにはをられない、十月一日の工塲休日にはどこの呉服屋も工女で
押すな押すなの大入大上小松屋の如き老舗は衛生的淸潔と云ふ意味でなく、毎年の事祭禮
前に店の大掃除をして居るを見るも、如何にも祭禮の前氣分である。一町内毎にお布令係
があつて其人が御神燈提灯の修繕に一戸一戸廻て破損した提灯をまとめて提灯屋へ送る、
玆四五日もすれば新しく張り替へられて、各戸に配るやうになるであらう。昨日櫻丁で山
奥の人らしい若い衆が破れ提灯を竹に荷負ふて通行してゐたのを見るのも、お祭シーズン
に入つた事を感ぜずにはをられない。 
山車のはやしの稽古は十月一日から、印を押したやうに始まつた、顔振れは宮谷のおます
さん、餝屋の何さん、高砂屋の何さん、と専任になつて居る、その下に皷を打つ兒、太皷
を打つ兒と是も正しく定まつて居る、鉦を打つのは一番易いので是丈は毎年新顔のやうだ、
暗い夜の裡町を通ると思はぬ家の二階から、はやしの音を聞く事は懐かしいやうな、淋し
いやうな氣に襲はれる、稽古を始めた二三日は調子の合はないトンチンカンの物だが何時
となく調子が合うて、お祭迄には立派なはやしの一團が出來る。 
山車の警固が裃を今も着ける ͡ とは寧ろ滑稽で祭禮の權威を毀けはしまいか、昔の儘を保存
するといふ趣意から□□（裃の旧字）を着けると云ふは一部有志の考であるそうだが、そ
れは邌と警固を混合した見解である、警固は邌の一部ではない、警固は邌を離れた性質の
もので在ることは呶々を竢たぬ、□□（裃）は昔の禮服で神に對する敬意を拂う爲に警固
が着けたのである、今□□（裃）なるものは全く廢されて、何等を意味するものでない、
今は二○加に用ひられて滑稽と諷刺の象徴になつて居る、警固は是非とも黑紋付に仙臺平
の袴、山高帽に改めるべしだ、フロツクでも差支ない ͡ とは勿論である。

25 T7.10.25 56 毎月見聞
錄

十月十四日
（月）晴

△立間村八幡神社祭禮、郡長代理矢野龍吾氏神饌幣帛料を供進の爲來町宵祭とて夜は御神
燈辻に門口に輝き、心ゆかし。殊に魚棚すじなどは何れも夜通しに蒲鉾の製造に威勢よし。
ホタに出るを樂しみに小供等大勢宵より騒ぎ遊ぶ。

26 T7.10.25 56 毎月見聞
錄

十月十五日
（火）雨

△八幡祭。今年も亦生憎な雨で、折角待つた遠方のお客はとんと顔を見せず、物足らぬお
祭なり。夜は丸井座の連鎖劇ばかりが大入木戸止めの盛況。お歸りのねり車の一つ二つの
囃子が雨に暮れた街に響き殘る。

27 T7.10.25 56 毎月見聞
錄

十月十六日
（水）雨

△祭の翌日、いつもなれば賑ふ今日も相變らず雨で淋しきこと限りなし

28 T7.10.25 56 雨の八幡
祭

△十月十四日は無類の晴天、一片の雲影を見ず、明日の祭禮の盛況もさこそと思はれたに、
夕暮から九島沖より出染めた班雲は、夜の九時頃には全く天を襲ふて星一つ見ヱない様に
なつたけれども去年は雨であつたが神の祐けと云はんか、雨天の事は今迄其例が少いから、
雨の降る事はあるまいと人々は自信して居た 
△明くれば十五日ホタの音に眼をさまされて、第一に氣に掛る天氣を窺ふ可く窓を放つて
見るにどんよりと曇りて泣きそうな天氣、それでもホタは相不變の盛況粛々と隊を組んで
は絶へず往來する、それが爲め家の前はいつも紙屑が散乱して箒の遑がない、朝露に濕つ
た大地に雪の様に眞白いホタの紙が散つて居るのは、吉田祭禮獨特の情調といふべしだ 
△夜は白々と明放れて、お聖人山の頂には密雲が解けそめ、日の眼が壁にきらめいた今に
も靑空を見得る様になるであろうと人々は愁の眉を開いたも束の間の喜び、いつか又雲が
とざして天氣は刻々と危儉に陥るのみ、天氣には關せず勇しい喊聲をあげて牛鬼は出てい
つた、御殿前の奮闘も恙う果して安藤神社の前に休んだ頃から雨が落ち出した、それでも
常に劣らぬ群衆は賴もしかった、俄に起つ牛鬼に歡呼の聲は一際に響ひた、足元は少し弱
かつたが近年にない活氣ある奮闘振、先づ赤松呉服店前の豫防杭を尻押しに根こぎにして、
菊池酒店の野簾板をめり〱と破り、山内床屋の樋をひた押しに押しつぶし、富内裁縫店の
店椽に小間物を並べて居る其儘を椽越しに溝の中に押し落し、櫻橋元の櫻の木を遂に折り
倒した
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28 △雨は降りて止み日線が差しては又雨を降らした、其ぬかるみの中を例の腕の喜三郎らが

一杯機嫌で御輿の獅々をからかつて居たのは御愛嬌、牛鬼後援會長が二宮金物店角で絶ヱ
す監視して居られたのは視線をそゝった。石井駒三郎氏が櫻井の二階から如何にも懐しそ
うに興味の眼を以て見て居られた
△雨脚は稍々強うなつたけれども、群衆は割合に減らない、既に濱通りは牛鬼見物の人の山、
邌は御船を先頭にして裡町通りを下り車は濱通り三形裡門前に留まつて居る、暫くして牛
鬼は雄姿を現した長榮橋改修の石材が運送塲に並べてあつて、十分なる奮闘は出來なかつ
たけれども、出來得る限りの奮闘を盡して居た事は認めずには居られない、淺野の倉庫前
の柳は折られ林醫院の溝にひた押しに落された人も少なくはなかつた、林醫院の前迄押し
寄せて居る御輿の一隊を二三度も押し返さうとした ͡ ともあつた 
△今年の牛鬼は新田組で二十四五歳の靑年が乗り込み人數も常よりは増して交替で働いて
居た、之は曾て南君の火事に新田組と或靑年の一派とポンプを積だ船の競漕となりそれが
意地となつて此度の牛鬼を機會に血の雨をも降らさん勢であつたが某々有志及部長の停調
に依り何等事なきを得たるは幸とせねばならない 
△車は雨幕を着けたので、いつもよりは大分見劣りはしたけれども、雨天の爲に邌を早引
にする ͡ ともなく九時頃迄も引きはやして居た事は多とせねばならない、警固の裃姿はいつ
も滑稽に感ずるが、殊に淸家節造君が裃に茶色の中折帽を被り旗持が中折に裃でやつて居
たのは珍中の珍なるもの 

（途中出し物の内容　省略） 
△十六日は天氣も直して少しは昨夜のさびれを取り返すであらうと期待して居たのも水の
泡、午後から降り出した雨は夜に入って益々烈しく昨夜に劣らぬ淋しさであつた 
△昨年も今年も續いて雨の祭を迎へた ͡ とは吉田人の非常に失望する處であつた、舊暦を新
暦に改めたが爲に神様の祟でりはあるまいかといふ浮評が起た、元よりそんな馬鹿もある
筈はないが、何か時節の關係であらうといふ事に衆評も傾いた十一月五日に延期説が一番
有力の様である

29 T7.10.25 56 牛鬼聲援
會収支廣
告

一金百六十五圓也　　　寄付金高 
一金五圓六錢　　　　　當座利子 
一金十八圓三十二錢　　五年十月迄利子 
一金九圓十三錢　　　　五年□六年十月迄利子 
一金九圓六十六錢　　　六年より七年十月まで利子 
合計二百〇七圓十七錢 
　内金八圓也　大正四年中野君へ渡 
　内金五圓也　五年安藤祭井上君へ渡 
　内金拾圓也　五年八幡祭加賀城君へ 
　内金四圓四十五錢　六年安藤祭井上君へ渡 
　内金九圓也　六年八幡祭小西長太郎君へ渡 
　内金五圓也　七年安藤祭井上君へ渡 
　内金八圓七十二錢　七年八幡祭中野君へ渡 
　〆五十圓十七錢　
差引殘高壹百五十七圓也　廿九銀行預金右表の如く年々の利子は以て其の支出に及はすし
て已に元金を喰込む事實に金八圓也之れを推算し見る時きは大正四十年の頃には基金遂に
一文もなきに至らん寒心の至りにして名物又其影なからんとす慨嘆に堪ゆ可んや況んや
年々諸式高價従來の支出率を以て豊能く醉ひ能く滿腹する事を得んや識者を待つて而して
後知るにあらざる也。大方の士奮つて寄附あらん事を若し夫れ寄附を爲す篤志の士には名
譽章牌を交付して警固自由たらしむべく然らざる向は牛鬼を恐ろしきものと御存知なき
方々のみ 
　大正七年十月 
　　　　　　牛鬼聲援會長 
　　　　　　　　　　朝家萬太郎　 
寄附篤志者芳名左に 
金三十圓村井保固殿　○金廿五圓山下龜三郎殿　○金二十圓松田駒二郎殿　○金拾圓宛大
久保良太郎殿　○土居源一殿　○中井國太郎殿　○横田淸纓殿　○山本靜雄殿　○朝家萬
太郎○鳥羽古兵衛殿　○朝岡康三郎殿　○井上豊太郎殿 
　　　以　上 
前書之通相違無之候也 
　大正七年十月　　日 
　　　　　　吉田町長淸家吉次郎㊞

30 T7.11.10 57 牛鬼聲援
會収支廣
告

29 の記事と同じ内容
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No. 年月日 号 記事名 小題等 記事内容
31 T7.12.10 59 ▽例年の八幡祭がいつも雨なのは時節が惡いからだ、節を代へてはといふ人々の意見があ

つた。少し通信が遅過ぎて後の祭の感はあるけれどこれに就いてさる熱心家から過去數年
に亘る晴雨表を寄せられた左に。 
拜啓御社同人御一同益々御淸榮の段奉賀候陳者十月號雨の八幡祭記事中十一月五日に延期
説有之候に付小生日誌中過去八年間の晴雨表を御目にかけ延期説に賛成致可候。最も之は
東京での天候にて吉田とは幾等か違つた結果も有之べく候へどもどうせ吉田から見たわき
ぐにの人間になり了せ九月祭には皆目用事のない氣まぐれ男が恁う見た縁起の好い方に團
扇を擧ぐる次第にて其間理窟は抜きにて候（川崎大塚生）
年號　　　　明治四十四年　大正元年    二年     三年　四年　五年　六年　七年 
十月十五日　　　　雨　　　　   晴　　曇後雨    晴　　晴　　雨　　曇　　雨 
十一月五日　　　　晴　　　　   晴　　　晴　    曇　　晴　　晴　　晴　　曇

32 T8.4.10 65 お祭雜觀 仕合なお天
氣

四月十三日までは毎日の春日和なりしに其の夜に至り風立ち、空曇りて今にも降り出さん
勢。安藤様には雨がつき物だからといふ人がある翌日になつて朝からぽろ〱し出した、邌
車も出ししぶつてゐた處それでも遂々晩までは降らずに濟んだ、その日一日安藤様の太夫
様のお心の程が察しられた、

33 T8.4.10 65 お祭雜觀 現金な牛鬼 今年の牛鬼は喜佐方から出す廻りだつたさうだ。その牛鬼が濱通りで暴れる折、もう疲れ
切つて、すぐさつて了つた處へ未だ遊び足りぬといふ群集はわい〱騒いでゐた、佐野八君
などの周旋で今一荒を賴む爲、見物中の紳士連から現ナマで酒代を徴収した。隨分現金主
義な牛鬼である。その上町家の門並へ首を入れては十錢廿錢と酒代をとる ͡ とは前々の通り。

34 T8.9.25 71 區長會及氏子総代會の決議により八幡神社祭禮十一月五日に改定す
35 T8.11.10 73 時事問答 △お祭が濟んで淋しくなつたね○お互に年は取つても、お祭の氣分はいゝね△全くだ暁の

しめつた地にほたの紙がねばり着いたのを、竹箒で掃き除けるのは我吉田人にして初めて
味ひ得るお祭情調だね○サボタージだのデモクラシーだの時代の思潮は大分變つたが、我
吉田祭禮だけは現代の上に超然として、高く淸く昔の面影を傳統して居るのは賴もしいね
△其中で呼び物はやはり牛鬼だね、特に今年の奮闘はすばらしかつたね、濱で荒れる時に
は雨雲が低う垂れて、何となく四顧の山色が陰々として、かゝる猛獣が荒れるにはふさは
しい光景であつたね（途中省略）△閑話休題、僕はあの山車を引く爺さん達は数十年末の
得意で、僅かなる賃銀なるにも不拘、毎年〱三間の奥の方から、山坂を越へて引きに出て
來るのだそうなが、其心根が可愛ゆいね○慥かに温情主義の徹底したものだね△同感々々
○我八幡祭は毎年全町擧つて非常なる意氣込であるのが賴もしいよ△此一日のみは橋上橋
下の黨派的根性も全く念頭を去つて、一致共同して居るのが愉快だ、いつも此筆法を忘れ
ない様にすれば、我町勢は侵々として向上するがねヱ○それは過去の事だよ、今はそんな
隔て心は根跡もないよ、過ぎ去つた事を撰索するには當らないじやないか（途中省略）○
まあ兎に角お祭がどうなり雨も降ずにすんだは大滿足だ△全くだなにしろお祭は天候と世
間の景氣の二拍子が揃はねば全きを得ないのだから雨雲は掩ふて居たがどうなり雨粒も落
さすおまけに無類の好景氣と來て居るからたまらないや（以下省略）

36 T8.11.10 73 お祭雜觀 ▲四日の日は雨が降つて居たので、道行く人も空ばかり眺めて居る、午後から少し靑空が
見ヱ出し、夜分には月が出たり入たり、星が見ヱたり見ヱなかつたりして居るので、心安
からず思つて居た、▲子供の時分から一番樂しく思つて居たのはお祭の前夜であつた、今
の私も以前と少しも變らなかつた、私はお祭氣分を味はう爲めに四日の晩に、櫻町を振出
しに裡町、本町、魚棚、濱通を歩いて見たが、此頃は提燈をつるのに提燈杭を用ゐない所
があるから提燈が一定の高さを保つて居ない、其爲少なからす美觀を減じた、お祭氣分の
一要素を殺がれたような氣がした、來年から揃へて提燈杭を用ひて貰ひたい▲（興行物の
紹介、省略）▲ホタは例年の通りで中々盛んであつた、女の長襦袢を着て女の帶をしめて
妙な形のホタを持て出て居たのは、ヘドが出そうな氣がした、最も森嚴であるべき神事に
對して何たる不敬漢であらうか、中に五人の若者が、白の地に墨繪の龍を畫ゐた、ホタ襦
袢を着て出でて居たのは昔を思ひ出して、非常に愉快に感じた、子供等はホタに出る爲めに、
一睡もしない中には十二時まで待ないで、宵の中からカブ〱やつて居る、之も無理からぬ
事だ、吾々も覺ヱがある▲ホタで思ひ出したが、ホタ○○君が、□□（裃の旧字）を着用
に及んで警固をして居たのは嬉しかつた▲本壹の關羽が車の動く毎に首を左右に振つて居
たのは、關羽先生、お邌に出るのがよほどおいやであつたらしかつた、▲牛鬼は御殿前で
は餘り暴れなかつた、横堀では可成元氣よくやつた、西仲菓子屋の軒に何度なくぶつかつた、
中にはころがつて怪我したものもあつたが、之は牛鬼が惡いのではない、見て居る人が惡い、
牛鬼の味を知らぬ人だ、濱で暴れた時は盛んなもので肩が痛くなければ仲間入がして見た
かつた、刀折矢盡て氣益奮と云ふ様な風で頭は何もなかつた、彼もよくベストを盡したも
のだ、併し頭が動かなかつたのは少し物足らなかつた、立間尻のギサおぢを思ひ出さずに
居られなかつた、牛鬼も前の方をかつぐ人は非常の重量を負擔せられるさうだから、其勞
に對しては大に敬意を表さなくてはならぬ、牛鬼君の健康を祝する▲八幡ボタと群衆とは
毎年喧嘩をやる、今年もお旅所でやつた鐡拳の雨が降つて見物人は大迷惑じやない大に面
白かつた▲夜に入つて雨が降り出したが、既に邌も濟んで居たのでよかつた▲以上在外者
諸君の爲めにお國のお祭の模様を御紹介致したのであります（G）

37 T9.9.25 86 吉田情調 祭來る　利
迀人

（前文省略）氣早の子供はほたの紙をつむ　お祭の世話番は軒提灯の破れを看廻る（省略）

38 T9.10.10 87 八幡神社祭禮來ル十一月五日（舊九月二十五日）
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39 T9.10.10 87 編輯室よ

り
秋も最中となりました、田舎はこれから毎日のやうに秋祭が續くことです、いつもこの頃
になると實にすが〲した氣分が全身の氣穴からでも浸み込むやうにも感じられます　村祭
の情趣は亦格別で都會に在る方も一年に一度位は是非この村祭にお歸りなさいとお勸めし
たい程です　□は實るし、いもはふとるし、蜜柑も色づき、柿も赤らむ、栗は落ち、松茸
は出る　一合もある程な大きな盃でなみ〱とつがれた酒にほろゝ醉うて、さといもの煮し
めやこわ飯の重箱包を提て夜道をふら〱歸れば、田圃で行き違ふ知つた人も知らぬ人もが
月の光にすかし眺めながら一様に『今晩は』の挨拶を取り交はす、田舎の情は美しいもの
です、都會にある方々よ一年一度位は是非この村祭にお歸りなさいとお勸めしたいもので
す（途中省略）序ながらちと申添へたしは吉田祭もあと一月足らずに迫りましたが、近來
どうもお祭が粗略になつていけぬといふ話を到る處で耳に致します、と申しますのは例へ
ば『警固は矢張りかみしもに限る』とか『ねり車ひきの服裝がよくない』『お迎ひ提灯が昔
は十二時頃になりよつた程ねりが念入じやつた』『櫻丁も今では立派な一町を形造つて居る
が何か一品出してもよからう、ねり入費は町にばかり掛る』『大工町からも昔は車を出し
たものじやが』と　今時の若い者は兎角色々な昔のしきたりにも疎し、そこは御老人衆で
若し改善の御意見もありますれば承りたいものです　お祭について今一つ序ながら豫告致
しますのは『お祭繪巻』の寫眞版を附錄として出すことです、これは天保年間の實景で森
時一氏の祖父森太左衛門一風氏が故栗田利正氏の巖父甚吉氏の爲に特に筆を染められたも
ので栗田氏の秘藏であつた、それを高月紫明氏が熱心に寫されたものを借り受け、山本寫
眞師に托して撮影を乞ひましたものです隨分長尺のもので撮影には隨分苦勞致しましたが、
そこは山本寫眞師のお手際で至極立派にとれました、目下製版を急がせてゐますが、程よ
く出來上りますればお手拍子喝采を願ひます（十月七日夜櫻挑吉）

40 T9.10.10 87 吉田祭に
就いて

（寄）

粗略に流れ
てはならぬ

吉田の大祭は大人も小兒も共に樂しみにして居る此の樂しい御祭が近年粗略に爲つた様に
見える、何が故に斯く御祭が見苦しく爲つたか先づ第一に目に着くのは屋臺車の惹き出し
方である維新前迄は何事にも嚴重であつたそうな、斯う云ふ時代は吾れ〱はいざ知らず、
明治は三十年頃よりも今頃の御祭は大分亂れた様に思ふ、其れならと言ふて御祭は牛鬼も
出る鹿も出る車も出すと言ふ鹽梅で、只大工町の統頭車が一車欠けて居る計りで其他の者
は皆揃つて居る、然るに何とのう亂れて來た様に思ふのは何故であるか吾れ〱の觀察では
尤も町人の人氣にも關係するが練車が嚴重に遣らぬからだ、其故祭全体に影響を及ぼして
見榮ある大祭を損じて居りはせぬかと思ふ、譬へば櫻橋邊に二車は揃ふて來て居ると思へ
ば一車は本町一丁目の下角に居る四五車は三丁目に續けさまと言ふ風である、雁行の列を
亂さず飛び行く様さや見者なるに彼の立派な派手やかな練車が列を亂す様では全く人目を
惹く事が□□□□□□□□□□□□□□離を置ひて順序正しく列を爲して終始なく練出せ
ば風采も好し興味もある、隨分吉田の御祭も此邊での御祭であるから見上る所も出來け價
値が出る事と思ふ折角例年祭として多大の費用も惜まず執行する以上はガラ〲引倒しにせ
倒せずと春秋二期の祭禮と共に最ふ少し念入りに叮嚀にせられたい

41 T9.10.25 88 天保年間八幡祭禮繪巻寫眞版　本號附錄
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No. 年月日 号 記事名 小題等 記事内容
42 T9.10.25 88 牛鬼に就

て
此怪物の正躰は如何なるものか解らない、俗説には豊太閤朝鮮征伐の際虎狩に使用したも
のだとも云ふ、或説には立間尻のものが案出して御殿前で藩公の御覧に供したのが初まり
だとも云つて居る、然し何れもどの位信用してよいか判斷に苦む。牛鬼と云ふ名は佛典に
は鬼の一種に名付けて居るそうである、枕の草紙には、名おそろしきもの、うしおに、と
ある、西鶴の一代男に貌は色黑く、髪ながく兩眼に光あつてそのさま世界の圖に見しうし
おにじまの如し。とある、木村鷹太郎氏の日本太古史には宇和島で牛鬼のことをブーヤレ
と云ふ、これは希臘語ブーエラオ即ち『牛追』から出でた言葉だそうだ、英雄神ヘーラクレー
スが日□の赤色□より巨大なる赤牛を牽歸つて之を大女神ヘーラの神に献上したと云ふ神
話から出たのだと云つて居る、漢籍にも牛鬼と云ふものがあつたことは何かで見たことが
ある、又徳川時代に著した或る妖怪を集めた本に牛鬼の繪があつたが、吉田の牛鬼と全く
違つたものだつたと思ふ。芝英吉君が在世中の話に山口縣では祭禮に牛鬼を出すとか云は
れたのを記憶して居る、大州妖怪錄であつたか、伊豫百物語であつたか何れかに成人が夜
間牛鬼に出逢ひ之を斬つたと云ふ話を讀んだことがある、又嘗て『郷土研究』で周防國の
茶島で牛鬼が出てゝ人畜を害したことがあつた。時に伊豫國の住人橘藤内と云ふものが之
を退治したと云ふ傳設が載せてあつた、橘氏は彼の有名な藤原純友を討取つた橘遠保が其
功で宇和郡を賜はつた、九代公業に至るまで世々宇和郡を領して居たから何にか關係をつ
けばつかぬこともないが何れも其形を知ることは出來ない、斧骨君は北京の盆燈籠を點ず
るのに牛鬼の様な長い首と劍とを着け中央胴の處へ澤山の燈籠を並べて之を擔ふのだそう
で恰度牛鬼の型とよく似て居るそうであるから何か之と關係があるのではないかと云つて
居る、私は動物崇拜（トーテミズム）から來たのではないかと思ふ。現代の野蠻人の中に
はトーテムと云つて、或動物（植物礦物の塲合もある）が自分の氏族の祖先或は之と關係
があるとして崇拜する團体で之を何々トーテムと云ふ、例へば□魚トーテムとかカンガルー
トーテムと云ふようなものである、我々大和民族も數千年以前には此トーテミズム時代を
經過して來たことは土俗學上考古學上民族心理學上爭はれぬ事實である、此トーテムに種々
な儀式があつて其時には各自の所属のトーテムの假面を被つて其動物の所作事をする（元
始的民族の秘密講）私は此トーテムと牛鬼の如き大なものがあつたかと云ふと、私は之は
第三紀か第四紀の洪積層時代に地球上に現はれ沖積層時代には絶滅して居た巨大の動物で
はあまいかと思ふ、人類の地球上に現はれたのは洪積層の最下層であることは地質學上の
事實である（或學者は第三紀の上層だと云ふ）而して歐洲に於ても舊石器時代（洪積層時
代と殆ど同じ）の住民（日本に舊石器時代なし）にはトーテミズム時代があつたことはベー
キン氏著『史前の藝術』にある、だから私は吾々の祖先が渡來した時に持つて來たトーテ
ミズムの踊ではあるまいかと思ふ。ホタや鹿の子踊も或は夫れと思へる、諸君は質學上の
事實である（或學者は第三紀の上層だと云ふ）而して歐洲に於ても舊石器時代（洪積層時
代と殆ど同じ）の住民（日本に舊石器時代なし）にはトーテミズム時代があつたことはベー
キン氏著『史前の藝術』にある、だから私は吾々の祖先が渡來した時に持つて來たトーテ
ミズムの踊ではあるまいかと思ふ。ホタや鹿の子踊も或は夫れと思へる、諸君は郡内遊子
村でやるタンゴ踊と云ふものを知つて居られるであらう、俗説には丹後から來た石工が不
慮の災難で死んだから其靈を祀る爲めやるのだと云ふが、如何あらう、南米土人□踊にタ
ンゴダンスと云ふのがあるさうである之はばつたの踊□様な踊方たさうで士語でばつたの
ことをタンゴと云ふから出た言葉ださうだ此遊子のタンゴ踊と南米のタンゴ踊と關係は如
何だらうと思ふ。併し民族の分布は意外のことがある、フイリツピン群島に居るニグリトー
が南亜マダガスカルにも居るさうだから、強ち南米踊が遊子村に輸入されぬとは限らない。
私は民族心理學や比較土俗學の立場から牛鬼の研究をして見る考へだ、尚和漢洋に通じて
居られる南方熊楠先生に牛鬼の事を問合して居るから、近い内に委しいことがわかるであ
らう（乾城生）

43 T9.10.25 88 八幡神社
總代會

立間村八幡神社にては去る十七日氏子總代會を開き左記の件を恊議したり 
一、大祭準備に關する件　牛鬼補助及依賴、旅所建却依賴の件　牛鬼旗持及惣代用日雇人
雇入依頼の件　 
　　淸祓人夫及神幸祭供奉人雇入依賴の件　 
　　淸祓當日（十一月二日）立間村惣代出□監督の件　 
　　大□及日蔭かずら取寄依賴の件　 
　　神幸祭供奉及神幸行列監督の件 
二、氏子課出金徴収の方法 
三、社司俸給五級俸支給の件 
四、本年度豫算變更の件 
五、本社殿及附屬建物改築の件 
六、長壽祭費寄附募集の件 
七、其他
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No. 年月日 号 記事名 小題等 記事内容
44 T9.10.25 88 御祭に對

する希望
（尚古老投）▽邌を嚴重にして眞に神を祀るの盛典たるの威儀を存ぜしめたし 

▽御輿かきや警固の方々は最神の御傍近くあると云ふ覺悟を持ち自重されたし不敬なき様
注意ありたし 
▽鹿なども邌の順序をくるわさぬ様昔ながらの順立にして欲し 
▽牛鬼は益々盛にあれて貰ひたし、酒も大にはずんで出して貰ひたし 
▽ほたの奇形のものは神に對して無體千萬なり必ず廢すべし昔のまゝのしゝがしらのほた
こそ望ましけれ 
▽各戸の提灯も軒につらるゝよりも提灯臺につらるゝ方丁重に感ぜらる 
▽警固の服裝は新舊ヌエ式にならぬ様禮服着用で、あまりへゞレケにならぬ様願ひたし 
▽ねり物のへだゝり凡一定にありたし 
▽各町の幟は天長節以前に建てゝ貰ひ十月の下旬からは街道の掃除もさつぱりとして祭を
迎へる準備氣分を表はして貰ひたし
▽大工町の頭統車を櫻丁と大工町位で一臺出して貰ひたし 
▽三小路より昔は馬三頭を出されたりしが今は影もなし武裝行列隊位を三小路からも出し
てほしきものなり 
▽御座船も引くばかりにて一向はえず内にて船唄を唄って貰ひたし、唄人種切とあれば改
めて謠曲の小謠あたりを初められてほし 
▽車引の服裝には各町共御注意の事なれど今一層心せられたき所なきに非ず 
▽本二の旗行列。列を正しくねる様警固の方々に御願ひ申す 
▽各町に作物二つ三つ位ありてもふさわしう思はる 
▽車の御迎へは必ず各戸一人出られて眞面目に迎へられたし 
▽御出と御歸りと共に大差なき氣分にてねりを正しくねる様願ひたし

45 T9.10.25 88 お祭邌車
各町附歌

○よそめ（本町一丁目）よそめにも見てや忍ばん唐錦糸のしらべや琴の音をたつ日の今日
やもろこしの吉野の花の春の色 
○千早ふる（本町三丁目）千早ふる神代のいさを今もなほ掬みそめて知る岩淸水、流れも
絶へぬ源を幾末迄もなほ仰らん 
○高砂や（裏町一丁目）高砂やこの浦風に帆をあげて月もろともに出でしほの久しくなれ
ぬ住吉の變らぬ御代ぞ目出度けれ 
○たちばな（裏町二丁目）たちばなは實さへ花さへ其の名さへ岩ときは木のくすの露、流
れての名もあづさ弓やたけ心をかゞみとぞする 
○あらたまの（裏町三丁目）新玉のしきをうつすや鯛のおも鄙も都も異ならでゆたかの御
代ぞ幾十年かしこき君を慕ふことぶき
○亂れ飛ぶ（魚棚一丁目）みだれ飛ぶ雲井の雁の高き名は弓矢の家に今もなほ書き殘した
るもしを草文はむかしのみちのくの忍ぶにあまる君が代は 
○天の原（魚棚三丁目）天の原思へば變る色もなし秋こそ月の光なれさゝわるものを雲に
してこぼるゝものは露の玉ゆら 
○立ちぬるゝ（昔の大工町）立ちぬるゝ山のしづくぞさぞなうき月も宿らん武蔵野空もひ
とつに契りこし眺にあかぬ景色かな 
○風寒き　風寒き秋も野末の淺茅生の宿り求めて草枕旅の宿の夜の空誰か住ひ宿ぞ夜のう
ちこゑ

46 T9.10.25 88 史料より 九月八幡御
祭禮の節觸
状

一來る十五日八幡御祭禮之節右衆中並家持中例年之通り警固に可罷出候自然難去差合等有
之候はゞ各御聞届之上可爲了簡候各衆中之儀は此方ヱ御斷可有之候 
一當年市町之儀は來十三日より十九日迄被仰付候間例年之通無油斷可被相務候勿論市中は
旅人入込申事に候得者火之用心例□別而稠敷御申附可有之候尤一丁に一人宛立番可被申付
候 
一常に被仰付候通博奕賭勝負殊に旅市塲天狗賴母子講御停止被仰付候間堅守候様急度御申
付可有之候 
一丁内垣壁屋根廻り等痛有之候はゞ早々御見合見苦敷無之取繕候様御申付可有之候尤掃除
等是又念入候様御申付可有之候 
右之趣丁中召寄せ被申渡候はゞ練物之書付早々可被差出候 
　　月　　日　　　　　　以上 
　　　　　　　　　　　　　　兩年寄書判 
　　　惣丁頭中名宛

47 T9.10.25 88 史料より 一九月八幡御祭禮之節丁頭中奉供兩人づゝ相勤來侯處此度惣丁頭中□依賴當年□一人づゝ
罷出候様御免被仰付候 
右願之趣意は御神事之儀に候得者町内旅人も入込猶又爲丁用一人つゝ相殘萬事見合之爲御
免可被成下段被申出右之趣御奉行所ヱも申出候處願之通御免被仰付候 
　明和九年辰八月
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48 T9.10.25 88 史料より 一八幡御祭禮に付市町當年より十四日□廿日迄に被仰付候 

　先□□十三日□十九日迄之市町被仰付來有之候處十三日より相立不中に付兩年寄段々御
歎申上候間如斯被仰付候 
　明和五年子九月 
　　　　八幡神輿一體修覆代 
一銀五百六匁五分五厘六毛 
　　　　此正銀四百七□目 
　　　　　但一匁に付正銀九十七文 
　　　　　　　　　　　　　　銀九十文 
　　　　　　　　是は神輿一體修覆代 
一銀拾五匁貮分四厘七毛 
　　　是は□棒細引澁紙代 
　　　御作事方にて出來右入用分 
〆五百貮拾壹匁八分参毛 
右御町中割合に申付る 
此神輿修覆入用町家□以後出不申様寶暦十二年午十一月相成居申候委細九十二枚前に相記
有之候處不見合取計申候以後之心得に相記置候 
　天明五年己四月十二日

49 T9.10.25 88 本町二丁
目の四神
の旗

吾々は子供の時分に本町二丁目だけは車が出ないで、旗が四本出る、其旗が車の價よりも
高價なものだとは、よく聞かされたことで、そして旗に縫着けてあるもの□雀の如なものや、
龍や虎や、蛇が龜に巻付いて居るものであるから如何も妙なものだと思つて居つた、近年
に至るまで餘り意にとめてゐなかつたが例の道樂を始めてから、漢鏡研究の必要に促され
て、少しばかり調べて見ると、成程と首肯せられた。 
あれは四神と稱するもので、赤い雀を朱雀、靑い龍を靑龍、白い虎を白虎と稱してゐる、
之は讀んで字の如しである、併し蛇が龜を巻いてゐるのは一寸譯り難い、之を玄武と稱し
てはゐる和漢名數に朱子の語を引て 
玄武謂二龜蛇一、位住二北方一故曰レ玄、身有二鱗甲一、故曰レ武。 
とあれば其身體に甲冑の如き鱗甲ある爲め斯く名けたる譯で、他の鳥獣と名は異てゐるこ
とが知られる、而して何故四神に（１）龜蛇、（２）雀、（３）龍、（４）虎の四者を表した
かと云ふに、斯は天體の星形に象つたとの説がある今一例を引けば、伊藤東涯の制度通に
蒼龍、朱雀、白虎、玄武を四神相應と云て四方にかくの如き鬼神の象ありと思ふは誤りな
り本二十八宿の星象（即ち形狀なり）より起る、王者に天に體して行ふによりて、旗常に
この紋を繪がゐて四方の星象にかたどる角・氏・房・心・箕・の七宿その並びやう龍の如し、
斗・牛・女・虡・危・室・壁の七宿その並びやう蛇の龜をまとふが如し、奎・婁・胃・昴・□・
觜・参の七宿その並びやう虎の形の如し、井・鬼・柳・星・張・翼・軫の七宿その並びや
う短尾の鳥の如し是を四方の色に配して蒼龍、朱雀、白虎、玄武と云なり、その詳なる事
は爾雅釋天の疏にあり、云、四方皆有二七宿一、各二成一形、東成龍形、西方成二虎形一、皆南レ

首而北レ尾、南方成二鳥形一、北方成二亀形一、皆西レ首而東レ尾。 
とあるによつて四神の由來と首尾の方向とを知ることが出來る、併し其名稱は南方先生の
説によると周代にあつたと云つて居られるが漢代にあつたことは確證がある、日本には何
時頃輸入されたかはわからないが、四神を現はした漢鏡が古墳から發見せられて居るから
王莽時代か後漢初期頃に輸入せられたものだらう繪畫として輸入せられたのはわからない
が、朝鮮では三國時代の古墳の壁畫に見えて居るから勿論之以後の事だらう（乾城生）

50 T9.10.25 88 吉田を思
ふ

天瓶 吉田祭の八幡ボタが見たくなりぬ、八幡ボタは如何に狂ふらん 
牛鬼の劍に打たれて見たきかな人波を煽る牛鬼の劍に 
單調なデリケートな鹿の兒の含み聲よ我が男心を和ぐによし

51 T9.10.25 88 菊酒醉吟 龍神 ほた鳴くや山まだ暗し露の土
□□に頬するほたや露深し
今朝秋や箒にからむほたの紙
今朝秋やほたの眼にある高島田
ほたの音に眼覺て長き夜なり鳧
牛鬼の角くゞりけり秋の蝶
秋風や牛鬼の劍の尖りやう
牛鬼の脚のみだれや秋夕べ
瓦落して牛鬼猛し秋日もゆ
年々に牛鬼強し蘭の秋
牛鬼に心ゆるすな古酒の醉
牛鬼の喧嘩果なし秋夕べ
山車曳けば關羽うなづく秋暑し
秋暑し山車曳きあがく童子達
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52 T9.10.25 88 編輯室よ

り
▲『お祭』氣分も愈々以て濃厚に相成りました。これからの分は玉津が二十二日、立間が
二十四日、宇和島が二十八九日、一番どんじりが吉田と來て居ります。この「どんじりの
吉田祭」がまた、地方随一の秋祭として、よばれた人もよばれぬ人もがこの古典的な『お
祭』を見たさに集つて來ることなのです。まこと吉田に一軒の親戚も持たぬ程な他村の村
の者まで辨當がけで『牛鬼』一つを當に出て來ることはよそ外のお祭には澤山は例のない
ことでせう。それでこそ一層見苦しくない様に愛憎を盡かされぬ様にかね〲申すことです。
毛胴がぼれても直しもせぬ丁があつたり、大切な警固の職務を忘れて酒を過ごしたり、こ
んなことは口の酸くなる程言つたことです。▲扨本號には兼て豫告致しましたる通り天保
年間の『お祭繪巻』を附錄として添へることゝ致しました。既に印刷も出來たる趣大阪よ
り入電に付間違なしに本紙と同時にお届けすることが出來るだらうと存じます。何卒御見
落しなき様、且は御高評の程を偏に□ひ上げ奉ります。この繪巻物の原圖は前にも申しま
したる通り高月紫明氏の所藏なのを、氏が快く本紙の爲に提供せられたことを厚く感謝致
します。尚又少し卑しい言草ですけれど、この繪巻を寫眞に撮るから、製版をするから、
印刷をする迄には優に吉田新報の二回分が印刷し得られる程な可成莫大な費用を投じたこ
とです。御承知の通り新報社の經濟の内部はいつも火の車で、この擧に□いては讀者諸賢
の御同情を切にお願ひする次第で將來新聞代なども可相成前金で一年分二年分と頂戴致し
ますことゝなればどれ程か仕合せなことでせう。▲話が枝道へそれましたが本號を『お祭』
に因んだといふことは年來の『吉田祭』が年々粗略に流れ衰微に傾くといふことから、少
しでも「元」に還したいといふ微裏の致す所で、若し今年の『おねり』の結果が少しでも
よくなつたといふ評でもあるとそれこそ當然吉田新報のお手柄で隨分私共お鼻の高くなる
ことです▲尚お祭に就いてこれ〱のことを注意したいといふ投書がありましたので餘白へ
載せることゝ致します（十月二十二日櫻桃吉）

53 T9.10.25 88 毎月見聞
錄

自十月七日
至十月廿四
日

□十月二十一日　　　
各町ともおひ〱お祭の囃子の稽古を始む、女十歳にしてお祭の車に乗ることを無上の名譽
とすること今も昔も變らず

54 T9.10.25 88 謹啓天高く馬肥ゆるの時益々御多祥之□奉賀候願者來る十一月五日は當地氏神祭禮に御座
候處何の風情も無御座候得共御承知の通り當地祭禮は地力獨特のものにて殊に牛鬼の狂暴
振りなどは他所にては求むべからざる興趣多きものに有之候是非御散索旁御來遊被下度此
葭御案内申上候　　十月二十五日　　　　　　　　敬具　　　　吉田新報社

55 T9.11.10 89 お祭の印
象

ホタの音に眼さめて窓から首を出す、どんよりと曇つて、どうひいきに考へても、安心な
らぬ天氣、でもなに降りやせないと安心顔に行き過ぎる聲をきいてホツト胸をなでおろす、
近年牛鬼の猛勇振り、地方殊に宇和島人に共鳴して、果して來るは々々々、鶴島丸一航海
毎に船窓も甲板も顔のすずなり、北からは立間喜佐方ぞろぞろ長蛇をなす人と横堀で渦を
巻く、町役塲東側には大野洋行の大曲藝舊近藤前には M パテー活動寫眞で尼港事件其他目
玉松之助の稲生武太夫狼退治の生ひ立ち等隣は不具兒童の見せ物、鐘太皷三昧樂隊ですば
らしい景氣、ソラ牛鬼が來たといふ聲にはためく胸、年を取れば取る程興味が乗つてくる
のは牛鬼の猛勇振り、かしこの軒こゝの店戸に突當らんとしては危く喰ひ止める警固の苦
心、今年は赤松呉服店新築にて漸くハイカラの陳列棚も出來たばかり、壊されては大變と
棒を林立せしめたは尤も、山本寫眞店も高崎箪笥店も、健固な木材を以て防備怠りなし、
氏子惣代の九足齋翁人力車を捨てゝ、山高に袴のもゝ立ちかい取りヱいや〱と牛鬼の後お
しは珍中の珍、御輿の御成に道を作る八幡ぼた、興に乗り過ぎたか群衆と爭になり、雷の
如きの聲を擧げる勇ましさ、時刻は進みに進んで、晝さがりの日脚は鈍う向山に傾く、濱
通には牛鬼を待顔の群衆、さながら蟻の群、運送塲前の廣塲に牛鬼のきりきり舞ひ、伊藤
繁市君が地にひたと腹這うて奇難を逃れたは輕妙、よもや玆までは來やせまいと、長榮橋
中央に荷を卸して居た柿賣さん、牛鬼の不意打ちに柿の身投げは氣の毒牛鬼後援會幹事連
の、挺身的指揮振りはいつも乍ら賴もしい、九足齋翁が、左海の二階から監視振りは、ヤ
レ音羽屋、腕の喜三郎が、いつもの厚司姿を小ざつぱりとしたきものに、角帯キチンと前
掛を當てゝ、芝居のセリフもどきの大聲は、毎年なくてはならぬ餘興、まづ玆まではお祭
も無事に終わりそうであつたが兎角爭ひ事はさゝきげんから御輿同志一杯機嫌で擲り合ひ、
手拭に石を包んでの不意撃に、鮮血淋漓林醫院の御厄介、打つた男は猛りに猛つて群衆に
紛れる玆にも八幡ぼたと群衆のいさかひ、例の男石手拭をきりきり舞ひに現はれて、乱暴
無盡、群衆の恨み此一人に集つて、□の□を取つてやれと、芝酒店の横丁で、鐡拳の雨霰、
此騒擾を外に翠月楼の板塀を占て、飴を賣るたぶさ爺さん、いつ迄も元氣な男なり、（以下
興行物の記述、省略）

56 T9.11.10 89 鹿の子う
た

△まわれ〱水車　細くまわりて關にとまるな　〱〱 
△鹿の兒が生れ落つれば　我等もみまいか　おどり出るがし　〱〱 
△腰にさしたすだれ柳を　枝折りそろへて　休みなかだち　〱〱 
△十三から是れまでつれたる　雌じゝをゝゝん　あなたのお庭に　かくし置かれた　〱〱 
△何んぼ尋ねても居らばこそ　一もとすゝきの　あいに居るもの　〱〱

△白さぎがあとを思へば　水も濁さず　立てや白さぎ　〱〱 
△かんぢがかすめば　今こそ雌じゝに　逢ふぞうれしや　〱〱 
△國からも急ぎもどれと　ふみが來た　お暇申して　いざ歸る　〱〱
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No. 年月日 号 記事名 小題等 記事内容
57 T9.11.10 89 祭禮寫眞

に就て坪
内老博士
より來簡

八幡祭禮の盛儀は竊に吾人の誇りとするところであるが、此度寫眞繪附錄を發行せしを幸
に、廣く知名の士に知らしめんが爲辱知坪内逍遥先生に其一葉を呈上して左記の感謝の辭
に接した文中別紙の如き研究云々とは、今般新に早稲田大學文學部内に設けられたる、文
化事業研究會である、其規定第六條、新民衆的祝祭行事の創始振興に必要なる各種の研究
云々の新参考品たるべきものだろうと推憶する、尚詳細なる説明書を發送して置いたから、
次號迄には更に興味ある博士の書簡に接する事がで來るだろう（笠）
” 拜啓お心にかけられわざ〲寫眞畫御送附ありがたく候恰も別紙の如き研究を指導中一参考
品を加へ候次第尚畫葉書等有之候はゞ御無心中したく候只今にても此畫の通りの行事有之
候にや或はもはや廢止となりたるにや山車の名目假装行列の名目等御説明下さらば更に忝
く候　草々 
　十月三十日　逍遥 
　高月晴之助様 ”

58 T9.11.10 89 牛鬼に就
て南方熊
楠先生よ
り來簡

先日の本紙に牛鬼に就て南方先生へ照會したことを記いて居りましたが、過日仝先生より
返事が來ましたから玆に掲げ、尚讀者諸君に牛鬼に關する傳説の御知らせを乞ひたい、と
思ひます。 
拜復御尋問の牛鬼の件小生承るが只今始めにて何とも御返事申上兼申候、繪葉書は保存致
し置き、來る丑年元旦號の『太陽』牛の話に出可申候間是に關する貴地方の傳説あらば細
大不洩御知らせ被下度候先は右御受け迄　早々敬具 
南方先生は、博識を以て聞ゆる人で、殆ど世界の古典に通じて居られる人で、其他動植物
の造詣も深く、日本を代表する世界的學者であります。（乾城記）"

59 T9.11.10 89 我輩は『ホ
タ』であ
る（上）

南茶生 待ちにまつたお祭りが來た―何と嬉しいじやないか俺も長い間物置の隅へ放り込まれ湿氣
臭い中で箕だの『トシヨウケ』挽臼、蒸籠杯の手合と同居させられ是丈けでも少なからず
俺の威嚴を疵付けられてる様に感じて居る所へ鼠の奴め俺が我慢して黙つて居りアエヽ事
にしアがつて大事な髪の毛を根元から嚙切り後ろに垂れてる麻や紙と一所に俺の煙突鼻何
も卑下してる譯じやないがドウ贔屓目に見ても獅子鼻には俺も悲觀せざるを得ンぢや此鼻
の中へ持込で巣にしヤがつたが考へて見りア人間共がよく鼻の巣がどうのこうのと云ひア
がるが成程コンナ事から始まつた事かも知れぬテイヤ是は脱線〱其で巣にして唯寢る斗り
かと思つてたら何事ぞどこで乳繰り合つたものかホテレンになりアがつて今度は産所モウ
今日までに鼠算と云ふ奴で何匹生みアがつた事か知れアせん俺アモーこそばいゝやら癪に
障るやら一嚙にしてやりたいが然し俺も超人階級然かも素性の正しいものコンナ鼠賊輩對
手に喧嘩したつてつまらぬ自慢じやないが俺は當時近郷に響た『ホタ』の名匠榮吾爺さん
が齋戒沐浴こそしないが嚴肅な氣分で八幡様や石神様などのお札で張り固めて呉れて人と
なつたイヤ『ホタ』となつたもので其所等の茶目どもがおさらへの□を窃むで『ギロン』
の型に姉さんへ來た艶書や、書出しの古で張つた手合たアヘン譯が違うぞ況や『トシヨウケ』
や屑籠『ホタ』に於てをやと言ひ度くなるマア口痴や自慢は餘ンまり聴きエヽモンじやな
いけん此邊で預り 
偖て俺も一月程前から物置を出て髪の抜けたのは植かへ負傷の個所イヤ此負傷も實の所ト
ンダ助平心から自分で求めた様な事イヤハヤ面目次第もない譯さ去年のお祭に横堀の雜沓
の中で盛に威力を發揮して居た所が何でも袋町の○屋の娘とか云ふハイカラが女優曲げ姿
中肉中背目の大きい夢二式の頗る付のスタイル一寸乙な心持ちになつたので群集を押分け
近よつていつた所が彼奴は□驚仰天逃ぐるを追驅ける拍子に松の根に躓きツンのめつてイ
ヤと云ふ程大松に打突かつたものだから、上唇をヱラ〱摺り剝ぎ大負傷是れも辨柄で塗り
こくり之にかわらぬ色男イヤ色ボタだがモウ〱娘ツ子など追かけるものじやない全くコリ
〱してしまつた威風堂々邊りを拂ふ『ホタ』様が二三度泳いで素ツ天コロリ杯はイヤハヤ
見られたさまじやないわイ 
明日は早いから宵から眠る積りで居たのじやがドウシテ〱茶の間や臺所の方でわお袋や娘
等が衣裳の仕度やら御馳走の献立で大多忙一体コンナ事は女達に任せて置たらよさそうな
ものに親仁までが出て遅くまで何だ彼だと口を出してハ叱られて居あがる嬉しいのは小悴
や娘達斗りかと思つてたら斯ふして叱られても寢ずに『ツガナシ』云ふて起きて居る所を
見ると『オセ』でも矢ツ張り嬉しいと見へるテコンナ風でワア〱ガタンビシンとても眠ら
れたものじやない其でも一番鶏が啼たのは知つてたが暫くして臺所の方で頻りにシュー〱

音がするのでハツト醒めると是は又ドウジヤおこわの蒸せる臭が家中充滿して來たお袋達
はトウ〱寢なんだものと見へる意地の穢ない事を云ふ様じやが實際此の赤飯の蒸せる臭は
何とも云へぬヱヽもんじやテヤ人間共の下戸も上戸も喜ぶのは無理もない所アヽ涎が出た
畜生幽かに八幡様のお囃子の音が天明の寂□を破つて響て來る薄暗にシツトリ下りた朝露
を踏むでサラ〱と紙の音を立てゝ走る噫男として榮ある日□へ様のない崇嚴な氣分に充た
さるゝじやァないか　上組邊で是も夜どうし眠られぬ茶目共『カンシヨ』の踏板とぬかし
アがる一二度窓の下迄いつてカツン〱威力をを示したけれど内と外とではしようがない罵
聲を浴びつゝ一向八幡様へ石段を一氣に驅け上る神職達も徹宵と見へ取り澄まして控へて
居らるゝお神酒を頂き御札を頂戴して後ろへ張り付ける愈々是で神様の使しめ己達の世界
になつたのじや
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59 色々な事言ふて『テガイ』あがる小僧達追驅ても〱巧に人込の中へ逃げるのでガツシリし

てしまう其れでも本丁で逃げ場を失つてマゴ〱して居アがる十二三の凸助カツンとやつて
やつたら大きな瘤になつた随分痛かつただろうが泣かなんだのわエライてアンナのがタイ
テ陸軍大將になるのーせ 
然し此様チンピラ相手ぢや張合ひがない矢ツ張り赤褌蹴出して逃げ廻る娘ツ子が面白いけ
んどモー去年に懲りたけん止めとかい 
横堀邊は色々の見世物で一杯川原には何々會とか云ふ小屋掛け活動寫眞に矢野巡業團の曲
馬輕業是等は仲々大規模のもので馬も十頭餘り連れて來て居る是等を片ツ端からロハで失
敬する是は如何にもさもしい了見の様なけれど吉田祭の不文律で仕方がない何年前だつた
か拒むだのでヒドイ目に遇はされた事があつたてや（未完）

60 T9.11.10 89 祭禮雜感 宇和島　寺
田狸山人

◎牛鬼に追はれなだるゝ人波の蛛の子のごと散る櫻橋 
◎結ひたての島田の女ゆく後を追ふてゆくなりクソぼた一つ 
◎廣やんの胡弓の音色あざやかに今年の山車も變らざるらん 
◎弦月は仄かに照りて霜白き靜なる町ホタの通れる 
◎八ヶ間敷ホタを鳴して通りけり朝髪結へる女床の前 
◎裏町の何丁目から出る古ボタの大く黑きは幾世經ぬらむ 
◎舞込まむ御輿の前に荒れ狂ふ八幡ボタは喧嘩腰なる

61 T9.11.10 89 毎月見聞
錄

自十月
二十七日至
十一月八日

■十一月四日　▽町内のお祭氣分は最高潮に達し、横堀近邊小屋掛も仰々しく出來上り丸
井座の連鎖劇、輕業、活動寫眞などの町巡り賑はし夜櫻橋より本町筋を見通せば御神燈の
□並に吊るされた景色、この夜天候俄に變り黑雲天を覆ふ、而し風が北から押してゐる故
大丈夫だらうといふ人多し 
■十一月五日　▽愈々祭の日となる　朝早く参詣する人多し、途々ホタの屯ぜるありカゴ
ボタは少くなりたりしはうれし。頭に被るべきホタを繩にて地を曳き摺り歩く者あり、殊
更豆の如きおもちやのホタに紙を二三筋つけ、女裝束にねり歩くもあり、牛鬼は立間尻の番、
人家にも障らず、見世物小屋のわやくもせず上手によく暴れたり　
一時の人の出盛りには横堀近邊で一万以上もあつたと思はる、活動、娘輕業とも大入にて
一日の収益活動が三百五十圓、輕業が六百圓と聞けり

62 T9.11.10 89 牛鬼聲援
會廣告

一繰越元金一百五十二圓 
一ヶ年間預金利子九圓八十八錢 
合計　一百六十一圓十八錢 
　　　内金四十九錢　　所得税 
　　　仝　　　十圓　　　立間尻へ 
　　　仝　　　四圓三十九錢　　安藤様へ　　 
　　　　　全くは五圓相渡不足分は三ツ○より足した也 
差引金百四十七圓　二九へ預金 
　　　以上 
大正九年十一月二日 
　　　　　吉田町牛鬼聲援會

63 T9.11.10 89 編輯局よ
り

（前文省略） 
○さて前號お祭繪附錄に就きましては二度三度誠にくどくどしいやうではありますけれど
まあ一度申上げたいと存じます 
○あれほどなものでも出來上がつて参ります迄は果してどんな出來ばヱだらうと心配した
ものでしたが、幸にも大した難もなし各位からお賞めのお言葉を山ほども頂戴致しました
ことです、殊に『幼少の比の事など思ひ出し一段と古郷のなつかしさを知りました。開封
した時の喜びと言つたら何とも名状の致し難いものでした』といふ書き出しで『就ては貧
者の一燈にもつかぬながら金壹封御出版費の萬分の一としてお納め下さい』なほ最後に『鹿
の子の舞、牛鬼の狂態今尚眼前にあり、舞へよ鹿の子、狂へよ牛鬼』といふ様なあり難い
御手紙までさる方から頂いたことでした、其の外『誠に温故の御趣向敬服の至といふ様な
一々書き立てゝも際限のないことです。今一つ是非申上げたいのは丁度このお祭に東京か
ら態々歸られた方が見ヱて『全く都にある者は年に一度位是非歸ることです』と前號だつ
たか慥か書き綴つた言葉を鸚鵡返しにしてさて話されるには『あの祭禮の繪には私共どれ
程肩身を擴くしたか知れません、幼い時から聞いてゐるのに日本で一番立派な祭禮は同じ
く伊豫の西條で、次が江州の八幡其の次が『吉田祭』と三つの中に數へられてゐる、其の
時の傍の者が、『今でもこの通りですか』と聞くから、この繪どころかずつと立派だと他國
の者の大勢ゐる中でお國自慢をしたことです』と言つては、大恩人にでも逢つた時の様に
私共にペコペコ禮をせられたことでした。今一つ申し上げたいのはこの繪を出版するや何
かの御参考にと天下知名の士に配布した處、坪内逍遥博士、南方熊桶（ママ）先生などか
ら色々と珍らしいお尋ねに接した ͡ とです。私共この時程自分のした仕事から多くの反響を
齎らしたことはない、全く涙の出る程嬉しかつた事です
○この後とても精々かうした趣向に對し力を致したいと思ひますが御承知の至つて微力な
る者共、今後とも相變りませず御援助を願ひます 
○尚乍序『お祭寫眞繪』其後増刷致しまして尚殘部があります、お望みの方はお申越し次
第お早い者勝ちで差上げます（十一ノ一〇櫻桃吉）
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64 T9.11.25 90 編輯室よ

り
（前文省略）
△さてお祭繪附録に就いては再三色々と申上げ□□□□□しうは御座りませうがこゝに是
非御紹介致したいお手紙があります 
拜啓　筆硯益々御勇健奉賀候陳者御祭繪附錄御送り被下難有奉存候、折節流感に襲はれ冥
土の混雜に紛れ其儘に打過ぎ候、ハツ張工女等可愛き娑婆戀しさに中途より返し此頃漸く
舊体に復し□に仕合に候御丹精繪附錄も外人より眺むれば興味も薄かるべく候も我々老人
の目に映ずる處感興深く幼時の記臆を示現しお祭の好資料となり珍重仕候 
お弓やお鐡砲とお練の順序正しき昔も偲ばれ候一日妻子にお祭の講釋を始め候處遂にお國
自慢の鼻髙々と相成吉田、宇和島お祭の比較から『吉田三萬石唐金ぎぼし、宇和島十萬石
木のぎぼし』と脱線が問題となり、妻から吉田はお城がないと半畳を入れられ問題は中々
六ヶ敷相成候併し宇和島の臺所は廣いが吉田は奥行がある。宇吉の相違は総てに對し此筆
法で□がつき候、妻が宇和島人丈けお國ひいきも人情御互と被存候、尚ほ牛鬼に付一事の
忘れんとして忘れられぬもの有之候、老生腕白盛りに荒れ狂ふ牛鬼を附け廻し櫻橋の南元
札塲の東橋詰に追ひ詰められ打つ人浪に搖出しとふ〱十手上から眞坂さま横堀川に打落さ
れ候、其頃川水深く幸ひ怪我はなかりしも多く水呑みて両親に非常の心配を懸け候、其節
救ひ神が横堀の燈灯屋のおつさん折能く河原に在りて此様を見て救ひ上げくれられ候、物
變り星移り、今は早や五十餘年の昔と相成候、おつさんにお子さんありしが記臆もなく燈
灯屋の跡今は如何なりしやと案ぜられ候、繪附錄のお蔭で面白お笑しく一日を過ごし威興
湧き出で厚く御禮申上候、右延引ながら御挨拶まで　匇々頓首 
十一月廿九日　　大阪老人 
吉田新報社御中 

（以下省略）
65 T9.11.25 90 吾輩は『ホ

タ』であ
る（下）

南茶生 吉田の人達が二言目にはお祭り〱と大層自慢にして居るが實際是は無理は無い是れ丈整つ
た然かも嚴肅な祭禮は全くの所三萬石には過ぎものぢや硬軟の調和がよくとれて居て四國
どころぢやない本土にも九州にも地方の祭禮としてはコンナのは一寸無いと斷言しても
エヽテヤ御輿己ア三躰あるから三輿かと思つて居たら大元宮様今はない相なが一躰しかに
のにみ輿〱と云ふけに『オセ』の人に聴て見たら御輿と云ふのぢや相なワツハヽヽヽ鹿の
子に花車が八輌本二の玄武の旗偖ては當日第一の花形『ウシヨウニ』是は己れ達の兄貴イ
ヤモー花やかな事勇ましい事何れ劣らぬ特徴ある中に俺ア立間の鹿の子を推奬するネ唄の
調子から舞の振り實に優美ぢやアないか一体あれは誰れの作曲節付けか又振り付けは誰れ
か眞から聞きたいと思ふとる餘り是等がよく調つとるので見玉へ實際の話しが節くれ立つ
た立間の兄イ達とわ思はれんぢやろうが『ウシヨウニ』も左る事ながら是も大に奬勵して
益々大規模に然して此の優美な歌調や振りを失はぬ様したいものじやテ 
其から車の囃子唄是も秋の氣分をそゝるに好適の調律是れ抔も他國から入込んで來てる藝
妓達の爲に毀されぬ様保護したいものと思ふ 
何にしても此小部落の祭典としては小規模ながら良く整つた邌り飽迄崇嚴なものとして取
扱はねばならぬ秩序正しく行ふ事によつて花やかにもあり見事にもあり又意義あるのだが
規律が立たなかつた日にア折角のものが滅茶〱到底見られたものでない斯様な多人數でし
て多人數が樂しむ事は一層各人が注意して決して我を出してはならぬ飽迄敬虔の念を失つ
てわならぬ生糸の相塲や肥料の値段などを考へてゝはならぬ筈じや 
オツトヽヽヽ『ホタ』に似合ぬ理屈實は俺も近頃の人間達が兎角物質的方面へ計り走つて
敬神とか崇祖などの念が薄らいで來ては居らぬかドウも心配に堪へぬので一寸老婆心イヤ

『ホタ』心迄に述べたのじや 
我輩も午前中は仲々威勢がイヽが午過ぎると氣が散つてカラ意氣地がなくなつてしまう大
分草臥ても來たドラ歸つて休むとしようサラバ〱

66 T9.11.25 90 再び牛鬼
に就て南
方熊楠先
生よりの
來書

私は過般當新報の附錄の祭禮の寫眞を贈りましたら、先生より左の來書がありました、文
中讀難い字がありまして、漸く判讀したのですが、尚二三ヶ所讀み得ない所があります、
玆に全文を掲げて讀者諸君の御参考に供したいと思ひます、併し意味の通じない所や文字
の間違つて居る所は、小生の讀み過りで、決して南方先生の過でないことを一言お斷りし
て置きます、
拜復牛鬼祭之圖昨日安着難有誠に面白く拜見致候、小生は其傳説一向承りし事なき故何と
も申上兼候へ共、牛鬼に似たる事は西藏に有之、又件の圖の牛鬼の前に歩む鹿猪様のものゝ
裝して歩く人の像に髣髴たるもの西藏に有之とおぼろげながら記憶致候、彼邊の書きたる
書物坐右になき故詳しき事は申上得ざれ共（小生其事を大英博物舘で讀みしは明治二十八
年の事故乃ち二十五年前なり）そは一條扣へ申上候へば術戰圖識（乾城曰く此四文字讀み
難し）の文にてそれは打牛魔王の式といふあり刺麻僧を達賴（？）法王とし蕃民一人の面
に白粉を塗り牛魔王とし議論の後ち叡子（サイ）をなげるに、六面皆一色に作りある故牛
魔は必ずまけ驚き逃るを僧侶弓矢にて逐なり、二月末の日行うふなり、追儺の様に候（乾
城記）
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67 T9.11.25 90 西灘より （前文省略）

たいくつなので今日の改造を讀んでゐると『生殖器崇拜敎の話』と云ふ中に一寸變つた文
字に出くはした 
藤原爲忠輯集より　神さむき田中のもりの辻社　ほたけをはやす聲聞ゆなり　と云ふ歌を
引いて『ほたけ』また『ほたき』は共に幸の神即ち生殖神の祭典なりと云ひ、更にそのほ
たけを嘲すに用ゐるもノをホイタケ棒と云ふと云つてある、而してホイタケ棒は即ち吾等
が尚俳句道にて季題として用ゐてゐる粥杖に外ならない、粥杖は正月十五日之を以て新婦
の腰を打つ眞似して、子を孕むまじないとなすものであるが同論文に於いては東國にては
此の杖を男根の形に造り更に上野の國にありては『かこみ一尺四五寸長さ三尺程の男根を
紙もて張り貫きに造る』と云ふことを古今要覧稿より抄出してゐる、同論文には更に種々
興味ある研究を載せてゐるが僕が特にこの一節に注目を要求せられたのは吉田八幡祭のホ
タのことに聯想したからである
ホタの語源に就いては從來ちよい〱いろんな説を耳にせぬでもなかつたが僕一家の是とし
てはホタはホタを振り廻し用ゐる時の音響より來る一のオノマトペア（擬聲詞）ならんと
思ひ來つてゐた、即ち鳥をその鳴聲よりカラスと云ひ、旗を所謂ハタメク音よりハタと呼
ぶが如きである、然しこの改造誌上の論文によつてホタは即ち生殖器崇拜より來たるホタ
ケの祭典と因縁を有するものであつてその名稱の起源もそこに在るものと知つたそして極
めて獨斷ではあるがこの解釋は決定的なものと信じたいのである、若しホタがその原始時
代に於てかの『異形の物』の形状を有してゐたならば現行の獅子面の形は婉曲に敬神的表
象を之に附加したものであり又ホタは元來獅子面の形状を有してゐたもので唯輓近かの『形
の物』が發生したものであるならばそれはホタの本質の用途に溯つた天才の發明であつて、
あながち、道學者的叱咤を加ふべきものではない、ホタが神的の允許を得て公然婦女子に
脅威を加ふる資格より見てもそのホイタケ棒との關係は明かであらうと思ふ之は乾城兄の
領分であるから更に兄の研究によつて十分僕の非學者的直覺を試驗して貰ひたいと思ふ

（十一月三日午前西灘より光） 
新報編輯諸兄

68 T10.4.10 96 安 藤 神 社
例祭

來る四月十三日午後二時幣帛供進使参向の上例祭執行尚左記の如く順次祭典執行せらる 
四月十三日午後二時例祭供進使参向の上儀式△同日午後七時半宵宮祭舞樂の奏上後撒餅を
なす△十四日午後一時御幸祭即時出御△同日午後五時御幸所祭御假宮に於て撒餅△同日六
時半還御祭還御の上執行

69 T10.4.25 97 野語 仕様事なしの安藤まつり　今年は近年にない無類の上天氣これなら少しは氣乗りもしよう
と思つて居たに人出の少い事横堀など見世小屋も無い折角の牛鬼もあばれ甲斐もない久壽
さんの様な三味の名手を態々窮屈な車にのせ引き出すのも勿体ない位ゐそれでははづみま
せんなあと他人事の様なお挨拶を交して空とぼけて居る人々の氣が知れないせめて提灯で
も軒釣りはやめて提灯杭に堂々と建てる事にしようではないか仕事も一日位を休で朝湯に
も入つて一杯ひつかけのんびりしたらどうか安藤様の治蹟でも思ひ出したらこの儘では濟
まない筈だ。

70 T10.4.25 97 牛鬼後援
會廣告

一金百四十七圓　基本金殘額　大正九年十月預金 
一金六圓十八錢 
　右大正十年四月十四日迄利 
　　内金十圓　安藤神社祭典相渡 
差引百四十三圓十五錢 
　二十九銀行支店ヘ定期預 
右之通ニ候也 
大正十年四月十五日　朝家萬太郎

71 T10.7.10 100 八幡神社
總代會

立間村郷社八幡神社にては六月廿五日午後三時より同社々務所に於て總代會を開き大正九
年度歳出入決算其他を附議せり

72 T10.8.25 102 牛鬼基金
第二募集
公告

一金五圓　朝家濱五郎殿 
一金五圓　淺野　金七殿 
一金五圓　西川佐太郎殿 
一金五圓　朝家石太郎殿 
一金参圓　吉良竹二郎殿 
一金参圓　北原寅次郎殿 
一金貮圓　酒井初太郎殿 
一金壹圓　大浦賢一殿 
一金壹圓　池田兼松殿 
一金壹圓　二宮シマ殿 
一金壹圓　山下萬太郎殿 
一金壹圓　池田富太郎殿 
一金壹圓　杉田猶二郎殿 
一金五拾錢　廉川セイ殿　　
　計金参拾四圓五十錢 
外ニ金壹圓　朝家萬太郎保管中ニ利子 
　合計金参拾五圓五拾錢 
右二十九銀行へ別段預金トシテ預入レ 
　　　　　　　　朝家萬太郎 
追テ金崎鹿太郎君ノ盡力ニヨリ右金額ノ金額寄附ヲ得テ感謝ニ堪へズ尚外ニ寄附御快諾ノ
方ニテ現金受取ラザル向へハ近々ノ内集金人差上候間宜敷御含ミ置キ被下度候也
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73 T10.9.25 103 牛鬼廣告 一金拾圓也 

右米國大使舘参事官古谷重綱殿ヨリ御寄附 
モハヤ餘日ナキニ付お祭日迄朝家萬太郎ニテ保管ス

74 T10.10.25 105 祭來る （前文省略）そを繰り返して一年十年一生を終る其間正月雛祭節句盂蘭盆八幡祭禮猪ノ子等
の年中行事點□するは灰色の山路に野菊ほのかに咲きにほひたる想ともいふべし寂しとも
寂しからずや其中たゞ八幡祭禮のみは昔より傳統したる祭儀にして今の世もさながら昔の
面影を映す人は此祭禮を待ちに待ちあぐみて滞りなく濟せば今更大なる任務果したる様な
る心地せらる誠に此町の此祭儀はわが日の本の尊く畏き如く其間には何等科學の大なる力
さへも遮る事を許さぬ此町に昔より傳統せられたる心情の碧玉とも稱すべし今年も亦朗ら
かなる天氣にて恙く盛儀を終らん事を天の加護を祈つて止まざるものなり

75 T10.10.25 105 肅啓 
月日の經つは早きものにて待ちに待ちたる八幡祭禮も焦眉に迫り候就ては吉例に依り牛鬼
奮闘の際我黨の士たらむ者は一切の俗事を放棄して御聲援に御参加あられん事第一の義務
と存候右爲念御注意申上候　早々 
　　牛鬼後援會

76 T10.10.25 105 昔のお祭
其他いろ
〱

從前といふ言葉は既に懐かしいものになつたが、其從前の話を故老に就いて聞く事は一大
驚異である、或る意味に於て世の中が今は退歩して居る様にも考へられる程、絢爛に富ん
だものである。その中で八幡祭は昔のまゝを傳へて居るとはいふものゝ從前の話を聞けば
微々たるものである。天保六年九月十五日の祭禮の記録に依ると祭禮に從事した人數は左
の通りである。 
御持筒組小頭共　　六人 
御持弓組小頭共　　六人 
御側長屋組小頭共　六人 
御厩小頭共　　　　六人 
御船手　　　　　　十三人 
大工町　　　　　　十人 
裏三　　　　　　　六人 
本一　　　　　　　十三人 
本三　　　　　　　二十四人 
裏一　　　　　　　十二人 
魚三　　　　　　　二十四人 
本二　　　　　　　十三人 
裏二　　　　　　　十人 
魚二　　　　　　　二十人 
魚一　　　　　　　十三人 
町役　　　　　　　六人 
立間村　　　　　　六人 
立間尻浦　　　　　十人 
供奉　　　　　　　四十四人 
計　　　　　　　　二百四十八人
故老の話に依れば其頃の祭は東雲から車の支度に取りかゝつて今の時刻にすれば午前八時
頃には本丁の松田の前に一列に邌を揃へるのであつた、松田の屋敷は今の立花彌三郎宅、
理髪店もさうであつた。其横向ふの舊菊川宅は尾田で、今の鈴木宅は荻野、鈴村は今の阿
形から緒賀の横丁まで引きかけた大厦で、病院が飯渕、其裏に恒川、尾田（前の尾田の外）
があつた、さうして邌は松田の前から熊崎の丁を下つて 
櫻丁から櫻橋を越へて本町を經て濱に出ておタビに休憩するのであつた、本町は毎年お出
でに定つて居たからお殿様道ともいつたさうである、それからはお歸りに移つた、それは
毎年裡町と魚棚と交代であつたから魚棚か裡町か通らない道があつたのである、それから
本町に又出て櫻丁から本丁を經て松田の前に又歸り御輿を御見送りしてお弓町を下り横堀
に集つて目出度く解散をする時には翌朝の遠見山もホノ白く明け放ちて鷄が鳴く頃であつ
た、現今から見ると道筋も長いが家中は家々の前で漏れなくはやし立てたからそれで長時
間を要したのださうな。尚ほ御神輿は初め馬塲に來て町から邌の繰り出すを待ち合せて居
た、從つて町の邌は御神輿御出迎ひの意味であつた馬塲とは山下女學校裏手から前の高田
理髪店迄の廣塲で今の様な家は全く無かつたのである。お殿様は靑松軒に座を進ませて御
覧に成るのであるが、尚お姫様達は町内の舊家の宅に御出浮きになつて御覧に成つた
それも前に簾を釣り裏から透して御覧に成るのであるが、見憎いから處々に紙を挟んで間
から片眼で窺かれて居た、其の前を通つて見ると御簾に透いて澤山の奥女中の白襟だけが
夢のやうに見へた。其頃は露店を出す處は本三に限つて居た、其の他の町は露店を出すこ
とが出來なかつた。 

（以下露店や興行物、興行物の請元の話、省略）
77 T10.11.10 106 牛鬼廣告 一金拾圓也　大正十年度八幡祭相渡 

差引現在預ケ金百八拾五圓貮錢 
右相違無之候 
　　　　　　　　　朝家萬太郎
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78 T10.11.10 106 野語 此間の大信寺の小學生相撲は大變な人氣、坊主も喜べば子供も喜ぶといふ次第で良い鹽梅

であつた、殊に中島酒井等の御世話人は決算報告をして各寄附者に一々葉書に印刷して報
告して來たのは感心だ、それに引き換へ八幡祭はあれ程の大祭にもかゝはらず随分多額の
祭禮費を徴収するだらうにそれが何程何の道に使用されたか吾輩生れて一度も其精算報告
に接した事がない、各戸に一々報告も手數だらうがセメて新聞紙上にでも廣告するのが當
然だらう

79 T10.11.10 106 祭雜觀 土の入りから降り出した雨は容易に上らないとは古老の豫言だが今年の祭は相憎四日から
大變な時化模様、それに小雨さへ交へてお祭の曉方は飄々たる風の音に明け放ちたがそれ
にもめげずホタは蛛の子を散らすが如く町中を勇猛に横行した、例に依つて種々變形なも
のを見受けた中に小間物を商店に荷造りして送る一間四方位の大籠を張り子にしたものは
珍らしかつた□晴れては細雨を降らし不安な天氣であつたが 
晝頃から全く天氣が固まつてホツと安心したものか近郷近在かけて出盛かる人は近年にな
い大景氣であつた、牛鬼は友濱組で船に乗つて來たのは滑稽であつた、相當奮闘したのは
買つてやらねばならないが兎もすると前足が弱くてヒヨロヒヨロしたその上お休みが割合
に多かつたのは遺憾であつた、一色警部補が櫻丁富内の前で警固をして居られた頭上に大
戸が落ちかゝつたは氣の毒であつた宇和島の白水軒君が腕車に乗つて群衆を押し割けて來
たはいゝが橋の袂で遮られて大きな身体を持ち倦んで居たのも氣の毒、卯之町で藝者をし
て居る吉奴事室家お梅が活動の木戸を徘徊して居たのは人眼を引いた、宮本可醉翁が老來
□□として白髯を撫しながら群衆に交りて牛鬼をてがうて居たのは賴もしかつた 
八幡ホタが御輿の通路をつけつゝあるその最中に伊藤席の丸香と千代香の二別嬪（？）が
紛れ込んで來てどうする事も出來ないでとうとう群衆に押されて千代香は脛もあらはに
ハッタところんだはゼニカネ出しても見られぬ圖、やけに荒れた牛鬼の劍が小便所の戸に
支へられてポキリと根本から折れたのは名譽の負傷と言ふべし、櫻丁のあれが長かつたか
濱は電燈の灯る頃から荒れ出したからものすごい、淸家町長が原氏暗殺の變事も知らぬげ
に牛鬼の尻にくつ付いて走つて居たのは大きいと言ふものか、豊田九足齋が御輿の御休み
に暗くなるのを氣遣ふて出買船用のガス燈を提げて山高正裝で走つて居たのは用意周到、
同氏が氏子總代で腕車に乗つて馳つて居たのはお役目御苦勞、神官が一人腕車に間に合は
ないのではだしで走つて居たのは是亦漫画の上乗なるもの、櫻井、井筒屋の見へなかつた
はどうしたものか、時間が迫つたので御輿のなり込みは八幡ボタのお先走りもなく式を終
つたのはあつけない、櫻町は今まで邌がないので出さないかと促したら區長の答が甚だ氣
に喰はなかつたとかで車連中は申合はせて櫻丁は彈き流しとすると力んで居たが其後どう
なつたか、本一の警固に小鹿さんが裃に大きな鳥打帽を頂いて居たのは狂言の太郎冠者そ
のまゝ、本一の宮本呉服店は店をすつかりかた付けて屏風を立て廻らして居たのはいゝ氣
持がした。その他、木屋は慢幕をつり、本二宮本は玄關に菊花を飾つて居たのもお祭氣分
をそゝつて嬉しかつた。 

（以降見世物の記述、省略）
80 T11.1.10 109 保安組合

評議員會
吉田町保安組合にては左の件につき九日午後一時公會堂に於て評議員會開催 
一、縣警察部諮問案　神輿供奉及奉納物取締規則制定の件 
　第一條　祭典に際し太皷臺、屋臺、引船、牛鬼を出さんとするときは三日前所轄警察署
に届出づべし（以下七ヶ條略）　 
　　議決　左の如く修正を望む 
　第一條中三日前の次に「當該神社、神職又は氏子（崇敬者）總代より」を加ふ、以下原
案通り 

（以下別件の協議案、省略）
81 T11.2.10 110 牛鬼基金

領収廣告
一金五圓也　　西村卯太郎殿 
一金五圓也　　淺野榮治殿 
一金五圓也　　菊池昇二郎殿 
一金五圓也　　保田安吉殿 
一金五圓也　　福島好一郎殿 
一金五圓也　　五十崎七之助殿 
一金五圓也　　櫻井勝太郎殿 
一金貮圓也　　三瀬幾太郎殿 
一金壹圓也　　三浦利三郎殿
〆金参拾八圓　内金貮圓集金人へ禮 
差引金参拾六圓 
右大正十一年一月九日二十九銀行吉田支店へ預金 
既報金壹百八拾五圓貮錢 
右大正十年十一月四日二十九銀行吉田支店へ預入済 
　　　　　　　　　　　　　　　　　朝家萬太郎
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82 T11.2.10 110 亡びんと

するお船
唄

安藤祭や八幡祭のいつもお先達を勤めるお船はたゞ引廻すばかりで何の奇もないから今は
無用の長物視せられて居るが昔はあの中でお船唄を唄つて管弦の合奏で却々優美なもので
あつたさうである、其お船唄は今は全く廢たれて顧みる者もない有様であるが此歴史ある
船唄を今も尚傳へて居る人が唯一人ある、それは外でもないお船手の三瀬六夫老人である、
老人はある時町の某家に來られて仁徳天皇の一節を唄はれた、それはみやびやかな大和言
葉を以て綴られて節は謡の一層洗練せられたもので傍で聞く者も其優美なるメロデーには
有りし從前の面影を髣髴しておもはず懐舊の思ひに咽んだ人もあるさうな、然して其唄本
は三瀬と那須とに保存されてある近頃文化的生活の聲頻りに到る時我吉田の文化的歴史を
帯びたるお船唄も三瀬老人の身體と共に此まゝ消へうせてしまふ事は何ぼう惜むべき事で
はないか、三瀬老人も其点を頓に憂へて渡邊神官に計り渡邊君は近く町會に持出して其保
存方を賴むさうである。

83 T11.10.25 116 吉田景物
詩の中よ
り

葺田苳郎 私は視た人だ　銀紙の大薙刀を赤い夕陽に蠢めかし　白い磁石を淡衣に流し　ちらちら泥
の焔を焚く　御練車の武者人形を　十月の肉を□欷し　元信と歌麿が灰色の十字街の白い
墓坑に輪を描いて蠢めき蠢めき靑い官能をたゞらかす十月の祭を

84 T11.10.25 116 編輯室よ
り

（前文省略）▽いつしか秋祭の季節になりましたが、各町村とも節約宣傳とやらで大分お祭
緊縮をやる風ですが、かう節約の緊縮といふと、ツマリ人間の壽命まで緊縮するやうにな
らねばよいが…▽さて吉田祭も旬日のうちに迫りました、幸ひに吉田ではそんなケチな言
草もあまり聞ヱぬやうで結構です。緊縮どころか、今年からは櫻丁からもネリを出すことゝ
なるし、尚又いづれは本丁筋からも何か出したい希望もあるとやら………長生きの好きな
人はお祭こそ盛んに致しませう。▽御承知の吉田祭は近郷近在に聞ヱた賑やかなネリで、
牛鬼の後援會も今年は一層力瘤を入れる筈です。在外並に他町村の名士よ、陸續御來町の
上一日の歡樂をほしいまゝにせられんことを。

85 T11.10.25 116 むだばな
し

（前文省略）立間村では今度小學校の増築をやるのに三万餘圓の豫算を決議したとかで、殊
に當世節約宣傳に累せられてかどうかは知らぬが、秋祭を全廢することゝなつたさうだ。
飲まぬが嫌ひな毛山村長としては大英斷だが、それでは神様が承知せられまいと口サガな
い町童の噂。

86 T11.12.10 117 台覧の牛
鬼と鹿の
子

二荒伯は是
非吉田牛鬼
をとすゝめ
られた　

殿下行啓の際宇和島市から「牛鬼」と「鹿の子」とを台覧に供したがこの内鹿の子は殿下
の非常なお氣に召したといふことであるが、此の「鹿の子」は吉田祭のものと所作も歌も
同一でその典雅優美な點はその筈であらう、牛鬼は最初「名物吉田牛鬼」を台覧に供した
いと郡から交渉を受けたが吉田町では牛鬼の性質が非常に獰猛であつて群衆の中でも高貴
の人々の前でも何の遠慮なしに暴れ廻るもの故この際お斷りすると答へた、所が二荒伯な
どは大いに賛成で是非吉田牛鬼をといふことだつたが知事の意見では騒擾に亘るといふ廉
で中止となり結局宇和島の例の去勢せられた赤牛鬼が代つて殿下の前へ進んで三度かしら
を下げて引き取つたのであつた、而も殿下には牛鬼も亦お氣に召し「非常に勇壯なものだね」
と仰せられたといふことである「若しこれを二荒伯の御意通り吉田牛鬼としたならば殿下
には一層お喜びになつたことであらうに」とはさる牛鬼後援會員の話し。

87 T11.12.10 117 見聞録 ■十一月四日　八幡神社祭禮、郡より神饌幣帛使下向。 
■十一月五日　神輿渡御、何十年目に一度といふ程のお祭日和の事とて賑ひも大したもの
であつた。横堀河原には活動寫眞其他見世物二三、お蔵前にはヤライ相撲あり。
△牛鬼は淺川の出廻りにて例により遺憾なき奮闘を遂げた。この日櫻橋際にて奮闘の際吉
田獨特の牛鬼を解せない見世物小屋の主がカツヲを押したとか突いたとかで大變な牛鬼の
逆鱗にふれ、小屋もくずれよと計り逆襲をせられた、今一つ同じく新任の巡査が警察の威
力を以て之を制止せんとして却つて藪蛇に終つた「突き捨て御免」は歴史が□へてゐる吉
田牛鬼の特權。
△お邌のお通りの最中を「この道路は縣道だ、誰が通さぬといふか」と官吏であることを
笠に着て威だけ髙になつた男は遂に自轉車からおし倒され、結局群衆の爲めサン〲の目に
遇ひすご〲裏道へ逃げ去つた、例年□□□□□□□□□□□□□□血まみれ喧嘩は今年は
なくて仕合せ。ホタは例によつて如何はしい變装をして三々五々通る、これも景物。 
△櫻丁からは本年春の安藤祭禮以來お槍ふりを出すことゝなり邌の景氣を一段と添へた。
追々と本丁筋からも何か一品出す順序だが行く〱は鐡砲からお馬かちねりといふ風に古式
を復興するかも知れぬ。
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88 T12.5.25 125 鹿の子の

話
久延毘吉 昨年十一月皇太子殿下行啓の際鹿の子踊を台覧に供した、時に中央の新聞によつて天下に

紹介せられた、之が動機となつてか京都の祇園歌舞練塲で踊ることゝなり、遂に東京華族
會舘で亦踊つた、之以來鹿の子踊は天下に普く知られるやうになり、殊に南豫地方獨特の
郷土舞踊と思はれるやうになつた、併し之は南豫獨特ではなく古くは日本全國で行はれて
居たかも知れぬ少なくも東北地方で行はれて居たことは確實と認めてよろしいと思ふ、私
の此の話は舞踊を藝術的方面から見るのでもなく、又歴史的に其變遷を見るのでなく、民
俗學の方面から少しばかり述べて見たいと思ふのである古くから我國の郷土の祭禮に獅子
舞とか、鹿の子踊とかゞ行はれて居る處がある、獅子舞と鹿の子踊とはどんな關係がある
かと云ふと、私は獅子舞の本源は鹿の子踊に發して居るのではないかと思ふ、陸中附馬牛
の獅子踊は實は鹿踊でこの獅子の頭には樹枝を以て鹿角に擬した物を附けて居るのみなら
ず、歌の章句にも山中の牡鹿が妻を求め、妻を戀ふ事が明かに現はれて居る、斯様な例は
決して稀有ではないやうだが東京などの獅子頭は近世次第にライオンの寫生に近づいて來
たがもとは今一段顔も長く且つ角のあつたことは、山中翁も嘗て注意せられた、元禄刋行
の人倫訓蒙圖會中にあるものはしかの如き枝角があることを共古日録中に述べられて居る、
尚二三の例を擧げると山本信哉氏のお話では落合直文先生の郷里（仙臺？）にも行はれて
居る、山下女學校の菊池先生の郷里岩手縣稗貫郡にもある、とのことである。 
獅子舞のシゝと云ふ語にも少なく或混同がある、即ち獣肉を宍と云ふことから轉じてしか
即ちカノシゝを單にシゝと呼んだ時代もあれば、猪即ち井ノシゝを單にシゝと云ふ地方も
ある、萬葉集のシゝはしかのことである之れで考へて見るとしかの子踊の方が起源が古く
はないかと思はれる、而して此しか踊が東北地方に多いことから考へ、又シダレヤナギと
歌ふのをスダレヤナギと訛る處を見ると奥州から伊達秀宗公入國の頃に輸入したのではあ
るまいかと思ふ。
今此しかの子踊の起源は何から始まつたかは容易に解決出來ないが、將來比較土俗學の研
究が進めば自から明かにされることであらう、陸前牡鹿郡鹿妻村では、昔牡しかの妻を慕
ふて死んだのを悼み、鹿野苑の周行に比し功徳勸進の爲め諷ひ出したと云ふ（新撰陸奥風
土記二）陸奥南津輕郡黑石町の附近でシシガ澤と云ふ地に百年前まで奇なる石上の彫刻が
あつた周圍五六尋の岩石の面に、大小數多のしかの顔がひし〱と彫つてある、又木の中に
ある小さな岩にも同じくしかの首が彫つてある、いつの世誰の所業とも知れない、神わざ
であつて毎年七月七日にはきつと新たに二つづゝ彫添へられると云ふ話、しかも此近村で
はしか踊の獅子頭の古びたものがあれば、常に此岩の周邊へ持つて來て堀埋めるのが常で
あつたと云ふ（眞澄遊覧記十三）
そして二葉の挿畫が添へてある、一つは其所在地の有様で山中蕭條の地に此珍らしい碑は
立つて居る、他は碑面の圖であるが上下左右に一定の方角もなく彫られたしかの頭は正し
く寫生である、柳田國男氏は石面のしかの頭を彫り始めた今一つ前には、本物のしかを屠
つて此地で神を祭ること恰もアイヌの熊祭のやうではなかつたか、牲に捧ぐる獣を邑内を
曳廻はすことは他民族にも例がある、又しかを牲にして其首を供へることは諏訪にもある

（日本傳説叢書信濃巻）讃州三豊郡麻村大字下麻の首塚では昔は毎年しかの頭を切つて諏
訪の神に供へたのが、或年しかを得ずして牛の頭を奉つた處、神殿鳴動したによつて永く
此祭が止んだ（西讃府志二十九）京の淸水觀音の鹿間塚は開基の時靈鹿來つて地を夷げた
と云ふ口吻があり、しかの頭は寺寶として永く傳へられて居たと言へば（ツギ子フ三）此
殺伐な慣行も元は決してアイヌのみに限られて居なかつたものらしい（以上郷土研究三ノ
五九六）木村鷹太郎氏は其著世界的研究に基ける日本太古史六八七頁に。 
金毛羊皮取りの物語に於てヤソン遠征譚は之を述ぶる所ありしが此遠征譚及びヨーロツパ
姫とカドマス關係の歌となり舞踏となりて宇和島に傳はれるものは宇和津彦社の祭禮に於
ける「デンデコ」なるものとなす、宇和島の「デンデコ」は鹿取の舞なりと雖もヤソン神
話は羊取遠征となし、此點異れりと雖も何等全體に於て異なることなし
私は木村鷹太郎氏の説を信じようとは思はないが、斯様な舞踊が、世界凡ての民族が原始
時代からもつて居たことは推測され得る今私は此舞踊の比較土俗學的研究を始めて居るが
未だ確たる結論を得ないのは遺憾である併し二三研究の一端を述べて見るならば、我々人
類の心理發達の階段を分かつのに、ヴントによれば、原始の時代、トーテミズムの時代、
英雄及神の時代、人間態への發達、と四つに分けて居る、此第二番のトーテミズムの時代
には（現にオーストラリア土人、アメリカインデアンは此時代である）種々の動物の形を
して所作事を眞似て踊る儀式（或は祭りと云ふもよい）がある（原始的民族の秘密講）之
を文化史的に見ても世界の何れの民族も此階段を經て來たことは争はれない、私は最近

「ヨーロツパ考古学、舊石器時代の部」を讀んだがその中にフランスのラブリ、メージやア
ルテミラの洞窟の壁に動物（多分鹿であらう）の形をして人が踊つて居る所の繪が彫刻し
てある、これは明らかにメラメシアの土人のやる儀式的の舞踊であらうと著者は述べて居
る、其他パーキンの「史以の藝術」等を見ても歐州舊石器時代にトーテムの痕跡のあつた
ことは認められる、我國でも亦トーテムの痕跡を認めることが出來る（人類學雑誌三四ノ三、
日本に於けるトーテムの痕跡、及民族と歴史八ノ五、八俣遠呂智に就て、日本に於けるトー
テムの面影）之等から考へると我々大和民族の有史以前の悠遠の時代からのサーヴィヴァ
ルではあるまゐか、グロツセ敎授は其著「藝術の始原」に舞踊起源を三つに分けて説いて
居るが、其第三に、動物的祖先の信仰の表現たる動物（即ちトーテム動物）の運動の物類
似又は模倣、と云ふのがあるが、私は鹿の子踊などの舞踊も之と同じ起源ではあるまいか
と思ふ、而して之を民族の移動或は他民族との接觸から學んだのか、或は凡ての民族がトー
テミズムの階段にある時代に各個に起つたのか議論の分かるゝ處ではあるが、前述の數列
から考へると、トーテムの時代には此儀式的舞踊が影の形に添ふ如く行はれて居たようで
ある、
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88 だから今の處では唯トーテムの時代と動物模倣の舞踊が密接な關係にあるといふことを知

るに止める外ない、其他のことは將來の研究に俟ねばならない、話が餘り散漫になつたが、
今の私の考へでは、此舞踊の起源は有史以前のトーテム時代に發し居るものであつたが之
が東北地方に遺つて居たのを秀宗公入國以來南豫に轉つたのではあるまいかと思ふ、尚之
が東北から移入したといふ傍証として左の歌を掲げよう。
吉田の鹿の子うた。 
まわれ〱水車、細くまわりて關にとまるな〱、鹿の兒が生れ落つれば、我等もみまゐか、
おどり出るがし〱、腰にさしたすだれ柳を、枝折そろへて休みなかだち〱、十三から是ま
でつれたるじゝをゝゝん、あなたのお庭にかくし置かれた〱何んぼ尋ねても居らばこそ、
一もとすゞきの、あいに居るもの〱、白さぎがあとを思へば、水も濁さず立てや白らさぎ
〱かんぢがかすめば今こそ雌じゝに、逢うぞうれしや〱、國からも急ぎもどれとふみが來た、
お暇申していざ歸へる。
新潟縣北魚沼郡の獅子踊歌（抜萃） 
獅々のこーこー、廻はれや〱おそく廻はれば日が暮れる。
福島縣安達郡獅子踊歌 
まはれ〱や水車、おそく廻ればまわりかねる〱、七つから八つまでつれたるめん獅子をば
これのおにはにかくしとられた〱、なんぼ女獅子がかくれてもつひに一度はめぐりあふべ
し〱、くにからもいそぎもどれとふみが來る、おいとま申していざかへれ〱。
山形縣飽海郡獅子踊歌 
廻はれや〱水車、おそく廻れや、急つせけはとゞまる〱、都から是まで連れたる牝獅子をば、
何と尋ねて尋ね逢はゞや〱、これの御庭に一群薄はなけれども、これの庭に隠し置かれた〱、
隠し置かれた牝獅子をば何とたづねる、尋ね逢はゞや〱、うれしやな風を霰と吹きあげて、
今こそ牝獅子に逢ふぞうれしや〱、白鷺が我子思へば立ちかねる、水を濁さず立てや白鷺〱。 
讀者諸賢は之等の歌で鹿の子踊と東北地方との關係に就てヒントを得られたことゝ思ふ、
如何にも取とめのない事を記いたが今は研究の過程にあるので、こんなものを發表するの
は濟ない譯ではあるが編輯局から何とか記けと云はれるのでほんの責防ぎに記いた次第で
ある。尚お氣付の點があれば御敎示を仰ぎたい。（終）

90 T12.11.25 137 牛鬼の奮
闘

今年のお祭
り

ホタの音に夢を破られて子供等と共に床を蹴つて飛び起きればさすがの好天氣、明け方の
雲の姿にもそれとうなづかれる、今年はお祭の御馳走も控へ目なれば祭り客も少なからん
横堀に小屋掛けしたる見世物の入りもさまであるま（ママ）などあまり景氣とも思へぬ今
年の祭りをつまらなさうに考へ入る、東天に旭の輝き全くお祭り氣分なり。奇麗に掃き淸
められたる町もホタの鬚紙散亂して子供等の活動の跡を止む、時刻は絶間なく進む、東西
南北より入り込むお祭り客は引つきりなしに増す許り、先づ午さがり牛鬼のあばれる前の
店の様子等を見て廻るどうしてもお祭りの中心は横堀である（途中見世物などの様子省略） 
赤松呉服店や山本寫眞舘あのあたり一たいに牛鬼喰止の柱も幾本も建て廻はしてあるいつ
もより堅固に見へるは牛鬼の勇猛振りを豫想してか、……………時は熟した、人は熱した、
出れば今！！　　牛鬼來る 
菊川醫院前に休んで居た牛鬼の角がチラリと見へたかと思ふと大きなヅー體をあらはして、
サァ牛鬼が來たいふ聲に群衆は右往左往にどよめき合ふ、見る間に牛鬼は横堀の廣場まで
突撃した、ワーワーの聲は天地もゆれんばかり、退いては又進撃するその牛鬼の亂れくる
ふ様面白しとも面白くあまりの活動に忽ちにして角も耳も遂には顔も首もメチャ〱になり、
如何にその勇猛振りを示したかを如實に語つて二時間餘の奮闘の後橋を渡つて下つた、 

（以下省略）
91 T13.10.15 159 お祭近づ

く
野分一過吉田の天地はかがやかしい秋が來た横堀の靑物店には松茸が獨り秋を誇つて居る
□中には初茸賣が銀鈴の聲を呼びあるく□の□ここゝには早くもホタを張つて日南に干し
て居る蜻蛉の翅がかすかに影をかすめる車のはやしの稽古は十五日から始まるそうだ

92 T13.10.25 160 ホタに注
意すべし

ホタは絶對壯嚴たるべき邌の一部である然るに近年は異形のホタを持ち或は女裝し殊更ボ
ロギモノを裝ひ二輪加式にわたるものは祭禮の神聖を汚辱する事甚しきを以て異法の者は
治安警察法によりドシドシ處罰せられるからホタに出る人は注意を要する

93 T13.11.5 161 盛んなり
し八幡祭

十一月五日は定められた八幡祭朝はどんより曇つて牛鬼黨を心配させたが次第に天氣回復
夜はすつかり晴れて月を仰ぐ事ができた。ホタは相不變盛んで夜半二時が出盛り明けがた
には大分姿を晦ました。學生が登校した爲めであつた。女裝した二輪加式妙な恰好のもの
は警察から注意した。牛鬼はトマ濱組の出演で近來にない奮闘振りは觀衆を十二分に滿足
させた。御殿前で活動寫眞の町廻りを追ツかけ車上の洋裝美人が悲鳴をあげたのは助けて
やりたかつた。横堀ではトテモ物凄い勢で瓦を落し棒杭を□いたり悠々三時間に渡る猛闘
は手に汗を握つた。芝伽奈命太田櫻桃吉河野大塊が盛に聲援を送つた。ハマ通りの活動は
更に猛烈首が二度までボツキリ折れて警固がさしあげて走るやらノコや金槌を持つて來て
修繕するやらトンダ餘興であつた。豊田井筒屋保田佐野長山の應復振りは御苦勞。
淸家大坊主先生は袴がけで異彩を放つた。蔣淵の迷優駒十郎の顔も見へた。左海の二階は
例に依つて人の顔の鈴成り。野中陶器王の愉快そうな顔もみへた林の二階は大阪の珍客で
埋まつて居た熊崎濱遊河野曾我の二階の欄干は目白押しの盛觀を呈した御輿は横堀では一
臺遅れて二臺しかお成り込みがなかつた複雜した事情があつてどうやら御度で一騒動持ち
あがりそうであつたが無事に収まつたは幸ひ。警固の神官が車上から水干の袖をまくつて
活版ズリの神様宣傳ビラを散布したのは是迄に無い圖であつた。宮本朴堂武内飛龍車の警
固久保スイ老人の御輿総代何れもお役目御苦勞千万。市中は大洲銀行櫻井菊池鈴村赤松木
屋宮本□慢幕を廻らし中でも宮本呉服店赤松呉服店は店を片付けて屏風をたて廻らしたの
は古風でよかつた。横堀の盛り塲は例のとほり露店を並べ客を吸収した。

（以下見世物の記述、省略）
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94 T13.11.25 163 牛鬼廣告 　 一金貮百圓也　大正十二年十一月二十九ヘ預金 

　　一金拾四圓貮拾五錢也　利子 
〆貮百拾四圓貮拾五錢也 
　内金拾圓也　十三年八幡祭立間尻へ寄附 
　仝金九圓貮拾五錢也　十四年春安藤祭へ充當　現金役塲ヘ封ノ儘預ル 
差引金百九拾五圓也　二十九銀行ヘ預金 
右之通リニ候也 
　牛鬼後援會

95 T13.11.25 163 櫻町でヨ
イヤセ

本丁では牛
鬼を造る

是迄八幡祭禮に櫻丁は邌物がなかつたのをお槍振りを出してゐたが此度大奮發して千圓寄
附募集蒲原區長熱心に奔走中にて既に六百圓の應募あり、立派なヨイヤセを造つて來年は
是非間に合はす計劃である、本丁でも邌物の無いのは町の体面上遺憾である事を自覺し牛
鬼を造つて大いに活動しようと竊かに奔走中であるとか

96 T14.2.25 171 和靈神社
と安藤神
社

冬辞朗 山家氏と安藤氏とどちらが偉いか？生前主家を思はれしは同じ事、一は他殺一は自殺。他
殺は易く自殺は難し。安藤氏は其の難きをせられた。是を以て見るとどうも安藤様の方が
偉い様に思ふ。然るに和靈様の名は遠く奥羽地方にまで響き、宇和島の名は知らざるも和
靈様の名を知らざる者なし。安藤様に至りては吉田の名と共に偉く舊版圖内位に止まる。
どうも不思議な事である。予思ふに是は吉田人士の安藤忠臣に對し熱心の足らざるに依る
と思ふ。只一人の甲斐順宜ありて熱心努力せられたるも、誰一人其の事を賛し補助する者
は無かつた様である。
安藤氏の忠靈に對し且つ吉田町榮策としても恥しく思ふ。此只一人の忠臣を長へに慰むる
は我々吉田町の双肩にある事であるそこで僕は祭より始め左の件を謀りたいと思ふ。
一今迄の邌の大至急々行の自働車的通行を廢し緩かに行ひたい
一餘興もなすべし
一特に門前の櫻丁諸君に望む今迄の終日變化なきお鎗振を廢し花々しくやつて貰ひたい
一節約宣傳もよいが祭神にまで節約するに及ばず親族知己も招きて十二分に賑かにすべし
一神官の言は即ち神言と解する人多し□□□□□□□□□□□學識あり且易判斷に長じた
る人を任ずべし
一當町各人により見れば＝これは少々迷惑なる人もあらう＝然れども吉田町無二の忠靈を
慰むるに不平を唱ふる者は非ざるべし
一色々な祭りを名として口腹の欲を滿たさんとする人や無資格神社も中々多い様である是
をやめたら費用も節約が出來る
要するに祭を盛大にして賓客を集むべし神靈を慰むると吉田町を繁榮にする上策と思ふ。

（以下省略）
97 T14.4.5 175 ヨイヤセ

猛練習中
櫻丁は是迄祭禮には何も邌らしいものが無かつたが時代の慾求に大いに鑑る處あり、全町
より寄附金を募集してヨイヤセを造つて來る安藤神社祭禮から出動する事になつて、錦上
更に華を添ふる次第である事は吉田町前途の爲めに大いに慶賀すべきであるが、此新しき
ヨイヤセの門出第一年に當り萬一の遺漏なく大いに活躍して眼に物見せげんず大抱負を以
て連日連夜太鼓の音も勇ましく超極猛練習中であるとは賴しい。

98 T14.4.15 176 安藤神社
春祭

人気を獨占
したヨイヤ
セ

四月十四日は例の通り安藤神社祭禮にて無二の好天氣のため油の乗らぬが折紙付の安藤祭
としては近年にない人出であつた、櫻丁が奮發したヨイヤセは眼もさめるばかりの華麗な
もの、餘興の士やお姫様の道化は氣品を落しはしないか…無くもがな…全くお祭の人氣を
ひとりで脊負つた觀があつた牛鬼は警固と牛鬼本体と意氣が合つて居ないやうであつたが、
そこでいろ〱混雜な塲面を引き起して却つて面白かつた、井筒屋長山乾城保田安吉田中先
生の諸氏が盛に活躍して聲援を與へてゐたサヽ機嫌の皇朝先生は欠けてはならぬお景物

99 T14.4.25 177 大正五年
一月發刊
本紙創刊
號を取出
して　

笠人 （創刊號の内容）
牛鬼後援會が成立して朝家萬太郎、井上両氏が發企で村井保固氏参拾圓、山上氏貮拾五圓、
松川氏貮拾圓、土居源市、大久保良太郎、中井國太郎、横田淸纓山本靜雄、鳥羽古兵衛、
朝岡康三郎、井上豊太郎、朝家萬太郎の諸氏拾圓宛計百六拾五圓吉田銀行へ預金するとある。

100 T14.11.5 196 牛鬼廣告 元金百九十五圓也　二十九預金 
　金十五圓二十一錢也　右利子 
　内七十六錢也　所得税 
　差引金二百九圓四十五錢也 
　　此内金拾圓　十四年度八幡祭へ渡す 
　〆百九十九圓四十五錢　二十九銀行へ預金 
吉田町牛鬼後援會
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No. 年月日 号 記事名 小題等 記事内容
101 T14.11.5 196 盛んだっ

た八幡祭
禮

吉田郷の一年中での大觀樂日である八幡祭禮は例年の通り十一月五日擧行された午前三時
頃時化模様の空は土砂降りの大雨となつて曉方からカラリと止んだのは天祐と云つて良い
町内邌順番は一番魚三、二番魚一、三番裡一、四番本二、五番裡三、六番魚二、七番本一、
八番裡二、九番本三、十番櫻丁、大押裡二本二、大世話番魚棚二丁目、出揃塲所吉田病院
前、邌出揃午前八時、繰出し午前十時、御幸道順御出筋本丁、御中筋魚棚、御歸筋裡町の
豫定に從つて澁滞なく祭禮は終つた當日の人氣物牛鬼は立間尻淺川組で可成りに奮闘を續
け濱通では頭がボツキリ抜けて棒の儘で活動を續けたブラリと垂れた頭を奪ひ取ろうとし
て丁度林の前で鉄拳が飛ぶ大變な騒擾も演ぜられた横堀角に新築中の芝の洋舘の露臺は恰
好の桟敷であつた淸家町長がニコ〱顔で林醫院の二階から覗いてゐたのは衆目を曳いた豊
田、櫻井、井上、岡本、加島、河野鳥羽君など盛に牛鬼に應援を興へてゐた邌車に本三は態々
宇和島から音樂を傭ふて來る熱心さ立間の鹿の子は今年は新調で奇麗に見られた櫻丁ヨイ
ヤセの踊りは人を馬鹿にした下劣なもの祭禮の品位を毀付ける事も甚しい來年から踊りだ
けはキツト止める事だとは衆評であつた宮本と赤松呉服店は屏風を立て繞らしてお祭らし
く休業してゐた裡一靑野商店店先に八束愛松軒門人の生花陳列と櫻丁横田洋服店も生花を
並べてゐた（
以下見世物の記述、省略）

102 T15.2.5 205 八幡祭禮
をキネマ
に撮る

大和映畫會撮影宇和島鶴島神社十周年祭禮の活動寫眞は丸井座に上映して非常の觀迎と興
味を惹起してキネマの實用的應用を知らしめたが吉田八幡祭禮殊に名物の牛鬼の活躍を活
動寫眞に撮つたらどんなに興味を呼び起す事であらう鹿の子、車、御輿、ヨイヤセの邌は
固より濱とほり横堀各町の賑ひをのこらず全部撮影して各町村で上映することは我吉田町
の存在を他外に紹介して其功は著しい。尚東京大阪の同郷會に送つて上映したらどんなに
喜ばれるであらう祭禮キネマ問題は有識者間で大分噂に上されて居つたが、今般入船ビリ
軒君が某々有力者の後援を得て一般有志家の寄附を勞つてキネマ完成に力を盡す筈である
と云ふから特志家はなるべく後援の勞を吝まないでどうかしてビリ軒君の素志を完成して
やりたいものである。

103 T15.2.15 206 數十年目
に吉田祭
を見て

今井昭綱 やゝ事は古きにぞくするが、余は昨年の十一月久々振りにて吉田へ歸り、殆ど二十年目に
その氏神祭に接したのである。元來余は數十年内地の諸所を流浪して特色ある種々様々な
る八百萬神の大祭を見たるが、ともかくも一等懐かしみのあるのは故山の神の御祭である
よ。 
　十年一日の如くとはよく使用せらるゝ語句であるが、吉田の祭も御多分にもれず、明治
の御代も大正の御代もあまりに變化は認められない。御殿前の松の木の如しである。しか
もその老松にも幾分の成長と年輪の増加とのあるように、せめてもの進歩を尋ねるならば、
それは四ツ太鼓のダシくらひなものであらう。それはいつの頃より附きしものか、我等の
少年時代には決して見あたらなかつたものである。四つ太鼓の前方をテリ行く盆踊りの如
きものであつて、入墨すがたの役者の出立ち、江戸子氣質が多量にくめる。其他は概して
昔のものゝ如しである。 

（途中省略） 
勇ましきホタよ。余の出で行きし遅かりしがためか。勤勉の子……早起きにして早くその
業務を終る………汝にあまり會はざりしを悲しむ。時節がら文化ボタは生れないか。余が
見た僅少の者共は緋縮緬の襦袢の着流しで粹な姿は充分に在つたよ。 
無藝なる河船よ、汝は相變わらず先登の役目は勤めてゐるが、何故に奏せざる？御船歌を
………封建文化の名殘りである……汝は習ふべくあまりに低能であるのか。汝はいかめし
くも、その幕には御殿様の御紋である引両と外笹とを附けてゐるのに、汝はなまめかしき
婦人の乗船は禁止し、土くさき人々によりのみこぎ行かれるのではあるが、知てゐる…町々
の有志者の戸毎には汝の舳先を突き入れて其の家々に祝福あれかしと壽くことをば唯一つ
だけでも。 
七つ八つ列して行く山車よ、なんじの裝ひは美の結晶だ。車中よりもれ出づる歌聲と皷、
太鼓に三味線の音曲とは永久に若々しくして女性美があふれてゐるよ。御旗の行列は相變
らず平凡である。 
立間より出で來る鹿の子よ、なんじは男性美をそなへてゐる、而も古へのナイトの如く異
性には禮あつし。あたらしき婦人も必ずやなんじの行爲は讃美するであらう。なんじは人
の子に何物かを敎へてゐる。なんじの兄弟なる鶴島城下の八つ鹿は、先年都上りまでもな
し大宮人等の禮讃を受けたが、なんじは彼等よりもはるかに勇壯活潑にして實力に富んで
ゐるとはいへ、世話人なきために相變らず立間や吉田にくすぶるを悲しむ。

（以下省略）
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No. 年月日 号 記事名 小題等 記事内容
104 T15.2.25 207 數十年目

に吉田祭
を見て

今井昭綱 荒れ狂ふ牛鬼よ、汝の頭と聯隊旗とは疵だらけで、あればあるだけ價値が出る。汝……戰
團の子よ、汝は徹頭徹尾破壊者である。汝の前には美はしき乙女も土くさき野人も平等だ。
汝は藩政の昔よりそが狂暴性をば逞ましくして、人の子に何物かをさゝやひてゐたるに、
悟らざりき南豫の人々は汝なき西洋より反つてタンクもセンコウテイも渡來して我陸海軍
にも使用せらるゝに到つた。けれどもそれらは、なんじの變装物にすぎないのみ。（省略） 
御三体の神輿は美麗なるうちにも權位がある。恐らくは胡麻鹽頭も禿頭もオールバックや
耳隱に到るまで自ら頭がたれるのである。而しておごそかなる神官の列にて終はる。 
由來お祭の立派さは吉田のプライドの一つである。併しながらそれにも近代文化の通則で
ある「進歩と進化」があつてもよからう。宇和島市のごときは、その鶴島神社の十年祭を
つぶさに活動寫眞におさめ、今や各地に紹介してゐる既知の人もそれによりてまた新たな
る一種の印象をば受くるのであるまた巌谷小波氏の作歌によりて凱旋桃太郎なる兒童より
成るカチ子リを作りて非常なる新し味をば祭りにまで注ぎて萬人より異常なる觀迎をば受
けてゐる。三島章道子爵の盡力により上京して少年團大會にまでも出演せんとさへ意気込
んでゐる。
余は思意す。御祭りは郷土藝術の精華であると。我等は氏神様の祭禮によりて祖先崇敬の
念慮を養ふと仝時に郷土藝術の發達を養ふと仝時に郷土藝術の發達をば畫策すべきではあ
るまいかこの意味にて資本家も勞働者も基督者も佛教者も協力して御祭の大成をば計るべ
きである好古の精神を持すると共に新らしきものを創造せよ、新らしき香を漂はせよ。斯
く努力をしてこそ郷土藝術の花である。お祭も永久にそが存在の意義をば存するのである。

【終】（大正十五年一月四日）
105 T15.3.5 208 裡三にね

りが出來
る

吉田裡町三丁目は安藤神社祭禮に邌として猿田彦様を造る事となり價格参百圓餘松廣林造
土居安太郎岡藤七奥山權六の諸氏世話人として懸命に奔走中

106 T15.4.5 211 安藤祭は
延期せな
い

吉田町の守護神安藤神社春祭は桃の節句と突き當るので一時は延期説も專ら取りさたされ
てゐたが何分神聖の祭禮の事であるから成り行きにまかして延期せず例年の通り四月十四
日に執行される筈である今年の呼び物は裡三から新しく出す猿田彦の邌で新裝が出來あが
つたハイカラな芝勸商店の前に猛闘する牛鬼も面白い對照として一般から注目されてゐる

107 T15.4.25 213 だらけ切
つた安藤
春祭

呼び物は猿
田彦様

振はぬことが折紙付きになつてゐる安藤神社春祭は例年の通り四月十四日に執行された、
桃の節句と同じ日であるだけに今年は少しは人出もあるだらうと樂觀してゐだがそれもダ
メ天氣も良いのに淋しい祭であつた、名物牛鬼も振はぬこと横堀では一二回申譯けにアバ
レてお茶を濁し濱通では少しは見直したが大したことはない、櫻丁のヨイヤセは今年から
大浦の青年團がかつぐことゝなつて問題の□芝居の大根役者の踊りがなくなつてずんと品
位が上つて見へた、裡町三丁目の猿田彦様は何と云つても美しう奇麗であつた、……サン
の堂々とした体格はいかにもふさはしかつた

108 T15.10.15 230 入船びり
けん様へ

九洲の一讀
者

お祭が近づいて來ました。私等吉田人の誇である八幡様のお祭がちかづいて來ました　私
等十數年も故郷へ歸り得ない者にとつて常に美しい夢を結ばしめてくれるのはホタと鹿の
子とお車と牛鬼の秋祭です。今年の二月號でしたか吉田新報紙上で貴殿の御奔走で八幡様
のお祭をフイルムに収めて吾等在外者に貸與する旨の御計畫が發表されたのを見ました時
は、嬉しさのあまり思はず躍り上つた程でございました。それから一日千秋でその日を待
ちかねてゐましたが其後とんと消息に接しませぬ。若しや中止されたのではないかと何だ
か不安でなりませぬ。私等異境にあるものがどんなに期待してをりますか今此紙上を借つ
て一層の御盡力をお願する次第です。以上

109 T15.10.25 231 雜錄 お祭が來た。 
近來ホタの品行が甚だよろしくない。殊にその形相において如何はしい風俗壊亂的のもの
を取締るべく、さる御神託によつて豊田、長山両氏の蹶起することゝなつた。純古典的の
いでだちで。 
ニワカまがひの女裝やチンボホタなどでウツカリじやらついてゐやうものなら、たちどこ
ろに神罰疑ひあるべからず。警戒々々………。 
裡町一丁目お邌車を新調。
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No. 年月日 号 記事名 小題等 記事内容
110 T15.11.5 232 全町擧げ

て歡樂の
うづ

未曾有の人
出を來した
八幡様の秋
祭り

四日の未明から猛烈に降り出した雨は明日の祭も降り通すかと氣づかはれてゐたが午後三
時頃になつてやつと西がすいて來て愁眉を開いた。宿屋の二階でねじ鉢巻に吐息をついて
ゐた興業師も勢込んで小屋がけに取りかゝつた。明けて五日はうつてつけの上天氣、一点
の浮雲も見えない靑空を仰いで微風すらないほんのりと暖かい小春日和。昨日の雨の地の
濕りは丁度水を撒いたようで氣持がよい。近郷近在から續々とつめかけた人の群は全町を
埋め盡して文字通りすし詰の盛觀を呈した。先づお祭の前奏曲であるホタは一時二時から
ソウ〱たる紙の韻きを地にたてながら勇ましい齒音をあげてゆく。近來ホタの凋落に慨嘆
して振興運動の先驅者として起つた豊田九足齋、長山久延彦の両人が揃ひのホタ襦袢に大
ホタをかついで歩いてゐたのは異彩を放つた。邌車は行きが魚棚で中が裡町、歸りが本町
の順にクラシカルな囃に流されて徐々たる歩を續けてゆく。商売上手な宇和島に名前こそ
奪はれた形ではあるが優美典麗な振付といひ古雅幽□な聲詞韻律といひ八ツ鹿はやつぱり
立間が本塲。今年の牛鬼は立間尻本村、油が乗つたか縦横無盡にあれぬく、劍が折れる、
井戸へ落ちる人がある井筒屋主人、長山久延彦、松光君等の應援は例年の通り。二世牛鬼
後援會長である若き朝家萬太郎氏が亡父の衣鉢をついで聲援に走り廻つてゐたのは人目を
ひいた。三臺の神輿が勇ましいかけ聲でおなり込みになる頃は横堀一帯はもう身動きの出
來ぬ程の大群衆、其處をおし分けて無理やりに頻繁な自動車が通る硝子が破れる……

（見世物の記述省略）
八時邌車が引上け疲れ切つた牛鬼が歸つて行くと共に蓋をあけた一つの芝居と三つのキ子
マに吸ひこまれて漸く靜まつて來た……空にはらんかんたる星が靜かに祭りの夜を見下し
てゐる。おゝ何と云う惠まれた日であつたことだらう。

111 S2.10.25 267 お祭の觀
かた

八幡ボタ ほの〲とお祭の夜はあけて遠見山の空にはまだ明の明星がきらめいてゐるとき外にも出る
がいゝしつとり朝露にしめつた大地にホタの紙が散つてゐる、それがまたなく淸浄な氣も
ちがする。 
車の中で唄う歌は昔から傳統した歌詞と曲である、中には本間遊淸（ママ）翁の作もある、
決してなほざりに聞くべきでない、そこにはコレウチの豪華なる文化のにほひがまだ殘つ
てゐる。 
車の唄を聞くには道の邊で聞くよりも大上や小松屋のお椽側に腰うちかけてしみ〲と聞く
ともなしに澄み切つた心の奥底にしみ入るのがまたなく嬉しい。 
牛鬼は二階から見るのも群衆の中に入つて走るのもいゝ、横堀では群衆の中に入るがいゝ、
濱では二階から見るがいゝ、平素は沈香も焚かぬ謹嚴そのものゝ人が大口開いて牛鬼をは
やす人間の赤裸々の姿は二階から見の人の役得である。 

（見世物の記述省略）
車が動くたびに本一の關羽様の頭がヒヨコ〱と動くを不思議に眺めたのは幼い思ひ出であ
るその子供が不惑の四十にも達したが關羽様は昔のまゝの若さで今年もヒヨコ〱と頭を動
かしてござることであらう、全くそれは生あるものゝ様である。 
お祭の夜もふけておの〱ゝ車がそれ〲の町内に歸へる、カミシモすがたの警固の任に當つ
た人は主だつた家にまことにエヽお祭でございましたと叮嚀な言葉であいさつを述べて廻
るそれがしみ〲と淋しく胸をうつ、歡樂極まつて哀情多しか・・・。 
お祭の夜も果てさすが歡樂の市中も人通りも散りがてになる、こんな時に暗い横丁からワ
ツシヨ〱とそれも力ない聲をあげて大あばれにつかれ切つた牛鬼が家路をいそぐ、これは
そここゝの有志の家に道寄りして遅くなつたのである。

112 S2.10.25 267 お祭來る 心ときめく
町の繁華

待ちに待たれてゐる八幡祭禮は目の前にぶらさがつて來た　空は靑く深く秋の日はあざや
かに澄み切つて道行く人の足音もにぎやかに浮かれ躍つてゐる 
本町一丁目玉の屋では看板を奮發してそれは〱すばらしいものが出來上り、道行く人の眼
をそばだてゝゐる、ぱつぱと明暗にする玉の屋まん十の電飾は凝りに凝つたもの、その近
處の中島商店も横町へ引廻して大看板が出來てそこら邊の景氣を引きたゝせ、ますやには
赤松呉服店が宇和島から出張して紅白の幟を立てゝ景氣がいゝ、吉田の呉服店もそれに對
抗して大賣出しの旗幟賑々しく濵中、赤松、菅松森、櫻井それ〲お客サンが殺到 
横堀の櫻橋元にはカラツヤが口おもしろくサア買わんかのせり賣り、子供等は早ホタを取
出して忙しい人の往來をゆきつくゞりつカツカツ 
前荷には三升樽うしろには人を呑みそうな巨魚を棒もたわゝに擔ふて櫻ばしを下るのはど
こか近處のお祭だらう 
裡町三丁目はダシが少し傷んでゐるので安藤祭の猿田彦で間に合さうとしたが他町から抗
議が出てやはりダシにするとか今年の牛鬼は苫濱組であるが苫濱はこれまで元氣に乏しか
つた、今年は大いに名譽回復のためにあばれさしたいとヒイキ連は心配してゐる 
ダシが通るのに邪魔になるので本一の佐川や濱中はヒオイを除けるやら
一とき松茸は箒ではき捨てるほど安かつたが近頃はとんと松茸賣りのこゑはきかなくなつ
た、お祭にあればいゝが 
三味線の糸が弱そうだから用意のために糸を買ひに行くのは松浦のヒロサン 
今年は先まわりをして松林が横堀河原の興業權を取つたが、あの評判のいゝすてきなオー
ケストラの藤岡巡業隊のキ子マはどこで興行するのだらうとファン達の心配と同情 
牛鬼が柿店をカヤシてそのころがつた柿を我勝ちに取つて袂にセシメル人のあることは見
つともないこれは牛鬼道徳の第一條牛鬼が濱であばれる時は各戸に付一人づゝはかならず
出て聲援せねばならぬ、お客があればほつたらかして出てさしつかえへなし、それで不伏
を云ふ客は吉田祭禮を見る資格なきものとして絶交してもいゝ・・・・・・・・・・・・
これ牛おに道徳の第二條 
( 以下、女性の髪型、料理の店の話題　省略）
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No. 年月日 号 記事名 小題等 記事内容
113 S2.10.25 267 八幡祭禮

は例年の
通り擧行
する

嚴肅と盛大
に

吉田町地方の一年中の書入れとしてこれあるがために初めて生き甲斐があるかの感を以て
指をり數へて待たれてゐる十一月五日八幡祭禮は十月廿日の吉田町區長會儀に於て嚴肅と
盛大を以て例年の通り催すことに決した

114 S2.11.5 268 盛んなり
し八幡祭

ケン爛華麗
の繪巻物郷
土時代文化
の粹

吉田地方の人々が一年中でのたつた一度の歡樂日人生五十年にたつた五十回しか當らない
といふ。吉田町に生を享けたる者のみが享樂し得る特權ともいふべき十一月五日の八幡祭
禮は今年は諒闇中でもあつたが理解ある區長會議と熱誠なる町民と相呼應して靜肅にして
最も壯嚴に無事擧行せられ天もその熱烈に感じたか夜來の雨はすつかり止み曇天ながらも
喜佐方立間法華津宇和島遠くは戸島日振よりの人出無慮二万近來の盛儀であつた 
牛鬼―吉田八幡祭の人氣を一手に脊負つて立つ此の町の第一の人氣もの牛鬼は既報の通り
苫濱組の出演でこれまでの苫濱組の不人氣を盛り返す大熱演であつた俊敏ではなかつたが
鈍重で精力が續き最後まですばらしい活動であつた横堀は見世物小屋にせばめられてあば
れる余地がないだけに一層興味が多く富内河野山本赤松などは牛鬼防禦のガンコな木柵
物々しく牛鬼はあちらに當りこちらにあたり瓦をとばし軒をいためどうしたはずみか牛鬼
隊と八幡ボタの喧嘩になつてとうとう八幡ボタを牛鬼隊の人が奪つて櫻橋に引あげるやら。
來る自動車をやるまいと前にたちまたがる不敵の老人。はじめは景気よく呼聲をあげてる
娘芝居の木戸番のバアサンは怖ろしくなつて命からがら錢箱をかゝへて姿を消すやら牛お
にの姿を見て冷やしあめ賣りが瓶からブリキ罐にうつし返す忙しさ片肌ぬきの醫王寺下の
藥師寺福さん、牛おには加島博士も平民もなく平等にあばれ廻るところに人氣あり、阿部
茂平芝加奈命秋田安平毛利兄弟赤松政七大浦大塊の諸君の應援勇ましく河野ビルヂングの
露臺には豊田九足齋曇氣放亭濱田八兵衛溝端茂夫高嶋畫伯井筒屋のおばあさん永長の奥さ
ん越智淸家谷門の諸先生達驚異の眼をひらいて見下ろして居るやら小林朝路君は例のス
ケッチに余念がなかつた。
濱通りては牛おにのアゴに引かけて荷馬車を曳くやら電柱を中心にしてぐる〲廻に逃げる
人走る人轉げる人頭をうつ人千態萬様林醫院の二階には一族郎黨欄によりて居ならび赤松
の二階には松岡助手新夫妻、左海旅舘には吉中の重田吉小の淸家先生達群衆の中には保田
安吉溝端豊吉入山圓治井筒屋主人の諸君等大童となつて聲援に力め淸家町長の姿もちらと
横丁の群衆の中に見出した。牛おには随分大暴れに首がちぎれて警固が首をかゝへてこゝ
に牛おに活動の幕はおろされた。  
車其他―各町の車はそれぞれ昔ながらの姿のまゝに華麗豪奢なよそほひを練り出したが裡
一と本一のオクリは衆目を曳いた本一の紅葉嵐の鬼女の面もみぢ狩を現したシシユーは吉
田町の寶だろう三絃唄それぞれ町内の腕きゝを揃へて申分なく立間の鹿は妻戀ふ鹿の悲戀
悲曲の粹縣下第一の鹿たる尊稱は十分ホタはいつもの變態なものは警察から注意をうけて
中止を喰つたものもあつたが朝の闇いうちから町中をねり歩き本一長山の庫の内には前夜
から澤山の小さなほた連中がとまり込んでとても賑やかであつた。 

（以降見世物の記述、省略）
115 S2.12.25 273 丁卯回顧

日記
関係部分以外省略 
十一月五日　八幡祭禮、絶好日祭日和未曾有の人出だつた

116 S4.3.25 318 春風春水 江見生 一　（省略）
二　安藤神社の大祭が近よつた去廿一日の晩吉田町役場樓上にお祭禮に關しての有志會が
開かれ議員區長、神社総代、商工會幹部と云ふお歴々が集つた何しろ今年は神輿の新調と
ともに鉾だの錦旗だの笙鼓だの澤山な邌物も增されたので各有志者も非常な意氣込みで
様々な新説卓見が持出され果しもなく會議は高潮して來た。と同時に新御神輿の荒れ方が
ひどかつたか各所で意見のかち合が始まりとう〱何事も極まらずにお祭りらしく散會した
そうな。吉田としては珍らしい不一致不仕鱈な會合だ之も中央議會の亂劇の影響かも知れ
ぬと給仕君の述懐。
三　（省略）

117 S4.4.5 319 四月十四
日舊三月
五日神幸
祭

神輿御行列新調　安藤神社御祭　 
御行列　神輿…威儀的行列…御船…四ツ太鼓…屋臺車…牛鬼 
催し物…餅まき……花火

118 S4.4.15 320 春の安藤
神社祭

新調の神輿
と御行列に
雲集した群
衆二萬

安藤神社の祭禮振興策が今度こそ遂げられた。四月十四日夜來の風雨□れて申分なき日和、
時に吹き捲く風が名殘の花びらを空高く吹き散らす程な陽氣さ、（途中見世物の記述省略）
十時頃碧空に鳴り渡る煙火と共に邌車が繰り出され四ツ太鼓お船、牛鬼とそして今度新調
の威儀的行列である飾弓矢四、御刀二、五色旗二、紅白旗二、熊毛一、大鳥毛一、長刀一、
臺傘一、立傘一、楯四錦御旗二、四神旗一組、木弓二平ヤナグヒ二、壺ヤナグヒ二、榊臺二、
火炎太鼓、御唐櫃、金幣などで何れも燦爛たる美しさ嚴かさである。裝束姿の棒持者の幾
人かは靑年團の奉仕であることを附記しておく。 
午後二時頃櫻橋で牛鬼が大暴れに暴れた。いつもの数倍も奮闘した。あばれ疲れて橋上に
休んでゐるところへ新調の神輿の御成だ。この頃附近は身動きもならぬ雜沓で本町通りか
ら櫻丁にかけて人で埋め盡し自動車數臺が前へも後へも行けない。實に安藤祭空前の盛況
であつた。お祭にはつきものゝ喧嘩も今日ばかりは至極平穏にお行列は靜々とさながら繪
巻物の如く町内を練つた一方商工會の斡旋で晝夜間斷なく打ち揚げた花火は一層お祭氣分
をそゝつたが、八時頃神輿のお還りが櫻橋にさし掛つた際、待つてましたとばかり大仕掛
大道具の花火が横堀河原一面に擴つて赤靑の火玉を散らした様は實に壯觀だつた。尚又神
輿新調のため行はれた福餅まきは境内を振出しに長榮橋御旅所で行はれ景品を得て喜ぶ
人々などお祭氣分はいよ〱濃厚であつた。（以下省略）

119 S4.9.5 327 牛鬼の絵
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No. 年月日 号 記事名 小題等 記事内容
120 S4.11.25 335 八幡神社

氏子總代
郷社八幡神社氏子總代二十四名を去る十日改選した新任者は次の通り 
立間村　西山長吉、毛山庄市、影山村吉、赤松由太郎、淸家吉次郎、兒玉庄市 
吉田町　矢野信親、長谷川直養、下川康太郎、溝端豊吉、松川長松、芝朝光、山本薫、靑
野四郎八、三瀬友太郎豊田房吉、西川佐太郎、二宮辰巳、上甲親治郎、武内守正、竹葉長
次郎、藥師寺三穂三郎 
立間尻村　深井重高大龜宇三郎

121 S5.4.15 348 讀者の聲 安藤祭りの改良を望む安藤様の大祭が年毎に問題になつてるが一向に改良されぬは殘念で
ある。ツマラヌ舊式の猪之子車に多額の費用を入れて町中を曳き廻すことを止めて目新し
い邌物と取替へ廣く縣下に宣傳して大に人出を呼んで商買繁榮に資したいものだ。總代區
長そして町民覺醒せよ。

122 S5.11.5 368 漫談 一夫と町子 お祭りだ。ホタホタ。何と云ふ怪奇的な諧調の發音だろう。そんで又何といふグロテスク
な姿でせうな。あのホタ鼻を凝視してみるとどうだす。牛鬼は起源も研究されたがホタの
發生及び歴史的發達に對する考察の結果は發表されんね。オツトロシヤ、むつかしや。お
い方言を使ふと、男だか女だか耳で聞いただけではわからんよ。美しい姿を見んと。ドガ
イシヨ。開けんのだせうお祭で新報を讀んで貰ひませんぜ。それ所じやあるかい。僕はお
祭で人出があるから大いに讀んで貰ふ積りじやが。（以下別の話題、省略）

123 S5.11.5 368 お祭川柳 相撲吟　〇
印勝×印分

△前頭　鹿の子 
加奈子　　　　雌じしがあつて鹿の子情が出來 
菓子九　　   〇喊聲をよそに鹿の子能く踊り 
△前頭　雜閙 
悠次　　　　　人渦の中を流れる香具師の聲 
不久丸　　    〇蜜柑箱かやした様な人出なり 
△前頭　御神輿 
波奈子　    　〇お成込見かけ賽銭投げつける 
涼奴　　　 　　中神輿とかく先後に氣を拔れ 
△關脇　邌車 
雪粉　　　　×夜の邌上下の警固醉つて居る 
文矢　　　　×高張りの灯が觀送（みおくり）の幕に映ヱ 
△大關　ホタ 
可杖　　　　　ホタ提げて兄を背中にしゃがんで居 
奇智三　    　〇ホタに出て若返りつたる氣持なり 
△横綱　牛鬼 
鼻惠　　　　〇人波を蹴て牛鬼泳いで來 
慕且　　　　　五升樽お尻にさげて暴れて居

124 S6.4.15 383 村井保固
翁歸郷

別項詳記の如く村井保固翁は伊藤秘書と共に去る十三日下り滊船にて淸家代議士と同道歸
郷多數の出迎へをうけて直ちに左海別舘に入つた。翌十四日は折抦の安藤神社大祭に全く
故郷の人となつて嬉々としてお邌見物久々振りに郷里の春に醉はれたが十五日からは本間
俊平氏と共に講演行脚に立たれる筈で廿二日若くば三日に吉田出立さるゝ豫定である。

125 S6.4.15 383 安藤神社
大祭　好
天氣に惠
まれて非
常なる人
出で

餅撒福まき
の大群集喧
嘩もチラホ
ラ

四月十四日は安藤神社の大祭で例年通り神輿の渡御各種邌物等午後一時より繰り出し折抦
の好天氣にて雲霞の如き人出無慮一萬人と稱され櫻橋より濱通り一体人を以て埋められ動
物園其他の見世物小屋は櫻丁横堀川に陣取つて客を呼び櫻橋と濱長榮橋際と二ヶ所の高櫓
では福撒餅撒の行事があり牛鬼の活躍も例年に増して激しく午後五時頃は當にお祭氣分の
クライマツクスに達し魚二下の丁辻では邌と牛鬼と群衆との三巴入亂れの大喧嘩もあつて
喊聲瀕りに揚り近來の殷賑を極め夜に入つても尚群衆は盛り場より退散せず非常に雜閙を
來してゐたが九時漸く靜寂にかへつた

126 S6.4.15 383 安藤神社
大祭

四月十三日前十時半例祭執行（供進使参向）後八時宵宮祭（神樂を奏す、撒餅）仝十四日
後一時神輿出御仝四時御幸所祭（福撒あり）

127 S6.4.15 383 吉田風物
詩畫集　
仕事行進
曲（五）

小林朝路 四月
（省略） 
十日。先人之書、高月紫明氏模寫御秘藏の森太左衛門一風氏染筆、天保六年九月十五日執
行八幡神社大祭之實景の繪巻物（全長三尺五寸）門外不出の所を當集への御好意に依て貸
して頂く 

（以下、別話題のため省略）
128 S6.7.15 392 牧野製菓

所の牛鬼
せんべゐ

本年松山市で全國菓子共進會が開かれた時にたつた一人吉田町で一等賞を授與せられ万丈
の氣を吐いた本町一丁目牧野菓舗では之を記念するために名菓牛鬼せんべいを賣出す筈に
て目下原形調製中であるが、此品は其体裁風味に特色を持たせたいと仝菓舗主定太郎氏は
大力味で研究中であると。
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No. 年月日 号 記事名 小題等 記事内容
129 S6.10.25 402 吉田秋祭 來る十一月五日八幡神社大祭邌順番左の通定めらる 

御幸町筋　御出　本町　　中　魚棚　　御歸　裡町 
一、午前九時櫻丁安藤神社前邌全部集合のこと 
一、午前九時半右同所邌出し本丁筋を上る 
一、病院前にて□□休憇中食後神輿奉迎の□邌出す 
一、御旅所にて□時休憇神輿の御出町筋通過を見て邌出す 
一、御歸り町筋へ入る時は其の町筋に入らざる前其の角にて邌全部を止め神輿通過後其の
後より邌を引出し御歸町筋を上る 
年番　櫻丁區長　赤松惣平 
大世話番　本二區長　島津種市 
大押　裡二區長　堀部松次郎　　魚二區長　濱遊安一 
邌順番 
番外　御船　櫻丁 
一番裡一　二番裡三　三番魚二　四番本一　五番本二　六番裡二　七番本三　八番魚三　
九番魚一 
車止め先 
家中　區長毛利倉吉　惣代上甲萬吉　代理瀧谷正重　議員山内定吉　惣代志水磯治 
櫻丁　惣代久德守重　代理松川長松　區長赤松惣平 

「道筋外遠路の區長仝代理議員氏子惣代は記載せず」 
本一　議員長山源雄　代理濱中幸太郎　議員總代西川佐太郎 
本二　議員中島鶴吉　惣代二宮辰己　代理三原正次郎　區長島津種市 
本三　靑野善七 
魚三　代理林田長次郎　區長濱遊安一 
魚一　議員池田富太郎　代理菊地朋一　惣代武内守正　區長井伊辰次郎 
魚二　惣代竹葉長次郎　議員淺野儀十郎 
魚三　議員竹葉佐代吉　代理芝康三郎　總代區長藥師寺武藏 
本三　區長總代上甲親治郎 
裡三　區長奥山權六　議員總代豊田房吉　代理二宮吉太郎 
裡二　區長堀部松太郎　議員靑野熊太郎　總代三瀨友太郎　代理藤堂秋太郎 
裡一　區長河野安次郎　代理中村雅　總代靑野四郎八　議員北原寅次郎　 
本一　區長千葉小四郎

130 S6.11.5 403 川柳御祭
り　相撲
吟

×印分◎勝 ×菊の花さげてお祭りまだ醉はず（一松） 
×祭り客盗んだ柿を自慢する（かなこ） 
　蚕籠干された土堤に御行あり（きよ香） 
◎黄昏がるゝ畔に重箱歸り行く（お染） 
　人渦に神輿淀んで搖れて居り（杜丹） 
◎菊座敷一目に觀せて邌を待ち（加代） 
　お成り道徐けて自動車裏を行き（花江） 
◎怪俄人を出してお祭り喊を擧げ（花子） 
　お祭りを他所に床屋の一儲け（文哉） 
◎邌に出て翌日買ふなり祭酒（奴）

131 S6.11.5 403 吉田祭
りは今
日 ! ！

氣遣はるゝ其天候多分は持てるだろうとのこと。お祭り狀況は詳細次號に横堀一体の觀せ
物小屋‼前景氣のすさまじさ晴天を祈る。

132 S7.4.5 415 安藤神社
大祭

例年よりは
賑ふであろ
う

來る四月十三日は安藤神社宵宮祭仝十四日は御幸祭相當例年の通り餅撒福搬等の外神輿渡
御、四ツ太皷、お船、邌車、牛鬼並に御行列威儀之物等南豫には比類のない莊儼華麗なる
行事が執行される大祭であるが殊に本年は氣候の關係等で境内の櫻花が恰も滿開である上
に地方商工會でも大いに御祭典に力瘤を入れ催し物及宣傳に盡力する筈であるから定めて
一段の賑ひを呈することであろう（カツトは祭神安藤繼明公御着用の甲冑である）

133 S7.4.5 415 安藤神社
總代會

去る四月四日午後四時より安藤神社並に住吉神社の總代會を櫻丁渡邊社掌宅に開催昭和七
年度豫算及祭典につき諸般の打合せをなし薄暮散會せり出席者三十余名

134 S7.4.5 415 安藤社大
祭と區長
會

安藤神社大祭も近寄たので來る四月六日に仝社々務所で區長會を開き大祭に關する各部署
を定めて其れ〱準備を進めることゝなつた。

135 S7.4.15 416 安藤神社　
大祭の賑
ひ

昨十四日は安藤神社大祭で折抦天候は曇天であつたが幸に風もなく寧ろ花曇の行樂日和で
晝前後より近郷の善男善女織るが如き人出で十一時神輿以下諸邌物は社前に整列繰出して
櫻丁から本丁御殿前熊崎丁を經て本町裡町袋町濱に出で午後五時御旅所着仝六時に還御散
會したが此間午後二時半と仝五時には櫻橋元と濱通り廣場に於て福撒の神事があり、櫻丁
上で横堀濱通りにては例の牛鬼の大活動に人の渦と减聲で正に百パーセントのお祭氣分を
高潮し椽人商人飮食店カフエ―等も大繫昌で非常に賑はつた夜は丸井座の活動が大入滿員
であつた。
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136 S7.11.15 434 吉田祭り 去る十一月四日五日執行せられた吉田町八幡神社秋季大祭は四五日両日共天候に惠まれ殊

に本年は近頃稀れなる大仕掛の興業物多數入込み横堀川一帶柳橋櫻橋から石場通り迄で一
寸の余地なき迄に掛小屋を建て連ね櫻丁本町通りさては上下横堀の露店と共に素晴らしき
前景氣で五日六日の両日は商工會斡旋の奉納煙花の打場等あり且つ地方の農家も秋蚕の見
直し蜜柑の豊年等々稍々愁眉を開きたる折抦でもあつて實に雲霞の如き人出であつた從つ
て本丁、本町、櫻町上下横堀等は正午過ぎ全く人を以て埋められ自動車の往來途絶して宇
和島三共等の車も立往生三時間に互る喜悲劇を演ずるの殷盛を呈したが。翌六日は天候一
變朝からしと〱終日の寒雨時化模様にて陰惨を極め全く人殺しの惡日和となつたので多數
の興業物もヤリ切れず恨みを呑んで撤退の止むなき情態となつたことは返す〱も殘念であ
つた。五日當日の人出は無慮五万と註せられたが幸にして大した出來事もなく僅かに數人
の小径我があつた計りだつたのは仕合せである。

137 S7.11.25 435 お祭りの
ホタにつ
いて

吉田祭りの名物である「ホタ」は全國獨特の景物で其出で立ちは勇ましく且莊重である。
然るにそれが近來漸く情弱不眞面目となつて只だ擧固大の頑具的獅頭をいひ譯け的に提げ
て奇妙な變裝をなし市中を煉り歩く者が多いのは概げかわしい。之は一つ元の通りに改良
して曉天に神社へ参拜し御輿を迎えて其供をする精神に立返らせたい從つて其服裝も白地
に墨檜の襦袢位で白の脚胖玉攀の勇ましさと美しさに復せしめたいものである明治時代の

「ホタ」は皆其通り極めてスガスガしい且勇ましいものであつた圖は正式ホタの粉裝（ママ）
である。（カツトは「祭の朝」と題する「ホタ」の圖で正しき裝の十四五才の男の子である！）

138 S8.4.15 440 雨につぶ
れた安藤
様祭

昨十四日は安藤神社春季の御大祭で宵宮祭りも賑々しく前景氣至つて旺盛で大に人出を期
待され福蒔等も前年に倍した集り高で各祭典委員始め町中非常なる意氣組であつたが不幸
にも午前中から雨となりお邌りの出る時刻一ぱい間斷なく降り續いたゝめに折角の御祭り
も全く雨に潰され人出も稀れで縁日商人各飲食店料理屋菓子屋等々々泣きの涙であつたこ
とは返す〲も殘念であつた 

【寫眞は安藤神社々司渡邊初次郎氏】
139 S8.11.5 453 本日は吉

田祭
本月五日は縣下お祭りの代表的横綱たる吉田祭りの當日である例に依つて横堀河桜橋附近
一体は活動小屋や見勢物小屋で一ぱいとなり櫻丁本町の通りは臨時縁日商人香具師等々々
の中小小屋掛出店櫛比して客を呼んで居る。ホタに鹿の子、牛鬼、四ツ太皷、お船そして
邌車は例によつて例の如く絢爛の繪巻物を擴げる様午前六時から行事が始まつて午後十時
に了る只々もう浮れ調子である。詳細は次號に報導することゝする。

140 S8.11.5 453 吉田郷と
秋祭

吉田郷各町村の秋祭は去月廿七日の奥南祭りを皮切りに十一月一日喜佐方祭り二日玉津筋
三日玉津法華津祭十一月五日吉田町大祭仝月廿五日立間祭の順序である。

141 S8.11.15 454 吉田祭り
と諸名士
の歸郷

去る十一月五日吉田町八幡神社秋季大祭を期として町出身の在外諸名士が打揃つて歸郷さ
れたことは近頃の珍として郷黨は小春日向のざわめきに寛いだ情景を見せた。即ち横田淸
纓氏は山根樂器店主と共に東京より小島正雄氏は名古屋より龜井雅雄氏は今治より永沼直
方氏は松山より藥師寺志光氏は東京より何れも歸省。久々振りに郷土のお祭り＝牛鬼、ホタ、
鹿の子、邌車四ツ太皷＝に心ゆく計り郷土氣分に浸り舊友知己の間に往來して昔語りに余
念がなかつた。越えて翌六日午後六時より三瀨幾別舘カサゝギに舊友會が催され之等諸名
士一同を招待地方側からは芝町助役、土居校長、櫻井商工會長、山本テル姉三十余人列席
大盛會裡に主客歡を盡して十時散會した。

142 S9.4.5 467 安藤神社
御幸祭

七月十三日
に決定

吉田町安藤神社御幸祭（お邌は）例年四月十四日執行し來つたが本年より七月十三日に變
更のことに神社總代町會議員區長恊議の上決定を見るに至つた。因に四月十三日に執行し
てゐた同神社に於ける例祭及宵宮祭は尚從前の通である。

143 S9.4.15 468 寄稿　安
藤神社祭
禮日變更
に付て全
町民の意
見を問ふ

T 生 安藤神社祭禮日變更に付て私見を述べよふ陽春四月十三日が盛夏七月十三日に變更に付私
元より反對するものでもない又賛成するものでも無い苟も氏子總代區長の御賛成になつた
ものだから、然し乍ら仝神社は氏子總代や區長丈けの神様ではあるまい町全体の神様では
ないか然らば全町民の欲する日にして貰つても安藤公は決して御怒りでもあるまい全町民
起てよ目覺めよ我等は變更否可を町民の興論に愬へんとするものである、然して全町民の
欲する祭にしたいのである。

144 S9.4.15 468 讀者の聲 安藤神社祭
禮日變更に
就て　一町
民

安藤神社の御幸祭が旬日に迫つて急に日程が變更された陽春四月の好季が暑い夏の七月
十三日に成つた善い事であろうか惡い事であろうかそんな事は別問題として苟も神事を左
右することに付ては余程の熟慮と決心がなければならぬ聞く所によれば氏子總代區長議員
さん等の一部の方が忽急の中に決められたとの事町全体の人々は何等之か與り知ることが
なかつた區長さんや議員さん等、一体町民を何と思つて居らるゝか元より君方は吾々の代
表者たるには相違ないが町民を外に區長議員なし斯る重大な問題を決議する塲合を豫め町
民の總意に待つては如何か？其方法はいくらでもある區長さん議員さん事の善惡に係らず
興論を無視して町の行政百般決して圓滿に行くものではあるまい將來とても斯る獨斷専行
はやめて貰ひたい敢て議員區長さん方に反省を促かす

145 S9.4.15 468 柳橋亭雜
記

（省略） 
〇四月十四日快晴、安藤様春の御幸祭延期で苦情百出。デマ百飛 

（省略）
146 S9.5.5 469 讀者の聲 ◎安藤様のお祭りが七月十三日に延びたが七月十四日ではないかと云ふ人もある。七月

十四日はお八幡様の夏祭りだから安藤様が遠慮して一日前の十三日にしたのだと云ふが兎
に角七月十三日でも何日でも此際大いに宣傳して下さらんと他町村の人は素より吉田の人
もアヤフヤで一向に氣乘りがせぬ。今からすぐ宣傳してほしい（新氏子總代） 

（以降省略）
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No. 年月日 号 記事名 小題等 記事内容
147 S9.6.5 472 讀者の聲 夏祭り　ホ

タの子
今年から始まると云ふ安藤神社の夏季大祭は何が何んでも賑やかにやることが一番じや夏
祭りには夏の氣分が大切である。それには宵宮が盛んでなければならぬお旅處を横堀川に
作つて宵宮に大神樂と夜市と煙花とを川原でやつて欲しい。網船競爭なども夏の景物であ
るそして早く此等のことを極めて大々的大宣傳をなすべしである。吉田町の人は大浮れで
これにかゝれ〱

148 S9.6.15 473 安藤大祭
に關する
恊議會

去る十一日午後七時より町主催の安藤神社大祭變更第一回御幸祭に關する諸行事並に賑ひ
邌物等の件に付き議員區長及各種團体主腦部有志の協議會を開き熟議の決果委員十名を擧
げて凡べてを一任することゝなり十一時散會した。

149 S9.6.15 473 安藤神社
大祭委員
會

今月十四日午後七時半より吉田町役塲樓上に頭書の委員會を開催來る七月十三日安藤神社
御幸大祭の諸賑ひに關する専任委員會の決定意見を綜合して左の如く實行することゝなり
十一時散會した。 
決定事項 
一神事及威儀之物、四ツ鼓、牛鬼等は從來の通り 
二邌車は從來の小形を癈し八幡神社秋祭と同様のもの三個を出すこと 
三前記以外煙火、神輿の走り込湯祈禱神樂、其他の新賑ひをなすこと 
四大々的に宣傳及案内書を出すこと等々

150 S9.6.15 473 安藤神社
總代改選

仝社總代は本年五月滿期となり仝月中旬各區に於てそれ〱選擧の結果左の諸氏當選就任し
た 
　長谷川麟一、村藤晴義、白江孝成、上甲通貞、毛利倉吉、赤松惣平、池田富太郎、酒井熊太郎、
二宮友吉、北原寅治郎、堀部松太郎、政所進、富士川彌次郎、保田安吉、濱遊吉光、林宗良、
櫻井勝太郎、喜佐方沖河内両伍長

151 S9.6.15 473 安藤神社
豫算總會

去る六月八日午後一時より安藤神社々務所に於て昭和九年度豫算議定其他重用事項（ママ）
につき總代會を開き來會者七名左の通り決定午後七時散會した 
第一號議案　九年度歳入出豫算 
第二號恊議案　「テント」貸與に關する件 
第三號仝上　神社擴張恊賛會事務移管の件 
第四號仝上　社地擴張に要せし借入金償還の件 
第五號　神輿神具新調の際未拂金整理の件　其他二項

152 S9.6.15 473 渡邊安藤
神社々掌
の招宴

渡邊安藤神社々掌は去る六月八日午後七時より向山かささぎに於て吉田町立間尻各神社關
係者及吉田町各區者等四十余名を招待して慰勞の宴を張り安藤、住吉両神社の將來につき
懇談する處があつた。

153 S9.6.15 473 神社の祈
禱料改正

過日の安藤神社総代會に於て從來の祈禱料金一圓を七十錢に改正それ〱一般地方民に通告
する處があつた。

154 S9.6.25 474 安藤神社
夏季大祭

一、七月十二日 
宵宮祭 
午後七時より御神事 
　輪ぬけ 
　御神樂 
　花火 
二、七月十三日 
御幸祭 
午後三時より御神事　威儀之物 
　四ツ太皷 
　猿田彦 
　牛鬼 
　大屋臺 
　神輿走り込（横堀川原に於て） 
　奉納相撲 
　福撒、花火 
右之通り執行 
　安藤神社祭典係

155 S9.6.25 474 安藤神社
大祭第三
回委員會

昨廿四日午後七時半より吉田町役塲樓上に表記委員會を開き最後的大祭諸行事執行上につ
き恊議を遂げ左の如く決定直ちに實行準備にかゝることゝなり十一時散會した。 
　夏季大祭諸事項 
一、御幸祭諸行事は凡べて從來の通り之を執行すること 
二、邌車は從来の小形を癈して大形（八幡社大祭と同様のもの）三組を出し更に踊子十人
宛を配すること 
三、宵宮及大祭當夜の二日に互り大煙花を打揚ぐること 
四、下横堀川原に神輿の走り込み行事を行ひ。かゞり火迎送をなすこと 
五、奉納大相撲を上横堀川原に擧行すること 
六、盛り場商店街及神社附近一体に大電燈飾をなすこと 
七、大祭の宣傳を周到ならしむること　以上

156 S9.6.25 474 安藤大祭
と煙花

來る七月十三日の安藤神社大祭は今年初めの夏祭りであり殊に夜祭りとなるので煙花の打
揚げが尤もお祭氣分をそゝるであろうと期待され商工會當りでも此催しに就て寄り〱相談
中であるから十二、十三両日間は毎夜煙火の打揚げ及横堀川附近で大仕掛花火の催しがあ
るであろう
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157 S9.6.25 474 商工會幹

部會
吉田商工會にては本廿五日安藤神社々務所に幹部會を開催左の諸件につき緊急恊議すると 
一、安藤社夏季大祭の件について 
　イ、大祭宣傳方法及準備 
　ロ、煙花打揚、仝上奉納煙花募集 
　ハ、電燭照明方法及實施方 
　ニ、其他の賑ひについて 
　以上

158 S9.6.25 474 夏祭と奉
納相撲

來月十三日の安藤社夏祭りの夕べ上横堀川に於て奉納大相撲を催すべく寄り〱相談中であ
るが愈々廿四日の大祭委員會で大々的に決行することゝなり區長及有志者の中にて専任委
員を決定して直ちに準備に着手した。

159 S9.7.5 475 安藤大祭
と夜市と
電燭

各區各丁　
競爭の盛况

來る十三日の安藤神社夏季大祭を期として各區各町それぞれ夜市及賣出しの催しあり。中
にも櫻丁と本町とは例年の夜市を尚一層盛大に催すことゝなり此地域には一千燭光及五百
燭白熱燈十五個を辻々点火することゝなり。尚横堀川神輿走り込み川原筋の両側には百燭
光二十個を取付け魚棚町筋も又各區二百燭光以上を十個点火する等々合計實に一萬數千燭
光を突破する外に各商店の臨時増燈も又非常の數に上るらしいと

160 S9.7.5 475 吉田商工
會幹部會

安藤大祭に
ついて

吉田商工會にては既報の如く來るべき安藤神社大祭について。左記三方面のことを引受け
其準備を着々として進捗中であるが更に去る六月三十日午後七時より會長宅に臨時幹部會
を開き。宣傳方法及釣ビラの圖案。煙花打揚げの期間及數量。不足費用の支出方法等につ
き恊議を遂げ引續き翌日より毎日事務に從事することを決定十一時過ぎ散會した 
大祭と商工會の部署 
第一　宣傳に關する方面 
イ、普通ビラ石版摺三百枚＝南豫三郡エ 
ロ、特大宣傳ビラ五十枚＝吉田郷及郡内各市町エ 
ハ、新聞紙上の宣傳及廣告 
第二　煙花に關する方面 
イ、煙花打揚げに付ての諸準備 
ロ、仝上の日時＝七月十二日七月十三日終夜 
ハ、仝上の費用支拂方＝不足費用は特別出金とす 
第三　沿道の照明に關する方面 
イ、電飾照明大凡五千燭光中心とす 
ロ、濱通櫻丁本町及下横堀川を地域とす 
ハ、照明に要する費用は會と關係地區との恊力支辨とする事　以上

161 S9.7.5 475 安藤神社
と吉田町
各區の奉
燈照明

例年安藤神社夏祭りの際は櫻丁上下横堀及本町筋一体に夜市の催しがあつて非常に賑ふこ
とであるが分けて本年は春の大祭が延びて來る七月十二、十三両日間夏祭りと一所に大々
的に大祭が執行せられることであるから前記各區而己ならず魚棚町各區でも奉祝燈の意味
で電燭を大通り筋に建設し兼て夜市の區域も魚棚筋迄で擴張することゝなり大々的競爭氣
味で各區互に準備を進めてるから十二、十三両夜は夜市煙火打揚げ等々に大賑ひを呈する
と共に一大不夜城を顯現するであろうと

162 S9.7.5 475 安藤大祭
と仕掛花
火

七月十三日夜の安藤大祭には横堀河原に於て大相撲と神輿の走り込みと共に一大仕掛け煙
火が催されると云ふから見物である。

163 S9.12.5 485 お祭り後
日の物語
り

十一月五日の吉田大祭は好晴暖のお天氣に惠まれて各方面とも大した威勢であつたが翌六
日は朝から曇り午前からポツリ〱と降り出して夜中降りつゝけたので人出は半減横堀中心
の盛り場もめちや〱で大サーカス團始め二ツの活動も僅かに小屋代を収めた位で其他何十
の露店業者も泣く〱退散の悲惨狀態であつたが之れに引換へて丸井座の東權兵衛一座は破
れん計りの大入滿員越ヱて七日も亦半晴の時化日和に横堀一帶は氣を腐らして七合目の成
績であつたが、丸井座は不相變人氣百パーセントで松林サン獨りにや〱の戎顔であつた。

164 S10.2.5 491 吉田史談
會例會

吉田史談會に於ては二月九日午後七時から吉田小學校裁縫室に例會を開催左の史談事項に
就て披講することゝなつた 
一、宗純公と山田忠左衛門の惡逆　　　　戸田友士 
二、鹿の子に就て　　　長山源雄 
三、其他

165 S10.3.5 492 安藤神社
祭禮に關
する大評
定

吉田町役場に於ては去る二月六日午後六時より樓上に議員區長神社總代等を招集。安藤神
社大祭期日に關する恊議會を開催したが熟議の結果再び舊來の期日即ち四月十三日十四日
を大祭日と決定十三日宵宮祭、十四日御幸祭を執行する事となつた。

166 S10.3.15 493 安藤神社
總代並に
區長會

昨十四日午後一時より安藤神社々務所に神社總代及各區々長聯合會を開き昭和十年度神社
豫算並に前年度決算不足金所置方につき恊議結局總代及區長より八名の委員を選擧し町補
助金入附請願に付ての一切を委托することを申合せ散會した。

167 S10.3.15 493 安藤神社
大祭日取
り決定

三月六日午後七時より町役場樓上に町長、議員、區長、神社總代等會合。表題の件につき
恊議の結果大祭を四月十四日に復歸盛大に執行することゝなり九時過散會

168 S10.4.15 496 安藤神社
大祭

四月十三日午前十時より報告祭供進使宇和支廳長参向、町長、町會議員、區長、神社總代
及學生等参拜。仝日午後八時宵宮祭執行、大神樂あり参詣者非常に多く賑はつた。翌十四
日神幸大祭で正午より神輿渡御各供奉員威儀の物、御船、四つ太皷、邌車、牛鬼等々の催
し物に氣勢を揚げたが生憎此日は十一時頃から雨となつて終日止まず各種の露店及祭客も
大狼狽でヌレ鼠の惨々な首尾であつたことはまことに殘念である。
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No. 年月日 号 記事名 小題等 記事内容
169 S10.10.5 510 お祭月が

來た
十月はお祭り月で十六日は宇和島市八幡祭り、十九日は八幡濱市の八幡祭り、廿二日は宇
和町三島様祭り、廿九日は宇和島市宇和津彦様そして十一月に入れば二日三日と玉津村及
喜佐方祭り、五日は吉田町八幡様の大祭りといふ段取りで市中も秋季錦縫の形勢濃厚とな
つて呉服店、雜貨、菓子、靑果市塲、カフエー、料理店といふ工合に段々色づきかけて來
たやうである。

170 S10.10.15 511 吉田祭改
良説盛ん

吉田祭りは縣下唯一の盛大な行事と優雅な古典的藝術味のある邌りとを持つゐるるのだか
ら。此の特徴を大いに天下に宣傳すべしと云ふ譯で昨今の國民精神更張神祭復興の氣運と
共にお祭改良説が市中に喧ましくなつた。昨年から白江孝成さん等の發企でホタ（寶多は
宛字？ ) 改良會が出來てるが本年は第十一區にお邌車の改良が行はれ警固のカミシモから
車曳きのケドウ（華胴？）までを新調したが更に中絶してゐる神馬（飾馬二頭）も復活す
べしと目下寄り〱協議中である。邌車のハヤシ（唄）も追々に亂れて各區の立歌なども漸
滅せんとする今日、之等の復舊は色々な意味から尤も大切であるから眞面目に研究して保
存の途を講ずるがよいと或る教育者は語つて居たが近き將來之等に關する趣味の團体が生
れるだろうと。

171 S12.10.25 1 地方秋祭
の白眉

吉田祭りを
盛大に

蜜柑色づく頃――地方祭の白眉として古典の繪巻を繰り廣げる吉田町八幡神社の祭典は
十一月四、五の兩日にわたつて執行されるが、今年は各地とも非常時の影響から多少とも
淋しい秋祭風景を見せてゐるので吉田商工會では華美に流れない範圍に盛大に執行する事
になつた。これはこの時にあたつてむしろ神事は盛大に行ひ一般の敬神の念を滿養すべき
であるといふ建前からであつて冗費は出來る限り節し反面極めて効果的にと目下着々準備
を進めてゐる譯だが、詩の横堀は例年にも増して賑ふものと豫想される。

172 S12.10.25 1 短歌雜詠
十首

朝家萬太郎 これやこの吉田の祭牛鬼にむらがる人のどよもしの聲 
そのかみの思ひ出あれやほたの子の抱けるほたの前掛の繪も

173 S13.4.25 7 お國自慢
の夕べ

おらが里の
應援者も盛
會を極めた
試聽會

南豫各地に埋もれる俚謡民謡を尋ねて、その傳統とローカルカラーを全國に紹介する目的
のもとに出張の廣島中央放送局學藝係長藤井四朗、同局員八百隆両氏は去る三月十日吉野
生村より來吉、午後三時半吉田町役塲樓上に於て放送局主催のラヂオ座談會を開催（途中
省略） 
共同檢番の奴さんの三味線と裡町松浦廣吉さん胡弓の伊豫節を皮切りに、喜佐方村有志の
瓢箪節のユーモアが亥の子石を搗ての大馬力に大向ふはワツと歡聲が上る、吉田祭の花で
ある立間村の鹿の子踊と唄に聽衆はしばし恍惚と祭氣分に浸つたかの如く見うけられた。
又邌車唄はこれまた古から三萬石の城下町にのこる幽雅極まりないお囃子と唄だけに、思
はづ聴きほれた形である。終りのおかへり囃子の輕快な調子は特に素晴らしかつた苫濱部
落有志出演の盆踊クドキは夏の宵を村から里へと流れる太皷の響そのまゝに野趣に富んで
滿塲の拍手を買つた。（以下省略）

174 S13.10.10 16 望山居雜
筆

神州　小林
朝治

（前部分省略）Ｋ兄　拙技版畫御無音の所幸ひ櫻井老木仁兄より委嘱の伊豫吉田港觀光記念
スタンプ出來候紙上に御披露下され度續て吉田の子たちもお亥の子迄には追送を約し申上
候　二五九八、九、二五記　

175 S13.11.10 18 吉田祭統
制維持會
山下海運
王の提唱
で生る

ポンと投出
す一千圓

涯もなく澄む晩秋の碧空に彩る吉田祭は空前の人出によつて壯重極まる豪華な祭繪巻を展
開した。特に山下海運王夫妻は歸京の數時間をさいて童心の昔を偲ぶかの如く太田蓄音店
のバルコニーにあつて感慨深げに此の情緒を横田、谷本兩氏其他と滿足げに觀覧された。
牛鬼側も又特別の奮迅振を示す、山下氏のための萬歳は犬日山に谺して感激の極に到した。 
祭典を振興させるため山下氏は牛鬼後援會を改造して統制維持會のためにポンと一千圓を
出し横田谷本氏等を始め町出身在外者に激を飛ばしてこれを援助させる相談がすら〱運び、
吉田祭の意義が益々濃厚となつた本紙上から有志諸氏の御賛同を祈る次第である。 
昭和十三年十一月五日吉田祭を見つゝ　　　山下亀三郎 
我が吉田祭は三百年の歴史を有する美風壯擧にして維持統制して吉田郷の一大祭典として
保存せざる可からず、我等有志玆に考へ奮て統制維持會を起す、 
統制維持會發企人 
豊田房吉 
赤松則義 
井上督重 
土居雪惠 
程野彌七郎 
横田清纓 
谷本正雄 
三瀬　豊 
小島伍郎

176 S13.11.25 19 牛鬼から
獻金

吉田町立間尻第十八區牛鬼連中は過日吉田祭の際に於ける慰勞會費を節約十圓を國防費に
献金した。

177 S14.1.10 22 御殿前か
ら

松之助 ( 前文省略 ) 
吉田祭振興會の人々も祭そのものゝ復舊ばかりでなく藩時代の面影を傳へる古典的な点晴
に眼を付けていたゞきたいものだと思ひます。現下の非常時局下にあつてお前は何をくだ
らんことを云ふかとお叱りを受けるかも知れんが、たいして費用の入る問題でもなし町の
美化運動の一端ともなることである。町當局の方々も何かとよい方法を考へてもらいたい
と思ふ。一四、一、一六
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No. 年月日 号 記事名 小題等 記事内容
178 S14.1.10 22 ” 吉田祭

振興會 ”
山下海運
王の提唱
で……

秋の豪華版　
よみがへる

昨秋山下海運王を迎へた吉田祭は好晴に惠まれて空前の人出に賑ひ、幽雅な鹿の子や御國
自慢の御邌やさては祭の花として知らる牛鬼の勇壯な奮迅振りをあかず眺めて心から童心
にたち返つた海運王は、共に歸省中の横田、谷本両氏と同じ心持ちから此の懐しいお祭の
振興を感じられると共に敬神崇祖の遺風を顯新することはお互の務めであると、お祭振興
會を組織して、昔から四國二番（一番徳島）の祭禮行事の復活にポンと一千圓を投出して
範を示し横田、谷本両氏もそれ〲二百圓宛を寄附されることゝなつた、此の嬉しいニユー
スに感激した郷里の牛鬼後援會や町民はこれを契機としてもつと充實した組織を結成して
これに報ゆることを痛感し去る十二月初旬役場樓上に第一回の會合を開催して大体の具体
案を作り先輩有志の特志を乞ひ地元からも一部の負擔をなすことゝなつた。全体で約五千
圓を集めて、修復を要するものや新調するものに充てる豫定である 
是によつて我々郷土人が誇る吉田祭の豪華繪巻が今秋から見られることゝなり祭は一層の
美しさと壯重さを加へることゝ期待される。尚現在までに集まつてゐる寄附金と芳名者は
左の如くである。金一封　東京　伊達子爵家　壹千圓　東京　山下亀三郎　壹百圓　神戸　
山下太郎　五拾圓　東京　山下三郎　貮百圓　東京　横田淸纓　貮百圓　東京　谷本正雄　
壹百圓　神戸　小島伍郎　壹百圓　神戸　三瀬豊

179 S14.2.10 24 吉田祭振
興會へ中
村定安氏
寄附

吉田町出身―元山下汽船株式會社々員中村定安氏は山下海運王等の提唱するお國自慢郷土
名物として吉田人が鼻を高める秋祭りの復興に對し多大の賛意を表し三日赤松町長のもと
迄二百圓の寄附をなした

180 S14.2.25 25 吉田祭を
復興山下
海運王が
二千圓の
筆始め

振興會の寄
附集まる

昨秋歸省の山下海運王の提唱で吉田祭振興會が組織されるや吉田町出身の在外諸氏は懐し
い童心時代を回顧し感激の手紙に添へて多額の寄附を申込み委員及び町民を感激させてゐ
るが特に山下亀三郎氏は振興會設立と同時に一千圓の寄附をなしたが引續き一千圓合計
二千圓を寄附した 
尚亀子夫人からも百圓、嗣子波郎、豊郎両氏は五十圓日本陶器飯野逸平氏五百圓愛知洋紙
店小島正雄氏百圓旭紙業社長谷本正雄氏は二百圓大倉洋紙重役片山喜香氏（玉津村出身）
松浦孝之氏宮本貞雄外一名四氏は百圓をそれ〲振興會に寄附した、是ら先輩諸氏の厚意に
より秋の豪華版吉田祭は今秋から見違へるばかり絢爛たる繪巻物を展開し南豫第一の祭行
事が執行されるものとして大きな期待がかけられてゐる

181 S14.3.10 26 四千圓を
突破 !! 祭
振興會の
立案整ふ

山下海運王
の激勵

待望の吉田祭は振興會の設立と共に在外先輩の絶大な感激と賛同を得て復興に拍車をかけ
多額の寄附を申込む有様であり、役場内の振興會事務所でも驚く程の數字に上り現在では
早くも四千圓を突破するの巨額に到しているが、最初の豫定五千圓をはるかに凌駕するも
のと思はれる。山下海運王の二千圓を筆頭にして今秋から絢爛たる豪華な祭繪巻が展り開
げられることならふ振興會では寄ゝ協議の結果次の如きプランのもとに復活を豫想するも
のと云はれてゐる即ち今の第一區は昔の鐡砲組であつた關係から御持銃五丁二區は御厩に
因み飾馬二頭、三區は御弓之丁の名をそのままに弓五張、六區大工町は昔の懐しい東道車
を復活、御船は西小路、御舟手、向山から出させる案があり實現するものと思はれる。 
尚牛鬼の新粧、鹿の子の修理、邌の幔幕修理等全般的に改められた曉こそ、四國有數の幽
雅極りない祭行事が郷土人を心から樂しませて來れることであらふ、それに關し過日山下
海運王から豊田、土居両委員に齎らされた玉章は氏の敬神崇祖に徹した精神の發露を物語
るもので感謝を一層深めるものである。
豊田大老も元氣快復の模様其後吉田祭の一條は如何、三十六年間伊勢神宮参拜を欠さゞる
小生は吉田祭の現状を見てかくては吉田郷は亡ぶるにあらざるかと直覺したゆえ、直に筆
を取つて立案致したる次第にて云ふにあらずして行ふにあり。 
一昨年の聖戰にあたり町村郷土は晝夜神に祈りてやまざるは、總てを事實に證明しおれり。
小生は牛鬼やおねりを見て振興を思ひ付くのボンチには無之候、神と祖先の祭に誠を捧げ、
初めて町村の繁榮と子孫の幸福を祈り得るの資格をとゝのひ得る次第なり。 
両兄及程野、赤松両大御所も大いに御努力を切望すると共に、其後の状況おきかせ願上候、
離れた所にて始めて郷土を偲ぶの餘裕を得べく
候御推察下さる可候　　　匇々 
　　　二月廿二日 
　豊田老兄　土居中兄

182 S14.4.10 28 安 藤 神 社
春祭

四 月 十 三、
四日執行

花の春と共に吉田の春祭のトツプを切るものは舊藩時代吉田の救世主となつて八幡川原で
自刄した安藤繼明公を祭る安藤神社の春祭が十三日、十四日に亘り事變下にあつて敬神崇
祖の總意を込めて崇嚴に執行されることゝなつてゐるが去る二日は同社では講社祭を執行
した。

183 S14.4.25 29 吉田祭振
興會

復興に拍車
をかけて

吉田祭振興會では安藤様春祭の餘じんの消えぬ十五日午後七時半から役場樓上に復興策に
對する協議會を開催した。 
赤松、豊田、土居、程野、井上の委員山本八幡神社々掌淸家書記各區代表者二十余名出席
し協議したが、復興策に對しては新に十名の委員を選定して全部委員に一任することとな
り九時閉會した。

184 S14.4.25 29 八幡神社
石段改築

吉田町及立間村の住民一萬餘の信仰を集める氏神八幡神社ではかねてから石段の修復を行
ふ可く山本社掌、氏子總代間で立案寄附募集中の處、たま〱吉田祭振興會が設立されたので、
最初の第一期工事（石段改修）に對し半額補助五百圓を寄附したので過日來より改修工事
を進めてゐたが此程石段全部の修繕が見事に出來上つた。尚つゞいて社殿前の玉垣、女坂
の改修を行ふが之によつて社の面目が一新し眞の敬神崇祖の上からも大きな好果が齎らさ
れることゝならう。
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No. 年月日 号 記事名 小題等 記事内容
185 S14.4.25 29 ” 敬神を

旨とし ”
安藤様春
祭執行

聖戰下に織
りなす風物
詩

雨祭と惡口を云はれる安藤様のお春祭も今年は十年振？の稀らしい日和に惠まれて十四日
の祭氣分を充分樂しませたわけて今年は聖戰三年目、國を擧げて東亞新秩序への建設を前
提として町民も精神的に自粛し專ら敬神崇祖の念を感じたかの如く醉ぱらいの影も見えな
かつた。此日午前十時神輿はしず〱と社殿を出て神幸の行事に入つた 
御船を先頭に靑年團奉仕のかち邌につゞく橋下各區の邌車が傳統の幽雅な唄をのせて街を
流して行く。喜佐方村の傳統を誇る名物牛鬼は横堀の廣場と長榮橋に奮迅の活躍を示せば
觀衆の拍手が舞ひ上る。ひとしきり喧騒の渦が靜まると神輿の走り込みに敬虔な興奮を覺
え濱の御旅所に休憩したのち赤々と輝く町の灯の中を靜かに本殿に還御して目出度く祭の
行事が終はつた。 
横堀名物大道商人の姿が見えなかつたことは淋しかつたが之は毎年の雨に惱む苦しさと共
に時局下の反影で商人の方で遠慮して來なかつのと思へる。次は南豫第一の豪華版秋の祭、
ことさらに祭振興會に依つて立案の復興が傳へられ在京諸先輩の多額の寄附による壯重な
繪巻が一層町民の眼をそばだゝしめることゝならふ。

186 S14.5.25 31 祭振興會
へ

松川氏から
五百圓

吉田町裡町出身前若松市會議長松川駒次郎氏は生前吉田祭振興會に多大の賛意を表し五百
圓を寄附した 
尚現在までの寄附額は約五千圓の巨額に上つてゐるが來だつゞいて申込みもあり大体七千
圓に上る見込である。之によつて敬神思想の上から發企された此の振興會により江戸時代
を再現する華麗な祭繪巻が今秋から見られることゝならふ。

187 S14.5.25 31 魚三の山
車に纏る ”
惠美須奇
談 ”

遊淸(ママ）
翁の『耳敏
川』から

御祭に出る山車の内、魚棚三丁目の惠美須様の事につき文政七年の頃、寄しき事ありたり
とて本間遊淸（ママ）先生は其著『耳敏川』に左記の一文を記載され居り、吉田祭復興の
途上一挿話として面白き記事と存じ筆寫御送附申上候　　

（下略）　東京黑門生戎の寄事 
左の一條伊豫吉田なる高月與エ門よりおこし書中に記せし則ちそのまゝをこゝにしるす 
九月の祭禮には町々より思ひ〱に邌物をものして出す事なり、魚棚三丁目は昔より惠美須
の御姿をだんしりに載つ出せり、然るにその姿年をへて損しぬれば文化十酉のとし京の商
人舛屋某受取りて新に造りかへぬされば古き御姿は舛屋某新造の下代にとりて歸りぬ。文
政六未のとし十二月宇之町の里舛屋順次といふ者そのしるべの方へ來りていふ様過きとし
惠美須の御姿を買得しより年ことに家榮え侍りしが近き比其御姿を納置きし筐の内よりあ
らはれ給ふ事重なり。或は夢に吉田に歸りたしと告給ひ甚しきときは倉の窓より面躰まさ
しく見へ給ふこと再三有てさもいよこちかしこかりき、妻子なと見たんらには狐狸のわざ
ならんと恐るべし、春にも成らば必ず迎へに來り給へかし奉らんとねんごろに語りて歸り
ぬ、明れば文政七甲申正月いざや迎へかへらんと人々酒肴なと□して宇之町の里へいたり
同三月の廿六日迎へかへりぬ。扨戎の宮中へ假りに納め神樂を奏して神慮を慰めければ、
近き遠き聞き傳へておびたゞしく群聚し詣で來にけり、この古き御姿の宇之町にある事過
し冬迄かつてしるへなし、 
別紙戎の寄事申上候浮たる事には無御座候近來虞初新志を申候得ば關帝の靈にも似寄候事
御座候て一笑仕候縷々重便可奉申上候　恐惶 
三月五日　　　　長惠拜

188 S14.6.25 33 吉田祭振
興會

復興プラン
成る

吉田祭振興會では近づく秋の最大行事吉田祭の復興と修復に關する委員會を開催した。在
外先輩諸氏の熱誠な援助によつて現在まで五千圓を突破する寄附金に委員も之に報ゆる最
善の方法を講ずることゝなつた。

189 S14.7.25 35 氏子總代
會

氏神八幡神社の氏子總代會は十九日午後七時から役塲樓上に開催、決算及社殿廣塲玉垣改
修等に關し恊議した。（以下省略）

190 S14.9.10 38 面目一新
の吉田祭

郷土出身先
輩の援助絶
大　寄附金
五千圓突破

今秋より面目を一新する吉田の持つ最大の年中行事の秋祭は山下海運王を始め郷土出身先
輩の絶大な援助に依り着々準備を整へ復興と修復を行つて居るが第一には氏神八幡神社の
石段改修と社殿前の擴張も完成した事である、敬神の念厚い有力者の支持と共に祭振興會
の斡旋による秋の吉田祭はけだし期待されるもので廿三日現在までの寄附總額は五千余圓
の巨額によるものである。 
二千圓山下亀三郎、百圓山下亀子、百圓山下太郎、五十圓山下三郎、同山下波郎豊郎、
五十圓伊達子爵家、百圓小島伍郎、百圓三瀨豊、二百圓横田淸纓、二百圓谷本正雄、五十
圓片山喜香、二十圓宮本貞雄、十五圓二宮芳太郎、十五圓松浦孝之、百圓小島正雄、二百
圓中村定安、五百圓飯野逸平、五十圓山本武雄、百圓中村俊二、三百圓玉井操、百圓中村
重安、百圓河野榮、五百圓松川駒次郎、十圓佐川金太郎（順序不同）

191 S14.10.25 41 裝を新た
に近づく
吉田祭

振興會の手
で準備整ふ

蜜柑の里に繙く郷土の豪華版吉田祭は愈々十一月五日執行されるが昨年山下海運王の歸省
に際して祭繪巻を見物した折祭振興會が設立され町先輩に對して檄が飛ばされるや在京先
輩諸氏の賛同に逸早くも五千余圓の巨額が集り祭繪巻の復興と修理に着手し一方八幡神社
に於ても石段の改修と社殿前の擴張も成つて大祭を迎へることゝなつた。新らたに復興を
見たものは北小路の鐡砲、飾馬に壯重優雅な徒練で新調の毛槍弓飾具、附属品一切が役塲
に到着した。町内の邌車の修理も面目を一新し先驅のお船も裝を新たにした鹿の子、名物
牛鬼の新調と今秋からの吉田祭は見る人の目をおどろかしめるものであろう。振興會では
廿四日區長會を開催し萬般の行事方法に關し協議した。 
尚本社では特別附錄として祭繪巻を發行した

192 S14.10.25 41 祭振興會
へ五百圓

白城氏が寄
附

日滿鑛業株式會社白城定一氏北宇和郡喜佐方村出身――は吉田祭振興會に賛意を表し十五
日吉田郷發展への心情を吐露した手紙に添へて五百圓を寄贈した。
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No. 年月日 号 記事名 小題等 記事内容
193 S14.10.25 41 全精力を

かたむけ
る大作「鹿
の子」完
成近し

洋畫家二宮
雪夫氏の努
力作

（全文省略）記者は去る日立間八幡神社々務所に三ヶ月余り全精力を注いで製作中の「鹿子」
＝八十號＝のアトリエに出かけた。洋畫家二宮雪夫氏の筆に畫かれてゐる鹿の子の群像と
モデルの傍に立ちながら暫く凝視してゐた。畫面には圓舞しつゝあるあの幽雅壯麗な鹿の
子の哀愁戀慕の情が窺へられる、完成も間近であらうと感じた（以下省略）

194 S14.11.10 42 ” 祭典に
眞心捧げ ”
病床にし
のぶ故里
の祭

山下海運王
敬神の意志

別項の如く自動車事故のため芝高輪の自邸で靜養中の山下海運王は訪問の南豫時事新聞記
者に對し次の如く「祭祀と事業」と云ふ問題について横臥しつゝ病床の中から靜かに郷里
吉田の秋祭のことを思ひ浮べて眞心こもる敬神の情を吐露されたことは八千町民のいたく
感激する處であらねばならない 

（轉記） 
前總理平沼男に會つた際男爵から「祭祀と事業」についての御説を承つたが自分が平素考
へてゐることゝ全く同じ意見だつたので頗る愉快に感じた祭事、祭典これを忽にするよう
になつたら日本の美点は解消してしまう。これこそは日本の國体を貫く生命でなくてはな
らぬ。自分は毎朝自分の祭つてゐる琴平宮に参拜することを以つてその日の仕事に着手す
る手始めとしてゐるが神を祭るといふことは即ちその一日をミソギするといふことでこの
ミソギの考へが人間にしみこまなければ本當の仕事は出來るものではない 
祭事と事業とは同じポイントのものだ。平素そういう考をもつてゐる自分が昨年姉の病氣
を見舞うために歸省して偶々五十年ぶりに吉田祭を見たのであるがどうも神に仕へる精神
が萎靡磨滅してゐるやうに端的に觀取され悲しく思つた。 
吉田町は今日或は養蚕業に或は柑橘類の輸出にその他さま〲の産業に勵み、一方最近鐡道
の開通、港灣の改修等で活氣横溢五十年前とは比べようもないほどになつてゐるのに最も
大切なる祭事がおろそかにされ古き儀禮はその破れたるにまかせてをるといふ風では實に
遺憾なことなので當時同席してゐた郷里の舊友や知己諸君に吉田の氏神、即ち八幡宮に對
して町村民として敬虔なる眞心を捧げ、そうして五十年前は行はれて居つた祭式儀禮だけ
は吾等敬神の意を表はすうへからもこれを整へて見たいものだといふことを話したのであ
るがその結果吉田祭振興會といふものが出來たように思ふ 
自分の意とするところは別に外形的お祭を徒らに派手にするといふことでは決してないの
である。吾等の父母、祖父母の時代に行はれてをつた祭祀の儀典を整へて神のまつりを疎
かにしないといふことでこれを誤解しないでもらいたい。吉田祭に限らず宇和島でも大洲
でも地方津々浦々の村落にいたるまで祭シといふことはすべて同じ意味で幟一本提灯一張
と雖も昔にくらべて少くなつてゐるといふようなことでは敬神の意を盡したものとはいへ
ない 
今日對支聖戦についても晝夜郷民諸君が祈願してゐるのは各々の氏神の御神靈に對してで
はないか。神に願ひ神に祈るには平時に於てその眞心を盡さねばならぬものと思ふ。この
ことは郷里の人々も是非共感して貰ひたい云々

195 S14.11.10 42 吉田區長
會

吉田町では二十四日午後一時半から役場樓上に區長會を開催し絢爛豪華な復興を見た吉田
祭行事に關する各區への割當備品の配給其他を協議した
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No. 年月日 号 記事名 小題等 記事内容
196 S14.11.10 42 古式復興

に輝く豪
華版 ” 吉
田祭 ”

秋晴れに集
ふ大衆二万
お練り見
事、菊に映
えて

前日の雨で氣使はれてゐた待望久しき郷土最大の祭禮として南豫に知られる我等の吉田祭
は至誠天に通じたか五日の空は碧く澄みきつて涯もなく秋陽燦と菊花咲き競ふこの佳き祭
典を祝福するかの如である返り見れば一年前五十年振りに吉田祭を見られた山下海運王が
萎靡甚しき祭禮行事を悲しまれ同席の横田、谷本、赤松則、豊田、土居の諸氏に對し昔の
祭式儀礼を興し敬神の意を表したいと生れたのが吉田祭振興會であつた 
設立と共に發表されるや出身の在外諸氏も我が意たりとばかり數千圓の巨額が集つて五十
年前の繪巻そのまゝの祭式儀禮が復活したのである。吉田郷民はおろか南豫の人々も傳へ
聞く噂と上々の天氣に誘はれ其上事變第三回を迎へる敬神の念を恕實に反映して吉田に集
まつたかに見へ横堀一帯を中心に文字通り人の波＝二万有余と云はれてゐた。 
四日午前十時からは山本社司祭主となつて宵宮祭が嚴かに執行されつゞいて國威宣揚と皇
軍の武運長久祈願祭が執り行はれた。雨にもめげず各學校生徒兒童も眞心こめて参拜し明
日の晴天を祈願し敬神の意志を表示した。横堀川原には蝙蝠娘の見世物を始め女優劍劇、
中央キネマの出張に又は色とり〲の露天商人に祭らしい雰圍氣が漂ふ、名物牛鬼除けの木
柵も物々しく吉田祭の感が一入深い、由縁深い三ツ巴の紋打つた揃ひの上衣の裝いも新た
に振興會を通じて出來上がつた數々の復興振りに町民の氣持はいやが上にもわき立つた。 
五日の曉闇をついて惡魔を拂ふホタの行進がひとしきりつゞく頃街の所々に立つ旗幟　軒
に釣す献燈も昔ながら懐しい氣分をそゝる。靑年團奉仕の徒邌を先頭に午前十時病院前に
勢揃をなし中食後、神輿奉迎に邌出した。立間靑年團員奉仕の神輿三體は靜々と山を下り
邌車を從へ神幸に入る。復興を見た御神旗、御鐡砲、御弓、御鎗、東道車、七福神に新調
の鹿の子、牛鬼を見んものと集る人群のが横堀に氾濫する二時頃は祭の最高潮、喚聲の嵐
が牛鬼の大奮闘に和して空高く流れて行く、優雑（ママ）な哀調に織なす鹿の子も昔のまゝ
の方が田舎らしく好感が持てるようだ、新しい面は塗もセルロイドの感じさえしてゐる。
牛鬼は小作ながら型もよく房々した株呂（ママ）の毛も立派であつた。何よりも祭の雰團
氣（ママ）を靜かに味ふものは傳はる邌車のある幽艶なリズムを以つ邌唄の魅力であらふ。 
名物牛鬼は元氣一ぱいの大暴れを三時半まで横堀に過して祭氣分を一層深めた、久し振り
に歸省の横田淸纓氏も興深くいのじやの階上から見物、御出での本町から魚棚と神輿が濱
の御旅所に着いた頃はあたりは暮れて夜のとばりがたちこめ赤々と電燈の光がかがやいて
ゐた。壯重な走込みを終へて目出度く御幸祭を終了し八時過ぎ神輿はお社に還幸した。町
はこの夜は不夜城の如く明るく吉田の感じでないかとさへ思はしめた。芝居に映畫に人の
足は絶まなく吸引されたがそれでも街の人足は多く本當に南豫隨一の豪華殿（ママ）とし
て本來の祭禮に復活したフレー吉田祭よ永久に榮へ― 
尚神幸祭の順序は次の如くであつた。 
大世話番立田勘次郎、大押川又與一、宮本長次郎△ねり順番　御神旗、御鐡砲、御弓、御
槍、御馬、御舟、東道車、櫻丁（以上三ツ番外）一番、裡一、二番裡三三番魚二、四番本一、
五番本二、六番裡二、七番本三八番魚三、九番魚一、 

（寫眞説明上から新調の鹿の子、牛鬼及七福神）
197 S14.11.10 42 山下氏心

盡しの電
報町長宛
に

吉田祭振興會生みの親海運王山下亀三郎氏は此の程見物旁々久し振りのお國入りを傳へら
れたが廿八日河野吉田町長宛に『遺憾ながら歸られぬ神意をあらたかに祭典の進行と吉田
郷の繁榮を祈る』と電報が來た吉田町では山下氏の歸郷を心待ちにしてゐたものであるが
せめて祭の雰圍氣なりと傳へたいものだと云つてゐる。

198 S14.11.25 43 吉田祭振
興會へ
五百圓寄
贈

横濱財界の大立物として知られる生糸輸出商上甲信弘氏＝吉田町北小路出身＝は幼時懐し
き吉田祭振興會に對し十三日五百圓を寄贈した

199 S14.11.25 43 吉田祭 茅田五風 紺の香もゆかし日本一の邌 
御座船の先を拂つて弓鐡砲 
親鹿は子を眞ン中に秋を踏み 
梯子酒らしい足どり四ツ太鼓 
町内をきしる山車にも時代相 
七福神ちと御足の痛々し 
牛鬼は人の匂ひへ押し寄せる 
牛の角サゝラになつてからのこと
劍下を巧みにくぐる祭客 
掛小屋へ人を追ひこみ掃きちらし 
はやされてはやして不意に牛の角 
人の輪を削つて廻る八幡ボタ 
御神輿の渡御肅として人の波 
日本晴日本一の吉田ツ子 
去年のベランダに山下翁を思ひて 
面影を偲ぶ手摺へ筆をとり
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200 S14.11.25 43 大麻頒布

功勞者
立間山本氏
表彰

北宇和郡神職支會では二十日宇和支□樓上で郡内神職研究會を開き翌二十一日氏子總代會
と神宮大麻頒布式を擧行し功勞者を表彰したが立間村山本勲氏が、三間村芝、日吉村宇津
本氏等と共に表彰された山本氏の治績左の如し 
資性温厚篤實にして敬神の念厚く大正十五年十一月十五日郷社八幡神社氏子總代に就職爾
來今日に至る迄十有余年の間克く神職を補佐し社殿境内の整備に努むると共に屢々金品を
寄進し神社の維持に力を致し氏子民に敬神思想の普及を爲す等其功績顕著なるものあり左
にその主なるもの一二を列記す 
一、社殿の修理境内の整備擴張基本財産の造成を畫策し着々之れが實現に努め各種事業を
なすに卒先金品を寄進し氏子一般に範を示し神社維持經營の確立を期せり 
一、昭和十四年本社境内改修に際しその委員となり卒先金品を寄進し自ら工事の監督とな
り本事業の完成に努めたり 
一、總代就職以来神幸祭邌船係として其の復興を□り以て吉田祭の面目一新に努力しつゝ
あり

201 S14.12.10 44 御船修復
費地元で
寄附

吉田郷民はおろか在外出身者を驚喜させた古式復興吉田祭禮の内前驅の御船修復に使用し
た經費は大体六百余圓といはれるがこの内特に地元の左記七氏が半分の三百圓を寄附され
たものである 
　百圓　程野彌七郎、五十圓溝端茂雄、十五圓古谷賴綱、廿五圓佐川重敏、五十圓吉田産
業株式會社、廿五圓上甲萬吉、三十五圓吉田病院

202 S15.1.1 45 吉田祭振
興會報告

昨年十一月本會設立以來、在外諸氏の甚大なる御援助と在郷諸氏の熱心なる御盡力とによ
つて所期の目的を達成する事を得ました事は此上もない欣幸と存じまして、御同慶に堪へ
ません。 
今其収支計算を別欄に御報先申し上げますから、是によつてどんな種類のものを作り、又
其各々に如何程の費用を要したかを御承知下さる事と存じます。寫眞は新設の御邌や改造
した主なるもの十種を撮り之を一組として四十組を作つて寄附者並に御世話人に贈呈した
ものであります。 
尚本町二丁目の御旗改造費補助、御船格納庫、建築費、諸道格納箱約十五個代等に此□金
の約半額を要する見込であります。 
此際特に申上げねばならぬのは山下亀三郎氏より更に本會の維持費として金貮千圓也を寄
贈せられた事であります。
” 發企人どもは此御芳志を永久に記念する爲に本會を吉田祭後援會と改稱して、従來の牛鬼
後援會、ホタ後援會等の事業をも繼承して、吉田祭の行事全体を後援する事として御國自
慢の隨一たる吉田祭を彌盛大ならしめたいと存じます我吉田人たる者は其在外たると在郷
たるとを問はす、今後本會に對して尚一段の御援助と御協力とを惜まれざらん事を切に御
願申上ます。( 吉田祭振興會發企人一同）”

203 S15.1.1 45 吉田祭振
興會収支
計算書

自昭和十三
年十二月
十三日至同
十四年十二
月五日

収入之部寄附金（寄贈順） 
一金貮千圓　山下亀三郎殿　　　一金五百圓　山下汽船會社殿　　　一金壹百圓　山下太
郎殿　　　一金五拾圓　山下三郎殿　　　一金五拾圓　伊達子爵家殿　　一金壹百圓　小
島伍郎殿　　　一金壹百圓　三瀬豊殿　　　一金貮百圓　横田淸纓殿　　　一金拾圓　　
佐川金太郎殿　　　一金貮百圓　谷本正雄殿　　　一金五拾圓　片山喜香殿　　　一
金貮拾圓　宮本貞雄殿　　　一金拾五圓　二宮芳太郎殿　　　一金拾五圓　松浦孝之殿　　　
一金壹百圓　山下亀子殿　　　一金五拾圓　山下波郎殿　　　一金五拾圓　山下豊郎殿　　　
一金壹百圓　小島正雄殿　　　一金貮百圓　中村定安殿　　　一金五百圓　飯野逸平殿　　　
一金五拾圓　山本武雄殿　　　一金壹百圓　中村俊二殿　　　一金参百圓　玉井操殿　玉
井まさゑ殿　　　一金壹百圓　中村重安殿　　　一金壹百圓　河野榮殿　　　一金五百圓　
松川駒次郎殿　　　一金五百圓　白城定一殿　　　一金五百圓　上甲信弘殿 
計金六千五百拾圓也 
額金利息　七拾六圓六錢 
合計金　六千五百八拾六圓六錢
地元負擔金 
一金参百圓　御船組　　　一金五拾圓　本町一丁目　　　一金百参圓六錢　櫻丁　　　一
金百貮圓七拾八錢　裡三　　　一金七拾六圓拾五錢　魚二　　　一金貮拾四圓　裡二　　　
一金貮百八拾参圓八拾壹錢　立間　　　一金参百拾壹圓四拾錢　鶴間　　　一金貮拾貮圓　
立間　　　一金千九拾九圓　八幡神社　　　一金四拾圓　八幡講 
計金貮千四百拾貮圓貮拾錢 
總合計　八千九百九拾八圓貮拾六錢
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203 支出之部 

一金参百四拾八圓五拾錢　裃三三人分　新調　　　
一金七拾五圓　陣笠十五個　新調　　
一金百六圓八拾錢　ブフ先羽　縞十二組　新調　　　
一金五百八拾九圓六拾五錢　紺法被一三一組　新調　　　
一金貮拾九圓参拾壹錢　先登旗　新調　　　
一金百拾参圓四拾錢　御鐡砲　新調　　　
一金貮百六拾壹圓七拾九錢　御弓　新調　　　
一金百五拾八圓五拾錢　御鎗　新調　　
一金四百拾圓六拾錢　御馬具　新調　　　　
一金六百壹圓拾六錢　御船改造費　　　
一金百五拾圓　邌車修繕費（本一）　　　
一金貮百五拾五圓九拾八錢　七福神修繕費　　　
一金貮百参圓六錢　四ツ太皷修繕費（櫻丁）　　　
一金貮百貮圓七拾八錢　邌車修繕費（裡三）　　　
一金百五拾貮圓拾五錢　仝（魚二）　　　
一金四拾八圓　仝（裡二）　　　
一金五百六拾七圓六拾貮錢　鹿改造費（立間）　　　
一金六百六拾壹圓五拾貮錢　牛鬼新調費（鶴間）　　　
一金四拾四圓　八幡宮御幟十一本　新調　　　
一金貮千九拾九圓　八幡神社石段改修費　　　
一金九拾四圓参拾七錢　御旅所整地工事費　　　
一金百五拾圓四拾七錢　邌費　　
一金参百拾五圓七拾壹錢　雜費 
合計金　七千六百参拾九圓参七錢 
差引　金千参百五拾八圓八拾九銭　現在手許有高　

204 S15.1.10 46 また二千
圓を吉田
祭振興會
へ寄附

山下船舶王
の眞情

山下亀三郎氏の提唱により古式の豪華な祭典を復興した吉田祭は山下氏はじめ在外有力者
の寄附で振興會まで生れたが更に山下氏はこの復活にあはせて今後の維持修覆の點まで考
慮され去る十二月九日須磨別邸の金刀比羅祭に参列した井上督重氏に對し振興會への寄附
の二千圓を託された。振興會の人々も度重なる山下氏の寄附にいたく感激してゐる。

205 S15.4.10 52 安藤様春
祭十四日
執行

吉田藩の救世主として八幡河原で自刄した安藤繼明公を祀る吉田安藤神社では春祭のトッ
プを切つて櫻花爛漫の十四日神幸祭を執行、神輿渡御、徒練山車、名物牛鬼と地方有數の
祭繪巻が展開されるが事變下に處して一層敬神を旨として行はれる

206 S15.4.25 53 櫻橋雜記
15

今年は花時の雨や風が多かつた。安藤神社のお祭も曇後雨で折角のねりや牛鬼も言ひワケ
程に街をねつたゞけ。牛鬼はまるで去勢せられたやうに街を素通りした。御神酒の足らな
んだせゐもあらうか淋しかつた

207 S15.4.25 53 ” 牛鬼ぬ
れて哀れ ”
春雨しき
る神幸祭

安藤神社祭
禮

春のまつりを誇る安藤神社例祭は十三日午前十時半から宵宮祭が嚴かに執行され、堀田助
役が町長に代り幣帛供進に参向、各學校生徒兒童もそれ〲参拜し事變四年目に迎へた祭の
重大性を認識した、町は各戸に軒燈を吊り區毎に提灯、大幟が立つて祭らしい氣分をそゝる、
夜は社殿で恒例神樂が奏上された。 
明くれば十四日□曇りに散りしく吹雪の中をお舟を先頭に猿田彦、七福神、四ツ太皷、山
車と練り出せばあとには名物牛鬼が暴れる。降り出しそうな空模様は午後二時過ぎから本
ぶりと化して何もかも中止の態となつてひと時雨の止むのを待つ、牛鬼は角も尾も除れて
痛々しい、 
雨は小ぶりとなつてお練のすべてが濱の御旅所に向つて進み行く、喜佐方靑年の奉仕せる
神輿三体は靜々と赤々と灯の入つた家並の中を本殿に還御して大祭の幕を閉じた、夜は吉
田劇場と本丁の假小屋で映畫があり大入であつた

208 S15.4.25 53 銃後だよ
り近況あ
れや、こ
れや

吉田町國防
婦人會第八
班立田アサ

( 前文省略） 
四月十四日 
安藤様の春まつり、横堀土堤の櫻花は爛漫と乱れ咲き、祭の幟がハタ〱とハタめくのも長
閑な此處の情緒、正午より御舟、御旗、四ツ太皷、猿田彦、七福神それにつゞいて本一魚
一本三の邌車、牛鬼、御神輿、美しき繪巻物が繰出される、滿開の櫻に一陣の春風、一ム
ラ二ムラ散りゆく、と見るまに大粒の雨降り出でて見物を騒がす、やがて邌車の櫻橋をす
ぎ下横堀のさくら並木すれ〱に赤地に白く本町一丁目とくつきりと旗じるしが見え隠れ行
く頃雨はいよ〱本降りとなり車は引返されて橋の裾に裸となりて濡れてゐるのも哀であつ
た、四ツ太皷のみは雨中もものかはヨイセドン〱ヨイセドン〱と勇ましき限なり、牛鬼は
と見れば劍は折れ、角はさけ雨の中を意氣消沈の態にて戸別に頭を突込みウエー〱と聲と
共に遠ざかり行く、其のあとを三体の御神輿様の渡御が壯重嚴肅に行く様はいと畏こし

209 S15.10.25 65 祭禮供奉
協議

來月五日の吉田祭りに於ける邌順及供奉に關する打合せ區長會を去る十日夜裡町渡邊第九
區長宅に開き協議の結果大押には渡邊庄吉、加賀城淸兩氏が決定し大世話番には十五區長
淺野駒市氏が決つた

210 S15.10.25 65 區長会 吉田町では來月五日の秋祭に關し十七日午后七時半から役場樓上に關係區長會を開いて打
合せ協議を行つた
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1 T5.11.25 24 お亥の子 舊拾月三日、拾五日、廿七日は亥の日に相當することゝて舊習を守る家々にては生大根、

柚子、赤飯、酒等を供へて大黑天を祭りたるが町内子供にありては昔の如くお亥の子の
集りをなすものもなく平日と何等變りたる事なかりしも立間尻、知永等にては紅白の流
旗を立て雛段式の祭壇を設けて蜜柑の山を盛り「お大黑ののには………」を合唱して石
を搗ける昔の如くなるを見た

2 T7.11.25 58 晴溪閒筆 亥子廢止に
就て

『余等の幼い頃には少年が集つて亥子祭を催す事は年中行事の一つであつた総て古儀式
は一々深い意義を含んで居るもので味へば味う程滋味津々として盡ないものがある事を
感ぜずには居られない一升桝に赤飯を八合目容れるは物事を八分で滿足するといふ多く
を欲しないといふ偶意に外ならない、亥の子石を以て大地を叩くは國の礎を強固にする
意義である猪の子歌は淫蕩の氣微塵もなく悉く嚴肅な國利民福を應歌する尚少年相會し
て食を共にし一堂に枕を並べて眠を共にするは共同生活の樂しさを知らしむる所以であ
る現今此儀全く廢された事は余の遺憾とする所、時代の推移に連れて徒らに舊儀を墨守
すべき必要は無いけれども何等保存して居て弊害なきのみか大に意義を含む古式を弊履
の如く捨てゝ顧みぬとは心無き者の心無き所置と云はねばならぬ尤も時代に連れて相容
れぬ點もあろう迂愚に觀ずる點もあらう時代に適合せぬ所はどし〱改造するに憚らぬ、
亥の子祭の味を知らざぬものは廢止しようが廢止せられようが何等の感じも起らないけ
れども其樂を知つて居るものは其時節が來ると猪の子祭の一夜を懐舊するに切なるもの
がある』とは九足齋翁の感想談である、私は附言して云ふ昨年あつた樂しみ事を今年か
ら廢された少年はどんな寂しい氣持を經驗したろう左の手の人形を奪うたら右の手には
其れに代る可きかぶり兒でも與へなければ小兒は泣くであろう、折角一心に樂んで居た
人形を小兒の手から離して顧みぬとは酷な親と云はねばならぬ、昨日は恰も終りの亥の
子であつたが濱通りを通る道すがら或る格子造りの家の中にさも世の中を憚るか如くに
段々を造つて三方に御酒御鏡を備へ亥の子を祭て五六人の少年が家の前で淋しそうに遊
んで居たのは私の心を淋しう曇らせた、

3 T9.11.25 90 一筆啓上 笠人 △數年前亥之子が廢せられた、それは明治の開化の光に照して餘りに迂遠なる行事であ
つた事は吾輩も認むる處であるが、子供の樂しみつゝある玩具を奪つて顧みず、何等其
れに代る可き物を與へなかつた事を悲しまざるを得ない、其後亥之子再興の聲は次第に
高まつて、愈々本年から再擧に決した事は、各町の兒童の雀踊、さもある可き筈である、
然し今日に於て其行事方法を看るに、時代に適せざる點を多々認むるに憚らないものが
ある、能く可く改良して時代に適合せしめる事に努力すべきである、彼石を以て大地を
叩くが如き、之れを地方行事として古典的に看察する時は、又一種の興味をそゝるに足
る可きものではあるが、是を今日の科學的敎育に生れたる、兒童の行動としては□□し
能はざるところである、尚其歌詞に於いても餘りに荒唐無稽に、吾輩去日吉田校運動會
を参歡し、生徒の遊戯中キユウバーダンス？なるものを看て其優艶曲雅に驚くと共に時
代の進捗に嘆稱の聲を吝まなかつたものである、それとこれとを比較するに、其餘りな
る懸隔に驚かずには得らいない。西小路の某君早くも此點を看破し、新作亥之子歌一篇
を寄贈せられた事は、大いに共鳴する處である、尚進んで徹底的に改良し、恰然時代的
行事として恥ぢざるものに努力す可きである。
△吾輩此稿を終へて戸外に出づれば、町内の子供赤はちまきに亥の子をつき盛つて居る、
源平の幟旗に笹をさし添へ夕風にすゞ成り提灯がそよいで居る、そのクラシカルな光景、
クラシカルな淺黄色の夕空と恰然調和し更に寸分の齟齬も見出さない、更に改造の餘地
もない、或は是全然理智を離れ感情的にのみ觀る可きものではあるまいか、それは丁度
我國体の美しさを稱嘆するが如くに。（以下省略）

4 T9.11.25 90 亥の子
復活！！

お亥子が十二年ぶりで蘇へつた其動機はあれは子供の遊びだから、折角の樂みを廢止し
た事は可哀想だといふ聲は、陰々湧いて居た處へ、西小路の靑年某君がそれでは今年こ
そ實行しようかと躍起挺身勸進に奔走した處、久しく絶へて居たため三方とか幟とか八
巻とかの道具が不足して居るので、新調すべくかなりの費用を要するからといふ意味で
もあろうが、朝家三輪氏の金五圓を筆頭に四十軒にて五拾餘圓を得、着々再興の運びに
なつた、此噂を耳にした各町も、それでは我町も我町もといふ事になつて、子供よりも
却て大供が熱心で、以前は貮拾錢も出せば筆かしらになつて居たが、五圓参圓壹圓卓尾
が五拾錢といふ盛況、大工町平山長太郎君、裡三土居安吉君、佐野八太郎君、櫻町表屋
君などは其熱心さ特に著しいものであつた、尚櫻丁はお宿の奪ひ合ひで、遂に抽籤にし
て濱田の金さんに當り、朝から職業もお休みで店主店員総掛りで店を片付けるやら毛壇
を敷くやら大混乱の体に見へた、尚次の亥子は抽籤で岡田菓子店に大當り、店の菓子棚
はすつかり取り除けて仕事も休みますと大息込であるそうな、併し十二年も中絶して居
たものだからお亥子歌も忘れ勝で、特に中小供が先生で練習もした町内もあるそうな、
是丈の熱心さで出來た亥の子だから、大半幟も鈴成り提灯も新調でその美しさは空前の
壯觀であつた、その明るさにあこがれて寒む空の更くるも知らず嬉々と戯れて居る紅顔
の少年を眼前にしては、これだからお亥の子はしてやらないけないと感嘆の聲を發せな
いものはなかつた。（笠）

■吉田新報亥の子記事
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No. 年月日 号 記事名 小題・記者 記事内容
5 T9.11.25 90 亥の子歌 ◎お宿の神様御免なさい　チン〱カラリヤマンカラリ　鳴るは瀧の水の音　ヱとやさい

とうや
◎御殿様の御紋は　三段頭に九曜星　笹の丸に飛び雀　ヱとやさいとうや
◎鶯が鶯が　初めて都へ上りたて　都は廣いと申せども　一夜の宿をかりかねて　梅の
古木へ晝寢して　春咲く花を夢に見た　ヱとやさいとうや
◎御大黒様の御庭　一に俵踏まへて　二にニツコリ笑ふて　三に酒を造て　四ツ世の中
ヨイ様に　五ツ常の如くに　六ツ無病息災に　七ツ何事ない様に　八ツ屋敷を廣めたて　
九ツ小倉を建竝べ　十デ徳を修めた　ヱとやさいとうや
◎四方の角へ倉たてならべ　商ひ冥加もよい様に作り冥加もよいやうに　ヱとやさいと
うや

6 T12.1.10 118 亥の子餅昔の型に戻りけり
7 T12.1.10 118 亥の子餅と正

月餅
時節柄都も鄙もおしなべて消費節約宣傳の聲喧しき折柄私方では先ずこの趣旨を體得し
て去年十月の亥ノ子餅本年のお正月餅兼用としてもち越しましたそれでも本冬は早くか
ら寒氣が嚴しいので黴にはなりませんでした

8 T12.1.10 118 新作亥ノ子歌 はたしの家は、深山の奥の、その又奥乃奥の奥の三軒屋、ことしの秋は、でつかい芋と
りこんでいも腹抱ヱて豊けき年を、祝はんものと、待つ〱宵を大小猪一群れ二群れ打ち
連れて、月に浮かれて飛出し、三反歩のいも畑、一夜のうちにあらされた、
参照　むかふの山に、さゝげ三升蒔いたればしゝや兎がみな喰ふてしもーた

9 T12.1.10 118 亥の年を迎へ
て

三 瓶　 伊 尾
喜生

（省略）陰暦二十日の夜の月の稱へを亥中月といふ又舊暦十月の亥の日を亥子（ゐのこ）
と稱へて童子等の亥子遊をなすあり初亥には亥子餅を喰ひて萬病を除くと云ひ又はゐは
子多ければ子孫繁昌を祝すとも云へり且炬燵を開くなどの習慣もあり（省略）

10 T12.12.10 138 近事片々 亥の子を復活してからの子供の元氣さうなこと。
11 T13.11.25 163 盛んなりし猪

の子
十一月十六日は猪の子に當り各區子供連中は猪の子を祀り大幟を立て夜は豆提灯を釣り
お宿は本一は西崎煙硝蔵は佐野西小路山本櫻丁床春等昔ながらのオイノコを突き猪の子
歌を合唱終夜はやし立て西川君伊藤先生の大供も加勢して車ヨイヤセの行列で町中を練
り頗る盛大を極めた

12 T13.11.25 163 長榮橋から 村仙子 （前文省略）賑しいい云へば去る十五日の二番亥の日猪の子祭の催しは近頃の大ハズミ
で、遂々邌車を出すやらヨイヤセをかつぎ込むと云ふ騒ぎ。二十年振りに聞くトントン
……トコトン……の太鼓の音。續け様に擧がる威の聲。何んと云ふ若返つた氣持だらう。
復興の吉田町！！歌へや囃せ…………
…猪の子歌…
吉田の繁昌を祝ふなら
一に一町十六區
二に人情細やかに
三に蚕業盛大に
四ツ吉田中學校
五ツイリコに木綿縞
六ツ村井幼稚園
七ツ名高い病院や
八ツ山下女學校
九ツ黄金の蜜柑山
十で都會となりました
……エートーヤサイトーヤ

13 T15.11.25 234 元氣一ぱいの
亥の子祭

十一月十七日は中の亥の子に當るので各亥の子宿では例年の通りお供へおかざりをなし
白シャツに鉢巻しめた子供達は雨上りで道路がぬかるみであつたのにもひるまずに「お
いのこさんののには」と元氣のよい聲をはりあげていのこをつき廻つた、今年のおいの
こ宿は次の家々であつた
一區　程野彌七郎　二區　杉田菊松　三區　白城德太郎　四區　滝谷正重　
五區　脇坂伊佐吉　六區　赤松倉吉　七區　島内房太郎　八區　小島宇喜太郎　
九區　靑野利吉　十區　上田利吉　十一區　千葉小四郎　十二區　靑山喜代松
十三區　赤松　綱吉　十四區　丸城米雄　十五區　淺野慶二郎　十六區　伊藤繁市

14 S2.11.15 269 盛なる猪の子 飯淵君の大
童な意氣込
み

昔ながらのお猪の子は此町の子供連中で催された。さすがは新時代につれ猪の子の方法
も大分改良されてむだな買喰ひをするものは少なくなり猪の子唄も吉田名所名物を讀込
んだ新作唄が出來て六ツ村井の幼稚園七ツ名高い病院やとか魚三組は大意氣込みで大黑
様の繪像を染めぬいた大幟が出來るやらお弓の丁組は宿元の快男子飯淵君は助手の松岡
クンを從へて猪の子搗きの子供連中の總大將となつてゐの子唄をうたひ大童になつて活
動してゐた等盛んなる猪の子であつた

15 S4.11.15 334 中亥の子 十一月十三日陰暦十月中の亥日は所謂亥猪祭にて町内各區々々の男の兒等はオイノコ祭
りを催し前夜より當曉にかけて赤提灯に赤鉢巻で亥ノ子石をつき廻り大ハシヤギに町内
を練り廻つて賑いたり

16 S6.11.15 お猪の子祭 十一月十六日は陰暦十月七日で初亥に相當し所謂亥子祭りで町内各區組々の男の子は相
集まりてお猪の子祭を催し鏡餅、蜜柑、鯛、柚大根海山の新鮮を神前に飾り猪の子石を
舂き廻り赤提灯赤鉢巻勇ましく猪の子歌を謠ひて夜を徹する一年一度の書入れ日であ
る。
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No. 年月日 号 記事名 小題・記者 記事内容
17 S7.11.15 434 玄猪遊び寄附

は十五錢以下
兒童の娯樂として玄猪遊びに關しては町内學校では次の通注意を與へ居る趣に付町當局
は區内父兄並に有志に於ても右に合致する様周知方各區長に通牒した
一、一般家庭よりの寄附は一戸拾五錢以下たるべきこと、
二、費用は寄附金を以て辨ずる程度に止め甚しく宿の負擔を增さゞること。

18 S12.11.25 2 街に流れる亥
の子唄

三回亥の子
に子供らは
づむ

風雨、亥の子、蜜柑、三つを合わせると何だか三題囃みたいな氣がしそうに思へる、舊
暦の十月に入つて昔から子供達の喜びの一つに亥の子がある、今は昔吉田の亥の子騒動
から大正の末期まで吉田は禁止の狀態であつたが近年は一年毎に盛になつて懐かしい唄
と亥の子つきのリズムが流れて來る、今年は三回亥の日がある關係で二十日の中の亥の
日に南豫獨特の賑やかな行事が各區の宿々で催された。子供等は（男の子）全部亥の子
宿に一泊し晝夜を分たず町内をつき廻り子供の世界を遺憾なく發揮した。かうした風景
を見てゐると子供時代を目前に浮べて、いつとはなしに唄を唄ひたくなるのも僕一人で
はないだらう。

19 S13.3.5 6 世に出る吉田
の民謠

十日試聴會
を開く

廣島放送局では南豫地方のの（ママ）紹介と埋もれてゐる民謠、俚謠を調査することゝ
なり七日から八日間の豫定で同放送局放送課、學藝課□井□□氏が來郡するが吉田町は
十日午後三時よりラヂオ座談會、七時から（塲所未定）立間鹿の子唄、盆踊唄、亥の子
唄、念佛踊唄、邌車唄其他の試聴會を開催する尚是に先だち三日午後一時より町役塲樓
上に各關係者十二三名出席して放送局よりの通知を中心に對策協議會を開催した

20 S13.4.25 7 お國自慢の夕
べ

おらが里の
應援者も盛
會を極めた
試聽會

南豫各地に埋もれる俚謡民謡を尋ねて、その傳統とローカルカラーを全國に紹介する目
的のもとに出張の廣島中央放送局學藝係長藤井四朗、同局員八百隆両氏は去る三月十日
吉野生村より來吉、午後三時半吉田町役塲樓上に於て放送局主催のラヂオ座談會を開催

（途中省略）
共同檢番の奴さんの三味線と裡町松浦廣吉さん胡弓の伊豫節を皮切りに、喜佐方村有志
の瓢箪節のユーモアが亥の子石を搗ての大馬力に大向ふはワツと歡聲が上る、吉田祭の
花である立間村の鹿の子踊と唄に聴衆はしばし恍惚と祭氣分に浸つたかの如く見うけら
れた。又邌車唄はこれまた古から三萬石の城下町にのこる幽雅極まりないお囃子と唄だ
けに、思はづ聴きほれた形である。終りのおかへり囃子の輕快な調子は特に素晴らしか
つた苫濱部落有志出演の盆踊クドキは夏の宵を村から里へと流れる太鼓の響そのまゝに
野趣に富んで滿塲の拍手を買つた。（以下省略）

21 S13.12.10 12 亥の子 子供達が一番樂しみとするお節句、お祭、亥の子はふるくから大人も共々に童心を甦ら
せる樂しい行事であろう。
今年はこの内の亥の子が三回もあつて子供は亥の子搗を心からたのしんでゐる。吉田で
は昔の亥の子騒動から中絶してゐたのが復活し年と共に盛大になつて來たことは嬉しい
ものゝ一つである。此の頃は唄のリズムが夜な〱流れてほゝえましい情景を添へてゐる。
吉田では學校からの達しで一回だけ許可してゐるが九日（舊暦十月十八日）の中亥に於
て古式による各區の宿に於て盛大な行事が行はれた。

22 S14.1.10 22 亥の子献金 吉田校の兒
童

吉田町第四區、第十六區、第三區の各亥の子連中は過日のお亥の子搗きに集めたお金を
現在の非常時局を認識した可憐な小學兒童等は四區二圓、十六區三圓、三區二圓をそれ
〲代表者三四人が役塲に西谷兵事主任を訪ね國防献金にして下さいと差出し吏員を感激
させた。又第十區の亥の子連中は一圓五十錢を第八區連中は一圓三十錢をそれ〲献金し
た。

23 S14.11.25 43 ″亥の子″近し 事變下に迎
へてはずま
ぬ吉田町

『一に俵踏まえて』のどかな郷土色を以つ亥の子唄の聞こえる此頃、めつきり冬めいて
火鉢を戀ふ師走に入ると四日は吉田郷の子供達が待ちわびる亥の子である。吉田町では
大正末期の復活以來各區に於て古風な傳統そのまゝの亥の子搗や宿泊りがつゞけられて
ゐる、然し學校では兒童に對し事變下の銃後の營みに對應して餅搗を嚴禁し區内の寄附
をも強請させないことゝした、子供達は張合ひがなかろうが非常時を辨へてそれに相應
しい亥の子行事をすることであらう。

24 S15.11.25 67 お亥の子も新
体制

瓢箪節の名も古い吉田郷のお亥の子は昔と變らぬ、のどかな唄ごえに童心をそゝり子供
の樂しい年中行事の一つとなってゐるが、昨年から時局下に伴ひお鏡飾りや寄附の強制
が禁止されそのかみの如き派手な亥の子繪巻は見えないが新体制下の亥の子でも石臼搗
に唄の調子は昔と同じく懐しい風物傳を見せて樂しませて呉れる、十六日は吉田郷一齋
に銃後の子供達が赤鉢巻に旗提灯の勢揃も勇しく亥の子宿を振出しに各戸を搗き廻り夜
をこめて賑った。特志家からの寄附の餘りは全部國防献金をして第二國民の心意氣を見
せたことは讃めてやつて下さい。
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№ . 年月日 記事内容 小題 本文 写真・絵 写真内容
1 S50.1.1・15 吉田祭礼図

絵・文化協会
へ

その由来 　このほど、佐川重敏氏より吉田町文化協会宛に、郷土文化の向上のた
め役立ててほしいとの主旨により、吉田祭礼図絵二巻が贈られました。
　この図絵は、吉田藩御用商「吋法花津屋」の末商（ママ）、高月式太郎（マ
マ）氏筆のもので、当家が秘蔵していましたが、実息高月晴之助氏が昭
和６年に亡くなられ、不幸にして氏には後継者がなく、開藩以来の名家
も廃絶のやむなきに至り、この図絵は太田音吉氏の手に渡りました。
　その後、高月晴之助氏とは俳諧の道で親交の深かった太田音吉氏は、
高月家墓所が荒廃している様を嘆き、この図絵を手放し、それを資金と
して菩提を弔おうと考えました。これを知った、やはり高月家とはかね
てよりゆかりのあった佐川重敏氏は、自ら資金を投じて太田氏と共に高
月家の菩提を供養し、これを機会にこの図絵の表装を改めて文化協会に
寄贈されたものです。

○ 絵巻一部

2 S60.11.1 表紙写真 自然とデ
ート⑧

〽廻われ廻われ水車　ほうそく廻りて　関にとうまるな　関にとうまる
な―（以下略）
　静かな調べと太鼓のばちさばきに合わせて、ゆったりと踊る 七゙ツ鹿
踊り″
　鹿踊りは、元和元年（1615 年）伊達秀宗の宇和島入城をきっかけに、
仙台から移入されたと言われています。
　その後、町風に歌舞化され、領内に普及し、今日に至っています。
　吉田町では七ツ鹿踊りそのものを 鹿゙の子″と呼び親しんでおり、雄鹿
２頭、雌鹿１頭、若鹿２頭、小鹿２頭の７人で踊ります。
　親鹿の笛の音につれて勢揃いし、小鹿をまじえての楽しい庭見、雌鹿
を奪いあう雄鹿の狂乱へと展開してゆく、秋祭りには欠くことのできな
いものとなっています。
　特に立間の鹿の子は、素朴で力強く、しかも哀調をそこなわない、郷
土色豊かな民俗で、昭和 49 年に吉田町文化財に指定されています。

○ 鹿の子

3 H 元 .11.1 よしだタイム
ズ

伝統文化
の継承

　子鹿が秋祭りから替わります。元気一杯の赤松嘉人くん（立間小１年）
と児玉健太くん（同）は、毎日２時間の猛練習を９月下旬から始めました。
　伝統芸能を正しく伝えるには、基本からきびしく指導しなければ―と
世話人の方々も真剣な目なざしで見守っています。子鹿の２人は、おも
しろいと笑顔で答えます。

〝ガンバレ ” 子鹿くんたち。

○ 鹿の子練
習風景

4 H2.9.1 ふるさと歳時
記南風

おねり 　吉田祭りというと、八幡神社の祭礼を思い浮かべますが、藩政時代に
は、各種練物は多彩でかつ豪華で、露店・見せ物が軒を並べ、近郷より
の人出とあわせて大変なにぎわいを見せていた。
　町方よりくりだす山車（おねり）は総うるしぬりの二階建、幕地は金・
銀のししゅうで、それぞれの趣向によって飾られていた。
　今も行われている祭りの練行列は、牛鬼・御船・山車・鹿の子・四ツ
太鼓等多彩ですが、各区とも人手難のため祭りのにぎわいも昔ほどのも
のではない。
　この祭りの中で牛鬼は南予を中心として中予・東予にも見ることがあ
りますが、吉田の牛鬼は暴れ牛鬼として名を轟かせていた。
　神幸の先がけをする牛鬼は悪魔払いをして廻り、神輿渡御の場を浄め
るために荒れ狂うため町並の家々は丸太で棚（ママ）を組み家が壊され
るのを防いだものと聞いている。
　祭りの期間中、商家では家紋いりの横幕をひきめぐらせ軒には御神燈
をかかげていた。また、当時は練子と称するかちねりが祭りの呼びもの
として、男の子は七福神などに扮装し、親はこの日のために費用をおし
まなかった。
　このように祭りに奉仕するさまは、ねりの送迎ひとつにしても今日と
は趣を異にしていた。
　近年おねり保存会が結成され、住民自らの前むきの取り組みがなされ
ている。

○ 絵巻一部

5 H3.12.1 表紙写真 ○ お練りの
列

■ 広報よしだ…吉田町広報誌。平成 30 年以前より発行されていたと思われる。平成 17 年７月号で宇和島市との合併
のため廃刊。発行ペースは基本月１回だったが、一時月２回刊行されていた時期がある。調査は CD-R、吉田町図書
館で行った。CD-R 集録は昭和 30 年以降、宇和島市立簡野道明記念吉田町図書館収蔵資料は昭和 46 年以降である。

　【 不足分】昭和 30 年　１・３・４・５（CD-R 最古は２月号 49 号とあり、それ以前から刊行していた模様。月１順
調に刊行していたと仮定すると昭和 26 年２月刊行開始か）

　　昭和 31 年　１、２、４、５、６、７、10、11 ／ 昭和 32 年　１、２、３、４、10
　　昭和 33 年　１、２、12 ／ 昭和 34 年　１、２、３、４、５、６、９
　　昭和 35 年　２、３、９、10、11、12　／ 昭和 36 年　１、２、３、４、８、９、10、11
　　昭和 37 年　２、３、７、８、９、10、11、12 ／ 昭和 38 年　１、２、３、５、６、７、８、９、10、11、12
　　昭和 39 年～昭和 45 年　１～ 12 月号　／ 昭和 46 年　１／ 昭和 47 年　１

【広報よしだ・秋祭関係記事】
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№ . 年月日 記事内容 小題 本文 写真・絵 写真内容
6 H3.12.1 特集秋祭り 今年の秋祭り（11 月３日）では、町の「ふるさと基金」の運用益とお

練り保存会費によって、山車の法被、裃の新調や山車の修繕を行いまし
た。このため澄みきった秋空の下、担ぐ御輿や舞う鹿の子、引き回す山
車の風情が一段と際立ちました。
この秋祭りのお練りは、寛文４年（1664 年）に始まったと伝えられ、
けんらん豪華な山車や牛鬼らが、町内を巡行する様は、時代絵巻のよう
です。
連休ともなった秋祭りの日には、このお練りを一目見ようと、外国人を
含め町内外から大勢の人で賑わいを見せていました。
300 年余り受け継がれている卯之刻相撲
この卯之刻相撲は、天和３年（1683 年）に始まったと伝えられる伝統
行事の一つです。毎年 11 月３日の卯之刻（午後６時）に、八幡神社拝
殿で古式ゆかしく奉納されます。立間地区の行司１人と力士６人が登場
し、東西１組ずつ３組が二番ずつ計６番の取り組みをします。太鼓に合
わせて登場し、拝殿を３巡して「土俵入り」を済ませ、小結の東「島の
巌山」、西の「権現山」の取り組みで始まります。
がっぷり四つに組んだ力士が拝殿を跳びはねて勝負をしているところ
に、行事が力士の背をたたき、「勝負の花じゃ～、花じゃ～」と割って入り、

「明年まで預かり」と言うのが習わしです。 
　相撲が終わると、行司と力士７人が神輿を御輿倉から移し清めます。
親子代々の繁栄を預かる由緒深い行事で、立間地区民にとっては、大切
な生活習慣の一つとなっています。

廻われ廻われ　水車　ほうそく廻りて　関にとうまるな　関にとうまる
な　鹿の子をが　生まれて　落ちれば　われらも　みまえに　踊りでる
がし　踊りでるがし
と、空が明るくなる頃、七ツ鹿踊りを奉納して、町内を巡行します。

○ 卯之刻相
撲・神輿・
鹿の子・魚
二亥の子
車・裡三天
狗（猿田
彦）・御船・
四つ太鼓・
魚三七福
神ホタ・魚
三・裡二・
稚児・牛鬼

（鶴間）・裡
一・山車囃
子

7 H4.11.1 よしだタイム
ズ

自治宝く
じ助成

牛鬼トレーナー・旗・締め太鼓等の祭用具一新
この度、吉田町では、自治宝くじ助成事業により、牛鬼トレーナー 60 着、
締め太鼓６張、旗１流、陣傘１頭、を購入しました。
来る秋祭り等で初披露し、町の祭文化の振興を図っていきます。 
この事業の目的は、地域の連帯感を深め、コミュニティの輪を広げてい
くことです。そのため、今まで大切に使用してきた祭用具は、その老朽
化が激しく修復できない用具や祭りをより賑やかにするもの等をお練り
保存会と協議してきました。
統一した服での暴れ牛鬼の乱舞、用具一新した出車等秋祭りの楽しみが
増えました。

○ のぼり、太
鼓、牛鬼ト
レーナー

8 H4.12.1 ふるさと変遷
南風

暴れ牛鬼 　俳人河東碧梧桐が、吉田の牛鬼を見て「牛鬼が群れてなだれて尾を角
を」と詠んだことがあるが、本家の宇和島の牛鬼が様式化された壮麗さ
を備えているのに対して、吉田の牛鬼はすべてが荒しい田舎造り、戦前
までは「暴れ牛鬼」として広く南予にその名を馳せたものである。
　御殿前と桜橋に運上場、大体荒れ場は３カ所に限られていたが、その
付近の商家は店先の破壊防止のため、丸太の柵を組むなど、これも大変
であった。
　娯楽の乏しかった昭和の初期あたりまでは、秋祭に近郷近在から祭客
が雲集して大変な賑わいであった。横堀川原一帯に小屋掛した大活動写
真に軽業や様々の見世物は延１週間も興業をしたものだ。
　平成の現在に至っては、牛鬼が暴れる場所も、桜橋元だけになり、都
市化が進む町並みに牛鬼が窮屈そうである。

○ 古写真（牛
鬼・神輿）

9 H4.12.1 特集華麗に豪
華に

秋祭り　
３百有余
年の伝統
を引き継
ぎ　吉田
祭絵巻の
再現

　秋、恒例の立間八幡神社の秋祭りが、11 月３日に賑やかに行われま
した。
　三味線の音とともに練る華麗な山車、素朴な七つ鹿、胸がドキドキす
る暴れ牛鬼、威勢の良い御輿など町内を整然と巡行して、暫し見物客の
足を止めていました。
　御船等の山車は、午前 10 時に鈴木病院前で、七つ鹿と御輿に合流して、
橋上を練り、午後零時 30 分から一斉に桜丁筋・本町筋・魚棚筋等を通
り、豪華絢爛な祭絵巻を再現。又、午後１時頃から桜橋元で、七つ鹿踊
り、牛鬼や御輿の乱舞となり、見物客からの拍手を受けて、祭りは最高
潮に達しました。
　今年は、町とお練り保存会によって、裡町２丁目の山車の人形「楠正
成公」を修復し、さらに自治宝くじの助成を受けて、イラスト入りの牛
鬼トレーナーや締め太鼓等を新調し、住民の方々の祭りへの関心も年々
高まってきています。
　ふるさとへの祭りは、みんなの手で守り育てたいものですね。

○ 裡二・牛
鬼・魚三ホ
タ・神輿・
本一・鹿の
子
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№ . 年月日 記事内容 小題 本文 写真・絵 写真内容
10 H6.11.1 ふるさと変遷

南風
鹿の子 　南予地方の鹿踊の起源については、東北地方に多い鹿踊を移したもの

といわれている。東北各地の鹿踊をみてみると、東北地方のそれは、鹿
というよりも獅子頭にちかく、踊り方も勇壮で男性的なものが多いよう
に思われる。宇和島および南予地方の鹿の子は、頭も写実的で、唄・踊
ともに優美で哀調があふれているが、これは、享保 13 年（1728）に
長唄などを加味して、町風に歌舞化したといわれるところに由来するも
のであって、原形はやはり、東北のものに似かよった踊であったのかも
しれない。
　鹿の子は宇和島・吉田をはじめ、南予一般、旧両藩領内でおこなわれ
ているが、宇和島が八つ鹿、吉田が七つ鹿、そのほかは、いくつかの例
外はあるが、ほとんどが五つ鹿であり、この鹿の数にも、宗藩・支藩の
権威が象徴されている。
　吉田の鹿の子は、唄、踊、またその姿において素朴で力づよく、しか
も哀調をそこなわず、中央の識者をはじめ、ひろく一般に愛好されてい
る。
　雄鹿が二頭、雌鹿が一頭、若鹿が二頭に子鹿が二頭の、つごう七人に
よって踊られるが親鹿の吹く笛の音（鹿の鳴き声をあらわす）につれて、
胸にしるした太鼓の撥さばきもあざやかに、勢ぞろい、道行、踊り場へ
のとびこみと、しだいに魅せられてゆくうちに、子鹿をまじえての楽し
い庭見、雌鹿をうばいあう雄鹿の狂乱と、踊は高潮する。（資料・吉田町誌）
廻われ廻われ　水車　ほうそく廻りて　一同（以下各節同じく）　関に
とうまるな　関にとうまるな
鹿の子をが　生まれて　落ちれば　われらも　みまえに　踊りでるがし　
踊りでるがし
腰にさしたる　すだれ柳を　枝折り　そろへて　休みなあがだち　
休みなあがだち
十三かあゝら　これまでつれたる　めんじし　おゝおん　
あなたのお庭に　かあくしおうかれた　かあくしおうかれた
なんぼたずねても　おうらばこうそ　ひともと　すゝきの　あゝいにお
うるもの　あいにおうるもの
しいらさぎいゝが　あとを思えば　水も　にごさず　たあてやしいらさ
ぎ　たてやしいらさぎ
かんじが　かしゆめば　いまこそ　めんじしに　逢うぞうれしや　逢う
ぞううれしや
国からあも　急ぎもどれど　ふうみがきいゝた　おいとまもうして　
いざかえる

○ 鹿の子

11 H6.11.1 表紙写真 ○ 神輿
12 H6.12.1 秋祭り 立間八幡

神社卯之
刻相撲

　11 月３日に八幡神社秋祭りで卯之刻相撲が奉納されました。
　天和３年（一六八三）に始まった三百年以上の歴史を持つこの伝統行
事は、午前５時から開始されます。立間地区の行事（ママ）一人と力士
六人が登場し、東西一組ずつ三組が二番ずつ計六番取り組みます。この
勝負は引き分けにするのが習わしで、行事（ママ）が「明年まで預かり」
と言います。
　卯之刻相撲は早朝に行われることから町民の間ではあまり知られてい
ないとのことです。

○ 卯之刻相
撲・牛鬼

13 H7.12.1 吉田秋祭り 伊達三万
石の歴史
継ぎ卯之
刻相撲奉
納

　吉田の秋祭りは各地区で３日盛大にとり行われました。なかでも立間
八幡神社拝殿で、古式豊かに奉納された卯の刻相撲は、300 年の伝統を
今日まで受け継がれているものです。
　毎年 11 月３日の卯之刻（午前６時）に立間地区の行事（ママ）一人、
力士６人の計７人が奉納する神前相撲で、小結、関脇、大関の３組が２
番ずつ計６番を演じます。
　まだ夜も明けぬ午前５時。取組みに先立ち、裃（かみしも）と子袖（こ
そで）姿の力士が扇子をかざして、行事（ママ）の打ち鳴らす太鼓にあ
わせて拝殿を３巡し「土俵入り」を済ませます。この取組みについては
勝負なしの引き分けにするのが習わしとなっています。

○ 卯之刻相
撲

14 H7.12.1 吉田秋祭り 民俗文化
財立間「七
ツ鹿踊り」

毎年秋の祭礼には欠くことのできない郷土色ゆたかな民俗の一つです。 ○ 鹿の子

15 H8.11.1 広報おしらせ
版

吉田町の
絵入りは
がきがで
きました。

　「吉田祭礼絵巻」と町のシンボルマーク、キャッチフレーズを刷り込
んだ絵入りはがきが町内の各郵便局で発売されます。
▼期日・11 月５日（火）から
▼場所・町内の各郵便局で
▼金額・1 枚 50 円
※限定３万枚です。

○ 絵葉書
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№ . 年月日 記事内容 小題 本文 写真・絵 写真内容
16 H9.12.1 秋まつり 　11 月３日の秋まつりには、町指定文化財「七つ鹿踊り」や「おねり」

も登場します。「おねり」には、豪華な山車や神輿・御舟・牛鬼なども
繰り出され、まつりを盛り上げました。
　「鹿の子」とも称する立間の七つ鹿踊りは、無形文化財に指定されて
おり、素朴で力強く、しかも哀調をそこなわないところ南予随一の呼び
声があります。

○ 鹿の子・
本一山車・

（玉津秋ま
つり）

17 H10.12.1 カメラルポ 秋 ○ 卯之刻相
撲・鹿の
子・魚二ホ
タ・牛鬼

18 H11.6.1 吉田町民俗文
化財に指定

卯之刻相
撲（立間）

　このほど吉田町民俗文化財に卯之刻相撲（立間）が指定されました。
　卯之刻相撲は八幡神社の秋祭りのはじめにとり行われる奉納相撲で、
天和３年（1683）に始まったと伝えられる由緒深い伝統行事です。
　11 月３日の卯之刻（午前５時）より、力士６人が東西に分かれて取
組みが始まります。取組みが白熱したところで「花じゃ　花じゃ　相撲
の花じゃ」と行司が割って入り引き分け、最後の大関の一番は「ご名人　
ご名人　勝負来年まであずからしてもらいます」でしめます。
　この行事が終わってから倉より御輿を出し、浄められて祭が本番とな
ります。

○ 卯之刻相
撲

19 H14.9.1 国安の郷展示
ガイド

「祭りの主
役・脇役
展」開催
中！！

　300 年からの歴史を刻む八幡祭の呼び物の山車（おねり）の中から宝
多や魚棚三区の七福神、祭礼の様子を描いた絵巻、小林朝治の鹿の子の
絵、畦地梅太郎の牛鬼の図、河東碧梧桐の牛鬼を詠んだ詩、六代村芳が
書き奉納した額など 30 点余を展示し、祭りに寄せる思いや変遷を伺い
知ることができます。
期間　7 月 14 日（日）～ 10 月 14 日（月）９：00 ～ 17：00　月曜
日休館　９月 17 日（火）・24 日（火）休館。

○ 牛鬼絵・七
福神衣装

20 H16.12.1 まちの話題 　実りの秋に行われた、芸術文化や民俗芸能の集大成とも言える、文化
祭や芸能祭、秋まつりや亥の子など各イベントを写真で紹介します。

○ 卯之刻相
撲・鹿の子

21 H17.7.1 「吉田ふれあ
い国安の郷」
発　あなた
知ってます
か？

鹿の子の
由来

　南予地方の鹿踊りの起源については、元和元年（1615 年）伊達秀宗
の宇和島入部を機として、仙台地方から移入されたとするのが定説と
なっております。
　鹿踊りは宇和島・吉田を始め南予の旧両藩領内で行われているが宇和
島が八ツ鹿、吉田が七ツ鹿、そのほかはたいてい五ツ鹿である。
　吉田では七ツ鹿踊りそのものを鹿の子としている。雄鹿が二頭、雌鹿
が一頭、若鹿が二頭に子鹿が二頭のつごう七人によって踊られるが、親
鹿の吹く笛の音につれて、胸につるした太鼓の撥さばきもあざやかに、
勢揃い、道行、踊り場への飛込みとしだいに魅せられてゆくうちに、子
鹿をまじえて雌鹿をうばいあう雄鹿の狂乱と、踊りは高潮に達します。
　その鹿の子の衣装・ホタ・牛鬼・舟・御輿等が国安の郷「お祭り展示
館」に展示されています。是非ご来館下さい。

○ 鹿の子
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【広報よしだ・その他祭り関係記事】
No. 年月日 記事内容 小題 本文 写真・絵 写真内容
1 S47.10.1 ふるさと探訪

（その五）
安藤神社の
由来

（安藤神社由来部分、省略）
　また、割腹後六十一年忌に当り海藏寺の山上に霊現あり廟所を建造
せられたが土佐、九州その他遠かくの地方からの参詣者多く山門の内
外は昼夜市をなし売物小屋等が盛況を呈したと伝えられます。その後
明治六年旧邸内へ神社を建立し、初めは継明神社と稱したが後に安藤
神社と改められました。明治二十五年の百年祭に当り新に神輿を調整
し、毎年四月十四日の春祭りには四ツ太鼓、屋台車、牛鬼等も出て大
いににぎわっています。

○ 安藤神社境
内

2 S51.6.15 夏の風物詩 安藤神社夏
祭り―７月
１日実施―

　夜空を彩る打ち上げ花火、川面にとどろく御陣屋太鼓……、県下の
トップを切って七月一日安藤神社夏祭りが商工会青年部主催、町観光
協会共催のもとで盛大に行われます。
　商工会、観光協会では、「町の振興発展と商工観光推進」の一環とし
て夏祭りの盛り上がりを図っており、昨年に引き続き「走り込み」「花
火大会」等を実施するなど、多彩な行事を計画しています。
　当日は商工会青年部、町連合青年団などによる「みこし」三体や、
今年は新たに「牛鬼」が町内を練り歩くほか、安藤神社境内などでは
演芸大会が開かれ、また本町―桜丁―本丁通りが歩行者天国として開
放されます。（省略）

―

3 S51.7.15 安藤神社夏祭
り

郷土の風物
詩として定
着　横堀川
原に一万人
の歓声‼

　七月一日、県下のトップを切って安藤神社夏祭りが行われました。
　祭りは午後から人並みも多くなり、吉田小学校児童による鼓笛隊の
パレード、若者にかつがれた牛鬼や三体のみこしが歩行者天国として
開放された商店街を練り歩くころには、神社境内は露店が立ち並び、
浴衣に着かざったこどもたちが夏の味覚を楽しんでいました。（省略）

○ 夏祭りの牛
鬼

4 S57.5.1 カメラトピッ
クス

春祭り（４
月 14日）

祭゙酒牛鬼がむれてなだれて尾を角を″　碧梧桐
　雨にも負けず勇壮に練り歩く牛鬼

○ 牛鬼

5 S59.12.1 カメラトピッ
クス

女生徒によ
る七ツ鹿踊
り華麗に披
露

　郷土文化の保存をと、11月９日の学校訪問研究指定校発表会と 16
日の文化祭で、吉高女生徒による七ツ鹿踊りが披露されました。�
　「七ツ鹿踊り保存会の協力を得、ビデオを見て研究し、１か月間練習
した成果です。男の人しか踊れないと思っていたのでとても光栄です。」
とうれしそうに踊っていました。（メンバー　毛利貴代美・大浦由美・
中村浩恵・前田明美・平山あい・清家奈津子・坂中由美子）

○ 鹿の子

6 S59.12.1 カメラトピッ
クス

亥の子大会
大ハッス
ル！

　11月の亥の日を中心に町内の小学生が各家庭の庭に家内安全、無病
息災を祈る〝亥の子″をついて回りました。
　吉田地区では、11月 18日、自由の広場で、土の上で思いっ切り亥
の子をつけるよう、亥の子大会が行われました。子供たちは、カラフ
ルなはち巻を上下させ、数々の亥の子唄に合わせ、元気よく亥の子を
ついていました。

○ 亥の子大会

7 S61.12.1 元気な歌声と
亥の子石の音
響く

旧吉田地区
亥の子大会

　子供たちのおまつり〝亥の子″無病息災や家内安全を願い、昔ながら
の亥の子歌を歌い、家々を巡ります。
　旧吉田地区では、伝統行事の伝承と、土の上で力いっぱい亥の子を
つかせたいと 11年前から亥の子大会を行っています。
　11月 16日中央公民館横自由の広場に約 450 人の子どもたちが集ま
り、地区ごとに亥の子の競演、全員で穴ほり合戦、旧町内パレードと、
亥の子を披露。
　カラフルなハチマキ飾りやノボリがはためく中、子供たちの元気な
歓声と亥の子石の音が秋空に響いていました。

○ 亥の子大会

8 S62.11.1 吉田町がいな
産業祭

伊達伊予吉
田藩　鹿踊
りフェス
ティバル―
宮城県泉
市 . 鹿踊り

　「吉田町がいな産業祭」を、10月 18日、台風一過の秋晴れの下、行
いました。
　多彩な催し物の中、今回の呼びものは「伊達伊予吉田藩鹿踊りフェ
スティバル」
　公民館横の自由の広場特設ステージで、特別参加の宮城県泉市の ”鹿
踊り ” をはじめ、北宇和郡津島町、広見町、松野町、東宇和郡宇和町、
野村町、そして当町の計７市町の鹿踊りが勢揃い。
　「よその街の鹿踊りを見たのは初めて。歌詞は似ているが、メロディ
はずいぶん違うね。」と素朴で力強い競演に、大勢の人々が魅せられて
いました。

○ 宮城県泉市
の鹿踊り

9 H4.12.1 よしだタイム
ズ

亥の子車の
人形（大黒
さま）を新
調（浜地区）

　今年１月頃から、亥の子車の人形を新調しようとの声が浜区の方々
から出て、自分たちの亥の子人形を自分たちで直そうと、区で寄附金
を集めました。今年の亥の子（11月７日）に間に合う様に、専門業者
に新調を依頼し、10月末に完成しました。
　今年の亥の子大将の浜田久一郎くん（玉津小６年）は、「区の皆さん
によって、新調して頂いた大国（ママ）さんのためにも、元気よく亥
の子をつきたいです。」とニッコリ。伝統行事をしっかりと受け継ぐ子
供たちです。

○ 亥の子
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No. 年月日 記事内容 小題 本文 写真・絵 写真内容
10 H4.12.1 よしだタイム

ズ
東京銀座で
吉田みかん
PR

　「おいしい吉田みかんはいかがですか。」ミス観光の声も高らかに東
京銀座の TOTO銀座パビリオンで吉田町産みかんの即売、無料配布を
11月７日（土）８日（日）の２日間行い、町とみかんの PRを行いま
した。（省略）また歩行者天国となった会場前では郷土芸能の「七ツ鹿
踊り」が披露され、通行人の目をうばっていました。（以降省略）

○ 鹿の子

11 H5.12.1 よしだタイム
ズ

元気いっぱ
い亥の子

　民俗色豊かな年中行事が数々ありますが、子供の行事として亥の子
ほど続いているものはないでしょう。現在は、学校教育の立場からそ
の有り様には、いくらかの変化をみせていますが、２百年以上もその
姿は変わっていません。
　11月２日亥の日には、立間地区で元気な子供たちが、亥の子石をつ
いていました。地区によって、その唄も違いがありますが、子供たち
の輝く目は同じです。学校から帰るとランドセルは、玄関に置きっぱ
なしで、宿に走って行きます。この日ばかりは、子供が主役。夕食は、
みんなでおいしく食べました。

○ 亥の子

12 H5.12.1 よしだタイム
ズ

秋祭り　玉
津三島神社

　11月３日、町内各地区で秋祭りが開かれました。
　玉津の三島神社では、朝早くから七ツ鹿、御輿等が奉納され、みか
んが色づく秋空の下、練り歩きました。
　宮ノ浦集会所横の広場では、のぼりの旗が潮風になびく中、多勢の
人が集まり、御輿や七ツ鹿踊り、牛鬼、浦安の舞い等を見物していま
した。
　最後のもちまきでは、元気のいいチビッ子たちが、秋空へ手を伸ば
していました。

○ 鹿の子

13 H7.12.1 亥の子大会 　毎年秋には、吉田地区の子供達の亥の子大会が行われます。
　今年も 11月 12日（日）、吉田中央公民館横自由の広場に於いて約
300 人が参加し、盛大に行われました。

○ 亥の子大会

14 H7.12.1 吉田秋祭り 知永「しだ
みこし」

このしだみこしの発祥の年代、由緒などについて知る人も今はいませ
んが、知永地区の人々によって何百年もの伝統が守りつづけられてい
ます。

○ しだみこし

15 H9.5.1 安藤様春祭り 　４月 13、14日の両日、安藤神社境内で春の大祭が行われました。
　13日の宵祭りには伊予神楽が奉納され、多くの見物人で賑わいまし
た。この神楽は国が指定した重要無形文化財の伊予神楽で、近隣の神
主により演じられました。境内の特設舞台では、火焼（ひたき）舞な
どが奉納され、宵祭りもいにしえの神秘の世界へ。古代神話の一端を
ビデオに収録する人、写真に撮る人、舞台の上で鬼と相撲を取る子ど
もなど祭り前夜を楽しんでいました。
　14日にはみこしの宮出しや四つ太鼓が町中に繰り出し練り歩きまし
た。

○ 伊予神楽

16 H9.12.1 いの子大会が
行われまし
た。

　去る 11月９日自由の広場で吉田地区愛護班連絡協議会主催による
「吉田地区いの子大会」が開催されました。
　色とりどりのハチマキとタスキを身にまとい７団体 200 名余りが元
気に参加しました。
　前日は吉田地区の各地区で「いの子」が行なわれ夜まわりなどがあ
りました。最近は児童数の減少で石にふりまわされる場面もみられま
した。また、子ども達への負担を軽くするため、保護者が自動車を使っ
ての移動、夜まわりの範囲を小さくするなどの方法をとった地区もあ
りました。

○ 亥の子大会

17 H10.12.1 カメラルポ 秋 吉田地区の亥の子（11月 14日） ○ 亥の子
18 H13.12.1 亥の子大会開

催
　11月 10日児童公園（旧吉田小学校）で愛護班連絡協議会主催の亥
の子大会が開催されました。
　今回の大会はさらなる活性化をめざして、装いを新たに亥の子当日
夜回り前に開催したところ例年を上回る 16団体の参加がありました。
　大会では、松明で照らされる会場の中で元気よく亥の子をつく子ど
もたちの「つき方・衣装・元気のよさ」が審査されました。結果は第
一位「東小路一区」第２位「御殿内４区」第３位「浅川」となりました。
　参加した保護者からは「参加者が増えてよかった。」「夜回りにつな
げたのはいい試みだった。」等の満足する意見が多く聞かれました。

○ 亥の子大会

19 H15.12.1 表紙写真 亥の子大会
（吉田地区）

○ 亥の子大会

20 H16.12.1 まちの話題 　実りの秋に行われた、芸術文化や民俗芸能の集大成とも言える、文
化祭や芸能祭、秋まつりや亥の子など各イベントを写真で紹介します。
　11月６日　吉田地区亥の子大会

○ 亥の子大会
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【いさり火・その他祭り関係記事】

№ 年月日 号 記事内容 小題 本文 写真・絵 写真内容
1 S61.5.1 74 けいじばん 文化教室参

加募集―吉
田公民館

教室名　ほた作り
講師名　土居房雄
期間…６月～ 12 月（６回程度）

― ―

2 S61.11.1 80 七ツ鹿全国大会
へ　立間青年団

　立間青年団が県の代表として、全国青年大会に出場し、「七
ツ鹿踊り」を演じることになりました。九月二十八日の県青年
大会の郷土芸能の部に出場し、最優秀に選ばれたものです。

○ 鹿の子

3 S62.4.1 85 61 年度あしあと　公民館事業 ほた作りに挑戦する青年学級生の慣れない手つきと真剣なまな
ざし（２月 19 日　吉公）

○ ホタづくり

4 S62.12.1 93 表紙写真 腕白の　眼のきらきらと　亥の子唄　　　　絹子 ○ 亥の子大会
5 S63.12.1 105 表紙写真 幡鳴って　城下にながる　亥の子唄　　　稲瀬　奈加枝 ○ 亥の子大会
6 S63.12.1 105 みみずのたわご

と
　今年もまた、子供達の元気な亥の子唄が聞こえてきた。驚い
たことにまったくと言ってよいほど亥の子のつき方を知らな
い。同行の親に「つき方をちゃんと教えんかナ」と言ったら親
も「つき方をしらのヨ」
　 よ く 考 え て み る と、 亥 の 子 の つ き 方 な ど 親 か ら 教 わ る
も の で は な か っ た。 す べ て の 遊 び が そ う で あ っ た と 思 う
が、 地 域 の 先 輩 に 教 わ り、 地 域 の 後 輩 に 教 え て 来 た も の
だ。地域にはガキ大将の存在があり、良きにつけ悪しきにつ
け、色々のことを教わったというか教えられたものである。 

（以下省略）

― ―

7 H2.12.1 129 亥の子大会開催 　11 月 18 日、第 16 回吉田地区愛護班亥の子大会が、中央公
民館横の自由の広場で開催されました。（中略）吉田地区より
15 班、総勢 300 名が参加しました。（以下省略）

○ 亥の子大会

8 H3.12.1 141 吉田高校で七ツ
鹿踊り

　地域との文化交流を目的に立間地区の鹿の子保存会の指導を
受けながら、女生徒ばかりの７人が夏休みや部活動の合間を
縫って練習を続けています。今年の８月に香川県で開催された
第 15 回全国高等学校総合文化祭の郷土芸能の部で発表し高い
評価を受けました。

○ 鹿の子

9 H3.12.1 141 第 17 回吉田地区愛護班亥の子大会（11 月 17 日） ○ 亥の子大会
10 H4.12.1 153 表紙写真 11 月 15 日　吉田地区亥の子大会 ○ 亥の子大会
11 H6.12.1 177 表紙写真 吉田地区愛護班連絡協議会亥の子大会に 11 団体（11 月 13 日） ○ 亥の子大会

No. 年月日 号 記事内容 小題 本文 写真・絵 写真内容
1 S62.6.1 87 『おねり』が

文 化 財 に 指
定さる‼

　去る五月六日（水）、教育委員会が開かれ、三月末に文化財保護
審議会から答申のあった「おねり」の文化財指定について審議し、
二十一番目の町指定文化財に正式決定しました。町村の祭礼邌り
が文化財に指定されるのは、愛媛県内でも珍しいケースです。
　吉田祭りは、初代藩主伊達宗純が天和三年（一六八三）現在の
魚棚二丁目に離宮所を設け神幸祭を創設したのが始まりと言われ
ています。藩政時代は、旧暦の九月十四日に例祭、十五日に神幸
祭を実施していました。町内八ヶ丁から繰り出す山車（「おねり」）
は、総漆塗りの二階建てで、町人の富の象徴となっていたと言わ
れています。
　戦前、戦後途絶えていましたが、昭和五十年頃から少しずつ復
活し始め、六十年には「おねり保存会」（広瀬清治郎会長）が設立
され、山車に乗せる人形や旗などを修理して、「おねり」の伝承、
保存につとめてきました。
　文化財指定をきっかけに、さらに伝承、保存につとめ、祭りを
通して人々の触れあいが深まり、町の活性化がさらに推進されて
いくものと地元の人々の期待も高まっております。

○ 魚三

2 H 元 .12.1 117 吉 田 秋 ま つ
りにぎわう

　11 月３日にあった秋まつりには、七ツ鹿踊りや山車、ミコシな
どが町内を巡行し、多勢の人でにぎわいました。
　また、２日から４日にかけて開催された文化祭にも多数の入場
者があり、文化の秋を満喫していたようです。
　その様子を一部写真で紹介します。（以下省略）

○ 本一、魚三
牛鬼（浅川）
卯之刻相撲

6 H2.11.1 128 吉 田 町 指 定
文化財⑪

『 七 ツ 鹿 踊
り』

　廻われ廻われ　水車　ほうそく廻りて　関にとうまるな〱

　このような歌と、親鹿の吹く笛の音につれて踊られる七ツ鹿踊
り。この踊りの起源は、元和元年（1615 年）伊達秀宗の宇和島入
部を機として、仙台地方から移入されたものといわれています。（以
下省略）

○ 鹿の子

7 H5.12.1 165 あばれ牛鬼として有名な吉田の牛鬼です。（11 月 3 日秋祭り） ○ 牛鬼

■いさり火…吉田町教育委員会の社会教育広報。宇和島市立簡野道明記念吉田町図書館収蔵資料は 67 ～ 183 号まで

【いさり火・秋祭関係記事】
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No. 年月日 号 記事名 小題・記者 記事内容 写真・絵 備考
1 S31.1.6 2464 評泉 新年と新運動 お正月の休みも終つた。これから卅一年のいとなみが本格的となる。今年

は新生活運動などゝいう口頭禅がやかましかつたので門松は減り小さくな
つた。しかしこんなことだけを新生活だと考えていたら、頭かくして尻か
くさず。一向に生活は清新にならない。むしろこういう際は声を大にして、
旧生活運動を叫んだらどうか。お正月だ。大いにのめ。大いに歌え。そし
てへゞれけに酔張つて、乱暴狼藉思いのまゝにせよこういうことをいえば、
俄然非常識だ。狂気だと猛然反対が起つて少しはその反対の手前生活が自
粛されるかも知れない。
▽新生活運動か舊生活墨守か△
　われ〱の本当の目的は、生活を合理化さすことである。無用の冗費を節
約するにある。今まで改められない悪習を、とりのぞくことである。とこ
ろが、このはつきりした目的を、遂行するためにはとても勇気がいるし、
抵抗のひどいのに驚くだろう。新生活運動の対象になつたはずの歳暮と新
年の贈答が減るどころか、かえつて増えている現実が、よく説明するよう
に、電車やバスの入口で人間がひしめき合う浅間しさのある限り、他人を
出し抜いて、自分だけがいゝ子になろうとするのだから新生活もちようさ
い坊である。
▽知事の理想に踊らない下僚△
　久松知事も県風作興だ、生活改善だと、この理想家が本年は力コブ
をいれるそうだが、理想結構。たゞ権謀術数に県政を奔弄させること
なく、何とか明るい世の中を築うという希望を、政治家が抱いてくれ
ることは、その手段においてどうあろうと、真の目的に対しては、わ
れ〱も双手をあげて讃成し、これを支持しなければならない。たゞ久
松知事はさきに四 S 運動をした。これは今もなおその形式は残つてい
る。しかし果してこの運動の効果があつたかなかつたか。これはわれ〱

県民が身をもつて経験している通りである。だからといつて四 S 運動
が決してわるいものでなく無用なものではなかつた。たゞこれを信奉
し、実行しなければならぬ、知事の下僚である役人共が、この世の中で
理想実行に一番怠け者であり、悪ごすい動物であつた不幸に過ぎない。 
▽相も變らぬ上から號令△
　新生活運動も、県風作興も実に必要なのである。しかしこれを自ら必要
だと痛感しないものは本当の協力とならない。失対事業が一雨ごとにく
ずれるのは、この事業に働く人たちの心構えにある。新生活運動が予算
五千万円の政府の号令だから、役人は予算の範囲でまた下に向つて号令す
る。そしておどらされるのが、婦人会であり町内会である。そして何ら自
ら考え自ら思い立たない運動を、見せかけるために一寸した模様をする。
だから絶好の新生活実行の機会であつた歳末新年が、相も変わらなかつた
のではないか。というてみはするが、しかしこの運動は決して悪いことで
ないから、幾分の効果があり、将来さらに一層効果をあげることも有り得
ると考える要はこの運動を失対人夫のような態度でなく、馬鹿正直に傍目
もふらぬ熱心さで行う勇気と努力の人があれば、更に効果は絶大であると
いう希望は持てそうである。

― 日刊

■宇和島日日新聞記事
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No. 年月日 号 記事名 小題・記者 記事内容 写真・絵 備考
2 S31.2.16 2504 評泉 今からお祭の

相談
　市連合婦人会の小林元、池現両会長と、武田自治連会長、商店街代表の
萩森氏ら四人が、NHK の婦人の時間に、座談会で早手廻しのお祭り統合
問題について語り合つた。例年お祭りが目前にせまつてから、俄かに騒ぎ
出すから、結局時間不足で、巧妙に反対派の背負投げを食う。新生活運動
が推進されようという今年は、何とかこの問題に結論を出してもらわんと、
結局新生活運動そのものが、単なる口頭禅でしかないことにもなり、折角
いとぐちのついている時間励行や、結婚式の改善なども、実行がにぶつて
しまう。
　善い事と信じたら、早く取りかかり、充分反対意見も聞き、説得すべき
は、資料と説明をもつて充分に納得してもらい、まあ〱で丸く納まつたと
いう、今までの意志の封じこめをやるようなことなく、一たんきまつたこ
とは、断固実行するようにしてほしい。座談会は、県下の広い範囲に判つ
てもらう説明的な言葉が多く、われわれの切実な問題を討論する時間がな
く、結局婦人側の熱望も、そのまま強くは現わされていなかつたし、反対
の立場である商店街代表も、全市的盛大さで、市の生命である商工業もう
るおうような、市民お互いのためになるお祭りをと巧みに外交辞令をつか
つていた。自治会としても、賛否を明らかに打ち出すのには、差支えもあ
り、四者ないし婦人側と男子側とが対立しているはずの問題を、有耶無耶
に終らしめた印象であつた。
　まだ気が乗らぬ半年以上もさきのことであるし、秋のとりいれを祝う祭
の転化したものであるお祭客の問題を、まだ種も蒔かぬ余寒の折に語るの
だから、語る人々もしんどかつたとは考えるが、新生活の目標の一つであ
る祭のあり方については、それ〲研究もされ調査もされているはずだし、
常に婦人のドレイ的存在のワク内であるこのお祭行事の旧弊を、神社の祭
事の尊厳を別にして、充分解決出来るはずだと考えるわれ〱としては、是
非共今年はこの問題の解決をしてほしいものである。
　婦人会の主張も、兎角単純に一気に押し切るヒステリー戦法でなく、借
金をしてまで客を招く愚劣さ、各戸一様きまつた鉢盛料理で主婦や女の人
たちが二、三日前から、その後始末までの長い間身心ヘト〱になるまで働
きづめの割合に、客が喜びや感謝をするわけでもない、だらしのないお祭
り行事をあらためることは、今年こそは大きな新生活という旗印があつて、
きわめてやりやすいのだから武田氏の神社縁起の問題と、萩森氏の商工業
のうるおう問題と、三つの併行である家庭婦人の苦情、家計の苦難が、決
して、またしても結びつけなかつたというのでは困る話である。一つこの
座談会をきつかけに、委員会の方も早速下準備あつてしかるべきであろう。

― 日刊

3 S32.9.15 3161 砂上偶
語

西三浦の主婦たちが、月一回公休日を設けることになつたそうだ。年から
年中を家事、農事の仕事に追いまくられて、ドレイの如く働きつゞけてい
た主婦たちが、自我に眼ざめたと云う訳であろう。▲十年、二十年たゞの
一度も映画すら見たことがないと云う。これは西三浦ばかりではない市内、
祝森の奥あたりの農家の主婦で、四十年間一度も城下へ出たことがない。
従つて映画も芝居も和霊祭りも見たことなしと云う例もある▲
農漁村の主婦たちにはそうした根かぎり働く以外に、何の慰安も娯楽も持
たぬ生活をする者が非常に多いのである。そこで月一回の公休日制度が思
いつかれた訳であろう▲尤も明治の良き時代頃までは、農家にも月一回く
らいの放楽の日はあつたのだ。節句とか八朔とか田植休みとか、毎月餅つ
かぬ月がなかつたのだからその餅つく日が休養の日だつたとも云える▲
旧暦の歴止、旧慣の打破古くからの行事はなんでもかんでもやめてしまえ
と云うような生活改善運動のために、良かつた慣習すら打ちこわしてしま
つたのである▲鎮守の社殿が、部落全体の公民舘的役割りを果し、喜びも
哀しみも連帯的なものと考える共同体的な生活が営まれていたのだ▲そう
した体制がこわれて農村の疲弊が甚しくなつた。今日、公民舘を中心にし
て再び良き農漁村が築かれようとしている。歴史は繰り返すようである。

― 夕刊



付章　第三節　新聞記事

392

No. 年月日 号 記事名 小題・記者 記事内容 写真・絵 備考
4 S32.9.19 3165 きょう

の話題
押しつけはダ
メ　またぞろ
秋祭統合談義

婦人会あたりが、新生活運動として今年もまた秋祭りの統合問題をいじく
りまわしている。今度は市民の意向も充分聴きとつて問題を円満に解決し
たいと云つている。本来秋祭りは、農村なら農民のためにあるべき秋祭り
であり、市街地なら一般市民のためにあるべき秋祭りであるはずだ。それ
を婦人会とか生活改善協議会とか特別に選ばれた幹部級の人々たちの独善
的な一方的な考えかたから改廃統合しようとはかつたところに、これまで
のような問題の紛糾が生じたものである。祭りの実質的な主催者とも云う
べき農民や一般市民の総意―或は立場を無視して、つまり主人公を度外視
して秋祭りを統合しようとかかつていたのであるこのようなありかたは軍
閥政府のもとに行われた官僚的な統制主義と精神的に一致する訳であつ
て、民主々義を第一義とする今日の時代に逆行するも甚しいやり方と云わ
ざるを得ない。生活の簡素化が謳い文句となつている新生活運動ならばネ
ラうべき目標は、日常の家庭生活の足許にいくらでも横たわつているので
ある。そうした地に足のついた運動を閑却して、伝統を無視し、祭りの主
人公とも云うべき農民や一般市民の意向を軽蔑して官僚主義のニオイ高い
統制々々を主張することの誤まりを認識し反省しなくては秋祭りの統合も
合理的な解決は望み得られないであろう。すべて、このような大衆的な社
会生活に大きな影響をもたらす改革は、大衆自ら自主的に行わしめるよう
持ち込まなくては成功するものではない況んや少しでも強制的なニオイが
あれば大衆の反撥は必然であつて、運動はどこまでも大衆自身の自発的な
行動たらしむべきである。団体や婦人会幹部の独善的な考え方を押しつけ
ては駄目である。

― 夕刊

5 S32.10.19 3192 結局み
こし無
し

吉田地区分裂
秋祭　がっか
りの商店街

青年団と氏子総代が対立してもめ続けていた北宇和郡吉田町の秋祭統合問
題は、吉田地区の氏子総代会が十月二十五日の統合祭に参加せず、十一月
五日に単独祭を強行することに決めたので、青年団はみこしはもちろん牛
鬼など一切の奉仕を拒否したので、お練りが全然ないさびしい祭になり商
店街では、人出が少いだろうと悲観している。吉田地区の氏子総代たちが
分裂の責任をおつて総辞職したあと、区長会が代つて十一月五日にするか
十月二十五日の統合祭に合流するかを話し合つたが、両者を兼任している
者が多いところなどから、結局単独祭強行のハラを決めてしまつた。しか
しその裏には最後になれば昨年のように青年団を納得させることが出来る
という安易な考え方が流れていたという。ところが青年団側は予想以上に
強硬で、立間地区のみこし奉仕だけでなく、浅川分団の暴れ牛鬼など同町
連合青年団が全部で「新生活運動に反対する祭には参加しない」と立ち上
つたため、区長会は総代会の二の舞で苦境にたつた。初めは総代や区長の
云う通りになつていた商店街の人々も、結局売り上げが減るだろうから、
この前に何らかの手を打つておくべきだつたと批判している。

― 夕刊

6 S32.12.3 3230 きょう
の話題

神意の暗示か　
吉田八幡神社
の火災

吉田町立間の八幡神社が炎上して神輿四体を焼失してしまつた。秋祭統合
問題のゴタゴタから連想すると何か神意の暗示と云うようなものを感ぜし
められるであろう。原因は今のところ子供らの火遊びらしいが、それにし
ても火災予防週間の行事が終るか終らぬかと云うときに神社の御神体を宿
す神与（ママ）を四体も焼くと云うことは、よく〱のことである。そこに
当然、不可思議な因縁―神意と云うようなものを感ずるのも無理からぬよ
うである。原子力科学の時代人工衛星の空飛ぶ時代に神意とか因縁とかを
云々することはナンセンスだとも評されるであろうが、そう云う時代でも
幽霊の実在、幽霊を見たと確言する学者も存在するのである。現に数年前
にも檮原村の神社で神木を伐材していた御徒町の男は樹上から転落して脳
底骨折で即死した事件もある。
八幡神社も昔から荒々しい戦さ神と云い伝えられている。その祭礼に氏子
連中が分裂してゴタゴタを演じていたから神霊も腹に据えかねていて、子
供の火遊びを機会に自爆的に炎上してしまつたのではないか。こう解釈し
ても不自然ではないようだ。神は非礼を享け給わずと云う。人間どもが数々
の非礼な行いを重ねているといわゆるロクなことがないと云うのは事実で
ある。吉田町民も、若し、八幡神社の神輿を改めて作る場合には誠心誠意、
氏子中が協力一致の精神を固めて、やらなくては、神は非礼を享け給わず
である。

― 夕刊
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練りの様子 2（御殿前）、魚棚 3 丁目の七福神

練りの様子 1（御殿前）、今は途絶えてしまった左義長車が御船の後ろに見える
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牛鬼（浜通り）

練りの様子３　御船
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一休み中の牛鬼

暴れ牛鬼（桜橋）
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鹿の子

宝多（御殿前）
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神馬（御殿前）

神輿（現在の薬師寺病院～吉田高校の辺り）
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四神旗

四神旗　（浜通り）
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神　輿

猿田彦
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牛鬼（浜通り）※昭和 38 年 11 月３日

四ッ太鼓　※昭和 38 年 11 月３日
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第
五
節
　
行
政
関
係
資
料

■
文
化
財
指
定
状
況

宇
和
島
市
（
旧
吉
田
町
）
指
定
無
形
民
俗
文
化
財

　
鹿
の
子　
昭
和
四
九
年
三
月
一
日　
指
定

　
（
立
間
鹿
の
子
保
存
会
）

　
　
お
ね
り　
昭
和
六
二
年
五
月
六
日　
指
定

　
（
吉
田
町
お
ね
り
保
存
会
）

　
　
卯
之
刻
相
撲　
平
成
一
一
年
三
月
一
日
指
定

　
　
　
（
卯
之
刻
相
撲
保
存
会
）

　
愛
媛
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財

　
　
吉
田
秋
祭
の
神
幸
行
事　
平
成
三
〇
二
月
二
〇
日
指
定

　
（
吉
田
秋
祭
保
存
団
体
協
議
会
）

※
前
述
の
市
指
定
三
物
件
に
、
伊
勢
踊
り
・
牛
鬼
を
あ
わ

せ
て
、
神
幸
行
事
全
体
と
し
て
指
定
を
受
け
、
同
日
で

市
指
定
は
解
除
と
な
っ
た
。

■
吉
田
秋
祭
保
存
団
体
協
議
会
　
会
則

（
設
置
）

第
一
条　
文
化
財
保
護
法
の
主
旨
に
則
り
、
吉
田
秋
祭
の
神
幸

祭
に
伴
う
各
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
練
物
及
び
練
行
事
に
関
す

る
歴
史
上
の
由
緒・伝
統
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
そ
の
護
持・

保
存
・
活
用
を
適
正
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
吉
田
秋

祭
保
存
団
体
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
）
を
設
置

し
、
事
務
局
を
宇
和
島
市
教
育
委
員
会
に
置
く
。

（
活
動
）

第
二
条　
協
議
会
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の

活
動
を
行
う
。

（
一
）
練
物
及
び
練
行
事
の
保
存
・
修
理
・
復
原
・
伝
承
等
の
計

画
並
び
に
実
施
に
関
す
る
こ
と

（
二
）
練
物
及
び
練
行
事
の
由
緒・沿
革
等
の
調
査
研
究
に
関
す

る
こ
と

（
三
）
そ
の
他
会
長
が
必
要
と
認
め
る
活
動

（
組
織
）

第
三
条　
協
議
会
は
、
第
１
条
の
目
的
に
賛
同
す
る
関
係
団
体

の
代
表
者
並
び
に
学
識
経
験
者
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

二　
協
議
会
に
次
の
役
員
を
お
く
。

　
（
一
）
会
長　
　
　
１
名

（
二
）
副
会
長　
　
２
名

（
三
）
監
事　
　
　
１
名

（
四
）
事
務
局
長　
１
名

三　
前
項
の
役
員
の
任
期
は
、
２
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任

さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

四　
役
員
が
欠
け
た
場
合
に
お
け
る
後
任
の
役
員
の
任
期
は
、

前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

（
会
長
）

第
四
条　
会
長
は
、
協
議
会
を
代
表
し
、
会
務
を
総
理
す
る
。

二　
会
長
に
事
故
あ
る
い
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た

と
き
は
、
副
会
長
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
役
員
の
選
出
）

第
五
条　
第
三
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
同
項
第
三
号
ま
で
の
役

員
は
、
総
会
で
選
出
す
る
。

（
顧
問
）

第
六
条　
協
議
会
に
、
顧
問
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

二　
顧
問
は
、
総
会
の
承
認
を
得
て
会
長
が
委
嘱
し
、
会
長
の

諮
問
に
応
じ
る
。

（
総
会
）

第
七
条　
総
会
は
、
毎
年1

回
会
長
が
招
集
す
る
。
た
だ
し
、

必
要
に
応
じ
て
臨
時
に
召
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二　
総
会
は
、
構
成
人
員
の
過
半
数
を
持
っ
て
成
立
し
、
出
席

人
員
の
過
半
数
の
賛
同
を
得
て
議
事
は
成
立
す
る
。

（
経
費
）

第
八
条　
協
議
会
の
経
費
は
、
補
助
金
、
寄
付
金
及
び
そ
の
他

の
収
入
を
も
っ
て
充
て
る
。

（
会
計
年
度
）

第
九
条　
本
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三

月
三
一
日
ま
で
と
す
る
。

第
一
〇
条　
こ
の
会
則
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定

め
る
。

　
　
　
附　
　
則

　
こ
の
会
則
は
、平
成
二
九
年
一
二
月
二
六
日
よ
り
施
行
す
る
。
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■
吉
田
町
お
ね
り
保
存
会　
規
約
 

（
名
称
）

第
一
条　
こ
の
会
は
、「
吉
田
町
お
ね
り
保
存
会
」（
以
下
「
保

存
会
」
と
い
う
。）
と
称
す
る
。

（
保
存
会
の
目
的
）

第
二
条　
保
存
会
は
、
南
山
八
幡
神
社
神
幸
祭
に
お
い
て
巡
行

す
る
黎
車
等
の
修
復
・
改
善
・
新
造
及
び
お
練
り
巡
行
の
方

法
等
を
改
善
す
る
こ
と
に
よ
り
、
神
幸
祭
の
伝
統
と
様
式
を

子
々
孫
々
に
伝
承
し
、
も
っ
て
吉
田
町
の
発
展
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
事
務
局
）

第
三
条　
保
存
会
の
事
務
局
は
愛
媛
県
宇
和
島
市
吉
田
町
東
小

路
甲
一
〇
六
番
地
「
宇
和
島
市
吉
田
支
所
教
育
係
」
内
に
置

く
。

（
組
織
）

第
四
条　
保
存
会
は
氏
子
の
代
表
と
し
て
以
下
の
者
を
も
っ
て

組
織
す
る
。

（
一
）
秋
祭
り
振
興
会
長
及
び
副
会
長

（
二
）
立
間
地
区
八
幡
神
社
総
代
会
顧
問

（
三
）
お
練
り
巡
行
に
参
加
す
る
本
町
、
裡
町
、
魚
棚
、
桜
丁

の
各
自
治
会
及
び
老
人
ク
ラ
ブ
、
御
用
練
り
保
存
会
、

宵
宮
宝
多
保
存
会
の
代
表
者

（
四
）
橋
上
地
区
自
治
会
代
表
者
若
干
名

（
五
）
吉
田
三
間
商
工
会

（
六
）　
学
識
経
験
者

（
役
員
）

第
五
条　
保
存
会
に
次
の
役
員
を
置
く
。

　
（
一
）
会
長

一
名

　
（
二
）
副
会
長

一
名

　
（
三
）
会
計

一
名

　
（
四
）
監
事

二
名

　
（
五
）
顧
問

二
名　
　

前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
役
員
は
、総
会
で
選
出
す
る
。

（
役
員
の
任
期
）

第
六
条　
役
員
の
任
期
は
２
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨

げ
な
い
。

二　
役
員
が
欠
け
た
場
合
に
お
け
る
後
任
の
役
員
の
任
期
は
、

前
任
者
の
在
任
期
間
と
す
る
。

（
総
会
）

第
七
条　

総
会
は
、
毎
年
一
回
会
長
が
召
集
す
る
。
た
だ
し
、

必
要
に
応
じ
て
臨
時
に
召
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二　
総
会
は
、
構
成
人
員
の
過
半
数
を
持
っ
て
成
立
し
、
出
席

人
員
の
過
半
数
の
賛
同
を
得
て
議
事
は
成
立
す
る
。

（
会
議
）

第
八
条　
会
議
は
必
要
に
応
じ
て
会
長
が
招
集
し
、
次
の
事
項

を
協
議
す
る
。

（
一
）
黎
車
等
の
修
復
・
改
善
・
新
造
に
関
す
る
こ
と

（
二
）
お
ね
り
巡
行
の
参
加
者
に
関
す
る
こ
と

（
三
）
お
ね
り
巡
行
の
構
成
に
関
す
る
こ
と

（
四
）
お
ね
り
巡
行
の
情
報
発
信
に
関
す
る
こ
と

（
五
）
そ
の
他
、
保
存
会
の
目
的
達
成
の
た
め
に
必
要
な
事

項
に
関
す
る
こ
と

（
協
議
）

第
九
条　
保
存
会
で
決
定
し
た
特
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
は

吉
田
町
秋
祭
振
興
会
に
報
告
し
、
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
経
費
）

第
十
条　
保
存
会
の
運
営
及
び
お
ね
り
の
管
理
等
に
係
る
経
費

は
寄
付
金
、
補
助
金
等
の
収
入
を
も
っ
て
充
て
る
。

二　
お
ね
り
の
管
理
等
に
係
る
補
助
金
の
交
付
に
つ
い
て
は
、

別
に
定
め
る
。

（
会
計
）

第
一
一
条　
保
存
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
よ
り
翌

年
三
月
三
一
日
ま
で
と
す
る
。

第
一
二
条
　
こ
の
規
約
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め

る
。

附　
則

　
　
こ
の
規
約
は
昭
和
六
〇
年
五
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。

附　
則

　
　
こ
の
規
約
の
改
正
は
、
平
成
二
四
年
一
〇
月
一
日
よ
り
施

行
す
る
。

　
２　
改
正
後
の
第
五
条
（
役
員
）
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
選

任
さ
れ
る
役
員
を
含
め
、
最
初
の
役
員
の
任
期
は
、
第
六

条
（
役
員
の
任
期
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
五

年
三
三
一
日
と
す
る
。
月
こ
の
規
約
は
平
成
二
五
年
四
月

一
日
よ
り
施
行
す
る
。
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３　
こ
の
規
約
の
改
正
は
、
平
成
二
六
年
四
月
一
日
よ
り
施

行
す
る
。

　
４　
こ
の
規
約
の
改
正
は
、
平
成
二
九
年
六
月
一
五
日
よ
り

施
行
す
る
。

　
５　
こ
の
規
約
の
改
正
は
、
平
成
三
〇
年
六
月
一
三
日
よ
り

施
行
す
る

■
吉
田
秋
祭
り
実
行
委
員
会　
会
則
 

（
名
称
）

第
一
条

本
会
は
、
吉
田
秋
祭
り
実
行
委
員
会
（
以
下
「
委
員

会
」
と
い
う
。）
と
称
す
る
。

（
事
務
所
）

第
二
条　
委
員
会
は
、
事
務
所
を
宇
和
島
市
吉
田
町
東
小
路
甲

九
六
番
地
一
吉
田
三
間
商
工
会
に
置
く
。

（
目
的
）

第
三
条　
委
員
会
は
、
伝
統
あ
る
吉
田
秋
祭
り
を
活
用
し
、
持

続
的
な
観
光
客
の
増
加
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
吉
田
町
地
域

の
発
展
と
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
事
業
）

第
四
条
委
員
会
は
前
条
の
目
的
達
成
の
た
め
に
、
次
の
事
業
を

行
う
。

（
一
）
吉
田
秋
祭
り
に
お
け
る
店
舗
等
の
出
店
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

（
二
）
吉
田
秋
祭
り
に
お
け
る
イ
ベ
ン
ト
に
関
す
る
こ
と
。

（
三
）
そ
の
他
、
目
的
達
成
に
必
要
な
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

（
組
織
）

第
五
条　
委
員
会
の
委
員
は
、
一
五
人
以
内
と
し
、
吉
田
三
間

商
工
会
長
が
委
嘱
す
る
。

（
委
員
長
及
び
副
委
員
長
）

第
六
条
委
員
会
に
委
員
長
１
人
、
副
委
員
長
２
人
を
置
く
。

二
委
員
長
は
委
員
の
中
か
ら
互
選
し
、
副
委
員
長
は
委
員
の

中
か
ら
委
員
長
が
指
名
す
る
。

（
会
議
）

第
七
条　
会
議
は
、
委
員
長
が
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

二　
会
議
は
、
委
員
の
二
分
の
一
以
上
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、

議
事
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
議
決
）

第
八
条　
会
議
の
議
決
は
、
出
席
者
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否

同
数
の
場
合
は
議
長
が
決
す
る
。

（
そ
の
他
）

第
九
条　
こ
の
会
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
。

附　
則

　
こ
の
会
則
は
、
平
成
二
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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年号 年 西暦 月日 事　　項 出典（掲載）

治承 1177-81 田原又太郎忠綱伊予に来り明山歯長山堂ノ森に草庵を結びて隠棲し八幡の神鏡を安置して崇信。 八幡宮記（八幡神社編）
治承 1177-81 忠綱没後山下の居民その旧跡に一祠を営み神鏡を奉祀。 八幡宮記（八幡神社編）
治承 1177-81 神祠創建より凡そ 300 年を経て立間村河内谷明神山の麓に奉遷し又太郎殿の八幡又は忠綱護神と尊称。 八幡宮記（八幡神社編）
治承 1177-81 後神託により立間村美那見農山南山に社殿を築き河内谷より神鏡径五寸許色如碧玉光猶照人を移し南山

八幡と称す現在の社地なり。
八幡宮記（八幡神社編）

治承 1177-81 某年旧社地大明神山に小祠を建て鳩大明神と称す。 神社御改帳（八幡神社編）
慶長 19 1614 立間荘司清原朝臣将監村民と共に社殿を再建し祈る所の旨趣を板に宝殿に納む等妙寺律師の筆なり。 八幡宮記（八幡神社編）
慶長 20 1615 伊達秀宗、宇和島入部。
慶安 元～ 1648 ～ 吉田尻浦新田開発される。同じころ吉田新田開発され、始めて吉田の地名が用いられる。 郡鑑（町誌）
慶安 2 1649 宇和島一宮神社（宇和津彦神社）ねりもの、今年より始て出る。 宇藩類集二十二宗教部
寛永 7 1630 旧 2 月 社殿を建立。本願清家少左衛門。 神社御改帳（八幡神社編）
寛永 7 1630 某年一祠を設け田原忠綱の霊を祀り本社の末社とする。 八幡宮記（八幡神社編）
明暦 3 1657 旧 7.21 従五位下宮内少輔伊達宗純宇和郡の内３万石に封ぜられ吉田に館し、本社を以て氏神と為し御在館鎮守

と仰ぐ。
八幡宮記、渡部家名記、八幡
由来（八幡神社編）

明暦 3 1657 宇和島中間村八幡宮神主渡部大和守本社神主兼務被仰付。 立間八幡由来（八幡神社編）
万治 元 1658 旧 1 月 陣屋並びに吉田陣屋町の造成始まる。 藤蔓延年譜（町誌）
万治 2 1659 旧 7 月 宗純吉田陣屋に入る。 藤蔓延年譜（町誌）
寛文 4 1664 八幡宮御建立御輿造成祭礼神幸始まる時の神主渡部山城立間村庄屋清助立間尻村庄屋五助。 立間八幡由来（八幡神社編）
寛文 6 1666 新に御殿向御建立被仰付時の神主山城太夫大工棟梁諸田仁右衛門 立間八幡由来（八幡神社編）
寛文 7 1667 旧 2 月 魚棚より出火、町人町を全焼する。 郡鑑（町誌）
天和 3 1683 旧 3.10 八幡宮御祭礼神幸被仰付離宮魚棚２丁目後浜手社家 25 人御仕成御初穂米２俵賄料米３斗３舛７合５勺

神酒 2 斗。
立間八幡由来、渡部家名記（八
幡神社編）

天和 3 1683 伊達宗純より神輿一体石鳥居石燈籠一対石手水鉢一個神楽鈴一個御寄進 立間八幡由来（八幡神社編）
天和 3 1683 領民より神輿二体を修造。 八幡宮記（八幡神社編）
天和 3 1683 9 月 11 日に神輿を洗い、社の内外を清め 14 日夜神楽を奏し 15 日卯之刻神前相撲を行ない、辰之刻神

霊を神輿に移し奉る以後之を恒例と定める。
神社調査書（八幡神社編）

元禄 4 1691 旧 5 月 町人町の一部に上水道敷設される。 鳥羽文書（町誌）
元禄 4 1691 旧 7 月 初代宗純隠居し二代宗保襲封する。 藤蔓延年譜（八幡神社編）
元禄 4 1691 旧 8.14 本社修補のため、領内奉加の件神主飛弾願の通差許さる。 手形（八幡神社編）
元禄 4 1691 旧 10 月 ２代宗保死去。 藤蔓延年譜（町誌）
元禄 4 1691 旧 12 月 三代村豊襲封する。 藤蔓延年譜（町誌）
宝永 元 1704 旧 1 月 魚棚より出火、町人町を全焼する。 吉田藩昔語（町誌）
宝永 4 1707 旧 10.2 大地震（宝永地震）があり、御殿破損、津波が押し寄せて本町の半ばまで潮が上がる。 吉田藩昔語（町誌）
享保 4 1719 村豊神体二体を作りて宝殿に納む祭主綱定綱元祠職綱親代。 八幡宮記（八幡神社編）
享保 4 1719 吉田八幡宮記を作る。 八幡宮記（八幡神社編）
享保 14 1729 旧 9.11 領内大洪水。侍屋敷、足軽の家は多数が大破、流出。増水の水位は一丈余り、陸地の浸水は七尺余り。

溺死者 10 名
藤蔓延年譜（町誌）

享保 17 1732 虫害により大飢饉（享保の大飢饉） 藤蔓延年譜（町誌）
元文 2 1737 旧 6 月 3 代村豊死去 藤蔓延年譜（町誌）
元文 2 1737 旧 8 月 4 代村信襲封する。 藤蔓延年譜（町誌）
元文 4 1739 旧 9.5 町奉行の召により神主及高月甚左衛門大坂屋久左衛門松山屋八右衛門いよや万五郎高月與右衛門打寄神

社改築の協議。藩よりは文銀拾貫を限り支出其他は町村の寄附を募ること又一面領内に勧化することに
定める。

御普請帳（八幡神社編）

寛保 3 1743 旧 3.10 社殿建立手斧始めを行う。 御普請帳（八幡神社編）
寛保 3 1743 旧 12.9 社殿造営成就遷宮式（領主伊達紀伊守村信、寺社奉行白井忠兵衛、造営奉行簡野七兵衛、大工棟梁与市） 御普請帳（八幡神社編）
寛保 4 1744 旧 2 月 社殿造営費の勘定をなす其入高銀四拾貫目米貳百七拾俵。 御普請帳（八幡神社編）
延亨 元 1744 旧 9 月 南山八幡御普請帳を作る。 御普請帳（八幡神社編）
宝暦 13 1763 旧 9 月 5 代村賢襲封する。 藤蔓延年譜（町誌）
明和 2 1765 旧 5 月 4 代村信死去。 藤蔓延年譜（町誌）
明和 3 1766 旧 10 月 御幸用の太鼓を新調する。 器具台帳（八幡神社編）
明和 5 1768 9 月 御輿１体修復。 吉田新報 No.48
安永 6 1777 旧 12 月 魚棚より出火、六ヶ丁を焼失する。 吉田藩昔語（町誌）
天明 年中 1781-

1789
御家中町大火。 吉田藩昔語（町誌）

天明 1781 天明の頃氏子立間尻浦より神幸御供として始めて牛鬼を出す這は老職熊﨑氏の発意によるという。 伝説（八幡神社編）
天明 5 1785 旧 4 月 御輿修復。 吉田新報 No.48
寛政 頃 1789-

1801
往古八幡祭礼ノ際立間尻浦ヨリ猿田彦神ノ仮面ヲ被リ、真榊ヲ持チタルモノヲ神輿ノ前体（駆カ）トシ
テ出シタルガ後（寛政年間カ、百四五十年前ト古老は言ク）、家老熊崎主水ノ父ノ御世話ヲ以テ牛鬼ニ
改メラル。

立間八幡宮神社史料 14
牛鬼ニ関スル取調（大本
2001）

寛政 2 1790 旧 2 月 村賢死去。 藤蔓延年譜（町誌）
寛政 2 1790 旧 4 月 ６代村芳襲封する。 藤蔓延年譜（町誌）
寛政 3 1791 旧 10 月 本町より出火、本１・裡１・大工町の大半を焼失する。 吉田藩昔語（町誌）
寛政 4 1792 旧 11 月 紙専売制度強化される。 高月日記（町誌）
寛政 5 1793 旧 2 月 吉田騒動（武左衛門一揆）勃発する。 高月日記（町誌）
寛政 5 1793 旧 2 月 安藤継明宇和島城下八幡川原にて切腹、吉田騒動終息する。 安藤忠死録（町誌）
寛政 7 1795 旧 3 月 吉田騒動の首謀者打首となる。 高月日記（町誌）
文化 5 1808 御幟御挑燈講を興す。 講帳（八幡神社編）
文化 10 1813 旧 9 月 藩主伊達村芳心願に依て隨神門を建立する。 満喜子刀自伝、吉田藩昔語

（八幡神社編）
文化 10 1813 魚棚３丁目：恵比寿新調。 耳敏川（吉田新報 No.187)
文化 13 1816 旧 11 月 ７代宗翰襲封する。 藤蔓延年譜（町誌）
文政 3 1820 旧 3.22 本殿屋根葺替成就遷宮式を行う時の神主渡部淡路守實。 棟札（八幡神社編）
文政 3 1820 旧 8 月 6 代村芳死去。 藤蔓延年譜（町誌）
文政 4 1821 初卯清祓講を興す。 祝詞集（八幡神社編）
文政 5 1822 倹約令が発布される。 両藩誌（町誌）

■ 略年表
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文政 5 1822 旧 7 月 御幸大鼓修繕。 器具台帳（八幡神社編）
文政 9 1826 末社生目八幡社を尾田隼人心願に依て多賀社の相殿に勧請する。 神社御改帳（八幡神社編）
天保 5 1834 旧 8.29 御幸太鼓張替。 器具台帳（八幡神社編）
天保 5 1834 旧 9 月 元宗村赤松嘉左衛門木製の神馬一頭を献ず。 神馬（八幡神社編）
天保 6 1835 森太左衛門一風本。所在不明の天保六年五つ鹿系統原本。後の模写本によると着色本、『宇和島吉田両

藩誌』所載本か。
森太左衛門一風本

天保 9 1838 伊達家より御成太鼓張替。 諸事項覚（八幡神社編）
天保 10 1839 旧 8 月 神輿庫を再建する。 神社調査書（八幡神社編）
天保 14 1843 旧 6 月 ８代宗孝襲封する。 吉田伊達家系譜（町誌）
天保 神主渡辺志摩助吉田領内社人頭。 神社御改帳（八幡神社編）
弘化 2 1845 旧 7 月 ７代宗翰死去。 吉田藩昔語（町誌）
弘化 4 1848 八幡神社参拝座改正される。 御仕切帳（八幡神社編）
弘化 5 1849 旧 3.27 神殿屋根葺替遷宮式を行う。 棟札（八幡神社編）
嘉永 2 1849 安藤旧邸内に継明霊神として社殿を構える。 落葉のはきよせ（町誌）
嘉永 6 1853 海蔵寺に安藤霊廟造営される。 安藤忠死録（町誌）
嘉永 6 1853 八幡宮祭礼相延　９月 27 日。 。吉田御分地後諸事書抜
嘉永 7 1854 旧 11.5 大地震（安政南海地震）、崩壊家百軒をこえる。 永代控（町誌）
安政 6 1859 旧 2.2 清祓講を再興する。 祝詞集（八幡神社編）
文久 元 1861 旧 5 月 神主渡辺信義八幡宮祈祷控帳を作る。 八幡宮祈祷控帳（八幡神社編）
文久 元 1861 某年藩より神幸用の角付太平樽並大箱を新調して寄進される。 八幡宮祈祷控（八幡神社編）
文久 2 1862 旧 2 月 初夘日清祓講員神庫を造営する。 神社調査書（八幡神社編）
文久 2 1862 旧 9.5 八幡宮屋根葺替終り遷宮式を行う。神主渡辺直宣。 棟札札（八幡神社編）
文久 2 1862 旧 9 月 遷宮に付神楽料并に御祈祷料として米５俵下さる。 八幡宮祈祷控（八幡神社編）
文久 2 1862 旧 10.15 朝御用人尾田喜平代参白銀２両供進実は９月５日遷宮式に代参あるべきの処殿様奥様の御服に付如斯延

引したるなり。
八幡宮祈祷控（八幡神社編）

慶應 元 1865 旧 6.2 藩より御成太鼓張替らる 諸事項覚（八幡神社編）
慶應 元 1865 旧 7 月 神輿三体の修繕を行う。 諸事項覚（八幡神社編）
慶應 2 1866 旧 8.15 御代参として御小姓頭奉幣。 諸事項覚（八幡神社編）
慶應 2 1866 旧 10.3 藩より御供料米十五俵被下。 諸事項覚（八幡神社編）
慶應 2 1866 旧 10.26 家老郷六恵左衛門江戸へ出発に付社参。 諸事項覚（八幡神社編）
慶應 2 1866 旧 10.30

・11.1
例祭執行斯く延期したるは公方様薨去に因りてなり。 諸事項覚（八幡神社編）

慶應 2 1866 旧 12.9 御成道修理成る這は藩にて行いたるなり。 諸事項覚（八幡神社編）
慶應 3 1867 旧 2.3 御供料十五俵の内春の分５俵被下。 諸事項覚（八幡神社編）
慶應 3 1867 旧 5.13 守礼焼場を神門前に設く但許可を受けたるなり。 諸事項覚（八幡神社編）
慶應 3 1867 旧 8 月 神輿修繕成る万人講にて行ひしものなり。 諸事項覚（八幡神社編）
慶應 3 1867 旧 9 月 神幸用柳樽一荷御作事にて出来奉納。 諸事項覚（八幡神社編）
慶應 3 1867 旧 9.15 祭礼に付御代参家老鈴村賴母参拝 諸事項覚（八幡神社編）
慶應 3 1867 旧 9 月 松本才治郎本。『八幡宮御祭礼図絵』、紀年銘入の現存最古、愛媛県歴史文化博物館蔵。 松本才治郎本
幕末 頃 福原敏男本。筆遣いもプロの技量であり、天保六年原本の下絵の可能性もある、唯一の白描本、『西条

祭礼絵巻』に全図掲載。
福原敏男本

明治 元 1868 旧 7 月 宗孝隠居。９代宗敬襲封する。 子爵伊達家御系譜略（町誌）
明治 元 1868 旧 10 月 八幡神社と改称す （八幡神社編）
明治 元 1868 旧 10 月 医王寺にありし日吉大明神を本社境内に遷す 切紙（八幡神社編）
明治 2 1869 旧 6 月 版籍奉還し、宗敬吉田藩知事となる。 子爵伊達家御系譜略（町誌）
明治 2 1869 吉田藩神社帳成る本社はその筆頭に記載。 吉田藩神社帳（八幡神社編）
明治 3 1870 某年八幡祭礼料米５俵被下 切紙（八幡神社編）
明治 4 1871 旧 7.14 廃藩置県おこなわれ、宗敬藩知事の任を解かれる。吉田県の設置。 子爵伊達家御系譜略（町誌）
明治 4 1871 旧 9.5 郷社に列せられる。 （八幡神社編）
明治 4 1871 旧 9 月 大元神社を本社境内に移し末社とする。 神社明細帳（八幡神社編）
明治 4 1871 旧 9 月 同時に太元神社縁起書一卷扁額三面神鏡一面並に神輿１体を収得す 宝物貴重品台帳（八幡神社編）
明治 4 1871 吉田県内氏子数調査を命ぜらる立間村は 431 軒なり 調査書（八幡神社編）
明治 4 1871 旧 11.15 第１次府県統合により吉田県廃止、宇和島県となる。
明治 5 1872 旧 6.23 宇和島県が神山県に改称。
明治 5 1872 八幡講規則改正せらる 八幡講沿革史（八幡神社編）
明治 5 1872 八幡講に於て神幸祭につき決議を行う。 八幡講沿革史（八幡神社編）
明治 6 1873 改暦。
明治 6 1873 2.20 石鈇県と統合、愛媛県発足。神山県廃止。
明治 6 1873 県社昇格につき願出。 八幡神社文書（八幡神社編）
明治 6 1873 8.1 官許をえて、桜丁の安藤邸跡に神社を建立し、継明神社と称した（のち安藤神社と改称される）。 安藤忠死録・吉田藩昔語（町誌）
明治 9 1876 例祭を永年 11 月１日と定める。 伺書（八幡神社編）
明治 9 1876 11 月 現在本社氏子数は 1778 戸なり。 八幡神社文書（八幡神社編）
明治 10 1877 例祭を 10 月 21 日に改正したき旨を伺う。 伺書（八幡神社編）
明治 10 1877 清祓講の規約を改正す 手記（八幡神社編）
明治 11 1878 9.1 八幡講に於て神幸祭につき決議を行う。 八幡講沿革史（八幡神社編）
明治 11 1878 12.16 郡区町村編制法により愛媛県北宇和郡となる。
明治 12 1879 8 月 宝物古器物古文書目録を提出する。 八幡神社文書（八幡神社編）
明治 12 1879 9 月 郷社たる届出をなす。 八幡神社文書（八幡神社編）
明治 12 1879 氏子惣代は髙月定太郎村田延俊太田八十郎なり。 願書（八幡神社編）
明治 14 1881 4.5 八幡講規則を改正し同時に支配人として佐藤新三矢野又次を選挙。 八幡講沿革史（八幡神社編）
明治 14 1881 9 月 氏子惣代に佐藤新三外８名当選す。 届書（八幡神社編）
明治 15 1882 8 月 氏子数は 1609 戸なり。 八幡神社文書（八幡神社編）
明治 15 1882 11.12 虎疫流行に付臨時祭を行う。 願書（八幡神社編）
明治 16 1883 8.10 氏子より神輿三体を奉納に付其落成式を執行する。 八幡神社文書（八幡神社編）
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明治 17 1884 氏子惣代は伊尾喜清風外８名なり。 届書（八幡神社編）
明治 21 1888 1.10 神饌所神楽殿反橋末社等の建替修繕。 届書（八幡神社編）
明治 22 1889 東小路、西小路、北小路、本町、裡町（うらまち）、魚棚町（うおたなまち）の合併により吉田町成立。
明治 24 1891 10 月 氏子惣代改選武内利庸外８名当選 届書（八幡神社編）
明治 25 1892 本町１丁目：水引幕製作。
明治 25 1892 8 月 練船新規出来につき決議を行う。 諸雑誌（八幡神社編）
明治 27 1894 8 月 日清戦争（～ 95.3）
明治 27 1894 9 月 魚棚２丁目：太閤秀吉人形新調。 魚棚二区太閤秀吉人形軸木
明治 28 1895 3 月 本社境内之図を刊行する 本社境内之図（八幡神社編）
明治 30 1897 9.28 氏子惣代改選友岡直外８名当選 届書（八幡神社編）
明治 31 1898 3.20 遷宮式を行う 棟札（八幡神社編）
明治 32 1899 10.15 八幡神社祭礼。当日は晴天であったため、三間地方からの人出も多い。(10.22 新聞記事） 新聞記事南予の秋祭り No.9
明治 34 1901 2.6 氏子惣代改選河野善治外 17 名当選 届書（八幡神社編）
明治 34 1901 10.26 八幡神社祭礼。太鼓、ねり車、牛鬼などが繰り出し、宇和島から出かける者も多い。（10.31 新聞記事） 新聞記事南予の秋祭り No.11
明治 35 1902 5.28 氏子惣代島内貞義死亡に付補欠選挙大澤正行当選。 届書（八幡神社編）
明治 35 1902 10.17 吉田町の秋祭りは、旧９月 15 日であるが、県令第 33 号により延期となったため、商業に影響少なから

ず、一日も早い執行を望んでいる。
新聞記事南予の秋祭り No.12

明治 35 1902 芝誠明模写本。八幡神社旧蔵絵巻の模写本、所在不明、後の転写本によると着色本。 芝誠明模写本
明治 36 1903 9 月 御幸用太鼓張替。 決議録（八幡神社編）
明治 36 1903 9 月 鳥居元石橋の修繕。 決議録（八幡神社編）
明治 37 1904 9 月 氏子惣代改選杉村治唯外 15 名当選 届書（八幡神社編）
明治 37 1904 日露戦争（～ 1905）
明治 38 1905 10.13 八幡神社祭礼。大賑わいで宇和島から臨時の蒸気船が出る。（10.19 新聞記事） 新聞記事南予の秋祭り No.15
明治 39 1906 4.11 愛媛県告示第 149 号を以て神饌幣帛料供進神社に指定される。 指令（八幡神社編）
明治 39 1906 5.28 氏子惣代改選宮川利恵外 11 名当選。 届書（八幡神社編）
明治 39 1906 9.5 氏子惣代佐藤富太郎辞任に付補欠選挙澤田耕象当選 届書（八幡神社編）
明治 40 1907 10.21 八幡神社祭礼。練り物９台が御殿前に集まり、巡町したが、中でも牛鬼の荒廻る様は壮観。人出多く、

宇和島吉田間の蒸気船、馬車共満員であった。（10.25 新聞記事）
新聞記事南予の秋祭り No.21

明治 41 1908 祭日を陽暦に改正し例祭を 10 月 14 日神幸祭を翌 15 日に執行することに定める。 決議録（八幡神社編）
明治 41 1908 9.22 会計法適用指定される。 県令（八幡神社編）
明治 41 1908 10.1 神社維持法設定の件認可される。 指令（八幡神社編）
明治 41 1908 10.15 八幡神社祭礼
明治 42 1909 3.31 氏子惣代三瀬六夫辞任に付補欠選挙富田養気当選 届書（八幡神社編）
明治 42 1909 4.28 立間尻村大字立間尻字国安鎮座和霊神社愛宕神社天満神社友岡国造神社を境内末社高良神社へ合併の件

認可其名称を和霊神社と号す。同時に耆山元英筆扁額一面並に山家公賴の真筆書翰軸物及甲冑及金銅燈
籠を収得する。

宝物貴重品台帳（八幡神社編）

明治 42 1909 4.28 立間尻村大字立間尻字日の平鎮座石城姫神社及木匠神社を境内末社鷺神社へ合併の件許可六月二十四日
合併済同時に社名を石城姫神社と称する。

指令（八幡神社編）

明治 42 1909 10.24 伊達より幔幕一張奉納される。 幔幕（八幡神社編）
明治 42 1909 10.27 八幡神社祭礼。参詣者多く賑わう。（10.31 新聞記事） 新聞記事南予の秋祭り No.29
明治 42 1909 12.11 立間尻村大字立間尻字国安甲 1772 番地元和霊神社境内官有地７畝歩無代譲與の件聴届けらる 指令（八幡神社編）
明治 42 1909 産土講を廃す 八幡神社文書（八幡神社編）
明治 43 1910 6.27 氏子惣代改選薬師寺猪之七外 11 名当選 届書（八幡神社編）
明治 43 1910 例祭を 10 月 14 日神幸祭を 10 月 15 日と改める。 八幡神社文書（八幡神社編）
明治 43 1910 9.1 神社財産中神庫の名称を社務所と変更し且２階建と訂正登録を了する。 登録台帳（八幡神社編）
明治 44 1911 4 月 神社一覧表を提出する。 控書（八幡神社編）
明治 44 1911 9.15 八幡講より御神輿格納箱三個を奉納す 御神輿格納箱（八幡神社編）
明治 45 1912 4.16 神社所有地和霊神社跡地売却の件許可を受け志水磯治へ売渡登記を了る 指令（八幡神社編）
大正 元 1912 三橋健本。『吉田町氏神大祭実景天保六年九月十五日』高月紫明による原本の模写本、宇和島伊達家旧蔵、

『神社祭礼図の研究』（国学院大学神道資料館 1999）に掲載
三橋健本

大正 2 1913 7.15 氏子惣代改選宮川松太郎外 11 名当選 届書（八幡神社編）
大正 2 1913 9.14 八幡講支配人長谷川行家外一名より吉田町大字魚棚 24 番地宅地 46 坪を寄附願出同月 25 日氏子総代会

に於て之を許可する
八幡神社文書（八幡神社編）

大正 2 1913 10.15 八幡神社祭礼。近頃になき盛況となる。（10.19 新聞記事） 新聞記事南予の秋祭り No.43
大正 2 1913 12.15 氏子惣代宮川松太郎死亡に付補欠選挙山口常吉当選 届書（八幡神社編）
大正 2 1913 12.25 曩に八幡講より寄附せし宅地 46 坪の登録を了る 登記証書（八幡神社編）
大正 2 1914 1.19 神社財産として吉田町魚棚宅地 46 坪の登録を了る 登録台帳（八幡神社編）
大正 3 1914 3.16 氏子惣代二宮良作辞任に付補欠選挙岩城理太郎当選 願書（八幡神社編）
大正 3 1914 6.3 神社附属建物社務所建替の件許可される。 指令（八幡神社編）
大正 4 1915 4.23 境内末社神明鹿島香取神社を本殿相殿に合併の件許可八月八日合併済届出。 指令（八幡神社編）
大正 4 1915 6.2 境内末社日吉多賀生目若宮の 4 社を移転合併並に社名を日吉神社と改称の件許可 8 月 8 日合併済届出。 指令（八幡神社編）
大正 4 1915 10.15 八幡神社祭礼。牛鬼は昨秋以来同地有志の仲間で後援会を組織し大いに奨励することとなったため、今

年からは一層その武者振りを発揮する。（10.16 新聞記事）
新聞記事南予の秋祭り No.51

大正 5 1916 7.20 氏子総代改選加賀山千代吉外 11 名当選 届書（八幡神社編）
大正 5 1916 牛鬼後援会の設立（大正 4 年の可能性…新聞記事南予の秋祭り No.51） 吉田新報 No.99
大正 5 1916 9.25 町役場、警察と協議の上、ホタに関する訓示を発する。 吉田新報 No.1
大正 5 1916 10.10 悪疫流行に付例祭日延期の件許可せらる 指令（八幡神社編）
大正 5 1916 10.25 コレラ流行の為、祭礼無期延期の決定。 吉田新報 No.2・3
大正 5 1916 11.25 八幡神社祭礼。牛鬼…浅川。農家一段落して近郷の人出は夥しいが宇和島よりの遠方客は一向に見えな

い。景気は立たず夜の九時頃には縁日商人も店を片付けて平日の如く各店も大戸を下した。
吉田新報 No.8

大正 5 1916 中野恒吉本。森太左衛門本の転写本、『愛媛まつり紀行』に部分図掲載。愛媛県歴史文化博物館蔵 中野恒吉本
大正 5 1917 3.19 氏子総代岩城理太郎辞任に付補欠選挙三浦直当選 届書（八幡神社編）
大正 6 1917 4.13・14 安藤神社祭礼。14 日神輿渡御、練物あり。牛鬼も暴れ狂うも雨となり見物も牛鬼も引上げた。 吉田新報 No.10
大正 6 1917 9.25 裡町二丁目：山車を新築し人形を修復、魚棚参丁目：山車人形の修繕、京都へ 吉田新報 No.11
大正 6 1917 10 月 吉田町役場よりホタに関する通告 吉田新報 No.16
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大正 6 1917 10 月 八幡神社祭礼。牛鬼…立間尻。練車の繰出し頃に雨が降り出し、練車も泥濘を行き悩み興行物も漸く営
業を中止する仕末往来にも人足疎らとなり例になき淋しき雨の祭として一日を終る。

吉田新報 No.14・15・17・18

大正 6 1917 利根翠塢模写本。本絵巻によると森原本の模写本、『愛媛県史』民俗下に部分掲載、鹿踊唄等解説文を墨書。利根翠塢模写本
大正 7 1918 4.13・14 安藤神社祭礼。雨中牛鬼元気を出してあばれ廻り活潑に見受けられたるも見物人の少数なりし。 吉田新報 No.22
大正 7 1918 6.1 氏子惣代三浦直辞任に付補欠選挙小松雪雄当選。 届書（八幡神社編）
大正 7 1918 10.1 牛鬼修繕。老舗は毎年の事祭礼前に店の大掃除をする。町内毎にお布令係が御神燈提灯の修繕に１戸１

戸廻て破損した提灯をまとめて提灯屋へ送る、４，５日もすれば新しく張り替えられ、各戸に配るよう
になる。 
山車のはやしの稽古は十月一日から、顔振れは専任でその下に皷を打つ児、太皷を打つ児と是も正しく
定まつて居る、鉦を打つのは一番易いので是丈は毎年新顔。

吉田新報 No.24

大正 7 1918 10.14・
15

八幡神社祭礼。牛鬼…新田組。14 日、郡長代理神饌幣帛料供進の為来町、宵祭。魚棚筋などは夜通し蒲
鉾の製造に威勢よし。ホタに出るを楽しみに小供等大勢宵より騒ぎ遊ぶ。15 日、予防杭を根こぎにして、
酒店の野簾板を破り、床屋の樋を押しつぶし、裁縫店の店縁に小間物を並べているそのままを溝に押し
落し、桜橋元の桜の木を折り倒した。練は御船を先頭に裡町通りを下り車は浜通り三形裡門前に留まつ
て居る、牛鬼は長栄橋改修の石材が運送場に並べてあって、十分な奮闘は出来なかつたが、出来得る限
りの奮闘を尽した。倉庫前の柳は折られ溝に落された人も少なくなかつた、御輿の一隊を二三度も押し
返そうとしたこともあった。車は雨幕を着け練を早引にすることもなく九時頃迄引きはやしていた。

吉田新報 No.25・26・28

大正 7 1918 10.19 氏子惣代阿形正知加藤志同死亡に付補欠選挙下川康太郎岡山貞久当選。 届書（八幡神社編）
大正 7 1918 10.25 牛鬼声援会収支広告。 吉田新報 No.29.30
大正 8 1919 3.7 氏子総代酒井初太郎辞任に付補欠選挙加賀山長三郎当選。 届書（八幡神社編）
大正 8 1919 4.13・14 安藤神社祭礼。牛鬼…喜佐方。 吉田新報 No.32・33
大正 8 1919 6.14 氏子総代脇田助信死亡に付補欠選挙九徳重愛当選。 届書（八幡神社編）
大正 8 1919 6.30 氏子総代定員増加の件認可せらる。 指令（八幡神社編）
大正 8 1919 7.21 氏子惣代改選加賀山金吾外 11 名当選。 届書（八幡神社編）
大正 8 1919 9.3 氏子惣代定員変更の件認可される。 指令（八幡神社編）
大正 8 1919 9.16 氏子総代定員増加に付選挙の結果豊田房吉外１名当選届出。 届書（八幡神社編）
大正 8 1919 9.29 例祭を 11 月４日とし神幸祭を５日と変更するの件認可される。 指令（八幡神社編）・吉田新報

No.34
大正 8 1919 11.4・5 八幡神社祭礼。提燈杭を用いない所があるから提燈が一定の高さを保つて居ない。ホタは盛んで女の長

襦袢・帯の妙な形のホタを持て出ていた。５人の若者が、白の地に墨絵の龍を畫いた、ホタ襦袢を着て
出でていたのは昔を思ひ出して、非常に愉快に感じた、子供等はホタに出る為めに、一睡もしない中に
は 12 時まで待ないで、宵の中からカブカブやつている、ホタ○○君が、裃を着用に及んで警固をして
いた。本壹の関羽が車の動く毎に首を左右に振っていた。 
牛鬼は御殿前では余り暴れなかつた、横堀ではかなり元気よくやった、菓子屋の軒に何度なくぶつかつ
た、中にはころがつて怪我したものもあった。八幡ボタと群衆とは毎年喧嘩をやる。

吉田新報 No.36

大正 9 1920 3.12 氏子惣代増加に付選挙の結果赤松常太郎外１名当選届出。 届書（八幡神社編）
大正 9 1920 5.13 太元神社稲荷神社を本社相殿合祀の件許可され、６月 10 日合祀了る。 指令（八幡神社編）
大正 9 1920 6.26 氏子総代三好梅吉辞任に付補欠選挙藤井金太郎当選。 届書（八幡神社編）
大正 9 1920 10.17 氏子総代会。大祭準備に関する件。 吉田新報 No.43
大正 9 1920 10.21 各町ともお祭の囃子の稽古を始める、女 10 歳にしてお祭の車に乗ることを無上の名誉とすること今も

昔も変らず。
吉田新報 No.53

大正 9 1920 10.25 天保年間八幡祭礼絵巻写真版、吉田新報の付録につく。 吉田新報 No.41
大正 9 1920 10.25 長山源雄、「牛鬼に就いて」・「本町２丁目の四神の旗」考察を掲載。

長山源雄、牛鬼に就いて南方熊楠へ手紙を送る。
吉田新報 No.42・49

大正 9 1920 11.4・5 八幡神社祭礼。牛鬼…立間尻。鶴島丸一航海毎に船窓も甲板も顔のすずなり、立間喜佐方長蛇をなす人
と横堀で渦を巻く、すばらしい景気、一時の横堀近辺で一万以上もあったと思はる。牛鬼かしこの軒こゝ
の店戸に突当らんとしては危く喰ひ止める警固の苦心、呉服店新築で棒を林立せしめたは尤も、写真店
も箪笥店も、健固な木材を以て防備怠りなし。

吉田新報 No.55・61

大正 9 1920 11.10 祭礼写真に就て坪内逍遥より来簡。 吉田新報 No.57
大正 9 1920 11.10 牛鬼に就て南方熊楠より来簡。 吉田新報 No.58
大正 9 1920 11.10 牛鬼声援会広告。 吉田新報 No.62
大正 9 1920 11.25 再び牛鬼に就て南方熊楠より来書。 吉田新報 No.66
大正 10 1921 4.13・14 安藤神社祭礼。十三日例祭供進使参向の上儀式、宵宮祭舞楽の奏上後撒餅をなす。十四日午後一時御幸

祭即時出御△同日午後五時御幸所祭御假宮に於て撒餅△同日六時半還御祭還御の上執行 
人出の少い事横堀など見世小屋も無い折角の牛鬼もあばれ甲斐もない。

吉田新報 No.68・69

大正 10 1921 4-11 月 牛鬼後援会広告。 吉田新報 No.70・72・73・77
大正 10 1921 11.4・5 八幡神社祭礼。牛鬼…友浜組で船に乗つて来た。４日時化模様、ホタは町中を勇猛に横行。昼頃から全

く天気が固まって近郷近在かけて出盛かる人は近年にない大景気、氏子総代腕車に乗つていた、時間が
迫つたので御輿のなり込みは八幡ボタのお先走りもなく式を終つたのはあつけない、本一の呉服店は店
をすつかりかた付けて屏風を立て廻らしていた。その他、慢幕をつり、玄関に菊花を飾つていた。

吉田新報 No.79

大正 11 1922 11.9 吉田町保安組合評議員会開催。 
県警察部諮問案　神輿供奉及奉納物取締規則制定の件。

吉田新報 No.80

大正 11 1922 2.10 牛鬼基金領収広告。 吉田新報 No.81
大正 11 1922 4.12 氏子惣代藤井金太郎辞任に付補欠選挙林三次当選。 届書（八幡神社編）
大正 11 1922 10.16 氏子惣代林三次辞任に付補欠選挙大亀宇三郎当選。 届書（八幡神社編）
大正 11 1922 11 月 大太鼓張替来村の者製作。 八幡神社文書（八幡神社編）
大正 11 1922 11.4・5 八幡神社祭礼。牛鬼…浅川。4 日、郡より神饌幣帛使下向。5 日、神輿渡御、何十年目に一度といふ程

のお祭日和の事とて賑ひも大したもの。桜丁、本年春の安藤祭礼以来お槍ふりを出す。
新聞記事南予の秋祭り No.68・
吉田新報 No.87

大正 12 1923 4.26 氏子総代大亀宇三郎辞任に付補欠選挙岩城理太郎当選。 届書（八幡神社編）
大正 12 1923 長山源雄、「鹿の子の話」　考察。 吉田新報 No.88.89
大正 12 1923 8.17 氏子惣代岡山貞久死亡に付補欠選挙木村百次郎当選。 届書（八幡神社編）
大正 13 1924 11.4・5 八幡神社祭礼。牛鬼…苫浜組。ホタは盛んで夜半二時が出盛り明けがたには学生が登校したため大分姿

を晦ました。女装した二輪加式妙な恰好のものは警察から注意した。牛鬼の奮闘振りは観衆を十二分に
満足させた。横堀で悠々三時間に渡る猛闘は手に汗を握つた。浜通りの活動は首が二度までボツキリ折
れて警固がさしあげて走るやらノコや金槌を持つて来て修繕するやらトンダ余興であった。警固の神官
が車上から水干の袖をまくつて活版ズリの神様宣伝ビラを散布した。市中は慢幕を廻らし中でも呉服店
は店を片付けて屏風をたて廻らしたのは古風でよかつた。

吉田新報 No.93

大正 13 1924 11.25 牛鬼広告。 吉田新報 No.94
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大正 14 1925 4.5 これまで八幡祭礼に桜丁は練物がなかつたのをお槍振りを出していたが全町より寄附金を募集してヨイ
ヤセを造って安藤神社祭礼から出動する事になった。連日連夜太鼓の音も勇ましく超極猛練習中である。

吉田新報 No.95・97

大正 14 1925 4.13・14 安藤神社祭礼。14 日は無二の好天気のため近年にない人出であった、桜丁が奮発したヨイヤセは眼もさ
めるばかりの華麗なもの、余興の士やお姫様の道化は気品を落しはしないか…無くもがな…全くお祭の
人気をひとりで背負った観があった牛鬼は警固と牛鬼本体と意気が合つて居ないようであった。

吉田新報 No.98

大正 14 1925 11.5 牛鬼広告。 吉田新報 No.100
大正 14 1925 11.4・5 八幡神社祭礼。牛鬼…浅川。立間鹿の子新調。練順・御幸町筋記述あり。渋滞なく祭礼は終わった。牛

鬼は奮闘を続け浜通では頭が抜け棒の儘で活動を続けたブラリと垂れた頭を奪い取ろうとして鉄拳が飛
ぶ大変な騒擾も演ぜられた。本三は態々宇和島から音楽を雇ってくる熱心さ。桜丁ヨイヤセの踊りは人
を馬鹿にした下劣なもの祭礼の品位を傷付ける事も甚しい来年から踊りだけは止める事だとは衆評であ
あった。呉服店は屏風を立て繞らしてお祭らしく休業していた裡一、桜丁商店も店先に生花陳列と生花
を並べていた。

吉田新報 No.101

大正 15 1926 3.5 裡三は安藤神社祭礼に練として猿田彦様を造る事となり価格 300 円余諸氏世話人として懸命に奔走中 吉田新報 No.105・106
大正 15 1926 4.14 安藤神社祭礼。天気も良いのに淋しい祭で、牛鬼も振わぬこと横堀では 12 回申譯けにアバレてお茶を

濁し浜通では少しは見直したが大したことはない、桜丁のヨイヤセは今年から大浦の青年団がかつぐこ
とゝなつて問題の踊りがなくなつてずんと品位が上がって見えた、裡町３丁目の猿田彦様は何といって
も美しく奇麗であった。

吉田新報 No.107

大正 15 1926 4.15 氏子惣代定員変更の件認可される。 指令（八幡神社編）
大正 15 1926 10.10 氏子総代河野清陸矢野龍吾辞任に付補欠選挙上甲万吉大亀宇太郎当選。 届書（八幡神社編）
大正 15 1926 10.21 北宇和郡自治会は秋祭りについて協議し、祭り客への接待を廃止することを決定する。 新聞記事南予の秋祭り No.73
大正 15 1926 10.25 ホタを取締るべく、さる御神託によつて豊田、長山両氏の決起することとなった。純古典的のいでたちで。 

裡町１丁目：練車を新調。
吉田新報 No.109

大正 15 1926 10.29 氏子惣代芝勧兵衛辞任に付補欠選挙武内守正当選。 届書（八幡神社編）
大正 15 1926 11.4・5 八幡神社祭礼。牛鬼…立間尻本村。御幸町筋記述あり。５日近郷近在からつめかけた人は全町を埋め尽

した。近来ホタの凋落に慨嘆して振興運動の先駆者として起つた豊田九足齋、長山久延彦の両人が揃ひ
のホタ襦袢に大ホタをかついで歩いていた。３台の神輿が勇ましいかけ声でおなり込みになる頃は横堀
一帯はもう身動きの出来ぬ程の大群衆、其処をおし分けて無理やりに頻繁な自動車が通る硝子が破れる
……八時練車が引上け疲れ切つた牛鬼が帰つて行く。

吉田新報 No.110

大正 15 1926 11.15 氏子惣代改選薬師寺元市外 23 名当選。 届書（八幡神社編）
昭和 2 1927 8.15 氏子惣代薬師寺元市辞任に付補欠選挙薬師寺和三郎当選。 届書（八幡神社編）
昭和 2 1927 本町 1 丁目：御神燈張替、真鍮磨き、太鼓台、車ホリモノ直し、幕乃丁印修繕。 本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 2 1927 10.25 裡町３丁目はダシが少し傷んでいるので安藤祭の猿田彦で間に合そうとしたが他町から抗議が出てやは

りダシにするとか。ダシが通るのに邪魔になるので本一の佐川や浜中はヒオイを除けるやら。
吉田新報 No.112

昭和 2 1927 10.25 吉田町地方の１年中の書入れとしてこれあるがために初めて生き甲斐があるかの感を以て指折り数えて
待たれている 11 月 5 日八幡祭礼は 10 月 20 日の吉田町区長会議に於て厳粛と盛大を以て例年の通り催
すことに決した。

吉田新報 No.113

昭和 2 1927 11.5 八幡神社祭礼。牛鬼…苫浜組。今年は諒闇中でもあったが挙行せられ曇天ながらも喜佐方立間法花津宇
和島遠くは戸島日振よりの人出約 2 万近くの盛儀であった。牛鬼防御の木柵物々しく牛鬼はあちらこち
らにあたり瓦をとばし軒をいため牛鬼隊と八幡ボタの喧嘩になつて八幡ボタを牛鬼隊の人が奪つて桜橋
に引あげるやら。車その他―各町の車はそれぞれ昔ながらの姿のままに華麗豪奢なよそほいを練り出し
たが裡一と本一のオクリは衆目を曳いた本一の紅葉嵐の鬼女の面紅葉狩を現した刺繍は吉田町の宝だろ
う三絃唄町内の腕ききを揃へて申分なく立間の鹿は妻恋う鹿の悲恋悲曲の粋県下第一の鹿たる尊称は十
分ホタはいつもの変態なものは警察から注意をうけて中止したものもあったが朝の闇いうちから町中を
ねり歩き前夜から澤山の小さなほた連中がとまり込んでとても賑やかであった。

吉田新報 No.114・115

昭和 3 1928 4 月 安藤神社祭礼。大押裡１。本町１丁目：練車だす。 本一御祭礼雑記録〔安藤〕
昭和 4 1929 4.14 安藤神社祭礼。新調の神輿と御行列に雲集した群衆 2 万。 

10 時頃練車が繰り出され四ツ太鼓お船、牛鬼とそして今度新調の威儀的行列である飾弓矢４、御刀４、
５色旗二、紅白旗二、熊毛１、大鳥毛１、長刀１、台傘１、立傘１、楯四錦御旗２、四神旗１組、木弓
２平ヤナグヒ二、壺ヤナグヒ二、榊台２、火炎太鼓、御唐櫃、金幣などで何れも燦爛たる美しさ厳かさ
である。装束姿の棒持者の幾人かは青年団の奉仕。本町 1 丁目 : 練車だす。

吉田新報 No.117・118、本一
御祭礼雑記録〔安藤〕

昭和 4 1929 八幡神社祭礼。本町１丁目：車修繕、御神燈、車提灯張替。 本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 4 1929 12.13 氏子総代改選西山長吉外 23 名当選。 届書、吉田新報 No.120（南山

八幡神社編）
昭和 5 1930 4 月 安藤神社祭礼。本町１丁目：練車出す。 本一御祭礼雑記録〔安藤〕
昭和 5 1930 6.17 神輿庫移転修繕並に日吉神社移転終る。 八幡神社文書（八幡神社編）
昭和 5 1930 八幡神社祭礼。本町１丁目：手古３挺新調・見送幕新調。 本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 6 1931 4.14 安藤神社祭礼。13 日 10 半例祭執行後、八時宵宮祭 14 日１時神輿出、午後４時御幸所祭。神輿渡御各

種練物等午後１時より繰り出し好天気にて人出約 1 万人を以て埋められ、魚２下の丁辻では練と牛鬼と
群衆との三巴入乱れの大喧嘩もあって喚声しきりにあがり殷賑を極め夜に入っても群衆は盛り場より退
散せず非常に雑踏を来していたが９時漸く静寂にかえった。餅撒櫓新調。本町１丁目：練車だす。

吉田新報 No.125・126 
本一御祭礼雑記録〔安藤〕

昭和 6 1931 7.9 氏子惣代芝朝光死亡に付補欠選挙猪原健吉当選。 届書（八幡神社編）
昭和 6 1931 8.18 正遷宮式を行う。 棟札（八幡神社編）
昭和 6 1931 9 月 現在氏子戸数は 1811 戸なり。 明細帳（八幡神社編）
昭和 6 1931 10.31 氏子惣代影山村吉辞任に付補欠選挙宮川政市当選。 届書（八幡神社編）
昭和 6 1931 11.5 八幡神社祭礼。御幸町筋記述あり。 吉田新報 No.129 

本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 6 1931 山本信哉本。三橋健本の転写本、山本の父親が立間八幡宮神主であった。 山本信哉本
昭和 6 1931 伊予史談会文庫本。山本信哉本の転写本、『愛媛まつり紀行』に部分図掲載。 伊予史談会文庫本
昭和 7 1932 4.1 氏子惣代武内守正青野四朗八辞任に付補欠選挙池田富太郎武内□末当選。 届書（八幡神社編）
昭和 7 1932 4.1 氏子惣代下川康太郎死亡に付補欠選挙薬師寺仲造当選。 届書（八幡神社編）
昭和 7 1932 4.4 安藤神社・住吉神社の総代会を開催昭和七年度予算及祭典について打合せ。出席者 30 余名。 吉田新報 No.133
昭和 7 1932 4.6 安藤神社大祭も近寄たので社務所で区長会を開き大祭に関する各部署を定め準備を進める。 吉田新報 No.134
昭和 7 1932 4.14 安藤神社祭礼。御幸町筋記述あり。曇天であったが花曇の行楽日和で昼前後より近郷の善男善女織るが

如き人出で桜丁上で横堀浜通りにては例の牛鬼の大活動に人の渦。
吉田新報 No.135 
本一御祭礼雑記録〔安藤〕

昭和 7 1932 10.1 氏子惣代竹葉長次郎死亡に付補欠選挙浅野金七当選。 届書（八幡神社編）
昭和 7 1932 11.4・5 八幡神社祭礼。御幸町筋記述あり。両日共天候に惠まれ雲霞の如き人出であった。正午過ぎ人を以て埋

められ自動車の往来途絶して宇和島三共等の車も立往生３時間に互る喜悲劇を演ずるの殷盛を呈した。
５日当日の人出は５万と註せられたが幸にして大した出来事もなく僅かに数人の小径我があった計りだ
つたのは仕合せである。

吉田新報 No.136 
本一御祭礼雑記録〔八幡〕
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昭和 8 1933 4.13・14 安藤神社祭礼。宵宮祭も賑々しく前景気至つて旺盛で人出を期待され福蒔等も前年に倍した集り高で各
祭典委員始め町中非常なる意気組であったが不幸にも午前中から雨となりお練りの出る時刻一ぱい間
断なく降り続いたゝめに折角の御祭りも全く雨に潰され人出も稀れで縁日商人各飲食店料理屋菓子屋
等々々泣きの涙であったことは返す返すもも残念であった。

吉田新報 No.138 
本一御祭礼雑記録〔安藤〕

昭和 8 1933 11.5 吉田郷各町村の秋祭は去月 27 日の奥南祭りを皮切りに 11 月１日喜佐方祭り２日玉津筋３日玉津法花津
祭 11 月 5 日吉田町大祭同月 25 日立間祭の順序である。

吉田新報 No.140

昭和 8 1933 11.5 八幡神社祭礼。町出身の在外諸名士が打揃つて帰郷された。大世話番・大押、御幸町筋記述あり。
本町１丁目：提灯張替。

吉田新報 No.141・本一練割帳。
本一御祭礼雑記録〔八幡〕

昭和 8 1933 11.15 氏子惣代改選山下廣外 23 名当選 届書（八幡神社編）
昭和 9 1934 4.5 安藤神社御幸祭（お練は）4 月 14 日から７月 13 日に神社総代町会議員区長恊議の上変更が決定。 

4 月 13 日に執行していた同神社に於ける例祭及宵宮祭は尚従前の通である。
吉田新報 No.142

昭和 9 1934 6.1 氏子惣代瀧谷正重辞任に付補欠選挙河野清陸当選。 届書（八幡神社編）
昭和 9 1934 6.8 安藤神社予算総会。 吉田新報 No.151
昭和 9 1934 6.11 安藤大祭に関する恊議会。 吉田新報 No.148
昭和 9 1934 6.14 安藤神社大祭委員会。 吉田新報 No.149
昭和 9 1934 6.15 安藤神社総代改選。 吉田新報 No.150
昭和 9 1934 6.24 安藤神社大祭第３回委員会。 吉田新報 No.155・158
昭和 9 1934 6.25・30 商工会幹部会。 吉田新報 No.157・160
昭和 9 1934 7.5 13 日の安藤神社夏季大祭を期として各区各町それぞれ夜市及売出しの催しあり。桜丁と本町とは例年の

夜市を尚一層盛大に催すこととなり此地域には 1000 燭光及 500 燭白熱燈 15 個を辻々点火することゝ
なり。尚横堀川神輿走り込み川原筋の両側には 100 燭光 20 個を取付け魚棚町筋も又各区 200 燭光以上
を十個点火する等々各商店の臨時増燈も又非常の数に上るらしいと

吉田新報 No.159

昭和 9 1934 7.12・13 安藤神社祭礼。12 日　宵宮祭　午後７時より御神事　輪ぬけ　御神楽　花火。 
13 日　御幸祭　午後３時より御神事　威儀之物　四ツ太皷　猿田彦　牛鬼　大屋台　神輿走り込（横堀
川原に於て）　奉納相撲　福撒、花火
下９ヶ町ニテ車３台ヲ出ス事トナリ抽選ノ結果本年ハ魚１魚２裡２トナル。

吉田新報 No.154・本一御祭礼
雑記録〔安藤〕

昭和 9 1934 昨今の国民精神更張神祭復興の気運と共にお祭改良説が市中に喧ましくなった。ホタ改良会ができる。 吉田新報 No.170
昭和 9 1934 11.5 八幡神社祭礼。大祭は好晴暖のお天気に惠まれて各方面とも大した威勢であった。 

収入：区内集金・吉田町補助金。本町１丁目：御神燈張替、新規購入。
吉田新報 No.163・本一御祭礼
雑記録〔八幡〕

昭和 10 1935 2.6 議員区長神社総代等を招集・安藤神社大祭期日に関する恊議会を開催 
熟議の結果再び旧来の期日４月 13 日宵宮祭、14 日御幸祭を執行する事となった。

吉田新報 No.165・167

昭和 10 1935 安藤神社祭礼に関する桜丁、裡町、本町、魚棚区長会 
区長会（練り費用半額を町予算に計上・補助申請、祭礼は４月 13・14 日に変更、餅撒、練順を抽選）

議事録〔安藤〕

昭和 10 1935 3.14 安藤神社総代並に区長会。 吉田新報 No.166
昭和 10 1935 4.13・14 安藤神社祭礼。14 日神幸大祭で正午より神輿渡御各供奉員威儀の物、御船、四つ太皷、練車、牛鬼等々

の催し物に気勢を揚げたが生憎此日は 11 時頃から雨となつて終日止まず各種の露店及祭客も大狼狽で
ヌレ鼠の惨々な首尾であったことはまことに残念である。本年ハ抽選ノ結果本３、魚３、裡１ノ番

吉田新報 No.168 
本一御祭礼雑記録〔安藤〕

昭和 10 1935 八幡神社祭礼に関する区長会。 
御幸町筋変更の記述あり。昭和 11 年度ヨリ練費用半額ヲ補助申請スル事

議事録〔八幡〕

昭和 10 1935 11.5 八幡神社祭礼。本町１丁目：提灯張替、床几新調、□胴（華胴か）18 枚、裃三着新調、裃入箱 本一御祭礼雑記録〔八幡〕、
吉田新報 No.169・170

昭和 11 1936 安藤神社祭礼。本町１丁目：本年車幕及提灯４個新調セリ 本一御祭礼雑記録〔安藤〕
昭和 11 1936 5.10 氏子惣代矢野信親辞任に付補欠選挙脇田伊勢平当選。 届書（八幡神社編）
昭和 11 1936 10.15 氏子惣代富田享辞任に付補欠選挙大亀宇三郎当選。 届書（八幡神社編）
昭和 11 1936 10.29 氏子寄附金を以て神輿及法被新調に付奉告祭を執行す経費 1098 円 57 銭なり。 八幡神社文書（八幡神社編）
昭和 11 1936 八幡神社祭礼に関する桜丁、内町 10 区の区長会（車曳・乗子賃決定、補助金追加請求、請求の交渉委

員の決定）。
議事録〔八幡〕

昭和 11 1936 八幡神社祭礼。本町１丁目：辻御神燈電灯、提灯張替。 本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 12 1937 安藤神社祭礼に関する桜丁、内町 10 区長会。練順・御幸町筋記述あり。 議事録〔安藤〕
昭和 12 1937 安藤神社祭礼。本町１丁目：本年ハ車ヲ出サナイ廻リ。 本一御祭礼雑記録〔安藤〕
昭和 12 1937 5.1 氏子惣代白江孝成辞任に付補欠選挙田村多吉当選。 届書（八幡神社編）
昭和 12 1937 7.7 盧溝橋事件。（日中戦争おこる）
昭和 12 1937 11.4・5 八幡神社祭礼。本町 1 丁目：下幕修繕。 吉田新報 No.171、本一御祭礼

雑記録〔八幡〕
昭和 13 1938 北宇和郡立間尻村を編入。
昭和 13 1938 3.11 氏子総代改選赤松吉治外 23 名当選。 （八幡神社編）
昭和 13 1938 安藤神社祭礼に関する桜丁内町 10 区の区長会 議事録〔安藤〕
昭和 13 1938 安藤神社祭礼。本町１丁目：提灯張替。 本一御祭礼雑記録〔安藤〕
昭和 13 1938 4.25 放送局のラヂオ座談会で民謡などとともに鹿の子唄や練車唄・お囃子を披露。 吉田新報 No.173
昭和 13 1938 八幡神社祭礼に関する区長会。 議事録〔八幡〕
昭和 13 1938 11.1 伊達子爵家より本殿幕及燈台１対奉納。 本殿幕及燈台（八幡神社編）
昭和 13 1938 11.5 八幡神社祭礼。本町１丁目：提灯張替。 本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 13 1938 11.5 山下亀三郎、牛鬼後援会を改造し、吉田祭統制維持会を提唱、1000 円を寄附。 吉田新報 No.175
昭和 14 1939 安藤神社祭礼打合せ区長会。 議事録〔安藤〕
昭和 14 1939 4.13・14 安藤神社祭礼。牛鬼…喜佐方。町民も精神的に自粛し專ら敬神崇祖の念を感じたかの如く酔ぱらいの影

も見えなかつた。本町１丁目：本年度ハ車出サナイ廻り。
吉田新報 No.182・185 
本一御祭礼雑記録〔安藤〕

昭和 14 1939 八幡神社祭礼の区長会。 
練車ハ病院上角ヨリ御殿前ニ通ル。

議事録〔八幡〕

昭和 14 1939 吉田祭統制維持会（祭振興会）への賛同と寄附集まる。 吉田新報 No.178・179・180・
181

昭和 14 1939 4.15 吉田祭振興会、復興策に対する協議会を開催。 吉田新報 No.183
昭和 14 1939 4.25 八幡神社の石段の修復案寄附募集中の処、吉田祭振興会が設立されたので、第一期工事（石段改修）に

対し半額補助五百円を寄附したので此程石段全部の修繕が出来上った。
吉田新報 No.184

昭和 14 1939 5.25 祭振興会に寄附がつづき 5000 円を突破する。 吉田新報 No.186・188・192
昭和 14 1939 6.25 吉田祭振興会では吉田祭の復興と修復に関する委員会を開催。 吉田新報 No.188
昭和 14 1939 7.19 八幡神社の氏子総代会　決算及社殿廣場玉垣改修等に関し恊議した。 吉田新報 No.189
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昭和 14 1939 10.24 新に復興を見たものは北小路の鉄砲、飾馬に荘重優雅な徒練で新調の毛槍弓飾具、附属品一切が役場に
到着した。町内の練車の修理も面目を一新し先駆のお船も装を新たにした鹿の子、名物牛鬼の新調と今
秋からの吉田祭は見る人の目をおどろかしめるものであろう。振興会では 24 日区長会を開催し吉田祭
行事に関する各区への割当備品の配給、行事方法に関し協議した。 
吉田新報社、特別附錄として祭絵巻を発行。

吉田新報 No.190・191・195

昭和 14 1939 10.28 吉田祭振興会生みの親山下亀三郎氏は 28 日河野吉田町長宛に『遺憾ながら帰られぬ神意をあらたかに
祭典の進行と吉田郷の繁栄を祈る』と電報が来た。静養中の山下海運王は南予時事新聞記者に対し「祭
祀と事業」という問題について病床の中から静かに郷里吉田の秋祭のことを思ひ浮べて真心こもる敬神
の情を吐露された。

吉田新報 No.194・197

昭和 14 1939 11.4・5 八幡神社祭礼。振興会によって練の復興、衣装などの新調が行われた。大世話番・大押、練順記述あり。 
人足は多く南予隨一の豪華版として本来の祭礼に復活した。本町１丁目：車立西側、取除東側。

吉田新報 No.196 
本一御祭礼雑記録〔八幡〕

昭和 14 1939 11.13 吉田祭振興会に対する寄附つづく。 吉田新報 No.198
昭和 14 1939 12.10 吉田祭礼の内前駆の御船修復に使用した経費は地元の７氏が半分の 300 円を寄附されたものである。 吉田新報 No.201
昭和 15 1940 1.1 吉田祭振興会報告。山下亀三郎、更に会の維持費として金 2000 円を寄贈。 

” 発起人どもは此御芳志を永久に記念する為に本会を吉田祭後援会と改称して、従来の牛鬼後援会、ホ
タ後援会等の事業をも継承して、吉田祭の行事全体を後援する事として御国自慢の隨一たる吉田祭を弥
盛大ならしめたいと存じます我吉田人たる者は其在外たると在郷たるとを問はす、今後本会に対して尚
一段の御援助と御協力とを惜まれざらん事を切に御願申上ます。( 吉田祭振興会発起人一同）”

吉田新報 No.202・204

昭和 15 1940 1.1 吉田祭振興会収支計算書　（自昭和 13 年 12 月 13 日至同 14 年 12 月 5 日） 吉田新報 No.203
昭和 15 1940 2.11 玉井まさゑより楽大鼓一個奉納。 楽大鼓（八幡神社編）
昭和 15 1940 安藤神社祭礼打合せの区長会。
昭和 15 1940 4.13・14 安藤神社祭礼。練順記述あり。13 日宵宮祭執行、助役が幣帛供進に参向、各学校生徒児童も参拝した、

町は各戸に軒燈を吊り区毎に提灯、大幟が立つ、夜は社殿で恒例神楽が奏上された。 
14 日正午より御舟、御旗、四ツ太皷、猿田彦、七福神、本１魚１本３の練車、牛鬼、御神輿繰出される、
桜橋をすぎ下横堀のさくら並木に旗じるしが見え隠れ行く頃雨は本降りとなり車は引返されて橋の裾に
裸となりて濡れているのも哀であった、四ツ太皷のみは雨中と勇ましき限なり、牛鬼はと見れば剣は折
れ、角はさけ雨の中を意気消沈の態にて戸別に頭を突込み声と共に遠ざかり行く、其のあとを喜佐方靑
年の奉仕せる３体の御神輿様の渡御が荘重厳粛に行く様はいと畏こし

吉田新報 No.206・207・208 
本一御祭礼雑記録〔安藤〕

昭和 15 1940 5 月 魚棚２丁目：太閤秀吉人形修繕。 魚二太閤秀吉人形箱書
昭和 15 1940 6.1 氏子惣代西川佐太朗死亡に付補欠選挙川又與市当選（届書）。 届書（八幡神社編）
昭和 15 1940 10.5 北宇和自治会は祭り客の招待を自粛することを決定する。 新聞記事南予の秋祭り No.92
昭和 15 1940 10.10 吉田祭練順及供奉に関する打合せ区長会。 

大押に渡辺庄吉、加賀城清両氏が決定し大世。話番には 15 区長浅野駒市氏が決った。
吉田新報 No.209

昭和 15 1940 10.17 吉田町では来月５日の秋祭に関し役場で関係区長会を開いて打合せ協議を行った。 吉田新報 No.210・議事録〔八幡〕
昭和 15 1940 10.19 南予地方の秋祭りは、接待を差し控え、神事に重きをおいた銃後の秋祭りとなる。 新聞記事南予の秋祭り No.93
昭和 15 1940 11.4・5 八幡神社祭礼。今年は紀元 2600 年を迎へて執行されるこの秋まつりに際し、自粛を徹底化し精神的祭

礼に応じた。４日知事代理が幣帛供進に参向、宵祭が行われた。町の辻々には敬神愛国天下泰平の幟が
立てられ軒には１戸残らず御神燈が赤々と灯された。５日もお弓鉄砲、神馬、御舟を先頭に練車が静々
と町を錬る、名物牛鬼は大暴れ、満身創痍の物凄さで見物をやんやといはせた、特に人目を引いたのは
遠来の朝鮮農林学校生徒であった、神輿の走りこみ、幽雅華麗の浦安の舞や鹿の子など祭情緒は充分に
楽しめ非常時祭礼を終了した、この日の人出は約 15000 人といわれていた。 
本町１丁目：人形腰掛新調。

吉田新報 No.211・212 
本一御祭礼雑記録〔八幡〕

昭和 15 1940 南山八幡神社本。芝模写本の高月紫明による転写本、佐川重敏氏旧蔵、『吉田町誌』上巻に全図カラー掲載。南山八幡神社本
昭和 16 1941 安藤神社祭礼打合せ区長会。 

警固・車曳・乗子賃決定。練順記述あり。
議事録〔安藤〕

昭和 16 1941 4.13・14 安藤神社祭礼。13 日は宵宮祭、助役が供進使として参向。14 日は稀に見る快晴、午前 10 時半から御
舟を先頭にねり車や牛鬼がくり出され横堀、浜の御旅所を中心に数千の人出で賑わった。 
本町１丁目：16 年度は車休廻り。

吉田新報 No.215 
本一御祭礼雑記録〔安藤〕

昭和 16 1941 5.25 149 年前の家老安藤義太夫継明公の余徳は今も猶世の人々を啓発し忠君愛国の精神を郷土の人に強く刻
みつゞけている。桜丁の郷社安藤神社は明 17 年輝く 150 年祭に当るので、４月の大祭を期し事変下特
に意義深き 150 年祭を厳粛盛大に執行することになつているが、商工会では特に力を入れ国鉄開通によ
る吸集策を樹て大々的に喧伝することになった。

吉田新報 No.216

昭和 16 1941 7.2 国鉄宇和島～卯之町駅間が開通。伊予吉田駅開業。
昭和 16 1941 7.25 八幡神社では、県社昇格奉賛会を組織し 18 日会長、村長その他関係者から同社の縁起及由緒を添へて

県経由内務大臣宛に昇格申請書を提出した。
吉田新報 No.217

昭和 16 1941 10.15 区長会。秋まつりの神輿渡御に供奉する練の順席並に大世話番、大押の打合せ。 吉田新報 No.219
昭和 16 1941 八幡神社祭礼の区長会。警固・車曳・乗子賃決定。練順記述あり。 議事録〔八幡〕
昭和 16 1941 八幡神社祭礼。 本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 16 1941 12.8 太平洋戦争はじまる。
昭和 17 1942 安藤神社祭礼打合せ区長会。練順、世話番・年番・大押記述あり。 議事録〔安藤〕
昭和 17 1942 安藤神社祭礼。150 周年祭か？ 吉田新報 No.216 

本一御祭礼雑記録〔安藤〕
昭和 17 1942 八幡神社祭礼打合区長会。世話番・大押記述あり。 議事録〔八幡〕
昭和 17 1942 八幡神社祭礼。本町 1 丁目：提灯杭修繕 本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 18 1943 安藤神社祭礼区長会。練車出さない方針を町長・総代の懇願により練だす事を決定。練順・御幸町筋記

述あり。
議事録〔安藤〕

昭和 18 1943 安藤神社祭礼。 本一御祭礼雑記録〔安藤〕
昭和 18 1943 11.15 八幡神社祭礼。 新聞記事南予の秋祭り No.100

本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 19 1944 安藤神社祭礼。本町１丁目：車だす 本一御祭礼雑記録〔安藤〕
昭和 19 1944 10.4 八幡神社祭礼打合区長会。大世話番・大押記述あり。 議事録〔八幡〕
昭和 19 1944 10.14 八幡神社祭礼区長・氏子総代会。練時間を早くきりあげることに決定。 議事録〔八幡〕
昭和 19 1944 八幡神社祭礼。 本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 20 1945 8.15 ポツダム宣言受諾、終戦
昭和 20 1945 八幡神社祭礼、物資不足などのため中止になる。 議事録〔八幡〕・本町 1 丁目御

祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 21 1946 八幡神社祭礼打合会。大世話番・大押記述あり。練のルート変更。 議事録〔八幡〕
昭和 21 1946 八幡神社祭礼。 本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 21 1946 12.21 昭和南海地震。土蔵など半壊数軒、地盤沈下、井戸水枯渇・海水混入被害。 吉田町誌・広報
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昭和 22 1947 八幡神社祭礼打合会。※総代が出席。大世話番・大押記述あり。 議事録〔八幡〕
昭和 22 1947 八幡神社祭礼。 本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 23 1948 八幡神社祭礼打合会。 

練入費の各区負担額決定、大世話番・大押記述あり。
議事録〔八幡〕

昭和 23 1948 八幡神社祭礼。 本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 24 1949 安藤神社祭礼。 

本町１丁目：車出す。
本一御祭礼雑記録〔安藤〕

昭和 24 1949 10.25 八幡神社祭礼。吉田郷共同祭典。神輿牛鬼の外練物一切廃止し各区に所有練物を当日必ず飾つける。大
世話番・大押記述あり。

議事録〔八幡〕

昭和 25 1950 八幡神社祭典打合会。大世話番・大押記述あり。 
決議により本年よりは例年通り 11 月 5 日神幸祭執行練物は例年通り繰出す事の決議。

議事録〔八幡〕

昭和 25 1950 11.4・5 八幡神社祭礼。
11 月 5 日朝より曇天一時晴れたるも練車御旅所着頃より雨天となり以後練車は引流しとす。

議事録〔八幡〕 
本一御祭礼雑記録〔八幡〕

昭和 26 1951 浅川集会所火災、牛鬼焼失。寄附金を集う。 議事録〔八幡〕
昭和 26 1951 八幡神社祭礼準備その他。 

大世話番・大押記述あり。練費予算（神馬予算記述なし）。農繁期のため祭礼日の変更案が出、町長へ依頼、
本年は例年通り大祭をすることと決定、結果（翌日）本年に限り希望通り承諾ありたり。

議事録〔八幡〕

昭和 26 1951 八幡神社祭礼。本町１丁目：辻提灯張替。 本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 27 1952 八幡神社祭礼打合会。牛鬼…鶴間。大世話番・大押・警固記述あり。役場に於て秋季大祭を 11 月 20 日、

□幸祭同弐拾壱日列祭を決定するも外村の反対意見に依り、旧年ノ通り 11 月 5 日に変更決定する。
議事録〔八幡〕

昭和 27 1952 11.5 八幡神社祭礼。 本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 28 1953 11.5 八幡神社祭礼。魚一、魚二練車修理不能に付本年に限り練車出し出来ぬ事を承認される。 議事録〔八幡〕
昭和 28 1953 会名不明。大世話番・大押記述あり。練ハ魚１、魚２の練車事項ノ為本 28 年 11 月 5 日祭礼ニハ修理

不能ニ付本年ニ限リ練車出シ出来ヌ事ヲ承認セリ其ノ他ノ練ハ昨年同様出ス事。
議事録〔八幡〕

昭和 28 1953 八幡神社祭礼。 本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 29 1954 秋季大祭総代会（牛鬼新調決定、祭礼休止案でるも反対多く挙行決定、各区予算、取立予算、総代から

の練祝□金廃止）。
議事録〔八幡〕

昭和 29 1954 八幡神社祭礼。 本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 30 1955 旧吉田町・奥南村・喜佐方村・立間村・玉津村および高光村の一部知永の６か町村が合併し吉田町新発足。
昭和 30 1955 本村区（旧吉田地区 18 区）が元町区と改称。 広報 54 号
昭和 30 1955 浅川分館竣工。 広報 54 号
昭和 30 1955 八幡神社祭礼。 本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 31 1956 10.8 吉田町連合青年団長「秋祭の話合について」「私達が常に訴え常に叫んで来た秋祭りの統一も、昨年来、

各種の事柄が惹起し、又現在は町全体として重要な段階に来て居るものと思われます。」「私達が現在ま
で投げかけた問題について最後までもつて行かねばならぬ責任はあらうかと思いますから」

立間公民館所蔵文書

昭和 31 1956 10.12 11 月 1 日から 10 月 25 日統一実施を二週間前に決定。 立間公民館所蔵文書
昭和 31 1956 10.25 八幡神社祭礼。御幸町筋・練順記述あり。魚２、裡２、魚１の御車休み。 立間公民館所蔵文書・ 

本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 32 1957 10.19 青年団と氏子総代が対立してもめ続けていた北宇和郡吉田町の秋祭統合問題は、吉田地区の氏子総代会

が 10 月 25 日の統合祭に参加せず、11 月 5 日に単独祭を強行することに決めたので、青年団はみこし
はもちろん牛鬼など一切の奉仕を拒否したので、お練りが全然ないさびしい祭になり商店街では、人出
が少いだろうと悲観している。吉田地区の氏子総代たちが分裂の責任をおつて総辞職したあと、区長会
が代つて 11 月 5 日にするか 10 月 25 日の統合祭に合流するかを話し合つたが、両者を兼任している者
が多いところなどから、結局単独祭強行のハラを決めてしまつた。しかしその裏には最後になれば昨年
のように青年団を納得させることが出来るという安易な考え方が流れていたという。ところが青年団側
は予想以上に強硬で、立間地区のみこし奉仕だけでなく、浅川分団の暴れ牛鬼など同町連合青年団が全
部で「新生活運動に反対する祭には参加しない」と立ち上ったため、区長会は総代会の二の舞で苦境に
立った。初めは総代や区長のいう通りになつていた商店街の人々も、結局売り上げが減るだろうから、
この前に何らかの手を打つておくべきだったと批判している。

夕刊宇和島日日新聞

昭和 32 1957 11.4・5 八幡神社祭礼。論議紛争の裡に四、五両日　氏神八幡神社大祭を執行　オート三輪による珍神幸の可否 
４日午後７時からは宵宮祭が執行され、午後 10 時には神札を受ける「ホタ」の群が相次いで社頭に参
集した。５日卯之刻（午前６時）には慣例の卯之刻相撲が立間伝統の相撲の家の人々に依って奉仕され、
神霊を神輿に奉遷の儀が行はれて、20 人の運転手、総代、区長等の手によって階段を降りてオート三輪
車に奉遷、午前８時には真榊、太皷の車、三体の神輿、神主、総代の六輌編成で医王寺下を通過して本
丁から御殿前出で、此処で待合はした五台のネリ車、本二の旗、御舟、裡三の猿田彦、桜丁の四ツ太皷、
牛鬼を先頭に町内をねり歩き、慣例に依つて神輿は御殿でオート三輪による舞込をいとも巧みに行つて
桜橋元へと進んだ神輿は鶴間、浅川から大工町、元町、君ヶ浦へと過去の道順の外に地域外にも巡幸し、
午後五時御旅所に於て御旅所祭が執行され午後八時過ぎ本社に還御、神霊奉遷の儀が行はれて２日間に
亘る大祭一切の行事を終了した。

吉田新報 
本一御祭礼雑記録〔八幡〕

昭和 32 1957 12.1 休刊の理由に就いて声明。 吉田新報
昭和 32 1957 12.1 御祭についての意見。 吉田新報
昭和 32 1957 12.3 八幡神社の神輿４体焼失 

吉田町立間の八幡神社が炎上して神輿４体を焼失してしまった。秋祭統合問題のゴタゴタから連想する
と何か神意の暗示というようなものを感ぜしめられるであろう。原因は今のところ子供らの火遊びらし
いが、それにしても火災予防週間の行事が終るか終らぬかというときに神社の御神体を宿す神与（ママ）
を４体も焼くということは、よくよくのことである。そこに当然、不可思議な因縁―神意というような
ものを感ずるのも無理からぬようである。原子力科学の時代人工衛星の空飛ぶ時代に神意とか因縁とか
を云々することはナンセンスだとも評されるであろうが、そういう時代でも幽霊の実在、幽霊を見たと
確言する学者も存在するのである。現に数年前にも梼原村の神社で神木を伐材していた御徒町の男は樹
上から転落して脳底骨折で即死した事件もある。八幡神社も昔から荒々しい戦さ神と云い伝えられてい
る。その祭礼に氏子連中が分裂してゴタゴタを演じていたから神霊も腹に据えかねていて、子供の火遊
びを機会に自爆的に炎上してしまつたのではないか。こう解釈しても不自然ではないようだ。神は非礼
を享け給わずという。人間どもが数々の非礼な行いを重ねているといわゆるロクなことがないというの
は事実である。吉田町民も、若し、八幡神社の神輿を改めて作る場合には誠心誠意、氏子中が協力一致
の精神を固めて、やらなくては、神は非礼を享け給わずである。

夕刊宇和島日日新聞

昭和 33 1958 10.30 秋祭統合に関する誓約書。 立間青年団諸綴
昭和 33 1958 八幡神社祭礼。 本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 34 1959 8 月 秋祭に就いての声明書 立間青年団諸綴
昭和 34 1959 八幡神社祭礼。 本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 35 1960 八幡神社祭礼。 本一御祭礼雑記録〔八幡〕
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年号 年 西暦 月日 事　　項 出典（掲載）

昭和 36 1961 八幡神社神幸祭御幸筋及練割。練順・役職の記述あり。 立間青年団諸綴
昭和 36 1961 八幡神社祭礼。

本町１丁目：休み（練車老朽化？）
本一練割帳・本一御祭礼雑記
録〔八幡〕

昭和 37 1962 10.15 八幡神社祭礼。 
本町１丁目：休み（練車老朽化？）

立青書記録・本一御祭礼雑記
録〔八幡〕・本一練割帳

昭和 38 1963 八幡神社祭礼。 本一御祭礼雑記録〔八幡〕
昭和 41 1966 11.3 八幡神社祭礼。神輿出御 11 時。 立間青年団書綴
昭和 42 1967 11.3 八幡神社祭礼。神輿出御 9 時。 立間青年団資料綴
昭和 43 1968 11.3 八幡神社祭礼。 立間青年団文書綴
昭和 47 1972 八幡神社祭礼。御幸町筋記述あり。 立間青年団綴
昭和 49 1974 3.1 鹿の子が吉田町指定無形民俗文化財となる。
昭和 49 1974 宇和島市立吉田町図書館本。南山八幡神社本の転写本、『愛媛まつり紀行』に部分図掲載。 宇和島市立吉田町図書館本
昭和 49 1974 八幡神社祭礼。練順記述あり。獅子舞・子供みこし・しだみこしの記述あり。 立間青年団綴
昭和 50 1975 吉田町文化協会に佐川重敏氏が吉田祭礼図絵二巻を寄贈。 広報 No.1
昭和 54 1979 昭和 54 年度神幸道順表　安藤神社総代会。御幸町筋記述あり。 資料
昭和 59 1984 魚棚１丁目：山車最終運行。
昭和 60 1985 2 月 吉田祭神幸祭お練保存会（現：吉田町おねり保存会）創設 お練保存会創設趣旨書・規約
昭和 62 1987 5.6 おねりが吉田町指定無形民俗文化財となる。 いさり火 No.1
昭和 62 1987 10.4 卯之刻相撲保存会が結成される。 卯之刻相撲保存会会則
昭和 63 1988 御船艫の部分の修繕が行われる。
平成 元 1989 本町１丁目：見送り幕復元。 いさり火 No.5
平成 元 1989 11.3 八幡神社祭礼。 いさり火 No.2・3・4、広報

No.3
平成 2 1990 11.3 八幡神社祭礼。練行列には山車、御船、八幡ボタなど各種が出るが、傷みがひどくなっている。 いさり火 No.5
平成 3 1991 11.3 八幡神社祭礼。山車の法被、裃の新調や山車の修繕。 広報 No.6
平成 4 1992 11.3 八幡神社祭礼。牛鬼トレーナー 60 着、締め太鼓６張、旗１流、陣傘１頭の祭用具一新。

裡町二丁目：人形「楠正成公」を修復。
広報 No.7・8・9

平成 5 1993 11.3 八幡神社祭礼。 いさり火 No.7
平成 6 1994 11.3 八幡神社祭礼。 広報 No.12
平成 7 1995 11.3 八幡神社祭礼。 広報 No.13
平成 7 1995 5 月 ふれあい国安の郷オープン。
平成 9 1997 11.3 八幡神社祭礼。 広報 No.16
平成 11 1999 3.1 卯之刻相撲が吉田町無形民俗文化財となる。
平成 11 1999 11.3 八幡神社祭礼。 広報 No.18
平成 14 2002 国安の郷展示「祭りの主役・脇役展」開催。 広報 No.19
平成 17 2005 8.1 宇和島市、北宇和郡三間町、津島町と合併、宇和島市となる。
平成 18 2006 本町１丁目：練車修繕。
平成 19 2007 本町１丁目：幕新調。
平成 20 2008 裡町 1 丁目：幕新調。
平成 21 2009 魚棚３丁目：天水幕、胴幕新調。
平成 22 2010 桜丁：幕新調。
平成 25 2013 魚棚２丁目：練車・幕新調、裡町 2 丁目：練車修理、御用練復活。
平成 26 2014 八幡宝多：新調。
平成 27 2014 4 月 吉田秋祭総合調査事業開始。
平成 29 2017 12 月 魚棚 1 丁目練車修理完了。
平成 29 2017 12.26 『吉田秋祭保存団体協議会』設立。
平成 30 2018 2.20 『吉田秋祭の神幸行事』として愛媛県無形民俗文化財の指定を受ける。
平成 30 2018 ７月 吉田秋祭総合調査事業完了、報告書刊行。
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